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平 成 3 0 年 1 1 月 1 5 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（37名）

１番 武 田 浩 一 （自由 民 主 党 く し ま）

２番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

３番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

４番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

５番 岩 切 達 哉 （県 民 連 合 宮 崎）

６番 西 村 賢 （宮崎県議会自由民主党）

７番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

８番 二 見 康 之 （ 同 ）

９番 日 高 博 之 （ 同 ）

10番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

11番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 原 正 三 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （愛みやざき）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

17番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 徳 重 忠 夫 （宮崎県議会自由民主党）

20番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 横 田 照 夫 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

27番 井 上 紀代子 （県 民 の 声）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 太 田 清 海 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 右 松 隆 央 （ 同 ）

34番 山 下 博 三 （ 同 ）

35番 濵 砂 守 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 星 原 透 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 外 山 衛 （ 同 ）

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

公 安 委 員 長 島 津 久 友

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 議長挨拶

○ 原正三議長 開会前に一言申し上げます。

本日は執行部、関係団体の御協力をいただ

き、古代衣装を着用し、本会議を開催させてい

ただきます。

この取り組みは、平成24年度から記紀編さ

ん1300年記念事業の一環として実施しておりま

して、県議会としましても、「神話のふるさと

みやざき」のブランドイメージの一層の浸透

が図られることを期待するものであります。

◎ 開 会

○ 原正三議長 これより平成30年11月定例県

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○ 原正三議長 会議録署名議員に、緒嶋雅晃

議員、井上紀代子議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○ 原正三議長 まず、会期の決定について議

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕 御報告いたします。

去る11月８日の閉会中の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成30年11月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計21件、その内訳は、補正予算２件、条例３

件、予算・条例以外16件であります。このほか

２件の報告があります。また、さらに台風被害

対策に係る補正や職員等の給与改定に係る議案

が追加提案される予定となっております。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査をいたしました結果、会期につ

きましては、本日から12月４日までの20日間と

することに決定いたしました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、11月20日から５日間の日程で

一般質問を行います。一般質問終了の後、人事

案件の採決を行った上で、その他の議案･請願に

ついて、所管常任委員会への付託を行います。

11月28日から２日間の日程で各常任委員会を

開催していただき、12月４日の本会議で、付託

された議案・請願の審査結果報告及び採決を行

います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○ 原正三議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○ 原正三議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から12月４日まで

の20日間とすることに御異議ありませんか。

平成30年11月15日(木)
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第21号まで上程

○ 原正三議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事から、議案第１号から第21号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○ 原正三議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成30年11月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に一言御礼を申し上げま

す。

11月定例県議会の恒例となりましたが、本日

は、県議会の御発案により、記紀編さん1300年

記念事業関連の取り組みとして、古代衣装を身

にまとっての本会議となりました。「神話の源

流 みやざき」を県内外へ発信していく上で、

このような大変貴重な機会を設けていただいた

ことに対しまして、 原議長を初め県議会の皆

様に厚くお礼を申し上げます。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、３点御報告をさせていただき

ます。

１点目は、さきの台風被害についてでありま

す。

９月末から相次いで本県に接近した台風によ

り、県内で２名の方が亡くなられたほか、農林

水産関係の被害額が約120億円、公共土木施設で

は約96億円と、過去10年間で最大規模の被害が

発生しました。お亡くなりになられた方とその

御遺族に対し、衷心よりお悔やみを申し上げま

すとともに、被害に遭われた皆様に心からお見

舞いを申し上げます。

県といたしましては、去る10月23日に 原議

長にも御同行いただき、農林水産省に対し、農

林水産関係被害への支援について要望を行った

ところであります。また、公共土木施設等につ

きましては、順次、国の災害査定を受けるな

ど、災害復旧に向け着実に事業を進めておりま

す。

なお、台風被害対策に係る補正予算につきま

しては、国における具体的な補助内容の決定時

期等との関係から、本日提案いたしました補正

予算案とは別に、後日、今議会に追加提案をさ

せていただく予定としております。引き続き、

国や市町村、関係機関と連携を図りながら、早

期復旧に万全を期してまいります。

２点目は、九州中央自動車道の整備について

であります。

九州中央自動車道高千穂日之影道路雲海橋交

差点から日之影深角インターチェンジ間の約2.8

キロメートルが、今月11日に開通いたしまし

た。このことにより、大規模災害時の緊急輸送

や救急医療の搬送における利便性向上を初め、

広域観光や地場産業の振興などにつながるもの

と大変うれしく思っております。

これまで御支援をいただきました県議会の皆

様を初め、御尽力をいただきました国土交通省

や関係の皆様に、心からお礼を申し上げます。

今後とも、早期完成に向けて全力で取り組んで

まいります。

３点目は、工業技術センター及び食品開発セ

ンターの20周年記念行事についてであります。

平成30年11月15日(木)
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両センターが現在の宮崎市佐土原町に移転･新

設して、今年度で20周年を迎えることとなり、

その記念行事をあすと明後日の２日間、同セン

ター内において、みやざきテクノフェアと合同

で開催することといたしました。

これまで、機械・電子、材料、食品等のさま

ざまな分野で県内企業への技術支援や研究開発

に取り組んできたところでありますが、この機

会を契機として、これまでの歩みを振り返ると

ともにセンターの役割を再認識し、引き続き、

関係機関と連携しながら県内企業のさらなる発

展を図ってまいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計29億1,013万2,000円、特

別会計97万2,000円であります。この結果、一般

会計歳入歳出予算規模は5,935億7,517万3,000円

となります。

今回の補正予算による一般会計の歳入財源

は、分担金・負担金2,570万円、国庫支出金18

億5,854万8,000円、繰入金９億3,478万4,000

円、県債9,110万円であります。

以下、補正予算案に計上いたしました主な事

業の概要について御説明いたします。

まず、「周産期医療ネットワークシステム整

備事業」につきましては、県全域を網羅した周

産期医療体制の構築を図るため、県南及び県西

地区等において、一次分娩取扱施設の胎児心拍

数モニターを二次及び三次医療機関で監視でき

るネットワークシステムの整備を支援するもの

であります。

次に、「宮崎農水産物おいしさ・機能性見え

る化事業」につきましては、県内研究機関で構

築した「おいしさ」「機能性」の評価技術を活

用して本県農水産物の分析・評価を行うととも

に、これらを生かした加工品の開発等を行うも

のであります。

次に、公共事業についてでありますが、硫黄

山噴火に伴う農業用水確保対策として、川内川

からの取水再開に備え、水質監視機器や緊急的

に取水を停止するシステムの整備を行うことと

しております。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第３号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」は、地方税法の一部改正に伴い、控除対

象配偶者の名称変更など関係規定の改正を行う

ものであります。

議案第４号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、土地

改良法の一部改正に伴い、同法を引用する関係

規定の改正を行うものであります。

議案第５号「宮崎県中小企業者等向け融資に

係る損失補償に関する条例の一部を改正する条

例」は、産業競争力強化法の一部改正に伴い、

同法を引用する関係規定の改正を行うものであ

ります。

議案第６号は、防災･安全社会資本整備交付金

事業国道219号岩下工区（仮称）岩下橋上部工工

事、議案第７号は、同事業における国道327号尾

平工区（仮称）尾平トンネル工事（２工区）、

議案第８号は、30年発生道路災害関連事業国

道448号藤工区（仮称）藤トンネル工事（１工

区）及び議案第９号は、同工事（２工区）の、

それぞれ請負契約の締結について、並びに議案

第10号は、県営広域営農団地農道整備事業沿海

北部６期地区１工区のトンネル工事の請負契約

の変更について、議会の議決に付すべき契約に

関する条例第２条の規定により、議会の議決に

平成30年11月15日(木)
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付するものであります。

議案第11号は、県立学校で発生した生徒の転

落事故に係る民事訴訟事件の和解及び損害賠償

額の決定について、地方自治法第96条第１項

第12号及び第13号の規定により、議会の議決に

付するものであります。

議案第12号から第14号までは、宮崎県青島青

少年自然の家など31施設の管理を行わせる指定

管理者を指定することについて、地方自治法

第244条の２第６項の規定により、議会の議決に

付するものであります。

議案第15号は、平成30年２月定例県議会で議

決を経た農政水産関係建設事業執行に伴う市町

村負担金徴収に関し、国の事業の創設に伴い議

決内容の一部を変更することについて、土地改

良法第91条第６項等の規定により、議会の議決

に付するものであります。

議案第16号は、平成31年度の全国自治宝くじ

及び西日本宝くじの本県発売金額を定めること

について、当せん金付証票法第４条第１項の規

定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第17号は、地方独立行政法人法の一部改

正に伴い、宮崎県立看護大学の定款で定める監

事の任期を変更することについて、同法第８条

第２項の規定により、議会の議決に付するもの

であります。

議案第18号は、県道西川北京町温泉停車場線

の路線廃止について、議案第19号は、県道矢岳

高原京町線の路線認定について、道路法第７条

第２項等の規定により、議会の議決に付するも

のであります。

議案第20号は、教育委員会委員宇田津真理子

氏が平成30年12月23日をもって任期満了となり

ますので、その後任委員として木村志保氏を任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により、議会の

同意を求めるものであります。

議案第21号は、収用委員会委員齊藤晃一氏が

平成30年12月28日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として上村哲生氏を任命い

たしたく、土地収用法第52条第３項の規定によ

り、議会の同意を求めるものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○ 原正三議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす16日から19日までは、議案調査等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、20日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時15分散会

平成30年11月15日(木)
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平 成 3 0 年 1 1 月 2 0 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）１番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 徳 重 忠 夫 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 丸 山 裕次郎 同

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 横 田 照 夫 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 濵 砂 守 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 議案第22号から第29号まで追加上程

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事から、議案第22号から

第29号までの各号議案の送付を受けましたの

で、これらを日程に追加し、議題とすることに

御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議案第22号から第29号までの各号議案を一括

上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○ 原正三議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

概要について御説明申し上げます。

今回、追加提案いたしました議案は、さきの

台風で被災された農林業者の方々の一日も早い

経営再建のための支援対策、並びに先般の県人

事委員会の勧告等を踏まえた一般職及び特別職

の給与改定を行うものであります。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計16億4,422万8,000円、公

営企業会計7,183万円であります。このうち、一

般会計の歳入財源は、国庫支出金８億74 0

万3,000円、繰入金８億3,682万5,000円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は5,952億1,940万1,000円となります。

この中で、台風被害対策に係る事業につきま

しては、農業用ハウスや農業用機械、特用林産

物生産施設等の再建・修繕及び被災した施設の

撤去を支援するものであります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第27号及び第28号は、県職員及び市町村

立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定するた

め、関係条例の改正を行うものであります。

議案第29号は、特別職の期末手当の支給月数

を改定するため、関係条例の改正を行うもので

あります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○ 原正三議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○ 原正三議長 ただいまから一般質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎、社民党の満行潤一で

す。

まず、新田原基地の米軍受け入れについてお

尋ねいたします。

日米両政府は、10月24日の日米合同委員会

で、日本に対する武力攻撃や周辺事態などの緊

急時に備えるとして、航空自衛隊新田原基地に

米軍の戦闘機や輸送機などを受け入れる施設を

整備することを、周辺自治体や住民への事前説

明もないまま合意いたしました。

平成30年11月20日(火)
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平成30年11月20日(火)

報道によれば、12機程度の戦闘機、１機程度

の輸送機、米兵200人程度の受け入れを想定し、

駐機場、燃料タンク、弾薬庫、庁舎、倉庫、誘

導路などを、米軍普天間基地返還前の2022年度

までに自衛隊施設として整備を進めるとしてい

ます。

周辺自治体２市３町と国が2007年４月に締結

した協定がその根拠のように言われています

が、同協定は在日米軍再編に伴う嘉手納基地の

「米軍訓練移転」に関するものであり、両政府

が2006年５月に合意した在日米軍再編ロード

マップによる普天間飛行場有事を想定したもの

ではありません。

また、どういう事態が「緊急時なのか」とい

う明確な基準は、周辺自治体との協定書にも、

日米合意の中身にも示されておりません。今回

の合意に対して周辺住民からは、「事故のリス

クが高まる」「怖い」「治安が心配」「さらに

騒音が高まる」「弾薬庫の危険性」など、不安

の声が上がっています。

近年相次いでいる在日米軍機の不時着や部品

落下事故は、国民に大きな不安を与えていま

す。防衛省の独自調査によると、在日米軍機に

よる事故・トラブルは、2016年に11件だったも

のが、2017年には25件に急増しています。特

に、昨年11月には輸送機が沖ノ鳥島の北西約150

キロに墜落し、搭乗員３名が死亡する惨事も発

生し、さらに12月には、沖縄県宜野湾市の普天

間第二小学校グラウンドに輸送ヘリコプターか

ら直径90センチ四方の窓枠が落下し、大惨事に

つながる可能性の高い深刻な事故でした。こと

しに入っても、２月に青森県で戦闘機がタンク

を湖に投棄し、その回収作業や補償をめぐって

は、日米地位協定の課題が改めて浮き彫りにな

りました。

一連の事故による住民不安の高まりは、日米

共同訓練がたびたび計画される新田原基地を抱

え、オスプレイ飛行の目撃も相次ぐ本県にとっ

ても、無関係とは言えない状態です。それが今

回の日米合意により、より一層、大事故の危険

性が高まることになります。

米国の思うままに戦争に巻き込まれ、敵国か

ら攻撃の対象とされ、弾薬庫に火災等が起これ

ば、大惨事になりかねません。米軍機騒音につ

いても、日本側がコントロールできるわけでは

なく、さらにひどくなることが十分予想されま

す。

また、今回の米軍の新田原基地利用が沖縄の

基地負担軽減策と言われていますが、辺野古新

基地建設や東村高江のヘリパッド建設などが強

行され、沖縄の負担軽減どころか逆に基地強化

が進められています。

緊急時となってはいますが、新田原基地に米

軍を受け入れることは、周辺住民と県民の生命

及び財産が脅かされるものであり、自衛隊と米

軍の一本化、自衛隊の米軍基地化につながり、

到底容認できるものではありません。

県民の生命と財産を守る立場にある知事が先

頭に立ち、新田原の米軍利用中止を求めるのが

当然の職責だと思います。今回の日米合意に基

づく米軍の基地使用を目的とする新田原基地の

施設整備について、知事の見解を求めます。

次に、日米地位協定の見直しについてであり

ます。

米軍基地がある沖縄では、軍人、軍属による

さまざまな犯罪や、戦闘機、ヘリコプター、オ

スプレイの墜落、緊急着陸などの事故が起きて

います。事件・事故が起きても逮捕ができな

かったり、犯罪立証が困難なことで被害者が泣

き寝入りされている事例も相次いでいます。オ
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スプレイ墜落事故でも、地元警察や消防も立ち

入ることができませんでした。これらは、米軍

の構成員と軍属に対して米国側が裁判権を持つ

ことを想定した、日米地位協定があるためで

す。この不平等な協定の改定がなされない限

り、事件や事故が起きても住民側に多大な負担

がのしかかることは明白です。

今月７日の参院予算委員会で、日米地位協定

が、イタリアやドイツなどが米国と結んでいる

地位協定に比べ劣っているとの指摘を受け、安

倍首相は、「ドイツやイタリアはＮＡＴＯ加盟

国で、根拠条約の北大西洋条約は加盟国の間で

相互防衛義務を定めている。他方、日米安保条

約は米国への基地提供義務を定めており、我々

が基地提供義務も負っている。そうした背景も

考えながら、地位協定を比較しなければならな

い」と説明しています。

同じ敗戦国であるイタリアやドイツなどの地

位協定は国内法令が適用されるのに対し、日米

地位協定では、日本の法律が適用されないな

ど、他国と比べ「不平等」との指摘がある中、

それを当然視する発言と受けとめられかねませ

ん。全国知事会は日米地位協定の抜本的な見直

しを求めていると伺いました。不平等な日米地

位協定の見直しについて、知事の見解をお尋ね

します。

次に、２巡目国体、新たな陸上競技場の設置

についてであります。

このことについて、関係団体が反対表明して

いると報道されています。また、山之口運動公

園に建設するとする「県陸上競技場整備基本計

画」は、これからの本県スポーツ振興や本県の

発展を展望する上で賛成できないとの趣旨の

「現宮崎県総合運動公園内に建設を求める要望

書」署名活動が行われていることも承知をして

います。

地元都城市では、既にインフラ、上下水道整

備などハード・ソフト両面で先行して取り組ん

でいます。また、宮崎国体成功に向けて、地元

の経済団体などが機運醸成を図る取り組みも始

まっており、動揺もあります。知事は記者会見

等で見解を述べておられますが、この場でいま

一度、陸上競技場の整備方針について説明をい

ただきたいと思います。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、新田原基地の施設整備についてであり

ます。

外交・防衛に係る問題は、国の専管事項であ

り、普天間飛行場の能力を代替することに関連

する新田原基地の緊急時使用のための施設整備

についても、安全保障政策の一環として、国の

責任においてなされるものと認識しておりま

す。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

した「再編実施のための日米のロードマップ」

に基づくものであり、平成19年には、国と地元

２市３町の間で、緊急時使用への対応を含め協

定が締結されておりますことから、大枠では地

元の合意が得られているものと考えておりま

す。

しかしながら、具体的な施設の整備内容や規

模等については、今回初めて示されたものであ

りまして、緊急時の使用形態や弾薬庫の安全性

など、地元の不安もお聞きしているところであ

ります。

このため、県としては、県民の安全・安心の

確保の観点から、地元関係市町と連携して、国
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に対し、より詳細な情報提供や地元自治体への

丁寧な説明を求めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、日米地位協定の見直しについてであり

ます。

日米地位協定は、日米安全保障条約第６条の

規定に基づき、国会の承認を経て締結されたも

のであり、日米安全保障体制にとって重要な協

定であると考えております。

一方、協定の締結以来、一度も改定されてお

らず、補足協定等により運用改善が図られてい

るものの、国内法の適用や自治体の基地立ち入

り権がないなど、我が国にとって、依然として

課題があるとも認識しております。

このような状況を踏まえ、ことし７月、全国

知事会では、日米地位協定の見直しについて、

国内法を原則として米軍にも適用させること

や、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑

な立ち入りの保障などを明記することを内容と

した提言を取りまとめたところであります。

私としましても、県民の安全・安心を確保す

るため、知事会とともに、政府に意見を申し上

げてまいりたいと考えております。

最後に、２巡目国体に向けた施設整備につい

てであります。

陸上競技場を都城市山之口町に整備すること

によりまして、県西地域における拠点として、

全県化の後押しになると。スポーツランドみや

ざきのさらなる発展に向けて、全県化、通年

化、多種目化を目指しているところであります

が、全県化の後押しとなり、地方創生にも資す

るものと考えております。

さらに本県は、南海トラフ地震の高い発生確

率が指摘されておりますことから、県総合運動

公園において、新たに大規模集客施設を整備す

ることは難しいということも考え合わせ、地元

市から強い要望がありました、都城市山之口町

での整備を行うことを判断したものでありま

す。

なお、現在、県総合運動公園にあります既存

の施設につきましては、津波避難対策や改修等

を行いながら、引き続きスポーツランドみやざ

きの拠点として活用してまいりたいと考えてお

ります。

今後、さらに関係機関の皆様の御理解と御協

力をいただきながら、２巡目国体に向けた整備

を行ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○満行潤一議員 ありがとうございます。おお

むね「良」としたいのですけれども、米軍基

地、米軍受け入れについては、知事もおっしゃ

いましたが、ちょっと私と認識が違うのは、在

日米軍再編に伴う嘉手納基地の米軍訓練移転

と、在日米軍再編ロードマップ、これは違う。

当然、２市３町との協定は、そのことを意識し

ていない状態の締結であったというふうに認識

しています。ぜひ、また今後、この問題につい

てはお話をさせていただきたいと思っていま

す。

山之口運動公園については、了解しました。

次に、新年度当初予算編成についてお尋ねい

たします。

新年度当初予算編成時期に差しかかりまし

た。その予算編成方針が公表されたところであ

ります。知事選を控え、骨格予算となることも

理解しますが、広く県民の声を反映していただ

きたいと思います。予算編成にどのように取り

組まれていくのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成31年度当初予算に

つきましては、骨格予算として編成することと
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しておりますが、人口減少問題など本県が直面

する課題に的確に対応するために、次の４つの

視点から施策を構築することとしております。

１つには、未来を担う人材の育成・確保。そ

して、関係人口の創出と観光・交流の拡大。そ

して、安全・安心な暮らしの確保。そして、さ

らなる発展に向けた力強い産業づくりと交通・

物流基盤の充実であります。

また、社会保障関係費や国体開催に伴う経

費、公共施設の老朽化対策など、多額の財政支

出が見込まれる事業につきましては、将来にわ

たる負担軽減のため、市町村等との連携・役割

分担のもと、総額の抑制を図るとともに、財政

負担の平準化の観点から、計画的に予算計上を

行うこととしております。

○満行潤一議員 次に、来年10月から消費税率

引き上げがあります。この引き上げに伴い、地

方消費税が増額になりますが、その使途は社会

保障関係費の財源に充てるよう法律で決まって

います。

消費税率引き上げに伴う歳入・歳出の影響な

どについて、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 来年10月に予定さ

れる消費税率引き上げにつきましては、引き上

げ分２％のうち0.5％が地方消費税分とされてお

りますことから、あくまでも試算ではあります

けれども、本県の地方消費税の増収額は、おお

よそ50億円程度となる見込みであり、法律に基

づき、その全額を社会保障関係費に充当するこ

ととしております。

しかしながら、平成30年度当初予算における

社会保障関係費は、一般財源ベースで約880億円

となっており、高齢化の進展により毎年度10数

億円程度伸びていることも勘案しますと、税率

が引き上げられましても、増収分に加え、別途

多額の一般財源が必要になるという状況にござ

います。

○満行潤一議員 次に、子供の教育、福祉向上

ついてお尋ねします。

まず、五ヶ瀬中等教育学校の男女合格数につ

いて、教育長にお尋ねします。

教育委員会の統計を見ると、五ヶ瀬中等教育

学校の合格者40名の男女合格数は、ほぼ毎年、

男子22名、女子18名となっています。この19年

間のうち、女子の志願者が多い年が11年間あり

ます。男子20名、女子20名の合格者となったの

が１回のみです。ほかの年は22対18でありま

す。

募集要項では、40名となっているだけで、男

女別の合格数の記述はありません。医科大学で

の「女子受験生の一律減点問題」が大きな社会

問題となりました。「教育の機会均等の確保」

の観点からも見直すべき時期だと思いますが、

教育長の見解をお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 五ヶ瀬中等教育学校

は全寮制でございますので、合格者の男女比に

つきましては寮施設との関連がございます。開

校前に小学校６年生の保護者を対象に行いまし

た進学希望アンケートの結果を踏まえまして、

寮につきましては、男女比７対３の想定で整備

を行ったところであります。

しかし、その後の志願状況においては、男女

がほぼ同数でありましたことから、寮を大きく

改修して、男女比55対45に改善をしたところで

あります。

合格者の男女比が施設の制約で固定化されて

いるという現状について課題があると考えてお

りますので、今後、その対応について議論をし

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 開設当初の７対３という、そ
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の基準というか、想定が間違っていたんだろう

と思います。寮施設によって、子供たちの男女

比が変わってくる、固定化されるというのは、

現代では許されないのかなと思いますので、答

弁ありましたが、ぜひ、今後早急に検討いただ

きたいと思います。

県立高校の地域偏在化についてであります。

今月11日、高城高校90周年記念式典があり、

同校を訪問しましたが、地域の皆さんとしっか

りきずなをつないで、多様な体験学習など、教

職員と生徒の頑張る姿がはっきり認識できまし

た。すばらしい式典でありました。

さて、県立高校普通科の学区制が廃止され

て10年が経過しますが、その功罪について、

しっかりとした検証が必要だと思います。「行

ける学校から、行きたい学校へ」といううたい

文句には一理ありますが、一方では、学校間の

序列化が進行し、宮崎市・都城市・延岡市に志

望が集中し、周辺地域の高校では大きな定員割

れが常態化しています。このまま推移すれば、

地域偏在が固定化され、そのために定員減や再

編統合の対象となり、ますます地域の衰退にも

つながるのではないかと心配します。

県立高校の地域偏在化について、教育長の見

解をお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 平成30年度の入試に

おける県立高校全日制課程の定員充足率は92.7

％でありまして、21校で定員を満たしていない

状況となっております。

これは、近年、公立・私立を合わせた県全体

の募集定員が、進学予定者をかなり上回ってい

るために、定員を割る状況が生じているものと

考えております。

今後は、例えば、生徒・保護者、地域のニー

ズに適切に対応した新たな学科・コースの設置

の検討、学力向上や質の高い専門教育の推進、

地域資源を生かした課題解決型の学習の展開な

ど、さまざまな特色づくりを推進し、各学校の

魅力が中学生や地域の方々へ十分に伝わるよ

う、情報を発信してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 次に、いじめ対策についてで

あります。

文部科学省が発表した平成29年度の問題行動

・不登校調査で、いじめ認知件数の都道府県

トップが本県で、１万3,000件。同調査によれ

ば、1,000人当たりのいじめ認知件数が最も多

かった本県が108.2件。逆に最も少なかったの

は、佐賀県の8.4件。両県の格差は12.9倍にもな

ります。県教育委員会は、認知件数が多い要因

として、早期発見の啓発を継続的に行っている

ことを挙げておられます。アンケートだけでは

なく、学校現場の日常的なきめ細かな取り組み

が、この数字にあらわれていると評価していま

す。今後、未然にいじめを防止する対応を充実

強化させていくことが重要となります。今後の

いじめ対策についてお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 本県のいじめの認知

件数が多いことは、各学校が、アンケート調査

や日常の観察等を行うなど、積極的な認知に向

けて丁寧に取り組んでいる結果であると考えて

おります。

今後のいじめ未然防止の取り組みとしまして

は、各学校のあらゆる教育の場を通じて、人権

教育や道徳教育をさらに充実させていくこと

が、特に重要であると考えております。

また、児童生徒が主体となった取り組みが効

果的でありますことから、互いが思いやり、助

け合い、支え合いながら人間関係を育むピア・

サポート活動や、児童生徒がみずからいじめの
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問題について考え議論する児童会・生徒会活動

等を推進することにより、いじめは絶対に許さ

れないという意識の醸成に努めてまいります。

○満行潤一議員 「もう一人も虐待で死なせた

くない。総力をあげた児童虐待対策を」。これ

は、ホームページでの児童虐待防止キャンペー

ンのスローガンです。

児童虐待に関する通報や相談件数は年々増加

しており、子供の命が奪われる重大な事件も後

を絶ちません。小児科学会の推計だと、日本で

虐待で亡くなる子供は年間350人程度となってお

り、１日に約１人、子供が亡くなっている計算

です。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な

課題であり、そのためには、県民全体の理解を

深めていくことが不可欠です。

国では、毎年11月を「児童虐待防止推進月

間」と定めており、全国各地において、児童虐

待防止のための広報啓発活動が行われていま

す。今年度の「児童虐待防止推進月間」の取り

組み状況についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 「児童虐待

防止推進月間」の取り組みといたしましては、

新聞・テレビ・ラジオのほか、県のフェイス

ブックやツイッターといったＳＮＳを活用し、

幅広い年代への広報に努めているところでござ

います。

また、県庁本館を児童虐待防止のシンボルカ

ラーでありますオレンジ色でライトアップした

ほか、子育て応援フェスティバル等のイベント

におけるチラシや広報グッズの配布などの啓発

にも取り組んでいるところでございます。

なお、各市町村に対しましても、同様に啓発

活動に取り組むよう要請しまして、各自治体の

広報紙への掲載や啓発セミナーの開催、イベン

ト等での啓発などの取り組みがなされていると

ころでございます。

○満行潤一議員 今回、この質問をしたのも、

県の取り組み方が弱いんじゃないかなと思って

質問させていただきました。市町村との連携も

大事だと思うのですけれども、いじめ、これは

一次的に都道府県の役割だと思いますので、今

後、積極的な取り組みを期待しています。

次に、周産期医療体制についてであります。

西諸県地域に分娩可能な医療施設がないなど

二次医療圏ではカバーできないために、県内を

４ブロックに分けて周産期医療に対応できる体

制となっています。本来は、医療資源の確保に

よる二次医療圏ごとの体制づくりが求められて

いると思います。

さて、一次医療機関と地域の拠点病院とを

ネットワークで結ぶ「周産期医療ネットワーク

システム」が、県西地区に2011年度に導入され

ています。一次分娩取り扱い医療機関の胎児心

拍数を二次医療機関でモニターしており、両方

の医師がモニターを見ながら胎児の状態につい

て検討ができる。また、モニターで胎児の異常

を察知した二次医療機関のドクターが、一次医

療機関に急行して緊急手術を行うといった実績

もあると伺っています。地域の医療関係者から

高く評価されている同システムですが、更新時

期にあるとの指摘もあります。今議会に補正予

算「周産期医療ネットワークシステム整備事

業」が計上されています。これまでの進捗状況

と今後の取り組みについてお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 周産期医療

ネットワークシステム整備事業につきまして

は、平成28年度以降、県央、県北地区と順次整

備を進めているところでございます。

このネットワークシステムを、全国に先駆け

て県内全域に整備することによりまして、どの
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地域にお住まいの方も安心してお産のできる体

制が実現できると考えております。

今後、残る県南、県西地区において整備を進

めるとともに、周産期医療協議会において、搬

送基準や監視体制のあり方等について協議し、

ネットワークシステムの運用ガイドラインの策

定に取り組みたいと考えております。

○満行潤一議員 大変すばらしい、全国に誇る

システムだと思いますので、ぜひ、さらなる充

実を期待しております。

次に、教育人材育成での機会均等、奨学金制

度の拡充・改善についてお尋ねいたします。

現在、日本の大学生の約半分が、進学に当

たって何らかの奨学金を利用しています。奨学

金の問題は、一部の問題ではなく全世代に及ぶ

問題であり、非正規雇用が４割も占める今日、

その返済が滞る滞納者は16万人に上っていると

言われます。

この間、各界各層の声や世論を受けて、学生

支援機構において、給付型奨学金制度が創設さ

れました。教育費負担軽減、教育の機会均等の

観点からも、大きな前進であります。しかし、

持続可能な社会を創造するためにも、さらなる

給付型奨学金制度の拡充や、既存の返済者の負

担軽減、高等教育の学費の引き下げなど、総合

的な政策を講じる必要があります。

一般社団法人宮崎県労働者福祉中央会では、

「奨学金に関する相談会」を、全国一斉相談会

に合わせ、県内３カ所のライフサポートセン

ターで実施しており、弁護士、司法書士、奨学

金問題相談員などが対応していますが、奨学金

を含めて多重債務など、切実な相談が寄せられ

ています。

県において、国の奨学金制度を補い、人材育

成を図る観点で、県独自の給付型奨学金制度の

創設を検討できないか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 本県では、向学心に

富みすぐれた素質を有する学生であって、経済

的理由により修学が困難な者に対し、無利子に

より育英資金を貸与しているところでありま

す。

育英資金は、返還金を次の貸与者への原資と

しておりますことなどから、県独自の給付型奨

学金の実施は難しいものと考えております。

なお、国の給付型奨学金につきましては、現

在、制度を拡充する動きも見られますことか

ら、県といたしましては、国の動向を注視して

まいりますとともに、国に対しまして、全国都

道府県教育長協議会など、あらゆる機会を通じ

て、制度の拡充を要望してまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 ぜひ、今後とも検討をしてい

ただだきたいと思います。

次に、九州労働金庫の奨学金借換専用ローン

「つなぐ」への協調する公金預託についてであ

ります。

先ほど言いましたように、今や大学生の２人

に１人が奨学金を利用しており、１人当たりの

借入総額は平均312万9,000円、毎月の返済額は

平均１万7,200円、返済期間は平均14年１ヶ月と

言われており、その４割弱の方が、返済に対し

て「苦しい」と回答しています。そのような状

況を踏まえ、2018年度より、奨学金返済を抱え

る勤労者を支援する目的として、九州労働金庫

は、低利な奨学金借換専用ローン「つなぐ」を

創設しました。利率が1.0％、最長20年の返済期

間となっており、利用者も多いと聞きます。

宮崎県中小企業勤労者融資制度（ハッピーラ

イフローン）と同様に、当制度への協調する公
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金預託を検討できないか。商工観光労働部長に

お尋ねします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 中小企業

勤労者福祉の充実のため、県では平成元年か

ら、九州労働金庫との提携による中小企業勤労

者支援融資制度、いわゆるハッピーライフロー

ンを設け、県内の中小企業の勤労者に対して、

低金利で、教育資金や生活資金の融資を行って

いるところであります。

お話のありました奨学金借換専用ローン「つ

なぐ」への協調につきましては、多くの若者が

奨学金返済の負担を抱える中、生産年齢人口の

減少が危惧される本県にとりまして、その県外

流出を防ぐという観点から、若者を支援すると

いうことは大変重要であると認識しております

ので、まずは、対象者や融資期間等の融資条件

を初め、財源などの課題について整理し、どの

ようなやり方があるか、検討してまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 よろしくお願いします。

要望ですけれども、国に対して、給付型奨学

金対象者の拡大など、奨学金制度の拡充の要請

も行っていただきたいと思います。

次に、宮崎県行政書士会からの要請について

であります。学校への講師派遣、みやざき林業

大学校への講師派遣について、要請がありま

す。

宮崎県行政書士会は、いじめ対策の一環とし

て、小中学校からの要請を受けて講師を派遣

し、子供たちに憲法や基本的人権をわかりやす

く解説する「法制度教室」を実施しておりま

す。子供たちが法制度を学ぶことにより、自分

には価値があり尊重されるべき人間であると思

える感情を抱くとともに、他者を尊重し共感で

きる能力を醸成してもらうことを目的として、

わかりやすい授業を行っています。実績として

は、小学校12校、中学校２校があるようです。

また、高鍋町の宮崎県立農業大学校からの委

嘱を受け、講師を派遣し、同校の学生たちに、

法律の基本ルール、日常生活にかかわる法律、

売買や農地に関する法律、夫婦親子間の法律、

職場の法律を講義する事業も実施しておりま

す。

日本行政書士会連合会は、著作権講習を受講

し考査に合格した者を、著作権相談員として認

定し、文化庁に届けております。宮崎県行政書

士会も多数の著作権相談員を擁しており、子供

たちが将来、伸び伸びと著作活動に励めるよ

う、また図らずも他者の著作権を侵害してしま

うことのなきよう、著作権に関する授業の企画

も検討しておられます。学校への講師派遣につ

いて、教育長の見解を求めます。

○教育長（四本 孝君） 行政書士会につきま

しては、県教育委員会の「アシスト企業」に登

録いただいており、これまでも県内の小中学校

におきまして、「いじめは人権侵害」といった

テーマで、人権の大切さに気づかせるための講

義等を行っていただいているところでございま

す。

県教育委員会といたしましては、行政書士会

を初め、関係団体等と連携した教育活動を推進

していくことは、大変意義深いと考えておりま

して、今後も、より一層の普及・啓発に努めて

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、全国有数の林業県であ

る宮崎県の林業の将来を担う人材の育成を目的

として、平成31年４月、美郷町に「みやざき林

業大学校」が開講します。森林・林業の基礎か

ら実践的な知識・技術を習得するとともに、林

業就業に必要な多くの資格を取得できる課程が
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用意されていると聞き及んでいます。宮崎県行

政書士会の講師派遣事業を、みやざき林業大学

校においても活用いただきたいとのことです。

どうでしょうか。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年４月に開

講する「みやざき林業大学校」におきまして

は、実践的な人材を総合的に育成するため、現

在、カリキュラムの作成に取り組んでいるとこ

ろであります。

そのカリキュラムにおいて、所有者不明森林

の増加が問題となる中、林業経営を行う上で

ニーズが高まっている森林の登記や、法令に基

づく手続などの内容について、法律の専門家等

への講師依頼を検討しているところでありま

す。

○満行潤一議員 ぜひ検討をお願いしたいと思

います。

次に、災害対策についてであります。

西日本豪雨の犠牲者の７割以上が60歳以上の

「災害弱者」だったと報告されています。今ま

での経験は役に立ちません。地域の自主防災組

織や防災士を活用した「地域防災力」をさらに

高める必要があります。

高齢者等の「災害弱者」の避難のあり方につ

いてお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 西日本豪雨

では、多くの方が犠牲になりましたが、避難指

示等が発令されたにもかかわらず、実際に避難

した人が少なかったなどの課題が見られまし

た。

避難行動をとらない理由としましては、これ

まで災害がなかったという過去の経験を過信し

たり、「自分は大丈夫」などと考えてしまう正

常性バイアスが働くことなどがあると言われて

おりますが、このような事態を避けるために

は、地域で声をかけ合って避難する「共助」の

取り組みが重要になります。

このため県では、地域防災を担う防災士の養

成や自主防災組織の充実に取り組むとともに、

防災士による出前講座を県内各地で実施し、住

民の意識啓発を図っているところであります。

今後とも、市町村と連携し、地域の「共助

力」向上に、粘り強く取り組んでまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 次に、避難所のアレルギー対

応食についてであります。

避難所生活が長引くと、アレルギー疾患を持

つ人の症状が悪化することが心配されます。災

害後の避難所生活では、食事の成分などがわか

らず、食物アレルギーのある人が食べられな

かったり、瓦れき撤去などで出るほこりで、ぜ

んそくや鼻炎がひどくなったりするおそれもあ

り、また入浴やシャワーの機会が限られるた

め、アトピー性皮膚炎の悪化も考えられるよう

です。

東日本大震災など過去の災害では、アレル

ギーの原因成分が入った非常食を拒み、「緊急

時にわがままを言うな」と非難された例も報告

されており、周囲の理解は不可欠です。西日本

豪雨避難者が、アレルギー対応食確保が大変

で、被災した自宅に戻ったという報道も見聞き

しました。避難所のアレルギー対応食の対応状

況をお尋ねいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 大規模災害

時には、ライフラインや流通の途絶等により、

家庭でふだんどおりの食事ができなくなった

り、避難所でも、個人の状況に応じたアレル

ギー対応食の提供が困難になるという事態が想

定されます。

このため県では、各家庭において、それぞれ
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の状況に応じた生活必需品を最低でも３日分、

可能な限り１週間分の備蓄をお願いするととも

に、県におきましても、アレルギーに対応した

食料や育児用ミルクの備蓄を進めているところ

であります。

今後とも、市町村や関係部局と連携しなが

ら、アレルギーに対応した食事が提供できる体

制づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 防災拠点庁舎に隣接する南庭

園のあり方について、過去に委員会での質疑や

一般質問で取り上げてきました。私は、あの池

を撤去して、全面芝生にして多目的に利用すべ

きだと主張していますが、現状維持というのが

これまでの回答でした。現時点での方向性はど

うなっているのか、お尋ねいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 大規模地震などの

災害時に、県民の生命や財産を守るため、現

在、防災拠点庁舎の整備を進めているところで

あり、これに隣接する南庭園についても、さま

ざまな災害活動に対応できるスペースとして補

完的機能を担う必要があると考えております。

このため、防災拠点庁舎の整備にあわせ、多

目的な活用が可能な芝生を中心とした広場に改

修する方向で検討を行っているところでござい

ます。

南庭園の改修により、５号館や楠並木通りな

どとの一体的な利活用も可能となり、有事の際

には防災機能の強化に、また平時にはにぎわい

の創出に貢献できるものと考えているところで

ございます。

○満行潤一議員 ぜひお願いいたします。

次に、農政問題についてであります。

総合農業試験場や県立農業大学校では、大型

機械、備品等の更新や修理に係る予算が厳し

く、窮していると聞きます。現状についてお伺

いします。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 総合農業試験

場や県立農業大学校における機械、備品等の更

新や修理につきましては、業務に支障が生じな

いよう、限られた予算の中で、優先順位をつけ

て計画的に行うこととしております。また、国

の試験研究費等も活用するなど、工夫をしなが

ら対応しているところであります。

今後もより一層、試験研究や教育の充実を図

るため、必要な予算の確保に努めてまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 よろしくお願いします。

ＴＰＰ11、日欧ＥＰＡもそろそろ発効予定で

あります。これらの本県への影響について、ま

たその対策はどうなっているのか、お伺いいた

します。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県農業が、

担い手の減少や高齢化の進行など構造的な課題

を抱える中で、ＴＰＰ11等の発効により、農家

の皆様から、今後の農業経営に対して不安の声

があることは、承知しているところでございま

す。

一方で、この機をチャンスと捉え、ＴＰＰ支

援対策等を活用しながら、規模拡大を図る事例

も見受けられるところでございます。

県といたしましては、国際化の大きな流れの

中にあっても、生産者が安心して経営に取り組

んでいけるよう、今後とも、「宮崎県ＴＰＰ対

応基本方針」に基づき、生産基盤の強化や輸出

の促進等、諸対策にしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 食料自給率向上についてです

けれども、日本では、ほぼ自給しているのは米

（99％）と鶏卵（96％）のみです。
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現在、カロリーベースでの食料自給率は約４

割ですが、今後、ＴＰＰ11、日欧ＥＰＡが発効

すれば、関税率が下がり安価な食料品の輸入が

急増する可能性が高まっております。我が国の

カロリーベースの食料自給率は、近い将来25％

まで落ち込むとの予測もあります。

本県の現状と自給率向上に向けた取り組みに

ついてお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県は農業産

出額の約６割を畜産が占めておりますが、家畜

に給与するトウモロコシや麦等の飼料を、海外

からの輸入に一定程度依存していることが、食

料自給率が上がらない一つの要因となっている

ところでありますので、飼料用稲や飼料用米な

どの飼料作物の作付拡大を行い、自給飼料生産

体制の強化に取り組んでいく必要があると考え

ております。

また、農地の集積・集約化や水稲の後作利用

など、農地のフル活用による農作物の生産拡大

を図るほか、食育や地産地消による本県農畜産

物の消費拡大を推進するなどしながら、本県の

食料自給率向上に総合的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 ミヤチク都農工場の新工場

が、高い衛生基準の求められる欧州連合（Ｅ

Ｕ）への輸出にも対応できる最新鋭の衛生管理

施設として、来春完成予定と聞いています。

香港を初めとした主要輸出先国・地域への本

県農水産物のさらなる輸出拡大を図る目的の、

「みやざき輸出対応力強化推進事業」「みやざ

き牛海外戦略」の推進に寄与するかなめの施設

です。

都農の今までの工場と新工場の両方稼働、高

崎工場の輸出強化となれば、食肉衛生検査所の

検査体制、指導の強化が見込まれ、獣医師の確

保がさらに厳しくなるのではないかと危惧をし

ます。獣医師の確保対策について、福祉保健部

長お願いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、関

係部局が連携しまして、全国の獣医系大学での

就職説明会やインターンシップの受け入れ等を

通して、県職員獣医師のやりがいを発信すると

ともに、修学資金の貸与のほか、卒業者の随時

募集を行うなど、幅広い取り組みを進めており

ます。

また、特に福祉保健部では、輸出検査に必要

な最新の知見や技術を習得できるよう、宮崎大

学と連携した研修会の開催、海外政府機関や海

外屠畜場への派遣など人材育成に力を入れてお

りまして、本県ならではの食肉衛生検査所の魅

力を、全国の獣医学生に強くアピールしている

ところです。

県産食肉のさらなる海外輸出を促進するため

には、安定的な輸出検査体制を確立することが

重要でございまして、今後とも、食肉衛生検査

所獣医師の確保に向け、取り組んでまいりま

す。

○満行潤一議員 福祉保健部だけでなくて、農

政水産部もそうなんですけれども、限られた獣

医師をどう確保するのか。大変だろうと思うん

ですけれども、体制強化のためには獣医師がい

ないことにはどうにもなりませんので、ぜひ、

引き続き両部あわせて頑張っていただきたいと

要望しておきたいと思います。

次に、グローバルＧＡＰ取得支援についてで

あります。

グローバルＧＡＰは、現在では世界118カ国以

上、15万件を超える認証件数となっているよう

です。

生産者の立場から見れば、グローバルＧＡＰ
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認証を受けることで、「安全で品質のよい食品

・非食品の農産物であると世界的に認められ、

海外への輸出も視野に入れた販路の拡大と生産

性向上に寄与する」と期待されています。本県

におけるＧＡＰ取得の状況と認証取得の拡大に

向けた取り組みについて伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県では、東京

オリンピック・パラリンピックの食材調達基準

であり、経営改善を進める上で有益なＧＡＰの

取り組みを推進するため、取得費用が無償で、

取り組みやすいひなたＧＡＰを、昨年８月に創

設するとともに、普及指導員やＪＡの営農指導

員等をＧＡＰ指導員として育成し、農家等への

支援を行っているところであります。

これらの取り組みの結果、現在、グローバル

ＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰ、ひなたＧ

ＡＰを合わせて、121の経営体が認証を取得して

おり、さらに20を超える経営体が、今年度中の

認証取得に向けて取り組みを進めているところ

であります。

県としましては、今後とも、関係団体と連携

しながら、ＧＡＰの認証取得の拡大に努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 ＧＡＰもたくさんあってよく

わからないんですけど、一番高いであろうグ

ローバルＧＡＰ取得に向けて、ぜひ御努力いた

だきたいと思っています。

次に、警察行政について、２～３点お伺いい

たします。

まず、うそ電話対策についてであります。

全国的に特殊詐欺が多発する中、ＡＴＭ操作

にふなれな高齢者をＡＴＭに誘導して多額の預

貯金を振り込ませるなど、手口も巧妙化し、被

害がますます拡大していくことが懸念されてお

ります。特殊詐欺被害の未然防止に向けたＪＡ

バンク福岡の取り組みが、ユニークで画期的で

す。過去３年以上、ＪＡ貯金口座での取引がな

い満70才以上の個人は、ＡＴＭで「出金・振替

・振り込みができない」設定としたそうであり

ます。

本県の特殊詐欺についての取り組み状況をお

伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県のうそ電話

詐欺の認知件数は、平成27年が45件、平成28年

が27件、平成29年が39件であり、本年10月末現

在が15件で、昨年同期と比べて21件減少であり

ます。

抑止対策としまして、犯人からの電話を防ぐ

ために、自動録音機の貸し出しや電話帳からの

氏名の削除要請、犯人からだまされにくくする

ために、メディア、コールセンター事業などを

活用した広報啓発、水際で被害を阻止するため

に、金融機関、宅配業者、コンビニエンススト

ア等との連携などを行っております。

今後も、抑止と検挙の両面で対策を講じてま

いります。

○満行潤一議員 先ほど御案内したＪＡバンク

福岡、おろせるサービスよりもおろせないサー

ビスを選択したというふうに言われていまし

て、それも一理ありだなと思います。これが県

内に広がるといいなと思います。

次に、免許自主返納の状況についてでありま

す。

近年の高齢ドライバーの交通事故がたびたび

報道され、その影響もあるのだろうと思います

が、運転免許を自主返納される高齢者が、私の

周りにもふえています。運転免許自主返納の現

状についてお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 昨年の運転免許

の自主返納者数は、過去最高の3,958人に上って
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おり、そのうち65歳以上の方が3,870人で、98％

を占めております。

本年は10月末現在で3,513人、うち65歳以上の

方が3,464人と、昨年を上回るペースで返納がな

されております。

○満行潤一議員 どんどん返納者がふえてい

る。その対応についてお尋ねしたいと思いま

す。運転免許返納者への生活支援の取り組みで

す。

警察が、免許返納者の個人情報を本人の同意

の上で、自治体の福祉部門、地域包括支援セン

ターに伝達して、地域で開催している健康教室

開催などを案内して、半年間で800人が利用して

いると、テレビで報道されていました。運転免

許自主返納者への生活支援の取り組みをお伺い

いたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察では、運転

免許を返納された高齢者に対する支援の取り組

みとして、返納者やその家族の同意を得た上

で、返納者の情報を市町村や地域包括支援セン

ターに提供する、情報連絡同意書制度を本年２

月に開始しまして、８月からは県内の全市町村

に対して実施しております。

制度開始後の返納者のうち、約４割の方が同

意されておりまして、提供した情報をもとに、

地域包括支援センターの方が、返納者に対する

家庭訪問や電話によりまして、移動手段に関す

る補助制度の紹介を行うなど、返納後の生活支

援につながっております。

今後とも、免許を返納された高齢者に対する

支援の充実に向けまして、関係機関・団体との

連携を進める考えであります。

○満行潤一議員 すばらしい取り組みですの

で、ますます広がることを期待しています。

以上もちまして私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従って一

般質問を行います。

私は、今回が任期最後の質問となります。こ

れまで、県民の皆様からお寄せいただいたさま

ざまな要求や課題について質問を行ってまいり

ました。今回は、改めて、総括的な意味合いで

質問をさせていただきます。

まず、航空自衛隊新田原基地の米軍基地化問

題についてです。

10月24日、防衛省は、航空自衛隊新田原基地

と築城基地に米軍の緊急使用のための施設整備

を行うことを日米合同委員会で合意したと発表

しました。

普天間基地の機能を移転するとして、米軍の

武器弾薬庫や戦闘機の駐機場、燃料タンクなど

を建設して、戦闘機12機程度、輸送機１機程

度、米軍人200名程度を受け入れられる施設にす

るとしています。

地元住民や県民には寝耳に水の話であり、米

軍基地化されるのではないかとした、怒りと不

安の声が上がっています。

知事はこのことをどのように受けとめておら

れるのか、まずお伺いしたいと思います。

あとは質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

外交・防衛に係る問題は、国の専管事項であ

り、普天間飛行場の能力を代替することに関連

する新田原基地の緊急時使用のための施設整備

についても、安全保障政策の一環として、国の

責任においてなされるものと認識をしておりま
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す。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

した「再編実施のための日米のロードマップ」

に基づくものでありますが、具体的な施設の整

備内容や規模等については、今回初めて示され

たものであります。

緊急時の使用形態や弾薬庫の安全性、騒音の

増加など地元の不安もお聞きしているところで

ありますので、地元の不安を解消するために

も、国に対し詳細な情報提供や丁寧な説明を求

めていくなど、これからも地元に寄り添って対

応してまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○前屋敷恵美議員 新田原基地の施設整備につ

いて、県は国からどのような説明を受けたので

しょうか。

普天間基地の代替機能を持たせるとしており

ますが、そもそも普天間基地には弾薬庫があり

ません。機能の移転とは言えず、まさに米軍の

ための基地強化そのものと言えます。

県はどのように、規模も含め内容を詳しくた

だしたのでしょうか。危機管理統括監、お願い

いたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 九州防衛局

からは、今回の施設整備は、「再編実施のため

の日米のロードマップ」に基づいたものであ

り、10月24日の日米合意によりまして、新田原

基地では、今後、駐機場、燃料タンク、弾薬

庫、庁舎、倉庫、誘導路の改修等の整備が行わ

れること、米軍による施設使用は、日米共同訓

練等のほかは緊急時に使用されることなどの説

明がありました。

これに対し、緊急時に備えた訓練があるのか

や、米軍が常駐することにならないのかなどに

ついて質問したところ、そのようなことはな

く、通常時は、航空自衛隊が適切に維持管理す

るとの回答でした。

県としましては、県民の安全・安心の確保の

観点から、今後、さらに詳細な情報提供をして

いただくよう求めたところであります。

○前屋敷恵美議員 国は、今回の新田原基地の

整備は、日米合同委員会の合意事項であり、平

成18年５月の「再編実施のための日米のロード

マップ」に盛り込まれた普天間飛行場の能力を

代替することに関連するものとしています。そ

して、既に基地周辺自治体首長との間で協定が

結ばれているかのようにも報道されています

が、その協定とは、平成19年４月の「米軍再編

に係る新田原基地への訓練移転等に関する協

定」で、協定のうち、今回の日米施設建設に係

るのは「緊急時使用への対応」の部分だけで、

「国は緊急時使用への対応について、その内容

が分かり次第、速やかに地元に対し、可能な範

囲で説明する」とあるだけです。

速やかに地元に説明するとしたにもかかわら

ず、米軍との合意を優先し、今ごろに、しかも

マスコミに先に情報を流すなど、地元軽視は余

りにも理不尽なやり方です。この対応につい

て、知事の認識を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 平成19年に国と新田原

基地周辺市町が交わした協定によりますと、国

は、「緊急時使用への対応について、その内容

が分かり次第、速やかに地元に対し、可能な範

囲で説明する」と明記されております。

今回の地元への説明についても、この協定に

基づき、国において対応されたものと認識をし

ております。今回は、協定締結から10年以上が

経過した中での説明でありましたので、国に対

し、適切なタイミングでの情報提供や、より丁

寧な説明をしていただくよう求めてまいりたい
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と考えております。

○前屋敷恵美議員 緊急時という定義につい

て、どのような説明を国から受けたのか、ま

た、緊急時の基地使用の根拠についても伺いた

いと思います。危機管理統括監、お願いいたし

ます。

○危機管理統括監（田中保通君） 九州防衛局

からの説明によりますと、緊急時とは、我が国

の安全並びに極東における国際の平和及び安全

の維持に係るさまざまなケースが考えられるた

め、一概に言うのは困難であるが、例えば、我

が国が武力攻撃を受けた場合というのも該当す

ると考えているとのことであります。

また、緊急時使用の判断については、個別の

状況等を踏まえ、日米間の必要な調整に基づい

て行われるとの説明がありました。

緊急時使用の根拠につきましては、「再編実

施のための日米のロードマップ」において、日

米間で合意されているとのことであります。

○前屋敷恵美議員 防衛省は、我が国国会議員

団の質問に対して、基地を使用する緊急時の期

限については、「米軍の判断であり、期限の設

定はしていない」、使用する軍用機について

も、「機種は限定しない、Ｆ35ステルス戦闘機

やオスプレイも含まれる」としております。

要するに、米軍が緊急と判断すれば、自衛隊

基地を好きなように使うことができるし、全て

の米軍部隊が基地を使用するとするなど、まさ

に米軍基地化そのもので、認められるものでは

ありません。

渉外知事会のパンフレットには、新田原基地

が米軍基地の一つとして表示をされておりま

す。新田原基地は、米軍基地として位置づけら

れているのでしょうか。知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 渉外関係主要都道府県

知事連絡協議会が作成をしました米軍基地問題

の解決に向けたパンフレットには、いわゆる米

軍専用の米軍基地だけでなく、新田原基地のよ

うに、自衛隊が管理し、米軍が一定期間使用で

きる施設・区域についても表記をされておりま

す。

これらの施設・区域においても、航空機騒音

などさまざまな問題があり、安全対策や地元負

担の軽減、地域振興の推進などを国に要望して

いく必要があることから、パンフレットでは、

これらも含めて表記されているものと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 新田原基地は、今言われた

ように日米地位協定の第２条第４項（ｂ）の適

用施設として、米軍が一定の期限を限って使用

する、一時使用する基地と定めております。

そうなると、今回の弾薬庫の建設や、既に200

名規模の米軍宿舎が建設をされておりますが、

これらは常設の設備として、不平等な地位協定

にすら違反して、恒久的な基地化になるのでは

ないでしょうか。

全国知事会は、不平等な日米地位協定の抜本

的な見直しを求めて、在日米軍の活動には原則

適用されない航空法や環境法令などの国内法の

適用を求めるなど、政府に働きかけておられま

す。先ほど御答弁もありました。

この日米地位協定の改定は、独立した主権国

家としては当然の要求だというふうに思いま

す。ドイツやイタリアでは地位協定の見直しが

行われており、まさに、日米地位協定は屈辱的

な協定です。改めて知事のお考えを伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 日米地位協定の改定に

つきましては、国の責任において適切に対応す

- 27 -



平成30年11月20日(火)

べきものと考えておりますが、ことし７月、全

国知事会においても、見直しについて提言を取

りまとめたところであります。国に対して、航

空法や環境法令など国内法を原則として米軍に

も適用させることや、事件・事故時の自治体職

員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記

することを要望しているところであります。

私としましても、県民の安全・安心を確保す

るため、知事会とともに、政府に要望してまい

りたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 沖縄の基地負担の軽減を理

由に、新田原基地での訓練移転が始まり、今回

は基地機能の代替と言いながら、普天間飛行場

にない弾薬庫まで新田原につくろうとしていま

す。そして、常駐はしないとしながらも、いつ

でも、米軍の判断で期限も決めず基地使用を可

能にし、弾薬を積んでの出撃基地にもなる、本

格的な米軍基地化への道を開こうとしておりま

す。今や、沖縄でも本土でも基地機能は拡大の

一途にあるのが現状です。

昨年12月、輸送ヘリの窓が落下してきた普天

間第二小学校では、米軍機が学校上空に接近

し、児童が避難した回数は、２月13日から９

月12日までの調査で706回に及び、１日の最多避

難は23回を記録して、とうとうこの夏、運動場

に２カ所の避難所が設置されました。とても授

業にはならない状況です。

新田原基地周辺での事態を想起させられるも

のです。平穏な住民生活が、命が脅かされるこ

とのないよう、県民の不利益には断固反対する

知事の姿勢が求められると思いますが、知事の

見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 外交・防衛の問題は、

国の専管事項でありまして、今回の新田原基地

の整備や日米共同訓練等についても、安全保障

政策の一環として、国の責任においてなされる

ものと考えております。

一方で、県は、県民の安全で平穏な生活を確

保する重要な役割を担っております。

県としましては、県民の安全・安心の確保の

観点から、国に対し、訓練が行われるたびに、

安全対策の徹底を申し入れてきたところであり

ます。新たな施設整備についても、可能な限り

詳細な情報提供と丁寧な説明を求めるなど、地

元自治体の意向等も踏まえ、適切に対応してま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 日米地位協定が日本の憲法

の上に置かれて、国民の暮らし、そして平和ま

でが脅かされるという状況ですから、こうした

課題はこれからもしっかりと認識をして自治に

当たっていただきたい、このように思います。

次に、重度障がい者（児）医療費助成におけ

る、外来の現物給付化について伺います。

障がいを持って生活しておられる方々にとっ

て、医療機関で医療費の負担分を立てかえ払い

する経済的負担は、御本人や御家族にとっては

切実な問題で、一日も早い現物給付化の実施を

待っておられます。

県として、市町村との意見交換を行うなど、

その状況を把握し、検討してこられたことと思

います。現物給付化に向けた検討状況を伺いた

いと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県としまし

ては、重度障がい者（児）医療費公費負担制度

における外来の現物給付化に当たりましては、

実施主体である全ての市町村が一致して取り組

むことが前提であると考えております。

このため、９月に全市町村が出席して開催し

た担当者会議において、本制度を取り巻く状況

や各市町村の制度運営における課題等について
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認識の共有を図り、その後も機会を捉えて、継

続的に情報交換、意見交換を重ねているところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 既にこれまで、宮崎市など

から、当事者の方々の経済的負担の解消ととも

に、申請に係る毎月の確認作業に相当な時間と

費用、労力を要し、業務負担が増大しているな

どの理由から、現物給付化を求める要望書も提

出されております。自治体としても切実な課題

になっております。

医療費助成の現物給付化の実施に踏み切る、

知事の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この制度は、重い障が

いのある方の健康と福祉の向上を図る上で大変

重要なものであると考えております。

しかしながら、県内どの地域にお住まいの方

も、同じ制度で給付が受けられることが望まし

いと考えておりますので、現物給付化に当たり

ましては、まずは、実施主体である市町村の意

向が一致することが前提となると考えておりま

す。

これに加えまして、将来にわたって安定的な

制度運営が可能となるよう、制度そのもののあ

り方や財源の確保など、さまざまな課題につき

ましても、市町村との意見交換を行いながら、

整備をしてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 障がい者団体の皆さん方

が、御不自由な体を押して、制度の改善を求め

る請願署名活動を続けてこられました。

障がい者の方々の安心できる暮らしを支える

ことは、行政の責務・使命です。全国では、既

に30の都道府県で実施されており、宮崎も早く

追いついてほしいと思います。ぜひ、一日も早

い実現を強く求めるものです。

また、ひとり親家庭医療費助成の現物給付化

についても伺います。

現状と、現物給付化に向けた取り組み状況を

伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） ひとり親家

庭医療費助成事業の給付方法は、入院と外来で

異なり、一時的に多額の医療費を支払わなけれ

ばならない入院については、現物給付とし、外

来については、利用者が医療費の自己負担分を

一旦支払い、払い戻しを受ける償還払いとして

おります。

外来の現物給付化につきましては、宮崎市な

どから要望を受けているところでございまし

て、現物給付化を行った他県の状況を聴取する

など、情報の収集を行っているところでござい

ます。

○前屋敷恵美議員 このひとり親家庭医療費助

成の現物給付化については、とりわけ私は、子

育て支援のそうした側面も強くあると思ってい

ます。実施は待ったなしだと思いますが、知事

の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ひとり親家庭医療費助

成事業につきましては、ひとり親家庭の生活の

安定と福祉の向上を図る上で重要であると考え

ております。

外来の現物給付化によりまして、ひとり親家

庭の負担を軽減できるなどの効果があることは

承知をしておりますが、そのためには、財源の

確保を初め、さまざまな課題を整理する必要が

あると考えております。

県としましては、この事業が限られた財源の

中で将来にわたり持続可能となりますよう、実

施主体である市町村と意見交換を行ってまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 財源の問題も言われますけ

れども、経費が多少ふえることは、私は当然の
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ことと思います。それだけ、医者にかかれずに

我慢をしていたということにもなろうかと思い

ます。よく、「コンビニ受診」などという言葉

で受診を抑制しようという向きもありますけれ

ども、親はむやみに子供を病院には連れて行き

ません。必要だと判断して行くんです。でも、

財政上ちゅうちょする、そういうことが多々あ

るわけです。

病気の子供を抱えたひとり親の気持ちを、よ

く考えていただきたいと思います。ぜひ、ひと

り親家庭医療費助成の現物給付化についても、

早急に実現するよう、御努力、検討いただきた

いと思います。

次に、子供医療費助成の充実について伺いま

す。

まず、子供医療費助成に関する認識と現状に

ついて、福祉保健部長お願いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 子供の医療

費に対する助成は、その健やかな成長と子育て

家庭の経済的負担の軽減を図る上で、大変重要

な子育て支援策と認識しております。

このため県では、小学校入学前までの子供の

医療費について、市町村に助成する事業を実施

しておりまして、平成29年度実績では約８

億6,000万円を助成しております。

また、これに加え、各市町村において、それ

ぞれの判断により、対象年齢や自己負担額等に

おいて独自の上乗せ助成が行われているところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 この課題は、私、長年要求

し続けてまいりました。「子育て日本一」を掲

げる河野県政８年間で、一歩も前に動きません

でした。大変残念です。

国の制度としてやることだと国に要求して

も、国の制度になるまでは事実上放置をするこ

とになるわけですから、現実問題として、これ

でいいのかということになるわけです。

私は、子供医療費助成は子育て支援のかなめ

に位置づけることが必要だと申し上げてきまし

た。それは、全国もそうですが、県内のほとん

どの自治体が、小学校、中学校、高校卒業まで

と、住民の切実な要望・期待に応えて努力をし

ておられるのが実態だからです。

県の財政事情もあるでしょうが、市町村とて

厳しい財政の中での予算化です。子育て支援の

財政上の位置づけ、子供医療費助成の位置づけ

を、知事はどのように、どの程度に考えておら

れるのか伺います。また、１歳でも２歳でも引

き上げる考えはないのか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県では、これまでも医

師確保も含めたさまざまな施策を通じまして、

「子どもを生み育てやすい環境づくり」に取り

組んでまいりました。

子供の医療費助成につきましても、県と市町

村で連携して取り組んできたところであります

が、本来、この制度は国の責任において全国統

一的に行われるべきものと考えております。

また、助成の拡充には多額の財源を必要とす

ることから、これまでも国に対してさまざまな

機会を通じ、地方の実態を踏まえた制度の設計

や必要な財源の確保を働きかけてきたところで

あります。

今後とも、積極的な働きかけを続けてまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 子育てで頑張っている親や

保護者、県民の期待にぜひ応えていただきたい

と思うんです。県の努力、県民に寄り添う姿が

ぜひ見えるものにしていただきたい。国任せ

と、国に頼るということも、それはもちろん大

事ですけれども、やはり自主的に県民の子育て
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をしっかり支援するという立場に、ぜひ立って

いただきたいと思うものです。

次に、原発に頼らない再生可能エネルギーへ

の転換について伺います。

先日、九州電力が国内で初めて、太陽光や風

力などの再生可能エネルギー事業者に対して、

発電の一時停止を求める「出力抑制」を実施し

ました。

この出力抑制は、玄海原発、川内原発４基の

原発はフル稼働させながら、太陽光などを抑制

するという、九電の原発優先の姿をあらわにし

ました。しかも、業者には補償はなく、この出

力抑制が頻発すれば、主力電源化こそ求められ

ている再生可能エネルギー普及の流れを閉ざし

ていくことにもなりかねません。

知事はこのことをどのように受けとめます

か。見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 九州電力の説明により

ますと、電力は需要と供給を常に同量に保つ必

要があり、それらのバランスが崩れると、発電

所の連鎖的な停止によって大規模停電に陥るお

そがあるということから、国のルール等に基づ

き、全国で初めて、太陽光発電の出力制御を実

施したとのことであります。

県では、恵まれた資源を生かして、低炭素社

会を構築するため、再生可能エネルギーの導入

を推進しているところでありますが、大規模停

電は、県民の生活や産業活動などに著しく影響

を与える可能性がありますことから、やむを得

ない措置であったと考えております。

なお、このような事態を踏まえて、九州電力

におきましては、出力抑制の量を減らす対策と

して、他地域への送電拡大などを検討してお

り、早期の実現を期待しているところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 今、知事も申されましたけ

れども、出力調整ができないという致命的な欠

陥を持つこの原発です。ですから、原発はフル

稼働させながら太陽光発電を調整弁にするとい

う、極めて問題な出力抑制だと思います。

本県の再生可能エネルギーの導入状況につい

て伺いたいと思います。

日照条件がよい本県は、家庭用の太陽光発電

も大変多く、地熱、バイオマスといった自然エ

ネルギーの宝庫と言えます。未曽有の大惨事と

なった福島第一原発事故を踏まえて、県民の関

心も大変高く、原発にかわる再生可能ネルギー

への転換を求める声は大きくなっています。本

県における再生可能エネルギーの導入につい

て、現状と今後の取り組み、方向性を伺いたい

と思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県では、再生

可能エネルギーの導入促進に取り組んでおり、

年間発電量の平成28年度末時点の推計では、平

成22年度と比較すると、約２倍となっておりま

す。

しかしながら、近年の固定価格買取制度の調

達価格の引き下げや、来年度から太陽光発電の

余剰電力の買い取りが順次終了するなど、これ

までのような伸びは期待できない状況になりつ

つあります。

このような中、県といたしましては、導入可

能性調査を行う市町村や太陽光、小水力などの

発電事業者に対する補助及び融資制度等による

支援を行うとともに、蓄電池などと併用し、夜

間や災害時に自家消費する方法などを積極的に

ＰＲすることにより、再生可能エネルギーの導

入を着実に推進してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 九州は総じて日照条件に恵
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まれ、再生エネ事業が急成長しています。太陽

光による発電能力は、ことし７月末時点で約800

万キロワットに達して、九州内の原発の総出力

を上回りました。これまでも、再稼働前まで何

年も原発なしで電力は賄われてきました。

北海道地震によるブラックアウトの状況を見

ても、エネルギーは、大規模集中型から地域分

散型の電源システムへの転換が必要であること

が示されたと思います。分散型の主力は再生可

能エネルギーです。知事の見解を伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 本年７月に改定されま

した国の「エネルギー基本計画」では、太陽光

や風力などの再生可能エネルギーを「主力電源

化」すると明記された一方で、原発について

は、エネルギー供給の安定性に寄与する「ベー

スロード電源」との位置づけは変わらず、依存

度を可能な限り低減するとされております。

安定的な電力供給等を考慮すると、今すぐ国

内の原発をゼロにすることは現実的に難しいも

のと認識しておりますが、私も、再生可能エネ

ルギーの割合が高まり、将来的には、可能な限

り原発に頼らない社会の実現が重要であると考

えております。

県としましては、これまでも国に対し、全国

知事会を通じて、再生可能エネルギーの拡大に

向けた措置の強化等を要望してきておりまし

て、引き続き、再生可能エネルギーの導入が図

られるよう、必要な取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○前屋敷恵美議員 国も九州電力も、原発を安

全に稼働させると言いますけれども、それには

何の保証もありません。使用済み核燃料の処理

能力さえもないのに使い続けるなど、これほど

無責任なものはありません。川内原発など再稼

働を中止して、再生可能エネルギーで地産地消

の道を探る、この方向を目指すべきであること

を強く求めておきたいと思います。

次に、消費税10％増税問題について伺いま

す。

政府は、来年10月の消費税率10％の引き上げ

を強行する姿勢を示しています。しかし、これ

までの経過をたどってみても、消費税増税が景

気悪化をもたらしてきたことは、歴然とした事

実です。10％後の国民の暮らし、地域経済に及

ぼす影響についてどのように見ておられるの

か、知事の見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 消費税率の引き上げ

は、さまざまな社会保障サービス等を将来にわ

たって維持していくための安定的な財源確保に

向けて実施されるものと認識をしております。

一方で、何の対策もされないまま税率が引き

上げられますと、個人消費の落ち込みや産業活

動の停滞など、本県経済や県民の暮らしへの影

響が懸念されるところでありますが、現在、国

におきまして、税率引き上げに伴う需要変動の

平準化に向けた取り組みや、中小企業者への価

格転嫁対策、軽減税率の導入などが検討されて

いるところであります。

県としましては、地方の実態を踏まえた必要

な措置が講じられるよう、引き続き全国知事会

等を通じ、国に対しきめ細かな対応を求めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 税率引き上げが県財政に及

ぼす影響も出てくると思います。改めて総務部

長に伺いたいと思います。

○総務部長（畑山栄介君） まず、消費税率引

き上げによる歳出への影響につきましては、県

の支出には課税対象となるものとならないもの

が混在していることに加えまして、引き上げが
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年度途中で行われることから、試算することが

困難ではありますが、委託料や工事請負費など

の課税対象支出分は負担増となってまいりま

す。

一方、歳入につきましては、社会保障関係費

の財源となります地方消費税の増収額が、おお

よそ50億円程度になる見込みでございます。

○前屋敷恵美議員 ただいまお答えをいただき

ましたが、今、県民の暮らし、また地域経済は

大変深刻な状況にあります。相次ぐ増税と、年

金カット、医療・介護など社会保障費の負担

増、そして賃金の低下、物価上昇、二重苦、三

重苦が負わされております。

全労働者の実質賃金は７年連続減少する中

で、可処分所得には消費税がほとんど課税され

ます。まさに消費税は生活費課税です。

加えて、税率引き上げと同時に実施しようと

している軽減税率には重大な問題が山積です。

飲食料品などの８％据え置きも、８％と10％の

線引きは単純ではありません。

また、インボイス制度の導入は、地域経済を

担う中小業者にとって大きな負担となり、免税

業者が商取引から排除されることにもなりかね

ない重大な問題があります。

そもそも消費税は、低所得者により負担が重

くのしかかり、貧困と格差を拡大する根本的に

欠陥を持つ税制度です。

庶民への負担が大きいことがわかっているか

ら、ポイント還元や、その場しのぎの臨時福祉

給付金などといった対症療法をやろうとしてい

るのです。消費税に対する知事の認識を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 消費税は、所得にかか

わらず、広く国民に負担を求めるものでありま

すが、現在、国におきまして、税率引き上げに

伴う軽減税率の導入などの対策が検討されてい

るところであります。

国家財政の持続的な確立を考えますと、さま

ざまな社会保障サービス等を将来にわたって維

持していくための安定的な財源として、消費税

は重要な税であると認識をしております。

○前屋敷恵美議員 消費税は重要な税制度だと

認識しておられるということですけれども、私

は今必要なことは消費税増税ではなくて、税金

の集め方、使い方を見直して大企業や富裕層を

優遇する不公平税制こそ改めることだと思いま

す。そして、軍事費や不要不急の大型公共事業

への歳出を減らして、暮らしや社会保障、地域

経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計を

温める経済政策を行うべきです。

こうした点を踏まえて、県民の暮らし、地域

経済の発展に責任を負う知事として、消費税増

税の中止の立場に立つことが必要と考えます

が、改めて、必要と言われた知事のお考えを聞

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁をさせてい

ただきましたが、我が国の財政を持続可能なも

のとして構築していくためにも、これから増大

が見込まれます社会保障サービスをより安定的

に維持していくその基礎を支える、非常に重要

な税であるというふうに認識をしているところ

であります。

○前屋敷恵美議員 社会保障の財源を支えると

言われますけれども、社会保障の財源を国民全

てに負わせるという点では、暮らしそのものを

だめにしていくことにもつながるわけで、まさ

に自己責任を国民に押しつけるようなものだ

と、曲解かもしれませんけど、そのように思う

ところです。

国民の負担によらない健全な財政再建を国に
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求めていく。知事だからこそ、こうした立場に

しっかりと立っていただくことを強く要望して

おきたいと思います。

次に、ＴＰＰ協定・日米ＦＴＡ交渉等の問題

について伺います。

９月に行われた日米首脳会談で、日米ＦＴＡ

交渉の開始が合意されましたが、日本の農林水

産業を極めて深刻な危機に立たせることになり

ます。

県は、ことし１月、ＴＰＰやＥＰＡが発効し

た場合の県内農林水産物の生産額への影響につ

いて、試算を明らかにしました。

ＴＰＰにおいては、結局、重要５品目は守れ

ず、多大な影響が及ぶことになりますが、本県

農業への影響と対応について伺いたいと思いま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県農業に対

する影響額につきましては、本年１月、国の方

法に準じて試算した結果、ＴＰＰ11につきまし

ては、23億5,000万円から46億3,000万円、日Ｅ

Ｕ・ＥＰＡにつきましては、12億8,000万円か

ら25億6,000万円となったところであります。

県といたしましては、影響を最小限にとどめ

ることができるよう、平成28年１月に策定いた

しました「宮崎県ＴＰＰ対応基本方針」に基づ

き、セーフティーネットの強化や生産体制の構

築等の諸対策に積極的に取り組んでいるところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 今、県としての対策も述べ

ていただきましたけれども、私は、家族農業に

対する県の施策は大変重要だと思っているとこ

ろです。県の施策について述べていただきま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県は、平地

から中山間地域まで、家族経営を中心に地域の

特徴を生かした多様な営農が展開されており、

今後も、基幹産業である農業をしっかり守って

いくというのが重要であると考えておるところ

であります。

このため、県では、「第七次宮崎県農業・農

村振興長期計画」に基づき、農家の所得向上に

つながるよう、各種施策を展開しているところ

であります。

取り組みの具体的な例を申し上げますと、普

及センター等が、県内74集団で生産者ごとに収

量等のデータを分析し、栽培管理や経営改善に

つなげる支援を行った結果、例えば、キュウリ

で単位面積当たりの収量が20％アップした産地

も出てくるなどの成果が出ているところであり

ます。

県としましては、引き続き、市町村や関係団

体と連携しながら、これらの取り組みをしっか

りと進めてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、新たな問題は、日米２

国間のＦＴＡ交渉です。この交渉をこのまま進

めれば、ＴＰＰで譲歩した線が出発点となっ

て、さらなる自由化、際限のない譲歩を迫られ

ることは、火を見るよりも明らかです。一番の

犠牲とされるのは農林水産業です。アメリカが

要求している農産物の輸入拡大は、安倍政権の

もとで低下した食料自給率38％をさらに押し下

げ、地域経済の柱である農業、それにかかわる

加工・輸送業に致命的な打撃を与えることは必

至です。

宮崎の農業、日本の農業が壊滅的な打撃をこ

うむる、亡国の日米ＦＴＡ交渉をきっぱり中止

するよう国に求めるべきと思いますが、知事の

見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 本年９月の日米首脳会

談の共同声明によりますと、交渉を行うに当た
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りましては、「農林水産品について、過去の経

済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容

が最大限であること」とする日本の立場を尊重

することとされております。

このようなことから、県としましては、今後

の動向を注視しながら、国に対し、粘り強い交

渉や農家の不安を払拭できる情報提供を求めて

いく必要があると考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ日本の農業、ひいては

宮崎の農業を守っていく、国民の安全な食料を

守る、そういう立場をしっかり位置づけていた

だきたいと思います。

次に、森林盗伐問題の根絶について伺いま

す。

県内で、森林盗伐が後を絶たないゆゆしき状

況が続いています。

我が党の国会議員団は、ことし８月と10月の

２回、被害現地の調査や聞き取り調査を行い、

国会でも取り上げてきました。

10月に行った、国富町木脇の現場では、９月

に持ち主の許可なしに伐採している業者を発見

して警察に通報し、伐採はとまったそうです

が、約200本が伐採されて、その業者は「間違え

て切った」と言ったそうです。ほかにも県内各

地で被害に遭われた方々の話をお聞きしていま

す。

ところが、その中に、国の補助事業で取得し

た重機を使って伐採した疑いもあるなど、事は

深刻な事態に及んでいます。

盗伐や誤伐といった事件や問題が、マスコミ

でもかなり取り上げられ、国会でも問題視し、

全国的な調査が行われるという中で、依然とし

て事件が後を絶たない、終わらないのはなぜな

のか、根絶に向けて徹底して調査や取り締まり

が行われているのか、問題の背後に何があるの

かなどなど、私は思いをめぐらせます。

問題が発覚して以来、県としての対応・対策

はどうだったのか、実効あるものになっていた

のか、伺いたいと思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県では、誤伐

や盗伐の被害防止対策として、市町村に対し、

伐採届け出の審査の厳格化を指導するとととも

に、昨年度から警察等と合同で伐採パトロール

を実施するなど、監視を強化しているところで

あります。

また、森林所有者に対しては、相談窓口の設

置や、誤伐・盗伐の情報や予防対策に関して、

チラシの配布や県のホームページへの掲載を通

じて、注意喚起を行っているところでありま

す。

一方、伐採事業者に対しては、境界確認の徹

底などの指導を行うほか、今年度から、適正な

伐採を行うために宮崎県造林素材生産事業協同

組合連合会が県内各地域で開催する研修会を、

支援しているところであります。

県としましては、引き続き市町村や警察、関

係団体との連携を一層強化し、誤伐や盗伐の被

害防止に努めてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 そこで、事件の捜査・解明

を、問題解決をどのように進めるのか、警察に

おける抜本的対応・対策が求められるわけです

が、まずは、被害者からの被害届をしっかり受

理するところから始まるのではないでしょう

か。

しかし、相談は受けても被害届として受理し

ない、これでは調査の対象にならないことにな

ります。しかし、残念ながら、それが今の実態

のようです。

県警は、被害者の立場に立って今後どのよう

に対応していくのか、伺いたいと思います。
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○警察本部長（郷治知道君） 警察では、県や

市町村会、森林組合連合会等７組織と昨年８月

に協定を結び、相互の情報共有や合同パトロー

ルを行うなどの連携を図っており、森林窃盗に

関する相談には適切に対応しております。

今後も、関係機関等との連携を図りながら、

犯罪があると思料するときは、法と証拠に基づ

いて厳正に捜査してまいります。

○前屋敷恵美議員 宮崎県の被害者の方々の特

徴は、宮崎に居住していない人、ひとり暮らし

の高齢者など、なかなか現地の山を見に行けな

い方々のようです。

違法伐採は国際法違反であり、その木材が流

通するようでは、宮崎ブランドを傷つけること

になると思います。何より、個人財産が奪われ

ることは、到底許されるものではありません。

県の名誉、県警の名誉にかけても、解決に当

たっていただくことを強く求めるものです。

次に、都城の建設業者株式会社大建の経営事

項審査における虚偽申請問題について伺いま

す。

この件は９月議会でも取り上げられ、その後

さらに罪状が明らかになり、入札参加資格取り

消し処分となった問題です。

９月議会で知事は、職員が不正を見抜けな

かったことを最大の理由にしておられますが、

「県の審査において、また、立入検査結果を問

題ないと結論づける上で恣意的な判断などは断

じてなかったと判断した」と断言されました。

その恣意的な判断はなかったと知事が判断する

に至る報告は、誰からどのような形で受けたの

か。ことし３月、現地を直接調査した職員から

だったのでしょうか。知事にお答えいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 株式会社大建に関しま

しては、実際にことし３月に立入検査を行った

職員及び持ち帰った書類等の調査・検討を行っ

た県土整備部内の職員において、３日間におけ

る検査の結果を踏まえ、全員が不正の事実はな

いと認識をしていたことから、問題ないと判断

したとのことでありました。

また、その後、９月に当時の職員に聞き取り

を行い、同様の認識であることを確認したとの

ことであります。

以上のことから、検査結果を問題ないと結論

づけた県の審査におきまして恣意的な判断はな

かったと、県土整備部から報告を受けたところ

であります。

○前屋敷恵美議員 県の担当職員の方が、石風

呂自治公民館の舗装工事についての現地調査を

行った結果、ホットラインの告発どおり、現場

は公民館の駐車場ではなく、随分離れた場所の

運送会社の駐車場だったということが判明をい

たしました。

最低限、その土地の所有者の確認をすること

は当然のことと思いますが、確認もせずに問題

ないと判断したことを不自然と思わなかったの

でしょうか。知事はどのように考えるか伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 現地調査におきまし

て、工事現場に関するさまざまな事実を詳細に

調査することは重要であると認識しておりま

す。今回、石風呂自治公民館の舗装工事の現場

につきましては、公民館長を名乗る人物から、

公民館所有の土地であるとの証言を受けたとこ

ろであります。今となって考えてみますと、登

記簿等による土地所有者の確認を行わなかった

ことなど、対応が十分でなかったと考えており

ます。

今後は、今回の反省を踏まえ、現地調査にお
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きます具体的な内容を盛り込んだ立入検査マニ

ュアルを整備し、厳正に取り組んでまいりま

す。

○前屋敷恵美議員 現地調査は複数の職員で行

われています。専門的な職員の確認調査である

にもかかわらず、どなたからも土地所有者の確

認をしようとならなかったのはなぜか、大いに

疑問の残るところであります。

また、調査の結果を通報者に報告せず、建設

業に関係のない第三者に対し、「不正の事実は

確認されなかった」旨の報告がなされたとされ

ていますが、なぜ関係のない第三者に報告が行

われたのか。

大建社長が、知事の後援会会員という点も含

め、総合的に見て、大建に関するこの調査にお

いて、「第三者の働きかけはなかった、職員の

恣意的な判断はなかった」との判断に至った理

由、根拠は何なのか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 株式会社大建に関する

審査において恣意的な判断はなかったことにつ

きましては、先ほど答弁をしましたとおり、県

土整備部から報告を受けたところであり、加え

て、第三者からの働きかけにつきましても、当

時の職員に聞き取りを行ったところ、そのよう

な事実はなかったという報告を受けて、判断を

したところであります。

○前屋敷恵美議員 いずれにしましても、不可

解なことが起きています。

事は、公正公平な入札制度に基づく公共事業

のあり方を、格付の偽装申請でゆがめたことに

あり、県の信頼を揺るがしかねないものです。

県議会としても、事の真相を明らかにし、二

度と繰り返させない、再発を防ぐ上からも、百

条委員会での調査・解明も必要ではないかと思

うところであります。

以上で今議会での質問を終わるわけですけれ

ども、今回取り上げましたどの問題も、県民の

命と暮らしを守る、福祉の充実に努めるとした

地方自治の本旨・責務をどう全うするか、県民

に対する知事の政治姿勢が問われる課題ばかり

です。もっと、県民の暮らしの実態をよく見る

ことが必要だと思います。そのためには、仕事

をしながらの子育て、障がいを抱えながら必死

で社会とかかわって生活しておられる方々など

の声を直接聞かれることだと思います。

「知事は誰とでも会わない」と言われたと、

ある団体の方からお聞きしたことがあります。

相手が反社会的な団体や個人であれば別です

が、そうでない限り、時間が許す範囲で、可能

な限りはお会いして、意見や要望を聞くことが

大事なのではないでしょうか。そうすれば、県

民の暮らしぶりがよくわかると思います。

また、国の政治のあり方が県民の暮らしに直

接影響を及ぼしますから、108万県民の命と暮ら

しを預かる知事として、県民に不利益を及ぼす

施策には、県民の立場で国にも物を言う毅然と

した態度で臨み、その責務を果たすこと。これ

は知事の役割だと思います。

11月議会が終わりますと、すぐに知事選挙で

す。

県勢発展とよく言われますが、基本は、県民

の暮らしが守られなければ、何の発展もありま

せん。誰のための、何のための県政運営なのか

しっかりと踏まえていただくことを申し上げ

て、質問を終わりたいと思います。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩
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午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の丸山裕次郎です。通告に従い一般質問を行

います。

まず初めに、地方創生についてお伺いいたし

ます。

10年ほど前から地域を回るたびに、空き家が

ふえているのを実感しておりましたが、最近、

改めて地域を回ってみますと、10数年たってし

まった空き家の屋根が落ち、廃屋になっている

光景が目に入ってきました。

地方創生が大事だと言っているのに、現状は

非常に厳しいと改めて感じました。県は、「宮

崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中

で、人口ビジョンを策定しています。

まず、総合戦略の人口ビジョンにおける人口

推計と現状との乖離の状況やその特色につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、東京オリンピック聖火リレーについて

お伺いいたします。

2020年に開催される東京オリンピックは、

「復興オリンピック・パラリンピック」として

位置づけ、東日本大震災からの復興を強く意識

する観点から、2020年３月26日に福島県からス

タートし、全国を聖火が回ることが決まり、宮

崎県は大分県から引き継ぎ、鹿児島県につなぐ

ことになっており、日程は2020年４月26日、27

日で決まっているとのことですが、本県での聖

火リレーの検討について、総合政策部長にお伺

いいたします。

次に、地域医療構想についてお伺いいたしま

す。

地域医療構想は、今後の人口減少や高齢化が

進む中、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上と

なる2025年を見据え、地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進する目的で、平成28年

度に策定されました。

地域医療構想の議論の場として、二次医療圏

ごとに調整会議が開催されていますが、その議

論は余り進んでいないのではないかと感じてお

ります。

そのような中、10月の経済新聞に、「病床再

編を後押しする目的として、新たに病床数当た

りの手術の実施数など、量的な基準を導入して

病床機能を正確に把握することを都道府県に求

める」という記事が掲載されておりました。

また、記事では、奈良県などでは急性期と報

告する病棟について、「50床当たりの手術と救

急入院件数が計１日２件」などと、独自基準を

設けて病床再編の議論を進めているとのことで

あります。

本県でも、地域医療構想調整会議の議論の活

性化は不可欠と感じております。そこで、地域

医療構想調整会議の議論の促進に向けて、本県

ではどのように取り組んでいるのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

次に、神楽の世界無形文化遺産登録について

お伺いいたします。

先月の10月11日に、国の重要無形民俗文化財

に指定されている私の地元の祓川神楽が東京の

国立能楽堂で披露されるということで、私も能

楽堂に初めて行きました。

初めて能楽堂に入らせていただき、能楽堂の

すばらしさに感動しつつも、本当に約600席ある

席が埋まるのか心配しておりましたけれども、

開演１時間前にもかかわらず多くの方々が訪れ

ていただき、開演前には全ての席が埋まり、東
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京でも神楽の魅力が多くの方々に認知されてい

ることを肌で感じ、とてもうれしく思いまし

た。

そこで、神楽のユネスコ無形文化遺産登録に

向けた、現在の活動状況と手応えについて、教

育長にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。まず、地方創生総合戦略におけ

る人口ビジョンについてであります。

本県の人口ビジョンでは、2010年の国勢調査

結果に基づく国立社会保障・人口問題研究所の

人口推計をベースとして、４つのパターンに分

けて将来推計をしております。

その2015年における推計値と最新の2015年国

勢調査結果を比較いたしますと、いずれの場合

も、県全体で約3,000人から7,000人程度、推計

値を下回っている状況にあり、特に山間部を抱

える地域において人口減少が進み、その乖離幅

も大きい傾向が見られるところであります。

次に、聖火リレーの検討状況についてであり

ます。

東京オリンピック聖火リレーにつきまして

は、東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会からの協力依頼を受けまして、こ

とし８月に本県の実行委員会を設置したところ

であります。

現在、実行委員会において、ルートやセレモ

ニー会場などの案を検討しているところであり

ますが、最終的なルート案等につきましては、

大会組織委員会がＩＯＣと協議の上、決定する

こととなっておりますことから、その検討内容

につきましては非公開とされており、現時点で

は詳細を申し上げることはできない状況にあり

ます。

なお、大会組織委員会からは、来年の夏ごろ

にはルート案を公表したいと伺っているところ

であり、聖火リレーを通じて本県の魅力を国内

外にＰＲするとともに、多くの県民の皆様に楽

しんでいただけるものとなるよう、県内市町村

とも連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。地域医療構想調整会議につい

てであります。

各地域ごとに設置した「地域医療構想調整会

議」につきましては、その議論の促進が全国的

な課題となっております。

このため、国においては、本年６月に、県単

位での調整会議の設置やアドバイザーの委嘱、

研修会の開催等、議論の活性化に向けた具体的

方策を示したところです。

本県では、この国の通知に先んじて、本年３

月に県全体の調整会議を設置し、各医療機関が

将来担うべき役割等を議論する上で基礎となる

本県独自の調査票を作成することとしたところ

です。

今後は、この調査票を取りまとめた上で、国

の委嘱を受けた医師２名のアドバイザーからも

技術的な助言等を得ながら、議論の活性化を促

していきたいと考えております。

今後とも、2025年を見据え、県民が安心して

適切な医療が受けられる体制が確保されますよ

う取り組んでまいります。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えいた

します。神楽のユネスコ無形文化遺産登録につ

いてであります。

現在、県では207あります全ての神楽を対象
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に、保存団体への聞き取りや古文書、神楽面な

どの調査を行いますとともに、ホームページで

神楽の記録映像を公開するなど、保存・継承を

図っているところであります。

また、神楽の魅力や価値など、そのすばらし

さを理解していただくことを目的に開催してお

ります講座や、先日行われました国立能楽堂で

の「高原の神舞（かんめ）」の公演でも、非常

に多くの方に御来場いただき、神楽に対する関

心の高さには確かな手応えを感じたところでご

ざいます。

さらに、５月には知事と文化庁に出向き、神

楽の保存・継承やユネスコ無形文化遺産登録へ

の支援について要望を行ったところでありま

す。

今後とも、文化庁等などの関係機関と連携し

ながら、ユネスコ無形文化遺産の登録を目指し

てしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それぞれ答弁していただ

き、ありがとうございました。

まず、地方創生について再質問させていただ

きます。

人口ビジョンの乖離やその特色についてお答

えをいただきました。地方創生総合戦略におけ

る人口ビジョンは、2010年の国勢調査をもと

に、４つのパターンで推計され、2015年におけ

る推計値と実態は3,000人から7,000人乖離があ

るとのことです。特に中山間地の人口減少が進

んでいるということでありますけれども、人口

ビジョンとの乖離が生じた理由と今後の対策に

ついて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほどの乖離

の状況を年齢階層別に比較いたしますと、特

に、29歳以下の若年層を中心として乖離が大き

く、また、女性のほうがより乖離の幅が大きい

状況にあり、進学や就職の時点で、推計以上に

県外流出があったものと考えております。

若者の県内定着に向けましては、成長産業の

育成等による雇用の場の確保とともに、早いう

ちからのキャリア教育や企業情報を届ける仕組

みづくりにより、高校生・大学生やその保護者

等に、本県で暮らし、働くイメージを持っても

らうことなどが重要であると考えております。

このため、昨年末、「産業人財育成・確保の

ための取組指針」を策定しまして、これまでの

取り組みに加え、女性目線から見た啓発用の動

画を作成するなど、新たな取り組みも進めてい

るところであります。

若者の県外流出の抑制は、中長期的には社会

全体で取り組むべき重要な課題でありますの

で、引き続き産学金労官で十分に連携を図りな

がら、対策を強化してまいりたいと考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 人口推計の乖離のデータが

実際、細かく市町村別で出ましたけれども、市

町村で大きくばらつきがありますので、びっく

りいたしました。それぞれの市町村でさまざま

な努力をしているとは思っておりますが、実態

をしっかり把握して有効な対策が講じられるよ

う、しっかりしたアドバイスお願いしたいと

思っております。

今回、地方創生に関して質問するために、地

方創生担当大臣をしておりました山本元大臣の

著書「稼ぐ、地方創生」という本を読ませてい

ただきました。

著書の冒頭に、地方創生とは「地方の平均所

得を上げること」、稼ぐことが第一歩で、それ

なくして地方創生はあり得ないと述べられてお

り、まさにそのとおりだと思いました。
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本県の地方創生の重要な鍵になっております

農業・観光・地場産業の振興について、順次質

問させていただきます。

まず、農業の生産性向上についてお伺いいた

します。

農業がＧＤＰに占める割合は約４％であり、

小規模農家が多く、生産性が高いとはお世辞に

も言えない状況です。

そこで、６次化・大規模化・ＩＣＴの活用、

企業参入などにより、生産性を飛躍的に向上さ

せる余地は十分にあるとして、政府の日本再生

戦略等においても、地域経済を支える新たな成

長のエンジンとして、攻めの農業、稼ぐ農業を

目指しております。

農業を「家業から稼業」へ転換することが重

要でありますので、今回はＩＣＴの活用・ス

マート農業を中心に質問させていただきます。

農業新聞の「すぐそこスマート農業時代」の

特集記事では、可変施肥田植機により、地力む

らに応じて肥料を減らし倒伏を抑え、作業効率

の改善・収量向上した事例、乳牛の首にセン

サーをつけ反すうの状態を検知し、発情や異常

の兆候をＡＩが分析し、スマホに連絡する個体

管理システムの事例、水田の水管理をＩＣＴを

活用して自動化し、省力化した事例などが紹介

されておりました。

そこで、本県の農業の生産性向上におけるス

マート農業の取り組み状況と今後の支援策はど

のように考えられているのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 現在、県にお

きましては「第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画」の重点プロジェクトの一つといたしまし

て、ＩＣＴを活用したスマート農業を推進して

いるところであります。

このような中、園芸ハウス内の温度等を自動

制御するシステムや、牛の発情発見装置等を導

入している農家が、平成29年度で483名と、過去

３年間で約２倍に増加しているところでありま

す。

また、大規模露地野菜法人では、栽培してい

る作物の生育データをクラウド上で一元管理

し、生産、加工、販売までの一貫した工程管理

を構築している事例等、県内ではさまざまな取

り組みが行われております。

今後とも、産地パワーアップ事業や畜産クラ

スター事業等の活用により、これらの取り組み

を推進するとともに、本年度から実施しており

ます「みやざきスマート農業加速化事業」によ

り、県内農業者が有するデータの集約と分析等

を進め、収量向上や効率化を図りながら、儲か

る農業を実現してまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 農業の担い手、また作業員

不足が続いておりますので、それを打破するた

めにも、今後さらなるＩＣＴを活用したスマー

ト農業の普及拡大は、今後の基幹産業を守る上

で重要だと考えておりますので、積極的に国の

事業等を生かして、儲かる農業が実現できるこ

とをまず要望したいと思っております。

次に、観光振興についてお伺いいたします。

人口減少下において、国内外から観光客を積

極的に呼び込み、交流人口の拡大を戦略的に創

出することが必要であります。

近年、特に、急速に伸びるインバウンド需要

をどう取り込むかが肝だと思っております。

2017年の訪日外国人旅行者数は、前年比19.3

％増の2,869万人と過去最高となっており、こ

の10年間で３倍強となっております。

また、外国人旅行消費額も、前年比17.8％増
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の４兆4,162億円となっており、こちらも過去最

高になっております。

しかし、我が県のインバウンドの伸びは、こ

れまで中野 明議員が指摘しているように、お

くれをとっていることは否めないと思っており

ます。

来年、ラグビーワールドカップの試合が福岡

・熊本・大分県で開催され、観戦に来るラグ

ビーファンの観光誘客策が重要になってくると

感じております。

2015年に開催された大会では、約240万人の

ファンがスタジアムを訪れ、40億人以上がテレ

ビ放映で観戦された、世界のビッグイベントで

あります。

九州では、全48試合のうち、福岡３試合、熊

本２試合、大分５試合の合計10試合が行われま

す。

試合を行う国を見てみますと、世界ランキン

グ２位のアイルランド、３位のウェールズ、８

位のフランス、14位のイタリアや、本県でキャ

ンプを行ってもらうイングランドなどの強豪

チームが九州に集結するので、非常に注目を浴

びるのではと感じております。来年の９月の下

旬から10月にかけ、九州に多くの外国人ラグ

ビーファンが訪れると、容易に想定できます。

ラグビーワールドカップに来る外国人の観戦

者の宮崎への観光誘客策・宿泊誘客策が非常に

重要になってくると感じております。

特に、今回試合をするアイルランド、ウェー

ルズ、フランス、イタリアなどの観光客は、長

期滞在する傾向があるとされ、また、王室を大

切にする風潮があると聞いております。

ニーズを把握し、情報発信すれば、多くの外

国人誘客につながるのではと思っております。

そこで、ラグビーワールドカップを観戦に訪

れる外国人観光客の誘客に、どのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ラグビー

ワールドカップ2019では、欧米豪を中心に約40

万人の外国人観光客の来訪が見込まれておりま

す。

これらの観光客を本県に呼び込むため、九州

各県と連携し、本年７月にフランスでの合同プ

ロモーションを実施したほか、イギリスのラグ

ビー専門誌など現地メディアを活用した情報発

信、さらには、九州の祭りをテーマに、ワール

ドカップ開催時に各県を周遊させる取り組みを

進めているところでございます。

また、本県独自の取り組みとして、連携協定

を結んでいる大手航空会社と共同で、試合観戦

と周遊観光のニーズを捉えた旅行商品の造成や

情報発信も計画しております。

イングランド代表の公認チームキャンプ地と

しての強みを生かし、来県するメディア等も活

用しながら、本県の魅力を効果的に発信し、外

国人観光客を積極的に誘致してまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 大分県では、ラグビーワー

ルドカップ2019大会で欧米等から多くの来県が

見込まれ、こうした訪日外国人消費を確実に取

り込むために、今月から、キャッシュレス化推

進のための決済事業者の公募を始め、外国人観

光客受け入れ環境整備の充実に取り組み始めて

おります。

本県でも、外国人観光客受け入れ環境とし

て、キャッシュレス化について今後どのように

取り組んでいくのか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） キャッシ
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ュレス化の推進は、店舗業務の効率化や県民の

利便性向上に加え、外国人観光客へのおもてな

し向上にも大変重要な取り組みだと考えており

ます。

このため、県では、本年８月、国との共催に

より、商店街や商工団体等の方々を対象とした

キャッシュレスセミナーを開催し、本県を取り

巻く情勢を初め、導入事例の紹介や国の補助制

度の活用等について情報共有を図ったところで

あります。

また、商工団体と連携し、セミナー後、導入

を検討する事業者からの相談に対し、キャッシ

ュレスに対応した機器を紹介するなどの支援を

行っているところであります。

県といたしましては、お話のありました、大

分県等、他県の先進的な事例等も参考にしなが

ら、国や関係団体とも十分連携し、キャッシュ

レス化の一層の進展を図るための取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 訪日外国人に本県に来てい

ただき、しっかり宮崎のよさ、例えば日本一の

宮崎牛の食の魅力、神社・神楽などの文化、青

島・霧島連山などの景勝地を理解してもらい、

宮崎のファンになってもらい、ＳＮＳ等で世界

中に発信していただきたいと思っております。

そのためには、観光情報の多言語化や通信環

境の充実が不可欠であります。そこで、観光情

報の多言語化や通信環境の整備について、今後

どのように取り組んでいくのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県では

これまで、ホームページや観光案内板等の多言

語化を進めるとともに、県で基盤を整備したフ

リーＷｉ―Ｆｉのアクセスポイントが、民間施

設を含め約550カ所に拡大するなど、通信環境も

整いつつあります。

さらに、本年８月には多言語コールセンター

を開設し、外国人観光客に対する円滑な情報提

供を初め、多言語によるサービスが向上したと

ころであります。

外国人観光客の満足度を高め、リピーターを

ふやしていくためには、旅行中の外国人が情報

を入手しやすい環境づくりが大変重要だと考え

ておりますので、官民で連携して、さらなる環

境整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 来年行われるラグビーワー

ルドカップの観戦に訪れる外国人観光客の誘客

等につきまして質問してまいりましたけれど

も、本格的に受け入れるためには、交通手段の

確保、ホテル・旅館の受け入れ体制のさらなる

整備、観光地の魅力発信など、まだまだ不十分

だと感じておりますので、早急に整備を進めて

いただき、ラグビーワールドカップを試金石と

して、九州を訪れる外国人の多くが宮崎にも訪

れる体制が早急にできることを要望しておきた

いと思っております。

次に、地場企業振興についてお伺いいたしま

す。

山間地域の人口減少が進行している要因とし

て、働く場が少ないため、どうしても都市部に

流出してしまう状況が続いていると思っており

ます。

日本全体では東京に、九州であれば福岡に、

宮崎であれば宮崎市に人口が流れている状況が

続いており、地方創生が言っていた「人の流れ

を変える」のが変わっていないと思っておりま

す。

人の流れを変えるためには、企業誘致も一つ

の手段だと思っておりますが、今ある地場企業
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を伸ばしていくことも重要だと考えておりま

す。

昨年2017年６月には、地域の強みを生かしな

がら、将来、成長が期待できる分野での需要を

地域に取り込むことによって、地域の成長発展

の基盤を整えることを目指すことを目的に、

「地域未来投資促進法」が制定されました。同

法に基づく事業計画が認証されれば、設備投資

に係る減税措置等が講じられることになってお

ります。

そこで、本県における地域未来投資促進法に

基づく事業計画の承認状況についてお伺いいた

します。またあわせて、この制度を県内企業が

活用していくためにどのように取り組んでいく

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 地域未来

投資促進法は、地域の強み、特性を生かして将

来の成長が期待できる分野の事業を促進するこ

とにより、地域経済の活性化を図ることを目的

としたものであり、この制度を活用する企業等

は、今後取り組む事業の計画を県に提出し、承

認を受ける必要があります。

県では、本年10月までに25件を承認してお

り、承認された企業等には、御質問にありまし

たように、設備投資に係る法人税等の減税措置

や政府系金融機関の低利融資などの支援があり

まして、事業に取り組んでいるところでござい

ます。

県といたしましては、さらなる生産性の向上

や競争力の強化が図られますよう、多くの県内

企業にこの制度を活用していただくため、県内

各地での説明会の開催や企業訪問の実施など、

市町村や関係機関・団体と連携しながら、本制

度の周知及び活用の促進を図ってまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁にありましたように、

まだ25件しか承認されておりませんので、多く

の企業が承認できるように、情報収集、また呼

びかけをお願いしたいと思っております。

地場企業の中には、売り上げを伸ばす営業の

得意な人が欲しいとか、経営者の片腕になって

ほしいとか、新商品を開発するリーダーが欲し

いなどの悩みを抱えている地場企業が多いと

思っております。

その悩みを解決するために、平成28年にプロ

フェッショナル人材、いわゆる営業のプロ、経

営のプロ、新商品開発のプロなどの人材の採用

の支援活動を行う、プロフェッショナル人材戦

略拠点が設置されたと聞いております。

プロフェッショナル人材事業を活用すれば、

大都市に多い大企業出身の優秀な人材を採用で

き、地場企業の活性化につながると思っており

ます。

そこで、プロフェッショナル人材戦略拠点運

営事業の概要及び同事業の九州各県の進捗状況

について、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） プロ

フェッショナル人材戦略拠点運営事業は、企業

の成長を促進するため、専門的な知識や経験を

持つ人材の地方への環流を目的とするものであ

ります。

当事業は、東京都を除く道府県が内閣府と連

携して、道府県ごとに拠点を設置し、拠点ス

タッフが企業の具体的な求人ニーズを掘り起こ

し、民間人材ビジネス事業者に取りつなぐこと

により、企業が必要とする人材を採用する仕組

みとなっております。

本県では、平成28年１月に拠点を設置し、平

成28年度に３名、平成29年度に11名、今年度
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は10月までに14名、累計28名の人材が採用され

ております。

また、九州各県では、本年９月までに、福岡

県120名、佐賀県68名、長崎県55名、熊本県40

名、大分県12名、鹿児島県で45名の人材が採用

されております。

○丸山裕次郎議員 プロフェッショナル人材事

業を活用すれば、地方創生がこれまで行ってい

た人の流れを変えることができ、さらには稼ぐ

地方創生につながなると考えております。

そこで、本県のプロフェッショナル人材戦略

拠点運営事業の取り組みについて、改めて商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県で

は、県内企業が必要とするプロフェッショナル

人材の採用を推進するため、中小企業診断士な

どの拠点スタッフが、積極的な企業訪問に取り

組み、求人ニーズの掘り起こしを行うととも

に、セミナーの開催や、普及啓発パンフレット

の配布など、機運醸成を図っております。

さらに、平成30年度は、都市部大企業との連

携の強化や、民間人材ビジネス事業者と県内関

係機関による協議会の設置、プロフェッショナ

ル人材を求める県内企業を対象とした求人相談

イベントの開催などに取り組んでいるところで

あります。

県といたしましては、今後、人材を採用した

企業のフォローアップによる支援や、金融機関

・商工団体との連携を強化するなど、本事業を

さらに推進し、県内企業の成長を促進すること

により、本県経済全体の活性化を図ってまいり

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 このプロフェッショナル人

材事業については、先ほど答弁いただきました

が、九州内では、まだ宮崎県は低レベルである

と、福岡県が120名、佐賀県が68名、長崎県55

名、熊本県40名と比べると、まだまだ数が少な

いと思っております。ぜひ、都市部にいる優秀

な人材と宮崎の企業のマッチングが進んで、本

当に稼ぐ、もうかる企業がふえることを要望し

ておきたいと思っております。

これまで、地方創生の大きな鍵になる農業・

観光・地場企業の振興について質問してまいり

ました。稼ぐ地方創生、地方創生とは平均所得

を上げることだと、わかりやすい視点で今後取

り組んでいただきたいと思っております。

人口は減少しても稼ぐ力、県民所得が上が

り、経済規模が維持されればいいのではないか

と考えております。

そこで、県民所得を向上させる視点を持って

地方創生に今後取り組むべきと考えております

が、知事の考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生を進める上で

は、まずもって、産業の振興等を通じて地域の

「稼ぐ力」を高め、所得向上を図っていくこと

が大変重要であると考えております。

例えば、医師や看護師の確保の観点から、宮

崎大学医学部、さらには県立看護大学の学生と

意見交換をする機会があるのですが、学生たち

は、都市部に対する漠然とした憧れもあります

が、一方では午前中の議論にもありました奨学

金の返済なども抱えている、どうしても所得と

いうところに引かれてしまう部分があります。

稼ぐ力を高めていきたいということで、地方

創生総合戦略や県総合計画におきまして、「し

ごとを興す」ことや「産業づくり」を大きな柱

に掲げて、フードビジネスなどの成長産業や競

争力の高い中核企業の育成等によりまして、高

い付加価値を生み出すとともに、国内外から

「外貨」を稼ぎ、地域に循環させる取り組み
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を、産学金労官一体となって進めてまいりまし

た。

この結果、農業産出額や輸出額、製造品出荷

額等が大幅に増加をしております。１人当たり

県民所得も上昇傾向にありますので、今後は、

人口減少が進む中にあっても、一人一人の生産

性をさらに高めていくことができるよう、産業

を支える中核的な人材の育成、起業やイノベー

ションの創出にも力を入れながら、県民所得の

向上と安定した県民生活の実現につなげてまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 知事の答弁の中で、確かに

県民所得は向上傾向にあるということでありま

したけれども、全国の下位のほうです。下位と

いうよりも最下位に近いレベルでありますの

で、ぜひ、最低でも全国平均の300万ぐらいを目

指すというわかりやすい指数をもって地方創生

に取り組んでいただきますことを要望しておき

たいと思っております。

次に、働き方改革についてお伺いいたしま

す。

来年４月から働き方改革関連法が順次施行さ

れることになり、時間外労働の上限規制が導入

され、月45時間、年360時間が原則になります。

また、年次有給休暇の確実な取得が必要になっ

たり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間

の不合理な待遇差が禁止されるようになりま

す。

県庁内でも、時間外が恒常化している部署が

あったり、災害時や予算編成時などに多くの時

間外勤務をしている実態があるということで、

庁内に働き方改革推進会議を設置していると聞

いておりますけれども、推進会議における取り

組みと、これからの進め方について、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 知事部局における

働き方改革につきましては、ことし３月に、

「「働き方改革」の方針～かえるスイッチ！プ

ロジェクト2018～」を策定し、公務能率の向上

・長時間勤務の是正など、４つの柱に基づく取

り組みを定めたところでございます。

具体的には、全庁的に共通する内部事務や各

種会議の簡素・効率化の取り組みを初め、各所

属の状況に応じた、ＩＣＴの利活用による業務

の見直し等により、職員の休暇取得の拡大や長

時間勤務の縮減などを進め、ワーク・ライフ・

バランスの実現に取り組んでいるところであり

ます。

今後とも、推進会議が中心となり、全庁的な

取り組みを進めながら、各部局での取り組み実

績や成功事例の中から、実効性の高い取り組み

について、庁内での共有化や拡大を図っていく

とともに、働き方改革の取り組みが一過性に終

わることのないよう、職員一人一人の意識の啓

発に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 教育委員会にお伺いいたし

ますが、教員は給与体系のこともあり、時間外

勤務という概念がとりにくく、また部活の指導

や親との意見交換など、長時間学校にいること

が恒常化している状況があると聞いておりま

す。

そこで、教育現場における働き方改革の具体

的な取り組みについて、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

平成24年度に策定しました「教職員の働きやす

い環境づくりプログラム」に基づき、学校行事

や会議の見直しを進めるとともに、定時退庁を

促すリフレッシュデーを設定するなどの取り組

みを行ってきております。
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さらに本年度は、学校における働き方改革に

関する国の緊急提言や通知等を踏まえ、「学校

における働き方改革推進プラン」の策定に向け

て、協議会を立ち上げ、業務の役割分担の見直

しや部活動の休養日の設定など、教職員の時間

外勤務の削減に向けた検討を行っているところ

であります。

今後とも、喫緊の課題であります教職員の働

き方改革について、効果的な取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、働き方改革にもつな

がるペーパーレス化についてお伺いいたしま

す。

ペーパーレス化について質問する前に、県・

行政は紙文化が基本にあると思っておりますの

で、まず実態についてお伺いいたします。

私も県の職員をしていた経験がありますの

で、県には本当に多くの文書があるということ

は認識しておりますが、全ての文書について挙

げますと、切りがないと思っているものですか

ら、ある程度絞りまして聞かせていただきたい

と思っております。各所属から総務課が引き継

いだ文書を保存している文庫、及び歴史的文書

を保存している文書センターにある文書量はど

の程度あるのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（畑山栄介君） 各所属において、

一定の期間を過ぎた文書については、原則とし

て総務課の文庫に引き継ぐことになっており、

この文庫は、庁内に４カ所あります。ここに

は、５センチ幅のファイルに換算しますと、約

５万2,000冊分の文書を保存しております。

また、文書センターには、歴史的価値を有す

る歴史資料文書を保存しておりますが、その数

は約６万8,000冊であります。

なお、これらの文書のほか、業務上の必要性

から、各所属において、執務室や書庫等で保存

している文書もあります。

○丸山裕次郎議員 今、答弁にありましたとお

り、非常に多くの文書が県にはあるというのが

わかったと思います。その中で、文書センター

に保存されていて、前の議会でも問題になりま

したけれども、旧優生保護法の書類で問題が

あったと思っておりますが、ここではその内容

についてではなくて、その優生保護法に関する

書類の調査に要した時間と、延べ人数はどれく

らい必要だったのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） ことし４月

に、国からの調査依頼を受けまして以降、旧優

生保護法に係る書類の調査に、延べ75人の職員

が携わり、累計で約300時間を要しました。

○丸山裕次郎議員 次にお伺いしますけれど

も、各議会ごとに多くの書類が配付され、本当

に多さにびっくりしておりますが、年間にどれ

くらいの書類が提供されているのかわからない

状況です。相当の書類が届いていると思ってお

ります。

県庁全ての書類について把握するのは簡単で

はないと思っておりますので、まず知事部局等

の本庁各所属が使用している共用コピー機及び

庁内印刷室の印刷に要する費用はどれくらいに

なるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 知事部局等の本庁

各所属が使用している共用コピー機は52台あり

ますが、平成29年度のコピーに要した費用は、

約3,100万円であります。

また、印刷する部数が多い場合などは、庁内

の印刷室で印刷するようにしておりますが、平

成29年度の費用は、約2,900万円であります。
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これらの費用を合計しますと、約6,000万円と

なります。

○丸山裕次郎議員 知事部局等の本庁各課の印

刷分だけで約6,000万円がかかっているというこ

とでありますので、出先機関や学校などを含め

ると多額の印刷費用が毎年使われていると想定

できます。

しっかりとしたコスト意識を持つべきだと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

本題のペーパーレス化についてでありますけ

れども、ペーパーレス化のメリットとして、文

書を確認したり共有したりすることが容易にな

る、紙や印刷するためのコストが削減できる、

書類の経年劣化が少ない、書類を簡単に検索で

きる、同じオフィスにいなくても書類の承認が

行える、セキュリティー対策が可能になる、デ

スクの上やオフィス全体がすっきりする。

逆にデメリットとしては、使いなれるまでメ

モがとりづらく感じる、ＩＴ機器に弱い人に

とっては手間が余計にかかる、データが消える

ことがある。

いろいろメリット・デメリットがあると思い

ますが、資源を有効に活用することを考える

と、ペーパーレス化の推進を行うべきだと考え

ております。

ペーパーレス化を推進することで、先ほど福

祉保健部長から答弁がありましたけれども、実

に75人の職員がかかわって、300時間も要して書

類を見つけなくちゃいけなかった、無駄なと申

しますか、非常に時間がかかってしまうと思っ

ておりますので、もしこれが、電子化されて、

検索しやすくなっていれば、もっと短い時間で

できたと思っておりますし、また、文書を保存

する費用も、また廃棄する費用も大分少なくな

るのではないかと考えております。また、先ほ

ど言いましたとおり、効率がよくなると考えて

おりますので、働き方改革にもつながると考え

ております。

行政としてペーパーレスをするためには、費

用と意識改革が必要だと考えております。ま

た、議会としても、沖縄県が取り組んでおりま

すような、タブレット導入なども必要だと考え

ております。

そこで、県庁におけるペーパーレス化の具体

的な取り組みと今後の方向性について、総務部

長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 県庁における具体

的な取り組みとしましては、会議をペーパーレ

スで開催するため、平成29年度からタブレット

端末等を導入し、ことし10月末までに44回の会

議で利用された結果、約３万5,000ページ分の紙

を削減したところであります。

また、税の申告や公文書開示請求など各種手

続のオンライン化、いわゆる電子申請を進める

ことも、ペーパーレス化や業務の効率化に寄与

しているものと考えております。

ペーパーレス化につきましては、県庁におい

て、さまざまな業務や資料・文書がある中で、

費用対効果や効率性等の視点から、どのような

業務等に導入すべきか、関係部局と引き続き連

携を図りながら検討を行い、働き方改革に資す

るペーパーレス化に取り組んでまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 行政はどうしても紙文化が

しみついていると思っておりますので、すぐに

ペーパーレス化することは難しいと思っており

ます。できることからペーパーレス化し、業務

効率化、また印刷代などのコスト意識の醸成を

しっかりと図っていただきたいと思っておりま
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す。

最後に、農業政策についてお伺いいたしま

す。

昨年11月に開催された宮城全共では、畜産農

家・県・市町村・関係団体の御尽力のおかげ

で、枝肉を審査する肉牛の部で、内閣総理大臣

賞を受賞するなど、３大会連続で日本一の称号

を確保することができました。

次期開催は鹿児島県で行われることが既に決

定しております。また、農業新聞では、次期全

共での審査基準の変更があったことが報道され

ました。

そこで、次の全国和牛能力共進会の出品条件

等の主な変更点について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 次の第12回全

国和牛能力共進会につきましては、本年６月に

全国和牛登録協会からその基本計画が公表さ

れ、出品条件等の一部が変更されたところであ

ります。

主な変更点につきましては、まず、牛の体型

等を審査する種牛の部におきまして、第４区の

「系統雌牛群」が廃止されるとともに、第５区

の「繁殖雌牛群」の出品頭数が１組４頭セット

から３頭セットに変更されました。

また、枝肉で審査する肉牛の部におきまして

は、前回大会で本県が内閣総理大臣賞を受賞し

た第８区の「若雄後代検定牛群」が休止される

ことになっており、これに伴い、出品牛の父牛

の遺伝的能力として、おいしさにかかわる評

価、いわゆる脂肪の質の育種価評価を出品要件

とした新しい区が創設されることになっており

ます。

○丸山裕次郎議員 答弁にありましたように、

前回大会で内閣総理大臣賞を受賞した第８区が

中止され、これに伴い、出品牛の父牛の遺伝的

能力として、おいしさにかかわる評価、いわゆ

る脂肪の質、育種価評価を出品要件とした新し

い区が創設されるとのことですが、本県では育

種価評価がまだだと聞いており、しっかり対応

していただきたいと思っております。

そこで、出品条件の変更等を踏まえ、今後ど

のように対応していくのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 2022年に鹿児

島県で開催されます第12回大会に向けて、主要

な畜産県におきましては、既に取り組みが始

まっていると聞いております。

本県におきましても、関係団体の技術員で構

成する出品委員会が、去る９月28日に開催さ

れ、出品条件等の変更点を情報共有するととも

に、今後の出品対策の進め方や具体的な取り組

み方法について協議したところであります。

今後は、出品条件の変更等に的確に対応する

ため、生産者を中心に市町村、関係団体と連携

しながら、すぐれた出品候補牛の選定などの準

備を進め、第12回大会におきましても、「日本

一」を目指して積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ畜産農家・県・市町村

・関係団体と緊密に連携していただき、鹿児島

全共でも日本一がとれるように頑張っていただ

くことを要望しておきたいと思っております。

県は、新規就農者が順調にふえ、昨年度は406

人が就農し、うち237人が法人就農と報告してお

ります。

若い方やＩターン・Ｕターン者が農業に興味

を持って就農することがふえることは、基本的

にはよいことだと考えておりますが、地元の農

業法人に聞いてみますと、若い人は続かず、す
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ぐやめてしまうという声を聞きました。

また、先日の農業新聞に、農林漁業の新規就

業者雇用事業で助成金の支給対象者約8,600人の

うち、３年未満で離職する割合は、農業で38％

に上るという報道がありました。

農業法人に昨年就農した237人、一昨年就農し

た204人はどうなっているのか、改めて心配にな

りました。

そこで、農業法人に就農した農家の定着に向

けた県の取り組みについて、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 新規就農者の

うち、法人への就農者が半数以上を占めており

ますことから、その定着を図ることは大変重要

であると考えているところであります。

このため、県では、雇用管理に関する研修会

の実施や、県内法人への「お試し就農」による

求職者とのマッチングなど、定着率向上に向け

た取り組みを行っております。

さらに、今年度、農業経営相談所を設置し、

雇用環境の改善に向け、社会保険労務士を派遣

するなど、法人を含めた農業経営者のさまざま

な経営課題に対応する体制を構築したところで

あります。

農業法人は、本県農業の重要な担い手であり

ますことから、市町村等関係機関と連携しなが

ら、引き続き、法人への就農者が定着しやすい

雇用環境の整備に向けた支援に取り組んでまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 農業法人に就農した方の定

着を図ることが大変重要であると認識していた

だいておりますので、ぜひ、今後は、先ほど答

弁にありましたような感じとして、また、今後

は、さらに農業法人と緊密に連携を図っていた

だき、情報収集に努め、農業法人に就職された

方々の定着が図られることを要望したいと思っ

ております。

以上で、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の松村悟郎です。ちょうど２週間前、地元高鍋

町で、東日本大震災で最も被害の大きかった町

の一つである宮城県女川町の須田町長から、地

震津波被災の生々しい体験と復興へ向けた取り

組みなどの貴重なお話を伺う機会をいただきま

した。この講演には、県当局からも、危機管理

局長を初め10名の職員の皆様に参加いただきま

した。

大地震から７年半、人口約１万人の女川町

は、人口の１割が犠牲となり、建物の７割強が

失われ、瓦れき処理に２年を費やすなど、まさ

にマイナスからの復興であり、その道のりは大

変困難であったと思われます。

失われたとうとい命は戻らないが、残された

人々と、ふるさと女川町で安心して暮らせる安

全な町を再生すること、そして、100年先の人々

にも選ばれるまちづくりをとの思いで復興に取

り組まれ、2018年度のアジア都市景観賞を受賞

されるなど、甚大な被害を受けた自治体の中で

群を抜いたまちづくりの取り組みとして取り上

げられています。それでも、当時約１万人の

町、女川町の人口も約6,500人に減少していま

す。町長もまだまだ復興の途中と言われており

ます。

災害を未然に防ぐ取り組みと、災害発生後に

どう対処するかを事前に想定する取り組みの必

要性を改めて感じたところでした。今回は、災

害対策を中心に質問をさせていただきます。

まず、台風24号による災害についてお伺いし
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ます。

９月30日に本県を襲った台風24号は、非常に

強い勢力を保ったまま本県に接近したこともあ

り、気象庁が高鍋町に設置した雨量計で、30日

の11時52分までの１時間に96ミリの猛烈な雨を

観測するなど、広い範囲で暴風雨となり、県内

各地で浸水被害が発生したのを初め、大規模な

停電や断水が長時間続いたことで、日常生活に

大きな支障を来しました。

また、その直後に襲来した台風25号と合わせ

た、農水産関係や林業関係、公共土木施設関係

の被害額は、いずれも過去10年間で最大規模と

なりました。

このうち、県民生活の基盤である公共土木施

設関係については、道路の寸断や斜面崩壊など

が数多く発生し、現在でも、一部区間では道路

の規制が続いている状況にあります。社会資本

整備の重要性を改めて認識したところです。

そこで、今回の台風24号の災害を受け、本県

の社会資本についてどのように感じておられる

のか、また、これからの災害に強い県土づくり

をどのように進めていかれるのか、知事にお伺

いします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。災害に強い県土づくりについてでありま

す。

ことしは、全国各地で甚大な自然災害が相次

いだところでありますが、本県でもこれまで、

平成17年の台風14号などによる甚大な被害を受

け、五ヶ瀬川や一ツ瀬川を初めとする河川改修

など、さまざまな対策を進めてきたところであ

ります。今回の台風24号では、浸水被害や道路

の通行どめが数多く発生をしております。改め

て強い危機感を持ち、さらなる社会資本の整備

が必要であると考えているところであります。

このため、「宮崎県国土強靱化地域計画」に

基づき、いかなる大規模自然災害が発生しよう

とも、人命の保護を最優先とし、住民の早期避

難に向けた土砂災害や河川水位などの防災情報

の収集・伝達体制を強化しますとともに、現在

重点的に進めております、浸水被害を受けた地

域の河川改修や要配慮者利用施設等の土砂災害

対策、さらには、緊急輸送道路を初めとする交

通ネットワークの整備などを、より一層加速さ

せる必要があると考えております

今後とも、必要な予算の確保に努めますとと

もに、国や市町村、関係機関と連携をし、ハー

ド・ソフト両面から、防災力の強化や減災対策

に全力で取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。台

風24号は、本県全域に大きな被害をもたらして

おり、今なお、私の地元、児湯郡高鍋町におき

ましても、道路沿線の崩れた山肌、そしてむき

出しになった岩など、その傷跡は生々しく残っ

ています。

そこで、今回の台風24号における県内の公共

土木施設関係の被災状況について、県土整備部

長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ことし９月

の台風24号におきましては、県内全域で被害が

発生しており、道路や河川などの公共土木施設

の被害は、県が管理する施設で229カ所、被害額

は約55億8,000万円、市町村が管理する施設

で331カ所、被害額は約32億5,000万円、合わせ

て県全体で560カ所、被害額は約88億3,000万円

となっており、現在も高鍋町の県道木城高鍋線

など、７路線９区間が全面通行どめとなってお
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ります。

被災箇所につきましては、現在、復旧に向け

て測量設計を進めており、来年１月までには国

の災害査定を完了させ、緊急性の高いところか

ら、市町村とともに早期復旧に努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いいたします。

県内各地でも、暴風雨により、多くのがけ崩

れ、浸水被害に加え、相当規模の倒木が発生い

たしました。この倒木は、道路沿いの電線や電

柱も巻き込み、九州電力の高鍋配電事業所管内

では、総戸数８万2,000戸のうち、42.7％に当た

る３万5,000戸が停電となりました。

国・県道、市町村道においても、倒木などに

よる通行どめがかなり発生したようで、高鍋地

区の県道関係だけでも、最大で17カ所が通行ど

めとなったと聞いています。

国・県・市町村、そして九州電力などにおい

ては、交通開放や電力などライフラインの復旧

に鋭意取り組んでいただいたところですが、電

線が垂れ下がっていることなどにより、道路が

通行できず、交通開放がおくれた箇所もあると

聞いております。

そこで、今回、県管理の道路において、倒木

などが電線や電柱を巻き込んで通行どめとなっ

た路線数、箇所数はどれぐらいあったのか、ま

た、それに対して県はどう対応したのか、県土

整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回の台

風24号による県管理道路の通行どめは、全体

で92路線の148カ所に上り、このうち、倒木など

が電線や電柱を巻き込んだものは、64路線の88

カ所でありました。

道路の通行どめ箇所については、電線等が支

障となり、多くの箇所で復旧作業に着手できな

かったため、私のほうから直接、九州電力に対

し作業状況の確認を行いました。

九州電力からは、九州各県からの応援も含

め、約940名を動員し、全力で停電の復旧に努め

ているとの説明を受けましたが、県からは、各

土木事務所との情報共有と作業時の連携強化に

ついて、強く要請したところです。

その結果、各土木事務所におきまして作業時

の連携が図られるなど、早期復旧に向け、一定

の成果があったものと考えております。

○松村悟郎議員 台風後、道路の交通開放に向

けて、地元建設業者の方々が、昼夜を分かたぬ

復旧作業を行っていただいております。

また、停電等ライフラインの復旧作業につい

ては、高鍋配電事業所管内では、県外からの応

援者を含め、９月30日から10月９日までに延べ

約1,500人を動員し、復旧対応を行ったと聞いて

おります。これらの活動に対して、心から敬意

と感謝を述べさせていただきたいと思います。

しかしながら、道路を管理する自治体などか

らすると、電線が支障となり交通開放ができ

ず、逆に電線を管理する九州電力からすると、

交通開放がされていないためにライフラインの

復旧がおくれるといった、混乱した事態も発生

したのではないかと考えています。

地球温暖化による気温上昇など、異常気象の

発生頻度が高まり、今後、台風の勢力がさらに

増加することが考えられます。今回のような倒

木などによる電線や電柱を巻き込んだ道路災害

が発生する頻度も高くなってくるのではないか

と思われます。

今回の台風被害を踏まえ、九州電力等の電線

管理者と、災害時の対応について事前に詰めて

おく必要があるのではないかと思っています。

県土整備部長の見解をお伺いします。

- 52 -



平成30年11月20日(火)

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回のよう

に、広範囲の停電や多数の通行どめなどが同時

に発生した場合の対応につきましては、各施設

管理者間の情報共有や復旧作業時の連携方法な

ど、事前に整理しておく必要があると認識した

ところであります。

このようなことから、今回の台風被害を踏ま

え、今月12日に、関係部局と九州電力など電線

管理者との合同会議を開催し、課題の抽出を行

うとともに、解決の方向性について意見交換を

進めたところです。

今後は、大規模災害が発生した場合、道路管

理者と電線管理者双方が、できるだけ早期に、

かつ効率的に復旧作業を進めることができるよ

う、作業手順や連絡体制を定めた災害時の対応

マニュアルを策定するなど、連携強化に努めて

まいります。

○松村悟郎議員 現在でも、電線あるいは電柱

に影響があって、倒木の可能性のある箇所もま

だまだ見受けられます。今後とも、九州電力等

の電線管理者と十分連携をとっていただきたい

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

次に、無電柱化についてお聞きします。

今回の台風では、暴風雨による倒木が県内で

発生した。それで電柱が倒れ、道路が通行どめ

になったということは申し上げましたが、今回

のような大規模災害が発生した場合の対応を考

えますと、無電柱化の取り組みが大切であると

感じています。

国土交通省では、平成28年12月に施行された

無電柱化の推進に関する法律に基づき、法施行

後初めての「無電柱化推進計画」が策定されま

した。

その計画では、2018年度から３年間で、

約1,400キロメートルの新たな無電柱化の着手を

目標とされており、防災を初めとするさまざま

な観点から、無電柱化の推進について重点的に

取り組むとされております。

そこで、このような大規模災害等に備え、無

電柱化の取り組みが重要と考えますが、幹線道

路等における無電柱化に、今後どのように取り

組んでいくのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 無電柱化に

つきましては、道路の防災性の向上、安全で快

適な通行空間の確保、良好な景観形成の観点か

らも大変重要な取り組みであることから、これ

までに、県内の幹線道路等で整備済みである

約49キロメートルに加え、現在、国道10号や国

道218号など、６路線、約７キロメートルについ

て、国や関係市とともに整備を進めているとこ

ろであります。

さらに、近年、激甚化している災害等に対応

するため、国や県、関係市町及び電線管理者と

ともに、今後３年間で、新たに約９キロメート

ルの無電柱化に取り組むことを定めた、「宮崎

県無電柱化推進計画」を、今月14日に策定した

ところであります。

県としましては、大規模な災害等に備えるた

めにも、引き続き、無電柱化の推進にしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 先ほども申し上げましたけれ

ども、地元の土木業者が中心となり、昼夜を問

わず懸命な復旧作業に取り組んでいただいたと

ころですが、特に倒木の処理には特殊な技術や

機械が必要であるなど、撤去作業が思うように

進まず大変苦労されたと聞いております。

このような被災現場では、倒木処理や丸太運

搬等に必要な技術を持ち、機械を駆使できる林
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業事業者の優先的な協力を得ることができれ

ば、迅速な復旧作業を行うことができると期待

できます。

現在、県建設業協会では、県と「大規模災害

時における応急対策業務等に関する基本協定

書」を締結し、大規模な地震災害、津波災害、

風水害等の災害における応急対策業務等を実施

していただいております。

こうしたことから、今後は林業事業者からも

同様に協力をいただくなど、災害に備えていく

ことが必要であると考えますが、県はどのよう

に考えているのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 今回発生しま

した台風24号の被災に際しまして、地元の森林

組合では、九州電力と県森林組合連合会が締結

しました協定に基づき、配電施設に影響を及ぼ

す倒木の除去などを優先的に行ったところであ

ります。

また、県民等から多数の要請を受けました素

材生産事業者や森林組合が、住宅周辺の倒木の

除去などに現在も取り組んでおります。

今後の災害への対応を検討する上で、住民生

活に不可欠な道路の早期復旧のためには、倒木

処理に専門的な技能を有する林業事業者の円滑

な協力体制を平時から整えておく必要があると

考えております。

このため、県といたしましては、市町村や関

係団体と連携を図りながら、災害時の林業事業

者の協力について、協定締結なども含め検討し

てまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 特に、幹線道路の交通規制

は、県民の生命や財産、日常生活に大きな支障

を来すことになります。主な原因となった倒木

の除去というのが、これからの大きな課題に

なってくると思います。

また、風倒木対策としては、日ごろから、道

路沿線に大きな杉等がないことが望まれており

ます。そこで、幹線道路の沿線は低木にするな

ど、植林について検討する必要があると思いま

すが、県の考え方を環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の森林

は、高齢級の割合が多く、台風等による風倒木

被害の危険性もあることから、災害に強い森林

づくりに努めていくことが大変重要でありま

す。

特に、道路の沿線は風が通りやすく、被害が

発生しやすい状況にありますことから、森林整

備事業により、人工林の適切な間伐を実施し、

根を十分に発達させた健全な樹木の育成に努め

ているところであります。

また、道路の沿線などにつきましては、適切

な森林施業について指導するとともに、県の森

林環境税も活用し、防風機能を高める低木類の

広葉樹を植栽するなど、風倒木の未然防止対策

に取り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いいたします。

次に、河川関係についてお伺いします。

今回の台風では、県内の河川周辺でも多くの

浸水被害が発生しております。高鍋町の塩田川

周辺でも、床上の浸水被害が発生しました。

災害時に迅速な対応を行っていくためには、

行政だけでなく、さまざまな団体等の協力も必

要です。今回の塩田川においては、県が宮崎県

建設業協会に協力を要請し、応急対策を実施し

たと聞いております。そこで、大規模災害時に

おける協定に基づき実施した塩田川の応急対策

について、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 塩田川で
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は、台風24号の豪雨により、宮田川合流点付近

の堤防から川の水があふれて家屋等の浸水被害

が発生し、さらに、台風25号の接近のおそれも

あったことから、再度の被害が懸念されたとこ

ろであります。

このため県では、「大規模災害時における応

急対策業務等に関する基本協定」に基づき、宮

崎県建設業協会に対して、応急対策の協力を要

請し、宮崎県生コンクリート協同組合連合会が

備蓄していた１個約１トン、高さ60センチメー

トルのコンクリートブロック290個を無償で提供

を受け、宮田川合流点付近の堤防約260メートル

区間に設置し、再度の浸水被害を防止するため

の応急的な堤防のかさ上げを行ったものであり

ます。

○松村悟郎議員 建設業協会や生コンクリート

協同組合連合会の皆さんの協力により、資材提

供を受け、応急対策が実施されたとのことで、

その対応や連携はすばらしいことであり、周辺

の住民も、ひとまず安心したのではないかと思

います。今後も、建設業協会等との連携を密に

して、県民の安全を確保していただきたいと思

います。

ただ、塩田川につきましては、応急対策は実

施しているものの、頻繁に浸水被害が発生して

おり、今後、抜本的な対策も必要ではないかと

思います。そこで、塩田川の浸水対策について

どのように取り組んでいくのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 塩田川は、

平成７年までに河川整備が完了しております

が、台風24号では、時間96ミリの豪雨により、

本川の宮田川の水位が上昇したことから、支川

である塩田川の洪水が排出できずに堤防からあ

ふれたことにより、浸水被害が発生したところ

であります。

このため宮田川では、洪水時の水位を低下さ

せるため、年内には、堆積土砂の除去や竹林の

伐採に着手するとともに、塩田川では、堤防の

かさ上げを行うための測量、設計を行うことと

しております。

今後とも、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、塩田川の浸水被害の軽減に努めてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 塩田川の対策につきまして

は、高鍋町の中心部の住宅地に大きな影響があ

りますので、早急に浸水対策を進めていただき

たいと思います。

また、宮田川につきましては、現在、河川改

修工事が進められており、整備が完了した区間

については、今回の台風による浸水被害はな

く、河川改修工事の効果を感じたところです。

未整備区間もありますので、早期整備について

も要望しておきたいと思います。

次に、農業関係についてお伺いします。

近年、台風の大型化、強力化の影響が見ら

れ、局地的集中豪雨、突風などによる気象災害

が相次いで発生しており、今後も同じような状

況がさらに頻繁に発生することが予想されま

す。

県には、このような気象災害に備えて、災害

に強い農村づくりを進めるとともに、安定した

農業生産の実現に向けて取り組んでいただきた

いと考えております。今後、「災害に強い農業

・農村づくり」を実現していくため、県として

どのような取り組みをしていくのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県は、県土

のほとんどが風水害に弱い火山灰特殊土壌に覆

われており、毎年のように台風や集中豪雨に見
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舞われております。まさに災害が発生しやすい

条件にございます。

また、高齢化や担い手の減少によって、用排

水路などの維持管理が難しくなり、施設の持つ

防災効果などの多面的機能も損なわれつつあり

ます。

このため、県としましては、農業用ため池や

用排水路、頭首工の改修、排水機場の整備な

ど、被害を未然に防止するための防災対策を行

いますとともに、地域住民による施設の管理活

動への支援も積極的に行い、「災害に強い農業

・農村づくり」に取り組んでまいります。

○松村悟郎議員 次に、農業用ため池について

お伺いします。農業用ため池は、営農に欠かせ

ない農業用施設であるとともに、防火用水、生

物の生息場所、地域住民の憩いの場の提供な

ど、多面的な機能を有しています。

このような中、平成30年７月豪雨により、中

国・四国地方を中心に、ため池の決壊等の被害

が発生したことから、全国の農業用ため池の緊

急点検が行われ、本県においても505カ所の点検

が行われたと聞いています。

また、本県においては、９月に発生した台

風24号により、ため池の被害もあったと聞いて

おります。そこで、本県の農業用ため池につい

てですが、現在、ため池の下流に人家等があり

被害を及ぼすおそれのあるため池を、「防災重

点ため池」として優先的に改修を進められてい

ると思います。７月豪雨では防災重点ため池以

外の被害も報告されております。今後、本県の

農業用ため池の改修をどのように進められるの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県では、699

カ所の農業用ため池のうち、防災重点ため池134

カ所の改修工事を優先的に進めているところで

あります。

このような中、平成30年７月豪雨により、西

日本を中心に防災重点ため池以外で被害が発生

したことから、国において、防災重点ため池の

選定見直しの方針が示されたところでありま

す。

このため、県といたしましては、本年８月に

実施いたしましたため池緊急点検の結果を踏ま

え、関係市町や土地改良区等と協議しながら、

防災重点ため池の再選定を進めるとともに、計

画的な改修工事を進めてまいりたいと考えてい

るところであります。

○松村悟郎議員 今回の台風では、多くの場所

で土砂崩れが発生し、土砂や倒れた竹や杉の木

などが用排水路に流れ込み、あふれ出した水で

農地が崩壊したり、水路そのものが壊れるなど

の被害も発生しています。

ハウスや農作物等の被害については、災害資

金発動等の措置もなされ、また、農業近代化資

金などの融資も活用できますが、今後の営農へ

の影響を極力少なくするため、農地や用排水路

など生産基盤の一刻も早い復旧が望まれます。

大規模な被災箇所については、国庫補助の災

害復旧事業により、市町村などが主体となって

復旧を進めていただくことになっていますが、

国庫補助の対象とならない小規模な被災箇所の

復旧なども課題になってくるのではないかと考

えています。そこで、小規模な農地や農業用施

設の被災箇所の復旧について、どのような対応

ができるのか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 国庫補助対象

とならない事業費40万円未満の小規模な災害復

旧につきましては、議員御指摘のとおり、基本

的には市町村が単独事業で復旧している事例が

多いと聞いておりますが、多面的機能支払制度
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や中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる

地域におきましては、国の交付金を活用して、

被災した農地・農業用施設の応急措置や小規模

な復旧を行うことも可能となっているところで

あります。

○松村悟郎議員 今回の台風24号、25号による

農林水産関係の被害額は約120億円で、ここ10年

間で最大規模の被害となっております。

今回の台風24号では、特に施設園芸への被害

が大きく、ビニールハウスの破損やハウス本体

の全壊・半倒壊などの被害は、県全体で2,825件

に及び、西都・児湯管内でも1,172件のビニール

ハウスの被害がございました。

このような中、先般、国においては、「台

風24号による農林水産関係被害への支援対策」

により各種支援対策が打ち出され、その中で

も、被災農業者向け経営体育成支援事業では、

農業用ハウス等の復旧・再建などが支援対象と

なっているとのことですが、その概要について

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 御質問のあり

ました事業は、台風で被災した農業者に対し、

国が緊急的に支援する対策の一つで、本議会で

の審議をお願いしているものであります。

事業内容としましては、被災した農業用ハウ

スや畜舎などの施設の撤去、再建のほか、機械

の修繕等を支援するものであり、事業実施に当

たりましては、国・県・市町村が連携して、施

設の再建・修繕で最大10分の７以内、施設の撤

去で10分の６以内の助成を行うこととしており

ます。

県としましては、被災農業者の方々が今後も

安心して営農を継続できるよう、市町村・団体

等と一体となって、しっかりと支援してまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、露地野菜への影響につ

いてお伺いします。私の地元の児湯地域は、広

大な畑作地帯において、ホウレンソウやキャベ

ツ、白菜、大根などの露地野菜が作付され、県

下でも有数の産地を形成しておりますが、その

風景も、台風がもたらした大雨・強風によっ

て、冠水や表土の流出、苗の傷みなどの被害を

受け、黄色く変色し、壊滅状態になった畑も数

多く見られました。

このように、露地野菜は、その生育環境を人

工的にコントロールできないため、気象条件に

左右されやすく、種まきや定植時期も限られて

いることから、簡単に植えかえができる状況に

はなかったと思われますが、本県の主要な露地

野菜の被害状況とその後の対応について、農政

水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 露地野菜につ

きましては、児湯地域を初め、県下全域で

約1,229ヘクタールの被害が発生し、特に、大根

やキャベツ、ホウレンソウで大きな被害となっ

ております。

これらの品目においては、約半分の圃場で、

種子のまき直しや苗の植えかえが行われたとこ

ろでありますが、品目転換や作型変更が必要な

農家に対しましては、各地域の普及センターや

ＪＡが、営農面での指導・助言に取り組んでい

るところであります。

また、これらの経営再開に要した種子や肥料

等の経費に対しましては、先日公表されました

国の緊急支援対策によって、直接助成されます

ことから、県としましては、農家がしっかりと

活用できるよう、その周知や事業計画策定等の

支援に取り組み、露地野菜農家の経営が継続さ

れるよう、関係機関・団体等と連携しながら取

り組んでまいります。
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○松村悟郎議員 被災された方々が、営農意欲

等を失わず、一日も早く経営再建できるよう、

迅速かつ的確に対応していただきたいと考えて

います。

農政関係の最後でございますけれども、私

は、今回の災害を受け、老朽化したビニールハ

ウスが多く、また、施設が冠水しやすいなど、

災害の影響を受けやすいという課題が浮き彫り

になったと考えています。

施設園芸は、本県農業の重要な柱の一つであ

り、早急に産地再生に向けた対応を講じなけれ

ばならないと考えております。ただ単にハウス

施設の復旧を図るのではなく、このピンチを

チャンスに変える発想で、長期的な視点に立っ

た思い切った対応が必要と考えます。今後の施

設園芸の再生に向けた県の考え、構想につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 議員御指摘の

とおり、今回の台風被害からの復旧に当たりま

しては、本県施設園芸の将来ビジョンを明確に

しながら産地づくりを進めていくという視点

も、非常に重要だと認識しているところであり

ます。

県では、本年３月に策定いたしました施設園

芸振興戦略に基づき、地域の生産拠点となるハ

ウス団地の整備や、技術の高度化・施設の強化

による生産性の高い産地づくりを進めていくこ

ととしております。

今回被災した地域からは、災害に強く、担い

手の受け皿となるハウス団地を整備したいとの

意向も伺っております。

県といたしましては、このような意向を踏ま

えながら、市町村や関係団体と連携し、生産者

が将来にわたり安心して営農できる拠点づくり

に、スピード感を持って取り組んでまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 次に、教育現場についてお伺

いします。

今回の台風により、県立学校においては、児

童生徒への人的被害はなかったということでご

ざいますが、多くの学校で施設等への小規模な

被害があり、その数は42校に及んでいるとお聞

きしました。

私の地元にある高鍋農業高校では、農場にあ

るビニールハウスや建物のシャッターなど、破

損した箇所も多く見られております。また、学

校と寮とを結ぶ県道313号杉安高鍋線が、のり面

の土砂崩れにより通行どめとなり、生徒の安全

を優先して、１週間ほど臨時休業となったと聞

いております。

そこで、今回の台風24号における高鍋農業高

校の対応について、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 高鍋農業高校の対応

といたしましては、台風24号が９月30日、日曜

日の正午ごろに本県に最接近するという予報に

基づきまして、土曜日の体育大会を大幅に短縮

するとともに、終了後は、寮生190人を含む生徒

全員を速やかに帰宅させる対応をとったところ

であります。

台風の影響で学校や寮が停電となり、完全に

復旧するまで３日ほどかかりましたけれども、

建物等には大きな被害はありませんでした。し

かしながら、学校と寮を結ぶ通学路において倒

木や土砂崩れが発生し、通行どめになりました

ことから、10月２日から５日までの４日間を臨

時休業としたところであります。

なお、学校が臨時休業したことにより、授業

時数を確保し、学力の保障に努める必要があり

ますことから、今回の高鍋農業高校について

は、冬期休業中に授業日を設けたり、時間割を
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調整するなどして、学び残しがないように適切

に対応しているところであります。

○松村悟郎議員 学校の適切な対応がうかがわ

れたところでございます。

この台風を受けて、県内県立学校において、

その教訓をどう生かしていくか、今後どのよう

な安全対策をとっていくのか、再度、教育長に

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 今回の台風24号の教

訓といたしましては、学校と寮を結ぶ通学路が

遮断されたり、実習施設が破損したりしたこと

から、校内施設のみならず、学校周辺の環境に

ついても、防災・減災の視点での点検をさらに

強化することが必要であると、改めて認識をし

たところであります。

また、近年の台風や大雨では、想定を超えた

災害が発生しておりますことから、学校や寮に

おける安全対策につきましては、過去の経験に

とらわれず、最新の情報に基づき、関係機関と

連携をとりながら、早めの判断を心がけるよ

う、指導してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

今後とも、台風の対応については、生徒の安

全を第一に適切な対応をしていただきたいと

思っております。

続きまして、２巡目国体の準備状況について

質問します。

私は、ことし行われた福井国体を視察してま

いりました。福井では、既存の陸上競技場を改

修して、今回の国体に臨んでおられます。

改修は、照明機器４機の新設、大型電光掲示

板の設置、フィールドの芝の張りかえ、トラッ

ク部分（タータン）の張りかえ、貴賓室の改

修、エレベーターの新設などが行われ、スタン

ドの仮設費と合わせて、総額40億円弱の費用

だったと伺っています。

福井県の場合、陸上競技場が内陸部にあり、

津波等の心配はないといった条件の違いはあり

ますが、本県の陸上競技場の建設費用はおよ

そ200億円と報告されており、県の財政状況を見

たときに、一抹の不安を感じております。

南海トラフ地震や地域振興、さらには地域バ

ランスといったことを考えると、都城市山之口

運動公園での陸上競技場の建設そのものについ

ては、私も理解をしていますが、２巡目国体に

向けた施設整備においては、少しでも財政負担

を減らす必要があると思います。この点につい

て、県はどのように考えているのか、知事にお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 都城市山之口町に新た

に整備をします陸上競技場につきましては、主

たる競技場と補助競技場の整備のほか、公園区

域内の造成も含めますと、概算ではあります

が、御指摘のように200億円程度を見込んでおり

ます。費用の一部については、都城市と負担の

協議を行っているところであります。

今、福井との比較の話がございましたが、国

体に向けての施設整備、本県のようにスポーツ

合宿等を受け入れて、スポーツを地域振興に結

びつけている、その点では全国のトップラン

ナーだというふうに考えておりますが、そうい

う県におけるスポーツ施設の整備等は、ほかの

県とはまた違った状況があろうかと考えており

ます。

スタンドの規模や照明、大型映像装置、諸室

などといった陸上競技場に必要となる設備や機

能等の詳細につきましては、競技団体を初め、

関係機関の御意見も伺いながら、今後の設計等

においてさらに検討することとしております。

こうした設備や施設機能はしっかりと確保し
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つつ、国の補助制度等の活用に加えまして、整

備費用や維持管理経費を抑えるための工夫も行

いながら、可能な限り財政負担の軽減に努めて

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今回の施設整備を進めるに当

たっては、地元市の協力は不可欠であります。

都城市も大きな期待を寄せており、今回の陸上

競技場等の建設を、市のスポーツ施設整備ビ

ジョンに盛り込むとともに、地元への説明を初

め、積極的に協力されていると伺っておりま

す。

課題は、国体後の活用を含め、この施設を地

域振興やまちづくりにどう生かしていくかであ

ろうと考えます。国体を初め、さまざまな大会

が開催されることにより、経済効果や地域振興

にいかにつなげていくかであります。

そういう意味で、地元市との連携が欠かせな

いと思いますが、知事の考えを伺いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県といたしましても、

国体の開催だけでなくその後も見据えて、ス

ポーツの振興や地域の活性化、陸上競技場をど

う活用していくかが大変重要な課題であると考

えております。

都城市では、市の総合計画におきまして、こ

の陸上競技場の整備を県と連携して推進し、ス

ポーツ環境の整備や地域振興を図っていくもの

と位置づけておられるところでありまして、県

との共同整備に積極的に取り組んでいただいて

いるところであります。

引き続き、地元の都城市と十分に連携、協議

をしながら、スポーツランドみやざきの全県展

開、あるいは県西地域における交流人口の拡大

や、にぎわいづくりによる周辺地域の活性化に

もつなげてまいりたいと考えております。

また、競技団体の協力も大変重要であります

ので、丁寧に意見交換を行い、理解をいただき

ながら整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 プールについてお尋ねしま

す。プールにつきましては、整備地は宮崎市内

の県有地で検討していくと伺っています。

７月には官民の連携可能性に係る対話を実施

されており、今後、基本計画を今年度中に取り

まとめる予定となっておりますが、２巡目国体

に向けたプールの整備地について、どう考えて

いるのか、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 新たなプールにつきま

しては、昨年９月に、宮崎市内の県有地を整備

地として検討する旨の判断を行ったところであ

ります。

これまでプール整備につきましては、本年７

月に、民間との連携整備の可能性について対話

を行いまして、その結果、宮崎市錦本町の県有

グラウンド跡地が、効率的・効果的な官民連携

の可能性が高いとの意見が多数でありました。

一方、候補地の一つであります県総合運動公

園につきましては、南海トラフ地震発生の高い

可能性も指摘されておりますことから、新たな

大規模集客施設として、プールを整備すること

は難しいものと考えております。

これらの観点から、プールの整備地といたし

ましては、宮崎市錦本町とすることで検討を進

めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 これらの施設の整備に加え、

県総合運動公園においても、津波避難施設を整

備する計画があります。

せっかく整備するのであれば、災害時だけで

なく、平常時にも有効に活用していくことが重

要ですし、その整備に要する財政負担の縮減に
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も、官民協力を含めてしっかりと対応していた

だくようお願いします。

次に、国道のバイパス整備についてお伺いし

ます。

現在、宮崎市佐土原町において、国道219号春

田バイパスと国道10号佐土原バイパスを結ぶ、

広瀬バイパスの整備が進められています。この

道路が完成しますと、宮崎の空の玄関口である

宮崎空港から、毎年約100万人が訪れる県内有数

の観光地である西都原古墳群まで、一ツ葉有料

道路などを介して結ばれることになります。し

かしながら、昨年の答弁では、平成31年度の開

通を目標として工事を進めているものの、まだ

用地取得が完了していない状況とのことでし

た。

西都原古墳群は、ことし５月に日本遺産に認

定されたところであり、世界文化遺産への登録

を目指した活動も展開されております。その点

からも、この道路は、本県の観光振興の未来を

開く重要な道路であり、早期の完成が望まれる

ところです。

そこで、改めて、国道219号広瀬バイパスの整

備状況と開通の見通しについて、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道219号広

瀬バイパスにつきましては、西都インターチェ

ンジから宮崎インターチェンジに至る地域高規

格道路、宮崎東環状道路の一部を構成する重要

な道路であります。

ことし９月には、課題でありました用地の取

得が全て完了し、現在、残る改良工事等を進め

ているところであります。

広瀬バイパスが完成しますと、一ツ葉有料道

路などと一体となって、物流拠点である宮崎港

や宮崎空港と西都インターチェンジが結ばれ、

都市圏交通の円滑化や物流の効率化、さらに

は、観光振興などに大きく寄与するものと考え

ております。

県としましては、必要な予算の確保に努め、

平成31年度の開通に向け、しっかりと取り組ん

でまいります。

○松村悟郎議員 よろしくお願いします。

次に、一ツ葉有料道路についてお伺いしま

す。

私は、以前から何度も申し上げております

が、一ツ葉有料道路は、宮崎を代表する他に類

を見ない大変美しい道路です。国道219号広瀬バ

イパスの完成後には、さらなる利用者の増加も

期待されることから、引き続き、この美しい景

観を維持し、多くの方々に楽しんでいただきた

いと考えております。

一方、ことし７月には西日本豪雨、また９月

には北海道胆振東部地震など、全国で大規模な

災害が相次ぐ中、政府は、現在、重要インフラ

の強靱化を目指し、11月末をめどに、緊急点検

に取り組んでいます。一ツ葉有料道路には、一

ツ葉大橋を初め、幾つかの橋があります。昭

和56年４月の供用開始から既に37年が経過して

おり、国土強靱化の観点からしますと、何らか

の対策が必要なのではないかと心配していま

す。

そこで、一ツ葉有料道路にある橋梁の耐震対

策については、国土強靱化の観点においてどの

ような耐震性能が求められ、また、対策が必要

な橋梁は幾つあるのか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国土強靱化

の観点において必要となる耐震性能としまして

は、例えば、平成７年の兵庫県南部地震と同程

度の地震が発生した際に、橋梁が被災した場合
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においても、軽微な補修で通行を可能とするレ

ベルの性能が求められております。

一ツ葉有料道路には、北線と南線を合わせ

て13の橋梁があり、建設当時の基準に基づく耐

震性能は有しておりますが、国土強靱化に必要

なレベルに性能を引き上げるためには、一ツ葉

大橋を含む７橋において耐震対策が必要な状況

となっており、その整備には多額の費用が必要

になるものと考えております。

○松村悟郎議員 一ツ葉有料道路は、高速道路

と直接つながり、物流拠点となる宮崎港や宮崎

空港を結ぶ大変重要な路線であるため、国土強

靱化に向けた橋梁の耐震対策については、しっ

かりとした対策を講じることが必要だと考えて

おります。

道路整備を取り巻く環境は厳しく、議会とし

ても、「国土強靱化対策の推進に向けた予算の

確保を求める意見書」を９月議会で採択したと

ころであり、国土強靱化を推進するためには、

まずは財源の確保が重要な課題です。

一ツ葉大橋を初めとする橋梁の耐震対策には

多額の費用を要するとのことですが、料金徴収

の終了時期が平成32年２月末と迫ってきている

中、県民の安全・安心の確保にかかわることで

あるため、その対策は急務です。

そこで、国土強靱化に向け、一ツ葉有料道路

の耐震対策に早急に取り組む必要があると考え

ますが、知事のお考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 全国各地で自然災害が

相次ぎまして、甚大な被害が発生をしている

中、ことし９月には、政府から、国土強靱化に

向けた緊急対策を今後３年間で集中的に実施す

ることが表明されたところであります。

台風災害など、先ほど一連の質問でも御指摘

があったところでありますが、本県において

も、南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中

で、自然災害への備えは急務であると考えてお

りまして、私自身、県民の皆様の生命、安全・

安心な暮らしを守るため、道路や公共施設の耐

震化を１日でも早く進めていくことは、大変重

要な課題であると考えております。

とりわけ、国道218号や一ツ葉有料道路などの

主要な幹線道路は、物流面にとどまらず、災害

発生時の救急・医療や支援物資輸送等の役割を

担う大変重要な道路でありまして、耐震対策の

早期実施に向けて、改めて検討する必要がある

と考えております。

道路の耐震対策には、特に橋梁部において多

額の費用が必要になりますことから、それに要

する財源の確保が大変重要になってまいりま

す。

このため、一ツ葉有料道路につきましては、

今後、どのように財源を確保しながら耐震対策

等を行っていくのか、有識者等の意見も伺いな

がら、有料継続の可能性も含めて、関係機関と

協議をしていく必要があるものと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 一ツ葉有料道路は、常々申し

上げておりますが、美しい風景が楽しめる県内

有数の道路であります。沿道景観の保全はもと

より、災害に強い道路とするためにも、その財

源は料金収入を確保できる有料道路方式、これ

はすぐれた制度ではないかと、私は考えており

ます。しっかり検討していただきたいと思いま

す。

以上で質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。今月５日、宮崎県防衛議員連盟連絡

協議会主催によります大会等を、陸上自衛隊霧

島演習場と京町温泉で開催いたしました。県か

らも、郡司副知事、田中危機管理統括監初め、

出席いただきました。まことにありがとうござ

いました。

いつもこの壇上からは、えびの市を紹介いた

しておりますが、えびのはいろんな顔があるん

ですけれども、その一つに、自衛隊の町という

顔というか、状況がありますので、もう御存じ

ではありましょうけれども、改めて、その姿を

御紹介しておきたいと思います。

えびのには、自衛隊の関係の施設、基地が３

カ所あります。まず、陸上自衛隊えびの駐屯

地、ここには第24普通科連隊を初め、その他の

自衛隊が所属いたしておりますが、敷地面積

が46ヘクタールあります。ここに昭和56年、北

海道から移駐してえびの駐屯地として発足した

ところであります。自衛隊のコア化ということ

で、現在は約560名が駐屯しているということで

あります。我々としては、これを元のフルの普

通科連隊に戻してくれという運動をしていると

ころでございます。

２番目が、陸上自衛隊霧島演習場。５日に研

修した場所でありますが、ここは面積が1,100ヘ

クタール、全体の70％が宮崎県、30％が鹿児島

県の湧水町であります。今は普通は立入禁止で

入れませんけれども、以前は我々が消防団のこ

ろ、昭和40年代50年代、野焼きがありまして、

自衛隊と共同で野焼きをしました。あるいは、

牧草の堆肥ということで、草刈りも自由にでき

ました。また、ワラビ取り等もできたり、ハン

ググライダーの人が遊んだりするところでもあ

りましたが、現在は、基地の中ですから、非常

に危険性があるということで、立ち入りができ

なくなっております。ここには、えびの駐屯地

業務隊の管理科から６名が常駐いたしておりま

す。そのほか、民間人２人も働いている。これ

が霧島演習場であります。

それともう一カ所、今度は海上自衛隊になり

ますが、中央システム通信隊えびの送信所。Ｖ

ＬＦと言います超長波の電波を、東京から発信

したものをこの送信所から流すと。送信だけ、

受信はしない。送信して受信をすると、位置が

わかるんだそうです。それで、送信だけして、

いろいろ自衛隊の任務をするという施設でござ

います。ここは面積が244ヘクタール、隊員が５

名。あとはメンテナンスをするために民間の会

社が30名、体制でやっております。鉄塔が８基

立っているんです。一番高いのが272メートル、

一番低いのが167メートルです。ここの山のもと

の高さが約750メートルですので、その高さから

すると、約900メートル以上のところから電波を

発信しているという状況でございます。

それらがえびの市にある３つの自衛隊の基地

であります。それでえびの市は、「自衛隊の町

えびの」ということで、いろいろ協力しながら

やっているところでございます。

それで、質問に入りますが、まずは自衛隊絡

みで質問していきたいと思います。新田原基地

米軍受け入れ施設整備のことについて質問しま
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す。知事に質問いたしますが、もう既に、きの

うは２人の方から質問がありました。知事は相

変わらず、安全保障政策の一環であるから、外

交防衛は国の専管事項であるという認識である

と、そういう立場で、政治家である知事はその

賛否を含めて、そういう面での答弁を明確にさ

れません。できたら、賛成か反対かを含めて、

立場をはっきりした答弁を求めたいと思いま

す。

あとは質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

をした「再編実施のための日米のロードマッ

プ」に基づくものであり、平成19年には、国と

地元２市３町の間で緊急時使用の対応を含め協

定が締結されておりますことから、大枠では地

元の合意が得られているものと考えておりま

す。

しかしながら、具体的な施設の整備内容や規

模等については今回初めて示されたものであり

ますので、まずは国が、詳細な情報提供や丁寧

な説明を行い、地元の不安を解消することが必

要であると考えております。

外交・防衛に係る問題は、国の専管事項であ

り、今回の施設整備につきましても、安全保障

体制の確保や沖縄県の基地負担軽減など大局的

な観点から、国の責任においてなされるものと

考えておりますが、私としましては、地元自治

体の意向等も踏まえ、その思いを大切にしなが

ら、県民の安全・安心を確保することを最優先

に、対応してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 日ごろの答弁の繰り返しであ

りますが、沖縄の負担軽減をするということ

で、再編実施のための日米ロードマップに従っ

た、今回は自衛隊の施設整備であるわけです

が、やはり、安全・安心を求めていろいろと説

明するということは当然のことですから、それ

は先頭に立ってやっていただきたい。ただ、そ

れにしても、地元の市町村はきちんと態度を鮮

明にしているわけですから、地元はちゃんと理

解をするとなっているわけですから、理解をす

るということは、実質こういう状況だと認め

て、いろいろと安全・安心のためにやってい

る。知事は専管事項であると、ただ認識してい

るというだけの話ですから、やはりそこは踏み

込んでやっていただきたいなと、こう思うんで

す。賛否を明確にできない理由は何でしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 地元におかれては、国

の今回示された具体的な方針につきまして、説

明を受けているという合意を形成するプロセス

であると考えております。日々、この基地によ

る騒音でありますとか、さまざまなリスクに直

面をしながら共存を図っている、その地元の意

向を大切にしていくべきであるというのが、知

事としての私の考えであります。

○中野一則議員 実質的にはいろんな役をされ

ている立場もあられますから、認識というとこ

ろには、黙認ということも含めて、我々は理解

しているんです。ただ、黙認ということは、い

ろいろと暗黙のうちに認めることにもなります

が、見逃すということにも理解できますから

ね。だから、そういうこともあって、やはりこ

のあたりはきちんと自分の態度を示していただ

きたいなと、こういう気持ちであります。それ

で、地元への丁寧な説明を求めるということ

で、さきの知事のコメントには、市町村と連携
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をして丁寧な説明を求めてまいりたいというこ

とで、この安全・安心については、ただ地元だ

けじゃなくて、県も積極的に入ってやりますよ

というふうにも、このコメントは聞こえるんで

すが、そのとおりの理解でいいんですか。ま

た、そうであれば、県はどういうことをされる

のかを教えていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、日米の共同訓練等

の受け入れを、地元の理解を得ながら進めてお

りますが、県としましては、そのような訓練が

行われる際に、安全の徹底ということを国に申

し入れているところでありますし、現場に参り

まして、その運用等を確認したりしておるとこ

ろであります。

今回のこの新田原施設整備につきましても、

しっかりと丁寧な説明をしていただきたいと申

し上げているところでありますし、地元におい

ても、国に対してそのような要望を出しておら

れると理解をしているところであります。

○中野一則議員 賛成の立場で臨んでおられる

と理解して、次に進みたいと思います。

知事の三選に向けて、いろいろと政策提案が

されておりますが、その中に、知事の県民への

姿勢ということで、対話と協働ということをさ

れております。それが知事の政治姿勢だという

ことで、これは前回も一緒でしたよね。対話と

協働ということは、知事としてどういうことか

を、まずお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 知事の立場で県政を進

めていくに当たりましては、さまざまな立場の

県民の皆様の声を伺う、これが対話でありま

す。私が直接伺う、さらには職員が組織として

その有用な意見を吸い上げる、そのような姿勢

を大事にしながら、協働と申しますのは、県だ

けで仕事ができるわけではない、国、市町村さ

まざまな団体、県民の皆様と連携を進めてい

く、そのような必要があるという思いのもと

で、対話と協働というものを政治姿勢として掲

げているところであります。

○中野一則議員 知事のこの説明の中には、県

民と同じ目線で、現場主義で、市町村重視の姿

勢でということで、対話と協働を説明しておら

れます。ただ今説明されたのも異口同音だと、

このように思います。それで、県民と接する機

会が知事は非常に多いと思いますし、我々もい

ろんな形で知事と接触しますし、また、要望活

動なりいろんなことをしておりますが、この要

望活動について、ちょっと苦言を申し上げたい

なと思っているんです。

我々も知事室に来て何回か接触いたします

が、どうも知事は要望を余り受けたがらないよ

うな態度なんですよね。私だけかもしれません

が、一部議員からもそういう声もあります。何

か迷惑そうな顔をされたり、対応しても、単な

る義務的なやりとりが多いような気がいたしま

す。我々にも要望がいろんなところから上がっ

てきますが、なかなか日程調整がつかないんで

すよね。この前私が経験したのでは、９月にお

願いしたのに、もう来年の１月か２月だと、担

当からそういう声が。それはどういうことです

かと言ったら、何とか要望に入れたんです。で

すから、知事が余り接触されたくないのか、そ

れとも職員が余り接触させないようにしている

のかどうかわかりませんが、その要望活動に対

する対応ということで、お尋ねしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 議員もたびたび知事会

議室での要望活動に御参加をいただいていると

思いますが、私は必ず、いらっしゃった皆様に

は心より敬意を表しながら、その具体的な提案
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についてしっかり県として受けとめますと、冒

頭申し上げているところであります。そして、

要望内容に対して、県の考え方を丁寧に説明し

ているつもりであります。どのような理由を

もって、受けたがらないというふうな知事の姿

勢が感じられるのか、具体的に御指摘をいただ

ければ、今後、改めたいと考えておりますが、

私自身はそのような姿勢で受けとめて、しっか

りと県政に反映をさせていきたい、そのような

姿勢で今後とも取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野一則議員 よくわかりました。そういう

態度で臨まれていることはよくわかりました

が、我々議員を一べつもしていないようなとき

もありますよ。その辺は、今、にこっとされた

ような態度でやってほしいなと、こう思うんで

す。これは知事を取り巻く職員の皆さん方が、

うがった考え方ですが、知事になかなか接触さ

せないようなことをしているのかなという気が

いたします。過去もいろいろありましたが、そ

ういうことで余り知事と会わせないというよう

なことになると、いろんな弊害もあろうと、こ

う思っております。私が経験した中では、なか

なか調整がつかずに、やっと知事と面会という

か、要望ができると。それで、私も要望のつも

りで同席しました。まず部長に要望活動をし

た。それで知事室に行きました。行った翌日の

宮日の知事の動きの欄を見ると、我々は要望で

行ったつもりなのに、「表敬」と書いてありま

した。あることで表敬をしたと、要望が表敬と

書いてある。あの宮日への動きの欄は全部職員

がペーパーを出すのでしょうが、そんな受け方

をされているんですよ。ちゃんと確認してくだ

さいよ。知事はさっきいろんな姿勢を言われま

したが、今度は３期目ともなればいろいろと経

験も積まれて、いろんな形でやると思うんです

よ。まさか知事室が伏魔殿になるようなことが

ないように、積極的に要望活動も受けていただ

いて、そしてまた、県民との接触も積極的にし

てほしいということを、要望申し上げておきた

いと思います。

次に、人口減少対策について質問していきた

いと思うんですが、これも知事の政策提案の第

１番目、４つある中の一番トップに人口減少問

題に徹底して取り組むということで、それを取

り組まれるようであります。長期ビジョンで

は、100万人以上は何とかキープするんだという

ことでしたが、今度はそれを少し見直され

て、100万人程度ということになっているようで

あります。しかし、どうもこの長期ビジョン

が、知事の政策提案と執行部との調整がなかな

か難しいのか、それに合わせるのか知りません

が、見通しは、あくまでも100万人以下になるん

ですよ。100万人以下になるということを想定し

た政策転換を、長期ビジョンを立てた方が、僕

はいいと思うんです。それはあくまで100万人に

頼ると、やはり政策が非常に画餅とは言いませ

んけれども、余りうまくいかない、成就してい

かないと思います。ですから、その100万を見通

すということについて、知事はやはり固守され

るのかどうかをお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現行計画では、平成で

言いますと42年、2030年に100万人以上とする目

標を定めておりますが、想定以上に人口減少が

進行しております。最新の国勢調査等をベース

にした新たな人口推計では、人口動態上一定の

改善が図られる場合でも、御指摘のとおり100万

人をやや下回る推計となっているところであり

ます。

このため、今回の見直しでは、現在、素案の
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段階ではありますが、100万人程度を目標とする

ことで検討を進めているところであります。

人口推計というのは、かなり厳しい、現実的

になかなか歯どめをかけることが難しいところ

でありますが、高い目標を掲げて、できる限り

の努力をしていきたい、そういう思いでござい

ます。この目標達成のためには、2030年代まで

には社会減の解消と合計特出生率2.07の実現が

必要となることから、具体的な取り組みについ

てはアクションプランで検討してまいります

が、市町村とも連携しながら、官民一体となっ

て実効ある施策を推進することで、100万人に近

づけられるよう取り組んでまいりたい、そのよ

うに考えております。

○中野一則議員 それで合計特殊出生率を見て

も、現在が1.73、これを任期中に1.8台に持って

いく。今言われた平成42年には1.9に持っていっ

て、22年後には2.07にする、それを目指すとい

う計画なんですよね。ところが、合計特殊出生

率でとなれば、女性の年齢層、15歳から49歳で

すよね。この年齢層だけを見ても、現在20万そ

こそこあるのが、その2.07を目指す平成52年に

は―22年後ですよ―もう13万弱なんです

よ。そのことだけを見ても、今の現人口からそ

れだけ引いても100万以下になるんですよね。そ

んな厳しい現実があるから、現実を見据えた長

期ビジョンの方がいいんじゃないかなと思うん

ですが、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、まさ

にこの人口推計、我々が持っておりました見通

しよりも、特に若い女性の層というものが県外

流出が進んでいる、それが実態であります。そ

のことを踏まえ、今年度は、その女性層にター

ゲットを置いたＵＩＪターンの取り組みであり

ますとか、そういう層に向けた動画の作成など

をやり、そこに力点を置いて、人口維持対策に

取り組んでいるところでありまして、今後、長

期計画、総合計画を見直す際にも、そういうポ

イントを絞りながら、より効果的な政策という

ものに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 今、この政策の中身をちょっ

と言われました。長期ビジョンを立てるという

ことも、政策の中に書いてありますし、知事の

政策提案の中にも書いてある。ところが、これ

はどこも似たようなことをやっている政策なん

です。それだけじゃ、2.07の回復は難しい、ま

してや人口100万をキープするということは、大

変難しいと思うんですよ。もしそれを目指すの

であれば、思い切った政策をしてほしいと。100

万は守るとすれば、それを必ず守る政策をして

ほしい。時間もありませんから、私から言え

ば、子供をふやさないかんわけですから、出産

手当を第１子は300万はやる、２子目は500万ぐ

らいやる、３子以上は1,000万ぐらいやる。

ひょっとすると2.07では人口はふえんのです

よ。それより上にしないと、産む人の数が少な

いんですから、ふえない。それぐらいの政策を

やってほしいということを、これはもう提案と

しておきたいと思います。よろしく取り組んで

ください。

次に、外国人就労問題についてお尋ねしま

す。

今、国で一生懸命、国会で審議中であります

が、これは国の人手不足で、出入国管理法いわ

ゆる入管法を改正して、外国人の働き手をふや

す環境をつくるということであります。それ

で、宮崎県はどうなのかということをお尋ねし

たいと思うんですが、国は平成31年に人手不足

が58万人、５年後は145万人にもなると。だから
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入管法を改正するんだと言うんですが、これに

当てはまる宮崎県は、人手不足というのは何人

になるかを、商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県の人

手不足の状況についてでありますが、本年９月

時点の有効求人数から有効求職者数を差し引い

た、いわゆる未充足求人数は約9,000人となって

おりまして、現時点でも相当数の人手不足が生

じているものと考えております。

５年後の見込み数につきましては、推計はあ

りませんけれども、県の総合計画見直しに係る

将来推計では、現状のまま人口減少が推移する

と、2030年における就業人口は、2015年と比較

して約10万人減少すると見込まれております。

これに対応するため、県といたしましては、

若者の県内定着やＵＩＪターンの促進、女性・

高齢者等の潜在労働力の掘り起こし、外国人材

の活用、ＡＩやロボットなど技術革新による生

産性の向上により、今後生じる人手不足をでき

る限り埋めていくことが重要であると考えてお

ります。

○中野一則議員 ５年後の明確な数字は出ませ

んでしたが、入管法の改正ですから、外国人労

働者の受け入れ見込み、これは国全体では31年

が５万人、５年後は34万人を見込んでおりま

す。では、宮崎県は31年、５年後どうなります

か、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、本県における外国人労働者数

は、平成29年10月末現在で3,490人であります。

現在、国で検討されております外国人労働者

の受け入れ人数については、その計算方法が明

示されておりませんので、これに連動した本県

の人数を示すことはできませんけれども、新た

な在留資格は、従来の技能実習と比較して、就

労に必要な日本語能力や技能水準が緩和されて

おり、長期間、日本で働き続けることが可能と

なります。

今回の制度改正の対象となる産業分野の中に

は、本県における人手不足分野が含まれており

ますことから、外国人の受け入れ実績のある

「食料品製造業」「農業・林業」「漁業」など

を中心に、さらに外国人労働者が増加するもの

と考えております。

○中野一則議員 増加するという話でしたが、

次は具体的に農政水産部長にお尋ねします。現

在の農業への外国人の就労者数は何人なのか、

そして５年後の見通しがあれば教えてくださ

い。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎労働局に

よりますと、本県の農林業における外国人労働

者は、昨年10月末時点で517人となっておりま

す。

なお、お尋ねの農業分野のみでの外国人労働

者の数につきましては、公表されている数字は

ございませんが、聞くところによりますと、林

業分野での外国人労働者というのはほとんどい

ないというようなことも聞いておりますので、

先ほど申し上げた数字の大部分が、農業分野で

の外国人労働者というふうな認識をしていると

ころでございます。

また、５年後の労働者につきましては、先ほ

どお話がありましたけれども、国で試算してい

る数字というのが、現時点でその方法が明らか

になっておりませんので、現時点ではその数字

につきましては、本県は持ち合わせていないと

ころでございます。以上でございます。

○中野一則議員 では、就労者数のうちの農業

外国人技能実習生は何名かをお尋ねします。
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○農政水産部長（中田哲朗君） 本県の農林業

における外国人技能実習生は、昨年10月末時点

で487人となっております。

これにつきましても、そのほとんどの数字は

農業分野の数字というふうな認識をいたしてい

るところでございます。以上でございます。

○中野一則議員 ５年後は。

○農政水産部長（中田哲朗君） ５年後につき

ましては、その数字を推計しておりませんの

で、現在数字については持ち合わせていない状

況でございます。

○中野一則議員 外国人技能実習生、これは農

業分野ですが、例えばえびのも６事業者で39

名、今、外国から来ております。中国、インド

ネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、

この５カ国から来ております。そしてまた来年

早々には、もう１カ所やる。今やっている６事

業者もまだふやしたいと。ほかの人も外国人を

雇わざるを得ないという方もたくさんおられま

す。ですから、将来的にはふえるんだろうな

と、国が見通しているとおりだろうなと思いま

す。それで、さっきは農業への就労者はという

ことで質問したんですが、農林業と。林業はい

ないということだから、ほとんど農業だろうと

いうことでしたが、これは県が把握する必要は

ないわけですけれども、やはり雇用とか、農業

であれば農業就業者のいろんな推移もあるわけ

ですから、管理もせないかん、農業者も高齢化

した、あるいは後継者が少ないということもあ

りますので、やはりこのことも含めて、国に先

んじて把握をしていただきたいな、こう思いま

す。よろしくお願いしておきます。

次に、硫黄山の噴火に伴う対策についてお尋

ねいたします。

まず、農業への対策ということでお尋ねした

いと思うんですが、水田が来年からは一部回復

するということですけれども、現状とその回復

の見通しを、まずは農政水産部長にお尋ねしま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 主食用米、Ｗ

ＣＳ用稲及び飼料用米等の昨年の作付は約340ヘ

クタールでございましたけれども、本年は、153

ヘクタールにとどまったところであります。

来年は、現在行っております既設用水路の改

修工事等により、約51ヘクタールの作付増加を

見込んでいるところでございます。また、中・

長期的対策として、来年度以降実施予定の、ほ

かの河川や湧水池などの代替水源からの用水確

保につきましては、できるだけ早期の利用拡大

に向け、地元のえびの市と一緒になって、鋭意

努力してまいりたいと考えておりますけれど

も、一定の期間を要するものと考えているとこ

ろでございます。

なお、現在、川内川の水質が改善していると

いう状況から、堂本頭首工からの取水を来年か

ら再開可能とするため、水質を監視し、悪化し

た場合に取水を緊急的に停止するシステム工事

に係る関係予算を、今議会にお願いしていると

ころでございます。

今後とも、関係機関と連携し、農業用水の早

期確保に全力で取り組んでまいりたいと考えて

いるところであります。

○中野一則議員 ぜひ回復が多くなるように、

よろしくお願いいたします。

なお、県を含めて、関係団体で営農説明会を

されているようでございますが、農家からもい

ろんな質問、要望があったと聞くんですが、集

約して、どういうことであったかを農政水産部

長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） えびの市の営
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農対策説明会が、10月15日から11月２日にかけ

て、延べ17カ所で開催され、来年に向けた用水

の確保状況や代替品目の導入について説明がな

されたところでございます。

参加された農家の皆様からは、高齢などによ

り、米以外の品目はつくれない、水はけが悪

く、圃場条件の改善が必要など、さまざまな御

意見が出されておりますけれども、いずれの地

域でも共通して、米がつくりたいとの要望が強

く出されたと伺っているところであります。

○中野一則議員 米をつくりたいということで

あるようですが、やはりどうしても回復は長期

になると説明されました。この際、営農形態を

変えたり、水田作にかわる代替作物の奨励も必

要だと思うんです。その辺の指導をすべきだと

思うんですが、県はどのような対応をとられる

んですか。

○農政水産部長（中田哲朗君） 用水確保が困

難な地域におきましても、農地がしっかりと維

持され、地域全体で営農が継続されることが非

常に重要であると考えているところでありま

す。

このため、このたびの営農対策説明会での意

見等を踏まえまして、キャベツ、タマネギ、麦

などの代替品目の導入に当たりましては、作業

受委託体制の構築といった、農家が取り組みや

すく、安定的に所得が確保できる仕組みを整え

るとともに、水田の汎用化などの基盤整備に向

けた話し合い活動の促進が重要であると考えて

おります。

県といたしましては、えびの市を初め関係機

関・団体と引き続き検討を重ね、農家への具体

的な提案などの対応を進めてまいりたいと考え

ているところであります。

○中野一則議員 本年度は水稲が作付できな

かった分については、水稲共済金が出ました。

ところが来年度は、この水稲共済の対象外だと

いうことであります。私に言わせれば言語道断

だと思うんですけれども、何とか出る方法はな

いのか、またほかに支援する方法はないのか

を、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） お話がありま

したとおり、来年度の水稲共済の引き受けにつ

きましては、加入申し込み時に、農業用水を利

用できないことが明らかな場合は、共済引き受

けは行えないとの見解を国が示しているところ

であります。

このため、県としましては、農家の所得確保

に向けて、産地交付金の対象となる飼料作物な

どへの転作や、野菜などの収益が期待できる品

目への転換を推進していく必要があると考えて

おります。

今後とも、えびの市や関係団体と連携し、農

家の皆様に十分寄り添いながら、営農継続に向

けた取り組みを支援してまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 米をつくれない人には、やは

り何かの制度をやっていただきたいなと。その

ことの要望活動もよろしくお願いいたします。

なお、今回の噴火・白濁で水田圃場整備をし

たいという方、地域もあらわれてきました。突

発的なことでなったわけですから、圃場整備を

優先して、何とか新しい方法でできないものか

を、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 影響を受けた

地域の将来の営農を考えた場合、担い手への農

地集積や高収益作物の導入などが図られる圃場

整備は、有効な手段であると考えております。

先般、えびの市で開催された中間報告会や、

地域ごとの営農対策説明会において、地元農業
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者より、これを機会に基盤整備を行っていきた

い旨の要望が出された地域もあったと伺ってお

ります。

県としましては、圃場整備を行うためには、

農家の方々の合意が必要でありますので、地元

の意向を十分に確認しながら、えびの市や土地

改良区などの関係機関と連携し、事業化に向け

て、積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 今回の噴火等で、水田農業に

打撃を受けたんですが、関連する業種、いろん

なところにその影響が出ました。例えばもみす

り業者。１俵ももみすりができなかったという

業者もおるわけです。そのあたりへの支援策と

いうものはないものでしょうか。農政水産部長

にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 議員御指摘の

とおり、水稲作付の断念により、乾燥・調製の

作業がほとんどなくなる地域がある一方で、６

月補正で措置した「えびの市水田農業緊急支援

事業」により、ほかの地域での米の作付拡大を

支援し、地域によっては乾燥・調製作業の増加

が見込まれたところでございます。

このため、もみすり業者間の作業の融通につ

いて、その調整を提案いたしましたけれども、

結果的には、要望はなかったところでございま

す。

えびの米は、引き続き、需要に応じた作付拡

大が期待され、一定の乾燥・調製の需要がある

と思われることから、こういった需要を背景

に、もみすり業者間での話し合いを促すととも

に、乾燥・調製作業が必要な麦についても代替

品目として提案しておりますことから、こう

いった品目を通した受託作業の拡大についても

検討してまいりたいと考えているところであり

ます。

○中野一則議員 次に、観光という面でお伺い

していきたいと思うんですが、えびの高原の回

復状況ですけれども、観光者数は４月から10月

の前年対比ですが50.9％、国民宿舎の宿泊

も56.1％であります。そういうことで、半分ま

でという状況ですが、これはやはり噴火に影響

するものと理解すればいいのでしょうか。商工

観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 現時点で

の状況でございますけれども、予約サイトにお

ける８月から10月末までの周辺自治体の宿泊状

況は、対前年比約30％増となっております。

また、えびの高原の観光入り込み客数も、10

月は約３万2,000人ほどまで戻ってきたところで

ありますけれども、噴火の影響のなかった平

成28年と比べますと、54.7％であり、依然とし

て厳しい状況にあると考えております。これ

は、噴火の影響が色濃く出ているものと考えて

おります。

○中野一則議員 こういうのを「風評被害」と

言うんですかね。どうですか。

○商工観光労働部長（井手義哉君） いろいろ

な情報発信に取り組んでいるところであります

けれども、観光入り込み客数が戻ってこないと

いう部分につきましては、一つは交通が途絶し

ている部分があるというのも大きな原因かと思

いますけれども、風評被害の一因もあるという

ふうに考えております。

○中野一則議員 非常に懸念しているんです

が、実はあさっては、えびの高原アイススケー

ト場が開くんですよね。それで、これへの影響

もあるんじゃなかろうかなと思うんです。何か

影響がないような対策はないでしょうか。商工

観光労働部長。
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○商工観光労働部長（井手義哉君） 県といた

しましては、急激に落ち込んでおります霧島山

周辺の観光需要を早期に回復させるために、夏

休み前から、えびの市など周辺自治体と連携し

て、集中的に誘客対策に取り組んできたところ

であります。

引き続き、周辺自治体と連携して誘客対策に

取り組むとともに、議員がおっしゃいまし

た、11月23日にオープンするスケート場のＰＲ

を行うことによりまして、えびの高原の魅力を

さらに発信してまいり、観光入り込み客の増に

つなげてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、噴火とは直接関係ない

んですが、えびの高原の飲料水対策についてお

尋ねします。

えびの高原では、２つの水源で水道を管理い

たしておりますが、その１つ、宮交が関係して

いるのが今も断水中であります。宮交の足湯の

駅えびの高原、ここの２階のレストランも休

業、それからソフトクリームをつくるカフェも

休業、一時足湯も休業でした。トイレも使えま

せん。こういう必要な水は、麓から従業員がく

んできて対応いたしております。これを県の管

理しているものから提供できなかったのかを、

環境森林部長、お願いします。

○環境森林部長（甲斐正文君） えびの高原の

利用者の飲料水は、国立公園整備事業で整備さ

れた白紫池・六観音御池給水施設、及び民間事

業者が、今議員のお話にありました宮崎交通が

整備しました、旧えびの高原ホテル給水施設か

ら供給されているところであります。

しかしながら、近年、これらの給水施設が老

朽化していることから、断水や漏水といったふ

ぐあいが報告されているほか、硫黄山噴火に伴

う立ち入り規制区域に近い場所に浄水施設があ

るため、管理等に支障が出ているところであり

ます。

このため県としましては、現在、環境省など

と協議を進めており、抜本的な施設改修計画を

検討しているところであります。

今後、関係者等の意向をしっかり把握した上

で、施設改修計画を策定し、事業化につなげて

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、早めに抜本的に改修を

していただくようにお願いいたします。

次に、福祉行政についてお尋ねします。

戦没者追悼式、これを市町村あるいは地域ご

とに遺族会等が中心になったり、市町村が開催

しているんですが、県レベルの開催は、宮崎県

はしておりません。九州沖縄でしていないのは

佐賀県と宮崎県だけです。これを県主催で開催

できないものかどうかを、知事にお尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 終戦から73年が経過を

しています。ともすれば戦争の記憶が薄れつつ

ある中で、今日の平和と繁栄の礎となられた数

多くの戦没者の方々を追悼し、平和の誓いを新

たにすることは、大変重要な取り組みであると

考えております。

戦没者追悼式につきましては、これまで市町

村や遺族会などの団体によりまして、毎年、県

内各地で開催され、定着していることもありま

して、県が主催したものとしましては、終戦50

周年に当たる平成７年に記念事業として開催し

たところであります。

県主催の戦没者追悼式を行うかどうかにつき

ましては、これまでもさまざまな御意見を伺っ

てまいりましたが、これまでの取り組みが定着

をしているという意見が多数であったというと

ころであります。平和のとうとさを次の世代に
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しっかりと引き継いでいくことができるよう、

引き続き、県内各地における開催状況を考慮し

ながら、戦没者の御遺族の皆様を初め、関係す

る団体などから幅広く意見を聞いていく必要が

あるものと考えております。

○中野一則議員 遺族会も高齢化等で会員も減

少しております。大変開催しにくい状況にあり

ますが、例えば鹿児島県は、戊辰戦争から大東

亜戦争までの戦没者をずっと追悼しておりま

す。そういうことも参考にしながら、ぜひ開催

をお願いしたいと思います。

次に、社会福祉法人宮崎県福祉事業団につい

てお尋ねします。この事業団、自立化事業とい

うことでやっているわけですけれども、純資産

もかなり改善されておりますし、人件費率、経

費率等も、もう31年の目標もクリアしているん

です。ぜひこれを、当初の目的どおり自立化を

進めてほしいと、こう思うんです。その達成状

況が、私が言ったとおりなのかどうかを、福祉

保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 宮崎県社会

福祉事業団につきましては、平成16年３月策定

の「公社等改革指針」以降、県の人的支援や財

政支出の見直しを進め、その自立化を図ってき

たところでございます。

現在、事業団では、経営計画に基づくさまざ

まな経営改善努力の積み重ねによりまして、安

定した経営が行われておりますが、県退職者が

常勤役職員に就任している状況等がありますこ

とから、県関与のあり方につきまして、さら

に、事業団との協議を重ね、公社等改革指針の

所期の目的である「法人経営の自立化」を促進

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 知事にお尋ねしますが、ちょ

うど来年度で、自立化を進めて15年という大き

な節目なんです。それで、遅くとも32年度から

完全な自立化を知事が判断してほしいなと、こ

う思うんです。今ＯＢ職員が役員職員で派遣さ

れております。これもする必要はないし、議会

の経営報告義務も解除してもいいと思うんです

よ。ぜひ知事の御判断を願いたいと思います

が、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） これまでの経緯のある

取り組みであります、この社会福祉事業団が、

しっかりとその役割を果たしていく、そのこと

が大変重要でありまして、それに対して、県と

してどのようにかかわっていくのか、しっかり

自立化を図っていくのかというところでありま

す。この社会福祉事業団におきましても、本年

度からの５年間を計画期間とします第４次経営

計画において、「法人経営の完全民営化」を進

めることとしておるところでありまして、県と

しても事業団との協議を重ね、適切に判断をし

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ実現するようにお願いい

たします。

次に、教育行政について。

いじめ認知のことについてお尋ねします。こ

れはきのうも質問がありましたから、具体的な

ことは申し上げませんが、ただ佐賀県と余りに

も乖離が大きい。佐賀県の13倍ということです

から、これは宮崎県が調査したほうが正しいの

か、佐賀県が正しいのか、そのあたりを教育長

にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 本県といたしまして

は、これまで、いじめの早期発見・早期対応の

重要性の啓発を図っておりまして、本県のいじ

めの認知件数が高かったということは、各学校

がいじめを積極的に認知してきた結果であると

捉えております。各学校では、アンケート調査
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や教育相談、日常的観察など行いまして、さま

ざまな観点から、いじめを発見することに努め

ている状況であります。

○中野一則議員 宮崎県の立場はそういうこと

でしょうから、佐賀がおかしかったのかなとい

う気もいたします。いずれにしても、文科省は

公表方法を見直したい。公表方法を見直して、

調査方法じゃないんですよね。ですから、その

辺のことをどのように理解されているんです

か、教育長。

○教育長（四本 孝君） いじめに関します公

表方法につきましては、文部科学省に確認をい

たしましたところ、今後は、データに説明を加

えるなどして、認知件数が多いことが悪いと

いった誤解を与えないようにすると伺っている

ところであります。

県教育委員会としましては、今後とも、いじ

めの積極的な認知について、学校を指導してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 いずれまた調査方法等指導が

あるでしょうから、的確な調査ができるように

お願いしておきます。

次に、飯野高校が全国枠募集ということで来

年度されるわけですが、えびの市も一生懸命そ

れに対応する取り組みをされつつありますが、

県の支援策というものはないものかどうかをお

尋ねします。教育長どうぞ、お願いします。

○教育長（四本 孝君） 県立高校初の「全国

枠」の導入に当たりまして、まずは、県内外へ

制度の浸透を図ることが重要であると考えてお

ります。

そこで、県外向けに、チラシやホームページ

で、飯野高校の特色や魅力、地元えびの市から

の学校支援などを積極的にＰＲしております。

また、本県の移住相談会において説明をいたし

ますとともに、連携協定先である神戸市や川崎

市を訪問いたしまして、直接、周知について協

力の依頼をしているところであります。

一方、県内向けには、テレビやラジオの県政

番組を活用した周知を行うなど、さまざまな情

報発信に力を入れているところであります。

現在、飯野高校は、地元自治体や企業と連携

した地域活動が全国でも高い評価を受けたり、

最先端のＩＣＴ機器を使用した遠隔学習も行っ

たりしておりまして、これらをより一層充実さ

せるための取り組みを進めているところであり

ます。

県といたしましては、このような飯野高校の

よさを伸ばし、地域に密着した教育活動やＩＣ

Ｔ教育のモデルとなるよう、学校の魅力づくり

を支援してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ募集が実現するように、

市とも連携して取り組んでほしいと思います。

それから、農業政策についてお尋ねします。

まず家畜防疫対策ですが、岐阜県で豚コレラ

の２例目が発生しました。２例目は岐阜市の公

設の畜産センターで発生しました。また、イノ

シシへの感染は52例目が出ました。またアフリ

カ豚コレラが、中国のギョーザで検出された

り、その前は豚肉ソーセージで検出されたりす

る、そういうこともあるし、また、鳥インフル

エンザに対して、県も対策会議を開いて、おと

としのようなことがないようにとされておりま

す。口蹄疫も忘れてはならないことでありま

す。そのあたりの対策は万全なのかを、農政水

産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） お話がありま

したとおり、現在、中国において、有効なワク

チンがなく、病原性の強いアフリカ豚コレラが

感染拡大しており、また岐阜県では、豚コレラ
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に感染した野生イノシシ等が継続して確認され

ておりますことから、非常に危機感を持って防

疫対策の強化に取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、養豚農家や関係機関に対し、防

災メールや文書等による情報発信や注意喚起を

行うとともに、緊急防疫会議等を開催して、農

場防疫の徹底を指導したところであります。

また、水際防疫につきましては、国内空港に

おいて、旅行者の携帯品からアフリカ豚コレラ

ウイルスを確認した事例も発生したことから、

動物検疫所と連携した宮崎空港での啓発キャン

ペーンや、検疫探知犬による検疫活動等も実施

したところであります。

県といたしましては、今後とも、ウイルスを

絶対に侵入させない、豚コレラ等を発生させな

いという強い意識で、防疫体制の強化にしっか

りと取り組んでまいります。

○中野一則議員 部長もそういう決意をされま

した。万が一にも発生させないように、念には

念を入れて対策をしていただくように要望して

おきます。

次に、畜産加工場の稼働対策についてお尋ね

しますが、株式会社ミヤチクの都農工場が、来

年３月に完成して、４月稼働するという見通し

のようであります。これは畜産物輸出拡大施設

整備事業で、いわゆるＥＵにも輸出できる輸出

拠点施設をつくるということで、県も５億円補

助してつくっているわけですが、これの処理能

力もうんとアップしたわけですが、これの計画

では、100％以上を２年後には達成したいという

計画があります。それにしても、処理能力に対

しては牛が89.3％、豚が92.3％なんですよね。

これもやっぱり100％に持っていかないかんと思

うんですが、そのあたりの対策はいかがなんで

しょうか。農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 現在整備が進

められておりますミヤチク都農工場につきまし

ては、全国トップクラスの衛生水準を誇る施設

でありまして、その整備は、安全・安心といっ

た本県畜産物の付加価値やブランド力のさらな

る向上につながるものと認識しているところで

あります。

県におきましては、現在、畜産クラスター事

業等を活用しながら、地域畜産の中心的な担い

手が行う畜舎整備による経営規模の拡大や、Ｉ

ＣＴによる生産性向上などを推進し、生産基盤

の強化を図っているところでございますけれど

も、このような取り組みが、新工場における処

理頭数の確保につながるものと考えているとこ

ろでございます。

今後も、将来を担う畜産農家の育成に努め、

県内で生産された家畜を安定的に処理すること

により、畜産農家の収益性向上と畜産物の付加

価値向上に取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。

○中野一則議員 次に、宮崎くみあいチキン

フーズ川南食品工場のことについて質問したい

と思うんですが、これも来年の６月完成、７月

稼働ということで、これは実に536万羽に処理能

力がアップするとのことです。それを３年後に

は100％処理したいと、こういう計画であります

が、これの実現性についても、農政水産部長に

お尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県といたしま

しては、今後とも処理羽数の増加に向け、畜産

クラスター事業を活用し、養鶏農家が行う経営

規模の拡大などの取り組みをしっかりと支援し

てまいりたいと考えております。

また必要に応じ、生産者、関係機関と一体と
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なって処理羽数の増加に向けた検討も行ってま

いりたいと考えているところでございます。

このように、クラスター事業による規模拡大

等の取り組みに加え、出荷羽数の増加に向けた

使用方法の改善により、目標とする出荷羽数を

達成するものと考えているところでございま

す。

○中野一則議員 このミヤチクもくみあいフー

ズも、これは系統の施設なんですけれども、ミ

ヤチクのほうも牛、豚、かなりの増頭をしない

といけない。鶏のほうもかなり増羽せんないか

んという計画なんですよね。せっかくつくった

施設が、宝の持ち腐れというか、赤字経営で

は、その負担がまた農家に行くわけですから、

計画した処理は100％やっていかないかんと思う

んです。

先ほど、畜産クラスターを利用して農家を育

成すると説明されましたが、具体的に、その農

家を育成するということを県がしなければ、

今、懸念したようなことになるだろうと、こう

思うんです。具体的な農家育成の支援策とか事

業はないんでしょうか、部長。

○農政水産部長（中田哲朗君） 今回の輸出拠

点整備事業につきましては、ＴＰＰなど農業の

国際化を促まえた攻めの対策であるというふう

に考えております。今後、国内の食肉消費量減

少が予想される中で、国際基準に対応した工場

で食肉処理を行うことによりまして、安全・安

心な畜産物の輸出の拡大や、本県畜産物のブラ

ンド力が高まると見込まれております。

このように、付加価値の高い本県の畜産物の

販売力が強化されることにより、生産者の所得

向上や規模拡大といった安定した畜産経営が図

られるとともに、食肉関連産業における高付加

価値化等による地域経済の活性化につながるも

のと考えているところであります。

○中野一則議員 これは、実は漏れ聞いている

んですが、なかなか処理を100％するのは大変だ

ということも聞いているんです。かなり腰を入

れて、牛の増頭なり、豚の増頭なり、その農家

の確保というのをしなければ、稼働率を上げら

れないと思うんですよ。

チキンフーズについても、以前にも質問しま

したが、536万羽ふやさないかんのですよ。そこ

ら辺を系統ともうまく話し合いをして、すばら

しい、力強い政策を打ち出して取り組まない

と、稼働が大変になると、経営が難しくなる

と、そのツケが農家に回るということになりま

すから、そのあたりのことをよろしく御要望申

し上げて、質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 敬愛いたし

ますえびのの西郷どんの後は、酒谷の山里を守

り、ふるさとに生きる髙橋透でございます。

「苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え、

助け合って生きていくことが、これからの私た

ちの使命です」。７年８カ月前、東日本大震災

が起こった直後の2011年３月、気仙沼市の中学

校の卒業式で男子生徒が読み上げた答辞でござ

います。家族を失い、友人を失い、行方不明者

もまた多数いたはずです。悲痛の中にあっても

しっかり前を向いて進んでいく決意が込められ

ています。人口減少時代に入り、さまざまな課

題に、我が国、そして本県も直面しています。

苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え、助け

合って生きていく、支え合う社会をつくってい

いくことが大事なことを学ばされた答辞であり

ます。

それでは、質問をしてまいります。

団塊世代が全て後期高齢者になる2025年問題
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があります。その団塊ジュニアと言われる1971

年から1974年ごろに生まれた方が65歳以上にな

る2040年問題があります。団塊ジュニアは約200

万人いますが、その子供は100万人です。近年の

出生数は100万人にも満たず、2040年にはこの世

代が20歳代になります。急速な人口減少と高齢

化により、公共私それぞれの暮らしを支える機

能が低下します。迫りくる我が国の内政上の危

機を明らかにした上で、今後の自治体行政のあ

り方を展望し、早急に取り組むべき対応策を検

討することを目的として、総務大臣主催の研究

会が開催されました。そこで、総務省の研究会

「自治体戦略2040構想研究会」がことし７月、

複数の市町村で構成する「圏域」を行政主体と

して法制化することを提言しておりますが、知

事は、この提言をどのように考えておられるの

か伺います。

あとは質問者席で行います（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

総務省の「自治体戦略2040構想研究会」の報

告では、人口減少や高齢化が深刻となる2040年

ごろを見据え、複数の市町村による圏域単位で

の行政のスタンダード化や、圏域連携の困難な

市町村に対する県の補完・支援など、新たな自

治体行政の基本的考え方が示されたところであ

ります。

県としましても、急激な人口減少社会が現実

となる中で、県と市町村、あるいは市町村同士

が、地域の実情を踏まえながら、さまざまな分

野において広域的に連携することは、住民に適

切な行政サービスを将来にわたり提供していく

上で、大変重要であると認識をしております。

現在、国の地方制度調査会において、総務省

研究会の報告内容を踏まえた議論がなされてお

りますので、こうした国の動きを見きわめつ

つ、県と市町村、あるいは市町村間の連携のあ

り方につきまして、市町村としっかり議論を行

いながら、検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 歴代知事は、本県の均衡ある

発展を目指してこられました。ただ、宮崎市一

極集中が進んで県内格差が広がっていること

は、現実としてあると思います。しかし、自治

体の行政サービスは、どこに住んでいても同水

準のものを提供するのがこれまでの常識であり

ました。しかし、この平等なサービス・予算の

投入については、右肩上がりの時代なら可能で

すが、人口減少時代を迎え、同様のことを続け

るのは無駄が多過ぎないかとの指摘もありま

す。2040年を見据えて、これから宮崎をどう発

展させていくのか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少が進む中にあ

りまして、本県のさらなる発展を図るために

は、都市機能が集積した地域と周辺市町村と

が、それぞれの地域の強みを生かすとともに、

必要な機能を相互に補完し合いながら、産業の

活性化や個性と魅力にあふれる地域づくりを進

めることが大変重要であると考えております。

このため、東九州自動車道を初めとします交

通網の整備促進を基盤に、地域や産業を支える

人材の育成・確保を進めながら、フードビジネ

ス等の成長産業の育成、スポーツ・文化など地

域の魅力を生かした観光・交流人口の拡大等に

取り組んでいく必要があると考えております。

一方で、特に中山間地域では、暮らしに必要

なサービスの維持が困難になりつつありますこ

とから、集落をネットワーク化することなどに

よります「宮崎ひなた生活圏づくり」に取り組

みまして、医療・介護の連携や人材確保など、
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安心な暮らしの確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○髙橋 透議員 交通網の整備、本当に県内に

とって大事であります。交流人口の増加、大事

なことであります。

基礎自治体は、中心地とそれ以外のところで

は役割が違うと思います。役割に応じた補助と

か支援というのが大事ではないかという主張も

あります。本県26市町村ありますが、それぞれ

置かれた立場が違うと思われます。一様にはい

かないと思いますが、答弁にありました、集落

のネットワーク化による「宮崎ひなた生活圏づ

くり」に、しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

次に、福祉・保健・医療対策、１問だけお尋

ねします。産後うつ対策というのがあるんです

が、厚労省は昨年度、産後うつや新生児への虐

待を予防するために、産後２週間及び産後１カ

月に体の回復や精神状態を診る産婦健診を実施

する自治体に対し、費用の半分を補助する制度

を新設いたしました。制度開始に至るまでに

は、生々しい現状などがあると聞いております

が、その背景においての県の認識を、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 心身の不調

を来しやすい産後の初期は、産婦の自殺や新生

児の虐待などの原因となる産後うつを発症しや

すいため、これを早期に発見し予防することが

課題となっております。また、この時期は、産

前に行われる妊婦健診と産後３カ月以降に行わ

れる乳幼児健診とのはざまとなる時期でござい

まして、行政側から支援が必要な産婦を把握す

ることが難しい時期であることが指摘されてお

ります。

これらを背景として、先ほど議員からお話が

ありましたように、国は、産後２週間から１カ

月までの時期に産婦健診を実施することが重要

であるという認識のもと、市町村が行う産婦健

診に対して、その費用の一部を助成しておりま

す。

県としましても、産婦健診は、安心して子供

を生み、育てられる社会の実現を目指すために

大変重要な取り組みであると考えております。

○髙橋 透議員 大事な検診なんですけれど

も、昨年度の実施状況を見てみますと、全国の

市町村の４％しか補助を申請していないんです

よね。県内では宮崎市と綾町だけでありまし

て、今年度は４市町が申請をしているようです

が、いまだ申請に至っていない自治体は、ござ

いますように２分の１の自治体負担が重荷に

なっていると思われます。この国の産婦健康診

査事業に取り組んでいない市町村に対して、県

はどのように働きかけていかれるのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 国の産婦健

康診査事業に取り組むためには、心身のケアや

育児のサポート等、きめ細やかな支援を提供す

る産後ケア事業もあわせて実施することが要件

となっております。

この産後ケア事業を実施するためには、産婦

に対する心理的ケア、カウンセリング等を実施

する保健師や助産師等の専門的な人材の確保が

必要となります。

このため、県では、保健師や助産師等の専門

性を高めるための研修会を実施するとともに、

市町村が産科医療機関等と広域で連携し、限ら

れた人材を有効活用するなど、効率的に産後ケ

ア事業を実施できる体制の構築に向けて、関係

者との意見交換を行っているところでありま

す。
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このような取り組みを進めまして、市町村の

本事業実施に向けて努めてまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 日南市に聞いてみましたら、

今年度も要望したらしいんですけど、財政サイ

ドで認められなかったという話なんです。ざっ

くり400万円の負担らしいです。おっしゃったよ

うに、体制の構築とか意見交換をじっくりやら

れるんでしょうけど、県の４分の１負担なんか

を呼び水にして、この制度にしっかり26市町村

が取り組めるように、ぜひ努力してほしいと思

います。

次に移りたいと思います。観光立県について

であります。

サイクルツーリズム、９月県議会で我が会派

の満行議員が質問をしておりますが、このサイ

クルツーリズムの推進、インバウンド観光戦略

として全国各地で今、本当に盛り上がりを見せ

ているところであります。本県においても、受

け入れ環境の整備とか情報発信など、取り組み

を強化されています。日南海岸におけるさらな

るサイクルツーリズムの推進に向けて、ブルー

ラインや標識などを含めたハード整備について

どのように取り組むのか、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 日南海岸地

域におきましては、サイクルツーリズムによる

にぎわいの創出を目的として、国や県、関係市

等から成る「日南海岸サイクルツーリズム協議

会」が、平成27年に設立されたところでありま

す。

協議会では、これまでに、安全で快適な自転

車走行をサポートするための標識や路面標示等

を設置する試行区間を決定するとともに、その

設置方法について検討しているところでありま

す。

試行区間となっております、県道内海加江田

線を含む箇所につきましては、関係する道路管

理者等とともに、来年度以降整備を進めていく

こととしております。

県としましては、自転車活用の推進を図るた

めの基本計画となる「自転車活用推進計画」

を、来年８月をめどに策定する予定であり、引

き続き関係機関と連携し、サイクルツーリズム

の推進に向けて取り組んでまいります。

○髙橋 透議員 サイクルツーリズムは、本県

観光にとって本当に大きな強みになると思いま

す。先進地に、しまなみ海道とか琵琶湖１周サ

イクリングがありますが、滋賀県守山市では、

台湾の世界的自転車メーカー「ジャイアント」

との連携を実現して、ジャイアントストア琵琶

湖守山がオープンしてにぎわっておるようで

す。ストアはホテルの１階にあって、自転車の

貸し出しとか情報発信を担っております。世界

中からサイクリストを呼び込む仕掛けが必要で

すから、他県におくれることなく、より早い環

境整備に取り組むべきだと思っております。

答弁にもありましたように、試行区間整備後

の効果を検証して、残り区間の整備をされてい

くんでしょうけれども、北海道とか東北の三

陸、先進地に学んで環境整備が進んでいるよう

であります。国道220号は国直轄区間ですから、

国交省としっかり連携して、とにかく整備を急

いでいただくことを要望しておきたいと思いま

す。

次に、農林水産業の振興について順次尋ねて

いきます。

まず、中山間地の農業をどうしていくのか、

どう生かすのか。中山間地は農地が狭いですか

ら効率が悪い、大型機械の導入が難しいですか
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ら効率が悪い状況にあります。しかし、豊かな

自然環境に恵まれておりますので、安心・安全

を最大の強みとして売り出すことが可能だと

思っております。農産物の生産工程を管理する

国際認証（ＧＡＰ）があります。農産物のブラ

ンド化を目指す「地理的表示保護制度（Ｇ

Ｉ）」などの取り組みが必要と思われます。

市場のニーズに合わせた農業をどのように研

究して取り組んでいかれるのか、農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 中山間地域

は、本県の約９割を占め、県土の保全や水源の

涵養など、多面的・公益的機能をあわせ持つ重

要な地域であります。

一方で、営農に関しては、平地に比べ圃場が

狭いなど、生産条件が厳しい地域でもありま

す。

このため、県におきましては、第七次宮崎県

農業・農村長期計画において、「多様な地域特

性・資源を生かす地域づくりプロジェクト」を

設け、中山間地域の所得向上に向け、市場ニー

ズに合わせた品目の導入を図っているところで

あります。

具体的には、夏季冷涼な気象条件を生かした

収益性の高いカラーピーマンなどの生産拡大、

ヘベス等の需要のある品目への改植、リンドウ

などの新規品目の導入などを進めるなど、地域

の特性を生かした農業の推進に取り組んでいる

ところであります。

今後とも、関係機関・団体等と連携し、中山

間地域のさらなる農業振興に努めてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 今、ヘベス等の需要のある改

植を進めるというふうに言われましたけれど

も、今、輸入レモンが高くなっているのでしょ

うか、国産レモンとかユズが不足しているとい

うふうに聞いております。ハイボールブームで

すよね、いろいろと需要も高まっているんじゃ

ないかと思いますが、地域の特性を生かした農

業のさらなる推進を進めていただきたいと思い

ます。

平成24年から開始しております、みやざき地

頭鶏の飼育期間短縮に関する試験研究の状況に

ついて、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） みやざき地頭

鶏の飼育期間は、現在、雄が120日、雌が150日

となっておりますが、生産現場でのコスト低減

と収益性向上を目的に、畜産試験場において、

雌の出荷日齢を雄と同じく120日にした場合の、

肉量や食味の違いについて試験を実施いたしま

した。

その結果、肉量や食味ともに試験的には大き

な差が認められず、雌の飼育期間短縮の可能性

が示唆されましたことから、現在、生産現場で

の実証試験を進めているところであります。

○髙橋 透議員 飼育期間を短縮するというこ

とは、コスト低減になります。市場に出回る他

の地鶏より比較的、地頭鶏が高いわけですが、

価格が下がりますよね。ただ、価格が下がる分

は、出荷量をふやすことによって、量で補えば

いいわけですが、現状では、みやざき地頭鶏が

市場でだぶついているようです。需要が伸び悩

んでいると聞きます。

そこで、第七次宮崎県農業・農村振興長期計

画では、平成32年に90万羽の目標設定があるよ

うです。みやざき地頭鶏の生産状況と全国を代

表する地鶏の動向はどうなっているのか、また

県の今後の対応について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） みやざき地頭

平成30年11月21日(水)

- 85 -



鶏の生産状況につきましては、平成25年度以

降、素ひなの供給羽数は70万羽を超えて推移し

ておりましたが、平成29年度は、飼育農家50戸

に対し、約61万4,000羽の素ひなが供給されてお

りまして、前年度に比べ約13％減少している状

況にございます。

また、全国の主な地鶏の動向につきまして

は、出荷日齢が80日と短い「阿波尾鶏」がここ

数年200万羽を超えて首位を継続するとともに、

「はかた地どり」も生産が伸びている一方で、

出荷日齢の長い「名古屋コーチン」「比内地

鶏」はほぼ横ばいとなっている状況にございま

す。

県といたしましては、これらの産地の動向や

消費者ニーズ等も踏まえ、今後のみやざき地頭

鶏のあり方につきまして、生産者や関係団体と

も十分協議しながら、生産・販売体制の強化に

取り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 市場は今、厳しい環境にある

と思うんですが、阿波尾鶏が80日ですよね。そ

れで200万羽なんですけど、みやざき地頭鶏

も100日にできないかという生産者の意見、声も

あったりするわけです。ただ、そうなると、食

味に差がでてくるんじゃなかろうかと、そうい

うことも考えられますので、ブランドと区別、

もしそうなれば、ブランドとは別個のものにな

るのかなと思いますので、名称を濁点をとって

「みやざきしとっこ」とかですね。そういうふ

うになったりするのかなと個人的に思うのです

が、「みやざき地頭鶏」は食味が命であります

から、今説明がありましたように、今後の生産

現場での実証試験にしっかり取り組んでいただ

いて、飼育日数120日の定着を図っていただきた

いと思います。

次に移ります。林地残材対策でありますが、

西日本豪雨に見られますように、ことしも台

風、集中豪雨が、本県を含めて全国各地で山腹

崩壊あるいは川の氾濫、甚大な被害をもたらし

たところであります。近年、木材価格の高騰に

よりまして、高値で伐採が盛んに行われている

わけですが、伐採業者によると思うんですけれ

ども、伐採後の処理が適切に行われていない山

が見受けられます。災害を発生させない林地残

材の処理について、県は伐採事業者にどのよう

な指導をしているのか、環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 林地残材の適

切な処理は、豪雨等による災害を防止する上で

大変重要であります。

このため県では、伐採届の項目に林地残材の

処理等を追加し、審査をより厳格化するよう、

市町村に対し改めて指導したところでありま

す。

また、昨年度から、豪雨等により人家や道路

などへ影響を及ぼすおそれのある伐採地の調査

を市町村とともに行い、森林所有者や伐採事業

者へ直接指導を行っているところであります。

さらに、今年度は、宮崎県造林素材生産事業

協同組合連合会が県内各地で開催します、適正

な伐採を行うための研修会を支援しているとこ

ろであります。

県としましては、引き続き市町村等と連携し

て、林地残材の適切な処理について、指導を強

化してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

森林組合が伐採する山はきれいなんですよ

ね。そういうふうによく言われていますが、バ

イオマス発電がスタートするときに、間伐材を

初め林地残材も含めて活用されると期待してお

りましたが、現状はそうなっていないわけです
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よ。そして、伐採の手法も従来と変わりまし

た。従来は原木を伐採後、現場で枝を落として

作業して、架線でおろしていたわけですね。今

は、伐採後、原木を土場に一旦集めてそこで処

理をして、残材は山積みして、中には山積みし

たものが谷にそのまま放置してある。それが集

中豪雨のときに悪さをするわけですよ。そう

いったところの指導・啓発をしっかりと行って

いただきたいと思います。

次に、木材の伐採が盛んになることによっ

て、木材輸送のトラックも多くなってきており

ます。木材輸送時にトラックの荷台から樹皮が

落下をして散乱し―トラックから落下する樹

皮だけではないと思うんですが―それを含め

て排水溝を塞ぐために、道路の冠水の原因と

なっているケースもあるとお聞きしておりま

す。

また、一部の業者であると思いますが、県内

でも過積載で摘発がありました。過積載は重大

な事故につながりますので、過積載防止の取り

組みは重要であります。木材輸送における杉の

樹皮の落下や過積載防止対策について、県の取

り組みを環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 木材輸送にお

ける樹皮の落下防止や過積載防止など、事業者

による適切な輸送は、交通安全の観点からも大

変重要であると考えております。

このため県では、素材生産事業者で構成する

団体に働きかけを行いまして、会員に対し、木

材輸送時の樹皮等の飛散防止対策について注意

喚起するとともに、木材輸送トラック等への適

正な積載についてリーフレットを配布し、指導

を行っているところであります。

また、原木市場を通じ、過積載の防止や運行

前の積み荷の点検等を行うことについて、原木

の出荷者に広く周知するよう要請しているとこ

ろです。

今後とも、関係機関や団体と連携を密にしな

がら、適切な木材輸送が実施されるよう、取り

組みを強化してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 実は私、10月４日、宮崎から

帰るときに、ちょうど台風の襲来で、もうあ

と20分で自宅に帰れる日南海岸の宮浦というと

ころで通行どめになったんです。初めてらしい

です。集中豪雨で宮浦地区が川みたいになっ

た。なぜそうなったかというと、実はその前９

月30日に台風が来ていて、間隔が狭かった。本

来であれば台風の後には道路清掃をして、冠水

を防ぐ対策がとれたんでしょうけれども、間隔

がなかった。よく聞いてみますと、先ほど言い

ましたように最近、木材輸送が盛んになってい

ますから、杉の皮なんかが悪さをして、排水溝

が塞がって冠水を促したんじゃなかろうかと言

われております。まずは、不要なごみを落下さ

せない取り組みをよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、漁業権緩和に伴う影響を聞いてまいり

ます。

水産政策の改革関連法案が今、臨時国会に提

出をされております。沿岸で養殖業などを営む

漁業権は、地域の漁業協同組合などへ優先的に

与えられていますが、改革案では、漁業法が定

める漁協などの優先規定はなくなって、利用し

ていない漁場では、企業が漁業権を取得できる

ようになります。漁業権免許の優先順位に係る

法定制が廃止された場合、既存の漁業権者にど

のような影響があるのか、農政水産部長に伺い

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 現在、臨時国

会に提出されております水産政策の改革に係る
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関連法案では、お話がありましたとおり、県が

漁業権を付与する際の優先順位の法定制は廃止

されることになります。しかしながら、既存漁

業者が水域を有効に活用している場合は、継続

利用を優先することとされているところであり

ます。

このため、現在、漁場を適切に利用されてい

る既存漁業者には、影響は生じないものという

ふうに考えているところであります。

○髙橋 透議員 養殖業への新規参入が促進さ

れることになれば、周辺にある定置網の既存漁

業に影響が生じることにはならないのか、農政

水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 新たな法案に

おきましても、これまでと同様、漁業権を免許

する際の手続において、県は、周辺の定置網や

その他の漁業を営んでいる者、さらには、漁協

等の関係者の意見を聞いた上で、漁場計画を作

成することとなっております。

今後とも、海区漁業調整委員会を初めとする

関係者の意見を踏まえ、既存漁業に影響が生じ

ないよう、しっかりと対応してまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 使用されていない海域、漁場

であっても、そこに新たな養殖業が参入されれ

ば、いわゆる魚道、魚の道が変わるらしいです

ね。そのことによって定置網に魚が入らない、

そういうことが考えられるそうです。今、部長

の答弁にありましたように、新規参入の申請が

あった場合には、漁協等の意見を事前に聞いた

上で県が許可をする、こういうことでよろしい

でしょうか。確認の意味でお願いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 先ほど申しま

したとおり、漁業権を免許する際には、周辺で

漁業を営んでいる者や漁協等の関係者の意見を

よく聞いて対応してまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、外国人労働者の雇用状況等をお聞きし

ますが、農林水産業にかかわらず、多くの産業

において人手不足は深刻であります。先ほど中

野議員もお聞きになっておりましたが、改めて

ここで、確認の意味でお尋ねいたします。本県

における外国人労働者数、雇用している事業者

の数、産業別内訳について、商工観光労働部長

に伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、本県における外国人労働者数

は、平成29年10月末現在で3,490人であり、就労

事業所数は695であります。

その産業別内訳は、製造業が1 7 4事業所

で1,643人と最も多く、次いで農業、林業が99事

業所で517人、卸売業、小売業が85事業所で257

人、教育、学習支援業が63事業所で255人、漁業

が45事業所で223人などとなっております。

○髙橋 透議員 県内で働く外国人労働者に係

る最低賃金法等の遵守状況について、商工観光

労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 最低賃金

制度は、法律により、国が賃金の最低限度を定

めるもので、使用者は、身体等の障がいの程度

により労働局長が許可する場合などを除いて、

産業や職種、雇用形態にかかわらず、外国人を

含む全ての労働者に対して、最低賃金額以上の

賃金を支払わなければならないことになってお

ります。

このため、県では、宮崎労働局と連携して、

県庁ホームページや広報紙、県政番組等での周

知広報を図っているところであります。

また、労働局では、関係機関への周知広報や
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監督指導等を通じて、最低賃金法の遵守の徹底

など、外国人を含めた労働者の適正な労働条件

の確保に取り組んでおり、平成29年に実施した

定期監督等では、54件の最低賃金違反が認めら

れたとのことでありますが、その内訳につい

て、外国人、日本人の区別は明らかにはされて

おりません。

○髙橋 透議員 54件の最低賃金法違反があっ

た。ただ、日本人と外国人の区別が明らかにさ

れていない。その事業所に行けばわかること

じゃないですかね。県の所管ではないですか

ら、労働局の問題でしょうけど、以前からよく

言われていますけど、表に出ていないだけで、

外国人労働者に限らず、最低限の法律を守らな

い雇用主がいらっしゃるんですよね。今後、先

ほども議論がありましたけれども、外国人労働

者、分野は拡大していきます。今、国会でもい

ろいろと議論されていまして、技能実習生失踪

問題も取り上げられておりまして、その７割弱

が賃金に不満があった、だから失踪していると

いうことですよね。私たちが考えないかんの

は、外国人労働者を安価な労働力として雇用し

ている実態を、正面から向き合って、そこを改

善していかない限り、宮崎も外国人労働者を求

めるわけですから。宮崎というところは労働環

境いいらしいよと、こういう環境にしていかれ

ることを、関係機関としっかり連携して取り組

んでいただきたいと思います。

次に、地域防災と交通インフラについてお尋

ねしてまいります。

重要物流道路制度の創設を契機とした「新た

な広域道路交通計画」の策定に着手されたと

伺っております。この新たな広域道路交通計画

には地域防災の観点が含まれているのか、計画

策定のスケジュールと計画策定の考え方につい

て、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 重要物流道

路制度は、平常時・災害時を問わない安定的な

輸送を確保するため、国土交通大臣が、物流に

おいて重要な道路輸送網を指定する制度であり

ます。

また、「新たな広域道路交通計画」につきま

しては、この制度の創設を受け、主要な都市、

物流拠点、観光地等を結ぶ道路交通等につい

て、各都道府県及び国の地方整備局単位で策定

するものであります。

策定スケジュールにつきましては、本年７月

に、「おおむね１年程度をめどに策定する」と

国から通知がされており、本県におきまして

も、８月末に「宮崎県幹線道路協議会」を開催

するなど、国及び西日本高速道路株式会社と連

携して、検討を進めているところであります。

また、この計画は、経済活動としての物流だ

けでなく、観光の振興や大規模災害発生時の代

替ルートの確保など、幅広い観点から策定する

ものであり、議員御質問の「地域防災」につい

ても、検討の対象としております。

○髙橋 透議員 地域防災の観点からも策定の

理由づけになっているということです。そこ

で、まだ尋ねていくのは、これまで幾度となく

質問してまいりました、日南海岸を縦走する国

道220号鵜戸地区と北郷地区を結ぶ道路、市道富

土郷之原線のみでありますが、当路線は幅員が

狭い上に見通しが悪く、さらに脆弱な地質で、

豪雨時はのり面崩壊、路肩決壊、落石等にたび

たび見舞われておりまして、迂回路としての機

能が十分確保できていない状況にあります。

本県の道路ネットワークを見てみますと、他

の地域はおおむね網目状になっております。こ

の鵜戸地区は、横に抜ける道路、しっかりとし
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た横軸がありません。つきましては、鵜戸地区

住民及び観光客の「命の道」、県南地域の観光

振興、防災対策の強化に必要な横軸路線である

日南北郷インターチェンジと鵜戸を結ぶ道路整

備はできないのか、３期目に向けて、県南地区

の重要課題の一つとして掲げていただくことが

できないものか、知事に見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 日南北郷インターチェ

ンジと鵜戸地区を結ぶ道路につきましては、現

在、県が管理する道路がないということであり

ますとか、地形が急峻で地質も脆弱でありま

す。整備に多額の費用を要しますことから、そ

の整備に向けては、さまざまな課題があると認

識をしております。

日南北郷インターチェンジと鵜戸地区を結ぶ

道路としましては、東九州自動車道や、日南高

岡線、益安平山線などを経由して国道220号を利

用するルートが主なものとなります。

このルートのうち、未改良区間が残る益安平

山線について整備を進め、本年１月に全線が改

良済みとなったところであります。

また、国におきましては、異常気象時におき

ます通行規制区間の解消などに向けまして、国

道220号の宮崎市小内海から日南市富土間におけ

る、トンネル整備などの防災事業を実施されて

おります。県南地域の観光振興や防災機能の強

化のため、引き続き、東九州自動車道の整備

や、国道220号の防災対策の推進につきまして、

国に対し強く働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 益安平山線についてはありが

とうございました。

さまざまな課題があることは、私も十分承知

しておりまして、今月10日に、日南学園高等学

校が主催いたします票育プロジェクトに出席す

る機会がありました。「未来の交通をどうす

る」というテーマで政策を議論する模擬市長選

挙がありまして、３名の高校生が立候補しまし

た。それぞれが交通政策を発表しました。立候

補者の一人が富土郷之原線の整備を掲げて、観

光振興及び大災害に備えるべきだと訴えたとこ

ろです。その整備手法が、ＪＲ日南線の日南海

岸の伊比井から北郷へ抜ける谷之城トンネル、

九州の在来線で４番めに長いトンネルなんです

が、このトンネルを道路として活用して整備す

る案だったんですね。ということは、ＪＲ日南

線は廃止ですから、これはちょっと私は受け入

れられないわけで、この立候補者は落選いたし

ましたが。私が感心したのは、地元の高校生

も、鵜戸地区住民及び観光客の「命の道」だと

いうこと、県南地域の観光振興、防災対策の強

化に必要な横軸路線の道路整備が必要なことを

しっかり考えていたんだなということでありま

す。どうか知事、３期目の政治課題として重く

受けとめていただきたいと思います。

最後の項目になります。教育・文化振興につ

いてであります。

これまでも質問がありましたが、「日本一の

読書県」は、数値目標とか具体的な指標が明確

ではなくて、わかりづらい面があります。

「日本一の読書県」とはどのような姿を目指

されているのか、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 読書は、県民がみず

から学び、みずから考える力をつけ、豊かな人

生を生きていく上で欠くことのできない大変重

要なものであります。

県では、総合計画に掲げる「未来を築く新し

いゆたかさ」の実現や、これからの本県の地方

創生を支える人材づくりを目指す上でも、読書

は不可欠なものであると考えまして、子供から
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大人まで、全ての県民が生涯にわたって読書に

親しむ「日本一の読書県」を目指しているとこ

ろでございます。

宮崎県では、どこに行っても本がある、大人

も子供も読書をする姿が至るところで見られ、

県民の心の豊かさにつながっている、そのよう

な姿が「日本一の読書県」の姿であると考えて

おります。

○髙橋 透議員 県民から施策が見えないとい

う指摘もあります。どのような取り組みを進め

てこられたのか、成果も含めて教育長に伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では

「日本一の読書県」を目指して、環境整備、人

材育成、啓発の３つの観点から、さまざまな取

り組みを進めてきているところであります。

その取り組みの一つとして、県立図書館で

は、全国でもトップクラスの図書配送システム

を構築したところです。

利用者に本が届くまでの日数を、最長10日か

ら２日へと大幅に短縮し、新システム導入後

は、利用が約５割増加しております。

また、学校においては、一斉読書や読み聞か

せなど、読書活動を継続して推進してきてお

り、全国調査の結果からも、読書が好きだと答

える児童生徒の割合が徐々にふえる傾向にござ

います。

このような取り組みによりまして、県民の読

書に対する関心が高まってきていると感じてお

り、引き続き取り組みの充実に努めてまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 言われましたように、図書配

送システムの利用が５割増加したとか、読書が

好きだという児童生徒の割合がふえる傾向にあ

るというのは、確かに成果として捉えていいと

思います。しかし、そのことで「日本一の読書

県」と言っていいものか、疑問があるところな

んです。

例えば、子供の読解力が向上したとか、県民

一人当たりの図書貸出数が日本一になったと

か、こういうふうに具体的に示していかない

と、例えば施策の見直し、こういったときに、

事業費のあり方の根拠を示せるんですかという

ことを申し上げたいんですよ。「日本一の読書

県」を目指すさまざまな施策に今後必要な予算

確保があると思うんですね。根拠を示さずして

財政当局を説得できますか。そういうことも考

えていただいて、御一考をお願いしたいと思い

ます。

次に、教職員の勤務実態及びその抜本対策に

ついてお尋ねします。教職員の勤務状況につい

て、どのように把握し、どのような対策をとっ

ているのか、進捗状況を教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 教職員の勤務状況の

把握につきましては、現在、多くの学校で、教

職員が出退勤時刻をパソコン入力することによ

り行っているところでありますが、さらなる的

確な勤務状況の把握に向けた取り組みが必要で

あると考えております。

このため、本年８月に、市町村教育委員会、

学校、ＰＴＡ、スポーツ団体等の関係者を委員

とした「学校における働き方改革推進協議会」

を設置いたしまして、その中で、ＩＣＴを活用

した、客観的に勤務状況を把握するシステムの

構築について、現在、協議を重ねているところ

でございます。

また、把握いたしました長時間勤務の状況に

つきましても、各学校の実態に応じて指導を行

うよう、市町村教育長会や校長会等のさまざま

な機会を通して、管理職への啓発や教職員の意
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識改革に努めているところでございます。

今後とも、教職員の勤務状況をしっかりと把

握し、業務の改善や見直しなど、長時間勤務の

縮減に向けた取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 さらなる的確な勤務状況の把

握に向けた取り組みが必要だと言われましたけ

れども、教職員一人一人、個々の勤務実態を正

確に把握する手段については、具体的な説明が

なかったようです。

私が６月議会に質問した際に、タイムカード

の導入等、そういったところに教育長も触れら

れたと思いますが、今後どうされるのでしょう

か。

○教育長（四本 孝君） 国が示しました勤務

時間の客観的な把握の方法につきましては、Ｉ

ＣＴの活用やタイムカードなどによるものとさ

れているところであります。そこで、本県にお

きましても、タイムカードの導入も含め、さま

ざまな方法について検討を行い、現在、パソコ

ン上でクリックするなどの方法で勤務時間を客

観的に管理するシステムの構築について検討を

進めているところであります。

○髙橋 透議員 とにかく一人一人の正確な勤

務時間を、しっかりと校長が把握することです

よね。そこはやっぱり、しっかりと今後取り組

んでいただきたい。聞くところによりますと、

臨時的任用職員、あるいは非常勤も勤務実態は

正規の方と変わらないと聞いております。公務

の職場だからいいというわけじゃなくて、民間

だったら５年経過すれば正社員にせないかんの

ですよ。でも、公のところはそこは免除されて

いるわけですよね。そういう意味では、臨時的

任用職員、非常勤のところもしっかりと目配り

していただくことをお願いしておきます。

最後の質問になると思いますが、服部植物研

究所が県文化賞を受賞いたしました。そして、

先日は研究所を建造物としての国登録有形文化

財に登録するよう答申が出されたところです。

また、８月28日には、日南市北郷町の猪八重渓

谷が、県内で初めて「日本の貴重な苔の森」に

選定されました。重ね重ねの受賞は大変喜ばし

いことであり、御尽力いただきました関係各位

に、心から感謝、御礼を申し上げます。

11月５日の県文化賞授賞式での挨拶にもあり

ましたが、研究所の知名度不足を言われていま

した。私も２年前の質問で、服部植物研究所が

貴重な研究機関であることや、服部博士の功績

を県民に広く知ってもらう取り組みを申し上げ

たところであります。まずは、子供たちに知っ

てもらうことが大事です。

そこで、小中学校において服部植物研究所の

知名度を高めるために、県教育委員会としてど

のように取り組むのか、教育長の考えを伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 服部植物研究所は、

本県のみならず、国際的な学術振興に寄与され

てきた研究機関であることに加えまして、設立

者である服部新佐博士の生きざまから、子供た

ちが、自分の夢を実現するために努力すること

の大切さを学ぶことができるなど、教育的にも

貴重な施設であると認識をしております。

県教育委員会といたしましては、県内全ての

小学校に配付しております社会科副読本に、本

研究所の概要や博士の功績について掲載するな

ど、本県の子供たちへの周知について検討して

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 「みやざき百一人」というリ

ストがありますが、ここにしっかり服部新佐博

士は紹介されているわけで、これを学校に活用
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すべきだと思いますが、教育長の考えを伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県が平成11年に発行

いたしました、「みやざきの百一人」につきま

しては、本県の礎を築いた先人たちの思いや知

恵を学び、自己の生き方について考えること

や、地域に誇りと愛着を深め、郷土愛を育むた

めに有効な資料だと考えております。

そのため、先ほど申し上げました社会科副読

本や、県教育委員会が運営するホームページ

「教育ネットひむか」に百一人のお名前を掲載

するなど、本県の子供たちへの周知について検

討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 子供たちも、余りこの研究所

を訪れていない、特に市外になると、ことし木

花小学校の子供たちが10人ぐらい来たとかおっ

しゃっていたぐらいで、余り活用してくれてい

ない実態がありますから、今後、教育委員会と

しても、しっかりと県内に幅広く紹介をしてい

ただきたいと思います。

この服部植物研究所と県総合博物館の連携に

ついて、お伺いしてまいります。

県総合博物館の今年度予算は１億4,952万円で

あります。その大半は管理運営費であって、事

業費は特別展費や博物館講座等に1,500万円強、

調査研究費や資料収集費はわずか500万円弱で

す。学芸員の人的配置についても、さまざまな

課題があると推察されます。

その意味では、服部植物研究所と連携して研

究所を有効に活用することによって、各種の研

究に貢献できるのではないかと私は思います。

県総合博物館は、これまで服部植物研究所と

どのような連携をしてこられたのか、また、服

部植物研究所を県総合博物館の分館として位置

づけることはできないのか、教育長に伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県総合博物館におき

ましては、これまでに服部植物研究所の協力を

得た展示会の開催や、研究所の方と共同で野外

調査などを行ったところでございます。

議員から御提案のありました、県総合博物館

の分館としての位置づけにつきましては、当該

研究所が県立の博物館としての性質・役割を担

える施設であるかどうか、また、その研究成果

・内容を、県の教育機関としてどのように活用

していくのかというようなことを検討した上

で、考えていくことになろうかと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 高知県に牧野植物園がありま

す。牧野博士が、そもそも私財をなげうってつ

くられたものを、昭和33年に高知県立として顕

彰するために、施設を位置づけたということで

ありますが、服部植物研究所の片桐所長が、知

事も覚えていらっしゃると思いますが、県文化

賞授賞式で言われていました。今回の団体とし

ての文化賞の受賞は、県として研究所を応援し

ていただくメッセージとして受けとめたい、そ

ういう挨拶だったと思います。服部植物研究所

を県立とはしなくても、せめて県総合博物館の

分館として位置づけていかれるよう、知事の３

期目の重要施策の一つとして掲げられるようお

願いします。知事に明確な答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） ３期目に向けて練り上

げるべきさまざまな施策について提案をいただ

いておりますことに、感謝を申し上げます。

服部植物研究所が今回、県文化賞受賞された

こと、そして、その建物も文化財として評価を

されたこと、これは、県民の皆様に、このすば

らしい世界で唯一のコケの研究所というものを

知っていただく非常にいい機会であるというふ
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うに受けとめておるところであります。

議員から御提案のありました、県総合博物館

の分館としての位置づけにつきましては、先ほ

ど教育長がお答えしましたとおり、この研究所

の県立の博物館としての役割、活用など、検討

の必要があろうかと考えておるところでありま

す。

今、県の美術館が、県内にあります他の３つ

の美術館と連携しながら、さまざまな情報共有

をして、発信をしていく、連携をしていく、そ

のような取り組みが進められているところであ

りまして、これまで以上に連携しながら、とも

に発信をしていくと、そのような展開というも

のを考えられるのではないかと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 知事は、県文化賞授賞式の挨

拶の中で、研究所の知名度を高めるために―

そうだったと私は受けとめたんですが―「ア

トランタ五輪の谷口浩美選手にコケを持っても

らって、こけちゃいました」と言ってもらった

らどうかと、そんな大きなひねりを入れられま

したが、それでは知事の大好きなチコちゃんに

怒られますよ。３期目を控えていらっしゃいま

すから、こけないように、服部植物研究所の知

名度を高めるために私と一緒に貢献していこう

ではありませんか。

全ての質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○外山 衛副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 県民の

声、井上紀代子です。多くの皆様に傍聴いただ

き、感謝いたします。通告に従い、一般質問を

いたします。

ＴＰＰ協定交渉に日本が参加して５年が経過

しましたが、ついに12月30日に発効されること

になりました。

この間、ＴＰＰ協定交渉からのアメリカの離

脱やＥＵからの英国の脱退等、自国第一主義を

宣言する国が増加する中で、統一ルールに基づ

くグローバルな経済圏の構築を目指すＴＰＰ協

定のイメージは、当初の農林水産業等を圧迫す

る悪役から随分と変わり、自由貿易を守る公平

なルールづくりへとよいイメージが広がってい

るような感じを受けます。

しかしながら、ＴＰＰ協定自体はアメリカが

抜けただけで、貿易関税の撤廃や投資・知的財

産の保護など、幅広い分野での自由化を目指す

本質は変わっておらず、我が国の経済や国民生

活に大きな影響をもたらす協定であることは何

ら変わりありません。

また、来年２月には、ＥＵとのＥＰＡ協定の

発効も見込まれ、５月には新しい元号に改ま

り、10月には消費税が10％になります。

このように、来年度は、県民生活や本県産業

の屋台骨を揺るがしかねない制度改革が続きま

すので、私たち県議会も執行部も大いに気合い

を入れて、明確な施策を打ち出していく必要が

あります。

この大変な時代を前に、河野知事は３期目を

目指されます。

以前、知事は、宮崎県は「子育て日本一」を

目指すと言われました。すばらしい目標だと思
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います。

私は、全ての施策を「子供ファースト」の視

点から見つめ直し、県が目指すべき姿をしっか

りと描くことで、本格的な人口減少社会の中に

あっても、実効ある地方創生や働き方改革を進

めていけると考えています。

そのためには、専門分野でのプロ意識を持っ

た県職員の育成を図るとともに、女性や障がい

者や高齢者なども施策の推進に参画できるオー

ル宮崎での推進体制が必要だと考えます。

そこで、この大きな変革の波を乗り越えてい

く施策を実現していくためには、県職員一人一

人が意欲を持って業務に取り組むことが必要と

考えますが、知事が求める職員とその育成につ

いて伺います。

また、施策の具現化には女性の力が大切です

が、女性が活躍できる社会づくりについて、知

事の考えを伺います。

壇上での質問は以上とし、あとは質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、職員の人材育成についてであります。

県職員には、日々の業務を処理するだけでな

く、アンテナを高く、社会経済情勢の変化や地

域、現場の実情等を把握した上で、本県の将来

を見据え、今何をなすべきかを考える、そうい

う心構えや資質が必要であると考えておりま

す。今、グローバル化やさまざまな制度改正の

御指摘がありました。変化への機動的な対応、

これも大変重要なことであると考えております

し、将来を見据えて長期的な視点で取り組んで

いく、粘り強く取り組んでいく、この姿勢も大

事ではないかと。先日、テクノフェア等が開催

されました工業技術センター、食品開発セン

ターを訪れたところでありますが、ＳＰＧのシ

ラス多孔質ガラスの研究、さらにはチョウザメ

の30年かかった開発、宮崎牛など、長年にわ

たって蓄積をされて積み上げてきた、そのよう

なものもあるわけであります。

このため、各種研修の充実や職員提案制度な

どの実施によりまして、挑戦する意欲を喚起

し、チャレンジ精神に富んだプロ意識の高い職

員の育成に努めるとともに、一人一人が持てる

力を十分に発揮できるよう、風通しのよい職場

環境づくりを進めているところであります。

私自身も、折に触れ、全職員向けにメッセー

ジを発信しますほか、機会あるごとに職員と直

接意見を交わし、私自身の思いを伝え、やる気

を引き出すよう心がけているところでありま

す。

今後とも、全ての職員が、私とともに県政の

推進に邁進できますよう、職員の士気高揚に努

め、意欲と能力にあふれた職員の育成に努めて

まいりたいと考えております。

次に、女性が活躍できる社会づくりについて

であります。

豊かで活力ある県づくりを進める上では、女

性がその意欲と能力を生かしながら、社会で活

躍できる環境を整えることが大変重要であると

考えております。

海外へ出張した折など、特に担当者として、

また責任者として女性の管理職などが出てこら

れる場面が多く、まだまだ日本はその面ではお

くれているのではないかなと実感する機会があ

ります。

審議会などで、さまざまな分野で活躍する女

性からいろいろなお話を伺っているところであ

りますが、農林水産業、さらには建設業、さま

ざまな場面で、女性の活躍というものが徐々に
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広がりつつあるなという手応えも感じていると

ころであります。またそれが、単に担い手不足

を補うための活躍というような視点ではいけな

いと考えているところであります。

現段階では、男女の固定的役割分担意識はま

だまだ根強く、家事や育児などについては、い

まだに女性の負担が大きいなど、解決すべき課

題が残っている現状があります。

現在、「第３次みやざき男女共同参画プラ

ン」に基づく取り組みを行っているところであ

りますが、日本一子育てがしやすい環境づくり

や、男性中心の働き方の見直しなど女性が活躍

できる環境づくりを進めることで、女性はもち

ろん男性も生き生きと働き、ともに活躍する宮

崎の実現に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。〔降壇〕

○井上紀代子議員 組織が生きるも死ぬも人次

第だと思っています。

働き方改革が声高に叫ばれますが、形だけの

改革ではなく、仕事に対して高いモチベーショ

ンを持った職員が評価され、達成感を抱きなが

らさらに新しいプロジェクトにチャレンジでき

る職場づくりが大切だと思います。職員の育成

についても、プロ意識を醸成、育成するため

に、国、企業、海外と学ぶ場所もグローバルに

取り組んでいただきますよう、要望しておきた

いと思います。

次に、障がい者雇用についてお伺いいたしま

す。

中央省庁の障がい者雇用の水増し問題は、障

がい者雇用に対する中央省庁の意識の低さが泥

縄式に露呈していく状況となっています。

県組織においても、少ない職員定数で県民

サービスを展開していくためには、障がい者を

配置できない職場も少なくないことが、現実な

のだろうと思います。

そこで、本県では障がいを持つ職員をどのよ

うに配置しているのか、また、今後、雇用する

障がい者の配置をどのように進めていくのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 障がいのある職員

の配置につきましては、これまで、本人の希望

・適正を踏まえるとともに、障がいの種類やそ

の程度などに応じて、職場までの通勤手段や職

務の内容、さらには、職場環境も十分考慮しな

がら行ってきたところであります。

具体的には、職場までの公共交通機関の有無

やその種類の確認を初め、肢体の不自由や聴覚

障害など障がいの種類に配慮した、業務への配

置や職場環境の整備に努めてきたところであり

ます。

今後の配置に当たりましては、障がいの特性

を踏まえた、業務内容の検討や働きやすい職場

環境づくりを一層進め、職域の拡大を図ってま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 企業においては、障がい者

雇用の推進施策として、障がい者雇用に配慮し

た特例子会社の整備が認められています。

県組織においても、採用した一人一人の障が

い者が希望するキャリアデザインを具体化して

いけるよう、特段の配慮が必要だと考えており

ます。

そこで、障がい者雇用の受け皿となる組織の

明確化、受け入れ体制や資質向上対策の整備に

ついて、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 障がい者雇用を推

進するに当たりましては、障がいのある職員

が、公務を遂行するに当たって、その有する能

力を十分に発揮できるよう、障がいの特性に配

慮した職場環境づくりを進めることが大変重要
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であると考えております。

したがいまして、例えば、職場内の机等の配

置の工夫や、移動に支障となる物を通路に置か

ないなどといった、移動の負担の軽減、こう

いったものを図ったりですとか、休暇・休憩の

取得に際して、通院や体調に配慮するなど、障

がいの状態等を考慮し、適切に対応する必要が

あります。

中でも、本人のプライバシーに配慮した上

で、各所属において他の職員に対し、障がいの

内容や必要な配慮等を説明し、周囲の職員一人

一人が、その特性に関する正しい知識の習得や

理解を深めることが何より重要であると考えて

おります。

今後とも、職員個々の障がいの状態や職場の

状況に応じて、適切な配慮を行い、ハード・ソ

フト両面において職場環境を整えることで、障

がい者の雇用を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 障がい者対策というのは、

ヘルプからサポートそしてアシストと変わって

きました。

現在では、「ＷｉＴＨ 共に」という概念にま

で来ることができました。県の障がい者雇用に

おける職域拡大は大いに期待をしています。こ

の言葉を決して私は忘れないでいようと思って

います。

そのためには障がいに対する理解が必要であ

り、「ＷｉＴＨ 共に」という姿勢が具現化する

べきだと考えています。数合わせでごまかすこ

とは決してあってはならないことだと思いま

す。

議員調査などでさまざまな都道府県に行きま

すが、本県の県職員定数は他県と比較してかな

り少ないのではないかと感じております。

行財政改革はしっかりとめり張りをつけて推

進していく必要がありますが、仕事の流れが異

なる障がいを持つ職員を仲間として受け入れて

いくためには、職員定数をふやしていく見直し

も必要ではないかと考えております。

県執行部の英断を要望しておきます。

次に農政問題で、農政水産部長にお答えをお

願いいたします。

ＴＰＰ協定対策ですが、国の影響試算では、

この協定の発効による影響は、ミカンやカボ

チャ、ジャガイモ等の野菜、カツオ、マグロ、

杉材等が限定的ながら影響があり、牛肉と豚

肉、牛乳、乳製品の価格下落や、長期的には関

税引き下げの影響ありとされています。

全共で３大会連続日本一を獲得した宮崎牛

は、輸出においても「JAPAN Champion Beef」と

して、圧倒的なブランド力を発揮して売り上げ

を伸ばしています。

課題は、輸入品との品質差が余りないとされ

ている豚肉への影響です。

本県は全国第２位の豚の生産県であり、「き

なこ豚」や「観音池ポーク」「おいも豚」など

のようにさまざまな銘柄豚が生産されており、

県外の方にも自慢できる味に仕上がっていると

思っています。

そこで、県が推進している「宮崎ブランド

ポーク」の選定基準について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎ブランド

ポークにつきましては、従来のブランドであり

ましたハマユウポークが口蹄疫により途絶えた

ことから、平成25年度に新たに県商品ブランド

として認証しているところであります。

その認証基準につきましては、まず、生産履

歴の記録や飼養衛生管理基準を遵守した「安全
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・安心な豚肉」であること、次に、飼料や飼育

方法に特徴のある「多様で高品質な豚肉」であ

ること、最後に、生産者と販売者及び食肉処理

業者との「契約取引により販売」されているこ

との３つの条件を満たしているものが、宮崎ブ

ランドポークとして販売をされております。

現在、宮崎ブランドポークには、消費者ニー

ズの多様化に対応して、例えば飼料等にこだ

わった「おいも豚」を初め、個別農場で生産さ

れる銘柄や広域的に生産されている銘柄な

ど、16銘柄がございます。

○井上紀代子議員 実は私は豚肉が大好きで、

基準値を超えるほど食べてしまい、現在ではア

レルギーが出る状態になっております。豚肉は

どれでも同じではなくて、飼料によって確実に

味わいが変わります。基準については、もっと

データ分析をしていただければ、次の展開があ

るのではないかと思っておりますので、よろし

くお願いしておきたいと思います。

また、本県の豚肉の課題は、例えば日本一の

生産量を誇る鶏肉であれば、「炭火焼き」とか

「チキン南蛮」等がありますが、水産であれ

ば、地域が主体となって「カツオ炙り重」や

「ぶりプリ丼」等の御当地メニューづくりが進

められています。

豚肉にも本県を代表する御当地メニューがあ

るとよいのになと考えています。

６次産業化に取り組んでいる養豚農家の中に

は、メンチカツを年間200万枚以上売り上げ、高

齢者介護用の商品まで開発している方もおられ

ます。

海外でも戦える本県の豚肉ブランド力強化

と、宮崎ならではの豚肉食文化の創出に向けた

今後の取り組みについて、部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎ブランド

ポークの販売戦略ということだと思いますけれ

ども、県内外における認知度向上や販路・消費

拡大を目的に、さまざまな取り組みを行ってお

ります。具体的には、メディア等を活用した情

報発信や指定店でのフェア等の開催、多種・多

様な銘柄豚の特徴を生かした商談等による契約

取引の推進、指定店の拡大や消費者が参加でき

る各種イベント等の開催などに取り組んでいる

ところでございます。

その取り組みの一つといたしまして、本年９

月、宮崎市内で女性をターゲットにしたイベン

トが開催され、約300名の参加者の方々が14種類

の豚肉料理を楽しまれたところであります。私

も参加させていただきましたが、参加者の方か

ら高い評価の声を直接伺い、宮崎ブランドポー

クの消費拡大等の大きな可能性を実感したとこ

ろでございます。

今後も県内外において、このようにターゲッ

トを明確にした取り組みを積極的に進めるな

ど、戦略的に認知度向上と販路拡大に努めてま

いりたいと考えているところであります。

○井上紀代子議員 マンゴーを初めとしまし

て、本県の食のブランド化の取り組みは、試験

研究の成果を産地づくりに結びつけていくこと

で、他県の追随を許さない産地をつくってきま

した。

これからは、農山漁村の人口が大きく減少す

る中で、ブランド産地を維持し、さらなる差別

化に向けた新しい付加価値が求められていま

す。

この激動の時代を生き抜いていくため、本県

農林水産物の国内外でのブランド力強化をどう

展開していこうとされているのか、郡司副知事

にお尋ねいたします。
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○副知事（郡司行敏君） 完熟マンゴー「太陽

のタマゴ」や「宮崎牛」「宮崎キャビア」さら

には、ただいま御質問のありました「宮崎ブラ

ンドポーク」に代表されます、本県農林水産物

は、他県にはない高いポテンシャルを有してお

り、その価値を生かすしっかりとしたものづく

りと攻めのＰＲが、大変重要であると考えてお

ります。

さらに、本県では、全国トップクラスの残留

農薬検査体制を基盤に、農産物の栄養・機能性

にも着目し、国内外で高まる健康志向のニーズ

にもいち早く対応するなど、他県に先駆けた取

り組みも展開しているところであります。

これらの「宮崎ならではの強み」を生かし、

知事や私が先頭に立ち、国内外を問わず、あら

ゆる機会を活用し、生産者のものづくりに込め

た熱い思いとともに、積極的なＰＲを行ってま

いりたいと考えております。

農業を取り巻く情勢はまさに激動の時代であ

りますが、「変化が起こっているときこそチャ

ンスである」と捉え、関係機関・団体、生産者

と一体となって、本県農林水産物のさらなるブ

ランド力の強化に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私は４月にイタリアへ行っ

たんですけど、ミラノを通るたびに、あのとき

の食博のことが忘れられません。あれは本当

に、私ども宮崎県にとっても大きな大きな出発

点だったと思います。海外で、宮崎の名前を、

ブランドを発信したのは、あのときが最初では

ないのかなと思っています。イタリアは、そう

いう意味では、いろんなものが本当に丁寧にま

だまだ残っているところでもありますので、ま

たイタリアには行ってみたいと思うところで

す。

次に、林業振興についてお伺いいたします。

これまで林業は、森林所有者と伐採事業者、

造林事業者はもとより、木材加工事業者等とも

連携しながら山を守ってきました。

近年、木材輸出やバイオマス燃料等の木材需

要の伸びに伴い、本県の伐採量はここ10年で1.4

倍に伸びるなど、山に活力が戻ってきた感じを

受けています。

その一方で、誤伐・盗伐や未植栽林の増加な

ど、さまざまな課題も浮き彫りになってきてい

ます。

このような中で、県では各地域に「山会議」

と呼ばれる協議組織を立ち上げ、今後の地域林

業のあり方や担い手の育成対策等の検討に着手

されています。

そこで、各地域の「山会議」において、担い

手の確保・育成に向けどのような検討が行われ

ているのか、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 昨年度設置し

ました県、市町村、林業関係団体等で構成する

「山会議」では、「適正な森林管理」「再造林

対策」「林業担い手対策」の３つを重点的な

テーマとして、取り組みを進めているところで

あります。

そのうち林業の担い手の確保・育成の取り組

みにつきましては、県内の７つの地区協議会に

おいて、小中学生や高校生等に対する林業の魅

力を伝える体験学習や、来年度開講する「みや

ざき林業大学校」のＰＲ、伐採・再造林一貫作

業の事業体連携などに取り組んでいるところで

あります。

また、林業の労務負担軽減のためのドローン

を活用した苗木運搬の実証実験なども開始して

おり、今後の事業化等も検討していくことにし
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ております。

今後とも、山会議を通じて、地域の実情に応

じた担い手の確保・育成の取り組みをさらに進

めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 これからの山の主要課題

は、再造林の推進です。このため、今後育成す

べき山の事業者は、伐採と再造林を一体的に行

う一貫作業事業体や、これらの作業を連携して

行う連携事業体であり、これらの事業体に施策

を集中していく必要があります。

本県の伐採と再造林の一貫作業事業体や連携

事業体数の推移と、これら事業体が伐採・植林

作業に占めるおおよその割合について、環境森

林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 伐採後直ちに

造林を行う一貫作業システムは、伐採作業で使

用した機械を造林に活用し、作業軽減や低コス

ト化を図るとともに、コンテナ苗の活用により

年間を通じた植栽を可能にするなど、再造林を

進める上で極めて有効なものであります。

このため県では、平成27年度から作業方法や

歩掛かり等を検討するための実証事業に取り組

み、その成果について、山会議等での研修会を

通じて普及に努めてきたところであります。

また、今年度から国の事業を活用し、森林組

合を中心に100ヘクタールで一貫作業を実施して

いるところであります。今後は民間の素材生産

事業体へも事業を拡大する予定であります。

一貫作業システムの導入は、再造林の推進に

大きく貢献しますことから、本システムの普及

・定着に向けて、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 国においては、地域の実情

に応じた森林の整備を推進するため、森林環境

税を創設し、来年度から前倒しで新しい森林管

理システムの導入などを推進することとしてい

ます。

本県においてはこの税を財源に、林業大学校

の創設や間伐等の促進に取り組んでいかれると

伺っています。

まず、国の既存の補助金と県の森林環境税、

新設される国の森林環境譲与税をどのようにす

み分けながら施策を展開していくのか、環境森

林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年度から創

設予定の国の森林環境譲与税につきましては、

市町村は、森林の集約化等のための所有者への

意向調査や境界画定、間伐や路網整備等の森林

整備、森林整備を担う人材の確保・育成等の取

り組みに充てるものとされております。

また、県は、市町村職員の研修や林地台帳の

精度向上などに活用するとともに、地域林政ア

ドバイザーのあっせんなど、市町村の実行体制

づくりを支援することとしております。

一方、県の森林環境税は、県民共有の財産で

あります森林を保全するために創設したもので

ありますが、その使途のうち間伐や公有林化な

ど、国の森林環境譲与税の対象となる部分を除

きまして、引き続き、森林（もり）づくり活動

への支援や再造林対策の強化などに活用してい

きたいと考えております。

今後とも、市町村と十分連携しながら、両税

を有効活用し、生産性の高い森林経営の確立

と、豊かな森林環境の保全・創出を図ってまい

りたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、現時点での林業大学

校のソフト・ハード面での整備の進捗状況と学

生募集の進捗状況についてお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年度開講予

定のみやざき林業大学校では、現在、カリキュ
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ラムの編成や研修用機器の整備等を進めるとと

もに、今月から受講生の一般選考を行っている

ところであります。

カリキュラムについては、就業に直接役立

ち、全国でも最多となる16の資格取得、ＩＣＴ

技術を活用した最先端技術の講座のほか、飫肥

林業の歴史や文化など、宮崎ならではの講座も

盛り込むこととしております。

また、受講生の募集については、教育委員会

と連携し、県内全ての高校や関係団体への個別

訪問のほか、オープンキャンパスを実施するな

ど、積極的な活動を展開してきたところであり

ます。なお、募集状況につきましては、定員を

上回る応募があったところであります。

林業大学校においては、確かな知識と技術を

習得し、「林業愛」と「郷土愛」を育む、林業

県として全国に誇れる人材育成の場となります

よう、来年４月の開講に向け、しっかり準備を

進めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ステータスのある、宮崎県

ならではのといいますか、林業大学校の開設を

期待しています。

今後、時代が大きく変わっていく中で、林業

においても、多様な担い手が連携しながら山を

守っていく仕組みづくりが必要です。

新しい森林環境税では、放置された森林につ

いては市町村が間伐等の管理を行うとされてい

ます。

平成の大合併や行財政改革により、いずれの

市町村も大変少ない職員で、たくさんの業務を

やりくりしている現実を踏まえますと、県の強

力な指導・支援が必要不可欠だと考えます。

新しい森林環境譲与税で始まる本県森林の整

備推進にかける知事の思いをお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、森林資源の利

用期を迎えております杉素材生産量が、27年連

続して全国トップとなるなど、林業先進県であ

ります。

しかしながら、本県では、森林の所有地が分

散化し、また、近年では伐採現場がより条件の

悪い奥地に移行していることに加え、所有者不

明森林や境界不明森林の増加の問題など、全国

に先駆けて顕在化をしている、いわば課題先進

県でもあります。これを課題解決先進県にして

いく、その努力が必要であろうと考えておりま

す。

森林環境譲与税は、これらに対応する新たな

森林管理システムを踏まえて創設されるもので

ありまして、経営管理されていない森林を、高

い技術を有する林業経営者に委ねることで、林

業生産のフィールドが広がり、より生産力の高

い森林経営が展開され、資源循環型林業の確立

が進むものと考えております。

私としましては、既存の県の森林環境税等に

よる施策に加えまして、森林環境譲与税を活用

した新たな制度の推進に、市町村とも連携をし

ながら積極的に取り組むこと、さらには本県元

副知事であります牧元林野庁長官とのパイプも

十分に生かしながら積極的に取り組んでいき、

本県の森林・林業のポテンシャルをさらに高め

て、全国のトップランナーとしての役割という

ものをしっかりと果たしてまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 期待をしております。

次に、「特別支援教育」について教育長にお

伺いいたします。

本年５月１日現在で、小中学校特別支援学級

在籍者数は2,443名です。10年間の在籍者数の推

移を見ますと、約1,500名ふえ、平成29年から30
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年の伸びは顕著で、１年で150名30学級増加に

なっています。

障がいのある子供が平等に「教育を受ける権

利」を享受・行使することが確保できる環境は

整っているのでしょうか。

まず、公立小中学校の特別支援学級に在籍す

る児童生徒が増加している現状について、どの

ように捉えられているのか、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（四本 孝君） 本年度、小中学校に

おける特別支援学級に在籍をしている児童生徒

数は、今、お話にもありましたが、2,443名であ

りまして、５年前と比較しますと、688名ふえ

て、約1.4倍となっております。

今後も、児童生徒の障がいが多様化するとと

もに、特別支援学級の在籍者数の増加も予想さ

れますことから、県内のどの学校、地域におい

ても、特性に応じた支援が得られる「エリアサ

ポート体制」をより充実させていくことが必要

であると考えております。

このため、県教育委員会といたしましては、

市町村教育委員会と協働しながら、教職員を対

象とした「エリア研修」や、県の施策等の共通

理解を図るための「エリア推進協議会」を実施

するなどして、特別な支援を必要とするそれぞ

れの児童生徒への対応が適切に図れるよう努め

てまいります。

○井上紀代子議員 私は、保護者の方から特別

支援教育に関する御相談を多く受けるわけです

が、中でも不登校に関するものは答えが１つで

なく、大変苦慮いたします。１年間にもわたる

不登校は親を不安にさせます。

まず、特別支援学級に在籍している児童生徒

の不登校の状況について、どのように把握して

おられるのかお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 児童生徒の不登校の

状況につきましては、児童生徒個人への配慮の

観点から、学校全体での把握となっておりまし

て、詳細な内訳については把握をしていない状

況にございます。

県教育委員会におきましては、生徒指導部会

を中心とした不登校の改善に関する研修会を実

施しますとともに、市町村就学指導研究協議会

におきまして、特別支援学級に在籍する児童生

徒の障がいの特性を踏まえた環境整備や教育相

談体制の充実について、具体的な協議や、助言

を行っているところでございます。

今後とも、それらの取り組みを通して、各市

町村教育委員会とともに、特別支援学級におけ

る不登校の改善に向けて、適切な支援に努めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 現在、発達障がいを含む障

がいのある児童生徒への支援は、特別支援教育

担当者への専門研修や通常の学級担任への基礎

研修を行い、障がいの特性に応じた指導力の向

上に努めていただいています。

また、通常の対応で難しいケースについて

は、特別支援教育コーディネーターが保護者や

関係機関との連携をとっておられます。

特別支援教育コーディネーターの現状と今後

について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 特別支援教育コー

ディネーターにつきましては、県内全ての小中

学校において校長が指名し、関係機関との連絡

調整や、保護者からの相談などの業務に当たっ

ており、成果が報告をされているところでござ

います。

しかしながら、対象となる児童生徒は年々増

加傾向にあり、負担が大きくなってきておりま

す。
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そのため、県教育委員会といたしましては、

学校の実態に応じて、複数の特別支援教育コー

ディネーターの指名を推奨するとともに、学校

が組織一丸となって対応できるよう、市町村教

育委員会や校長会を通じて、理解・啓発を進め

ているところでございます。

また、本県独自に、より専門性の高いエリア

コーディネーターを配置し、特別支援教育コー

ディネーターを支援することで、各学校の支援

体制の強化を図っているところであります。

○井上紀代子議員 私は厚生常任委員会に所属

しておりますので、説明を受けているんです

が、福祉保健部では、「宮崎県発達障がい者支

援計画」を来年３月を目途に策定予定です。計

画の取り組み方向性は、「（１）全ライフス

テージを通じた切れ目のない支援体制の構築」

として、早期発見・早期支援並びに発達支援セ

ンターの機能強化をしています。２つ目が

「（２）発達障がいへの理解促進」を挙げてい

ます。

検診部門を担当している福祉保健部で持つ

データは、格別に重要です。

保護者が、子育て中のどこで障がいの有無に

気づき、受けとめるかは、ケースによって差が

ありますが、早期に支援が受けられる体制が重

要であることは言うまでもありません。

保護者に寄り添った就学時の相談や関係部局

との連携のあり方について、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（四本 孝君） 就学時の相談につき

ましては、単に就学先を決定するだけのもので

はなく、子供を中心に据えた相談を重ね、保護

者の不安や疑問を取り除きながら、教育的ニー

ズや必要な支援について合意形成を図っていく

ということが大切であると考えております。

そのため、県教育委員会といたしましては、

実施主体である市町村教育委員会の就学指導の

担当者を対象とした研修会の開催や、特別支援

学校のコーディネーターによる相談支援等が行

えるようにしているところであります。

今後とも、市町村教育委員会の相談体制の充

実のために、関係部局との情報共有や連携を促

進しながら、支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 特別支援教育をめぐる一連

のことについて、教育長にお尋ねいたしました

が、実はこの質問をするに当たって、最初に御

相談いただいた―多くのお母さん方から御相

談いただくんですけれども―一番逼迫した形

で御相談いただいた方は、３人の子供をお持ち

の母親なんですけれども、一番上の方がアスペ

ルガーだと言うんですね。そして、自分の子供

の状況からして、通常学校では、その彼女がな

かなか学校に行ける状況にはないと。ただ、療

育手帳がないので、特別支援学校に行けない。

「井上さん、頼むから児相から療育手帳をも

らってくれないか」という御相談でした。少し

ずつ、少しずつ、お話を聞いていくと、１年間

不登校だと。その１年間の不登校の時間が、母

親にとっても、子供にとっても、特に母親に

とって大変不安な材料であり、そしてまた、最

後に彼女が言うには、死んでしまいたいと。そ

の子と一緒に死んでしまいたいと言うわけです

ね。一生懸命お話を聞いて抱きとめてあげた

り、お話を聞いてあげることはできても、子供

に目が行くというところまで行かないわけです

よ。自分の子供がどうこれから人生を送って

いったらよいのかというところまでたどり着か

ないんですね。自分の今のきつさのほうが先に

立っているというふうに言わざるを得ないと思
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います。

今、学校全体を見ますと、一応健常と言われ

る子供たち、それから発達支援を含めて中間に

いるような子供たち、特別支援学校と、この３

つあるわけですけれども、今、真ん中と言われ

ている発達障がいの人たちのところというの

は、驚くほど人数がふえているわけですね。そ

して、これから先、それじゃ、そこの数が減っ

ていくのか。特別支援学校にしても、若干では

ありますけど、どんどん上がっていっているわ

けですね。ですから、昔はわかりやすかったん

ですね。健常児、障がい児という言い方をして

いたわけですけれども。グレーゾーンの子供た

ちというのが非常にふえてきている。でも、そ

の子供たち一人一人も、やはり教育を受ける権

利があり、それを享受する権利があるわけで

す。行使できる権利があるわけですね。それ

を、今後どうしたら、その子たちに視点が行

き、その子たちがしっかりと生きていく、自分

の人生設計がつくれるようになるのかというこ

とを、学校側も含めて、福祉・保健事務所も、

子育て日本一と言ってくださった知事のその思

いも含めて、ここで具現化していかなければい

けないのではないかと思うんですね。

今回質問するに当たり、多くのサークルをお

持ちの、例えば、同じ障がいでお集まりのお母

さん方、それから、ひとり親の学習支援をして

いただいているところ、数多くのところのサー

クルを回らせていただいて、聞いてみました。

その子たちは特別支援学校に行くのがいいの

か、今のままがいいのか。どちらがいいのかと

いうことを、私自身としても判断がつかない部

分もいっぱいあったものですから、検証させて

いただきました。そうしたら、やっぱり、子供

に能力がある以上は、その能力をしっかり伸ば

してあげるということがとても大切じゃないか

なという結論に達したところです。

前から私は、特別支援学校のあり方も含め

て、やはりここにはきちんとメスを入れるとい

うか、もっとしっかりと、国も含めて考えてい

くということが大切なんじゃないかということ

を申し上げてきましたが、結論としては、今ま

でも変わらずに、現状のまま、親か子供がその

現状に合わせていく。実態と少しも合っていな

いという状態になっていると思っています。

それで、お母さん方に話を聞いてみますと、

個別指導、マンツーマンだったら、本当に、確

実に伸びていくんだそうです。今度、高校の教

育のところに受け入れていただけますが、発達

障がいの人たちも受け入れていただくようにな

りましたので、そこは丁寧にやっていただい

て、そのデータはどう生かされていくのかなと

私自身は楽しみにしているところでもあるんで

すけど、慎重かつ丁寧に市町村教育委員会と議

論をしていただかねばいけないのではないかと

思います。

そしてまた、１歳児健診、２歳児、３歳児、

５歳児健診のときに、そのデータというのは、

福祉保健部が持っているわけです。そのデータ

をどう活用できるのか。親が障がいを受けとめ

る力をどこで持つのか。このあたりが大変微妙

であり、そしてまた、それが、今ある制度の中

で救われないまま、落ちこぼれていくというこ

とになるのではないかなと思います。

責めているわけでは全然ないので、教育長

に、そこは誤解していただきたくないんです

が、特別支援教育を取り巻く課題は、まさにマ

ンパワーと指摘せざるを得ない、私はそう思っ

ています。ですから、先生の数をどうしていく

のか、通常学級にいらっしゃる先生方をどう配
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置していくのか、研修をどうしていくのか、こ

れはとても大切なことではないかなと思いま

す。ここにぜひ力を入れていただきたいと思っ

ています。

また、今後の特別支援教育のニーズは本当に

ふえていくと思いますし、多様化していくもの

と考えられます。市町村教育委員会の皆さん

が、県が考えているほど、熱くその実態を受け

とめていらっしゃるかどうかということも確認

をした方が私はいいのではないかなと思います

が、この問題については、ともに徹底した議論

をしていただくことを強く望んでおきます。

そしてまた、今回質問はいたしませんでした

が、女性がしっかりとした体で、小さい女の子

が育っていき男の子も健康に育っていき、きち

んとして、最低でも1,500グラムは超えていくよ

うな子供が産めるような体制というのをつくり

あげていく必要があると思うんですね。教育委

員会も一緒になって教育していく必要があると

思います。今、生まれてくる子供たちの中で、

先日は75グラムという子もいらっしゃいました

が、私の友人の孫は「700グラムあればいいのに

ね。15グラム足りなかった」という状態です。

でも、かといって、そのママになった子が、

ちょっと外れた生活をしていたかというと、そ

うでもないんですね。だから、どう判断してい

いかがわからない、そういうところがありまし

た。日南の地域センターに行きましたときに話

を聞いた子は、385グラムでした。だから、きち

んと子供を産める体というか、ともに育ててい

ける体を、私たちは健康づくりというものにも

目を配らなければいけないのではないかなと思

う次第です。

次に、私は、宮崎県議会で唯一の「さんさん

クラブ」会員ではないでしょうか。

地元クラブに入会して以降、さんさんクラブ

の活動に数多く参加してまいりました。さんさ

んクラブは県内26連合会組織があり、地域クラ

ブは1,061クラブあります。

活動は多岐にわたり、１．健康づくり介護予

防、２．趣味文化レクリエーション、３．地域

文化伝承地域間交流、４．友愛訪問地域支え合

い、５．環境美化リサイクル、６．安心安全な

地域づくりに取り組まれています。

このようなさんさんクラブの活動をどう評価

されているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） さんさんク

ラブは、いわゆる老人クラブの愛称でございま

すが、ひとり暮らしの高齢者宅への訪問、それ

から子供の見守り、さらには健康づくりやス

ポーツなど、さまざまな活動に取り組まれ、地

域福祉の向上や健康寿命の延伸に寄与していた

だいていると考えております。

また、地域包括ケアシステムを推進する上で

も、高齢者の社会参加や、介護予防と相互の生

活支援という観点から、その活動と果たすべき

役割の拡大が期待されているところでございま

す。

このように、さんさんクラブは、地域社会を

支える重要な担い手でありますことから、県で

は、毎年、会員増や活動の活性化に取り組む優

良クラブを選定しまして、表彰を行うととも

に、クラブに対する活動助成を行い、その取り

組みを支援しているところでございます。

○井上紀代子議員 なかなか財政的に厳しいで

しょうけれども、少しでもまた助成をよろしく

お願いいたします。

次に、厚生常任委員会で都城の松ノ元地区で

取り組まれています認知症カフェ（オレンジカ
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フェ）を調査させていただきました。

ワンコイン500円で昼食とお茶を提供し、音楽

療法・古い映画鑑賞など、認知症の方のために

工夫された時間を提供されていました。

自治会もバックアップし、まさに地域力発揮

の現状です。週１回であっても、在宅で介護を

される家族にとってはありがたく、重なる用事

を済ませることもできます。

県内の認知症カフェの設置状況と今後の設置

拡大に向けてどう取り組んでいかれるのか、福

祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 認知症カ

フェは、認知症の方やその家族が集う場とし

て、現在、17の市町に48カ所設置されておりま

す。

県といたしましては、全ての市町村で設置さ

れるよう、未設置市町村への働きかけを行うと

ともに、開設を希望する団体への助言や指導な

どを行い、設置拡大を図っているところでござ

います。

また、市町村や運営団体等に対して、認知症

介護に係る技術の習得や運営方法に関する研修

会を開催するほか、個別の相談への対応等、そ

の機能強化にも取り組んでいるところでござい

ます。

今後とも、関係機関と連携しながら、認知症

カフェの量と質、両面からの充実に、引き続き

取り組んでまいります。

○井上紀代子議員 オレンジカフェの取り組み

は大変いいと思いますので、これもまた丁寧に

拡大をしていっていただきたいと思います。

それでは次に、こども療育センターの果たす

べき役割についてお伺いをいたします。

私の長い議員生活の中で、本当に私をしっか

りとした議員にしていただいたのは、このこど

も療育センターの周辺にいらっしゃった、特別

支援学校の保護者の方たちです。実際に私が議

員になりましたときに、バッジをつけた途端、

私のところにおいでいただきまして、「井上さ

ん、お母さんやっちゃから、お母さんやから私

たちの気持ちはわかるやろ」と言って連れてこ

られた方が、重症心身障がい児の方でした。そ

の子供さんと面会し、親たちと会うことによっ

て、私は改めて自分の子育てもよく考えました

し、それから、その子供を持っているお母さん

たちとのつながりは大変大変深いものになって

いきました。そのころのお母さんは、障がい児

を産んだということで離婚させられる方がいた

り、私が聞いて非常に衝撃的だったのは、「お

化粧もしてみたい」ということを言われたこと

でした。「ミニスカートもはいてみたい」とも

言われておりました。そのときに一番の力に

なっていたのが、このこども療育センターで

す。こども療育センターの役割というのは、大

変大変大きかったというふうに思っています。

そのころのお母さんにとっては、このこども療

育センターは救いの中心であったと思っていま

す。

こども療育センターを取り巻く環境は、肢体

不自由児施設として現在地に移転した昭和62年

から、現在は大きく変化しています。

平成15年には入所児の４割だった重症心身障

がい児が現在は７割を占めるなど、医療の進歩

などを背景とした障がいの重度化・重複化、可

能な限り、我が子を手元で育てたいという在宅

志向の高まり、それに伴う通所や短期入所等の

在宅サービスへのニーズの高まり、また、その

受け皿となる民間施設・事業所も徐々に充実し

てきました。

そして何より、障がいのある子供を持つ親の
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感じている不安や悩みをしっかりと受けとめる

相談機能の充実が求められています。

こども療育センターは、こうした環境の変化

に対応して、本県の障がい児療育において中核

的役割を果たしていかなければなりません。

そこで、こども療育センターの果たすべき役

割についてどう考え、必要な機能強化にどのよ

うに取り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） こども療育

センターにつきましては、小児整形外科やリハ

ビリの機能に加え、障がいの重度化・重複化・

多様化への対応や在宅の医療的ケア児とその家

族への支援、さらには、支援の基礎となる相談

機能などが求められていると考えておりまし

て、これまで機能の充実に努めてきたところで

あります。

しかしながら、こうした役割を十分に果たし

ていくためには、常勤小児科医の不在に加え、

施設・設備が現在の利用者のニーズに対応でき

ていないことなど、解決すべき課題があると認

識しております。

このため、県内唯一の県立の医療型障害児入

所施設として、将来に向けて担うべき役割と施

設のあり方について、現在、センターの所長を

含めた部内検討会において整理しているところ

でございます。

今後、その実現に向けて、庁内関係部局や関

係機関と協議しながら、しっかりと検討を進め

てまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 「今後、その実現に向け

て、庁内関係部局や関係機関と協議しながら、

しっかりと検討を進めてまいりたい」とお答え

いただいたことに、感謝を申し上げたいと思い

ます。

知事には、私は全ての政策を「子供ファース

ト」の視点から見直してほしいと申し上げたん

ですが、私は今回、河野知事が３期目を出馬さ

れるということをお聞きして、子育て日本一を

目指すと言われた、知事のあの思いが共有でき

るので、本当に頑張っていただきたいなと思っ

た次第です。子供の目線でというのは、ただ子

供たちを甘やかすことでもなく、子供たちを

しっかりとした目で育てていくという、本当に

大事なことだと思っています。宮崎県が、もし

子育て日本一の県と、その方向性がしっかりと

メッセージできたら、他県からここに来ていた

だくこともできますし、あとは労働の問題とか

解決すべきことは、どこの県とも同じだと思う

んですね。子育てを日本一にすると言われた県

はそうはないわけで、私は知事のその政策具現

化を、これからも見続けていきたいと思います

が、子供に視点を当てていただく、そして、こ

ども療育センターを含めてそうですが、まだま

だお金のかかるところがいっぱいあります。だ

から、要らないところにはお金を使う必要はな

いけれども、必要なものには最大限お金を使っ

ていただければと思っています。

これで私の一般質問は終わります。ありがと

うございました。

○外山 衛副議長 井上議員、少しお待ちくだ

さい。環境森林部長。

○環境森林部長（甲斐正文君） 申しわけあり

ません。先ほど議員より、本県の伐採と造林の

一貫作業システムに取り組んでいる事業体の数

と、再造林の割合についてお尋ねがありました

が、答弁が一部漏れておりましたので、補足さ

せていただきます。

一貫作業に取り組んだ事業体の数は、平成28

年度が４事業体、平成29年度が13、今年度が10
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月末時点で同じく13となっております。

昨年度の一貫作業による再造林の面積は、県

全体の面積に対して1.4％となっております。今

後、この割合をふやしていくため、各種施策の

推進に努めてまいります。以上です。

○井上紀代子議員 どうもありがとうございま

した。（拍手）

○外山 衛副議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡です。通告に従いまして質問いたします。

まず、知事の政治姿勢であります。

新聞報道によると、知事の政治団体が、経営

事項審査の虚偽申請会社の社長から、会費とし

て20万円を受領していたとあります。内容は、

昨年６月に知事の政治団体に入会し、12カ月分

の12万円とことしの８万円とのことです。

しかし、ことしの７月上旬には、「迷惑をか

けるといけないから」という理由で退会の申し

出があり、事務処理をしたとあります。

経営事項審査は、平成29年６月30日を審査基

準日としていました。今回判明したことは、虚

偽申請を行った会社は、25件の工事全てで虚偽

があり、合わせて２億6,000万円余りに上る実績

の水増しを行ったとあり、その月に知事の政治

団体に会費を納めたことになります。

そして、ことしの７月に退会し、８月に虚偽

申請が判明しています。しかし、業者は既にこ

とし５月から８月にかけて県発注分５件の工

事、１億5,000万円強を受注しています。そし

て、工事受注後８月29日に、業者から虚偽申出

書を受理し、９月に営業停止などの処分を行っ

ています。

これまでの流れを見ていると、何らかのシナ

リオができていたかのように思われます。そこ

でまず、虚偽報告を行った業者から会費を受領

した経緯を、知事にお伺いいたします。

次に、以前にも会費の問題で話題となりまし

た政治資金報告書の分散記載問題で、平成23年

７月に都城市の産業廃棄物処理業者の元役員か

ら受け取った300万円の政治資金は返還されたの

か、あわせてお伺いいたします。

次に、ことしの２月、建設業者ホットライン

でメールによる詳しい内容の通報があり、３月

には３回に分けて立入検査を行ったにもかかわ

らず、虚偽報告を見抜けなかったという報告が

ありました。通報された方はもちろん県民の皆

様から、宮崎県の信頼を大きく失ったと言えま

す。

そこで、行政として業者の処分はもちろん、

行政としての責任の取り方として、誰がどのよ

うな責任をとるべきなのか、知事の見解をお伺

いいたします。

次に、県土整備部長にお伺いいたします。常

任委員会の席で申し上げましたが、企業のモラ

ルとして、また宮崎県の指名業者として今回の

虚偽申請の全容をみずから申し出るべきであ

り、虚偽の内容について具体的に申告されたの

か、お伺いいたします。

次に、総合政策部長にお伺いいたします。

国民体育大会の先催県の情報収集では、どの

ような情報をもって基本計画策定に生かされて

いるのか、お伺いいたします。

次に、県土整備部長に津波避難施設整備につ

いてお伺いいたします。

県総合運動公園に整備予定の海側に面した盛

り土高台について、最大２万5,100人をどのよう

に誘導し、安全に避難できるのか、お伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わり、質問者席よ

り再質問をさせていただきます。（拍手）〔降
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壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、会費20万円についてであります。お尋

ねの経緯についてでありますが、昨年の平成29

年６月に、私の支援者の仲介によりまして、支

援の輪を広げていこうと、何人かにお声がけを

いただき、その中のお一人、株式会社大建の社

長から、私の政治団体の活動を支援したいとの

申し出をいただいたものであります。

同じ月に個人として入会をされ、昨年は12万

円、ことしは８万円、計20万円を受領いたしま

した。ことしの７月上旬に本人から退会の申し

出があり、８月の末で退会をされております。

この20万円につきましては、法的な問題はない

と考えておりますが、道義的な観点から、10月

に全額を返金したところであります。なお、受

領した20万円は、本人からの申し出により、会

計上、寄附金として処理をしているところであ

ります。

次に、平成23年に受領した政治資金について

であります。お尋ねの300万円余につきまして

は、平成26年７月に、相手方に返還の申し出を

行い、いつでも返還できるよう、当該金額を別

管理にするとともに、対応の全てを弁護士に任

せておりますが、現時点で保留されたままと

なっております。

最後に、建設業者ホットラインについてであ

ります。このホットラインにつきましては、建

設業の法令遵守のための情報収集窓口として、

平成20年度から設置をしております。

株式会社大建に関する通報メールをこのホッ

トラインにおいて受領後、３月に立入検査を実

施したところでありますが、県における調査が

不十分であったことや、検査結果を通報者に報

告しなかったことなど、今回の一連の対応によ

り、情報提供者を初め建設業界、県民の皆様に

御迷惑をおかけしたことにつきまして、その責

任を重く受けとめているところであります。

今後は、発注者、資材納入業者等への確認の

強化や現場周辺での聞き取り、行政機関への調

査、通報者への丁寧かつ速やかな対応など、検

査における具体的な手法を盛り込んだマニュア

ルを整備し、このようなことが二度と起こらな

いよう、厳正に取り組んでまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。国体先催県における情報収集の

関係についてであります。

国体開催を控えた県が集まる「国体開催県会

議」が年２回ありますが、大会運営等にかかる

意見交換や資料提供等を行っているほか、本年

度の福井県を初め、ここ数年の開催県を対象

に、競技会場となっております施設の整備内容

や、国体後の利活用の考え方、競技の実施状況

などについて、視察を含め広範な調査を行って

きているところであります。

これらの調査等を本県に置き直しまして、本

県整備計画の検討の参考にさせていただいてい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○県土整備部長（瀬戸長秀美君）〔登壇〕 お

答えします。まず、経営事項審査の虚偽申請に

ついてであります。

経営事項審査における虚偽申請の調査につき

まして、議員御指摘のように、まずは建設業者

に虚偽の内容を全て申告させた上で行うこと

は、有効な方策であると考えております。

県が９月から実施しております株式会社大建

に対する調査は、調査当初において、完成工事
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高のリストに虚偽の有無を記入させるととも

に、建設機械の保有状況、技術者数などについ

ても実態を聴取し、申告をさせたところであり

ます。

現在実施しております調査は、最終的な段階

でございまして、完成工事高以外の項目を含め

て、広範にかつ詳細に行っているところであり

ます。

次に、県総合運動公園に整備予定の盛り土高

台への避難誘導についてであります。

県総合運動公園につきましては、現在、県教

育委員会と協議して作成しました「県総合運動

公園津波避難マニュアル」に基づき、避難誘導

看板の設置や避難方向の路面標示、園内放送な

どにより、避難の誘導に努めているところで

す。

今回計画しております盛り土高台への避難誘

導につきましては、改めて県教育委員会などと

協議を進め、マニュアルの改定を行うととも

に、避難経路の点検、整備を行い、県教育委員

会や指定管理者と連携して、避難誘導訓練の実

施や避難に関するわかりやすいパンフレットの

事前配布など、日ごろからの備えを十分に行

い、利用者の方々が迅速に避難していただける

よう努めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま答弁をいただきまし

た。では、知事の姿勢の中で再度、質問してま

いりますが、今回のホットラインでの立入調査

で、結果的に県の信頼を失ったというお話をさ

せていただきましたが、特に私が問題だと思っ

ているのは、立入調査において、立ち会いを

行った中に一般住民の方が入ってくる。そし

て、その方たちに虚偽をさせてしまったとい

う、これは行政の責任は大きいと、やはり何ら

かの処分が必要だと僕は思っております。

常に行政は市町村との連携を行うとおっ

しゃっています。しかし今回は、都城市との連

絡調整を行わなかったという話も聞いておりま

すし、全ての対応が通常では考えられないのが

現状でございます。

まずは、ここにいらっしゃる知事を初め管理

職の皆さん方の仕事の一つとして、責任をとる

ことも大切な職責ではないでしょうか。ぜひ、

御検討いただきたいと思っております。

次に、総合政策部長に国体施設整備について

再度質問してまいります。

まず、パブリックコメントで、山之口での陸

上競技場整備基本計画素案で示された施設配置

等では狭いとの意見が出ております。その指摘

への回答をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今般、整備基

本計画素案でお示しした施設配置は、国体の施

設基準や陸上競技場の公認基準などを参考に、

必要となる施設やその規模等について検討し、

都城市とも協議しながら、大枠の案としてまと

めたものであります。

パブリックコメントでは、施設間の敷地に余

裕がない、あるいは、大会開催時の選手の招集

所や待機場所等の確保のために十分なスペース

が必要ではないかなどといった御意見がござい

ました。

今後、設計等を進めていく中で、パブリック

コメントで寄せられた御意見や、競技団体等の

御意見も参考にさせていただきながら、施設配

置や可能な工夫などについて、さらに検討を進

めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 先ほど、先催県の情報とか実

際に大会を視察し、それを生かしたというお話

でしたが、大会を視察すれば、必ずエントラン
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スなどの広いスペースがあって、選手がどこに

いる、そういったことは見てくれているはずで

す。だから、そういった意味で、現在の素案の

図面を見て、これでは狭いというのは当然気づ

くべきですし、先催県を見てきた内容としては

大変ずさんな図面になっているなと、私どもは

大変危惧しております。

そういった意味では、ある程度専門的な知識

を持った方たちに意見を聞くことが大事だった

と思っております。そこで、再度質問いたしま

すが、基本計画の策定段階で、競技団体との協

議が一度もなされていない理由をお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 整備基本計画

は、整備場所を定めた上で、施設の配置や事業

費の概算、整備スケジュールなど、陸上競技場

整備に係る大枠を整理したものでございまし

て、今後、基本設計、実施設計、建設工事へと

進めていくこととなります。

競技団体に対しましては、これまでの検討状

況や経過等について、適宜、時期を捉えて御説

明してきたところではございますが、競技団体

の皆様からは、十分ではなかったとの御意見が

あったところでございます。

今後は、この計画をもとに、具体的な内容に

ついて、これまで以上に緊密に意見交換をしな

がら、詳細を検討してまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 それでは、具体的な質問をし

てまいりますが、昭和54年の国民体育大会で

は、閉会のときには台風等で県の体育館を使っ

たというお話を以前させていただきました。こ

の時期につきましては、台風や大雨が危惧され

る時期であります。開会式、閉会式の会場確保

など、十分な対策が可能なのかを、雨天対策用

体育館の計画等も交えてお答えいただきたいと

思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 国体の開催時

期につきましては、日本スポーツ協会が規定し

ます国民体育大会開催基準要項において、９月

中旬から10月中旬とし、また、大会の会期につ

きましては、開催の３年前に日本スポーツ協会

が開催県と協議し、決定することと定められて

おります。

今後、県準備委員会において、総合開・閉会

式などの式典基本方針等を決定しまして、関係

機関・団体と十分連携を図りながら、台風など

の荒天時における対応も含め、受け入れ体制の

準備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 次に、パブリックコメントで

は、現地までの交通アクセスを懸念する意見が

多く寄せられておりましたが、この問題は解決

の見通しが立ったのか。また、県の道路の改良

工事等の計画も含めてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 山之口運動公

園の施設を利用いただき、大会運営等に直接携

わる競技団体等の御意見は、大変重要であると

認識しております。

国体のような多くの来場が想定される大会を

開催する場合には、高速道路を利用した場合の

課題や、臨時駐車場の設置、シャトルバスの対

応などについて検討する必要があるものと考え

ております。

○有岡浩一議員 先日16日、大分銀行ドームで

サッカーの試合がございましたが、高速道路で

の事故や交通渋滞が重なって、約5,000人の方が

会場に入れなかったとか、選手がぎりぎりに到

着するとか、そういったことが現状起きていま

す。30分で市内から来るところを４時間かかっ
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たという情報です。そういった意味では、やは

り相当しっかりとした準備をしておかなけれ

ば、こういった事態を招くのではないかという

懸念を持っております。また、タクシー等で移

動する方にとっても、宮崎は大変遠くて不便だ

なという思いにならないように取り組む必要が

あると考えております。

では続きまして、山之口町民の運動公園とい

うことで、当初、敷地面積は11ヘクタールの山

之口運動公園が候補として進んでおりました。

その後、教育委員会のほうからは、５ヘクター

ルふやしますという話がありました。そして現

在では、さらに６ヘクタールふやしまして11ヘ

クタール、当初の倍の22ヘクタールを超えてい

るという現状であります。そういった意味で、

計画がその都度その都度ふえていくということ

で、計画性がないと指摘されても仕方がないわ

けですが、どのような当初計画を持ってこの候

補地を選ばれたのか、総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 山之口運動公

園の敷地面積につきましては、陸上競技場の整

備内容等について検討を進める中で、必要な広

さを公園区域としてまとめたものでございま

す。昨年11月議会で教育長のほうから御答弁い

ただきました総面積と変わっていないと考えて

おります。

○有岡浩一議員 私が以前お尋ねしたときに５

ヘクタールふやすという駐車場の件でございま

した。その後、また11ヘクタールふえたという

のが正しいと思っております。

次の質問に参ります。現在の県総合運動公園

に整備すれば、パブリックコメントの中では造

成費約100億円が節約できるという意見も寄せら

れておりますが、この意見についてどのように

受けとめられているのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県総合運動公

園に陸上競技場を整備する場合、補助競技場や

投てき練習場、駐車場など既存施設を活用する

ことで、その分の整備費用が節約できるとの御

意見をいただいているところでございます。

一方で、南海トラフ地震の高い発生確率が指

摘されておりまして、県総合運動公園において

新たに大規模集客施設を整備することは難しい

ものと考えておりますが、仮に、県総合運動公

園に整備を行うとすれば、万一、津波が発生し

た場合でも、施設の基本機能を維持するために

は、競技場全体をかさ上げし、地盤やスタンド

構造を強化するといった対策も必要となってま

いりますので、こうした津波対策を必要としな

い都城市山之口町での整備よりも、総額では上

回る費用がかかるという試算もしているところ

であります。

○有岡浩一議員 現在、木花にはサンマリンス

タジアムもあります。そして、ここを避難所に

しようということで、計画も上がっております

が、サンマリンスタジアムの構造でいけば、当

然避難ができるということですから、決して最

初から高くしてつくる必要はないと、僕は思っ

ております。まずは命を守るような構造でいい

と思っていますので、まず基本的な考え方が

違っているのではないかと思っております。

そこで、100億円の節約をする、逆に言うと、

山之口では100億余計に要るのではないかという

話をしておりますが、100億という金額がなかな

かぴんとこないものですから、具体的に話をさ

せていただきますと、県の職員の行政職、教職

員の皆さん、そして警察官の皆さん、我々特別

職等の報酬をもらっている方が、約２万人い
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らっしゃると伺っています。その２万人の方が

１人50万ずつこの事業に投資していただけれ

ば、ちょうど100億になります。１人50万ずつ出

していただく、そういう金額が100億ということ

でありますので、どれだけ皆さん方にとって大

きな金額になるのかというのを考えて、この100

億の節約というのを、もう一度真剣に考えてい

ただくことを強く要望しておきます。

次に、国体運営に関しまして、今の団体か

ら、開催自体に支障があるという話が、先ほど

狭いという中でありました。そして、開催後は

誰が使うんだという声があるんですね。開催後

の利用に不安な声がたくさんある中で、今後ど

のような利活用を考えていらっしゃるのか、総

合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 競技団体から

は、山之口では必要な審判員や補助員を確保で

きず、大会実施が困難である、また、移動距離

が長く、選手や役員の負担が大きくなるなど、

大会運営を不安視する御意見が寄せられている

ところであります。

今回整備する陸上競技場は、国体開催に必要

な第１種公認の基準を満たすものでありまし

て、県西部における新たな拠点として、各種競

技大会やイベントの開催、キャンプ誘致等に活

用されるよう、都城市を初め、関係自治体・団

体の協力のもと、取り組んでまいりたいと考え

ております。

また、こうした大会等の運営や施設の利活用

につきましては、競技団体の皆様の協力が大変

重要でありますので、今後改めて、県の考え方

について説明をさせていただくとともに、丁寧

に意見交換を行い、御理解、御協力いただける

よう努めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 それでは、維持管理の関係に

ついてもお尋ねしておきますが、当初11ヘク

タールが22ヘクタールになって、面積も広がっ

てきているわけですが、当初１億5,000万という

維持管理費を伺っておりましたが、その後どの

ようになったのか、また説明していただきたい

ですし、県が負担すべき金額はどの程度になっ

ているのか、見込みをお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 維持管理費に

つきましては、都城市の公園内に陸上競技場を

整備しますことから、地元市との協議を行うこ

ととしているところでありますが、県の負担に

つきましては、管理運営の手法や管理区分の考

え方等を踏まえながら、今後協議を進めてまい

りたいと考えておりまして、現在、金額、数値

等があるものではございません。どうぞ、よろ

しく御理解いただきたいと思います。

○有岡浩一議員 ６月の質問の中で、長野県や

愛媛県のお話をされましたが、電話で問い合わ

せしましたが、余り参考になる話はいただけま

せんでした。やはり、しっかりと準備をしてい

く。協議をしておかないと、後で次から次に課

題が出てくるのではないかと危惧しておりま

す。

例えば木花の運動公園は、土曜、日曜は駐車

料を300円取っております。山之口の場合は、そ

ういった少しでも維持管理をするための駐車場

料金を取るようなことは考えていらっしゃるの

か、お伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほど申し上

げましたが、都城市の都市公園内に陸上競技場

を建設いたします。したがいまして、駐車場に

ついては都城市の管理ともなってまいりますの

で、今後、協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○有岡浩一議員 先月29日に山之口勤労福祉セ
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ンターで、都城市の土木部が主催する山之口運

動公園の区域拡大についての住民説明会があっ

たそうです。県からは出席されていなかったと

聞きましたが、どれほどの方が参加されたの

か、総合政策部長には報告があったでしょう

か。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 都城市のほう

で、議員おっしゃったような協議がなされたと

聞いております。私どものほうからは直接出席

できませんでしたので、詳細については確認し

ておりません。

○有岡浩一議員 住民説明会では26名の参加を

いただいたと聞いております。

住民の皆さんの十分な理解が得られているの

かが大変疑問でありますし、パブリックコメン

トの中でもそのような声がたくさんありまし

た。どのような維持管理をし、使用料はどうな

のか、住民がどれだけ自由に使えるのか、そう

いったことをしっかり説明しなければ、後で話

が違うということにならないように、しっかり

説明する義務が県にはあると、私は思っており

ます。

そういった意味で最初から申し上げておりま

すが、11ヘクタールの土地でスタートした場所

がどんどん広がっていく。やはり国民体育大会

というものを考えたとき、メーン会場の規模と

しては不適格な場所を選定してしまっているか

らこそ、こういうふうに次から次に課題が出て

くるのではないかというのが、私の思いであり

ます。このことについては、後ほど詳しく説明

したいと思います。

では、県土整備部長に再度お伺いいたしま

す。盛り土高台の関係でございます。

東北大学の津波工学の専門家に資料を送って

尋ねたところ、最初に指摘されたことは、海に

向かって避難することは大変危険だということ

です。このことを皆さんに話しましたが、当た

り前だと一蹴されました。

海に向かって避難することは危険だと言われ

ている中で、盛り土高台へ誘導すべきなのか、

その根拠をお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 海に向かっ

て避難することにつきましては、先ほどお答え

しましたとおり、各大会主催者など利用者への

事前周知や園内放送の実施、避難誘導訓練など

を通して、盛り土高台へ避難することについて

意識を持っていただくことで、心理面の不安を

軽減し、確実に避難していただけるよう努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 それでは、今回の津波避難施

設整備計画の策定に当たり、競技団体等の利用

者の意見を聞いているのか、お伺いいたしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回の津波

避難施設整備計画の策定におきましては、公園

管理者であります県として、緊急的かつ一時的

な津波避難施設について、避難時の安全性を第

一に、通常利用時や景観、経済性などさまざま

な観点から、避難デッキや盛り土高台など複数

の工法及び設置場所を検討した上で計画してお

ります。

競技団体など利用者の方々には、これから詳

細な設計を行う中で、意見を聞きながら施設整

備を進めていくこととしております。

○有岡浩一議員 私は、関係者から絶対反対だ

という声も聞いておりますので、ぜひ説明を

しっかりしていただきたいと思っております。

次に、盛り土高台の構造上、津波のせり上が

り等の危険があると、専門家の意見を聞いてお

りますが、このことについての見解をお伺いい
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たします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 盛り土高台

は、国が策定しております「港湾の津波避難施

設の設計ガイドライン」におきまして、津波避

難施設として位置づけられており、東日本大震

災の被災地であります宮城県など、他県におい

ても整備されているところであります。

今回の盛り土高台は、他県の事例を参考にす

るとともに、平成25年２月に本県が公表しまし

た南海トラフ巨大地震による「津波浸水想定」

で用いた津波モデルを使ってシミュレーション

を行い、計画をしております。

今後は、より詳細な設計を行う中で、再度、

シミュレーションを行い、学識経験者など専門

家の意見も聞きながら、津波に対して安全な構

造となるよう、しっかり検討してまいります。

○有岡浩一議員 今回の計画案は、コンサルタ

ントに依頼をしてつくられた図面であると聞い

ております。専門家はこの構造ではせり上がり

等の可能性があると指摘されているわけですか

ら、しっかりと命を守るための対策をとらない

限りは大丈夫だと言えないと、私は思っており

ます。

巨大津波に対しては、東北のほうでは多重防

御が必要だということで、それぞれに、いろん

な命を守るための対策をやっております。

今回の計画が余りにも単純な計画であって、

命を守るということには多々不安があるという

ことで、安全性が保障されない限り、私自身は

こういう計画を認めるわけにはいかないという

ことを、申し上げておきます。

当初の計画どおり、やはり私は、現在の西側

に津波避難を兼ねた競技場を建設する、避難の

リスクを減らすことが最善だと考えておりま

す。

２万5,000人の若者を動かすことは、そう簡単

にできることでもないですし、負傷者がいれば

それだけ時間がかかる、そういったことをそれ

ぞれ考えて、この避難に対して真剣に取り組ま

なければ、大きな課題を残すことになるという

思いで、今回この質問をしております。

次に、昨日、実業団の方から、宮崎県の木花

を利用するに当たって、整備、交通アクセス、

そういったものが充実していることで使ってい

るのだということでありました。もしクロスカ

ントリー等が使えないのであれば宮崎には来な

いと。そして、移動距離が遠いところにも我々

は行かないという苦言をいただきました。

そこで、知事にお伺いいたします。今回の盛

り土高台の計画が、命を守る施設であるとは到

底言えないと私は思っておりますが、なぜこの

ような施設整備を一方的に進めるのか、大変、

県への不信感が募ります。

現在、県民の命を守る施設であると責任を

持って言えるのか、知事の御見解をお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 県の総合運動公園は、

スポーツを初め、県民に広く親しまれる施設で

あります。本県スポーツ振興の、また「スポー

ツランドみやざき」の中核となる重要な施設で

あります。

そのため、今回、津波避難施設整備計画を策

定し、想定をされております津波浸水に対しま

して、利用者のさらなる安全を確保することと

したところであります。

御指摘のありました盛り土高台につきまして

は、これから詳細な設計を行っていきますの

で、競技団体などの利用者や専門家の意見を聞

きながら、避難された方々の安全が確保される

よう、しっかりと取り組んでまいります。
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○有岡浩一議員 もう一度、知事にお尋ねいし

たいと思いますが、最近の傾向として、建設業

者のホットラインでは通報者への連絡がない、

国体準備課は、競技団体との意見交換会をやっ

ていなくても、議会には実施したと報告する。

津波避難においては、現場で避難に直接かかわ

る団体や利用者には、いまだ説明すら行ってい

ない。エコクリーン問題では、元県職員の話を

聞こうともされないということで、お願いの文

書も11月13日付でいただいております。県民の

立場から見れば、県が勝手に決めて住民の意見

は全く届かないという、そういう姿に見えてく

るのですが、これらの意見に対して、知事はど

のように思われるのか、知事の御意見をお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな御指摘があ

ることは真摯に受けとめながら、しっかりと今

後とも県民の皆様の声に耳を傾け、必要な調整

を行いながら県政を前に進めてまいりたいと、

そのように考えております。

○有岡浩一議員 もう一度申し上げます。やは

り、当初の計画どおり、コンサルタントが我々

特別委員会の中でおっしゃった、運動公園に陸

上競技場を、避難施設を兼ねて建設するという

こと、これが最も安全で現実的な取り組みだと

私は考えております。署名運動もやっていると

聞いておりますが、これは全国に広がっていく

と思われます。ぜひとも多くの皆様方に、宮崎

のこういった声を届けていきたいと考えており

ます。

では次に、森林盗伐について警察本部長にお

伺いいたします。警察署で受理した盗伐相談等

に対する取り組みについて、現在の状況をお伺

いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察としまして

は、森林窃盗を重大な犯罪と捉えまして、県下

各警察署において、この種事案の相談等を受け

ております。

相談等に対しまして、被害の日時や場所等に

ついて丁寧に聞き取りをするとともに、内容に

応じまして指導・助言を行ったり、犯罪がある

と思料するときは、法と証拠に基づいて厳正に

捜査しております。

今後も同様に、適切に対応してまいります。

○有岡浩一議員 ただいま本部長のほうから、

県下13の警察署で森林盗伐相談等の対応ができ

ることがわかりました。

伐採されてから３年が時効であり、保安林は

５年となっております。

県内では、盗伐被害者の会が立ち上がり、ま

た、平成29年８月28日「宮崎県森林の誤伐及び

盗伐対策に関する協定」を締結しております。

そこで、環境森林部長にお伺いいたします。

違法に伐採された木材の流通防止対策につい

て、御見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の木材流

通は、国のガイドラインに基づき、業界団体が

原木の入荷時に伐採届け出等を確認することな

どにより、その合法性を確認する仕組みとなっ

ております。

一方で、原木市場等において、虚偽の伐採届

け出が示された場合には、違法に伐採された木

材が混入する可能性もあるため、県では、業界

団体に対し、自主行動規範に基づく合法性の遵

守を徹底するよう指導してまいりました。

しかしながら、いまだに違法伐採との指摘が

一部にあるため、業界団体に対し、立入検査の

実施や認定の取り消しなど、適切な対応をとる

よう改めて強く要請してまいります。

加えて、来春からスタートする新たな森林経
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営管理制度の受け皿となる事業者を県が選定す

る際には、法令を遵守し、適切な事業運営を行

い得る事業者の認定を進めるとともに、違法に

伐採された木材の流通防止対策について、さら

に検討してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 御答弁いただきましたが、も

う一度お伺いいたしたいと思います。長い目で

山を守っていかなきゃいけないわけですが、今

後の森林環境保全において、適正な森林管理を

行うフォレスター等の人材育成について、どの

ように取り組んでいかれるのか、お伺いいたし

ます。

○環境森林部長（甲斐正文君） 誤伐及び盗伐

等を防止し、森林を適正に管理する上では、森

林や林業の専門的知識や技術を有する人材の育

成が大変重要であります。

県では、森林管理のビジョンを示し、市町村

への支援や林業技術者・技能者の指導等を行う

フォレスターや、林業事業体の職員を対象に、

森林経営計画を作成する「森林施業プラン

ナー」の育成に努めているところであります。

また、来年４月に開講いたします「みやざき

林業大学校」では、これまでの研修の質的・量

的な充実強化により、伐採届け出の手続等を担

う市町村職員や、コンプライアンスを遵守し適

正な森林施業を行う林業事業体等の育成に取り

組むこととしております。

県としましては、林業大学校を通じて、森林

を適正に管理できる確かな知識や技術を有する

人材を総合的に育成してまいりたいと考えてお

ります。

○有岡浩一議員 ぜひ、みやざき林業大学校の

人材育成に期待をしておきたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

続いて、ふるさと納税の関係で、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

三重県では、骨髄バンクの普及啓発用チラシ

等作成寄附金を募集し、現在では寄附の目標金

額に達していると伺っております。また今回

は、クラウドファンディング方式で、ふるさと

納税制度も適用されていると伺っております。

また兵庫県では、「小児筋電義手バンク」を

設立し、これまで44名の子供たちの訓練に無償

で貸し出しをしております。筋電義手は約150万

円もの高額なものであります。

また、北海道愛別町では、生まれた赤ちゃん

に、地元の木材で製作した、世界でたった一つ

の椅子を贈るプロジェクトが始まり、「生まれ

てくれてありがとう。君の居場所はここにある

からね」という意味を込めて贈られるそうで

す。

ふるさと納税を生かして、その使途や目的を

より具体的に示すことで、ふるさと宮崎応援寄

附金がさらに広がると思われますが、商工観光

労働部長の御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ふるさと

納税につきましては、現在、本県では、寄附の

申し込みに際し、人口問題や産業成長、観光再

生おもてなし等、９つの分野の使途目的を提示

し、活用する分野を選択していただくことで、

各施策の推進に寄与していただいております。

また、ふるさと納税は、返礼品を通じて県産

品の多彩な魅力のＰＲや、宮崎を応援してくだ

さるファンの獲得にもつながっているところで

あります。

今後さらに宮崎を応援していただくファンを

広げ、本県施策の推進に関心を持っていただく

ためには、さまざまな工夫を凝らす必要があり

ますことから、議員御提案の方法等も含め、他

県等の事例も参考にしながら、その手法につい
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て検討してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ありがとうございました。ぜ

ひ宮崎県のファンを多くつくっていただくよう

な取り組みを期待したいと思っております。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。

旧優生保護法に関連して県が実施した調査と

判明した資料、その内容についてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） これまで、

国からの依頼を受け、庁内や医療機関等を対象

に、旧優生保護法に関連する資料の保管状況の

調査を行うとともに、県独自の取り組みとし

て、療育手帳の交付に関連して作成される個人

別台帳の調査や、当時の担当職員からの聞き取

りを行いました。

この結果、当時の状況が確認できるものとし

て「衛生統計年報」や「優生保護審査会」等の

資料が確認されております。

これらの資料を精査した結果、「衛生統計年

報」によると、本人の同意が不要な優生手術の

実施件数が283件であり、また、「優生保護審査

会」等の資料によると、個人が特定できる方は

男性４人、女性49人の合計53人が確認され、こ

のうち、本人の同意が不要な優生手術の実施ま

で確認できる方は25人であり、手術当時の年齢

は14歳から42歳までとなっております。

○有岡浩一議員 今報告いただきましたが、こ

の旧優生保護法でどのようなことが行われたの

かという事実を後世に伝えていくことも、また

大きな仕事ではないかと思っております。

そこで、歴史公文書等として、今回の資料の

保存が大切であります。これは総務部長にお伺

いいたしますが、旧優生保護法に関する文書に

ついて、今後、歴史公文書等としてどのように

保存していくのか、その御所見をお伺いいたし

ます。

○総務部長（畑山栄介君） 旧優生保護法に関

する文書につきましては、その文書の持つ重要

性から、歴史資料文書として後世に残すべき文

書であると考えております。

このため、既に保存している歴史資料文書に

つきましては、引き続き文書センターで保存し

ていくとともに、現在、関係所属で保存してい

る文書につきましても、保存期間終了後は、歴

史資料文書として文書センターに引き継ぎ、適

切に保存してまいります。

○有岡浩一議員 次の世代にこういった歴史を

伝えていくことは大切な分野だと思っておりま

すので、公文書センターでの管理をよろしくお

願いしたいと思います。

次に、教育長にお伺いいたします。「いのち

を大切にする教育」についてであります。

かけがえのない「いのち」を実感できる教育

の推進では、自尊感情を高めるための環境づく

りが求められます。今年度からの「いのちを大

切にする教育」について、現在の取り組み状況

と教育長の思いをお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

今年度から、これまでの各課の取り組みを集約

する形で、「いのちを大切にする教育」として

事業化し、学校、家庭、地域及び関係機関が一

体となって、子供たちが、自分やほかの人の命

がかけがえのないものであることを学ぶ取り組

みを総合的に進めております。

各学校においては、日ごろから、人権教育や

道徳教育を初め、仲間同士で互いに支え合う

「ピア・サポート活動」、宮崎県動物愛護セン

ター職員による「いのちの教育」など、さまざ

まな取り組みがなされておりますが、特に、７

月の第１週に設定をいたしました「宮崎県いの
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ちの教育週間」におきましては、これらの取り

組みが重点的に行われたところであります。

私といたしましては、今後とも、「いのちは

かけがえのない大切なものである」という考え

に基づき、県教育委員会の重点課題の一つに位

置づけ、さらなる充実を図ってまいりたいと考

えております。

○有岡浩一議員 ここで、命のバトンリレーと

いう紹介をさせていただきますが、生命が誕生

してから40億年と言われます。１年を１センチ

と計算すると、40億年は４万キロです。地球１

周が約４万キロですので、とてつもなく長く、

ずっとその生命が続いていることになります。

生命は一度途切れたら、それ以降の生命は存在

しませんから、自分の命が今ここにあるという

ことは、「自分の命のバトンリレーが40億年間

続いている」と、そういう思いで命を大切にす

ることの意味を感じていただきたいと思います

し、授かった命を大切にする、そういう生命観

の醸成が求められると思っております。

その中で、教育長に再度お尋ねしますが、か

けがえのない「いのち」を大切にする教育推進

事業におけるピア・サポート活動の内容と、そ

の成果についてお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） ピア・サポート活動

は、児童生徒のコミュニケーション能力の育成

を図るためにトレーニングを行い、学校生活の

さまざまな場面で仲間同士が互いに支え合うな

ど、思いやりあふれる学校風土の醸成を目指す

ことを目的としております。

現在、中学校19校、小学校２校の推進校を中

心に取り組んでおりまして、学校からは、

「困っている友だちに声をかける子供がふえ

た」、あるいは「思いを伝えることが苦手な子

供が、交友関係を広げることができた」などの

成果が報告をされているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

仲間とともに支え合う人権感覚を育むことを目

指して、ピア・サポート活動の推進に取り組ん

でまいります。

○有岡浩一議員 新しい取り組みとして、命に

向き合う教育を、これから教育委員会としてさ

れていくことで、この３年間の授業をしっかり

やっていただきたいという思いがございます。

ここで、通告になかったのですが、先ほど津

波避難の中で、実は２万8,000人のシミュレー

ションの中で出た案は、高校総体を想定した流

れでありまして、２万5,100人を避難させるその

メンバーが高校総体をイメージしているわけで

すが、津波避難マニュアルで海岸の盛り土高台

へ避難するということで、教育委員会とも協議

している、今後とも協議していくというお話が

ありました。命を大切にする教育に取り組む教

育委員会において、海に向かって避難する計画

をどのようにとられているのか、まずお伺いし

たいと思います。

○教育長（四本 孝君） 総合運動公園の盛り

土高台の計画につきましては、県土整備部にお

いて、専門的な見地も含めてさまざまな観点か

ら検討がされたものであると承知をしていると

ころであります。

○有岡浩一議員 そうであれば、ぜひ学校関係

者、保護者、ＰＴＡ、そういった方々にもぜひ

話をしてみていただきたいと思います。我々は

３・11以降、海からできるだけ離れて高台に逃

げるという指導を受けてきたはずですし、そう

いうものをすり込まれておりますので、基本的

に麻痺した、大災害でパニックになっている状

態でそういった行動をとらせることが、本当に

教育現場の先生方や関係者にできるのかどう
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か。そういったことをしっかりと協議しておか

ないと、避難所はつくりました、しかし実際そ

こには行けなかった、そして助からなかった、

もしくはそこに行っても危ないというような話

になっていますので、こういったことは、どこ

がやったから大丈夫じゃなくて、やはりいろん

な形で皆さん方に周知して取り組まなければ、

私が話をした範囲では、そんな危ないところで

はだめだという声のほうが大きかったです。ぜ

ひ、命を守るという、命を大切にするという視

点で教育委員会として今後取り組まれるのであ

れば、先生方や保護者にもこのことを説いてい

ただきたいと思っております。

最後になりますが、家畜防疫について農政水

産部長にお伺いいたします。

先月、私はニューヨークに行ってまいりまし

て、ドン・ワギュウさらに宮崎出身のシェフが

いらっしゃいますが、サカマイ・ロブスターク

ラブなど、宮崎牛を取り扱う専門店に行ってま

いりました。宮崎牛はニューヨークでは大変人

気だというのを肌で感じましたが、世界一の和

牛と言ってもいいでしょう。

その宮崎牛でありますが、これは安全・安心

があってこその世界一の和牛であります。その

基本的な土台としては、家畜防疫が必要だと考

えております。口蹄疫を経験した宮崎だからこ

そ、忘れることなく常に防疫を日常の常識とし

て取り組むべきであります。先ほども質問の中

でありましたように、岐阜県では豚コレラが出

ておりますし、まだまだ油断するわけにはいき

ません。

本県においては、高病原性鳥インフルエンザ

のリスクが高まっていると考えております。ま

た、その時期を迎えております。そこで、農政

水産部長に、鳥インフルエンザ発生予防対策の

取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県におきまし

ては、高病原性鳥インフルエンザの発生を防止

するため、家畜防疫員による全戸巡回に加えま

して、水辺に近くリスクの高い農場には、10月

から再度立ち入りするなど防疫の強化徹底を

図っているところであります。

また、新たに宮崎大学との連携のもと、条件

等の異なる農場を抽出し、野生動物の出現状況

の確認や侵入防止対策の効果検証も行っている

ところであります。

近隣諸国では家畜伝染病が続発しております

ので、県といたしましては、県民の皆様の御理

解と御協力も得ながら、引き続き「水際防疫」

「地域防疫」「農場防疫」の徹底に、関係機関

と連携してしっかりと取り組んでまいります。

○有岡浩一議員 ぜひ、関係者のみならず、県

民一人一人がこの防疫のことを理解していただ

き、県民みんなで宮崎の農畜産というものを

守っていくような、そういう姿勢で取り組んで

いただきたいと思っております。

通告している質問は以上で終わりましたが、

幾つかお話をさせていただきたいと思っており

ます。

最初に申し上げました、虚偽申請業者に対し

まして、25カ所の問題、入札参加資格取り消

し、そういったものが目につきますが、高木兼

寛先生がおっしゃっているのでは、「病気を診

ずして病人を診よ」という言葉がございます。

こういった、原因だけをピックアップして議論

するのではなくて、その背景、その患者さんで

あれば、その家庭環境や、その患者の思い、そ

ういったものを見るのと同じように、今回の業

者が、どういう背景があって、どういう原因を

もって、そしてどういう環境があったことに
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よってこういった取り組みをしたとか、こうい

う問題を起こしたのか、そういったことをしっ

かり背景も調べていく、そしてそれを確認す

る。そのことが再発防止につながると思ってお

りますので、この資格取り消しをしたことが終

わりではなくて、そういう業者の方たちの状況

をしっかり把握すること、そして、それを今後

に生かしていくための対策をとっていくこと。

これが大きな課題で残ったと思っておりますの

で、今後とも県土整備部を中心に、しっかりと

取り組んでいただきたいと思っております。

それともう一つ、最初に知事の関係で会費の

話等をしましたが、シンガポールの例を申し上

げます。シンガポールのリー・シェンロン首相

は、日本円で言えば１億7,600万円ほどの報酬を

いただいていると聞いております。多くの報酬

をもらうことによって、いろんな誘惑やいろん

な問題をはねのけて、自分がやりたい政治を

しっかりやるためには、そういった高い報酬を

もらってやっているという話を、以前聞いたこ

とがございます。

河野知事は現職の知事であります。自分の中

で、現職の知事としていろいろな思いがあると

思うんです。そういった思いで、これは一つの

例ですが、神奈川県や茨城県、千葉県もそうで

すが、特別秘書制度を導入しています。自分の

周りで職務に専念するために、こういった秘書

たちの仕事も、そういった制度があると助かる

と、僕は思うのですが、そういったものに取り

組む、それが改革ではないかと思っています。

そういったものをぜひ、次の世代の知事のため

にも検討しながら、職務に専念する、力が発揮

できる、そういう環境をつくっていただきたい

という思いで提案をさせていただきます。皆さ

んが３期目に向けての話をされますが、どう

ぞ、宮崎県がよくなるための力強い知事のアイ

デアと思い、ぜひそういったものをフルに発揮

していただくことを御祈念申し上げまして、私

の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山 衛副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合の田口でございます。一般

質問の３日目の朝一番の質問となりました。

今回、この質問づくりのために、３日間ほど

議員寮に泊まっておりますが、３日間妻と会っ

ておりませんけれども、きょうは「いい夫婦の

日」だそうでございまして、同僚の髙橋議員か

ら朝教わりましたので、御披露させていただき

ます。きょうは３日ぶりに妻に会うのを楽しみ

に家に帰りたいと思っております。

今回の質問は、あと10日ほどで私は還暦を迎

えますので、50代最後の質問となります。まず

最初に、知事にお礼を申し上げます。現在放映

中のＮＨＫの大河ドラマ「西郷どん」、終了ま

で残すところわずかとなりました。ここに来る

まで延岡の関係者は、「西南の役」最後の激戦

の地・延岡がドラマに取り上げられるか、やき

もきしていましたが、知事を初め多くの皆様の

御尽力で、最終回とその直前の第46話で取り上

げられることになりました。ドラマ以外でも西

郷どんブームで、延岡にも多くの観光客が駆け

つけております。今から、どのような映像が流

れるか大変楽しみにしているところでありま

す。知事の取り組みに感謝を申し上げます。

また、東京オリンピック・パラリンピック開

会式イベントの総合プロデューサーが、能楽師

の野村萬斎さんに決まりました。延岡の天下一

薪能に何度も出演してくれております。本県と

関係の深い方に決まり、「天の岩戸開き神話」

の採用にもさらに期待が高まりました。今後の

展開を大変楽しみにしております。

さて、今回の質問は３期目の最後の質問にも

なります。この任期中に何度か質問し、まだ解

決していない課題も多くありますので、確認も

含めてお伺いをいたします。

それではまず初めに、知事の政治姿勢につい

てお伺いします。

知事におかれましては、この議会終了直後に

控えています12月６日からの知事選挙に出馬を

決意し、出馬に向けて準備しているところであ

ります。２期８年を経て、３期目の挑戦となり

ます。アメリカの大統領選挙は、２期８年が最

長で、それ以上の選挙出馬の権利はありませ

ん。いわば選挙で訴えたことは、アメリカでは

８年間で仕上げなければなりません。日本の知

事選とは単純に比較はできませんが、口蹄疫で

大打撃を受けた直後に就任してから、宮崎の復

興再生を初め、知事御自身で満足いく成果が出

せているものと、８年間ではうまく計画どおり

に進まず３期目で仕上げたいと思っているもの

があるのか、知事にお伺いをいたします。

次に、川崎市との連携協定について伺いま

す。

先日、総務政策常任委員会の県外調査で、川

崎市に行ってまいりました。大学生時代、日本

カーフェリーの日向―川崎航路をよく利用して

いましたので、懐かしさを覚えながら訪問いた

しました。しかし、27年ぶりに訪れた川崎市

は、これまでのイメージが一新。多摩川を挟ん

で東京都の隣の街で政令指定都市であるにもか

かわらず、横浜市に埋没し、失礼ながら、すす

けた公害の街というイメージでしたが、まるで
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さま変わりです。東京湾岸は日本有数の工業地

帯であることに変わりはありませんが、川崎駅

前はがらりと変わり、明るく健康的で、爽やか

な感じになっていました。武蔵小杉駅近辺には

タワーマンションが林立し、首都圏で住みたい

街ランキングの上位を占めるようになり、人口

も急増しているようです。川崎市が知らぬ間に

大変おしゃれな街に変貌していました。川崎市

役所では、平成28年１月にでき上がった市長応

接室を見学させていただきました。椅子とテー

ブルは、本県産の樹齢200年以上の「シオジ」と

いう木を用いて、川崎市の家具マイスターが制

作したと報告を受け、感激した次第です。本県

の綾町で春季キャンプをするＪリーグの川崎フ

ロンターレの写真も、至るところに張られてお

りました。先日、そのフロンターレは今シーズ

ンも優勝し、２連覇をしております。

福田川崎市長も途中、御挨拶に来られ、親し

く懇談させていただき、非常に良好な関係を認

識いたしましたが、川崎市との連携協定に基づ

き、現在どのような取り組みが行われているの

か、また、今後どのような連携を進めていくの

か、知事に質問をいたしまして、壇上での質問

を終了いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。

お答えします。まず、これまでの２期８年

と、次期県政についてであります。

私は、知事就任以来、口蹄疫等からの再生復

興と、復興から新たな成長に向けて、交通基盤

の整備・充実、フードビジネスやグローバルな

市場開拓、宮崎ブランドづくり、産業人材の育

成などに全力で取り組んでまいりました。その

結果、東九州自動車道など交通インフラの整

備、さらには農業産出額や輸出額の拡大、１人

当たり県民所得の増加など、新たな成長に向け

た流れの確かな手応えを感じております。今

後、この流れをしっかりと軌道に乗せていく必

要があると考えております。

一方で、少子高齢化が急速に進む中で、人材

の確保や中山間地域対策、医療・介護・福祉な

ど、本県には取り組むべき多くの課題がありま

す。中でも人口減少問題への対応は、これから

の県づくりを進める上で喫緊の課題だと考えて

おります。

これまでの流れを変えること、この人口減少

のトレンド、簡単ではありませんが、早急にこ

の問題に対応しなければ、ますます人口減少が

進み、本県の活力が大きく失われかねない、極

めて重要な時期を迎えていると考えておりま

す。

県民の皆様に次期県政を負託していただける

のであれば、こうした困難な課題にも果敢に取

り組み、人口減少の中にあっても本県が将来に

向けてしっかりと発展をしていけるよう、私が

先頭に立って、全力で取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、川崎市との連携協定についてでありま

す。

本県と川崎市では、国産木材等を活用した豊

かなまちづくり、活力や魅力のある産業づく

り、新しい未来を創造する人づくりの３つを柱

としまして、平成26年に連携協定を締結し、こ

れまで、県産材を活用した公共施設等での木質

化の推進、大企業等の開放特許を活用した知財

ビジネスマッチングの実施、修学旅行の受け入

れや音楽コンサートによる人的交流などに取り

組んできたところであります。

協定締結から４年が経過し、県東京事務所と

の連携がさらに強化され、川崎市での宮崎フェ
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アの開催、市民祭りへの出展などにもつながっ

てきております。川崎の中で、宮崎というもの

を大きくＰＲする機会をいただいております。

来年２月には、川崎市の関係者にも参加をいた

だいて、「都市と地方の連携」をテーマにした

フォーラムも開催することとしております。ま

た、御指摘をいただきましたＪ１川崎フロン

ターレ、綾町でずっと合宿をしていただいてお

りますが、Ｊリーグ２連覇というものも明るい

ニュースであります。

今後は、これまでの取り組みで培ってきた関

係をさらに強化しながら、引き続き、県産材の

利用拡大や県内企業への支援、物産や観光面で

の交流促進など、お互いの特性や強みを生かし

て、新たな相乗効果を発揮します「都市と地方

の共生」に向けた取り組みを進めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。課

題も幾つか挙げていただきましたが、それを解

決していくためには、次の選挙をしっかりと頑

張っていかなければならないと思っております

ので、準備怠りないよう、よろしくお願いいた

します。

また、川崎の関係ですが、開放特許に関しま

しては、私が６月議会で質問したときに、川崎

市との連携協定でノウハウを伝授していただい

たと伺いまして、連携強化の効果が出ているん

だなと思っておりますし、さらに強化を進めて

いただきたいと思っているところであります。

よろしくお願いいたします。

次に、医療福祉行政についてお伺いをいたし

ます。

県北地区においては、県立延岡病院は高度専

門医療の中核医療機関として、最重要の医療機

関です。しかし、神経内科医の確保がかなわ

ず、休診などにより一部の救急医療や高度医療

に十分対応できなくなっています。この事態を

受け、延岡市医師会では、平成20年から緊急避

難的に、脳梗塞と消化管出血患者を輪番制で24

時間365日受け入れる体制をつくり、延岡市も財

政支援を続け、市民が安心して生活できるよう

医療体制を確保しています。しかし、延岡市医

師会も医師等の高齢化や疲弊により、いつまで

この体制を継続できるか不安な状況です。県立

３病院の地域の中で延岡市医師会だけが行って

いる脳梗塞と消化管出血患者の輪番制、延岡市

医師会の負担軽減のため、県立延岡病院の受診

体制の整備が図れないのか、病院局長にお伺い

をいたします。

○病院局長（桑山秀彦君） 県立延岡病院は、

県北唯一の救命救急センターを有しておりまし

て、圏域における２次、あるいは３次の救急患

者の受け入れを行っているところであります

が、医師の多くは大学からの派遣に頼っており

ますため、医師が充足してない診療科もござい

ます。

このため、議員の御指摘にもありましたが、

一部の診療科の患者受け入れにつきまして、地

域の医療機関の御協力をいただかざるを得ない

状況にあります。

今後とも、延岡市を初め地元自治体と連携し

ながら、医師の派遣につきまして、大学の医局

に対しまして粘り強く働きかけてまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 一時期の危機的な医師不足は

かなり改善されまして、休診していた診療科の

再開やドクターカーの導入、心臓血管カテーテ

ル室の新増設等、新たな展開は大変感謝をして

おります。しかし、緊急避難的に導入した輪番

制も10年が経過いたしました。医師会の努力に

- 128 -



平成30年11月22日(木)

も限界があり、崩壊しては元も子もありません

ので、負担軽減の取り組みを引き続きよろしく

お願い申し上げます。

次に、県北には「重症心身障がい児・障がい

者を対象とした医療型短期入所」を実施してい

る施設は１カ所もありません。一番近いところ

でも、６床しかない川南町の１カ所のみです。

平成29年度末の統計では、対象の重症心身障が

い児だけでも県内には在宅で453名おり、そのう

ち県北には58名いるようです。そのため介護を

担う家族が急病等の場合の支援として、医療的

ケアが必要な重症心身障がい児・障がい者を対

象とした医療型短期入所施設の充実を求める声

が多く上がっております。県北における医療型

入所施設の開設に向けた県の取り組みについ

て、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 医療型短期

入所施設は、医療機関等が一体的に運営する必

要があり、加えて、専門的な知識を有する小児

科医を確保する必要もあることが、開設に向け

ての大きな課題となっております。

県としましても、県北における医療型短期入

所施設の開設に向けて、延岡市や日向市及び県

北地域の医療機関等と、開設の可能性などにつ

いて継続的に意見交換を重ねているところでご

ざいます。

今後とも引き続き、地元市町村や医師会と連

携を密にして、開設に向けて取り組んでいただ

ける医療機関等について、掘り起こしや働きか

けに努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 小児神経の専門性を持った医

療スタッフが非常に少ない状況を変えないと、

なかなか前に進まないということですね。親御

さんの大きな負担軽減のため、引き続きの御尽

力をよろしくお願いいたします。

次に、臨床研修医の確保について伺います。

平成16年度よりスタートした新臨床研修医制

度は、研修医が自分で研修先を選択できる制度

となり、状況が一変しました。その結果、県立

延岡病院は研修医がなかなか希望してもらえ

ず、たまに１人来るほどで、それ以外は一人も

いない状況が続いてきました。ところが、本年

は４名も来ていただき、そのうちの１人は、私

がお世話になっている先生の御子息で、この傾

向を維持できればと思っていましたが、来年度

のマッチングはまた１人に戻ってしまいまし

た。安定的な医師確保は研修医の確保が大きな

要因になりますが、おぼつかない状況です。県

立日南病院では、平成25年度から宮崎大学が地

域総合医育成サテライトセンターを設置して以

降、５人前後の初期臨床研修医がコンスタント

に研修しており、病院の活性化につながってい

ます。改めて、県立延岡病院に宮崎大学医学部

の地域総合医育成センターの設置ができない

か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 臨床研修医

の確保において、県北地域でのサテライトセン

ターの必要性は十分認識しているところでござ

います。

しかしながら、宮崎大学医学部における総合

診療の指導医が不足しておりまして、県立延岡

病院への設置は、現時点では厳しい状況にござ

います。

このため、県では宮崎大学医学部と連携し

て、総合診療の指導医の育成に取り組んでいる

ところでございます。

今後とも、この取り組みを継続するととも

に、県病院局等とも連携しながら、県立延岡病

院の臨床研修プログラムや指導体制のさらなる

充実を図り、臨床研修医の確保に取り組んでま
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いりたいと考えております。

○田口雄二議員 これまで何度か聞いてまいり

ましたが、答弁が変わらず残念です。平成16年

の国立大学の独立行政法人化で附属病院の収益

確保を図るため、附属病院に医師を確保するよ

うになり、地域医療機関への医師派遣が減少し

ておりますが、引き続きの取り組みをよろしく

お願いいたします。

次に、医学部の地域枠の見直しについてお伺

いをいたします。

医師になった後、地元で一定期間働くことを

条件に大学医学部に入学しやすくしたり、奨学

金を支給したりする「地域枠」が拡大し、全国

の医学部の定員の２割近くに拡大しています。

本県は現在、宮崎大学と長崎大学の両医学部に

地域枠を設置していますが、厚生労働省が医師

確保を後押ししようと、知事が大学に地域枠の

創設や増加を求められる医療法・医師法改正案

を提案し、来年４月から施行されます。医師確

保のため、隣県大学の医学部に、医師修学資金

の貸与を受ける本県出身者の地域枠を設置でき

ないか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 隣県大学医

学部での本県出身者のための地域枠の設置につ

きましては、現在、その詳細が、国において議

論されておりますが、隣県の医師確保にも影響

が出てきますことから、県としましては、その

動向を注視しているところでございます。

医師確保につきましては、まずは、本県出身

の地元大学医学部進学者をふやすことが重要で

あると認識しております。

今後とも、教育委員会等と連携しながら、宮

崎大学医学部の地域枠及び地域特別枠の定員充

足はもとより、宮崎大学医学部における本県出

身者の割合を高めるよう取り組んでまいりま

す。

○田口雄二議員 自治体間で医師の取り合い

で、医師確保は本当に大変です。宮崎大学医学

部における本県出身者の割合を上げることも以

前から取り組んでまいりましたが、今年度はつ

いに３割を切ってしまいました。さらなる取り

組みをよろしくお願いいたします。

次に、県立３病院における女性の医療スタッ

フに関して伺います。

東京医科大学の入学試験で、女性を一律に減

点し、合格者数を抑制していたことが発覚しま

した。女性を不利に扱う点数操作はかなり以前

から行われていたようで、結婚・出産で離職の

おそれがあり、「必要悪」との意見があるとの

関係者の話が報道されていました。また、成績

順に合格させたら女性の医師ばかりになり、皮

膚科医と眼科医ばかりがふえてしまうことを懸

念する声も紹介されました。確かに、平成28年

度の厚生労働省の調査によると、女性医師の最

も多いのは皮膚科で47.5％、続いて麻酔科38.7

％、眼科38.3％と続いています。逆に最も少な

いのは整形外科4.9％、外科8.4％、救急12.6％

です。データを見れば指摘された傾向にも見え

ますが、なり手不足で激務な診療科の産婦人

科35.6％、小児科34.3％と女性医師が貢献して

いることがうかがえます。外科が激務で女性医

師が敬遠しているとの声もありますが、若い男

性医師も最近では敬遠傾向にあるようです。

しかし、国際比較では、厚労省のデータで見

ますと、日本の女性医師の比率は異常な数値が

出ています。世界一多いのはエストニアで73.8

％、ＯＥＣＤ平均でも41.5％です。データの中

でもワースト２の韓国の19.3％より低い18.0％

が日本で、最下位です。日本の女性が男性より

劣っているなどということはありませんし、公
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平な入試制度にすることは当然ですし、あわせ

て女性医師の働き方改革が必要です。

ここでふと思ったのが、同じ医療現場で激務

をこなす看護師は、女性が当たり前のように存

在し、ちょっと前までは看護婦さんと呼ばれ、

女性の仕事の代名詞のように言われていまし

た。同じように患者に接し激務をこなし、当直

をこなすなど、本当にハードな仕事をしていな

がら、その評価がどうしてこうも違うのか不思

議でなりません。

そこで、県立３病院における女性の医療ス

タッフの状況について、病院局長にお伺いしま

す。

○病院局長（桑山秀彦君） 平成30年４月１日

時点での状況で申し上げますと、３つの病院合

計で、医師の数が202名、そのうち女性が30名

で14.9％、それから看護師・助産師は、1,033名

で、うち女性が924名、率で89.4％、そして、そ

の他の医療技術職で、総数が221名、うち女性

が100名で45.2％となっております。

○田口雄二議員 ９割近い女性看護師がハード

な仕事をこなしていただいていることがわかり

ました。まさに看護の世界は女性の大きな力で

支えられています。

そこで、女性が働きやすい環境づくりのため

に県病院ではどのような取り組みを行っている

のか、再度病院局長に伺います。

○病院局長（桑山秀彦君） 県立病院は、看護

師を中心に女性職員が多い職場でありますこと

から、育児と仕事の両立ができる就業環境を整

えることは、人材の確保・定着を図る上でも重

要な課題の一つであると考えております。

このため、育児休業からの早期復帰がしやす

く、また、身近に子供を預けることで安心して

仕事が行えるよう、昨年度までに、３つの病院

全てに院内での保育施設を整備しますととも

に、１日当たりの勤務時間や１週間当たりの勤

務日数を短くできます、育児短時間勤務制度の

運用を始めたところであります。

さらに、今年度は、職員が仕事上の悩みや育

児休業からの復帰などについて相談のできる職

員相談室を、宮崎病院内に設置したところでご

ざいます。引き続き、女性職員が働きやすい環

境づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 働き方改革、宮崎モデルとし

てお手本になるようなものをつくっていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

次に、東京目黒女児虐待死事件について伺い

ます。

虐待死された女児の大学ノートの反省文が、

多くの国民の涙を誘い、心を痛めました。今回

の虐待死事件では、女児が以前住んでいた香川

県の児童相談所は、虐待が疑われている事態を

把握しながら、危険性を判断する記録を残して

いなかったことが、厚労省の専門委員会がまと

めた検証結果で10月初めに公表されました。児

童への危険性を判断するための「リスクアセス

メントシート」などに記録することが、虐待対

応の手引に定められており、手引が守られてい

ませんでした。香川県の児童相談所は、転居先

の東京の児童相談所に対して、けがの写真など

の資料を引き継いでおらず、東京側が危険性を

判断する機会を失ったこともわかってきまし

た。児童相談所間の引き継ぎ・連携がうまく行

われなかったことが要因でした。東京都目黒区

の事件のような虐待死を防ぐため、本県の児童

相談所では、虐待が疑われる家族が県外に転居

するケースについてどのように対応しているの
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か、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、県外への転居に伴うケース移管につき

まして、これまでも国の「児童相談所運営指

針」に従い、緊急性の高い場合は、転居先の児

童相談所との対面による引き継ぎを行うなどの

対応を行ってまいりました。

しかしながら、先般の目黒区の事件では、こ

の指針に沿った引き継ぎが十分に行われていな

かったことから、国は本年７月に指針を改正

し、転居する全てのケースについて、リスクア

セスメントシート等により客観的に緊急性を判

断し、緊急性が高い場合には対面による引き継

ぎを行うことなどを明確にしたところでござい

ます。

このため県では、８月上旬に県内全ての児童

相談所長に対し、改正後の指針遵守のさらなる

徹底を指示したところでありまして、今後とも

虐待を未然に防止するため、適切な対応に努め

てまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 児童虐待防止、警察との連携

等も考えながら、対策をよろしくお願いいたし

ます。

次に、防災対策について伺います。

昨年、一昨年の台風で、北川町の川坂地区の

北川の水が堤防の下に浸透し、再度地表に吹き

出す「パイピング」現象が確認されました。地

域住民は大変心配をしていましたが、県当局は

堤防に矢板を打ち込んでいただき、早急な対応

に喜んでいたところです。ところが、本年９月

の台風24号で、またしても多くのパイピング現

象が確認されました。昨年大がかりな対策を

打ったにもかかわらず、なぜ発生したのか解せ

ません。北川の川坂地区におけるパイピングの

発生状況と今後の対策について、県土整備部長

にお伺いをいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 北川の川坂

地区では、平成28年、29年にパイピング現象が

発生し、これまでに、約800メートルの区間につ

いて、堤防沿いに鋼製の矢板を打ち込む対策工

事を実施したところです。

しかしながら、ことし９月の台風24号によ

り、再度、パイピング現象が発生したことか

ら、国の専門家と現地調査を行った結果、これ

までと比べ、発生した数や規模が減少してお

り、対策工に一定の効果があったとの見解をい

ただいたところであります。

また、今回発生した箇所は、対策を行った区

間の上流側に集中しており、さらに上流約140

メートル区間内に水の通り道があることが想定

されたことから、その対策工事に着手したとこ

ろであります。

今後とも、国の専門家の意見を伺いながら、

効果の検証を行うとともに、点検を継続し、堤

防の安全確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 北川の当地では、水が通ると

ころが深いところでは40メートルぐらいになる

ところもあると伺いました。

今回の現地調査で、国の専門家から、これま

でと比べ発生した数や規模が減少している、対

策工には一定の効果があったとの見解をいただ

いたということですが、ほかの河川で既にパイ

ピング対策で矢板を打ち込んだところも、不安

な状況になっていることと思います。祝子川も

これまで何度も水害に遭い、台風対策に大変敏

感なところですが、ここにおいてもパイピング

現象が指摘され、以前矢板を打ち込んだ経緯が

あります。今回の事態を受けて、祝子川のパイ

ピングの現状と対策について、県土整備部長に
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お伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 祝子川の祝

子地区などでは、平成９年などの洪水によりパ

イピング現象が確認されたことから、平成12年

度から13年度にかけまして、約180メートルの区

間について、北川と同様の対策工事を実施し、

これ以降は、この区間でのパイピング現象は確

認されていないところであります。

しかしながら、祝子地区の上流にあります宇

和田地区等におきまして、平成29年の台風18号

でもパイピング現象が確認されましたことか

ら、現在実施中の河川改修事業において調査、

設計を行っており、来年度には対策工事に着手

することとしております。

今後とも、対策が必要な区間の早期整備に努

め、堤防の安全性の確保を図ってまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 北川の今回のパイピング現象

は、河川内の堆積土砂による河川水の上昇も要

因の一つと考えられ、河床の土砂の堆積が原因

ではとの地元の声があります。県管理区間の堆

積土砂除去の状況について、県土整備部長にお

伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 北川では、

平成９年の台風で甚大な浸水被害を受けたこと

から、洪水時の水位を低下させるため、平成16

年まで大規模な河道の掘削を伴う整備を行った

ところです。

整備した河道を維持していくことは非常に重

要でありますことから、これまで、その変化を

把握するための測量などのモニタリングを実施

してきたところです。

その結果、台風等の際に土砂の堆積が確認さ

れたことから、公募した砂利採取業者に堆積土

砂を搬出させる取り組みの活用など、コスト縮

減を図りながら、昨年度までに約12万立方メー

トルの除去を行ってきたところであり、今年度

も約３万立方メートル、10トントラックに換算

しますと約6,000台分を除去する予定としており

ます。

今後とも、継続してモニタリングを行い、適

切な河川の維持管理に努めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 かなり土砂を取っていること

が確認できました。ありがとうございます。

次に、道路行政についてお伺いします。

沿海北部広域農道の建設がかなり進み、県道

の併用等も含め、全線開通にめどが立ってきま

した。残る門川町尾末―延岡伊形間の進捗状況

について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 沿海北部広域

農道は、農畜産物の効率的な輸送や農村地域の

利便性の向上に大きく寄与するとともに、災害

時などの迂回ルートとしての補完的な効果も期

待されているところであります。

現在、未開通区間であります門川町大字門川

尾末から延岡市伊形町間で、トンネル工事など

の整備を行っているところであります。

お尋ねの門川尾末―延岡伊形間の進捗状況に

つきましては、平成29年度末現在、事業費ベー

スで58％であり、沿海北部広域農道全体では91

％となっております。

今後とも予算の確保に努め、関係市町とも十

分連携を図りながら、平成32年度の完了を目指

して取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 あと２年ほど必要ですが、こ

の道路完成は、農道ではありますが、国道10号

の渋滞緩和にも寄与すると思います。また、ゲ

リラ豪雨で土々呂地区の国道10号、県道が冠

水、あわせて延岡南道路も通行不能になること
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がよくあります。代替道路としても活用されま

すので、防災面でも大きな対策となると期待を

しているところであります。どうぞよろしくお

願いいたします。

次に、国土交通省は本年７月、対面通行と

なっている高速道路の暫定２車線区間2,930キロ

メートルのうち、優先的に延べ800キロメートル

を４車線化する検討方針を提案しました。暫定

２車線区間は、４車線に比べて死亡事故率が高

く、また災害時に通行どめが発生するケースも

多く、対策が課題になっていました。よって、

交通事故のリスクの高い区間、災害の影響を受

けやすいところを４車線化するものです。とは

いっても、一部が追い越し車線に近いものが新

たにできると理解していいと思います。高速道

路の暫定２車線区間における４車線化に向けた

国の検討状況について、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 現在、国に

おきまして、高速道路の安全・安心に係る具体

的な施策を計画的かつ着実に推進するため、

「安全・安心計画」を策定中であり、暫定２車

線区間の４車線化等の対策についても検討され

ているところであります。

７月の国の国土幹線道路部会においては、全

国の暫定２車線区間のうち有料区間におきまし

て、優先的に４車線化等を実施すべき区間の例

として、時間信頼性の確保、事故防止の観点か

ら約600キロメートル、リダンダンシー、いわゆ

る代替性確保の観点から約200キロメートルの課

題のある箇所を抽出し、優先度の高い区間から

順次対策を実施する提案がされております。

この時間信頼性の確保、事故防止の観点か

ら、参考として全国の速度低下の主な課題箇所

が示されており、東九州自動車道の県内有料区

間では３カ所が挙げられております。

県としましては、今後の国の動向を注視する

とともに、引き続き４車線化の実現に向けて、

ミッシングリンクの解消とあわせ、国に強く訴

えてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 本県内では３カ所ほどが検討

されているようですが、本県内の東九州道は、

美々津以北はアップダウンがきつく、トンネル

等が非常に多くなっております。この地点が改

善されれば、フラストレーションもかなり改善

されるのではないかとも期待をしているところ

であります。

次に、今話題の外国人労働者について、警察

本部長にお伺いいたします。

その前に、逮捕術の全国大会で宮崎県警本部

チームが37年ぶりに優勝したようで、まことに

おめでとうございます。日ごろの訓練の成果が

出たものと思いますし、県民は大変頼もしく

思っているのではないかと思っております。

さて、質問に戻りますが、現在国会で、出入

国管理・難民認定法改正案が議論されていま

す。来年４月１日から、新たな在留資格「特定

技能１号と２号」を設けることがメーンとなり

ます。深刻な人手不足が背景にあり、早期実現

を求める声と日本社会への影響を懸念する声も

あり、成り行きが注目されています。内閣府が

公表した外国人労働者は、昨年10月時点で約128

万人で、前年比18％増となります。外国人の増

加を懸念する声の中で、治安が悪化するのでは

ないかと心配する国民が多くいます。現在の本

県の外国人の宮崎労働局が公表している数字

は、昨年の10月時点で3,490名、前年に比べ888

名増加しています。この増加率から見ると、現

在は4,000名を突破していることは間違いありま

せん。では、宮崎県における外国人犯罪の検挙
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状況について、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県におきます

来日外国人による犯罪の検挙状況につきまして

は、平成29年中が検挙件数８件、検挙人員８人

で、総検挙件数2,816件に占める割合は0.28％で

あります。

主な罪種は窃盗罪が７件で、88％を占めてい

ます。

また、本年10月末までの状況は、検挙件数21

件、検挙人員17人で、いわゆる入管法や関税法

の違反など、昨年なかった罪種の検挙もありま

して、昨年同期比で14件、10人増加をしており

ます。

総検挙件数2,243件に占める割合は0.94％であ

りまして、主な罪種は、窃盗罪と入管法違反が

それぞれ６件で、29％ずつを占めております。

○田口雄二議員 総検挙数に占める割合は0.28

％、凶悪事件はありません。本県の外国人は、

現時点ではそう心配するほどの状況ではないと

思っていいのではないでしょうか。

次に、国会では技能実習生の失踪が問題にな

りました。政府の答弁では、平成29年だけで

約7,000人、本年１月から６月までに4,279名が

失踪したことが判明しました。技能実習生の県

ごとの失踪数は把握できないようですので、本

県の外国人の行方不明者届受理件数について、

警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県における外

国人の行方不明者届は、本年10月末現在で107件

受理しております。

平成29年中の受理件数は64件でありまして、

既に昨年を43件上回っております。

○田口雄二議員 行方不明者は、この10月まで

のペースでいくと、前年の倍となりそうで

す。10月までの107件のうち、発見されたのは５

件だけだそうで、本県を離れていくことで行方

不明になったのか、なぜ行方不明になったの

か、今後分析が必要になってくるのではないか

と思っております。

ここで、質問の順番を変えさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

教育行政について、先に質問させていただき

ます。

工業高校の専攻科設置について、再度お聞き

いたします。これまで何遍も聞いておりますけ

れども、再度確認させていただきます。ここ数

年、人材不足・人手不足の中で、これまで以上

に設置の要望が強くなっております。昨年11月

議会で、それまで学んできた専門性をさらに高

める専攻科を延岡工業高校内に設置できないか

と質問した際に、教育長は、「本年度県外の先

進校視察に担当職員を派遣した。視察先では専

門性の深まりだけではなく、地元企業や行政、

高等教育機関が一体となって専攻科を人的・物

的に支援することで、地域産業界が求める人材

育成もでき、地元就職につながっている状況が

うかがえた」と評価しています。また、課題も

御報告いただき、「専攻科の設置については、

関係部局と連携し、地域産業界や生徒のニーズ

等も踏まえながら検討してまいりたい」と答弁

をいただいております。その後進展しているの

か不明です。その後の検討も含めて、県北の工

業高校における専攻科設置について、教育長の

お考えを伺います。

○教育長（四本 孝君） 専攻科設置につきま

しては、これまでも、先進校への視察あるいは

関係機関との意見交換を行うなどして、情報収

集に努めているところでございます。

専攻科を設置するメリットといたしまして

は、地元企業や行政、高等教育機関等が一体と
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なった人的・物的・金銭的な支援により、地域

産業界が求める優秀な人材を育成できるという

ところにあります。

一方、課題といたしましては、先端技術を伝

授するための最新の設備・機器の導入や、高度

な技術を持つ指導者の確保、専攻科卒業後の

キャリアに見合う就職先の確保や処遇等の充実

などが挙げられるところであります。

県教育委員会といたしましては、地域産業界

や生徒のニーズ等を踏まえるとともに、関係部

局とも連携しながら、引き続き検討を行ってま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 最新の設備・機器の導入や高

度な技術を持つ指導者の確保、専攻科卒業生の

キャリアに見合う就職先の確保や処遇の充実が

課題であると、教育長は答弁されましたが、地

域貢献には協力を惜しまない大手企業や、高い

技術を持った中小企業がたくさん集積しており

ます。県機械技術センターもあります。行政や

地元企業も設置を要望しており、協力は惜しみ

ません。専攻科設置に係る課題について、関係

者が集まって協議するようなことができないの

か、教育長に、そして知事にもお考えをお伺い

いたします。

○教育長（四本 孝君） 専攻科設置につきま

しては、先ほども述べましたような課題もあり

ますことから、関係者が集まって情報共有や意

見交換を行う機会を持つことは、大変意義のあ

ることだと考えます。

既に県北地区には、企業や行政、学校関係者

等が集まり、地域の人材育成に向けた協議等を

定期的に行っておられる組織があると聞いてお

ります。

県教育委員会といたしましては、そのような

場などを活用して、専攻科設置に係る課題等に

ついて御意見を伺えればと考えております。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少が進み産業人

材の不足が大きな社会問題となっておりまし

て、人材の育成や確保のための方策は大変重要

な政策課題であります。専攻科の設置も、その

有力な方策の一つだと考えております。

一方で、専攻科設置には、先ほど教育長が答

弁しましたようなさまざまな課題があると認識

をしておりまして、これらの課題を検討するに

当たっては、現場の皆様から生の声を聞くこと

は大変重要であると考えておりますので、教育

委員会とも連携をしながら、機会あるごとに、

関係者との情報共有、意見交換を行ってまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 10月に、雇用人材育成・確保

対策特別委員会の県外調査で、静岡市の県立清

水技術専門校に、産業人材の育成をテーマにお

伺いいたしました。「時代に対応した即戦力と

なる技術・技能者の育成を目指す」を掲げ、県

内産業の発展に寄与できる人材を育成すること

を目標としており、まさに設置を求めている専

攻科と目的は同様です。ほとんどの入学者は私

学も含む普通科出身ですが、資格を幾つも取得

しており、求人に応えられないほどです。２年

課程ですが、来年４月には、さらにスキルアッ

プに向けて短期大学に移行する予定です。静岡

県では、積極的な人材育成機関の強化を進めよ

うとしています。短期大学までとは言いません

が、地元企業が熱望する専攻科設置、知事御検

討のほどよろしくお願いいたします。知事選で

は、県北の生の声もしっかりとお聞き取りくだ

さい。よろしくお願いいたします。

次に、平成27年からスタートした土曜日授業

のその後についてお伺いをいたします。

土曜日授業の実施要件が改正され、教育委員
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会の判断でできるように大幅に緩和されたこと

により、2013年以降、全国的に大幅に増加しま

した。鹿児島県においては全ての小中学校で実

施され、本県においても土曜日授業に前向きな

教育委員会がありましたが、その後、県内にお

いては余り広がりを見せていません。

本県における小中学校の実施状況はどうなっ

ているのか、また、県としてどのように評価

し、今後どのように取り組んでいくのか、教育

長にお伺いをいたします。

○教育長（四本 孝君） 県内の小中学校にお

ける土曜授業は、平成27年度から、延岡市と新

富町でスタートし、本年度は延岡市が年間６

回、新富町が年間２回程度実施をしておりま

す。

土曜授業では、地域人材を活用した田植えや

野菜づくりなどの体験活動を実施したり、さま

ざまな職種の方々の話を聞いたりするなど、多

様な教育活動が推進され、地域に開かれた学校

づくりという意味からも、意義ある取り組みで

あると考えております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

市町村教育委員会が土曜授業を実施する際に参

考となるよう、国の動向や延岡市等が行ってい

る取り組みなどの情報提供を行ってまいりたい

と考えております。

○田口雄二議員 県内においては、２つの教育

委員会のみで実施されていますが、スタート時

に比べ実施回数も半減しているようで、ちょっ

と尻すぼみ気味です。残念ですが、先生たちが

土曜日出勤を嫌がっているという話もちょっと

聞こえてまいります。

それでは、先ほど順番を変えました、交通安

全対策に戻らせていただきます。

まず、横断歩行者等妨害についてお伺いしま

す。

横断歩行者等妨害とは、信号機のない横断歩

道を歩行者が渡ろうとしているのに一時停止を

せず、歩行妨害をしている車が検挙される例が

全国的に増加しています。交通事故全体の発生

件数は大幅に減少しているにもかかわらず、横

断歩道での事故の減り方が少ないため、取り締

まりを強化しているようです。日本自動車連盟

がこの夏、47都道府県の横断歩道を調査しまし

た。長野県の一時停止率が58.6％と突出してお

り、２位が静岡県の39.1％、３位が石川県

の26.9％、九州管内では福岡県がトップで18.4

％でした。逆に最下位は栃木県の0.9％で、都道

府県によって大きなばらつきがありました。全

国平均は8.6％、残念ながら本県は平均以下

の7.9％でした。優しい県民性のように思います

が、歩行者に思いやりのない運転状況は残念で

す。福岡県の数値が高いのは、本年の重点項目

に挙げて取り締まり強化に取り組んだ結果とも

言えるようです。本県の横断歩行者等妨害の取

り締まり状況について、警察本部長にお伺いし

ます。

○警察本部長（郷治知道君） 昨年の横断歩行

者等妨害等違反の取り締まり件数は、515件でし

た。

警察としましては、歩行者の安全を守るため

に、横断歩行者等妨害等違反の取り締まりを強

化いたしまして、本年10月末現在の取り締まり

件数は933件で、昨年同期を568件上回り、約2.6

倍の増加となっております。

今後も交通事故抑止のため、指導取り締まり

を強化してまいります。

○田口雄二議員 前年より大幅な増加となって

います。

この横断歩行等妨害は道路交通法違反になる
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ようですが、違反点数と反則金について、警察

本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 横断歩行者等妨

害等の違反行為に付された基礎点数は２点で、

反則金の額は、大型車が１万2,000円、普通車

が9,000円、二輪車が7,000円、原付車が6,000円

であります。

○田口雄二議員 車の大きさによって罰金が違

うというのは、今回初めて知りました。

私は、気がつく限り一時停止するようにして

おります。実は３年ほど前、延岡市の影響力の

ある方が挨拶の中で、「延岡の皆さん、なぜ横

断歩道でとまらないんですか。安全対策上も含

めて、思いやりのある運転をしましょう」と、

一時停止を啓発する発信をされ、それ以来、私

も特に意識するようになりました。そこで心配

なのが、私自身が停止しても対向車が停止せ

ず、横断を始めた歩行者にかえって危険な思い

をさせることであります。私はパッシング等で

対向車にサインを送りますが、歩行者の安全の

ためにも、一時停止の推進と道路交通法違反に

なることを広く知らしめる必要があります。

横断歩行者等妨害の普及啓発を図るための取

り組みについて、警察本部長に伺います。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、横断

歩道における歩行者優先を徹底させるために、

運転免許証の更新時講習、事業所における講習

などの交通安全教育、街頭キャンペーン、テレ

ビ・新聞等のマスコミを活用した広報啓発な

ど、あらゆる機会を通じまして、このルールの

周知を図っております。

○田口雄二議員 現在、日本には多くの外国人

が来ていただくようになり、また治安のよさが

評価されています。発展途上国ではいまだに車

優先の国も多くありますが、日本は歩行者に優

しい国、歩行者優先で安心安全の宮崎をアピー

ルできるよう、普及啓発をよろしくお願いいた

します。ただ、歩行者が立っていても横断歩道

と気づかないほど、白線が消えかかっていると

ころが多く見受けられます。検挙されたドライ

バーからクレームを受けないよう、早急に

チェックして、対応をよろしくお願いいたしま

す。

次に、自転車保険について伺います。

自転車事故により高額な賠償金を請求される

事例が相次いでおります。これまでの最高額は

約9,500万円で、小学５年生の少年が歩行者と衝

突事故を起こし、被害女性は頭部を強打し、意

識不明の寝たきり状態になったようです。将来

の介護費、事故で得ることができなくなった逸

失利益、けがの後遺症に対する慰謝料などで、

合わせて約9,500万円の賠償金になったようで

す。保険加入義務のない自転車の事故に対して

は、高額な賠償金が命令されるケースも多く、

自己破産に陥る例も少なくありません。そこで

まず、本県における自転車の事故発生状況と、

そのうち自転車の加害事故発生状況を、警察本

部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 自転車事故の発

生状況は、平成29年中が875件で、前年比マイナ

ス123件、平成30年10月末現在が624件で、前年

同期比マイナス82件と、減少傾向で推移してお

ります。

そのうち自転車の加害事故は、平成29年中

が55件で、全体の6.3％、平成30年10月末現在

が28件で、全体の4.5％であります。

○田口雄二議員 公共交通機関が少ない本県に

おいては、自転車通学の中高生が多く存在して

います。いつ登下校中に不慮の事故によって、

高額賠償金を請求される可能性があるかわかり
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ません。県立高校生の自転車保険への加入状況

について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 県立高校生の自転車

事故賠償保険の加入につきましては、県高等学

校ＰＴＡ連合会が、民間保険会社の総合補償制

度を各学校に案内しており、保護者の同意を得

て、ほぼ全ての県立高等学校全日制の生徒が加

入をしている状況にございます。

県教育委員会といたしましては、保険の重要

性の周知を図りますとともに、生徒が交通事故

の被害者にも加害者にもならないように、交通

安全教育の充実に努めてまいります。

○田口雄二議員 県立高校の自転車通学生

は、100％自転車保険に加入していることが確認

できました。ただ、自転車通学生以外にも、小

中学生もほとんど自転車を利用しますし、所管

は違いますが、私学生にも加入促進の啓発をお

願いいたします。

用意した質問は全部終了いたしました。先ほ

ど申しましたように、今任期の最後の質問にな

ります。県北にはまだ課題も山積しております

ので、質問が続けられるように、来春には、

しっかりと頑張ってここに戻ってきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。どうもありがとうございました｡（拍手）

○ 原正三議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 私の今期最

後、そして平成最後の質問になろうかと思いま

す。今回は傍聴席に地元から応援が来ておりま

す。本当にありがとうございます。

今回の議会は、知事にとりましても選挙前の

重要な時期であろうかと思います。県民から寄

せられる県への期待や不満等を含めて、議員の

職責を果たす質問をさせていただきます。

まずは、建設業を取り巻く状況について、前

回９月議会から指摘されております株式会社大

建の経営事項審査における虚偽申請について、

質問をいたします。

建設業の方々にとっては発注者である県に対

して直接言いにくいこともあり、疑問や不満に

ついてさまざまな意見を聞いております。この

ようなことが今後起こらないためにも、再発防

止の観点から質問を行いたいと思います。

県は、不正を行った企業へ、11月15日より

「入札参加資格取り消し」という重い処分を行

いました。しかし、県庁内みずからの責任の所

在はどうだったのか。

今回、県民から直接県への通報があったにも

かかわらず不正を見抜けなかった職員や、不正

がなかったと結論づけた者への責任の明確化が

明らかになっておらず、責任の所在が不明であ

ると言わざるを得ません。再発防止には、誰

が、どう指示し、どのように結論づけたのか、

明確にする必要があると思います。責任の所在

が曖昧だからこそ、議会でも、見抜けなかった

のではなく見抜かなかったのではないかという

臆測を生んで、指摘されているのではないで

しょうか。責任の所在を踏まえて再発防止策に

つきまして、知事に伺います。

以下、質問者席より質問を行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。経営事項審査における虚偽申請についてで

あります。

今回、不正に関する情報提供を受け、立入検

査を実施したにもかかわらず、県における調査

が不十分であったことなどから、県議会を初め

情報提供者、建設業界、県民の皆様に御迷惑を

おかけしましたことにつきまして、その責任を

重く受けとめているところであります。
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今後は、今回の反省を踏まえて、発注者、資

材納入業者等への確認の強化や、現場周辺での

聞き取り、行政機関への調査など、検査におけ

る具体的な手法を盛り込んだマニュアルを整備

し、再発防止にしっかりと取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 ９月議会の質問で指摘をされ

まして、再調査の結果で多くの不正が明らかに

なりました。また、知事とこの企業の関係も報

道されるなど、さまざまな状況が明らかになっ

てきております。これまでの県の議会答弁によ

りますれば、県は、この企業が書類等の偽造や

にせの地権者を用意し、現地を説明するなどの

悪質な隠蔽工作によって、立入調査や現地調査

で不正を見抜くことができなかったと結論づけ

ているように思います。県は、この企業及び虚

偽の証言をした関係者に対して、建設業法違反

であるとか詐欺罪などを含めて告発を行うのか

を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 株式会社大建の経営事

項審査における虚偽申請に対しましては、９

月10日付で、45日間の営業停止処分及び５カ月

間の入札参加資格停止処分を行っております。

さらに、取り消し基準に該当しますさらなる

不正の事実が確認されましたことから、今月15

日付で、より重い処分であり、本県では初めて

となります入札参加資格の取り消し処分を行っ

たところであります。

こうした処分の状況等を踏まえながら、告発

に関しましては、慎重に判断をしたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 告発をしない理由は何なの

か。県は信用を失墜させられ、職員は数カ月こ

の案件調査に当たり、本来の業務にも差し支え

たと思います。県や県民は不利益をこうむって

いると考えます。「慎重に判断したい」という

ことで、これまでも答弁をいただいております

が、証拠が出そろった今、いつまでに判断を下

されるのか。知事選もあります。私は知事選前

に判断されるべきではないかと思いますが、知

事はどう判断していらっしゃいますか。

○知事（河野俊嗣君） 現在、建設機械の保有

状況や技術者数など、完成工事高以外の項目を

含めて、詳細に調査を行っているところであり

ます。

仮に、告発の結果、刑事罰を受けることにな

れば、建設業の許可の取り消しということにな

り、５年間は再申請ができず、実質的には廃業

となるものであります。

このようなことを踏まえ、告発をするか否か

につきまして、慎重に検討しているところであ

ります。

○西村 賢議員 県は、みずからの責任の所在

について、企業からそういう隠蔽工作を受けて

見抜けなかったと言っているのにもかかわら

ず、企業側を多少擁護するようにも見えます。

私は、この企業と県とがどういう関係にあるか

わかりませんけれども、その曖昧な対応という

ものが、その企業にとっていいのか、県にとっ

てもいいのか、私は判断しかねます。そこは

しっかりと、早い段階で知事及び執行部の方

に、今後どうするのか、告発しないのであれば

しないという方向性も見出していただきたいと

思っております。

次の質問に移りますが、今、建設業の抱える

課題として、人材不足･若手技術者不足がありま

す。仕事がきつく、休みがとれないなどの負の

イメージが強く、業界としても改善に取り組ん

でいるところでありますが、今の若い人は「給

与より休暇」。残業代よりもしっかり休みが欲
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しいということを聞きます。子育て世代にとっ

ては、さらに休みは大事です。

企業側としては、工期をより短くすることで

採算をとりたいことから、ミスマッチも生じて

しまいます。来年から実施される働き方改革の

流れもあり、企業としても休みを確保せねばな

らないジレンマもありますが、長い目で見れ

ば、業界にとって就職希望者がふえるきっかけ

になるかもしれません。

今、国の発注工事の現場では、週休２日を選

択できる工事の発注が年々ふえているとのこと

で、県も昨年度からそれに倣っています。平

成29年度九州地方整備局の直轄工事では、週休

２日を宣言する企業が、483件の工事のうち132

件と、まだ伸びていない状況にありますが、そ

のうち達成した件数は24件中22件と、ほとんど

が達成をしております。週休２日を実現した工

事では、工事費の補正や工事成績の加点もあ

り、企業側のメリットもあります。

本県発注の工事に週休２日工事の発注をふや

していけないか、また企業に週休２日工事を選

択してもらうための課題は何か、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 建設工事に

おける週休２日制の推進は、担い手確保を図る

上でも大変重要であると考えております。

このため県では、平成28年度から試行を開始

し、実施に伴い増加する人件費等の必要経費を

計上するなどの見直しを行いながら、試行拡大

を図ってきたところであります。

今年度は、100件程度を試行対象工事として発

注し、10月末時点で、受注者と協議の上で26件

を試行中であり、ほか58件で協議を進めている

ところであります。

週休２日の実施におきましては、工程調整の

難しさや日給制の労働者等の処遇などの課題も

あることから、引き続き、試行結果を検証する

とともに、国の動向も踏まえ、必要な見直しを

行いながら、試行を拡大していくこととしてお

ります。

県としましては、建設関係団体等と連携し

て、「土曜一斉閉所」の取り組みを試行するな

ど、今後とも、週休２日制の定着に向けて、積

極的に取り組んでまいります。

○西村 賢議員 建設業サイドにも努力する部

分がたくさんあると思います。しかし、行政サ

イドとして、この週休２日工事の発注をふやす

ことで、企業努力を促していけるのではない

か、人材確保につながるのではないかと考えま

す。週休２日工事の拡大のために、企業側のメ

リットの拡大も含めて検討いただくように、お

願い申し上げます。

次に、外国人との共生について伺います。

先ほど田口議員からもありました。今、入管

法改正の議論が国会で深まる中で、外国人労働

者にもさまざまな形態があり、また外国人の助

けがなければ将来的に厳しい業界が多いことも

知りました。一部の技能実習生への粗悪な労働

環境や、失踪事件なども浮き彫りとなっていま

す。

先日、日向市美々津地区のある祭りに、イン

ドネシアからの技能実習生が参加しておりまし

た。地域の方々と溶け込んで楽しんでおられま

した。その地区も高齢化しておりますが、実習

生が地域のイベントに参加することで、異文化

交流にもなり、大変盛り上がっておりました。

同様に細島地区では、祭りの際に一緒に太鼓台

を担ぐ漁業の技能実習生の姿を見ています。

このような状況を見ると、一部例外があるの

かもしれませんが、そのほとんどが円満に働い
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て国に帰っていっていると思います。

今後も、日本人と外国人が共生していける宮

崎県をつくっていかなければならないと思いま

すが、外国人が県内で暮らす際に、習慣や言語

の違いから困惑することも多々あると思いま

す。県内の相談窓口の状況と、どのような相談

が寄せられているかを、商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

県国際交流協会に委託して相談窓口を設け、英

語、中国語、韓国語など５カ国語に対応できる

相談員が、外国人住民からの生活相談に応じる

とともに、必要に応じ、弁護士や行政書士によ

る法律相談対応も行っております。

外国人住民から寄せられている相談内容は、

住居や子供の教育、医療･税金の問題、騒音をめ

ぐる住民トラブルなど、多岐にわたっておりま

して、中でも、日本語の習得や自動車運転免許

の取得に関するものが多くなっているところで

ございます。

○西村 賢議員 この件、知事にも伺いたいと

思いますが、県民と外国人とがうまく共生して

いくために、外国人が暮らしやすい地域社会を

つくる本県の地域社会づくりについて、知事は

どう考えるのかを伺います。

○知事（河野俊嗣君） グローバル化の進展、

または人口減少に伴う担い手不足などを背景と

しまして、本県におきましても、今後ますます

外国人住民の増加が見込まれるところでありま

す。

こうしたことから、国籍や民族などの異なる

人々が、お互いの文化的な違いを認め合いなが

ら、対等な関係で地域社会の構成員としてとも

に生きていく「多文化共生社会づくり」が、ま

すます重要になると考えております。

私自身も、アメリカに２年間留学しておりま

した。そのときに、さまざまな国籍の方々と交

流をしていく、アメリカがそのさまざまな国か

ら優秀な人材を集める、そのことが科学技術も

経済も文化もスポーツもさまざまな面でアメリ

カ社会に活力をもたらしている、多文化共生の

重要性というものを認識したところでありま

す。

県といたしましては、今後とも、市町村や関

係団体等と連携をしながら、県民の意識啓発

や、外国人住民の生活支援、地域社会への参加

促進など、「多文化共生社会づくり」の推進に

取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、大人のひきこもりにつ

いて質問をいたします。平成28年の11月議会で

も伺いましたが、２年前に質問したときより

も、さらにこの問題は大きくなっていると感じ

ます。

内閣府の公表した平成30年度版「子供若者白

書」によりますと、15歳から39歳のひきこもり

当事者は54万人と推計がされています。

また、40歳以上の大人のひきこもりは、

今、80代の親と50代の子が社会から孤立するこ

とを指す「8050問題」が深刻化していると言わ

れ、80代の親が死亡などで50代の子の面倒が見

られなくなり、その子も共倒れしてしまうこと

から、そう言われています。

ひきこもりを始める時期や要因は、人により

さまざまであると思いますが、大人のひきこも

りの場合、家庭で隠しがちになってしまい、他

人にわかりにくい点もあります。ひきこもり問

題を少しでも解消していくために、ひきこもり

を始める時期やその要因を、社会全体の問題と

して捉える必要があると考えます。

そこでまず、以前質問しましたが、不登校児
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の卒業の問題について再度質問を、教育長にい

たします。義務教育を終える中学３年生時で、

ずっと不登校であった生徒を中学校が卒業させ

ることが、本当に生徒のためになるのか。卒業

してしまえば、追跡していくことも難しくなり

ます。

卒業を決めるのは学校長の判断とのことです

が、出席日数がほとんどなくとも、現実に留年

のような措置をとった学校は県内にはないと聞

いております。学校や教師だけに責任があると

は考えておりませんが、安易に卒業させること

は、義務教育の役割を果たしていないのではな

いかと考えます。まず、本県中学校の不登校児

の推移について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 本県の公立中学校に

おきます不登校生徒数は、平成27年度788人、平

成28年度813人、平成29年度868人であります。

これらを1,000人当たりの数値で見ますと、平

成29年度は、本県30.3人、全国は32.5人となっ

ており、例年、全国よりも低い水準で推移をし

ているところでございます。

○西村 賢議員 答弁のとおりでありますが、

全国平均より低くても、868人の不登校生徒がお

ります。そのうち、中学３年時に不登校であっ

たが、そのまま卒業した生徒の数は、教育長わ

かりますか。

○教育長（四本 孝君） 平成29年度の本県の

公立中学校３年生におきまして、不登校のまま

卒業した生徒数というのは把握をしておりませ

んが、不登校の目安であります年間30日以上の

欠席をした生徒数は340人であります。

その中には、卒業間近に登校できなくなり、

そのまま卒業した生徒もおりますが、一方で、

不登校状態だった生徒が年度途中に学校復帰を

果たし、卒業したという生徒も含まれていると

ころであります。

○西村 賢議員 義務教育において、まず大切

なのは学業であり、また学校生活や部活などの

活動において、社会で必要な協調性を育んでい

くことが重要であります。しかし、学業は自宅

で学ぶことができても、協調性を一人で育むこ

とは難しいと思います。

家庭によっては、学校に我が子を行かせない

というケースもあるでしょう。学校長にも一定

の判断基準があれば、保護者と話が、よりでき

るかもしれないと考えます。例えば、進級する

ためにおおむね３分の２は出席してくださいと

か、そういう具体的な数値の目安はつくれない

のか。それによって、より真剣に学校と生徒家

族が向き合えると思うのですが、現在の卒業認

定のあり方について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 文部科学省は、不登

校児童生徒に対して、学校への復帰や中学校卒

業後の進路選択を支援するために、公的機関で

あります適応指導教室への通級を出席扱いにす

ることや、学校外での学習成果を評価に反映す

ることなど、柔軟に対応するよう、各学校へ通

知をしているところであります。

これを踏まえまして、本県の各学校では、欠

席日数が多い生徒につきましても、家庭訪問や

学習形態を工夫するなど、生徒一人一人に応じ

た支援を行い、最終的には、将来の可能性を期

待して、教育的な配慮のもと、卒業を認定して

いるところでございます。

○西村 賢議員 非常に希望的な教育サイドか

らの、その生徒に対する希望的な観測という

か、この子は出ていった後もしっかりやってく

れるんじゃなかろうかという、余りにも希望的

な答弁に感じてしまいます。

中学で不登校であった生徒が、高校進学を機
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に学校に通い始めるというケースはよくあると

も聞きました。逆に言えば、環境が変われば、

その生徒もリスタートを切れるということかも

しれません。

しかし、進学をしない者、進学しても変わら

ず学校に通わない生徒もいるのではないかと思

います。そのようなおそれのある生徒へのアプ

ローチとして、卒業後のフォローを一定期間す

べきではないかと思います。もしくは、教育サ

イドができない場合、市町村の福祉担当へつな

ぐということも大事ではないかと思いますが、

現時点の状況を教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 平成30年３月の本県

中学校の卒業者のうち、不登校生徒を含めて、

約98％が高等学校等へ進学している状況にござ

います。

中学校の卒業時に、配慮が必要な生徒につき

ましては、中学校と高等学校等の間で、定期的

に情報を共有する場が設けられ、円滑な引き継

ぎが行われております。

また、進路が定まらず卒業した生徒につきま

しても、状況に応じて、中学校の学級担任等が

家庭訪問を行い相談に応じるなど、一人一人に

対して継続的な支援に努めているところでござ

います。

さらに、不登校生徒の社会的な自立を促すた

めには、福祉関係機関との連携も重要でありま

すことから、個別の相談やケース会議を開くな

ど、児童相談所及び保健所などと協力しなが

ら、取り組んでいるところでございます。

○西村 賢議員 この義務教育の卒業時点が、

そのまま引きこもってしまうか、学業に復帰し

ていくか、一つの大きな分岐点になると思いま

す。学校も教師も大変だと思いますが、この問

題を市町村とも共有していき、一人でも多くの

生徒を見守れるようにお願いしたいと思いま

す。この質問を思いついた原点も、私が中学校

の卒業式なんかに行くときに、卒業生で名前を

呼ばれる子がたまたま欠席だったらいいわけで

すが、後で話を聞くと、「いやもうちょっと学

校に来ていなくて」という話もよく聞きます。

それが、たまたまであればいいんですけど、

やっぱり一学年で２～３名とかいうケースがあ

るものですから、少子化の中ではさらにその子

供たちが目立ってしまう状況にもあります。再

度要望を申し上げますが、しっかりと教育現場

の皆様方に周知、徹底していただいて、一人で

も多くの生徒を見守れるようにお願いしたいと

思います。

最初に申し上げた「8050問題」大人のひきこ

もりは、どの程度該当する世帯があるのか、見

当もつかない状況であります。以前、28年11月

議会でも質問に取り上げましたが、秋田県藤里

町では、人口4,000人に対して100人ものひきこ

もり･長期不就労者がいることが、社協の全世帯

調査で明らかになったとのことでした。このと

き、実態をつかむことが対策を講じるために必

要だと訴えたわけでありますが、現在、県は

「ひきこもり地域支援センター」を設置して、

ひきこもりの相談に対応していると考えます。

ひきこもりの現状把握と取り組み状況につい

て、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 本県のひき

こもりの状態にある方は、15歳から39歳までを

対象とした国の調査をもとに県で推計しました

ところ、4,200人ほどとなっておりますが、現

在、さらに詳しい状況を把握するため、民生委

員の皆様に御協力いただきまして、アンケート

調査を実施しているところでございます。

また、これまで２つに分かれていました相談
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機関を、平成29年度より「ひきこもり地域支援

センター」に統合しまして、相談から訪問支援

まで、専門職が一貫して対応できる体制に強化

するとともに、家族や支援者向けの研修や、家

族会がみずから行う学習会への支援を行ってお

ります。

今後とも、関係機関と連携しながら、専門性

の高い、きめ細やかな支援に取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 民生委員の方の力を借りて全

世帯を調査しているということでありますが、

非常に大変な苦労があると思います。これで集

まってきたデータとかアンケートの結果を、

しっかりと今後の対策に生かしていただきたい

と思います。

次に移ります。マイクロプラスチックごみの

水質汚染について伺います。

今、海洋に捨てられたプラスチックごみが大

きな環境問題となり、世界的なカフェやファス

トフードチェーン店がプラスチック製ストロー

を廃止する動きなどが報道されています。昨日

のニュースでは、打ち上げられたマッコウクジ

ラから６キロものプラスチックごみが出てきた

というショッキングな報道を見ました。今、脱

プラスチックの動きが出てきております。その

背景には、2016年ダボス会議にて出された海洋

ごみの報告書による「2050年までに海のプラス

チックの重量が魚の重量を超える」というもの

があります。世界のプラスチック生産量

は、2014年までの50年で20倍以上になり、今後

もさらに倍増すると言われています。

海洋に捨てられたプラスチックごみは、波や

海岸で砕かれ、マイクロプラスチックという５

ミリ以下の粒子となり、それらが将来生態系へ

与える影響は大きな問題になると、多くの学者

も警鐘を鳴らしています。

このプラスチックごみによる海洋汚染は世界

規模の問題であり、既に対策に乗り出している

国々も多いことは事実です。日本国内でもプラ

スチックごみ削減対策が議論され、レジ袋の有

料化や使い捨てプラスチックの排出量25％削減

など具体的な数値目標が掲げられつつありま

す。

国の今後の方針も注視しなければなりません

が、本県は長い海岸線を有し、美しい海からの

恩恵にあずかっています。このマイクロプラス

チック問題に先進的に取り組んでいただきたい

と思います。

そこで、海や河川の環境美化について、企業

や団体、地域の清掃活動が盛んとなり、県内各

地でビーチクリーンや周辺の清掃活動が実施さ

れ、美しい海や川を維持する機運が今、醸成さ

れています。サーフィンなどのマリンスポーツ

や釣りなどが盛んな本県にあって、すばらしい

ことであると思いますが、ごみの撤去や周辺の

草刈り、警告看板設置など実費を要することも

あり、相談を受けることも多々あります。海岸

の清掃活動への助成や、それに伴う予算確保に

ついて、県の状況を環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 海岸漂着物

は、海岸管理者が、海岸保全の観点から回収･処

理を行っておりますが、よりよい海岸環境の形

成においては、議員御指摘のとおり、民間団体

における海岸清掃ボランティアなどの活動が大

きな役割を担っております。

県といたしましては、国の補助金を活用しま

して、地域の海岸美化活動に対し、市町村を通

じて運搬や処理費用を支援しており、国にさら

なる制度拡充を要望しているところでありま

す。
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また、ことし６月の海岸漂着物処理推進法の

改正によりまして、処理の推進に寄与した民間

の団体及び個人の表彰制度が新たに創設される

など、その活動を評価する動きも広がっており

ます。

本県においても、こうした制度を積極的に活

用することにより、予算の確保に努めるととも

に民間団体等の支援･育成を進め、本県の美しい

海岸の維持に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 一方で、プラスチックごみ問

題で今、深刻な事態を招いているのは、先進国

のごみを引き受けてきた中国が、昨年12月末か

ら廃棄プラスチックの輸入禁止措置を発動し、

ほかの東南アジアの国々にも同様の動きがある

ことです。昨年まで国内排出量900万トンのう

ち140万トンを海外に依存してきたために、今

後、行き場を失った廃棄プラスチックは、不法

処理や不法投棄など増加のおそれがあるが、県

内の不法投棄について現状を伺いたいと思いま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 不法投棄は、

住民の環境意識の向上や監視体制の強化に伴い

まして、全国的に減少傾向にあります。また、

本県の産業廃棄物全体の不法投棄の発生量につ

きましても、過去５年間の推移を見ますと、平

成26年度の2,293トンをピークに減少し、昨年度

は289トンとなっております。

一方で、議員御指摘のとおり、昨年12月末に

中国において廃プラスチックの輸入制限が実施

され、国内処理の停滞が懸念されており、首都

圏等の大都市では実際に支障が生じていると報

道されているところであります。

現在、県内では廃プラスチック処理の停滞や

不法投棄は確認されておりませんが、引き続

き、適正な処理が維持されるよう監視体制を強

化してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ぜひ、今後の監視体制をしっ

かりしていただきたいと思います。

最後に、マイクロプラスチックによる海洋汚

染について、県は今後どのように考えていくの

か、県の考えを環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 河川や海域の

汚濁について、県では国や市町村と連携をとり

ながら常時監視を行っており、国が定めている

基準と比較しても、良好な水質を保っておりま

す。

議員御指摘のマイクロプラスチックによる河

川や海洋への汚染は新たな問題であり、県とい

たしましても、官民挙げて取り組まなければな

らない重要な課題であると考えております。

しかしながら、これらの実態は十分に把握さ

れていないことから、国では、マイクロプラス

チックの人や環境への影響、海洋への流出状況

や抑制対策などについて、来年６月までに「プ

ラスチック資源循環戦略」を策定することとし

ております。

県といたしましては、今後の国の動向を注視

しながら、引き続き、プラスチックごみの河川

や海洋への排出抑制対策に努めるなど、プラス

チック資源循環を総合的に推進してまいりま

す。

○西村 賢議員 次の質問に移ります。

観光振興について伺いますが、先月、観光振

興対策特別委員会の県外調査で、岐阜県飛騨古

川や金沢市東茶屋街などを訪問し、インバウン

ドや観光振興に関して、地域の財産を魅力とし

て発信している事例を調査してまいりました。

その中で外国人観光客に人気なのが「古民家」

であり、そこで暮らしているところを見せるだ
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けでも大きな反響があるそうで、最近ではあえ

て古民家を改装して、宿泊や飲食ができるよう

にしているところもふえています。特に金沢市

の東茶屋街などは整備も進んでおり、観光ガイ

ド「まいどさん」と呼ばれる方々が案内してお

り、我々委員会もお世話になりました。

この「金沢市東茶屋街」は、重要伝統的建造

物群保存地区に選定されております。伝建地区

とこれから略しますが、この伝建地区は同様に

全国で118地区が指定されており、本県でも３カ

所が指定されています。日南市飫肥の武家町、

椎葉村十根川の山村集落、日向市美々津の港町

があります。現在、外国人観光客増の効果もあ

り、全国的に伝建地区が盛り上がっているニ

ュースを聞くにつれ、やはり磨けば魅力がある

財産であることには違いないと思います。

ここでは、私の地元である美々津地区につい

て質問を行います。美々津伝建地区は、飫肥地

区が選定された昭和52年５月から約10年後の昭

和61年12月に選定をされました。高鍋藩の港町

として栄えた趣を残していくために、その後30

年かけて特定物件の整備を進めてきました。し

かし、地域の高齢化も進み、空き家もふえてき

ています。せっかく改修しても空き家のままで

は生かされず、すぐに傷んでしまいます。今こ

そスピード感を持ってさらなる整備を進め、生

かしていくことが重要であると考えます。

県は、伝建地区への整備補助率を、事業開始

当初は４分の１や５分の１ぐらい出していたと

のことですが、現状では３％弱程度と、補助の

比率が大変低くなってきております。

美々津地区も今、伝建地区の魅力を生かし観

光客に来てもらおうと、古民家を飲食店やゲス

トハウスに改修していく新しい動きも出始めて

います。美々津伝建地区における現在の保存と

整備の状況、また県の補助率が低くなってきて

いる理由について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 日向市の耳川河口に

あります美々津は、江戸時代から明治時代に、

京阪神地方との経済及び文化の交流拠点として

栄えた港町でありまして、昭和61年に日向市が

保存計画を策定するとともに、国の重要伝統的

建造物群保存地区に選定されたところでござい

ます。

これまでに、保存の対象となる伝統的建造

物95件のうち、78件の修理が実施をされており

ますほか、石畳や建物の外観など、景観に調和

するような整備が行われているところでありま

す。

また、その修理や修景の整備の経費につきま

しては、昭和62年度から日向市に対し、補助を

行っているところであります。

しかしながら、議員御指摘のとおり、県の補

助率が年々減少しております。多種多様な文化

財に対する保存整備の経費が多くなっており、

事業を確実に実施していくために、本県の厳し

い財政状況の中、地元自治体の協力もお願いし

なければならないという状況でございます。

○西村 賢議員 今、インバウンド等で伝建地

区や古民家への人気が高まる中で、このチャン

スを生かすために、ぜひ、予算の拡大を要望し

ておきます。これは教育委員会だけではなくて

県全体にもかかわることですので、知事にも要

望しておきます。

次に、伝建地区の観光としての活用について

伺います。

御存じのとおり、美々津は神武天皇お船出の

地であります。伝建地区との相乗効果で、神話

と歴史の両方が感じられる場所でもあります

が、県は、この伝建地区を観光資源としてもっ
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と活用すべきではないかと考えますが、商工観

光労働部長に県の考えを伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 日向市

美々津は、お話にありましたように神武天皇の

お船出の地として知られ、江戸時代から港町と

して栄えた町屋づくりの建物が今も残る、魅力

あふれるエリアでございます。

地元日向市では、これまで、町歩きマップの

作成やイベントの開催などにより、美々津の活

性化に取り組まれており、県におきましても、

美々津の神話にまつわるイベントに対する支援

や情報発信に努めてまいりました。

また、このたび住民や専門家の方々と一緒に

なって検討し整備をいたしました、耳川河口の

美しい伝統的な石積み護岸が、ことしの土木学

会デザイン賞の優秀賞を受賞いたしました。こ

のような日本情緒漂う歴史的町並みや、美しい

景観、さらに受け継がれてきた神話･伝統文化

は、インバウンド誘致のためにも有効なツール

になると考えますので、今後とも、地元日向市

や関係団体と連携しながら、これらの観光素材

を生かした地域の主体的な取り組みを支援して

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 美々津の伝建地区を見て、私

が少しがっかりするのは、きれいな風景の写真

を撮るんですが、電柱が写り込んでしまうこと

であります。

日向市議会でもたびたび無電柱化が議論され

るそうでありますが、なかなか実現には至りま

せん。飫肥地区のほうは伝建地区が無電柱化さ

れ、県の優良事例としても取り上げられており

ます。無電柱化の道路は景観がすばらしく、通

行もしやすい、また写真を撮るときには建物も

映えます。

「インスタ映え」という言葉が流行語にもな

りましたが、今は若い人に限らず、高齢の方で

もスマホやデジカメで写真を撮り、ＳＮＳ等に

アップをいたします。美々津地区もせめて中心

部の６本ぐらい電柱がなくなればいい撮影ス

ポットができるのになと、いつも考えるのです

が、観光対策として無電柱化は非常に有効であ

ると考えます。県からはどのような支援ができ

るのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 無電柱化に

つきましては、道路の防災性の向上、安全で快

適な通行空間の確保、また、良好な景観形成か

らも大変重要な取り組みであります。

しかしながら、無電柱化には多額の費用を要

することや、電線管理者との調整が必要になる

ことなど、さまざまな課題もありますので、

国、県、市町の道路管理者、電線管理者や警察

等で構成する「宮崎地区無電柱化協議会」を設

置し、無電柱化の円滑な推進を図っているとこ

ろであります。

今後、道路管理者である日向市が当該地区の

無電柱化を計画される場合には、協議会を活用

しながら、無電柱化に係る情報提供や技術的な

助言等を行ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。地元

の努力や市の努力もまだまだ足りていないかも

しれませんが、先ほど申し上げたとおり、Ｕ

ターンＩターンで新しい活力も、この美々津で

生まれつつあります。人口減少していく中で厳

しいところもありますが、ぜひ応援をよろしく

お願いしたいと思います。

次に、国道503号整備の進捗について質問をい

たします。

この503号は、諸塚村と五ヶ瀬町を結ぶ道路で

あります。諸塚村から七ツ山を通り飯干峠を抜

けるこの道路は、線形が悪く急峻な道が続き、
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まだ１車線の区間が多く離合も困難な状況で

す。この沿線上の七ツ山の奥の小原井というと

ころに私の父の実家があり、祖母がまだ住んで

いるので幼い頃から通っておりますが、沿線の

集落もだんだんと寂しくなってきております。

人口減少が顕著にあらわれています。

この503号の整備促進総決起大会は、毎年、諸

塚村で行われますが、選挙区ではない私と日高

博之県議にも声をかけていただき、その期待に

応えるためにも、今回質問をさせていただきた

いと思います。

九州中央道が着々と整備進捗している中で、

いよいよ五ヶ瀬町でも９月24日に五ヶ瀬高千穂

道路の中心くい打ち式が行われました。五ヶ瀬

町に九州中央道が開通する目標が見えてきたわ

けでありますが、この中央道が完成し、五ヶ瀬

インターができれば、この503号も生きてくると

思います。それまでに、できる限り整備進捗が

できればと思いますが、県土整備部長に伺いた

いと思います。県土整備部長は日向土木事務所

にいらしたので、よく御存じの道路と思います

が、現在の整備状況について伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道503号

は、本県の中山間地域におきまして、広域ネッ

トワークを形成するとともに、通勤･通学や通院

など、地域住民の生活を支える重要な道路であ

ります。

整備状況としましては、五ヶ瀬町の国道218号

交差点から諸塚村の国道327号交差点間の延長

約36キロメートルのうち、平成29年４月現在

で、約18キロメートルの整備が完了しておりま

す。

現在、諸塚村内におきまして、鶴野工区など

３工区で２車線での整備を進めておりまして、

このうち八重の平工区は12月に完成予定であ

り、また、宮之元工区は、今年度の新規事業と

して、測量や設計を進めております。

県としましては、引き続き、必要な道路予算

の確保に努めながら、しっかりと早期整備に取

り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 この503号の最大の難所は飯干

峠であります。昔から「ここに飯干トンネル

を」というのが、この地域の合い言葉でありま

した。

平成８年８月に、椎葉と五ヶ瀬を結ぶ国見ト

ンネルが開通しました。当時そのトンネルを

通ったときに、周りの人たちから、本当によ

かったという話をたくさん聞きました。中山間

地では、道路改良は都市部以上に切実な問題で

もあります。その平成８年の10月に衆議院選挙

がありまして、当時、江藤隆美代議士がこの地

を訪れた際にも演説で、「飯干トンネルをつく

る」と訴えていたのを私は覚えています。

この503号総決起大会でも、いまだに「飯干ト

ンネルを早く」との声が多く上がります。この

トンネル整備の将来の見通しについて、県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道503号

は、今年度、新規事業化されました九州中央自

動車道五ヶ瀬―高千穂間の整備が進みますと、

高速道路と一体となったネットワークを形成す

ることから、その重要性は一層高まるものと考

えております。

現在、飯干峠付近では、冬期の積雪による通

行どめも発生する状況にありますことから、こ

の解消を図るためにも、トンネル整備の必要性

は十分認識しているところであります。

しかしながら、トンネル整備は事業規模が大

きく、多額の費用を要することから、現時点で

整備の見通しをお示しすることは難しい状況に
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あります。

このため、まずは、諸塚村中心部から飯干地

区付近までの区間におきまして、特に交通に支

障のある箇所から順次整備を進め、地域の産業

振興や日常生活における利便性の確保に向け、

引き続き、しっかり取り組んでまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 厳しい状況はわかりますが、

逆に国見トンネルのように、難所のほうから着

手していくということもあるのではないかなと

思っております。当然これは県だけでは難しい

事業であると思いますので、鎌原副知事もそれ

を踏まえて、また国交省と連携をとっていただ

きたいと要望しておきます。質問はいたしませ

んけれども、鎌原副知事、よろしくお願いしま

す。

最後に、危険運転、あおり運転について質問

をいたします。

危険運転、あおり運転で昨年の６月、東名高

速で家族４人の乗ったワゴン車を執拗に追跡

し、追い越し車線に無理やり停車させて追突事

故を引き起こさせた容疑者が逮捕されました。

ワゴン車に乗った夫婦が死亡した事故は大きく

報道され、この事件以降も、ドライブレコー

ダーやスマホ普及の影響からか、あおり運転と

言われる危険な運転行為がニュース等で報道さ

れています。

この報道を見るにつけ、自分がいつ被害者に

なるのかもわからない、さらには加害者の側に

立たないようにしなくてはならないと思います

が、あおり運転等で強制的に停車させられたり

した場合の対処法はあるのだろうかと考えま

す。そのような悪質な危険運転の行為に対し

て、被害者のドライブレコーダーやスマホの映

像は証拠となるのか、その場合の警察の対応と

取り締まりの状況について、警察本部長に伺い

ます。

○警察本部長（郷治知道君） 議員御質問のい

わゆるあおり運転により、強制的に停車させら

れたような場合におきましては、できるだけ交

通事故に遭わない場所に避難したり、迷わず警

察に110番通報していただきたいと考えておりま

す。

あおり運転と言われますような危険な運転に

は、車間距離不保持、合図不履行などの道路交

通法違反、刑法の暴行罪や危険運転致死傷罪の

適用が考えられます。

本県では、本年10月末現在で、刑法や危険運

転致死傷罪を適用した検挙はありませんが、車

間距離不保持６件、合図不履行15件の交通違反

を検挙しております。

あおり運転と言われる運転行為の映像を証拠

とした検挙例は本県ではございませんが、例え

ば、共同危険行為等の禁止違反を防犯カメラの

映像等の証拠により検挙した例がありますの

で、いわゆる「あおり運転」に対しても、関係

法令を適用して厳正な捜査を行ってまいりま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。自分

が特に加害者側にならないように、車間距離を

しっかりとりながら運転に気をつけてまいりた

いと思います。

さて、今は暴走族という言葉を聞くことはな

くなりました。もう死語かもしれません。しか

し、実際には１台、２台のバイクや車が、夜中

に大きな音を立てて走行することは見かけた

り、その爆音が家の中まで聞こえてきたりする

ことはあります。特に夏の暑い時期であります

とか夏祭りの時期などは、一時的にそのような

若者もふえるのかもしれませんが、年末年始で
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もそのような暴走行為を見かけることがありま

す。現在の状況と、この暴走行為の取り締まり

はどのようになっているのか、警察本部長に伺

います。

○警察本部長（郷治知道君） 本県では、現

在、暴走族を名乗るグループはありませんが、

御指摘のとおり暴走運転を行う者がおりまし

て、本年10月末現在、共同危険行為等の禁止違

反や無免許運転で６名を逮捕しまして、ほか

に、信号無視や消音器不備などで79件、70人を

取り締まっております。

このような違反者に対しまして、運転免許の

取り消しなどの行政処分や、押収した車両につ

きまして陸運局と連携して整備命令を課した

り、あるいは継続的な面接を行うなどして、再

発防止に努めております。

○西村 賢議員 用意した質問が終わりまし

た。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○外山 衛副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。公明党宮崎県議団の河野哲也でございま

す。通告に従い、順次質問します。

まず、県政運営の総括についてお伺いいたし

ます。

昨年11月定例県議会で、河野知事は、来期の

宮崎県知事選に「愛する宮崎のためにさらに力

を尽くしたいと強く決意し、出馬を決断した」

と、３期目を目指して立候補を表明されまし

た。

知事は、「１期目は口蹄疫からの再生復興が

大きな課題で、２期目は「口蹄疫からの新たな

成長へ」をテーマにフードビジネスやグローバ

ル戦略、さまざまな産業戦略を進め、一定の成

果が出た。その上で、３期目は、これまでの礎

の上に立って、より成果を出していく。宮崎が

さらに元気になった、確かに発展が感じられる

という道筋をつけたい」とおっしゃっていま

す。

有識者の河野県政評価としては、

「人材を育て宮崎県を根本的に発展させよ

うと施策を打つことは、評価できる。ただ、

「日本一の読書県」という独自色を打ち出し

たが、目標には届いていない。全国学力テス

トの正答率も伸び悩んでいる。一朝一夕に改

善するのは難しいので、長期的な視点の施策

が必要。本県の農業産出額や食料品関連産業

生産額、新規企業立地件数などは数値目標を

上回っている。全般的に合格点に達している。

その一方、外国人の入り込み客数や観光消

費額などは余りふえておらず、観光面で取り

こぼしている。文化・芸術の振興を本県の課

題とし、20年に開催の国民文化祭につながる

施策を展開したことは評価できる。防災士の

増加など防災面の取り組みが進んでいるが、

南海トラフ地震の発生が懸念される中、県民

の意識をどう変えるか前のめりに取り組むべき。

「くらしの豊かさ日本一」を掲げているが、

実感している県民はまだまだ多くない状況だ｣

とありましたが、県北の皆さんは、きっと、東

九州自動車道の北九州までの開通、延岡南道路
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の大型等の大幅改定を河野県政時の成果である

と喜ばれているのではと考えます。そこで、知

事、河野県政２期８年で、宮崎を変えることが

できた点を１つ、３期目の課題を１つ挙げてく

ださい。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、河野県政としての２期８年、宮崎の発

展のため、まずは口蹄疫等からの災害からの復

興を、そして復興から新たな成長へを最大の使

命と考え、交通基盤の整備充実、フードビジネ

スやグローバルな市場開拓、本県の魅力を高め

るためのブランドづくり、産業人材の育成な

ど、県勢発展の礎づくりに全力で取り組んでま

いりました。この結果、東九州自動車道など交

通インフラ整備の大きな前進や、宮崎牛の３大

会連続となる内閣総理大臣賞の受賞、農業産出

額や輸出額の拡大、１人当たり県民所得の増加

など、着実に新たな成長に向けた流れを築くこ

とができているものと、確かな手応えを感じて

おります。

一方、急速な少子高齢化を迎える中で、人材

の確保や中山間地域対策、医療、介護、福祉な

ど、本県が取り組むべき課題は山積しておりま

すが、中でも人口減少問題への対応が、これか

らの県づくりを進める上で喫緊の課題と考えて

おります。若者を中心とする社会減を抑制し、

合計特殊出生率2.07の実現に道筋をつけること

は容易ではありませんが、この問題に早急に対

応しなければ、今後、本県の活力が大きく失わ

れかねない極めて重要な時期を迎えていると考

えております。

県民の皆様に次期県政を負託していただける

のであれば、こうした困難な課題にも果敢に取

り組み、人口減少の中にあっても、県民の皆様

が安心と希望を持って暮らし続けることができ

るよう、全力を尽くしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 人口減少の対策は非常に難し

いと考えます。若者が宮崎にとどまる施策とし

て、例えば子育てがしやすい県になること、こ

れが大事じゃないかと思います。

子育て支援について知事の認識をお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 子育て支援は、未来を

つくる子どもたちへの投資でありまして、社会

全体で取り組むべき最重要課題と認識しており

ます。

県では、これまで「出会い・結婚」から「子

育て」に至るライフステージに応じた切れ目の

ない支援に取り組んできたところであります。

県が取り組む結婚相談も実績が上がっている、

数字も出ているところであります。

加えて昨年度からは、大学生などの若い世代

が「結婚」「子育て」について考える機会を提

供する「ライフデザイン事業」も実施している

ところであります。

また、子供と子育てを社会全体で応援する

「未来みやざき子育て県民運動」の一環とし

て、夫婦の子育て協働を進める事業の実施や、

県内の子育て支援団体等と連携した各種イベン

トの実施など、さまざまな取り組みを行ってま

いりました。きょう11月22日が「いい夫婦の

日」という御指摘がありましたが、その３日

前、11月19日、これを「いい育児の日」という

位置づけのもとに、全国14県で構成します将来

世代応援知事同盟が記念日登録をしたものであ

りますし、さらに、こういった取り組みが進め
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られている今月を「子育て応援マンス」という

位置づけで支援に取り組んでいるところであり

ます。

今後とも、「子どもと子育てを応援すること

が当たり前の社会」の実現に向けまして、働き

方改革等とも連動しながら、子育ての不安や負

担を軽減するための環境整備に取り組んでまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。「子

どもと子育てを応援することが当たり前の社

会」、その宮崎を前面に打ち出していただきた

いと思います。

実は、知事の思いに沿うように、宮崎は、子

育て支援のためのボランティア活動が盛んに

なっています。

ところで、阪神・淡路大震災が起きた1995年

がボランティア元年と言われています。全国か

ら大勢の人が被災地に駆けつけました。その当

時の調査を見ると、主な動機は「いても立って

もいられなかった」という気持ちでした。「上

から目線」ではなく「人ごとではなく、自分の

こと」と受けとめるボランティア意識が広がり

ました。

ことし成立・施行20年を迎えるＮＰＯ法のも

と、活動の裾野が一気に拡大しました。まず

は、宮崎県のボランティア団体の実態につい

て、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成29年度の

県社会福祉協議会の調査によりますと、社会福

祉協議会が運営するボランティアセンターに登

録しているボランティア団体数は、2,009団体で

ありまして、10年前の平成19年度と比較します

と、344団体の増となっております。

なお、前年との比較では、構成員の高齢化に

よる会の解散などにより、18団体の減少であり

ますが、近年の傾向としては微増で推移してい

るところであります。

○河野哲也議員 欧州では、ボランティアが日

常の生活の一部、暮らしに根づいています。ボ

ランティアを文化として、県民レベルの「草の

根」の自発的意思で活動しています。

ボランティアが暮らしに根づくには、子供の

ころからの福祉教育が必要であり、自分で判断

できる人材を育てていく取り組みの持続が大事

です。県の支援を総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ボランティア

が取り組みを持続するためには、一人一人が地

域の中で豊かな人間関係を構築し、地域の課題

に当事者として向き合い、解決に取り組んでい

くことが必要であります。また、生涯にわたる

ボランティア意識の醸成が重要であると考えて

いるところでございます。

このため県では、社会福祉協議会が行いま

す、社会貢献活動を促進するための事業に補助

を行っているところでございます。

その中で、地域を基盤とした、協働による地

域福祉の推進を図るための研修会の開催や、中

学校区を中心としたモデル地区を指定しまし

て、児童生徒と地域住民が、車椅子や視覚障が

いなどの疑似体験や高齢者等との交流会を行う

など、地域全体で福祉教育やボランティアを実

践する取り組みを行っているところでございま

す。

○河野哲也議員 この取り組みが定着すれば、

多様化が進むボランティア活動を支える担い手

を広げることができると思います。

海外と比較する場合、ボランティアと企業の

かかわり方に注目いたします。海外では、地域

社会の問題について、ボランティア団体と行
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政、企業関係者が協定を結ぶことは少なくあり

ません。「コンパクト」と名づけられた協定を

結びます。

宮崎でもボランティア団体が企業と協力して

の社会貢献についても、姿が見えてきていま

す。

昨年11月組織された「子ども食堂」「学習支

援」「相談支援」「居場所」「支援者育成」等

をシステム化しようとしている「みやざき子ど

も未来ネットワーク」の動きを注視しています

が、「みやざき子ども未来ネットワーク」への

県の支援状況と今後の課題について、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、「みやざき子ども未来ネットワーク」

に対しまして、設立前からサポートを始め、寄

附などの意向がある企業等とのマッチングを行

うとともに、県政番組、イベントなどにより、

ネットワークの取り組みの周知を図っておりま

す。

また、今年度からは、子供の貧困対策に取り

組む人材育成の研修会を県内３カ所で実施して

いるところであります。

ネットワークとは日ごろから意見交換を行っ

ておりまして、その中で、さらなる活動状況の

周知や人材の育成が課題であるとの意見があり

ましたことから、今後とも連携を図り、支援に

努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 県がネットワークと連携して

実施する人材育成研修の中で、先ほど部長から

もありましたが、「貧困世帯は借金や病気など

さまざまな課題を抱えている。なのに自己責任

とする見方が強い。非正規雇用、低賃金長時間

労働となり、親は子供と触れ合う時間を減らし

た」と、ほっとプラス代表理事の藤田氏は語ら

れています。「ボランティアや関係団体が有効

に機能するためには、ネットワークでつながっ

て、現場の声を県や議会に伝えていただきた

い」と訴えています。現場の声をしっかり受け

とめていきたいと思います。

子育て支援の影の課題に、児童虐待がついて

きます。福祉保健部長に何点かお伺いします。

発達障がいの一つとも言われる虐待が起因す

る「愛着障がい」がある子供に対したことがあ

ります。「心理的虐待」によるものだったと記

憶しております。

全国の児童相談所が昨年度対応した虐待の件

数は13万3,778件で、統計をとり始めて27年連続

で増加しています。子供の目の前で配偶者に暴

力を振るう「面前ＤＶ」を、警察が「心理的虐

待」に該当するとして積極的に児相に通告した

ことなどが、増加の要因と見られています。

県内の児童相談所における児童虐待の対応件

数についてお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成29年度

に県内の児童相談所において対応した児童虐待

相談件数は、1,136件でございまして、前年度

の631件と比較して、1.8倍に増加したところで

ございます。

○河野哲也議員 公明党が推進した児童虐待防

止法に、虐待を発見した際の通知義務を明確に

位置づけました。そして、10桁の番号を覚えや

すい番号にして、簡単につながるようにすべき

と、改善を求め変更されたのが、15年７月にス

タートした児童相談所全国共通ダイヤル「189

（いち・はや・く）」であります。24時間365日

体制で対応しています。来年度から無料だそう

です。

番号短縮後、電話相談件数が全国で、約15倍

に激増したそうです。
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「189」の効果についてお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童相談所

全国共通ダイヤル189、いわゆる「いちはやく」

は、それまでの10桁の番号を３桁化して、平

成27年７月から運用が開始されておりますが、

全国の児童相談所につながった件数を運用開始

の前後６カ月間の平均で比較しますと、約3.5倍

に増加しておりまして、３桁化による効果が認

められるところでございます。

本県におきましては、ことしの４月から10月

までに「189」を経由して151件の虐待通告や子

育て相談を受け付けたところであります。

こうした189への虐待通告をきっかけとしまし

て、児童相談所の支援につながったケースも多

くありますことから、虐待の早期発見に効果が

あったと考えております。

○河野哲也議員 虐待の早期発見にしっかりつ

ながっていると思います。

虐待を未然に防止するために育児不安などの

相談に応じる、生後４カ月までの乳児がいる全

ての家庭への保健師・助産師訪問について、市

町村の状況を伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 保健師や助

産師による乳児がいる家庭訪問につきまして

は、４カ月未満の乳児を対象とした乳児家庭全

戸訪問事業により、24市町村において行われて

おります。

残りの２市においても、保健師が母子保健法

に基づく訪問を行っておりますことから、全て

の市町村において、乳児がいる家庭への訪問が

行われているところであります。

○河野哲也議員 訪問の内容が、私の調べる中

でもつかめなかったんですけど、受けた側のお

母さん方はどんなに心強いか。もしかしたら、

回数的にはそんなに訪問がないかもしれません

けど、自分の悩み等を語られるというのが大事

なことではないかなと思います。

虐待の背景には、親の孤立などさまざまな要

因が考えられます。保健師などの専門家が、妊

娠から出産まで切れ目なくサポートする「子育

て世代包括支援センター」、いわゆる日本版ネ

ウボラの推進が必要です。

設置に向けて、市町村に対しどのように働き

かけていますか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 妊娠期から

子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を誰

もが身近な地域において受けられるよう、全て

の市町村において子育て世代包括支援センター

が設置されることは、大変重要であります。

センター未設置の市町村と意見交換を行った

ところ、専門的な知識を持った職員確保が難し

いことや、センターの設置意義が十分に浸透し

ていないことが、課題として明らかになりまし

た。

このため、県では、市町村を対象に、担当者

の専門性を高めるための研修会を開催するとと

もに、センター設置により質の高いサービスを

住民に提供しているさまざまな先進事例を紹介

し、設置の意義について理解促進を図っている

ところです。

今後とも、センター設置に向け、あらゆる機

会を通じて市町村に働きかけてまいりたいと考

えております。

○河野哲也議員 どうか、積極的な推進をお願

いいたします。

17年度の全国の児童福祉司の数は3,253人。22

年度までに全国で約2,000人増員する児相の体制

強化に向けた新プランが設定されると聞いてお

ります。

本県の必要な児童福祉司の配置について、ど
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のように取り組んでいくのかお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童福祉司

につきましては、平成28年４月に策定された国

の「児童相談所強化プラン」を受けた配置基準

が示されており、本県では、本年４月１日時点

で、その基準を上回る計29名を、県内３カ所の

児童相談所に配置しているところであります。

本年３月の東京都目黒区の事件を受け、国は

年内に新たなプランを策定することとしており

まして、児童福祉司の配置基準の見直しととも

に、市町村や里親の支援を専門に担当する児童

福祉司が新たに配置されることとなっておりま

すことから、今後、児童福祉司の大幅な増員が

見込まれるところであります。

県といたしましては、この新たなプランを踏

まえながら、本県の実態に即した配置について

検討していきたいと考えております。

○河野哲也議員 全国で1.6倍の伸びです。児相

の人員強化は１番目に挙げる対策でございま

す。ただ、児童福祉司の増員だけでなく、児童

相談所の増設まで考えるべきではないかと思い

ます。県の本気度が問われます。

転居を伴う虐待事案の再発防止策は、先ほど

田口議員の質問で了解いたしました。もう一

つ、３月の目黒区での結愛ちゃんのケースのよ

うに、「親が会わせない」ことで、子供に面会

できなかったことが、虐待死を食いとめられな

かったことにつながったので、虐待が疑われる

児童の安全確認を確実に行うために、どのよう

な取り組みを行っているかお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、これまで児童虐待通告を受けた場合に

は、国の児童相談所運営指針に従い、原則、48

時間以内の目視による安全確認に努めてきたと

ころであります。

先般の東京都目黒区の事件を受けて、国は本

年７月に指針を改正し、48時間以内に安全確認

できない場合には、法に基づく立入調査を実施

するとともに、必要に応じて警察に援助要請を

行うことが規定されたところであります。

このことを受け、県では、今月12日に、実際

の立入調査を想定した警察との合同訓練を実施

し、保護者の拒否により児童と面会ができない

場合の連携の手順等について確認したところで

あります。

今後もこうした訓練を継続することにより、

児童の確実な安全確認につなげてまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 質問ではありませんが、警察

に「児童虐待専門チーム」を設置していただい

て、専門性のない警察官が被害者等を追い詰め

ることのないように、福祉にかかわる領域では

大事なことであると思いますので、考えていた

だきたいと思います。

また、福岡市児童相談所は、弁護士の常勤配

置をしています。ケースを深く知る弁護士が

チーム内にいることで、ちゅうちょせず親子分

離が可能となります。

農福連携についてお伺いいたします。

平成28年の２月定例県議会の一般質問で「農

福連携」について質問して以来、福祉分野と農

業分野が連携した「農福連携」の取り組みを注

視するようになりました。

政府が定めた「ニッポン一億総活躍プラン」

（平成28年６月閣議決定）では、障がい者等

が、希望や能力、障がいの特性等に応じて最大

限活躍できる環境を整備するため、農福連携の

推進が盛り込まれています。

また、「第４次障害者基本計画」（平成30年

３月閣議決定）や「経済財政運営と改革の基本

- 156 -



平成30年11月22日(木)

方針2018」（平成30年６月閣議決定）でも、農

福連携による障がい者等の農業分野における就

農・就労の促進が位置づけられており、取り組

みが進められています。

農業に取り組んでいる就労継続支援Ｂ型事業

所の数について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 平成29年４

月現在の県の調査によりますと、就労継続支援

Ｂ型事業所121事業所のうち、59事業所が農業分

野での生産活動に取り組んでおります。

○河野哲也議員 県では、障がい者の社会的自

立を支援する取り組みの一環として、就労継続

支援Ｂ型事業所に対して、経営コンサルタント

等による売り上げ向上やコスト削減、製品開発

等の指導・助言を行うことで、工賃の向上の取

り組みを支援していると聞いております。福祉

保健部における詳細な農福連携の取り組みをお

聞かせください。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 農福連携に

つきましては、障がい者の就労機会の拡大と工

賃等の向上につながる取り組みでありますこと

から、大変重要なものと考えております。

このため、福祉保健部では、平成29年度よ

り、「農福連携障がい者就労支援事業」を実施

し、福祉事業所への支援に取り組んでいるとこ

ろであります。

具体的には、農業の専門家を福祉事業所に派

遣し、栽培品目の選定や栽培方法など技術指導

を行うとともに、福祉事業所が生産した農産物

の販路を拡大するため、大型の商業施設におい

て、事業所共同での即売会にも取り組んでおり

ます。

今後とも、これらの取り組みを通じて、農福

連携をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 農業関連の作業に障がいのあ

る方々を雇用することについては、県としても

ぜひ推進していただきたいと思いますが、現状

の一般企業への就労支援については限界があっ

て、就労しても、不安定な精神障がい者などの

定着率というのが高くないと言われています。

そのためにも、障がい者の雇用の範囲を広げ、

その方の特性に合った仕事を選択させる必要が

あります。そのために農福連携は必要不可欠と

いうことで、ただ、推進するには、農業者と障

がい者の相互理解が必要になってくると思いま

すが、農政水産部における取り組みをお伺いし

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農福連携につ

きましては、農業分野における人材確保という

観点からも、大変重要な取り組みと考えており

ます。

このため、今年度から、農業と福祉の相互理

解やマッチング体制づくりを目的として、「農

福連携発！農林水産業ユニバーサル化促進事

業」に取り組んでおります。

具体的には、福祉、教育等の関係部局や宮崎

大学等から成る農福連携推進会議を４月に設置

し、10月には、福祉事業所や市町村等を対象

に、農業分野での施設外就労等の先進事例に関

する研修会を開催いたしました。また、県内の

３地域をモデル地域として設定し、農作業体験

会などを実施しながら、農業者と障がい者の

マッチングや作業の見える化、細分化に取り組

んでいるところであります。

今後とも、これらの取り組みを通じて、農福

連携をさらに推進してまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 受け入れる農業関係者が障が
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い者一人一人の特性を知り理解をすることで、

障がい者も安心して働くことができる、お互い

が相互利益の農福連携が実現します。よろしく

お願いいたします。

続きまして、脳脊髄液減少症についてでござ

います。

私が脳脊髄液減少症について初めて質問した

のが、平成19年の６月議会でした。延岡在住の

患者さんからの相談を受けてです。

交通事故等など激しい衝撃で脳と脊髄を循環

する髄液が漏れ出し、頭痛や目まいなどを引き

起こす脳脊髄液減少症。全国で数十万人、宮崎

でも数千人の患者と推定されています。

この治療法は、髄液が漏れている硬膜の外側

に患者自身の血液を注入して漏れをとめる「ブ

ラッドパッチ療法」、厚生労働省研究班の調査

では、治療を受けた９割の患者に効果が認めら

れています。

早期の治療促進と健康保険適用が必要だとい

う要望を受けて、今まで議会質問、陳情活動を

繰り返しました。

宮崎県議会でも、「脳脊髄液減少症の研究・

治療等の推進を求める意見書」として平成19年

３月９日、「脳脊髄液減少症の診断・治療の確

立を求める意見書」として平成22年12月７日、

「ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液

減少症の診断・治療の推進を求める意見書」と

して平成25年３月21日、いずれも全会一致で国

へ提出していただきました。

全国でも公明党は患者団体と連携し、治療法

の確立やブラッドパッチ療法の保険適用を、国

・地方議員が総力を挙げて政府に要望してまい

りました。

保険適用の実現は、今後の治療に大きな希望

をもたらし、治療件数がふえれば、同症のメカ

ニズム解明など、研究の促進に貢献することが

期待できる。

一方で、治療に携わる医師のスキルアップが

喫緊の課題でありました。脳脊髄液減少症は、

症状を外見から判断することが難しいため、

「異常なし」や精神疾患と診断するなど、医療

現場の理解は必ずしも十分ではありませんでし

た。

ブラッドパッチ療法後のケアも含め、医療従

事者への詳細な情報提供が欠かせません。診断

基準に満たない18歳未満の子供の症例研究の推

進、自賠責保険や労災保険、障害年金の認定に

ついても、患者の実態に合った制度へ見直し

等、取り組むべき課題は少なくありません。

そんな中、平成28年４月、脳脊髄液減少症に

対するブラッドパッチ療法が保険適用となりま

した。県も大きく動いていただき、あわせて、

県難病相談・支援センターの御尽力にも敬意を

表します。

その後行った県の取り組みについてお伺いい

たします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 脳脊髄液減

少症に対する有効な治療法が少ない中、ブラッ

ドパッチ療法の科学的有効性が確立し、保険適

用となったことは、県としましても大変意義深

いものであると考えております。

このため、県では平成28年４月以降、保険適

用によりこの治療が受けられるようになったこ

とについて、ホームページや難病相談・支援セ

ンターの窓口等を通じて周知に努めるととも

に、最新の研究情報や全国の患者の方の声を掲

載している患者会のホームページにつきまして

も情報提供を行っているところであります。

今後とも、この疾患に関する新しい治療法な

ど、最新の情報について、ホームページのほ
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か、さまざまな媒体を通じて、周知広報に努め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 残念ながら、その後の動きが

具体的にないと、ホームページ等を見ても思い

ました。診療可能な医療機関一覧へのリンク

も、なぜかなくなっていました。

患者の会のホームページから、今は「小児脳

脊髄液減少症治療推進と保険適用」を求められ

ています。県の支援をお願いします。

いじめについて教育長にお伺いします。

以前、いじめの対応について議論いたしまし

た。きょうは、いじめの発見について質問しま

す。

前年度より2,733件多い１万3,680件は全国最

多。昨年も、1万件を超え、私は一瞬、どういう

ことだと思ってしまいましたが、いかがでしょ

うか。

「弱いものいじめをしない」、集団生活で子

供に教えるべき規範はこれに尽きる。ＴＯＳＳ

道徳研究会の河田先生は言い切ります。

「規範」とは、身体化しなければ機能しませ

ん。身体化とは、脳に回路ができることです。

「そうなっていないと気持ち悪い」状態になる

までが、「規範意識」というものです。

いじめをする子は、自分のやっていることに

気持ち悪さ、居心地の悪さを感じないのでしょ

うか。

件数の多さを、今回も専門家は「小さな問題

にも目を行き届かせようとする問題意識の表

れ」と評価していますが、本県のいじめの認知

件数が増加していることについて、今までの指

導はどうなのかと疑問を感じながら、教育長の

認識をお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成29年３月に、国

の基本方針が改定されまして、ささいな兆候で

あっても軽視することなく、積極的にいじめを

認知することが必要であると示されました。

このことを受けまして、各学校がアンケート

調査や教育相談、日常的な観察を行い、さまざ

まな観点からいじめを発見することに努めるな

ど、丁寧に取り組んできたため、本県の認知件

数が増加をしたものと認識しております。

今後とも、いじめは、「どの子供にも、どの

学校でも起こり得るものである」という認識の

もと、早期解決や未然防止に向けた組織的な対

応ができるよう、指導してまいります。

○河野哲也議員 いじめの発見マニュアルとい

うものがあります。３つあります。「触診」

「問診」「検診」でございます。

「触診」とは、担任が見たこと感じたことで

いじめがあるか判断する、初期段階の方法で

す。例えば、机離しを見逃さない。例えば、

「きもい」とか「うざい」という言葉遣いに気

をつける。例えば、学級の中に上下関係がない

かでございます。

「問診」は、アンケートです。「あなたはい

じめられましたか」とアンケートをする学校が

ありますが、医師が「あなたは病気ですか」と

聞くようなものです。アンケートは具体的に聞

いていきます。「かばんを持てと押しつけられ

ましたか」「ぶたれましたか」「遊びに入れな

いと言われましたか」など示す。マルつけだけ

にする。回数の項目を入れる。「１回された」

と「５回以上された」とでは事情が全く違って

きます。最後に、「先生に何か相談したいこと

はありますか」を入れる。

「検診」は、定期的に「ひとりぼっちの子」

調査を実施します。これで、いじめの芽を摘み

取るんです。

本県におけるいじめの未解消率がふえていま
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す。今後の対策についてお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成29年度中の本県

公立学校におけるいじめの解消率は約91％であ

りまして、残り９％についても、解消に向けて

継続的な取り組みを進めているものでありま

す。

いじめ問題の対策としましては、県いじめ防

止基本方針のもと、人権教育・道徳教育の充実

や、児童生徒がみずからいじめの問題について

考え、議論する活動などの取り組みを行ってお

ります。

また、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの配置を拡充したり、教育相談

専用電話「ふれあいコール」を周知したりする

などして、児童生徒がいじめを訴えやすい体制

を整えております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

これらの取り組みを推進し、各学校に設置され

ます「いじめ対策委員会」等を中心とした組織

的な対応により、いじめの早期発見と早期解消

に努めてまいります。

○河野哲也議員 一教師の実践例をちょっと紹

介いたします。

「「いじめを発見したら、その日のうちに

行動する」

「問診」などでいじめを発見したら、すぐ

に行動することである。

高学年を担任した時のことである。４月、

ある女子がいつも一人で行動しているのが気

になっていた。休み時間は一人で読書をする

ことが多かった。成績は優秀であった。もし

かしたら、一人で過ごすのが好きなのかなと

思った。しかし、体育の時間の異変で「これ

は違う」と気づいた。２人組をつくらせると

必ず最後まで一人残るのである。たまたまで

はない。必ず、この子を避けているのが分

かった。

教室に戻り、すぐに話す。

「新しい学級がスタートして数カ月間経ち

ました。

最近、学級目標の『差別をしない』という

言葉と少し違う行動をする人がいるようで

す。この学級目標は先生ではなく、皆で決め

た目標でした。自分たちで決めた目標を自分

たちで壊そうとする人が少しですがいるよう

です。これから原稿用紙を配ります。友達を

差別しない、仲良くするといったことで、ほ

んのちょっとでも気になることがあったら書

いて下さい。もし自分がそういうことをして

いるのなら正直に書いて下さい。そして二度

としないと誓うのならば先生は許します。た

だし、全部書いてください。後で、他にもこ

んなことがあったと分かったら、その時は知

りませんよ。だから、今、この場で全部書く

のです。自分から正直に書くのです。」

こうしてから書かせる。教室がシーンとな

る。書き終わった子はその場で読書をするよ

うに指示した。決して席を移動させない。

回収して読むと案の定、このことについて

多くの子が書いていた。もちろん本人も書い

てくれた。「音楽の時、グループを作ると自

分が一人になってしまう」といったことが書

いてあった。

この件以外にも、私が知らないことも書い

てあった。いかに、私が日常生活で学級が見

えていないか思い知らされた瞬間であった。

ただ、この作文自体が「いじめ」の抑止に

つながることは確かであった。作文に「二度

としない」「気をつける」と宣言させること

で、大きな問題に発展することを防ぐことが
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できるのである。」

一教師のこういう具体的な実践をオープンに

している研究団体があるんですが、この実践を

先生方が具体的に受け取って、自分たちの学級

でも実践していく。そして、少しでもいじめを

なくすという方向に行ってほしい。発見のとき

に、３つ言いましたけど、発見の仕方が具体的

にはっきりしていれば、ささいなことという言

葉が、僕はぴんとこないというか、いじめがど

ういうものなのかというのを、子供たちが具体

的に自分でわかるということを、教師は指導し

ていかなきゃいけないし、またそういう教育課

程じゃなきゃいけないと思うんですけど。

どうも宮崎の、認知件数がふえているという

ことが、すごく気になります。最後の未解消率

もふえています。微妙に減っていくというのな

らわかるんですね。それがふえているというこ

とを評価しているというのが、私自身は今の段

階ではちょっとわかりません。また議論したい

と思います。以上で質問を終わります｡（拍手）

○外山 衛副議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、立憲民主党の渡辺創です。今定例会が終わ

ると、いよいよ12月６日には河野知事が３期目

を目指す知事選挙が始まります。12月23日の投

開票日まで県政のあり方が大いに議論され、県

民が、みずからが暮らす宮崎県の現状や課題、

将来展望を見詰め直す意義深い17日間になるこ

とを、心から期待するところです。

さて、知事選に向けてまとめられた「政策提

言」を読ませていただきました。各政策分野を

網羅する内容で、知事のお考えがよくわかりま

した。今回はその中から、「私の政策～次の４

年間で何をするのか」とまとめられた章の「安

全･安心で心豊かな暮らしを築く」の項目、「多

様性のある社会」という部分について伺いま

す。知事は、その中で、「今後ますます増加が

見込まれる外国人を地域社会に受け入れる環境

づくりに取り組みます」と、姿勢を示してい

らっしゃいます。現在、衆議院で審議が始まっ

た出入国管理法改正案など、外国人労働者の受

け入れ拡大の是非等を意識したものと理解をし

ていますが、賛否を含め知事御自身の基本認識

をお伺いいたします。

知事にとっては２期目最後の議会ですので、

知事、そして県の基本姿勢を明確に議会・県民

に示していただくことを意識していただいて、

御答弁いただくことを期待いたしております。

壇上での質問は以上とし、残余の質問は自席

から行いますので、よろしくお願いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

経済のグローバル化や世界規模での人材確保

の競争が進む中で、現在、国において検討され

ております外国人材の受け入れ拡大について

は、我が国の発展にとりまして大きな意義を持

つものと受けとめております。

また、本格的な人口減少社会を迎え、本県に

おきましても、地域や産業の振興を担う産業人

材の確保が喫緊の課題となっております。

昨年策定しました産業人財育成･確保のための

取組指針において、女性や高齢者、ＵＩＪター

ン就職希望者に加え、外国人材を含めた多様な

人材が活躍できる労働環境づくりに取り組むこ

ととしたところであります。

外国人材の受け入れ拡大は、外国人が「労働

者」としてだけでなく「生活者」として地域社

会に定着していくということであります。

このため、新たに受け入れる外国人材や在留
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外国人が安心して働き、暮らしていくための取

り組みを進めることが重要であると考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 現在の制度のもとでは、日本

国内で働くことができるのは、大まかに言え

ば、高い専門性を持った「就労目的での在留が

認められている方」、それから永住者や日本人

の配偶者など「身分に基づく在留者」、そして

技能実習生等となるわけですが、現在、宮崎県

内にはどの程度の外国人労働者がいるのか。こ

れまでの一般質問で同様の質問が出ています

が、状況整理のために、改めて商工観光労働部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、県内の外国人労働者数は、平

成29年10月末現在で3,490人、平成25年の1,730

人と比べますと、約２倍と大きく増加しており

ます。

その主な内訳は、技能実習生が約67％と大部

分を占め、次いで、永住者などの身分に基づく

方が12％、専門的・技術的分野の在留資格の方

が９％などとなっております。

また、産業別の構成比で見ますと、製造業が

約47％、農業・林業が15％、卸売業・小売業が

７％などとなっております。

一方、全国の構成比は、製造業が約30％、卸

売業・小売業が13％、農業・林業が２％であ

り、本県は製造業及び農業・林業の比率が全国

と比較して高くなっておるところであります。

○渡辺 創議員 ５年間で２倍になっていると

いう傾向は、全国傾向と同じかと思います。国

会の議論の中では、労働力の不足を解消するた

めに待ったなしの施策であると政府は盛んに喧

伝しているという状況ですけれども、具体的

に、県内から外国人労働力を求める声が上がっ

ているのか。先ほど知事は、「県内でも地域や

産業の振興を担う産業人材の確保が喫緊の課

題」という言い方をされましたけれども、具体

的にはどういうふうに県に伝わっているのか、

各分野を所管しますそれぞれの部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 商工観光

労働部におきましては、本年７月、宮崎県商工

会議所連合会から、「高度な専門的・技術的分

野の外国人に加え、一定の専門性・技能を有す

る外国人材についても積極的な受け入れを検討

すること」、また、「外国人留学生が引き続き

日本で就労できるよう、採用・定着に係る施策

を促進すること」などの要望がございました。

また、８月には、連合宮崎から「外国人技能

実習法の趣旨を踏まえ、外国人技能実習機構と

の相互連携を積極的に図ること」などの要請が

ございました。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農政水産部に

おきましては、まず農業分野では、ＪＡグルー

プから、外国人技能実習制度の一つであります

農作業請負方式の活用の要望があり、本年８月

に、実施に必要な管理組織を設立し、現在、そ

の方式の活用を連携して推進しているところで

あります。

また、本年９月には、新たな在留資格制度等

の早急な法整備と、受け入れ側への支援措置に

ついて、国への働きかけの要望をいただいたほ

か、青年農業者団体からは、外国人技能実習制

度の活用方法等についての相談などを受けてお

ります。

次に、水産分野では、外国人技能実習制度の

対象漁業種類の拡大等についての意見も伺って

いるところであります。

このように、農業・漁業関係団体等からさま
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ざまな御意見、御要望をお聞きしているところ

でございます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県土整備部

におきましては、宮崎県建設業協会や宮崎県左

官業組合連合会との意見交換の場などで、担い

手不足の話題に関連して、会員の方から、「既

に外国人労働者を雇用しており、さらに拡大し

たいと考えている」、また「外国人労働者の受

け入れにも取り組んでいかなければならないと

思っている」といった声を伺っているところで

あります。

○渡辺 創議員 次に、教育長にお伺いをいた

します。日本の義務教育は、希望する子供は国

籍を問わずに受け入れるということになってい

ます。県内における日本語教育が必要な児童生

徒の実態はどうなっているでしょうか。また、

今、国会で議論されていることを前提にすれ

ば、単身で５年の在留とされそうな特定技能１

号でも、５年後には家族の帯同が認められる２

号に移行できるという制度設計のようですの

で、日本語ができない児童生徒への対応はふえ

ていくことは間違いない傾向かと思われます

が、その状況を考えた際に想定される学校現場

での課題をどのように捉えているでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 本県の公立小中学校

におきまして日本語指導が必要な外国籍の児童

生徒は、現在、８市町に47名が在籍をしており

ます。

また、言語別で見ますと、英語、中国語のほ

かに、パシュトー語、ペルシア語、フィリピノ

語などを母国語としている児童生徒も在籍して

おります。

児童生徒が増加することに伴う学校の課題と

いたしましては、さまざまな言語に対応できる

日本語指導支援員の不足や、宗教や文化、慣習

の違いといった多様性への対応の難しさなどが

考えられるところであります。

○渡辺 創議員 今の御答弁にもありましたよ

うに、なかなかなじみのない言語の名前も出て

きました。そういう意味では、支援員の皆さん

の確保等は現実的に迫った課題になってくるの

ではないかと思うところです。

続けて知事にお伺いいたしますが、知事は政

策提言の中で、今のお話は、「次の４年間で何

をするのか」というテーマのところで触れられ

ています。外国人を地域社会で受け入れる環境

整備を具体的にうたっているわけですが、今る

る明らかになった現状を踏まえた上で、今後具

体的にどのような取り組みが必要となると考え

ていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 外国人材を地域社会に

受け入れていくためには、国籍や民族などの異

なる人々が、お互いの文化的な違いを認め合

い、対等な関係でともに生きていく「多文化共

生社会づくり」が必要であると考えておりま

す。

このため県では、県民の意識啓発や、外国人

住民の生活支援、地域社会への参加促進などに

取り組んでいるところでありますが、これまで

のような国際交流というところからさらに一歩

踏み込んで、今後見込まれる外国人住民の一層

の増加に伴い、さらに、外国人住民が地域社会

の中で安心して暮らせる環境整備が課題となっ

ているものと考えております。

私としましては、外国人住民に対する日本語

学習機会の充実や、その子弟に対する教育支援

を初め、外国人住民からの相談体制の充実、さ

らには、災害時の外国人支援体制の強化など

に、より一層取り組んでいく必要性を感じてお

りまして、国・県・市町村、またさまざまな支
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援団体、その連携体制を構築していく必要があ

る、また国に対しても必要な対策の充実という

ものを要望してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 大変重要な御答弁だったとい

うふうに思います。今の時点で政府は、何らか

の方策で労働力が確保されるようになれば、外

国人労働力の受け入れ拡大は取りやめるという

ことのようでありますけれども、素直に聞いて

いて、そんな都合のよい話になるのかなという

印象がありますし、これから国内人口の減少に

なかなか歯どめをかける方策が見出せない中

で、人口減を食いとめるために海外からの人口

流入を図るというような形につながっていく可

能性も、なくはないと思います。そうなれば、

今、政府が話している、「移民政策ではありま

せん」「入り口ではない」という話とはかなり

事情が変わってくるのかなという印象も持つと

ころです。

産業界が求める労働力不足という現実も、き

ちんと受けとめなければならないと思いますけ

れども、果たして、私たちの社会の側が外国の

皆さんを受け入れる準備がきちんとできている

のか。そういう冷静な視点での議論を重ねる必

要もあるというふうに思うところです。せっか

く来ていただいたのに、外国人の皆さんにとっ

ては、「安心と希望あふれる未来」ではなく、

居心地の悪い社会だったというようなことが決

してあってはならないと思います。知事のお考

えはよくわかりましたので、自治体において取

り組むべきことをぜひ強く意識していただい

て、国内のトップランナーになろうというぐら

いの意識で取り組んでいただければと思いま

す。

「多様性のある社会」に関連して、もう１問

お伺いします。政策提言の中では、これまで繰

り返し知事の認識を問わせていただいてきまし

たが、性的少数者の課題などにも触れていらっ

しゃいます。写真も活用して、かなり目立つよ

うな形で、お考えを示していただいていると思

いますが、この機会に改めて、さまざまな方々

が暮らしやすい「多様性のある社会」「多様性

を認め合う社会」について知事が触れられた、

政策提言に込められた思いを御説明いただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、対話と協働とい

うものを政策の上での基本姿勢にしておりまし

て、これまで、性的マイノリティーを初め、さ

まざまな立場の方々と直接お会いし、生の声に

耳を傾けることによりまして、それぞれが抱え

る問題についての理解に努めてまいったところ

であります。

特に、性的マイノリティーとされる方々につ

きましては、周囲の誤解や偏見などにより「生

きづらさ」を感じているという現状をしっかり

と受けとめ、性の多様性について県民の正しい

理解を得るための取り組みが大変重要であると

考えております。

そのため、県庁レインボーライトアップな

ど、さまざまな啓発事業等に取り組んできたと

ころでありまして、性の多様性についての理解

促進に取り組んでいるところであります。今

後、この流れを着実に進めたいという思いを込

めて、今回の政策提案にも「多様性のある社

会」づくりを掲げたところであります。

2020年には全国障害者芸術・文化祭、パラリ

ンピック等を控えております。障がいのある

人、ない人、また外国人なども含め、誰もが暮

らしやすい温かみのある、やわらかな社会づく

りにしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。
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○渡辺 創議員 テーマを変えたいと思いま

す。

既に今議会でも話題となっておりますが、都

城市山之口町での新陸上競技場建設をめぐり、

宮崎陸上競技協会と県ラグビーフットボール協

会が発起人となり、「新設陸上競技場を現宮崎

県総合運動公園内に建設を求める要望書」の署

名活動が展開されています。テレビや新聞等で

も大きく報道されていますが、その競技団体の

主張を県はどのように受けとめていらっしゃる

のか。総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在、お話に

ありましたように、競技団体からは、県総合運

動公園での陸上競技場の整備を求める意見がご

ざいますが、都城市山之口町での整備につきま

しては、県西地域における新たな拠点とすると

ともに、南海トラフ地震の高い発生確率が指摘

されている中で、県総合運動公園に大規模集客

施設を新たに整備することは難しいことから、

判断したものであります。

また、競技団体からは、都城市山之口町での

整備に関して、アクセスや宿泊といった地理的

な条件や、造成や施設配置といった整備面で不

安があるといった御意見を伺っておりますの

で、改めて県の考え方を説明させていただくと

ともに、今後、競技団体を含む関係機関と丁寧

に協議を行い、こうした負担や不安を軽減して

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 私は、平成29年９月に建設地

を選定した時点で、「競技団体との合意形成は

おおむねできている」という説明を受けた記憶

がありますが、これまでどのように接触し、合

意形成を図ろうとしてきたのか、総合政策部長

に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） これまで競技

団体からは、施設整備に関する要望を承ったほ

か、各団体が主管する大会の現状や、必要な施

設の規模や機能などについて、意見交換やヒア

リングを実施してきたところであります。

昨年９月に県の整備方針を判断した前後にお

きましても、それまでの検討状況や経緯等につ

いて御説明したところであり、県の決定につき

ましては、競技団体から御理解をいただいてい

るものと認識していたところであります。

しかしながら、現在、競技団体からさまざま

な御意見をいただいておりますので、改めて県

の考えを説明させていただくとともに、今後、

丁寧に意見交換を行い、御理解、御協力をいた

だけるよう、努めてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 今の御答弁だと、「改めて県

の考えを説明して、丁寧に意見交換を行って、

理解を求めたい」ということでありました。端

的にといいますか、すっきりと伺いたいと思い

ますが、現時点で陸上競技場の整備地を見直す

可能性はあるのか、ないのか。知事にお伺いを

いたします。

○知事（河野俊嗣君） この陸上競技場を含め

ました３施設の整備地につきましては、さらな

る全県的なスポーツの振興、また地域の振興に

つなげていきたいという思いもあり、判断をし

たものであります。

陸上競技場につきましては、競技団体にも丁

寧な説明を重ねて御理解をいただきながら、都

城市山之口に整備する形で進めていきたいと考

えております。

○渡辺 創議員 関心の高いテーマですから、

あえてもう一度わかりやすく聞きます。見直す

可能性はないということで理解をしてよろしい

でしょうか。

平成30年11月22日(木)
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○知事（河野俊嗣君） 現時点での県としての

考え方は、都城市山之口町で整備するというこ

とで進めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 もう少しこのテーマをお伺い

したいと思いますが、競技団体がまとめられた

資料も見せていただきました。妥当性のある指

摘もかなり含まれているという印象を持ったと

ころです。建設地については、今、知事の御答

弁のように、変更はないという方針ということ

でありますが、山之口の競技場も幾つか大きな

課題を抱えていることは事実だろうと思いま

す。競技団体の指摘する課題については具体的

にどのように今後対処するお考えなのか、総合

政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほど申し上

げましたが、都城市山之口町で整備する陸上競

技場につきましては、競技団体から交通アクセ

スや大会運営などに対する不安などの指摘があ

りましたことから、改めて県の考え方を説明さ

せていただくとともに、今後、さらに丁寧に意

見交換を行いながら、それぞれの課題の解決に

努めてまいりたいと考えております。

また、今回整備する陸上競技場は、県西地域

における新たな拠点として、国体開催後におい

ても各種競技大会やイベントの開催、キャンプ

誘致等での活用が図られるよう、都城市を初め

関係自治体、関係団体等と連携しながら取り組

んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今回の一連の混乱は―あえ

て混乱と申しますが―「対話と協働」を掲げ

る河野県政としては、その政治姿勢にちょっと

そぐわない経緯になってしまっているかなとい

う印象があります。県のこれまでの進め方、取

り組み方に課題があったという認識はあります

でしょうか。知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） この２巡目国体、ス

ポーツランドみやざきのさらなる発展に向け

て、県内のスポーツ環境の整備を行っていかな

ければならないということで、これまで時期を

捉えまして、検討状況等について御説明してき

たところでありますが、競技団体の皆様から

は、十分ではなかったとの御意見をいただき、

これについては真摯に受けとめているところで

あります。

対話と協働についての御指摘をいただきまし

たが、あくまで現在、対話のプロセスは、まさ

に現在進行形であろうかと考えております。ま

ず都城市山之口でという大きな方針を示し、そ

してさらにより具体的な案を示していく。その

過程で、より具体的なさまざまな御意見、御指

摘をいただき、それについてよりよい形での整

備ということで、議論を詰めていく。そのよう

なプロセスというふうに認識をしているところ

であります。

○渡辺 創議員 説明が十分ではなかったとい

う意見をいただいて、真摯に受けとめていると

いうことですから、県としても、一連の過程の

中に一定の問題認識はあるということだろうと

理解をします。

違う観点からこのテーマについて議論を深め

たいと思いますが、私自身は、２巡目国体に向

けて、県が施設整備の必要性を研究・検討し始

めた段階から、このテーマを代表質問や一般質

問でも継続的に扱ってきました。その点は、今

まで議論を重ねていますので、知事や担当部長

も御理解いただけているというふうに思いま

す。

なぜそういうふうに取り組んできたのかとい

うと、それはこの事業自体が、多額の県費を投

入し、しかも３つの施設を同時進行的に整備を
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進めなければならないという取り組みです。い

わば、県政の一大プロジェクトだというふうに

思っています。あわせて、整備地の判断も含め

て、極めて大きな政治的判断が伴う問題だとい

うふうに思っています。いわば、これまで知事

が歩まれた８年間の河野県政の中で、私は最も

大きな政治的判断を伴うぐらいのテーマであっ

たのではないかと認識をしているところです。

だからこそ、県民の疑義を生むことなく、でき

るだけ早く明確な情報提示と意思表示を行い、

将来的にも厳しい政策検証に耐え得る取り組み

にしなければならないというふうに、これまで

もずっと主張をしてまいりました。

平成29年９月に、当初の想定スケジュールよ

りも半年おくれて整備地を決めた際には、知事

は「スポーツランドみやざきの全県展開」「均

衡ある県土の施設整備」という理由だと、そし

てみずからが判断をしたと胸を張っておっ

しゃって、知事がきちんとその政治的責任を背

負うという気概を示されたものだと私は理解を

しました。だからこそ個人的には、宮崎市への

集中整備の方が道理があるかなと思っておりま

したけれども、知事が「全責任を負って判断し

た」という言葉を重く受けとめて、県の判断を

尊重してきたつもりであります。長々と申しま

したが、私自身がその基本姿勢でいるというこ

とを御理解いただいた上で、この後の質問にお

答えいただきたいと思います。

私は一般質問が始まって、おととい、きの

う、きょうの私の質問に対しても部長の答弁も

ありましたけれども、県の答弁を聞いていて、

驚きを覚えました。その理由は、木花の運動公

園は津波のリスクが高いので、新たな大規模集

客施設の新設は行わないのが県の方針だという

ような趣旨に聞こえる答弁が、繰り返してきょ

うも行われていることです。総合運動公園に津

波リスクがあることは、どのぐらいと見るかは

いろいろありますけれども、当初からわかって

いたことでありますし、それを理由に大規模集

客施設新設をしないという基本的な考え方が示

されたのは、私は議会で聞いていて、今議会か

らだというふうに思います。これまでは、議事

録を確認しましたけれども、そういう答弁のさ

れ方はされていませんでした。改めて確認をい

たしますが、県総合運動公園には津波リスクが

あるので大規模集客施設の新設はしないという

方針を、県はいつの時点で決めたのでしょう

か。知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、いろいろ御指摘が

ありました陸上競技場の整備地につきまして

は、スポーツランドみやざきの全県展開を図る

ための新たな拠点づくりや、地元市からの強い

要望、また、南海トラフ地震の津波浸水想定と

いったことを総合的に勘案して、都城市山之口

町に整備することと判断したものであります。

その後、ことし２月には、国において地震発

生の確率値が更新をされております。南海トラ

フ地震につきまして、今後30年以内の発生確率

が70％から80％へと引き上げられているところ

であります。こうした知見を踏まえながら、県

総合運動公園、これは引き続き、津波避難施設

等も整備をしながら、しっかりと本県のスポー

ツの拠点として活用していくわけであります

が、新たな大規模集客施設を整備するのは難し

いと、改めて認識をしたところであります。

○渡辺 創議員 県はそもそも平成29年２月の

段階で、最初は建設予定地を明確にするという

方針でいらっしゃいました。しかし、その段階

では絞り切れずに、３つの施設とも２カ所ずつ

を最終候補地にするという形で、初めて具体的
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な候補地の公表をされたというふうに認識して

います。当時の私の資料を見返してみると、陸

上競技場については、30カ所の候補地の中から

「宮崎市木花の県総合運動公園内」か「都城市

山之口」を最終候補地とすると、ピックアップ

したという話だったというふうに思います。

当時の私の認識では、少なくともそれぞれメ

リット・デメリットあるけれども、そのことは

もちろん理解した上で、よしあしもあるけれど

も、どちらにも十分に適性があって、地元市町

村の意向等もありましたけれども、こっから先

は県の政策的な判断も含めて、より合理性のあ

るところを選ぶというふうに県は方針を持って

いるんだと理解をしてきました。

ちょっと表現を工夫してみれば、たくさんの

候補地の中から、条件的に優位性のあるＡとＢ

が２つに残って、さらに研究を深めて、このＡ

とＢどっちが１番かということを議論してきて

決めたんだと思っています。ですから、陸上競

技場に関しては、言い方は変かもしれません

が、山之口が１番になったけれども、木花の運

動公園も、いわば惜しい２番だったんだという

認識で判断がなされたというふうに、今まで私

は理解をしてきました。

ところが、今議会からの県の説明を聞くと、

木花の運動公園は津波リスクがあるから大規模

集客施設新設の適性がないという方針があった

かのように、僕らは印象を受けるようになって

います。つまり木花の運動公園は、レースに例

えれば、実は惜しい２番だったわけじゃなく

て、今から考えてみれば、そもそも出場資格が

なかったみたいな話に、この議会から突然説明

が変わってきたという印象を受けるわけです。

もちろん先ほどの答弁にありましたように、

ことしの２月に南海トラフの発生リスクをより

重く見るという情報等もあったわけですけれど

も、当初から木花の津波リスクは十分にわかっ

ていたわけですし、デメリットであるけれども

乗り越えられる方策がないわけではないという

ベースで議論をしてきたというふうに認識をし

ていました。わかりませんが、きっと陸上関係

の競技団体の皆さんも、木花にはまだ可能性が

あるんだと、つまり「木花は惜しい２番だった

から、いろんなことをきちんと提示すれば、ま

だ判断が変わり得るんじゃないか」というふう

に考えていらっしゃって、今の状況にあるん

じゃないかと理解をするところです。

長々としゃべりましたが、知事にお伺いした

いと思います。逆説的な質問で恐縮ですが、現

時点から考えれば、県の総合運動公園は、そも

そも２巡目国体に向けた施設整備地という意味

では適性がなかったと我々は理解をしたらいい

んでしょうか。この点をはっきりさせること

が、県としての責任を果たすことではないかと

思いますが、いかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 議員から御指摘があり

ましたように、３つの県有スポーツ施設、８年

後の国体を見据えた整備でありますが、スポー

ツランドみやざきのみならず、県政の最重要課

題の一つ、大変重要な政策判断ということにな

ろうかと思います。そのため、これまでさまざ

まなプロセスを経て案をお示しし、県議会も含

め、市町村、競技団体、いろんな声を伺いなが

ら、そのときそのときで判断を積み重ねてきた

ということであります。整備候補地の選定を進

めていた段階では、県総合運動公園は候補地の

一つであり、そのメリットやデメリットについ

て検討してきたところであります。

その後、選定段階や整備方針を決定した段階

とは、先ほども申し上げましたように、津波の
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確率等が上がるといったように状況も変わりま

したことから、昨日の御議論でもありました

「もしここに整備をするとなれば、かさ上げ等

で数十億等の費用が生じる」そういったところ

も総合的に勘案するということで、現時点で

は、２巡目国体に向けた、県総合運動公園での

新たな大規模集客施設の整備は見送るべきと判

断をしたところであります。

○渡辺 創議員 少しくどい聞き方になって申

しわけなかったと思っておりますが、もう一度

きちんと押さえたいのは、山之口への分散整備

の方針を決めたのは、スポーツランドの全県展

開のためであって、仕方なくではなくて、積極

的な政策判断として、知事御自身が決断された

んだということです。ここが薄れてしまうよう

に聞こえるような説明の仕方というのは、木花

が津波リスクで不適格だから山之口にしたんで

すではなく、山之口に県政としてポジティブに

判断してやったんだということが、揺らいで聞

こえるような形にならない、特に知事選前でも

ありますし、あらぬ知事の政治判断に誤解を生

むようなことがないことを危惧したいと思いま

す。

ぜひ、この点は、スポーツランドの全県展開

のために、責任を持って判断したんだという筋

を通していただきたいと思います。

テーマを変えます。広報戦略についてお伺い

をいたします。

県はフェイスブックやツイッターなどＳＮＳ

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

を活用した情報発信に取り組んでいます。今議

会の一般質問の答弁の中でも、ＳＮＳを積極的

に情報発信、県民の理解醸成のために活用する

というような話が毎日のように出てきていると

ころです。ＳＮＳというのは、組織がみずから

発信媒体を持つ「オウンドメディア」の基本

ツールとなるものですが、県の機関または県立

学校は、どのくらいの公式ＳＮＳアカウントを

持っているのか。その効用も含めて、総合政策

部長と教育長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県が運営しま

すフェイスブック、ツイッターなどのソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス、いわゆるＳ

ＮＳのアカウント数でございますが、平成30

年10月末現在で58となっております。

各所属が所管するＳＮＳにおいては、親しみ

のある文章表現や魅力的な写真の掲載に努め、

リアルタイムでわかりやすい情報発信に取り組

むとともに、県ホームページや他の広報媒体へ

誘導するなどの取り組みを行っているところで

あります。

また、その効果につきましては、多くの利用

者がおり、情報拡散力にすぐれたＳＮＳでの発

信を通じて、県政情報の理解促進や県政への関

心向上につながっているものと考えておりま

す。

○教育長（四本 孝君） 本県の県立学校が公

式に運営しておりますフェイスブックやブログ

などのＳＮＳアカウント数は、21校において合

計28であります。

その効果につきましては、多くの人が利用し

ているＳＮＳを通じて、各学校が独自の情報を

発信することにより、各校の特色や教育活動が

身近に感じられる機会がふえ、本県教育の理解

促進や学校への関心を深めることにつながるも

のと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

は今御答弁いただいたような、県自身がオウン

ドメディア化するのと同時に、旧来型の情報発

信のスタイルとして、地上波テレビの県政番組
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というのを持っていらっしゃいます。これは

マーケティングの世界では、いわゆる「ペイド

メディア」の典型となるわけですが、これはい

つから始まったのか。当時の契約額も含めて御

答弁ください。総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県と教育委員

会、両方を私の方で回答いたします。

知事部局の県政番組は、ＭＲＴ（宮崎放送）

が昭和36年度から、ＵＭＫ（テレビ宮崎）が昭

和45年度から放送を開始しております。

また、教育委員会の広報番組は、平成27年度

から２局で放送しておりますが、元々は昭和49

年度にＵＭＫ１局で放送を開始しております。

なお、放送開始時の契約額につきましては、

現在では書類が存在しておりませんので不明で

ございます。

○渡辺 創議員 わかりました。今回の質問に

当たり、県及び教育委員会とテレビ局の間の契

約書類を全部確認させていただきました。執行

部、教育委員会、さらには県議会事務局の議会

特番の契約書類も含めて、全ての契約書類に

は、「二次利用に関する措置」という記載があ

ります。この記載はいつから項目に加えられ、

この項目が入ったことにより、何が可能になっ

たのか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県政テレビ番

組の著作権は放送局に帰属しておりますが、県

政番組を放映後に再利用することは、広報効果

を高める上で重要であると判断し、放送局と協

議を行い、知事部局では平成25年度から、また

教育委員会では平成27年度から、二次利用に関

する措置を契約書に追加したものであります。

これにより、県政番組の県ホームページにお

ける配信、県庁本館の「県民室」での放映、ま

た県が主催する県職員等を対象とする会議での

利用が可能となりまして、結果として、幅広い

層の県民の皆様に、より多くの視聴機会を確保

することができるようになったものと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 県当局が平成25年度からとい

うことですが、手前みそな話になりますけれど

も、これは平成24年度に総務政策常任委員会や

一般質問で、二次利用の権利を獲得すべきだと

いうふうに必要性を主張させていただいて、当

時の稲用総合政策部長から前向きな答弁をいた

だいて実現したということです。

そこで、100％県が支出している県政番組につ

いては、少し頭の体操をさせていただきたいと

思います。通常のテレビ番組であれば、テレビ

局の皆さんが、こういう趣旨の番組をこの時間

帯にやりたい、そこで、広告代理店等を通して

その時間帯のＣＭを出してくれるスポンサーを

探して番組が提供されるということになるわけ

ですけれども、県政番組の場合は、完全に県の

提供番組となるわけです。ほかに相乗りするス

ポンサーはないということになるわけです。

そもそも宮崎は民放が２チャンネルしかない

という環境を考えると、これは必ずしも悪いと

いう話で言っているわけじゃないんですが、企

画提案型の競争も発生しなくて、発注は、今も

そうですが、いずれも随意契約というのが現状

です。100％県費の支出で、内容は極めて公共性

の高い県の施策の紹介ということを考えれば、

県政番組については、二次利用の権利にとどめ

るのではなくて、番組自体の著作権を県が保有

するという考え方も、頭の体操としてはできる

のではないかと思うところですが、県の見解

と、具体的に課題があれば御説明をいただきた

いと思います。総合政策部長に伺います。

- 170 -



平成30年11月22日(木)

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県政番組の制

作に当たりましては、県民の皆様にわかりやす

く親しみが持てる企画を心がけておりまして、

放送局が持っているさまざまなノウハウや映

像、人材などを活用することが必要だと考えて

おります。

また、番組で御紹介する事業者等は、テレビ

放送を前提に撮影に御協力いただいているとこ

ろでありまして、もし、インターネットやＳＮ

Ｓを通じて映像や音声が無制限に拡散するおそ

れがあれば、質の高い番組づくりに支障が生じ

ることも懸念されるところであります。このた

め、県政番組の著作権は放送局に帰属させつ

つ、放送局側でも県での二次利用に御理解をい

ただき、音楽等の著作権上の問題を整理し、複

製できないような措置を講じた上で、県ホーム

ページで１年間に限り配信しているところであ

ります。

県政番組につきましては、現在の方式でも、

県民の皆様の視聴機会の確保を図ることが可能

となっているため、現時点では県に著作権を帰

属させる契約方式は考えていないところでござ

います。

○渡辺 創議員 第三者の著作権等の権利侵害

があってはならないというのは当然でありま

す。ただ、部長がおっしゃられた幾つかのこと

は、頑張れればクリアできない課題ではないの

かなと、個人的には思わなくもないところです

が、言いたいことの本質ではないので、そこは

ちょっと置いておきます。

広報宣伝に関するマーケティングの分野で

は、先ほど話した、みずからが情報発信する

「オウンドメディア」、それから今議論してき

たような、行政で言えば県政番組やテレビＣＭ

のようなものを含む「ペイドメディア」、お金

を払って出すメディアですね。さらには、県が

みずから生成、作り出すことができない「アー

ンドメディア」。これは行政からいえばみずか

ら関与できないものですから、例えば新聞やテ

レビのニュースであったり、県民の口コミで

あったり、当局以外の方々がＳＮＳなどで流す

情報発信などを指すわけです。この３つをいか

に有機的に連動させるかということを「トリプ

ルメディア・フレームワーク」と言って、これ

ができれば効率的な情報発信ができるというの

が、いわば常識のような話になっているわけで

す。

私自身は、県執行部と教育委員会が提供して

いる県政番組は、とても質の高いものができて

いるというふうに思っています。作り手の方々

のエネルギーも番組にかけるこだわりも、十分

に伝わってくる。だからこそ、この番組が一度

放送されただけで、見逃してしまえば、もう二

度と県民に提供されることがないというのは余

りにももったいないということで、平成24年に

二次利用の権利を獲得し、インターネット等で

の対応が可能になるように指摘をしてきまし

た。ラジオも含めれば県政番組では、県・教育

委員会の支出は合わせると年間１億円を超えて

います。やっぱりこれは有効活用するという意

識を強く持たないと、県にとっても極めてもっ

たいないというふうに思うところです。

先ほどのマーケティングの理屈で言えば、県

費を投入している従来型のペイドメディアと、

県みずからがツールを持っているオウンドメ

ディアをいかに融合させるかというのが平成24

年の提案だったわけですが、おかげさまで、県

も指摘を有意義と判断していただき、テレビ局

の協力もあって、現在は「楠並木ちゃんねる」

で１年間は番組の視聴が可能という状況になっ
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ています。

そこを踏まえた上で、今後の課題は、いかに

して「質の高い県政番組」というコンテンツを

武器にして、冒頭の質問でも明らかになったよ

うに、幅広い県自体のオウンドメディア、ＳＮ

Ｓが持っている情報発信網をいかに戦略的に連

携させるか、融合させるかということになりま

す。その観点で２つの提案をしたいと思いま

す。

まずは、県のＳＮＳがもっと意識的に県政番

組のひもづけを行っていくこと。具体的に言っ

たら申しわけないかもしれませんが、教育委員

会のフェイスブックページ、公式なものがあり

ますが、県政番組で教育委員会の番組がありま

すということの告知すらＳＮＳではされていな

い現状になっていますので、こういうひもづけ

をいかにきちんと県のＳＮＳがやっていくかと

いうこと。もう一つは、次期の県政番組の契約

に当たっては、テレビ局とも十分に協議をした

上で、県政番組の各コーナー、コーナーを細か

い動画のコンテンツとして切り分けて発信でき

るように改善し、さらには「楠並木ちゃんね

る」経由ではなくて、県の公式ＳＮＳアカウン

トに限っては動画素材をそのまま直接的に配信

できるというようなことを検討すべきではない

かと思いますが、知事の認識をお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 県政番組の内容に対す

る高い評価をいただきましたこと、また今の二

次利用も含めて、これまでさまざまなメディア

戦略についてのアドバイス、提案をいただいて

おりますことに感謝を申し上げます。これまで

も県広報フェイスブックやツイッターにおい

て、県政番組の放送前には番組の告知を行い、

放送終了後も視聴できることを周知する取り組

みを進めてきたところでありますが、今後と

も、各部局が所管するＳＮＳを活用した、今御

提案がありましたような、広報効果を高める取

り組みにつきまして、放送局との契約内容の協

議も含め、その方策を検討し、より積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 「積極的に協議する」という

ことですので、期待したいと思います。例え

ば、先ほどの提案というのは、教育委員会の番

組の中で飯野高校のことが取り上げて紹介され

ていれば、その部分のところだけを飯野高校

の、フェイスブックのページがあったと思いま

すが、そこで直接、飯野高校も発信ができる。

例えば県のピーマンの栽培のことを取り上げら

れていれば、農政水産部のＳＮＳでその部分を

コンテンツとして発信できる。こういう取り組

みは、せっかくお金をかけて使っているものを

フル活用するという意識で、県にとっても大事

じゃないかと思います。

また、知事もＳＮＳはよく活用されているお

立場ですのでおわかりかと思いますが、フェイ

スブックやツイッターのタイムラインの上で

は、動画そのものが直接的に流れてくるのと、

流れてきたものを１回クリックして、ほかの

ホームページに寄らないと見られないというの

では、コンテンツに対するアクセスの数が全く

変わるというのはよく御理解いただけるところ

だと思いますので、その辺、ぜひ意識していた

だきたいと思います。

今回の提起は、県政番組の充実した中身を高

く評価した上で、いかに県の発信力を高めてい

くかというものです。昭和30年代とか40年代に

始まった県政テレビの番組ですが、メディアが

多角化していっている状況の中で、そのあり方

が時代対応を求められていくのは当然の流れだ
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というふうに思います。県としても、県政番組

が持つ本質的な意義は何なのかということをも

う一度見詰め直していただいて、来年度以降の

契約に臨めば、私が提案したとおりの中身でな

かったとしても、新しい知恵がいろいろ生まれ

てくるのではないかと思うところですので、番

組の公共性を考えて、特例も含めて、放送局の

方々の御理解も得られる努力をしていただけれ

ばと思います。また、蛇足ですが、放送局側に

も新しい作業が発生する場合には、当然その対

処に必要な予算額を上乗せするのは当たり前の

ことだと思いますので、無理を押しつけるので

はなくて、双方がウイン・ウインという関係に

なることも考えていただきたいと思うところで

す。

テーマを変えます。避難所と災害対応のこと

についてお伺いしたいと思います。

県ではさまざまな防災減災対策に取り組んで

いるわけですが、災害時の備蓄について、県は

どのような方針のもと取り組んでいるのか。危

機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県では、大

規模災害に備えまして、県民、県、市町村によ

る備蓄の基本的な考え方等をまとめました宮崎

県備蓄基本指針を平成28年に策定しておりま

す。

大規模災害発生時に、国によるプッシュ型支

援が本格化するのは４日目以降になるものと想

定されることから、県民に対しては、最低でも

３日分の備蓄をお願いするとともに、県や市町

村においても、それぞれが必要とする物資の最

低３分の１ずつの備蓄を進めることとしており

ます。

また、県内の備蓄で不足する物資につきまし

ては、国や九州地方知事会、協定を締結してい

る企業等に支援を要請する体制を整えておりま

す。

○渡辺 創議員 被災時には相当数の県民が、

生活再建までの間に避難所での生活を強いられ

るということになるわけですが、避難所の法的

位置づけと求められる機能について、県の見解

を危機管理統括監にお伺いします。

○危機管理統括監（田中保通君） 災害対策基

本法では、避難所は、災害の危険に伴い非難を

してきた人や、災害で住む家を失った被災者な

どが、一時的に生活を送る場所とされておりま

す。このため、避難所には、安全性はもとよ

り、被災者の健康維持等のため、食事の提供や

トイレなど、良好な生活環境の確保が求められ

ます。

また、年齢や性別、障がいの有無など、避難

者の多様性に配慮した運営も重要であります。

さらに、在宅で避難生活を送る被災者を支援

するために、生活関連物資の配布ですとか、保

健医療サービス、災害情報の提供、相談窓口の

設置など、地域の支援拠点としての役割も考え

られます。

避難所の生活環境や機能向上は、被災者の健

康を守るだけでなく、その後の生活再建への活

力を支える基盤となりますので、市町村と連携

し、取り組んでまいります。

○渡辺 創議員 最近の大きな災害のケースを

見ると、数カ月間にわたって避難所で生活を継

続しなければならないケースも散見されるとい

う状況でありますので、避難所のあり方が極め

て重要になってくるというふうに思っていま

す。実は先日、宮崎大学で段ボールベッドの組

み立てなどを経験させていただきました。たま

たま友人の子供さんたちもいて、大人２人と子

供２人で組み立てましたが、５分もかからずに
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段ボールベッドを１つつくることができまし

た。思っていたよりもずっと簡単であると感じ

たところです。組み立ててみて、私のような体

格の人間が寝っ転がって乗ってみても何ともな

い構造になっていて、大変驚いたところでし

た。避難所の生活環境を整え、できるだけスト

レスを軽減することが重要だというふうに思い

ますが、段ボールベッドや間仕切り、清潔を保

つ簡易トイレなど、避難所生活の向上に役立つ

資材の必要性や提供体制に、県はどのように認

識を持っているか。危機管理統括監にお伺いし

ます。

○危機管理統括監（田中保通君） 大規模災害

が発生した場合、避難所には多数の住民が避難

し、時間の経過により、避難者のニーズも変化

していくことから、状況に応じた対応が必要と

なります。

災害発生直後においては、まずは、避難者の

生命を維持するため、最低限の物資を提供する

ことになりますが、避難が長期化するほど、避

難者の健康を維持するために、さまざまな資材

を提供することが必要となります。

最近では、プライバシーの保護やストレスを

軽減するため、間仕切りですとか、今お話があ

りましたダンボールベッド、それから空調機器

等のニーズが高まっております。本県でも、こ

うした避難所での生活環境の向上に役立つ資材

については、積極的に導入を図る必要があると

考えており、国によるプッシュ型支援以外に、

民間の関係団体等と協定を締結し、調達できる

体制を整えております。

今後、これらの資材以外にも必要なものがな

いかさらに検討するとともに、円滑に供給でき

る体制の構築に取り組んでまいります。

○渡辺 創議員 危機管理統括監に、もう１問

お伺いします。災害や紛争などの被災者全てに

対する人道支援活動を行う各種機関や個人が、

被災当事者であるという意識を持って現場で守

るべき最低基準を指す「人道憲章と人道対応に

関する最低基準」、いわゆるスフィア基準とい

うものがあります。県の認識をお伺いいたしま

す。

○危機管理統括監（田中保通君） スフィア基

準は、災害援助における行動の質を向上させる

ための国際的な基準でありまして、被災者がで

きるだけ安定した状況で、尊厳を持って生存

し、回復できるようにするため、被災者を支援

する者が取り組むべき対応が示されておりま

す。具体的には、例えば、１人当たりの面積

を3.5平米にするとか、トイレの男女比を男性１

に対して女性３にするとか、そういったことが

定められております。

また、平成28年に国が示しました「避難所運

営ガイドライン」でも、スフィア基準は、避難

所の質の向上を目指すに当たって参考にすべき

ものと位置づけられております。

県としましても、スフィア基準の趣旨を踏ま

えまして、市町村と連携しながら、避難所にお

ける良好な生活環境の確保に取り組んでまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 先日、これが極めて重要なん

だという話を聞いて、勉強させていただいたと

ころです。

県としても、趣旨を踏まえて取り組むという

ふうに確認をさせていただきました。避難所の

環境改善は、災害関連死の防止にも直結をしま

す。例えば、口腔ケアの環境を整えて高齢者の

誤嚥性肺炎を防ごうという取り組みをしている

歯科医師の方々の研究でも、その効果は見えつ

つあるようであります。復興庁の平成30年６月
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の資料によると、東日本大震災の災害関連死は

１都９県で3,676人に及んでいます。災害からは

命を守れたのに、その後、災害の関連で命を失

わなければならない、極めて残念な状況にある

というふうに思います。県では、災害関連死の

防止・抑制のためにどのように取り組むのか。

基本姿勢を福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 避難所にお

ける災害関連死は、必要な対策を講じることで

「助けられる命」も多くありますので、その防

止・抑制に取り組むことは、大変重要であると

考えております。

災害関連死の原因としましては、ストレスや

不衛生な環境等による身体の異常、エコノミー

クラス症候群、持病の悪化などが原因で起こる

と言われております。

このため、福祉保健部では、平成28年３月

に、避難所の運営主体である市町村への支援の

内容や方法等について定めた「宮崎県保健所災

害時対応マニュアル」を作成し、避難者への健

康相談や心のケア、さらには、感染症予防や生

活環境の改善に向けた支援体制等の整備を図っ

たところであります。

あわせて、これらの支援活動に従事する保健

師等の専門職員のスキルアップなどに取り組ん

でおります。

今後とも、市町村や関係機関との連携を図り

ながら、災害発生時に、健康管理や感染症予防

等の必要な対応を適切に実施できるよう、努め

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今るる伺ってまいりましたけ

れども、やっぱり避難所の質の向上という意味

では、発災してからではなかなか追いつかない

部分もある。その意味では、事前の取り組みが

極めて重要かなと思ったところです。もちろ

ん、避難所の運営は基本的に市町村の役割だと

いうのは、重々理解をしております。しかし、

県が先頭に立って県内全体のレベルを引き上げ

ていくという発想も大事かと思うところです。

知事、選挙前でありますが、「日本一の避難所

を目指す」ぐらいの目標を掲げて取り組んでも

いいのではないかと思いますけれども、知事の

お考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大規模災害時には、避

難所が混雑し、不便な避難生活や将来への不安

等から、精神的にも肉体的にも過度なストレス

を抱え、健康を損なう方が多数いらっしゃるわ

けであります。少しでもストレスを軽減し、健

康的な生活ができるよう、避難所の生活環境を

改善することは、大変重要な課題であると考え

ております。

このため、県では、マンホールトイレの設置

など、避難所の環境改善に取り組む市町村に対

して支援を行いますとともに、避難所に必要な

資機材、物資の確保など、積極的に環境改善に

取り組んでいただけるよう、市町村職員を対象

とした研修等を実施しているところでありま

す。

大規模災害が発生した際に、市町村単独で避

難所運営を行うことは相当な困難が予想されま

すことから、これからも県において、ふだんか

ら市町村と連携し、避難所の生活環境改善に向

けた事前の備えに取り組んでまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

災害に関連してもう一つお伺いしたいと思い

ます。大災害時には多くの身元不明遺体を確認

する作業が必要になります。東日本大震災で

も、全国から最大時で500人の検死官の方等が派

遣をされて、大きな被災のあった３県で１
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万5,824体の御遺体の確認作業が行われていま

す。遺体収容所の開設は、これも市町村の役割

ということになっていますが、実際に御遺体の

検案を行う警察本部と市町村の間では、いざと

いうときのためにどのような協議が行われてい

るのか、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 大規模災害にお

ける、多数の御遺体の検視・検案・身元確認な

どの活動は、市町村において設置された遺体収

容所において行うこととなります。

これら一連の活動を円滑に行うため、平成23

年の東日本大震災以降、市町村に対して、市町

村ごとに複数箇所を指定していただくこと、二

次被災の可能性がなく、水や電気が確保される

など、有用性の高い施設を指定していただくこ

となどについて理解を求めながら、大規模災害

を想定した遺体収容所の選定をお願いしており

まして、本年も９月から改めて県内全市町村に

同様の働きかけをしております。

○渡辺 創議員 このテーマはなかなか難しい

問題で、ちょっと今回勉強させていただきまし

たが、例えば事前に指定をするというのは、心

情の問題等々からも難しい面があるし、規模の

想定も難しいということで、市町村の対応も、

やらなきゃいけないとわかっているけれどもな

かなか進んでいないというのが実情のようであ

りますので、警察本部と市町村が連携していろ

んな協議をするのと同時に、県の危機管理当局

の方からも、きちんと想定をした上で市町村の

対応を求めるということをアプローチしていた

だく必要があるかと思いますので、その辺もよ

ろしくお願いいたします。

続けて、福祉保健部長にお伺いします。南海

トラフ等で多くの死者が県内で出た場合、遺体

の火葬についてはどのような状況が予測される

のか。また、市町村が基本的に対応する話です

が、市町村が対応できないという状況が発生し

た場合には、県はどのような役割を担うとお考

えでしょうか。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県内火葬場

の１日当たりの火葬能力は合計約200人ですが、

大規模災害時には、この能力をはるかに超える

死者の発生が想定され、火葬を円滑に行えない

ことが予測されます。

その際は、被災市町村への適切な支援や広域

的な対応が求められ、県の果たすべき役割は非

常に大きくなるものと考えております。

このため県では、大規模災害時などを想定

し、市町村や火葬場設置者、また、近隣県等と

連携して広域火葬を行えるよう、平成29年３月

に「宮崎県広域火葬計画」を策定したところで

す。

県としましては、この計画に沿って、死者数

の状況や被災市町村の求めに応じ、広域火葬の

調整を適切に行ってまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。勉

強させていただくと、阪神大震災の後に、この

辺の問題をしっかり考えなきゃいけないという

提起がされてきたようでありますが、先ほど警

察本部に伺った問題も含めて、危機管理、震災

のときのことを考えたときに、余り想定をした

くないようなお話のことではありますけれど

も、いざというときにはこのあたりのことがき

ちんと対応できるかが、住民の安心・安全にも

つながると思いますので、ぜひ、改めて御認識

をいただきたいと思います。

最後の質問にいたしますが、９月の議会で、

代表質問の中で公文書のあり方について、旧優

生保護法に関する文書のこと、シーガイアの文
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書が歴史的文書として残っていないこと等につ

いて、問題提起をさせていただきました。その

後、県の中で、新しい取り組みが始まっている

というふうに側聞していますが、どのような状

況にあるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 本県において、旧

優性保護法関連の事案など不適切な文書の取り

扱いが判明したことから、適正な文書管理を全

庁的に徹底する必要があると、改めて認識して

おりまして、このための取り組みを進めている

ところであります。

具体的には、職員の文書管理に対する理解を

深めるためのマニュアルの作成を進めるととも

に、文書の適切な保存のため、庁内各課に対し

まして、総務課文庫に引き継いだ文書の整理な

どを指示し、各課において作業に取り組んでい

るところであります。

また、これらに加え、10月には、各部局の連

絡調整課で構成する「文書管理適正化庁内検討

会義」を立ち上げ、職員研修の充実やチェック

リストによる自己点検など、職員の文書管理意

識の向上に向けた取り組みや、歴史資料文書の

選別基準の見直しなどについて協議、検討を

行っているところであり、順次、実施してまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。公

文書管理のあり方については、また今後いろん

な議論をさせていただきたいと思いますが、今

回の一般質問はこれで終了させていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、26日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。平成30年11月26日、定例県議会一般

質問、自由民主党の後藤哲朗です。

本日は自民党デーとなりました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

ところで、昨日は、大相撲九州場所千秋楽で

した。延岡市出身、西十両筆頭の琴恵光は８勝

７敗の勝ち越しで、名古屋場所以来となる再入

幕の可能性があります。

来年１月13日初日の、東京・両国国技館での

初場所の番付発表が、来月の知事選挙の投開票

日の２日後であります。御支援と御注目のほ

ど、よろしくお願いいたします。

さて、我が国は、高齢化の進展に伴っ

て、2018年度に49.9兆円であった医療・介護給

付費は、2025年度に63兆円程度、2040年度に93

兆円程度にまで増大すると見込まれています。

医療費の約３分の１は生活習慣病が占めてお

り、その発症、重症化を防ぐことができれば、

生活の質（ＱＯＬ）が向上し、結果として医療

費の削減につながることとなります。

社会保障制度の持続可能性そのものが課題と

なる中、生活の質の向上を図りつつ社会保障に

係る負担を軽減し、あわせて、社会保障制度を

「支える力」を強くする施策を強力に推進する

必要があります。

このような状況もあり、本年７月に開催され

た全国知事会では、持続可能な社会保障制度の

構築のため、国と地方が互いに協力しながら取

り組みを進めることが必要との考えのもとに、

「健康立国宣言」が行なわれました。

そこで、知事に、全国知事会において取りま

とめられた「健康立国宣言」及び「健康立国」

実現に向けたアクションプランの具体的な内容

について、お伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。

日本列島はことし、西日本豪雨や大型台風、

北海道胆振東部地震などに見舞われ、甚大な被

害を受けました。日本は昔から地震や台風で被

災してきましたが、地球温暖化の影響から、近

年、自然災害が多発しているように感じます。

「備えあれば憂いなし」をことしほど実感した

年はありません。

そこで、県土の強靱化に向けて、ハード整備

にどのように取り組んでいかれるのか、お伺い

いたします。

引き続き、知事に、３期目に向けた政策提案

に関連して、２点についてお尋ねいたします。

政治姿勢として、１つ「「明確なビジョン」

と「実行力」」、２つ「挑戦し、成果を出

す」、３つ「「現場主義」「対話と協働」」、

そして４つ目に「「常在危機」の徹底と責任あ

るクリーンな県政運営」を掲げておられます。

２つ目の、「挑戦し、成果を出す」というフ

レーズに、これまでの２期とは違う強い姿勢が

感じられますが、知事の思いを伺います。

２点目ですが、人口減少問題や持続可能な地

域づくり、さまざまな危機事象など、複雑困難

な行政課題に対応するためには、県政に携わる

職員一人一人の資質の向上と、政策を推進して

いくための効率的で効果的な組織力の強化が必

要と思います。

そのような中、知事は、「私の政策～次の４

平成30年11月26日(月)

- 182 -



平成30年11月26日(月)

年間で何をするか」で、「効率的・効果的な行

政運営のための県庁改革」を掲げていますが、

どのように進めようとされるのか、お伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わりまして、あと

は質問席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、健康立国宣言についてであります。

少子化により生産年齢人口の減少が進む一

方、高齢化の進行により、医療・介護費の増大

が懸念され、社会保障制度の持続可能性そのも

のが課題とされております。

このため、全国知事会としては、健康寿命の

延伸に向けた人々の生活の質（ＱＯＬ）の向上

と、若者の就労支援などによる「社会を支える

力」の強化を図り、社会保障の持続可能性を高

めるとともに、社会に活力をもたらす「健康立

国」の実現に向けた「健康立国宣言」を、７月

に行ったところであります。

この宣言に基づく取り組みを、着実かつ早期

に実行していくため、アクションプランがあわ

せて策定されたところであり、具体的には、各

都道府県における、医療・介護分野を初めとし

た社会保障分野の先進優良事例を収集、共有す

るとともに、その横展開を図る取り組みや、有

識者を交えた研究会を開催し、社会保障制度に

関する国への提言等を取りまとめた上で、大胆

な施策の実行を要請することなどが予定されて

いるところであります。

次に、県土の強靱化に向けたハード整備につ

いてであります。

切迫する南海トラフ地震や頻発化、激甚化す

る豪雨などによる大規模自然災害から県民の生

命、財産を守り、社会機能を維持するため、県

土の強靱化に向けた社会資本の整備は喫緊の重

要課題であります。

県では、現在「宮崎県国土強靱化地域計画」

に基づき、人命の保護を最優先として、建物の

耐震化や避難施設の整備を進めるほか、緊急輸

送道路を初めとする交通ネットワークの整備や

河川改修及び土砂災害対策、さらには、重要港

湾の耐震岸壁の整備などを推進しております。

このような中、９月には、政府から、国土強

靱化に向けた緊急対策を今後３年間で集中的に

実施することが表明されたところであります。

本県の取り組みを力強く後押しするものと期待

しているところであります。

今後とも、国の緊急対策も含めた、さらなる

予算の確保に努めますとともに、国や市町村、

関係機関と連携し、ハード・ソフトを総動員し

た防災・減災対策に全力で取り組んでまいりま

す。

次に、私の政策提案についてであります。

私はこれまでの２期８年、口蹄疫等からの再

生、復興、そして、復興から新たな成長へを県

政の基軸に据え、本県が直面するさまざまな課

題に全力で取り組んでまいりました。この結

果、東九州自動車道を初めとする交通インフラ

の整備が進むとともに、農業産出額や輸出額の

拡大、宮崎ブランドづくり、１人当たり県民所

得の増加など、県勢発展の礎となる具体的な成

果があらわれてきております。新たな成長に向

けた流れの確かな手応えを感じているところで

あります。

一方、本県は急激な少子高齢化、人口減少に

より、新たな局面を迎えております。産業や医

療、介護、福祉を支える人材の確保、地域経済

の活性化、中山間地域対策など、従来の取り組

みの延長線をたどるだけでは対応できない、多
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くの課題に直面しているものと認識をしており

ます。

このため、県民の皆様に次期県政を負託して

いただけるのであれば、これまで積み重ねてき

た実績や経験等も最大限に活用しながら、困難

な課題にも果敢に取り組み、しっかり成果を出

していく、そうした強い思いを持って、本県の

未来が安心と希望に満ちたものとなるよう、全

力を尽くしてまいりたいと考えております。

最後に、県庁改革についてであります。

戦略的な政策を構築し、複雑多様化する行政

課題に的確に対応していくためには、職員一人

一人の能力を十分に発揮できる環境づくりや組

織力の強化が必要であると考えております。

このため、引き続き、公務能率の向上を初め

とする「働き方改革」の取り組みや、プロ意識

の高い職員の育成に努めますとともに、コンプ

ライアンスの徹底や風通しのよい職場づくりな

どに取り組み、県民に信頼される行政運営を進

めてまいります。

組織力の強化につきましては、分野横断的に

職員が連携、協力し、組織が一体となって課題

に取り組む体制づくりを進めますとともに、必

要に応じて、市町村や企業・大学等の県庁外の

組織や人材とも協働して、オール宮崎による課

題の解決に取り組んでまいります。

また、私自身が引き続き「現場主義」に撤

し、「対話と協働」の県政を基本としておりま

すことから、機会あるごとに、私自身のこうし

た思いを伝え、全ての職員が、私とともに、県

民の皆様と同じ目線で考え、行動する県政の運

営に努めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 御答弁ありがとうございまし

た。

県土の強靱化でありますが、政府の国土強靱

化に向けた緊急対策も含めた予算の確保をどう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、順次お尋ねしてまいります。

「健康立国宣言」、各都道府県における医療

・介護分野を初めとした社会保障分野の先進優

良事例を収集し、共有する取り組みは、私は大

変よいことだと考えます。

全国では、既に、インセンティブを活用した

健康づくりの取り組みや、運動習慣・食生活の

改善、特定健診の受診率の向上のための取り組

み、禁煙、受動喫煙防止対策など、さまざまな

取り組みを実施しており、生活習慣病の発症・

重症化予防に効果を上げている事例がたくさん

あります。

また、地域包括ケアシステムの構築に向けた

予防・健康・医療・介護等の各分野間の連携の

強化につながっている事例や、子供・子育て支

援に効果を上げている事例もあるようですが、

全国知事会において収集、共有する先進優良事

例について、県としては、今後どう活用してい

かれるのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 現在、全国

知事会では、健康づくりや医療・介護など、施

策分野ごとに21のワーキングチームを設置し、

各都道府県における先進優良事例やその成果等

について取りまとめを行っているところであり

ます。今後は、全国で情報を共有した上で、同

様の施策に取り組もうとする都道府県同士で議

論を深めていくことになっております。

このように、地方共通の行政課題に対して他

の自治体と相互に連携することは、効率的・効

果的な施策を推進していく上で大変重要である

と考えております。
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このため今後、県としましては、ワーキング

チームに参画し、その取りまとめ結果を踏ま

え、効果が期待できるものについては、本県の

実情に即した施策化を検討するなど、先進優良

事例を有効に活用してまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございます。何度

も言いますが、私は、地方共通の行政課題に対

して、他の自治体と相互に連携していくという

ことは画期的なことだと感じております。積極

的にワーキングチームに参画していただき、有

効活用をよろしくお願いいたします。

それでは次に、ラジオの難聴地域の解消につ

いてお尋ねいたします。

インターネットやスマートフォンの普及拡大

により、若者を中心にラジオ離れが進んでおり

ますが、ラジオは災害時の情報源として貴重な

媒体であり、ことしの９月に発生しました北海

道胆振東部地震におきまして、停電しても情報

を得ることができるメディアとして、ラジオの

有用性が改めて実証されたところです。

ラジオは、生活に密着した情報提供手段とし

て、特に災害時の第一情報提供者として、社会

的責務を果たしていくことが求められておりま

す。

しかしながら、中山間地域を多く抱える本県

におきましては、ラジオの電波が届きにくい地

域が多く存在しております。

安心安全な活力ある地域づくりの実現のため

には、情報通信網の整備が必要不可欠でありま

す。

そこで、ラジオ放送の難聴地域解消の取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ラジオであり

ますが、昨今、多発する災害時において、住民

の貴重な情報収集手段として利用されており、

その役割が改めて重要視されてきていると認識

しております。

一方で、地形的・地理的要因などにより、ラ

ジオが入りづらい地域が残されておりますが、

中継局の整備に要する費用が多額に上ることか

ら、放送事業者が単独で難聴対策を行うことは

難しい状況にあります。

このため、県におきましては、全国知事会等

を通じて、国に対し、支援策の拡充を要望して

いるところでございまして、引き続き、国に働

きかけてまいりたいと考えております。

また、難聴地域が詳細に把握できていない状

況もありますので、市町村に協力をいただきな

がら、地域を特定した上で、放送事業者に対

し、難聴地域の解消に向けた取り組みを要望し

てまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 部長、どうぞよろしくお願い

いたします。

次に、職員の人材育成についてお尋ねいたし

ます。

先ほど壇上で知事のほうから、県庁改革につ

いての答弁をいただきました。

どのような組織体制にあっても、組織を動か

すのは「人」であり、やはり、県政に携わる職

員一人一人の資質の向上が重要と考えます。

知事は、県職員に求められる心構えや資質と

して、日々の業務を処理するだけでなく、社会

経済情勢の変化や地域、現場の実情等を把握し

た上で、本県の将来を見据え、今何をなすべき

かを考えることを挙げておられますが、高度化

・複雑化する行政課題に適切に対応するために

は、職員の人材育成が大事だと思います。

そこで、本県の人材育成の取り組みについ
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て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 地域を取り巻く社

会経済情勢が大きく変化する中、高度化・多様

化する行政ニーズに的確に対応し、県政の目標

を着実に達成していくためには、議員御指摘の

とおり、職員の人材育成が重要となってまいり

ます。

このため、県では「人材育成基本方針」を定

め、人を育てる人事管理の推進、自己啓発を含

む研修の充実、人材の確保、職場環境づくりの

４つの方向性を示し、計画的なジョブローテー

ションや自治学院研修を初め、長期派遣研修や

専門的な知識・技術の習得に向けた各種研修、

受験者確保のための積極的な情報発信などを実

施しております。

また、人事評価制度の導入に合わせ、職員育

成プログラムを定め、職場でのＯＪＴや能力開

発支援など、人事評価を活用した職員育成にど

のように取り組んでいくのかを具体的に示し、

人を育てる組織の実現に向けて、全庁的な取り

組みを進めているところでございます。

○後藤哲朗議員 引き続き、総務部長にお尋ね

いたします。

ただいま、「計画的なジョブローテーショ

ン」を実施しているとの答弁をいただきまし

た。

特定の分野、例えば危機管理などにおいて

は、知識と経験を有するプロフェッショナルな

職員がいなければ、災害時に迅速かつ的確な初

動対応等を行うことは難しいのではないかと考

えます。

このように、高い専門性が求められる行政分

野における人材確保・育成について、具体的に

どんな対応をされているのか、お伺いいたしま

す。

○総務部長（畑山栄介君） 住民ニーズが多様

化・高度化する中で、効率的な人員体制のも

と、県政の重要な課題に的確に対応していくた

めには、職員の専門性を高めることが大変重要

であると認識をしております。

このため、人事異動に当たりましては、職員

の在課期間の長期化や、福祉や危機管理といっ

た特定分野への複数回の配置を行っているとこ

ろであります。

また、国や民間企業への研修派遣や、派遣後

にその効果が期待できる所属への配置に努める

とともに、専門的な知識経験を有する人材の民

間企業等からの採用にも取り組んでいるところ

でございます。

今後とも、県民に質の高い行政サービスを提

供していくため、業務上の必要性や本人の適正

・希望等を踏まえながら、専門性を有する人材

の確保・育成に努めてまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。他

県の事例を見てみますと、プロフェッショナル

コース、あるいはスペシャリティーコースと、

長年その分野に従事している方をつくり上げて

いる傾向がありますので、どうか御検討のほど

よろしくお願いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

先般、東京都目黒区で、５歳の女児が虐待に

より亡くなるという痛ましい事件が発生してお

ります。

残念なことに、虐待によって子供が亡くなる

事件は、毎年、数多く発生しており、国の検証

報告書によりますと、平成28年度は49人の子供

が虐待により亡くなっており、しかも、ゼロ歳

児がその３分の２に当たる32人でありました。
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児童虐待によって小さな命が失われることが

ないようにするためには、出産後に子育ての悩

みを抱える母親への相談に応じるとともに、支

援が必要な家庭をしっかりと見守り、地域全体

で支えていくことが大変重要であると考えてお

ります。

そのためには、保健師などが全ての乳児がい

る家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」

は大変有効であり、このような取り組みを進め

ることにより、児童虐待の未然防止や早期発見

に結びつき、子供の健やかな育ちにつながって

いくのではないかと考えます。

そこで、児童虐待の発生予防と早期発見に向

けた県の取り組みについて、福祉保健部長に御

所見をお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童虐待の

未然防止と早期発見のためには、住民に身近な

市町村が中心となって、地域の関係機関が連携

して取り組んでいくことが重要であります。

そのため、県におきましては、乳児がいる家

庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」な

ど、虐待の未然防止に有効な市町村の取り組み

に対し、財政的支援を行うとともに、児童相談

所全国共通ダイヤル189（いちはやく）の周知な

どに努めているところであります。

また、市町村の担当職員や医療機関、保育所

等の関係機関の職員を対象とした、資質向上の

ための研修にも取り組んでいるところでありま

す。

今後とも、市町村や関係機関と連携を図りな

がら、児童相談所と一体となって、児童虐待の

未然防止等に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 引き続き、児童虐待について

お尋ねいたします。

「地域の連携ネットワークの中で、社会的子

育て支援の風土づくりを目指し、子どもの権利

を守る主任児童委員としての役割を理解する。

地域社会で孤立・孤独をなくし、親子が安心

して住み続けることができる地域社会をめざ

し、地域社会とのつなぎ役としての活動の推進

を図る」。以上の目的で、先般、主任児童委員

研修が、県社会福祉協議会等の実施で開催され

ています。

そこで、児童虐待への対応において、主任児

童委員に期待される役割について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 地域で活動

する児童委員は、住民の立場に立って一人一人

に寄り添う存在でありますことから、児童虐待

の未然防止や早期発見等において大きな役割を

担っております。

御質問の主任児童委員は、児童委員の中から

選任され、児童委員の活動に対し援助・協力を

行うこととされておりますので、主任児童委員

には、地域の児童委員が児童虐待の兆候を見逃

すことなく、困り事や不安を抱える家庭を温か

く見守っていけるよう、適切な助言や情報提供

を行うことが求められており、その役割は大変

重要であります。

そのため、県におきましては、主任児童委員

の資質向上を図るため、毎年研修を実施してい

るところでありますが、主任児童委員の活動が

今後さらに活性化されるよう、市町村と連携し

ながら支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

次に入ります。林業の成長産業化についてお

尋ねいたします。
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林野庁は、平成29年度から、森林資源の利活

用を通して多くの雇用や経済価値を生み出そう

とする地域を、「林業成長産業化地域」とし

て、これまでに全国で25道府県の28地域を選定

しており、本県では「延岡・日向地域」が選定

されているところであります。

この選定により、「延岡・日向地域」では、

平成33年度までの５カ年の事業期間に、ソフト

対策、ハード対策に森林整備・林業等振興整備

交付金を活用し、地域の課題を解決するさまざ

まなメニューに取り組んでいると聞いておりま

す。

こうした地域の創意工夫を生かした取り組み

は、来年度から始まる「新たな森林経営管理シ

ステム」を積極的に運用する上でも極めて重要

であると考えております。

そこで、林業成長産業化地域創出モデル事業

「延岡・日向地域」におけるこれまでの取り組

みと今後の事業の進め方について、環境森林部

長にお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 延岡市及び日

向市におきましては、昨年８月に「延岡・日向

循環型林業推進協議会」を設置し、森林所有者

の経済的な負担軽減を図るための再造林バンク

や、林業の担い手確保に向けた人材バンクの構

築など、関係者による協議が進められておりま

す。

また、伐採から再造林までの一貫作業ガイド

ラインの作成や、コンテナ苗による低コスト造

林の実証試験などにも取り組まれております。

加えて、これらソフト事業と一体となって、

６台の高性能林業機械の導入や、２カ所の木材

加工流通施設整備などのハード事業も進められ

るなど、林業成長産業化構想の実現に向けた取

り組みが、着実に行われているところでありま

す。

県といたしましては、今後とも、本地域の協

議会に積極的に参画するとともに、山会議とも

連携して、事業が円滑かつ効果的に進むよう助

言、指導を行うなど、延岡・日向地域の取り組

みをしっかりサポートしてまいりたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 部長、ありがとうございま

す。やはり、市町村レベルで非常に人材不足と

いうのがあります。ぜひ、答弁にありましたよ

うに助言、指導、そして、しっかりとサポート

していただくよう、よろしくお願いいたしま

す。

次に、「日本伐木チャンピオンシップ」につ

いてお尋ねいたします。

本県では近年、林業の現場でのけがや死亡事

故など労働災害が多発しており、このことは、

事業体の経営に大変な支障を及ぼすことはもち

ろん、林業に対するイメージの低下や若者の人

材確保等の面で、大きな課題になっています。

そのような中、日本伐木チャンピオンシップ

は、林業技術及び安全作業意識の向上、林業の

社会的地位の向上、新規林業従事者数の拡大等

を目的として、２年に一度開かれるチェーン

ソーの競技大会で、ことし５月に第３回大会が

青森県で開催され、回を追うごとに規模、技術

レベルともに充実してきているそうです。

そこで、林業労働災害防止の観点から、日本

伐木チャンピオンシップに対する県の見解を、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 日本伐木チャ

ンピオンシップは、議員御紹介のとおり、林業

技術及び安全作業意識の向上等を目的として、

２年に一度開催されますチェーンソーの全国的

な競技大会であります。
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その内容は、樹木を目標の位置に伐倒するも

のや丸太の輪切りなどの５種目で競われ、ス

ピードと正確性に加え、安全面を特に重視した

内容となっております。

本年の青森大会では、本県からの出場者はあ

りませんでしたが、本県関係者が伐木チャンピ

オンシップに向け積極的に活動している熊本県

の取り組みを視察するなど、県内でも大会への

関心が徐々に高まりつつあります。

こうした動きは、林業労働安全衛生意識の高

揚や林業への関心を高める上で、効果的なもの

であると考えております。県におきましても、

この大会について、関係団体等からさらに情報

収集を行ってまいります。

○後藤哲朗議員 部長、ありがとうございまし

た。やはり、本県の林業団体、県森連、県素

連、林業労働機械化センター等と意見交換して

いただきまして、熊本の視察――佐賀も一生懸

命なんですが――その辺の状況を把握していた

だければと思いますので、よろしくお願いいた

します。

続きまして、宮崎県企業成長促進プラット

フォームについてお尋ねいたします。

地方創生の実現のため、県内の産学金労官13

構成機関により平成28年４月に創設された企業

成長促進プラットフォームでは、今後、大きな

成長が見込まれ、地域経済に寄与する企業を成

長期待企業として認定するとともに、その企業

に対し、各機関が連携、協力しながら集中的に

支援し、企業の成長促進に取り組むことで、本

県経済の活性化及び良質な雇用の場の確保を図

ることに取り組んでいます。

そこで、これまでに認定した成長期待企業の

業種別や地域別の認定状況について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

産学金労官の13機関で構成する「企業成長促進

プラットフォーム」により、これまで、お話に

ありましたとおり、22社の成長期待企業を認定

しておりますけれども、業種別に見ますと、製

造業が13社と最も多く、次いで情報通信業が３

社、卸売・小売業が２社、その他、農業、建設

業など、さまざまな業種の企業を認定している

ところであります。

また、地域別の状況につきましては、県央地

域が９社、県北地域が５社、県西地域が５社、

県南地域が３社となっているところでございま

す。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

この成長期待企業に認定されることによる効果

の一つに、企業の名前が、いろいろなところで

紹介され、広く知られるということがあるかと

思います。

22社全部の紹介はできませんが、今、県北地

域の５社は、全て私の地元の延岡市の企業であ

りますので、簡単に御紹介いたします。

航空機の降着装置等の製造を行っている「ミ

ツワハガネ」さん、地ビール製造で有名な「宮

崎ひでじビール」さん、溶接技術に高い技術を

持つ「池上鉄工所」さん、電気設備に高い技術

を持ち、水素発電機の事業にも取り組んでいる

「修電舎」さん、最近認定を受けた、北浦産の

ブリやカンパチの加工を行う「新海屋」さんで

す。

認定された企業の今後ますますの業績アップ

を、大きく期待しているところです。

そこで、認定した成長期待企業のさらなる成

長のため、今後どのように取り組んでいかれる

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 成長期待
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企業として認定した企業に対しましては、これ

まで、新商品開発や販路開拓等に係る助成、外

部専門家の派遣など、事業計画達成のためのさ

まざまな支援を行っており、多くの認定企業に

おきまして、売上高の拡大や雇用者数の増加な

ど、徐々に成果があらわれているところでござ

います。

県といたしましては、県内の地域経済の底上

げや良質で安定した雇用の確保のためには、認

定企業の着実な成長が必要であると認識してお

りますので、引き続き、プラットフォームの各

構成機関と連携しながら、その成果をしっかり

と把握し、各企業の課題やニーズに対応した

フォローアップに取り組んでまいりたいと考え

ております。

○後藤哲朗議員 ぜひ、よろしくお願い申し上

げます。

引き続き、商工観光労働部長にお尋ねいたし

ます。

県では、本年２月に、仕事と家庭の両立の実

現に向けた職場環境づくりを積極的に行ってい

る企業や事業所のうち、特にすぐれた取り組み

成果が認められる企業等を「働きやすい職場

『ひなたの極』」企業等として認証する制度を

創設しました。

そこで、「働きやすい職場『ひなたの極』」

認証制度の概要と認証状況について、お伺いい

たします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

平成18年度から、企業のトップの方に、働きや

すい職場環境づくりへの具体的な取り組みを宣

言していただく、「仕事と家庭の両立応援宣

言」事業に取り組んできたところであります

が、県内企業におけるワーク・ライフ・バラン

スをさらに推進するため、特にすぐれた取り組

み成果が認められる企業を知事が認証する「働

きやすい職場『ひなたの極』」認証制度を、本

年２月に創設したところであります。

この制度は、申請のあった企業について、所

定外労働時間の削減や年次有給休暇取得促進に

向けた取り組み及び実績、また、育児・介護休

暇の取得状況など、23の審査項目に従って審査

を行い、総得点の割合が85％以上であった場合

に認証するものであります。

現在、認証企業は６社であり、業種別に見ま

すと、建設業が３社、製造業が２社、その他ビ

ルメンテナンス業が１社となっております。

○後藤哲朗議員 それでは引き続き、「働きや

すい職場『ひなたの極』」についてお尋ねいた

します。

今後の取り組みの方向性について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 少子化の

進行や労働力不足の深刻化、長時間労働による

健康への悪影響など、さまざまな課題を解決す

る上で、ワーク・ライフ・バランスの推進は大

変重要であると考えております。このため県で

は、「両立応援宣言」や講演会開催等による啓

発に加え、「働きやすい職場『ひなたの極』」

認証制度を創設し、その機運の醸成を図ってい

るところであります。

先日、企業向けに開催した講演会では、「ひ

なたの極」認証企業の代表者３名に、年次有給

休暇が取得しやすい仕組みづくりなどの取り組

み内容や、その成果として従業員の定着率向上

や業績アップにつながったことなどについて、

御紹介いただいたところであります。

県といたしましては、今後とも、制度の周知

を図り、県内全域で認証企業をふやすととも

に、さまざまな場面で認証企業の取り組み成果
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を広くＰＲすることによりまして、県内企業の

ワーク・ライフ・バランスをさらに推進してま

いりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 部長、私は非常にこの取り組

みというのは評価されると思うんです。やはり

機運の醸成――建設業界が３社も認定されてい

る、非常にリーディングカンパニーとしていい

んじゃないかなと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、農業の振興について３点お尋ねいたし

ます。

まず一点目は、みやざきブランドについてお

尋ねいたします。

みやざきブランド推進対策は、県と農業団体

が連携し、宮崎という名前だけで信頼される農

畜産物づくりを実現するため、全国に先駆け、

平成６年度から取り組まれたと伺っておりま

す。

この間、平成13年度には、商品ブランド認証

制度を創設されるなどし、「宮崎産なら安心」

「選んで買うなら宮崎産」といった、消費者の

信頼をかち取るため、「いのちの恵みに感謝す

る県、みやざき」をコンセプトに、県の農業に

携わる全ての方々が一体となって取り組んでこ

られました。

その結果、宮崎牛や完熟マンゴー「太陽のタ

マゴ」などのトップブランド商品の創出や、残

留農薬検査体制による「食の安全・安心」の取

り組みなどが進み、消費者や取引先から高い評

価を得ていると感じております。

そのような中、先日、日本政策金融公庫が実

施した消費者動向調査を拝見しましたが、消費

者の食に対する志向は、安全・安心や経済性に

加え、健康志向が高まっている結果となってお

り、みやざきブランド推進対策でも、このよう

な多様化する消費ニーズに対応していく必要が

あると考えます。

そこで、みやざきブランドの推進において、

今後どのような視点で取り組んでいかれるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） みやざきブラ

ンドの推進につきましては、厳しい産地間競争

の中で、消費者から信頼され、選ばれることを

目指し、生産者や関係機関・団体と一体となっ

て、「特長ある商品づくり」「信頼される産地

づくり」「安定的な取引づくり」を３つの柱と

して、取り組んでいるところであります。

そのような中、最近では、特に本県農産物の

栄養・機能性に着目し、本県の強みであります

農産物分析技術を生かし、昨年12月に、ピーマ

ンをビタミンＣの栄養機能食品として、また、

本年10月からは、冷凍ホウレンソウをルテイン

の機能性表示食品として販売を開始したところ

であります。

さらに、来年１月には、完熟キンカン「たま

たま」でも、ビタミンＣ、ビタミンＥの栄養機

能食品として表示販売を予定しておりまして、

今後とも、健康に着目した「Karada Good Miyaz

aki（カラダグッドミヤザキ）」のシリーズ化に

取り組むなど、本県農畜産物の優位性をアピー

ルしてまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 部長どうぞ、健康に着目した

「Karada Good Miyazaki（カラダグッドミヤザ

キ）」のシリーズ化に、取り組んでいただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

次に、圃場整備についてお尋ねいたします。

延岡市沖田地区の農地は、面積約129ヘクター

ルの延岡市最大の水田地帯であり、将来的にも

残していかなければならない農地であります。
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しかしながら、狭小な農道や一部未整備となっ

ている用水路、また海抜も低いことから湿田も

多く、大型農業機械を導入した経営規模の拡大

等にも支障を来しており、耕作者には営農上の

不便が強いられています。

さらに、農業従事者の高齢化が進む中、豪雨

のたびに湛水被害を受け、営農意欲も低下する

など、その対策が急務となっています。

そこで、沖田地区における圃場整備計画の進

捗状況について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 沖田地区につ

きましては、お話がありましたとおり、台風や

集中豪雨によるたび重なる湛水被害や、農地の

区画等が狭く大型機械の導入ができないなどの

課題を抱えているため、地元から圃場整備の要

望が出されていたところであります。

現在、これまで延岡市が取り組んでおりまし

た地形図作成や排水状況などの調査が終了しま

したことから、地元農家の意向も踏まえなが

ら、国への採択申請に必要な事業計画を、県に

おいて策定しているところであります。

今後、延岡市や土地改良区などの関係機関と

一体となって、早期の採択に向けてしっかり取

り組んでまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 早期の採択、ぜひよろしくお

願いいたします。

引き続き、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

平成11年、農林水産省によって選定された、

全国134カ所の「日本の棚田百選」、本県では11

カ所が選ばれており、その中でも、高千穂郷・

椎葉山地域の世界農業遺産には７カ所ありま

す。

遠くから眺めただけではのどかな風景に見え

る棚田ですが、その石組みの一つ一つには、子

孫たちに幸多かれと願った先人たちの汗と希望

が込められているようです。

しかしながら、現状では、農業の担い手不足

と相まって、棚田を維持する担い手が極端に少

ない状況であり、地形的な条件不利性等から、

棚田の維持には多大なコストを要するのが実情

であり、棚田オーナー制等の取り組みで棚田の

維持に努力している地域もあるのが現状であり

ます。

このような中、棚田地域を広く支援する議員

立法を検討している自民党の棚田支援に関する

プロジェクトチームが、法案づくりを本格化さ

せ、府省の壁を越えて棚田地域を支援する仕組

みづくりを検討し、年明けの通常国会への法案

提出を目指すという新聞報道があったところで

あります。

この法案では、棚田保全の重要性を理念に掲

げ、国を挙げて棚田を核にした地域を後押しす

るのが狙いであり、農業振興だけでなく、景観

や伝統文化の維持、環境の保全などの多様な活

動を、各省横断的に支援する枠組みを目指すと

しており、各種事業の窓口を一本化し、事業の

優先採択や優遇措置の追加、要件緩和といった

拡充策を検討するとのことであります。

そこで、県における棚田への支援状況と今後

の対応についてお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 棚田は、農業

生産の場ということのみならず、国土保全など

公益的な機能、さらには観光資源という役割も

担っており、高千穂郷・椎葉山地域世界農業遺

産におきましても、その価値が世界に認められ

るなど、重要な地域資源となっております。

しかしながら、棚田の多くは区画が狭く、急

傾斜地に位置していることから、その保全・維
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持には多大な労力が必要であります。

このため、中山間地域等直接支払制度や多面

的機能支払制度の活用により、農地周りの草刈

りや水路の泥上げ等、地域が共同で行う取り組

みを支援し、棚田の保全にも努めているところ

であります。

今後とも、関係部局としっかり連携しなが

ら、重要な地域資源としての棚田の維持、活用

をさらに図ってまいります。

○後藤哲朗議員 この棚田の伝統的な景観、文

化的な価値、豊かな自然環境を生かした地域振

興を図るという観点から、今の答弁にありまし

たように、関係部局としっかり連携していただ

き、棚田の維持、活用をよろしくお願いいたし

ます。

次に、自転車活用推進についてお尋ねいたし

ます。

まず、安全で快適な自転車通行に関して、県

のこれまでの取り組みについて、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 自転車道の

整備につきましては、これまで、「自転車道の

整備等に関する法律」に基づき、安全で快適に

自転車が通行できるよう、昭和49年から平成３

年にかけまして、綾、国富、宮崎を結ぶ綾宮崎

自転車道や、一部、旧国鉄妻線の廃線敷地を利

用した宮崎佐土原西都自転車道など、総延長

約50キロメートルの大規模自転車道を整備する

とともに、交通量の多い通学路を中心に、自転

車が通行可能な幅の広い自転車歩行者道の整備

を進めてきたところであります。

しかしながら、近年では、全国的に自転車と

歩行者との交通事故が増加してきたことなどか

ら、本県におきましても、自転車レーンの整備

や、自転車通行部を明確化する路面表示を試行

するなど、自転車と歩行者とを分離するための

さまざまな取り組みを進めているところであり

ます。

○後藤哲朗議員 続きまして、自転車活用推進

計画が閣議決定されましたが、今後、県ではど

のように取り組んでいかれるのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 自転車の活

用推進につきましては、環境負荷の低減、災害

時における交通機能の維持、県民の健康増進及

び観光振興の観点から、公共の利益の増進に資

するものであり、大変重要であると認識をして

おります。

このような中、国におきましては、平成29年

に制定されました自転車活用推進法に基づき、

自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本計画である自転

車活用推進計画が、ことし６月に閣議決定され

たところであります。

自転車活用推進法では、各都道府県の実情に

応じて計画策定に努めることとされており、本

県におきましても、積極的に取り組むこととし

ております。

このため、今月６日に、関係部局から成る自

転車活用推進計画の検討会議を立ち上げたとこ

ろでありまして、今後、関係機関と連携を図り

ながら、来年８月の策定に努めてまいります。

○後藤哲朗議員 この計画に関する目標は、自

転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形

成、サイクルスポーツの振興等による活力ある

健康長寿社会の実現、サイクルツーリズムの推

進による観光立国の実現、自転車事故のない安

全で安心な社会の実現であります。

そこで、この国の自転車活用推進計画を受け

ての警察の対策について、警察本部長にお伺い
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いたします。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、自転

車活用推進計画が目標の一つとする自転車事故

のない安全で安心な社会の実現に向けまして、

利用者が守るべきルールやマナーの周知や啓発

のために、小・中・高等学校における自転車交

通安全教室、高齢者クラブ・事業所・自治会に

おける講習などの交通安全教育、街頭での指導

取り締まり等をさらに推進してまいります。

○後藤哲朗議員 次に、サイクルツーリズムの

推進についてお尋ねいたします。

近年のサイクリングブームによりまして、本

県でも、サイクリストが走行する姿をよく見か

けられるようになったと感じております。

全国的にも有名なしまなみ海道においては、

先般、国内外から約7,200名のサイクリストが集

結したイベント「サイクリングしまなみ2018」

が開催されたとの報道がありました。

また、隣県の大分県においても、「ツール・

ド・佐伯」など大きな大会が行われています。

本県は、年間を通して温暖で快適な気候であ

りますし、太平洋に面する長大な海岸線上に、

自然の営みにより変化に富んだ美しい自然地形

が続く日南海岸や日豊海岸の美しい景観など、

しまなみ海道にも劣らないサイクルツーリズム

に適した環境があると、私は思います。

このようなイベントは、本県において今後、

サイクルツーリズムを普及、推進していくに当

たり、本県のサイクル環境の魅力を県内外のサ

イクリストに伝えるためにも有効であると考え

ます。

そこで、本県におけるサイクルイベントの開

催状況について、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県で

も、各地で地域の特性を生かしたさまざまなサ

イクルイベントが開催されており、県内外から

多くのサイクリストが参加しております。例え

ば、日南海岸沿いを600名以上が駆け抜ける「日

南海岸サンシャイン宮崎ライド」や、急勾配を

一気に駆け上がる、高千穂町のヒルクライム大

会、西都原古墳群の中を周回する３時間耐久

レースや、延岡市の須美江海岸沿いを走るマウ

ンテンバイク大会など、毎年開催されるサイク

ルイベントがございます。

また、初心者でも気軽に楽しめ、ゆっくりと

観光地をめぐるポタリングも、西都市や綾町を

初め、県内各地で数多く行われているところで

ございます。

このようなサイクルイベントを通して、風光

明媚な景色や多彩な食など、本県の魅力を多く

の方に体感していただいているところでござい

ます。

○後藤哲朗議員 引き続き、商工観光労働部長

にお尋ねいたします。

本県においては、県内各地域で数多くのサイ

クルイベントが行われており、しかも長距離イ

ベントだけでなく、ヒルクライムのような競技

性の高いものや、私でも気軽に参加できるもの

など、さまざまな種類のイベントが行われてい

るということで、既にサイクルツーリズムの素

地・基礎はあることが十分理解できました。

先般の９月定例県議会では、満行議員からの

質問に対して、本県ではガイドの養成やモニ

ターツアーの実施、サイクルスタンドの設置と

いった環境整備が進められているとのお答えが

ありました。これらとあわせて、県内における

サイクルツーリズムの推進についてますます進

めていっていただきたいと思います。

また、国内外のサイクリストの間では、台湾
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や琵琶湖、淡路島などをぐるっと一周回るコー

スが人気があると聞いております。

台湾とほぼ同じ面積である九州にも非常に

チャンスがあるのではと考えます。

そのようなことから、私は、サイクルツーリ

ズムの取り組みについては、行く行くは、本県

に限らず、県境を越えた広域的な地域において

施策を展開していただきたいと考えておりま

す。

そこで、九州一周のサイクリングルートの設

定など、広域連携によるサイクルツーリズムに

取り組むべきだと考えますが、商工観光労働部

長に御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県境を越

えたサイクリングルートの設定は、各地域の特

性や魅力を生かすことができ、広域での周遊の

促進につながることが期待されます。

本年５月に開催された九州地方知事会でも、

九州・山口各県が一体となったサイクルツーリ

ズムの推進について提案がなされたところであ

り、これを受けて、九州観光推進機構や経済界

も加わり、ルート設定や受け入れ環境整備、効

果的な情報発信等について検討を始めていると

ころでございます。

御提案の「九州一周サイクリングルート」の

ような取り組みは、新たなブランドとしての知

名度向上が図られ、サイクルツーリズムを推進

している本県にとりましても大きな追い風とな

りますことから、今後、各県等と積極的に議論

を重ね、その実現に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。

○後藤哲朗議員 ぜひとも、今後とも引き続

き、ハード面・ソフト面の整備をさらに進め、

サイクルツーリズムの推進を図っていただくよ

う要望いたします。

ちょっと早いですが、以上で質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。宮崎のひなた、日髙陽一です。きょ

うのトップバッターは、後藤議員でありまし

た。そして、私の後には中野 明議員が続きま

す。しっかりと励まし合いながら頑張ってまい

りたいと思います。

今月は、宮崎はゴルフマンスであります。先

週はリコーカップ、そして先々週はダンロップ

フェニックストーナメントが行われました。ダ

ンロップフェニックストーナメントは、世界ラ

ンキング１位に君臨しておりますアメリカのブ

ルックス・ケプカ選手が３連覇をかけて来日し

ましたが、優勝したのは市原弘大選手。大逆転

勝利に終わりました。

この市原弘大選手ですが、ことしから宮崎の

ブランドのゴルフウェアのＰ’ＭＡＳを着て大

会に出場しております。このＰ’ＭＡＳは、地

方創生をテーマに宮崎をこよなく愛するブラン

ドです。優勝したときの彼のパンツには、宮崎

県の牛・豚・地鶏・チョウザメがプリントされ

ていました。

６月に日本ゴルフツアー選手権で優勝した市

原選手は、ことしイギリスで行われた全英オー

プン、そしてアメリカで行われたＷＧＣブリヂ

ストンインビテーショナルにも参加していま

す。そう、彼は今、宮崎を世界に発信してくれ

ているのです。実際、海外からも問い合わせが

あるそうです。

その宮崎ブランドをスポンサーにしている市

原選手が、世界一の選手も出場する宮崎のトー

ナメントで優勝するなんて、どんな大きいそん

たくがあったとしても、実現することはできま
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せん。市原選手も、「宮崎で優勝できて本当に

うれしい。恩返しができたのではないでしょう

か」と、コメントされていました。

ダンロップで優勝した市原選手は、来年のア

メリカで開催されますＷＧＣの大会にも出場が

決まっております。ぜひ、その大会でも優勝し

て、宮崎を大きくＰＲしていただきたいと思い

ます。

それでは、農業・水産業問題についてお伺い

をいたします。

このＰ’ＭＡＳも、さまざまなウエアで口蹄

疫からの復興を応援してきましたが、あれから

８年がたちます。平成22年の口蹄疫では、29

万7,808頭ものとうとい家畜が犠牲になり、この

うち22万7,949頭は豚であり、本県の養豚業界に

とって非常に大きな影響を及ぼしました。

その後、養豚農家の皆さんは、逆境の中、経

営再開や増頭などに懸命に取り組んでこられま

した。そこで、口蹄疫直後と比較した直近の本

県の豚の飼養頭数の状況等について、農政水産

部長にお伺いします。

以下の質問は、質問者席より質問いたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（中田哲朗君）〔登壇〕 お答

えいたします。

豚の飼養頭数の状況等についてであります。

口蹄疫終息後の平成23年２月１日時点での豚の

飼養頭数は、76万6,200頭と発生前に比べ約14

万8,000頭減少いたしました。

その後、復興に向けた養豚農家を初め、関係

者皆様の御努力により、本年２月１日現在で

は、82万2,200頭まで回復し、１戸当たりの平均

飼養頭数も、1,644頭から1,831頭に増加してお

り、規模拡大が進んでいるところであります。

以上であります。〔降壇〕

○日髙陽一議員 １戸当たりの飼養頭数が増加

傾向にありまして、規模拡大が進んでいるとい

うことですが、若手の養豚農家が頑張っている

ことが、この要因の一つではないかと思いま

す。

現在、宮崎県養豚生産者協議会（ＭＰＣ）で

は、多くの若者が意欲的に養豚農家として活躍

をしています。

頑張る若手の養豚農家が夢と希望を持って、

安心して経営が行える環境づくりを行っていく

ことが、本県の養豚農家の振興につながると

思っております。

県では、平成28年度に策定した「畜産新生推

進プラン」に基づいて、養豚を初め本県の畜産

の将来を見据えた取り組みを計画的に進めてい

ます。

本県の養豚業は、地域経済を支える非常に重

要な産業です。このプランに基づき、しっかり

と取り組みを進めてほしいと思いますが、現在

の養豚振興対策について、農政水産部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県の養豚振

興につきましては、生産、販売、経営安定など

の観点から、さまざまな取り組みを行っている

ところであります。

具体的には、「畜産クラスター事業」等を活

用した施設整備による規模拡大や新技術の導入

等を支援いたしますとともに、技術力や経営力

の高い次世代の養豚農家を育成するため、関係

団体と連携した研修会の開催等に取り組んでお

ります。

また、宮崎ブランドポークの普及・販路拡大

のための支援や、衛生水準の高い食肉処理工場

の整備に対する支援も行っているところであり

ます。
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さらに、経営安定対策といたしまして、粗収

益が生産費用を下回った場合に補塡を行う、国

の養豚経営安定対策事業に対する生産者積立金

の一部助成も行っているところであります。

今後とも、全国第２位の養豚生産県として、

各種施策の推進にしっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

○日髙陽一議員 先日、ＭＰＣの方から、出荷

する豚の約半分が、県外の食肉処理場で屠畜さ

れると聞きました。

それぞれの農家の事情ではあると思います

が、県内での屠畜が本県の経済にとって望まし

いと思います。

来年度にはミヤチク都農工場の新処理場の稼

働が始まります。県外の処理場との違いをしっ

かりと把握して、県内の養豚農家の地元宮崎で

の屠畜を促進していただきたいと要望いたしま

す。

続きまして、海面養殖業についてお伺いをい

たします。

最近のニュース等を見ますと、国内では水産

物の消費が減少しているようですが、世界で

は、人口増加や欧米での健康志向の高まりに

伴って、水産物の消費が年々増加しているよう

です。

世界の漁業・養殖業を合わせた生産量も増加

し続けており、平成28年の漁業・養殖業の生産

量は、前年よりも２％増加して２億224万トンと

なりました。

一方で、国内の海面における漁業・養殖業の

生産量は、昭和59年をピークに減少しており、

平成29年は430万トンと、ピーク時の３分の１、

このうち海面養殖生産量は、平成６年のピーク

時から少しずつ減少している状況にあります。

先日、養殖業者の方々と会う機会があり、い

ろいろと養殖の話題を伺いましたが、海面養殖

業者の方々も、生産量をふやすことは、経営面

等でなかなか難しいとおっしゃっておりまし

た。

そこで、本県の海面養殖業の現状と課題につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県海面養殖

につきましては、ブリ、カンパチ、マダイなど

を中心に行われておりまして、生産額にして

約80億円と、本県水産業の約４分の１を占める

重要な産業となっております。

しかしながら、担い手の高齢化や人手不足が

続く中、養殖生産コストの約７割を占める餌の

価格が高騰しておりまして、いかに経営を安定

させていくかが大きな課題であります。

また一方で、お話がありましたとおり、世界

的な水産物需要の増大を背景に、いかにその需

要を取り込み、成長につなげていくかも重要な

課題であると考えているところであります。

○日髙陽一議員 部長の答弁にもありました

が、世界的に水産物の消費が増加しているとの

ことですから、もっと本県でも生産量をふや

し、輸出拡大を行っていくべきだと考えます。

担い手や生産コストなど経営面で課題があれ

ば、それを解決することで、海面養殖業の振興

にもつながるのではないかと考えますが、本県

海面養殖業の振興に係る取り組み状況と今後の

方向性について、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県海面養殖

業の振興につきましては、これまで県では養殖

魚種の開発や養殖場の造成、経営支援等を行っ

てきたところでありますが、先ほど申し上げま

したとおり、さまざまな解決すべき課題を抱え

ているところであります。
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現在、「海面養殖振興方針」を策定している

ところでありますが、今後、この方針に基づ

き、優良な人工種苗の供給や養殖期間の短縮

化、各種作業の協業化・効率化などによるコス

ト削減を進め、経営の安定化を図ってまいりた

いと考えております。

また、沖合養殖への展開やＩＣＴを活用した

養殖技術の開発などを進め、輸出の拡大を図る

など、養殖業の成長産業化につなげてまいりた

いと考えているところであります。

○日髙陽一議員 次に、外国人労働者の受け入

れについて伺います。

現在、深刻な人手不足を背景に、国では、外

国人労働者の受け入れの拡大に向けた出入国管

理法の改正案が審議されています。

農家も高齢化が進んでおり、私の周りの農家

の方々からも、人手を募集しても集まらず大変

苦労していると、話を聞いております。さきの

６月議会でも、県内の外国人労働者の雇用に関

して質問をしました。

その中で、県はＪＡ等が外国人技能実習生を

雇用し、複数の農家で実習ができる方式につい

て、検討を進めているとの答弁がありました。

そこで、検討を進めていた外国人技能実習制

度について、現在の取り組み状況を農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 検討を進めて

おりました農作業請負方式技能実習は、ＪＡ等

が技能実習生を雇用し、請負契約を結んだ組合

員の農場において技能実習を行う仕組みであり

まして、この方式を県内で実施するために、県

を事務局とする管理団体を本年８月に設立した

ところであります。

その後、各ＪＡに対し、本方式の説明や意見

交換を行ってきたところでありますが、複数の

ＪＡが活用を前向きに検討していることから、

実施に向けて、先行事例に関する情報提供や受

け入れ体制の整備に関する助言等を行っている

ところであります。

県といたしましては、引き続き、ＪＡグルー

プと連携しながら、本方式の活用を推進してま

いりたいと考えております。

○日髙陽一議員 先日、県警本部長からもあり

ましたが、県内の外国人労働者の犯罪率も0.28

％という状況で安心ですし、もう既に外国人を

受け入れている農家の後輩もいます。

彼らは実習生を本当の家族のように受け入れ

ているといいます。国に帰るとき、このままこ

こで働きたいと涙を流す実習生もいるそうで

す。そんなきずなをつくることによって、髙橋

先生もおっしゃっていたような、宮崎はよかっ

たよという話になるのではないかと思います。

どう意識を持って対応するのか、受け入れ側の

研修も必要だと感じました。

次に、燃油の高騰についてお伺いします。

私もピーマンを栽培していますが、最近、暖

房に使うＡ重油の価格が徐々に上がってきてお

り、仲間である生産者からも、ことしの冬の燃

料代が高くなるのではないかと、不安の声を聞

きます。

10年ほど前になるでしょうか、１リットル当

たりのＡ重油価格が120円以上と異常に高騰し、

施設園芸農家が大変苦労した経験もあります。

国際情勢などで見通しは立ちにくいとは思い

ますが、全国に誇る施設園芸の産地として、農

家経営を守るため、対策が必要ではないかと考

えます。

そこで、施設園芸における燃油高騰対策、対

応について、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。
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○農政水産部長（中田哲朗君） 農業用Ａ重油

価格は、平成28年３月以降、全国的に上昇傾向

にあり、県内価格も、本年11月上旬現在で１

リットル当たり約97円と、前年の同時期と比べ

約22円高くなるなど、農業経営への影響を懸念

しているところであります。

このため県では、施設園芸農家に対し、燃油

価格の高騰時に補塡金が支払われる、国の「施

設園芸セーフティネット構築事業」への加入を

促進するとともに、適切な温度管理技術や保温

資材の活用等を促す省エネルギー対策の周知に

取り組んでいるところであります。

また、このようなコスト高騰の中でも営農が

継続できるよう、所得向上を図っていくことが

重要でありますので、環境制御機器の導入な

ど、生産性を高める取り組みも推進してまいり

たいと考えております。

○日髙陽一議員 最近寒くなり、重油の消費量

もふえていますので、どうぞ対応をよろしくお

願いいたします。

次に、台風災害への対応について、お伺いを

いたします。

９月に襲来した台風24号は、大きな被害をも

たらしました。特に施設園芸では、ビニールハ

ウスの倒壊や冠水など、営農継続が困難となる

農業者が多く発生しました。

地球温暖化の影響などにより、今後、宮崎の

台風災害のリスクは高まっていくのではないか

と、大変危惧をしています。

そこで、今後の台風災害に備えるため、施設

園芸ではどのように取り組んでいくのか、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県に大きな

被害をもたらしました台風24号等では、施設園

芸への被害も甚大で、私も実際に被災現場で倒

壊したハウスなどを確認いたしましたけれど

も、台風などの災害への備えは大変重要である

と、改めて認識したところであります。

このため県では、本年３月に策定いたしまし

た施設園芸振興戦略の中で、台風等の自然災害

へのリスクも念頭に置きながら、老朽化ハウス

の機能強化はもとより、耐候性にすぐれたハウ

スの導入や、新たな生産拠点づくりなどに取り

組んでいるところであります。

今後も、関係機関・団体等と連携しながら、

災害に強く、農家の皆様が安心して営農できる

産地づくりを進めるとともに、収入保険制度や

農業共済制度などのセーフティーネットへの加

入促進にも努めていく必要があると考えている

ところであります。

○日髙陽一議員 こうした中、国は支援対策事

業を打ち出し、現在、県や市町村、ＪＡ等の支

援のもと、事業の受け付けが始まりました。

被害が大きかったため、農家もハウス業者も

手が回らない状況にあります。営農再開に向け

て、事業の制度の周知や、被災された生産者へ

の丁寧な対応を、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、消防団についてお伺いをいたします。

地域防災において重要な役割を担っている消

防団ですが、私の地元消防団では、今回の台

風24号の真っただ中、火災が発生し、暴風が吹

いている中、自宅のビニールハウスが被害に

遭っているにもかかわらず、消火活動を続けて

いました。

結局、火は約30時間後に消しとめられました

が、団員の中には、夜通し消火活動した後、そ

のまま仕事へ向かった団員もたくさんいまし

た。

このように、地域防災のかなめである消防団
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ですが、県内の消防団の現状と県の支援状況に

ついて、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（田中保通君） 県内の消防

団の団員数は、速報値で、本年４月１日現在、

１万4,533名となっており、県内及び全国ともに

減少傾向が続いております。

消防団は、お話にありましたとおり地域防災

のかなめであることから、その組織力を維持・

強化していくために、団員の確保や活動のため

の装備の充実が課題であると認識しておりま

す。

このため県では、消防団員確保のため、広報

紙やチラシの作成配布、テレビＣＭの放映等の

広報を実施しまして、消防団の重要性や魅力を

アピールするとともに、消防団の装備を充実さ

せるため、資機材整備に対して支援を行ってお

ります。

今後とも、市町村と連携しながら、消防団の

体制強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○日髙陽一議員 答弁にもありましたが、消防

団がその持てる力を最大限に発揮するために

は、資機材の充実・確保が大変重要でありま

す。

最近、消防団関係者の方から伺ったお話で

は、この消防団の資機材の充実・確保に大きく

貢献してきた、県の「地域消防防災活動支援事

業補助金」が本年度で終了するとのことで、来

年度以降どうなるのだろうと、大変心配をされ

ていました。

災害時に、消防団が安全にかつ最大限の力を

発揮し続けるためには、資機材整備に対する支

援は継続すべきだと思いますが、県の考えを危

機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 消防団の消

防力を充実強化させるとともに、災害現場等で

活動いただく団員の安全を確保するためには、

資機材の整備が大変重要であると認識しており

ます。

このため県では、活動服やデジタル無線機、

ポンプ積載車、救命ボート、ドローンなど、各

消防団が必要とする資機材や活動拠点の整備、

さらには女性消防団の活動を促進するための資

機材の充実等を支援しているところでありま

す。

消防団は、地域防災において重要な役割を

担っておりますので、今後とも、県民の生命・

財産を守るとともに、消防団員が安心して活動

していただけるよう、さまざまな支援に取り組

んでまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 今後とも継続して支援してい

ただきますよう、お願いをいたします。

続きまして、女性活躍についてお伺いしま

す。

私の周りにも、実に元気に生き生きと活躍さ

れている女性がたくさんおられます。

私は、女性がやりがいを持ってさまざまな分

野や場面で活躍してもらうことは、社会や地域

・職場を活性化させる上で大変重要であると

思っております。

福祉の分野でも多くの女性が活躍されていま

すが、保育の現場では、「保育士が不足してい

る」という声をよく聞きます。

その背景として、認定こども園の増加等によ

る保育士の需要の高まりなどもあると聞きます

が、保育士の仕事は、子供たちの安全に配慮し

つつ、長時間にわたり子供たちを預かる、責任

の重い、そして体力も必要とされる仕事です。

「子供たちはかわいいし、やりがいがあるけれ

ども、仕事内容に比べて給与が安い」という声
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も聞きます。

保育人材を確保するために、保育士の処遇改

善が必要だと考えますが、県はどのような取り

組みをしているのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 保育人材の

安定的確保のため、県ではこれまで、施設ごと

の平均勤続年数に応じた人件費の加算などの処

遇改善に取り組んできたところであります。

また、昨年度から国において、一定の経験を

持つ保育士等が、職位や職務内容に応じた研修

を受講することにより、最大で月額４万円を加

算する仕組みが構築されたところであります。

このため県では、「保育士等キャリアアップ

研修事業」を実施しており、今年度は、宮崎・

都城・延岡の３会場で合計30回開催し、延

べ3,000人の受講を予定しております。

今後とも、保育人材の安定的な確保を図るた

め、事業の周知及び効果的な実施等により、保

育士の処遇改善に取り組んでいきたいと考えて

おります。

○日髙陽一議員 続いて、介護人材について伺

います。

介護の現場では、既に多くの女性が活躍して

おり、従事者の約８割程度が女性であると聞い

ております。今後さらなる女性の活躍を進めて

いく上で、重要な職業だと思います。

現在、県では介護人材の確保に取り組んでい

ると思いますが、どんなに取り組んで参入を促

進しても、やはり働く人たちの賃金を含めた処

遇改善がないと、離職する人は後を絶たず、穴

のあいたコップに水を入れるようなものではな

いかと思います。

このような中、介護職員の処遇を改善するた

めの方策として、介護職員の賃金向上などを目

的とした国の介護職員処遇改善加算の活用を、

県内の各事業所に広めていくことが有効だと思

いますが、介護人材を確保するため、介護職員

処遇改善加算の取り組み促進に、県はどのよう

に取り組んでいるのか、福祉保健部長にお伺い

します。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 介護職員処

遇改善加算は、介護職員の基本給や手当、賞与

等の賃金改善に加えて、休暇制度などの賃金以

外の労働環境の改善にも取り組むことが要件と

されていることから、介護職員の処遇全般の改

善を図り、ひいては、介護人材の確保・定着に

資する有効な制度であると考えております。

このため県では、昨年度から実施している

「介護職員処遇改善特別支援事業」の中で、加

算制度の周知を行うとともに、労務管理に精通

した専門家を事業所に派遣し、取得に向けた個

別の助言・指導を行っております。

今年度は、200事業所を対象に支援を行う予定

でありまして、今後とも、この加算の取得を促

進し、介護職員の処遇改善を図ってまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 ぜひ、よろしくお願いいたし

ます。

続いて、水曜日、中野一則議員が1,000万円投

じなさいとおっしゃっていました、少子高齢化

の問題にもかかわる不妊治療について、お伺い

をいたします。

現在、この日本では18人に１人が体外受精で

この世に生を受けられているといいます。もう

珍しいことではありません。

少子高齢化が進む現在、一生懸命子供をつく

ろうと頑張っている夫婦がたくさんいらっしゃ

います。

そこで、不妊治療費の負担軽減に向けてどの
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ような支援を行っているのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 不妊治療に

は、人工授精などの「一般不妊治療」と、体外

受精などの「特定不妊治療」があります。

県ではこのうち、特定不妊治療につきまし

て、平成16年度から国庫補助を活用し、現在、

初回に30万円、２回目以降に15万円、最大６回

までの助成を行っております。

また、一般不妊治療につきましても、平成27

年度から県単独事業として、治療費の助成に取

り組む市町村に対し、治療費の３分の２以上、

または定額で10万円以上を助成する場合、その

２分の１以内の補助を行っているところであり

ます。

○日髙陽一議員 次に、不育症について伺いま

す。

妊娠は成立するものの、流産や死産、生後28

日を経過しない乳児が亡くなることを繰り返

し、結果的に子供を授かれない方がいらっしゃ

います。

不育症の定義には新生児死亡が含まれていま

すが、新生児死亡も、最終的に子供を授かれな

いという意味では同じです。これは主に赤ちゃ

んの側の要因で起こり、偶然に起こることが多

いそうです。

不育症治療費の負担軽減に向けてどのような

支援を行っているのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 不育症の治

療につきましては、平成24年１月以降、一部保

険適用とされておりますが、妊娠期間中を通じ

た治療が必要となるため、自己負担の総額が高

額となります。

このため平成27年度から、県単独事業とし

て、１回の妊娠期間につき最大８万円を助成す

る事業を行っております。

○日髙陽一議員 本当に多くの夫婦が赤ちゃん

を望んでいますが、治療費が高額なため、諦め

てしまう夫婦も多くいらっしゃいます。

特定不妊治療に保険を適用することについて

は、都会と地方では医療機関の意見の食い違い

などがあるそうですが、少子高齢化が進む今、

悩んでいる夫婦優先に考えるべきではないで

しょうか。

晩婚化が進む中、人口減少対策、少子化対策

のためにも、不妊治療支援は欠かせないものと

言っても過言ではありません。

現在、医療保険の適用外となっている特定不

妊治療についても、保険の適用対象として、不

妊に悩む夫婦への支援を充実させるべきだと思

いますが、県はどのように考えているのか、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 特定不妊治

療は保険適用とされず、治療を受ける方は１回

当たり30万円から40万円の非常に高額な治療費

を支払う必要があります。

また、一般的には、成功するまでに複数回に

わたって治療を行う必要がありますので、助成

制度を活用しても経済的な負担が大きくなって

いる状況にあります。

このため、県としましては、治療を受ける方

の負担が軽減されるよう、早期に特定不妊治療

を保険適用とすることが望ましいと考えてお

り、これまでさまざまな機会を通じて国に要望

しているところであります。

○日髙陽一議員 これは全国的な問題ではあり

ますが、本県としても、しっかりとした取り組

みをよろしくお願いいたします。

続いて、教育問題についてお伺いをいたしま
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す。

先月、文部科学省が公表した、2017年度の

「問題行動・不登校」の調査結果によると、本

県のいじめ認知数は１万3,680件で、1,000人当

たり108.2件と、全国最多だったという結果が出

ました。

全国最少は、同じ九州佐賀県でした。1,000人

当たりの認知件数は、宮崎の108.2に比べて佐賀

県は8.4。また、いじめを１件も把握していない

学校は、全体の25.6％です。

もちろん、いじめがないということはすばら

しいことだと思いますが、いじめが全くない学

校が25.6％もあるのでしょうか。いじめを隠蔽

せず、しっかりと把握している宮崎県は、とて

もいい環境ができていると思います。

河野議員の、昨年度よりもふえていることに

対して懸念もあるという意見もありましたが、

私は、組織的にいじめ解決に取り組む学校が新

たにふえたんじゃないかと信じております。

ここで一番大切になってくるのが、いじめの

解決にどう結びつけていくかだと思いますが、

いじめ事案の解消についてどのように取り組ん

でいるのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） いじめ解消の判断に

つきましては、国が定める「いじめの防止等の

ための基本的な方針」におきまして、「いじめ

がやんでいる状態が少なくとも３カ月継続して

いること」「被害児童生徒が心身の苦痛を感じ

ていないこと」の２つの要件が満たされている

必要があると定義されております。

県教育委員会といたしましては、各学校で定

める「いじめ防止基本方針」にこれらの要件を

盛り込み、全職員で共通理解することや、解消

に至っているかを組織的に判断し、解消後も継

続的に見守っていくことを、各学校に指導して

いるところであります。

○日髙陽一議員 宮崎県の行政書士会では、自

尊感情、そしてまた他人に対する尊重、共感と

いった基本的人権を目的に、法制度学習を行っ

ています。

この法制度の学習を受けたことによって、い

じめをしていた加害者の子供たちが、いじめと

は犯罪だということを知り、しっかり反省を

し、いじめが軽減されているそうです。

2016年８月に、宮崎市の中学１年生が、自分

の部屋でみずから命を絶ちました。彼は、小学

５年生から、戦いごっこという遊びから暴力を

受けるようになったそうです。それから、同級

生のパンやお菓子の支払いをさせられるように

なり、それはエスカレートし、ゲームのカード

まで払わされたこともあったそうです。彼は、

同級生との交友関係に耐えがたい苦痛を感じ、

絶望的な気持ちが限界に達し、みずから命を

絶ったと言われています。

今この瞬間も、同じ苦痛を感じている生徒が

いるかもしれません。その生徒たちを救うため

にも、いじめている生徒に、それは犯罪なんだ

よと気づいてもらうためにも、取り組んでいた

だきたいと思います。

続いて、ネット上のいじめについて伺いま

す。

子供たちが携帯電話のメールやインターネッ

トを利用する機会は、近年、急激に増加してお

り、子供たちの生活スタイルや人間関係づくり

の面で、多大な影響を与えています。

こうした中、インターネット上の非公式サイ

ト、いわゆる「学校裏サイト」を利用し、特定

の子供たちに対する誹謗中傷が集中的に行われ

たり、他人になりすまして携帯電話のメールを

利用し、特定の子供に対する誹謗中傷を不特定
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多数の人に送りつけたりするなど、「ネット上

のいじめ」という「新しい形のいじめ問題」が

深刻化してきています。

この目には見えないインターネット上のいじ

め問題について、どのように取り組んでいるの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） インターネット上の

いじめは、ＳＮＳなどの閉ざされた環境で発生

する事案が多く、外部から見えにくいという特

徴があります。

そこで、各学校では、子供たちを加害者にも

被害者にもさせないよう、情報モラル教育に取

り組んでいるところであります。

県教育委員会では、「ネットいじめ目安箱」

を開設し、インターネット上のいじめを初め、

児童生徒がいつでも気軽に悩み事などを投稿で

きるように、体制を整えております。

さらに本年度は、いじめに関する内容を画像

で投稿できる機能を追加し、相談しやすいよう

に充実を図ったところであります。

○日髙陽一議員 この「ネットいじめ目安

箱」、すばらしい取り組みだと思います。しか

し、この存在を知らなければ何の意味もないと

思いますが、「ネットいじめ目安箱」の取り組

みをどのように周知しているのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 「ネットいじめ目安

箱」の周知につきましては、相談窓口のアドレ

スやＱＲコード等を記載した紹介カードを作成

し、本年７月に、県内全ての児童生徒に配付し

たところであります。

また、各公立学校に配付をしておりますイン

ターネット利用上の注意を促すリーフレットの

中でも、「ネットいじめ目安箱」について紹介

するなど、悩みを抱える児童生徒が気軽に相談

できるよう、周知に努めているところでありま

す。

○日髙陽一議員 ネットいじめは、大変深刻な

問題だと思います。大きな問題になる前に、

しっかりと対応していただきますよう、よろし

くお願いいたします。

続いて、宮崎駅前活性化についてお伺いをい

たします。

宮崎駅西口整備につきましては、６月議会で

も質問させていただきましたが、その後、10

月18日に宮崎交通とＪＲ九州による概要発表が

行われ、いよいよ本格的に駅前整備が進んでい

くこととなりました。

この中で、建設される２つの建物は「ＪＲ宮

交ツインビル」とされ、特に商業施設は「アミ

ュプラザ宮崎」とされています。

この「アミュプラザ」は、ＪＲ九州が博多駅

や大分駅などで運営する大型商業施設であり、

本県でもこの名称が用いられたことは、今回の

施設整備に対するＪＲ側の意気込みも感じら

れ、大いに期待をしております。

本県でも他県のように、駅周辺でにぎわいを

つくり出す大きなチャンスになると思います

し、県においても９月議会で、西口再整備を検

討するための補正予算が措置されました。

そこで、宮崎駅西口の再整備でどのような効

果が期待され、県としてどのように取り組んで

いくのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎駅西口に

つきましては、オフィスや商業施設から成る複

合ビルの建設によりまして、新たな人の流れが

生まれることが見込まれており、この流れを市

の中心部につなげるとともに、陸の玄関口とし

て、宮崎駅等におけるにぎわいの創出を図るこ

とで、中心市街地の活性化はもちろんのこと、
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県全体で、観光物産面の波及効果や鉄道の利用

促進なども期待されるところであります。

このような考え方のもと、駅西口広場の再整

備を進めることとし、今週にも、複合ビルの事

業主体、交通事業者や宮崎市、地元商店街等か

ら成る検討委員会を設置する予定であり、広場

を活用した取り組み、必要な規模や機能等につ

いて検討を進めることとしておりまして、基本

計画の策定、そして、その後の具体的な整備に

つなげてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 この宮崎駅前ににぎわいの核

となる施設ができることは、中心市街地にとっ

て、人を呼び込む絶好の機会だと思っていま

す。そのために、駅周辺のにぎわいをしっかり

と中心市街地にもリンクさせていく必要がある

と思います。

そこで、中心市街地の商店街振興に関し、県

としてどのようにかかわっていくのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎駅西

口の再整備が行われ、駅前エリアと橘通り周辺

の商業エリアとの間に大きな人の流れが生じる

ことにより、中心市街地の活性化へも大きな効

果が期待されます。

県では、これまで、「宮崎市中心市街地まち

づくり推進委員会」や「Ｄｏまんなかモール協

議会」に参画するとともに、商店街の魅力を高

めるための取り組みを支援してきているところ

であり、これから展開される駅西口再整備を契

機とした商店街の集客効果を高める取り組みに

ついても、関係者の方々と一緒になって検討し

ていきたいと考えております。

今後とも、宮崎市や地元商店街、そして関係

の方々と十分連携を図りながら、再整備の効果

が最大限発揮され、魅力あるまちづくりへとつ

ながりますよう、支援してまいりたいと考えて

おります。

○日髙陽一議員 中心市街地の活性化と合わせ

て、駅周辺の土地利用、また駐車場をどうする

かなどもしっかりと検討していただきたいと思

います。

さて、先ほど触れました、宮崎駅前のアミュ

プラザを初めとする買い物施設の整備は、イン

バウンドの受け入れ環境の充実という観点から

も重要ですが、海外から宮崎への誘客について

は、まずは、宮崎空港の国際線の直行便の充実

が大変重要だと思います。

残念ながら、路線収支の赤字を理由に、香港

線が先月末から運休となりました。直行便は、

乗り換えなしで海外旅行や出張に行く手段とし

て、また多くのインバウンドが本県を訪れ、大

きな経済効果を生み出すという観点からも大変

重要ですので、１日も早い復活が望まれていま

す。

そこで、直行便の復活に向けた現在の取り組

み状況について、総合政策部長にお伺いをいた

します。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 「みやざきグ

ローバル戦略」に基づき、海外との交流拡大を

進める本県にとりまして、宮崎と香港を結ぶ直

行便につきましても、果たしてきた役割は大き

いものであると認識しております。

このため、今後も同路線を継続して運行させ

ていくことが重要であると考えておりまして、

現在、香港に拠点を置きます複数の航空会社に

対しまして、定期便などの就航に向けた誘致活

動を行っているところであります。

県といたしましては、引き続き、関係機関な

どとも連携を図りながら、できる限り早期に路

線が復活できるよう、積極的に取り組んでまい
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りたいと考えております。

○日髙陽一議員 香港線の利用者の約９割が外

国人旅行者であったと聞いています。今回の運

休により、本県を訪れる観光客の減少が心配さ

れます。

県では、さまざまな対策を講じられていると

は思いますが、香港線の運休に当たり、香港か

らの誘客にどのように取り組んでいるのか、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

運休の発表後、速やかに香港の大手旅行会社を

訪問し、本県向けツアーを継続していただくよ

うお願いしたところであり、現在、鹿児島線を

利用して本県向けツアーも継続されているほ

か、他県に就航するＬＣＣを利用した新たなツ

アーも実施されているところであります。

また、個人旅行者向けの対策として、香港の

旅行イベントに出展するとともに、南九州３県

で連携して、レンタカーでの周遊を促す観光Ｐ

Ｒ等も行っております。

香港線は10月28日に運休したばかりであり、

現時点ではまだその後の宿泊実績が出ておりま

せんが、今後、運休に伴う利便性や情報発信力

の低下の影響も見定めながら、香港からの誘客

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○日髙陽一議員 県内には、延岡の鮎やな、カ

ヌー、日向のサーフィン、西都原の古墳群、霧

島、日南海岸など、多くの観光資源がありま

す。それらをしっかり生かして、取り組みを

もっと進めていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

本県の秋は、10月７日にファーム日本一を決

めるファーム選手権、その後は、日本のプロ野

球全球団のファームなどが集結し、互いに切磋

琢磨するフェニックスリーグ、そしてその後は

秋季キャンプと、宮崎は野球一色となります。

ことしも、読売巨人軍、広島カープ、西武ラ

イオンズ、ソフトバンクホークスと、４球団が

来県され、あっという間に秋の秋季キャンプが

終了いたしました。

リーグ優勝した広島カープ、西武ライオン

ズ、日本一になったソフトバンクホークスと、

３球団が本県でキャンプをしているという事

実。そして、このうち２球団が日本シリーズで

激突したというこの事実は、やはり「持ってい

る」としか思えません。

春のキャンプの途中から沖縄に行くように

なって、成績がなかなか伸び悩んでいる球団も

ありますが、この「勝ち運のある」「持ってい

る」宮崎キャンプをずっと行うことで、また成

績も回復するのではないかと思えてしようがあ

りません。

このプロ野球キャンプは、球団からすれば、

体力や技を鍛える重要な機会でありますが、お

迎えする観光関係者から見ると、観光の大きな

柱の一つである「スポーツランドみやざき」の

礎を築いてきた大変重要な取り組みだと思いま

す。

選手にサインをもらったり、握手をしたり、

声援が直接届く距離で応援するという機会は、

本番の試合ではなかなかありません。

この選手と観客の近さこそが、キャンプを見

に来られる観客にとって魅力であると思いま

す。

このことを踏まえてお聞きしますが、読売巨

人軍がキャンプするサンマリンスタジアムの隣

にブルペンが完成します。キャンプ地のさらな

る魅力アップと誘客の増にどのようにつなげて

いくのか、商工観光労働部長にお伺いをいたし
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ます。

○商工観光労働部長（井手義哉君） お話にあ

りましたとおり、サンマリンスタジアム宮崎に

隣接して整備中の屋内型ブルペン及びサブグラ

ウンドにつきましては、来春のプロ野球のキャ

ンプシーズンに合わせ完成する予定でございま

す。

今回の整備によりまして、練習施設の集約が

図られ、利便性が高まるとともに、選手と観客

が、より身近に触れ合える環境が整うなど、

キャンプ地としての魅力がさらに高まるものと

考えておりまして、キャンプに訪れた観客に、

より満足してもらえるよう、選手の動線や観覧

スペースの配置等について検討しているところ

でございます。

また、キャンプ地としての魅力アップを広く

ＰＲできるように、完成セレモニー等の関連イ

ベントを含め、関係者と協議を進めているとこ

ろであり、プロ野球キャンプの誘客増につなげ

てまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ぜひ、多くのジャイアンツ

ファンに楽しんでいただけるよう、お願いいた

します。

新しいブルペンのネーミングはもう決まって

いるのでしょうか。ぜひ、観光客が集まるよう

な斬新な名前をつけていただきたいと思いま

す。

さて、2020年が目の前に近づいてまいりまし

た。テレビや新聞等のメディアでも、オリン

ピック・パラリンピックの関連するニュースを

目にする機会がふえてきたところであり、関心

の高さをひしひしと感じています。

東京オリンピック・パラリンピックの事前

キャンプにおいて、国外の代表チームを受け入

れることは、国外のメディアに宮崎のことを取

り上げていただけることにつながりますし、選

手やスタッフ、訪れる観客にも、ＳＮＳ等で本

県の情報を発信していただける絶好の機会だと

思います。

また、この機会を活用して、スポーツランド

みやざきのブランド力の向上といった効果もあ

ると思います。

そこで、東京オリパラに向け、各国代表の

キャンプ誘致が順調に進んでいるようですが、

今後の誘致について、知事の意気込みを聞かせ

ていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックの事前キャンプにつきまし

ては、これまでの誘致活動の結果、現在、ドイ

ツの陸上競技とカナダのトライアスロン・パラ

トライアスロンの代表チームの受け入れが決定

をしております。これ以外にも多くの視察の受

け入れをしておりまして、例えば、イタリアの

野球・ソフトボールやアゼルバイジャンの柔道

・レスリングなど、これまで６カ国15競技の視

察を受け入れております。そのうちドイツの柔

道、イギリスやイタリアのトライアスロン・パ

ラトライアスロンの代表チームについては、国

際大会が行われる前に本県で強化合宿を行って

いただくなど、東京オリパラに向けた今後の進

展に、手応えを感じているところであります。

また、オリンピック競技ではありませんが、フ

ランスの剣道代表チームの合宿の受け入れなど

も行ったところであります。

今後とも、地元自治体や関係団体等と連携を

しながら、海外代表チームの合宿誘致・受け入

れに積極的に取り組み、東京オリパラの一過性

にとどまることなく、それを将来につなげる遺

産として確立をしていこうと、「国際水準のス

ポーツ合宿の聖地みやざき」の確立を目指して
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まいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 2019年のラグビーワールド

カップ、そして2020年東京オリンピック・パラ

リンピック、2021年にはワールドマスターズ

ゲームズ、2021年世界水泳選手権大会など、世

界規模の大会が次々と開催されるゴールデンイ

ヤーが始まります。

世界に大きく宮崎を発信し、九州で今、イン

バウンドは残念ながら最下位でありますが、大

逆転するチャンスでもあります。ぜひ、観光立

県宮崎を取り戻していきましょう。少々時間が

余りましたが、後藤議員に引き続き、ここで終

わらせていただきたいと思います。ありがとう

ございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

○外山 衛副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、中野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。３番目のはげ隊であります。質問に

入ります前に、ちょっとだけ時間をいただきた

いと思います。お見かけのとおり、今、松葉づ

えであります。理由は、敗血症という病気にか

かりました。これは後で知ったんですけど、か

なりやばい病気だそうであります。

そういうことで、参考にちょっとだけ申し上

げますと、実は６月29日、元気元気で西米良に

行ってきました。その翌朝、起きたら背中が痛

いんですよ。寝違えでもしたかなと思って、土

曜日でしたので、そのままほったらかしておっ

たら、夜になって痛くなって、次の日曜日、す

ぐ地元の開業医に行って血液検査をしました

ら、白血球が２万5,000、通常の５倍です。それ

で先生もびっくりして、すぐ県病院に行きなさ

いということで、県病院に行きました。県病院

の救急に行きまして、ＣＴを撮ってもらった

ら、まだどこも痛くないということで、とりあ

えず薬をもらって、家に帰りました。月曜日、

外来に行こうとしておったら、「中野さん、菌

が見つかったから、入院の予定で来てくださ

い」という電話でした。病院に行くなり、すぐ

病棟に行って、点滴が始まりました。ドクター

いわく、「最低でも８週間、抗生物質で菌をた

たかんといかん」と。「８週間」と、何かぼ

うっとなりましたけどね。そして、用心のため

に、半年ぐらい抗生物質を飲み続けんといかん

と、そういう状況でした。おかげで、県病院の

ナース、ドクターに、本当に親切にしてもらい

ました。よく研修できているなと思いながら、

病院局長の顔がちらちらいたしました。

そういうことで、大変いろいろ迷惑をかけま

した。また、議会親和会からは議長に来ていた

だいて、ありがとうございました。そして、私

は特別委員会の委員長でした。ところが、そう

いうことで、大変、河野副委員長にはお世話に

なりました。ありがとうございました。まだ症

状が残っていますので、３月まで引き続きして

もらえればいいなと思っております。最後に、

一つだけ悟りました。もうドクターとも仲よし

になって、ドクターいわく、「中野さん、年寄

りは筋肉が落ちるのも早いけど、回復するのも

２～３倍かかるよ。ゆっくりリハビリしなさい

よ」と。私は年寄りだということを初めて認識

しました。そういう認識で、早速質問に入りた

いと思います。
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まず、知事にお尋ねいたします。知事の２期

８年が終わろうとしております。その間、知事

として自負できる政策、あるいは結果がどのよ

うなものか、お尋ねいたします。

あとは質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、就任以来、「復興から新たな成長へ」

をスローガンに掲げ、口蹄疫等の災害からの再

生・復興、そして復興から新たな成長に向けて

全力で取り組んでまいりました。

この間、産業面では、フードビジネスを初め

とする成長産業の育成や、農林水産業の成長産

業化などに取り組み、農業産出額や食料品製造

業出荷額などが大幅に増加しますとともに、大

型の企業誘致の実現、全国和牛能力共進会での

３大会連続での総理大臣賞受賞などの目に見え

る成果も出てきているところであります。

また、ライフステージに応じた子育て支援の

充実や、若者の地元定着、移住・ＵＩＪターン

の促進など、人口減少問題にも積極的に取り組

み、合計特殊出生率や高校生の県内就職率の改

善、移住世帯数の増加などの成果があらわれて

きております。加えて、災害等への危機管理対

応、地域医療の充実などにも力を入れてきたと

ころであります。

交通・物流面では、東九州自動車道の整備

や、国内外でのＬＣＣの就航、長距離フェリー

の新会社設立など、交通ネットワークの整備が

大きく進展し、さらには、国民文化祭や２巡目

国体の開催、世界農業遺産やユネスコエコパー

クの登録など、文化・スポーツ・観光交流の面

でも飛躍の時期を迎えようとしております。

以上、申し上げたような取り組みによりまし

て、本県の新たな成長に向けた流れを築くこと

ができたものと考えております。

なお今、議員から闘病のお話があったところ

であります。心よりお見舞いを申し上げ、御快

癒をお祈り申し上げるものであります。以上で

あります。〔降壇〕

○中野 明議員 済みません、議長からお許し

をいただいておりますので、座ったまま失礼い

たします。よろしくお願いします。

私は、知事はついているなと思うんですよ。

なぜかと言いますと、平成も終わろうとしてお

りますが、平成の後半はデフレから脱却したと

いうことで、経済指標を見ますと、大体増加、

プラスになっております。そういう点では、ど

の項目をとってもプラスがあるのかな、そう

思っています。農業産出額とか、中にはしっか

り議論すべきところがありますので、これは後

ほどまた議論したいと思います。

次に、議会での知事答弁の重要性、責任感を

知事はどのように考えておられるのか、質問し

ます。

○知事（河野俊嗣君） 議会で答弁した内容、

その重み、また答弁したことに対する責任とい

うのを十分認識しておるところであります。

これまで議会の場でお示しをしてきました施

策につきまして、例えば、人口減少問題への対

応や、観光振興など、必ずしも成果が十分に上

がっていないとの評価をいただいているものも

ありますが、これらにつきましても、しっかり

とした成果が得られるよう、改めて県民の皆様

の声に耳を傾けて、本県の現状を的確に把握

し、責任を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。

○中野 明議員 私の質問は、大体連続してい

るのが多いんですよ。シリーズものですね。知
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事は、議会で答弁すればそれで終わりという感

じを、私は時々持ちます。知事の答弁に対し

て、関係部長はもうちょっとそんたくすべき

じゃないかなと思います。今後、さらに責任感

を持って答弁してほしいと要望しておきます。

次に、政策評価について。これも連続シリー

ズであります。私がこの政策評価についてこだ

わる理由は、政策評価ほど職員の過大な労力を

費やす割には生産性がない、成果がないものは

ないと、私はそう思っております。

この政策評価について、「みやざき行財政改

革プラン」を見ますと、「適正で成果志向の県

政運営」という欄があります。そういう項目の

中で、効果的・効率的な政策の形成・推進をし

ますと、立派な言葉、そのとおりだと思うんで

す。つまり、その施策を評価するのが、この政

策評価ということで、この政策評価については

検証するところがないんです。それで、部署が

ないということで、私は議会で検証するしか方

法はないのかなと思って、ずっと連続で質問し

ております。

まず、政策評価の目安値、目標値はどのよう

な方法で決めるのか、総合政策部長にお尋ねし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） まず、現行の

政策評価項目の目標値でありますが、これは、

平成27年度から30年度までの４年間の県総合計

画アクションプランにおける施策の到達目標を

示すものでございまして、各部局に意見を求

め、十分に議論して、さらに県総合計画審議会

での御意見も踏まえた上で、平成30年度に達成

すべき水準として設定したものであります。

また、目安値でございますが、これは、目標

値の達成に向け、各年度における進捗状況を把

握し、適切な進行管理を行うため、現況値から

目標値までの各年度の目安となる数値として定

めているものでございます。

○中野 明議員 審議会の議事録も読みまし

た。その中で、「目安値・目標値」の質問があ

りました。それに対しての答えが、私にはよく

理解できなかった。それだけ抽象的な言い方の

中で「目安値・目標値」を決めるのは、かなり

の労力がいるなと思っております。

私としては目標値を議論する客観的な根拠を

知りたい、今後はそういう数値の根拠を明確に

すべきだと思っております。

私は、ぼけとか認知症の自分なりの判定基準

を持っているんですよ。特に知事の発言に対し

て、意見の相違点を記憶しているかどうか、そ

んなことで脳みそを働かせているんですけど。

知事は以前に、「政策評価を参考にしながら、

政策を決定する」というような発言をされてお

ります。いつだったかは忘れましたけど。政策

評価のどのような部分を参考にされているの

か、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 政策評価は、それぞれ

の政策がどのような成果を上げているかという

ことを、毎年度、職員みずからが検証しますと

ともに、外部有識者からの評価をいただくこと

で、多様な観点から、さまざまな課題また重点

的・優先的に取り組むべき事項が明らかになる

ものと考えております。そのような成果を、次

年度の予算等で重点的に取り組む施策の決定な

どに活用しております。

最近の例で申し上げますと、政策評価におい

て、若者の県内定着や文化振興分野に係る目標

の達成状況が厳しかったということを踏まえま

して、奨学金の返還支援制度の創設のほか、女

性の県内定着対策や福岡・東京での人材掘り起

こしなど、産業人材の育成確保に向けた緊急対
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策を進めております。また、国民文化祭等に向

けた取り組み、地域資源のブランド化や活用な

ど具体的な予算措置も行いながら、取り組みを

推進しているところであります。

○中野 明議員 今、知事の例示にあった項目

は、私としては目標なりを数値化するというの

はかなり厳しいと思っているんです。ですか

ら、数値化するのはいいんですけど、しっかり

した客観的な理由をつけるべきじゃないかなと

思っております。あの数値には、本当に理解で

きない、ただ鉛筆をなめたような数字かなと思

わざるを得ない部分もあります。ぜひ、これも

しっかり見直してほしい。

それから、県総合計画審議会議事録、これも

目を通しました。意見、答申を見ました。これ

が何で参考になるのかなと。大変失礼な言い方

ですけどね。個人の意見がばあっと箇条書きに

書いてあるようなもので、県政全体についての

答申じゃないなと思って見ているところであり

ます。

次に行きますけれども、知事、副知事は、政

策評価をどの程度見られているのか、質問いた

します。

○知事（河野俊嗣君） 政策評価につきまして

は、まず、内部評価の結果につきまして、私と

両副知事が内容の説明を受けて、その上で審議

会に諮問しているところであります。

その上で、審議会で議論いただきました外部

評価の結果につきましては、審議会における各

委員からの御意見等も含め、その内容を確認し

ているところであります。

その後、両副知事も参加をします庁議の場に

おきまして、各部局長も交えて協議をし、評価

結果をしっかり受けとめた上で、施策の構築や

次年度予算の審議等において活用を図っている

ところであります。

○中野 明議員 政策評価項目を見ているか、

見ていないかという答えはなかったんですけ

ど、とにかく、一読してほしいなと思います。

いろいろ庁議とかで検討した結果がああいう数

字かなと思うと、まだまだ検討する余地がある

んじゃないかなと思っております。

例えば、教育長を標的にしているわけじゃな

いんですけど、政策評価、これは重点項目でこ

ういうことが書いてあるんです。

「校内外の研修及び自己研さんにより、授業

における児童生徒の満足感を高め、学習目標の

達成を目指し授業改善を図る教員の割合」、目

安値95％、実績値94％。数値はどうでもいいん

です。聞き取り調査かアンケート調査なのか、

これはみんな聞けばマルします。やっています

よというふうに。それで、ここまでとって何を

最終的に目的にしているのかというのがわから

んのです。多分、これは最終的には学力向上に

つながる話かなと思っております。そういうふ

うに臆測をしないとわからん部分があります。

ぜひまた、学力向上については次回ですね。

次に、政策評価の中で、私は宮崎県の産業を

いろいろ考えますと、農業はやり方によっては

本当に成長産業だと思っているんです。本県産

業の中で、私は農業が一番厳しい状況下にある

んじゃないかなと思っております。国富町も農

業の町ですが、なかなか10年先がどうなのか見

えません。このような農業関連の政策評価項目

はどのようになっているのか、総合政策部長、

お願いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県農業の総

生産額を示す「農業産出額」を初め、産業人材

の育成の観点から、「農林水産業の新規就業者

数」、また多様な担い手・経営体の育成確保の
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観点から「農業法人数」、また海外への販売力

強化の観点から「農林水産物輸出額」、そして

生産基盤強化の観点から、「担い手への農地集

積率」や「肉用牛繁殖基盤強化を支援する繁殖

センター等の施設数」など、計22の評価項目を

設けているところであります。

○中野 明議員 確かに農業産出額は、平成28

年に3,500億に達しました。全国５番目というこ

とです。これも単に復興したということで喜ん

でいいのかなというのが、私の感じでありま

す。

3,500億円の内訳を見ますと、耕種、いわゆる

ハウスとかが1,300億円。大体これは年間平均し

ております。畜産が1,500億円、ブロイラー

が730億円。ブロイラーも対前年比20～30億円上

がっております。

畜産の養豚については、先ほど日髙議員のほ

うから質問がありまして、ふえているというこ

とであります。

要は、この3,500億円に達した要因というの

は、畜産、子牛、肉用牛、これは平成25年か

ら28年を見ますと減少しているんです。その中

で、何が原因かというと、子牛が高騰した、肉

用牛が高騰した、いわゆる畜産の高騰分が3,500

億円に押し上げているということなんですよ。

ですから、そういう中身の精査もしっかりすべ

きじゃないかなと。単に復興したという言い方

ではちょっと疑問が残ります。

それから、繁殖センターの目標値は20カ所と

なっているんですよ。ただ、繁殖センターを何

件つくりますとか20カ所つくりますと言って

も、繁殖センターでも大小があるじゃないです

か、500頭規模とか1,000頭規模とか。やはりこ

ういうのは、センターを何カ所つくったという

ことじゃなくて、そこで何頭ふえるかという議

論に持っていかないと、センターをつくった数

じゃ余り意味がないと思っているんですよ。

それから、先ほど新規就農者数もありまし

た。農業法人数もありました。みんなふえてい

るということであります。そういう数は農業就

業人口に含まれているんですよ。農業就業人口

を見ますと、平成７年が、宮崎県で約８万6,000

人あるんですね。そして20年たって、平成27年

が約４万5,000人になっています。そのうち約２

万人が70歳以上なんですよ。45～46％を占めて

いる。ということは、１年間に大体2,000人ぐら

い減っているんです。ですから、私は農業問題

にすれば、こういう根幹的な問題とか、そうい

うのをしっかり評価すべきじゃないかなと思っ

ております。

それで、県庁の事業で政策評価ほど職員の過

大な労力を費やす割には生産性がないものはな

い。私は抜本的な見直しをすべきじゃないかと

思っております。知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 政策評価についてのい

ろんな御指摘をいただいたところであります。

真摯に受けとめつつ、予算などで、あれをやり

ます、これをやりますと打ち出す、これは、メ

ディアも含めて大変注目をされるわけでありま

すが、そういう事業も含めて、施策の取り組み

というものが、立案、実行、その後どのような

成果を上げているかという検証、これは非常に

重要だと考えております。さらには、次年度へ

の反映を行っていく中核となる仕組みでありま

して、効率的・効果的に政策や事業を推進して

いくために、引き続き取り組んでいく必要があ

ると考えております。

一方で、御指摘がありましたように、現行の

政策評価につきましては、評価が細かく事務負

担が大きいといったことや、政策を評価するに

平成30年11月26日(月)

- 212 -



当たり、どのような政策指標をとっていくの

か、その関連性がわかりにくいというようなこ

となど、御指摘の点もあろうかと思います。

このため、来年度の次期アクションプランの

策定と合わせまして、御指摘のありましたよう

な、評価項目の絞り込みや政策の効果を的確に

評価できる指標を採用すること、さらには評価

結果の適切な反映方法など、必要な見直しを

しっかりと行いまして、再来年の2020年度か

ら、より簡素で実効性の高い政策評価を実施し

てまいりたいと考えております。

○中野 明議員 ぜひ、今答弁があったよう

に、次回しっかり見直していただきたいと思い

ます。やめるなということじゃありませんの

で。

次に、観光振興対策について質問いたしま

す。

本県経済における観光分野の経済波及効果を

どのように考えているか、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 観光というものは、交

流人口を増加させ、外貨の獲得につながる、ま

た運輸業や農林水産業、製造業など幅広い分野

に経済効果をもたらす裾野の広い産業でありま

す。本県の経済の活性化や雇用の拡大を図る上

で、大変重要な産業であると考えております。

本県には食やスポーツ、自然、歴史・文化な

ど世界に通用するさまざまな魅力がありますの

で、これらを生かして国内外から観光客を積極

的に誘致し、観光が本県経済を牽引する産業と

なるよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 私は、観光産業は県予算が一

番少ない割には経済波及効果が一番あると思っ

ているんですよ。それが総合産業だと言われる

ゆえんだと思っております。現在も観光産業は

十分に本県産業を牽引していると思っておりま

す。そういう中で、先ほどもありました訪日外

国人数、延べ宿泊者数ですけれども、九州で最

下位という現状に対する知事の心境がよくわか

らんのです。最下位ということであれば、それ

から抜け出す努力をすべきじゃないかなと思っ

ております。

次に、インバウンドの増加は、政府の規制緩

和の最たる結果だと思っております。平成29年

の日本のインバウンド数、効果の状況、そして

本県の状況はどのようなことになっているか、

商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 訪日外国

人の状況は、平成29年の延べ宿泊者数で見ます

と、全国が対前年比15％増の7,969万人、本県が

対前年比21％増の29万7,000人といずれも過去最

高となっており、年々増加しております。

しかしながら、お話にありましたとおり、隣

県では、鹿児島県が74万4,000人、熊本県が80

万8,000人、大分県が138万7,000人と大きく上

回っており、本県は九州では最下位となってお

ります。

滞在期間が長く、観光消費単価が高い訪日外

国人を呼び込むことは、本県経済の活性化に

とって非常に重要であることから、外国人観光

客の誘致にしっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

○中野 明議員 ことしの10月時点の延べ宿泊

数を見ますと、熊本県が約64万泊、鹿児島県

が64万泊、宮崎県が32万泊。このままでは本当

に宮崎県は置いてきぼりになるんじゃないかな

と思っております。そういう中で、東京オリン

ピックの話とか、いろいろ出ますけど、インバ

ウンドの大体６割は東アジアから来ておるわけ
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ですよ。とにかく、まず足元の東アジアを中心

に誘致すべきじゃないかなと。東京オリンピッ

クなんかに合わせて、どうやって宮崎の宣伝を

するのかなと思っております。

次に、行政経費はほぼ税収で賄われていると

思っております。現状で税収増加の可能性があ

るのはインバウンド対策じゃないかと思ってお

ります。思い切った対策費を予算化すべきだと

思いますが、知事の意見をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 観光の産業としての重

要性の御指摘、それからインバウンドの効果が

大きい、これは大変重要な御指摘だと受けとめ

ております。観光消費額が大きい訪日外国人を

呼び込むことは、本県経済の活性化にとって大

変重要でありますので、来年のラグビーワール

ドカップや再来年の東京オリンピック・パラリ

ンピックなど、交流人口の飛躍的な拡大が見込

まれる絶好の機会を捉え、外国人観光客のさら

なる誘致に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

現在直行便が飛んでおりますアジアを中心の

誘客でありますが、ラグビーやオリパラは、欧

米・豪・大洋州などのお客様も来られる。しっ

かりと発信をするチャンスであると考えており

ます。

来年度予算の編成に当たりまして、今年度創

設をいたしました観光みやざき未来創造基金も

積極的に活用して、本県の認知度向上や受け入

れ環境の充実など、インバウンド需要を県内に

取り込むための施策の構築に、関係部局が連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

○中野 明議員 ３月にどれだけ予算がつく

か、楽しみに待っております。

次に、南海トラフ地震対策についてでありま

す。

最近、豪雨災害、地震が発生している。南海

トラフ地震も、政府の地震調査研究推進本部

が30年以内に70～80％の確率で発生すると発表

しております。自助、共助、公助という言葉が

ありますが、いずれにしても、私は人命尊重が

大前提であろうと思っております。避難場所の

確保は公助であります。避難するかしないかは

自助だと思っております。津波浸水区域の人口

に対応した避難場所の確保をすべきと思います

が、知事の意見をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 沿岸の市町では、県が

想定した、南海トラフ地震によります津波浸水

想定区域や浸水開始時間などの情報をもとにし

まして、限られた時間内に浸水想定区域から避

難できない避難困難地域を洗い出しまして、民

間のビルや高台など約1,000カ所を津波の緊急避

難場所として指定をしているところでありま

す。

また、近隣にビルなどがない地域につきまし

ては、来年度末までに津波避難タワー等の施

設、26基が全て整備される予定であります。避

難困難地域の解消が、これにより達成される見

込みであります。

これによりまして、津波浸水想定区域内の居

住人口約15万人の避難場所は確保されることと

なる予定であります。

住民の方々には、これらの避難場所へ迅速に

避難していただくことが極めて重要であります

ので、今後とも沿岸市町と連携し、安全な避難

場所・避難経路の整備を進めますとともに、住

民による避難訓練の実施や、早期避難に対する

意識の啓発を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 私は、いまだに疑心暗鬼に

なっているんですけど、県内で1,000カ所の避難
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箇所を確保したということを初めて聞きまし

た。本当かなと思いますけど、知事が発言され

たんですから、そうなっていると信じておりま

す。そして、来年26基、避難タワーをつくれ

ば、浸水区域の15万人は優に収容できるという

ことであります。聞くところによります

と、1,000カ所26基で、宮崎の人口の倍、200万

人は収容できるということも聞いておりますの

で、行政、公助としてはこれだけ確保すればい

いのかなと思っております。

ただ今後、津波の到達時間内に避難できるか

とか、お年寄り、障がい者が時間内に避難でき

るかとか、避難経路、避難場所の周知徹底な

ど、市町と連携して頑張っていただきたいと

思っております。

次に、人事異動、組織についてであります。

最近、任期１年の部長が非常に目立っており

ます。本人たちを前にして、済みません。前任

者が組んだ予算を消化するぐらいで、１年の部

長だと、自分がやりたいことができないんじゃ

ないかと思います。部長は部の最高責任者であ

ります。部長の意向で政策も変わると思ってお

ります。任期１年の部長の人事について、知事

の所見をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 部長につきましては、

県政の各分野を統括・指揮する、大変重要なポ

ストであります。豊富な知識・経験のほか、迅

速かつ的確な判断力や行動力、さらには、すぐ

れたマネジメント能力が求められると考えてお

りまして、そのような認識のもとに、これま

で、適材適所の人事配置を行ってきたところで

あります。

在職期間につきましては、複数年にわたり在

職させ、新たな政策の打ち出しや、その具体的

な推進に当たるという考え方も必要であると考

えております。

このようなことから、部長の起用に当たりま

しては、その時々の県政が直面をします課題や

職員の人事の状況などのほか、御指摘いただき

ました複数年の在職といった点も勘案しなが

ら、適切に判断をしてまいりたいと考えており

ます。

○中野 明議員 人事につきましては、知事も

大変頭を悩ますところかなと思っております。

適材適所という言葉がありました。人格とか能

力的には本当に適材適所だと思っております。

ただ、職務の在職期間は別問題じゃないかなと

思っております。部長のやりがいとか、新しい

事業の推進などを考慮しますと、やはり１年の

部長の就任については、大変難しいかもしれん

けど、ぜひ熟慮してほしいと思います。

次に最近、課内室がふえて組織が複雑化して

おります。室名も長い名前、片仮名が多いと

か。その組織変更の目的はどのようなことか、

総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 本庁の組織につい

ては、基本的には部と課で構成しておりますけ

れども、課内室といったものも設けまして、特

定の行政課題について、機動的で迅速な対応

や、専門的、効率的な業務の執行を図るため、

課の内部組織として設置して運用しているとこ

ろでございます。

また、課や室の名称でございますけれども、

所管する業務を包括するものや、中心となる業

務をもとに、簡潔で、対外的にも業務内容がわ

かりやすいものとなるよう留意するとともに、

県が力を入れている施策を表現に盛り込んだ

り、時代の流れに即した文言に改めるなど、さ

まざまな視点に配慮しながら決定をしていると

ころでございます。
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行政組織につきましては、社会経済情勢の変

化や、新たな行政需要に迅速・的確に対応する

ため、不断の見直しを行っているところであり

ますけれども、今後とも、県民にわかりやす

く、簡素で効率的な組織体制の構築に努めてま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 私は逆に、不断の見直しをし

過ぎじゃないかと思っているんですよ。平成25

年度から平成30年度を見ますと、課長級が８人

ぐらい増加しております。そして昨年度「フー

ドビジネス推進課」が「産業政策課」に変わっ

ているんですね。それで、「産業政策課」がで

きたゆえに、「商工」にあった「産業振興課」

は「企業振興課」になっているんです。連鎖反

応が起こっているんじゃないかなと思います。

課名とかはやっぱり短いほうがいいですよ、11

文字ぐらい。10回読んでも覚え切らんような長

い名前があります。県民にもわかりやすく、シ

ンプルがいいなと思っております。ぜひ、課内

室設置についても、いろいろな面から検討して

いただきたいと思います。以上で質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問をいたします。

初めに、県職員の不祥事及び不適正な事務処

理問題について伺います。

ここ数年、職員の不祥事が特にふえており、

大変危惧いたしております。不祥事の状況を見

ますと、熊本地震の被災地支援のため派遣され

ていた職員が、家電などを盗みリサイクル

ショップに売却した問題や、酒気帯び運転によ

る物損事故などであります。

平成29年度は、器物損壊、暴行などの非行や

特定医療費の償還支払い請求の事務処理の遅

滞、信号無視による人身事故など合計で９

件、30年度は、盗撮、横領詐欺などの非行や、

旧優生保護法に係る個人情報を含む文書の不適

正な取り扱いや、公文書開示請求に係る事務処

理など合計で11件と増加してきております。

職員の不祥事及び不適正な事務処理が立て続

けに発生しており、県及び県職員に対する県民

の信頼と信用を大きく失墜させる事態となって

おります。

公務員としての自覚や規範意識が低下し、一

方、組織としてのチェック体制が機能している

のか、懸念いたしておりますが、知事の、職員

の不祥事が頻発している現状に対する認識と今

後の対応について伺います。

次に、経営事項審査の虚偽申請問題について

伺います。

この問題は９月議会でも取り上げられ、今議

会でも４人目の質問となりました。９月議会の

知事と部長の答弁内容が余りに不誠実で、謝罪

はされましたが、知事は人ごとみたいに見抜け

なかったと、部長は携帯電話では本人確認がで

きなくて偽名の疑いがあるなど、通報者を軽視

した答弁であり、その後内容が変わりましたの

で質問することにいたしました。

しかし、今回この問題を質問するかどうか、

この１カ月間多くの人からいろいろと聞かれ

て、悩みに悩みました。

県議会の役割は、執行部に対し、事業が適正

かつ効率的に行われているかどうか、調査や検

査などを行うチェックや監視機能が与えられて

おります。

今回の問題は、私のような素人でも簡単に見

抜ける内容なのに、なぜ優秀な県職員が見抜け

なかったのか、不思議でなりません。一業者の

虚偽申請問題で知事が何度も謝罪をし、私がこ

- 216 -



平成30年11月26日(月)

うして質問しなければならないのか、腹立たし

い気持ちと憤りさえ感じております。

県が虚偽申請という建設業法違反問題に、３

月の立入検査の時点で、25件の事案の通報は本

当かどうかを、しっかり調査して見抜いていれ

ば、大建も虚偽申請違反だけで済んでいたはず

です。

県は３回も立入検査に行きながら見抜けな

かったのか、見抜かなかったのかで問題は大き

く違ってくるわけであります。今回の立入検査

や調査は余りにもいいかげんで、見抜く方法は

幾通りもあったのに、その努力をしなかったの

はなぜなのか、疑問に思っております。

その結果、大建は詐欺行為や私文書偽造等の

大きな罪を犯すことになり、また、格付で降格

や格上げにならなかった業者は、多大な損失を

受けております。

大建は虚偽申請をしながら４月に格上げにな

り、県工事５件で受注額合計１億5,313万5,000

円、都城市３件で受注額合計２億9,599万5,600

円、合わせて４億4,913万600円と、わずか数カ

月で膨大な工事を受注し、利益を得ておりま

す。

詐欺行為、県や市をだまして仕事を受注とな

りました。県の立入検査の甘さと未熟さに対

し、業界の皆さんは不信と不満を持っており、

私は、なぜこんな問題が起きたのか、県の責任

は重大であり、原因究明ができなければ、この

問題の解決にはならないと考えております。

今議会初日の15日に、大建が経営事項審査に

おいて、民間工事の実績を水増しする虚偽申請

を行い、舗装分野での格付を上げた疑いがある

問題で、外部から通報を受けて調査した25件、

総額２億6,779万円の舗装、土木工事一式が、全

て実際には工事を行っていなかったことを確認

したと発表し、同社を、県としては初めての入

札参加資格取り消し処分としました。

そこで、今回の問題を振り返ってみますと、

県の管理課の完成工事高の水増し容疑事案の調

査結果報告では、「平成30年２月28日、「建設

業者ホットライン」で、通報者から管理課宛て

の「建設業法違反に関して」と題するメール情

報を受け認知して、３月９日、14日、18日に大

建に、立入検査と現場確認及び発注者からの聞

き取り調査を実施した」とあります。

そして結論として、「本件は建設業法違反と

の通報を受け、立入検査や各工事の現場確認、

発注者からの聞き取り調査を実施し、また、各

工事の請負注文票や工事請負額の入金状況の確

認を実施したところ問題点はなく、個別工事の

現場確認（６カ所）及び発注者に対する聞き取

り調査を行ったところ、経営事項審査書類で申

請した、工事経歴書の工事内容や請負額に相違

はなかった。本件の発端となった通報者は、工

事経歴書から想像される場所を独自の調査で現

場確認を行い、その結果、「敷地に似合う工事

面積余裕ない」と申し出ているが、実際は工事

現場が違うことなどが、今回の調査によって判

明したので、本件は、完成工事高の水増しはな

く、平成29年６月30日を基準日とする経営審査

結果通知に問題はないと判断する」と、３月20

日に結論を出されております。

今回の調査報告と、３月の調査報告では正反

対の結果となりました。なぜこんなことになっ

たのか、どのように理解し判断をすればいいの

か、３月に結論を出した管理課の職員全員に真

相を聞きたい思いであります。

通報者の通報メールの内容を抜粋しますと、

通報者は「匿名で送りたかったのですが、問題

内容が大き過ぎることと、このまま何もせず見
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過ごした場合は、次年度からも県の建設業格付

に影響が及ぶと考え、一方、もし問題が発覚し

た場合、相手から仕返し等、身の危険を感じ、

申しわけありませんが、不利益が生じないよう

お願いします」と、平成25年度から28年度まで

の過去４年間の、土木工事一式と舗装工事25件

の虚偽事案を通報しております。

そこで、知事は、大建の経営事項審査の虚偽

の疑いについて初めて報告を聞いたのはいつな

のか伺います。

次に、知事は９月議会の答弁で、「不正を見

抜くことができず、問題はないと判断した」と

答弁されましたが、その考えは今でも変わりあ

りませんか。ところで、メールの内容を十分把

握して答弁されたのか。また、民間の駐車場舗

装工事の平米単価を御存じでしょうか。あわせ

て伺います。

次に、部長は９月議会の答弁で、「携帯電話

では本人確認ができず、偽名の可能性が拭い切

れなかったため、連絡を行っておりませんでし

た」と答弁されましたが、通報者は名前、会社

の連絡先、携帯電話番号まで記しており、幾ら

でも連絡をとる手段があるのに、なぜ連絡をと

らなかったのか、通報者を軽視した答弁であ

り、本人確認ができず偽名の可能性が拭い切れ

ない事案を、なぜ県は３日間も立入検査や調査

をしたのか、県土整備部長に伺います。

以下の質問は質問者席から伺います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。まず、不適正な事務処理などの不祥事につ

いてであります。

御指摘のありましたとおり、昨年度から今年

度にかけて、不適正な事務処理を初めとする不

祥事が続いておりまして、県政を預かる立場と

して、強く責任を感じております。

このような状況を踏まえ、先般、職員一人一

人に対し、公務員として求められる規範意識に

ついて、改めて自覚を促すとともに、組織とし

て、服務規律の保持・徹底を図ったところであ

ります。

さらに、現在、不適正な事務処理に関しまし

て、その要因の分析と再発防止に向けまして、

全所属に対し、職員間の情報共有や相互支援の

あり方などについて、具体的な検討を進めるよ

う指示しているところであります。

今後とも、職員の公務員倫理の確立や事務処

理の適正化に粘り強く取り組み、県民から信頼

される県職員、県庁となるよう、組織を挙げて

不祥事の再発防止に取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、経営事項審査の虚偽申請に関して、初

めて報告を聞いた時期についてであります。

県土整備部からは、８月20日に報告を受けた

ところであります。内容としましては、２月に

経営事項審査の申請において、完成工事高を水

増しした疑いがあるとのメール通報があったこ

とや、３月に実施した立入検査の結果を踏ま

え、問題ないと判断をしたという内容でありま

した。

また、７月に弁護士から、大建に対する再調

査の申し入れ書が提出されたことや、現在、事

実確認のための再調査を行っているという内容

が含まれたところであります。

最後に、通報メール内容の把握等についてで

あります。

株式会社大建に関する通報につきまして

は、25件の工事について、工事名や請負金額な

ど詳細な内容であったことや、速やかな調査を

必要とする通報であることなどについて、県土
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整備部から報告を受けたところであります。

また、３日間における立入検査を実施し、全

員が不正の事実はないと認識していたことか

ら、問題はないとする判断をしたとのことであ

ります。

このような報告を踏まえて、９月議会での答

弁を行ったところであります。

なお、民間工事における舗装工事の平方メー

トル当たりの単価につきましては、私自身は存

じておりません。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（瀬戸長秀美君）〔登壇〕 お

答えします。立入検査を行った理由についてで

あります。

今回のメールによる通報につきましては、完

成工事高の虚偽が疑われる25件の工事につきま

して、工事名や請負金額などの詳細な内容が含

まれていたため、調査を速やかに行う必要があ

ると判断し、立入検査を実施したところであり

ます。

通報者に連絡をとらなかったことにつきまし

ては、本来は本人確認の上、通報者へ検査結果

を報告すべきであったと反省をしております。

以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 知事は通報メールの内容を見

られていたのか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） その報告を受けた時点

に関しまして、通報メールについて、工事名や

請負金額など、詳細な内容であったことにつき

ましては、県土整備部から報告を受けて把握を

しておりますが、通報メールそのものについて

は見ておりません。

○星原 透議員 実際、メールの内容を見てい

ただければ、答弁の内容も変わっていたんじゃ

ないかなと思います。

なおまた、平米単価を聞きましたが、御存じ

ないということでありましたが、平米単価がわ

かる人なら、簡単に見抜ける問題であります。

次に、知事は御存じないということでありま

したが、部長は民間の駐車場の舗装工事の平米

単価は御存じでしょうか、伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 民間工事に

おきます舗装工事の平方メートル当たりの単価

につきましては、今回の調査を進める中で把握

しておりまして、2,000円程度であると承知をし

ております。

○星原 透議員 やはり今回の場合は、誰で

も、素人でも見抜けると言いましたが、この平

米単価さえわかっていれば、民間の駐車場工事

で500万円とか700万円あるわけですから、その

金額を平米で割れば簡単にわかる問題でありま

す。わかりました。

実は今回の事案を知ったのは、８月４日に建

設業協会の前地区会長と現地区会長から、議会

でしっかり調べてほしいと依頼をされ、通報文

書をもらったからです。

まず文書を見て驚いたのは、25件の事案と工

事金額が余りにも大きく、文書を見ながら、こ

れは明らかに虚偽であると思える内容であり、

特に石風呂公民館は舗装工事をしていないこと

を知っていましたし、また、民間の駐車場舗装

工事の単価が平米2,000円前後だと聞いていまし

たので、金額を単価で割ると面積が出てきます

ので、素人でも虚偽だと簡単に見抜くことがで

きます。

８月７日に、虚偽申請問題について管理課長

に聞き取りをし、その後、９日に石風呂公民館

と正定寺の駐車場舗装現場を調査して、虚偽申

請に間違いないと判断しました。

そこで、10日に管理課長たちに来てもらい、

４カ所の現場を調査し、虚偽だと確信しました
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が、県の皆さんはまだ納得がいかないようでし

たので、24日に再度、地元の業者の皆さんと現

地調査をして、石風呂公民館については、運送

会社の社長から、会社の土地で、舗装工事もほ

かの会社が工事をしていることを確認しまし

た。

なぜ、県の立入検査で書類や現場を調査し、

発注者に聞き取り調査をしながら、問題はない

と判断したのか理解できません。

石風呂公民館を例にとりますと、申請書類で

は、石風呂公民館駐車場舗装工事として二度も

申請しているのに、県は場所が違うところを案

内されて信用したようですが、舗装工事の単価

を知っていれば、工事代金が二度の工事で1,273

万5,000円になります。この金額を2,000円で割

ると6,367平米で、運送会社の駐車場舗装が幅10

メートルだと長さ636メートルになり、現場を見

れば一目でわかります。

このことから、単価を知っていますかと知事

に伺いました。現場で駐車場舗装工事の面積を

見て、なぜ疑問を持たなかったのか、また、運

送会社に行くか、電話をして確認すれば、その

時点で虚偽がわかるはずであります。

虚偽の調査が目的なのに、なぜ確認をしな

かったのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 現地調査に

おきまして、工事現場に関するさまざまな事実

を詳細に調査することは重要であると認識して

おりますが、御指摘の石風呂自治公民館の舗装

工事の現場につきましては、公民館長を名乗る

人物から公民館所有の土地であるとの証言を受

けたこと、また、立入検査を行っていることが

他者に知られないようにする必要があったこと

から、運送会社等への聞き取りを控えておりま

した。

しかし、土地所有者の確認を行わなかったこ

となど、対応が十分ではなかったと考えており

ます。

今後は、今回の反省を踏まえ、現地調査にお

ける具体的な内容を盛り込んだ立入検査マニュ

アルを整備し、厳正に取り組んでまいります。

○星原 透議員 また、「立入検査を行ってい

ることが他者に知られないようにする必要が

あったことから、運送会社等への聞き取りを控

えておりました」と言われましたが、建設業法

違反の調査をするわけですから、「石風呂公民

館から借りていますか」と、ただ聞くだけで済

んだ話であります。そのように思いませんで

しょうか。

次に、知事は９月議会の本会議場で、商工建

設常任委員会の委員長報告での審査等につい

て、「第三者から職員への不当な働きかけや秘

密の漏えい、職員が不正を知りながら、検査結

果を問題ないと結論づけるとの、恣意的な判断

があったのではないか」ということについて、

「断じてそのようなことはない」と即答されま

したが、なぜそのようにすぐに言い切れたの

か。あわせて、10月26日の宮日新聞の報道によ

れば、知事が代表を務める政治団体が会費20万

円を受領したとの記事が出ており、県民・市民

からは疑念の声を聞きますが、知事の見解をお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今いろいろ御指摘をい

ただいておりまして、調査の方法、対応が不十

分であったという反省をしておるところであり

ますが、ことし３月の立入検査を行った職員及

び、持ち帰った書類等の調査･検討を行った職員

の全員が不正の事実はないと認識し、問題はな

いと判断したとのことでありました。

また、その後９月に再度の立入検査を実施す
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る中で、当時の職員に聞き取りを行い、同様の

認識であったということを確認したところであ

りまして、検査結果を問題ないと結論づけた県

の審査におきましては、恣意的な判断はなかっ

たと県土整備部から報告を受け、本会議におい

てそのように発言をしたところであります。

また、お尋ねの20万円につきましては、昨年

の６月に、私の支援者の仲介により、支援の輪

を広げようということで、何人かにお声がけを

いただき、そのうちのお一人、株式会社大建の

社長から、私の政治団体の活動を支援したいと

申し出がありまして、同月に個人として入会を

され、昨年は12万円、ことしは８万円を受領し

ていたものであります。同社長は、ことし８月

に退会をされましたが、受領した20万円につき

ましては、法的な問題はないと考えており、県

民の皆様の疑念を招くような事情は全くござい

ませんが、道義的な観点から、10月に全額を返

済したところであります。

○星原 透議員 次に、知事の答弁後に、大建

からの、今言いましたように寄附金受領の話

や、全件が虚偽申請との事実が判明しているこ

とを考えれば、即答するのではなく、みずから

が全容を詳細に把握し判断した上で、議会にも

答弁を行うことが知事の責務ではないかと考え

ますが、見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘を今、真摯に受

けとめているところであります。この検査結果

を、当初問題ないと結論づけた県の審査におい

て、恣意的な判断はなかったことについては、

そのように県土整備部から報告を受け、その時

点で判断可能であったことから、本会議におい

て発言をしたところであります。

また、常任委員会委員長の報告におきまし

て、疑念払拭のため明確な意思表示をするよう

要望いただいたことから、速やかに回答する必

要があると考えたところであります。

○星原 透議員 次に、今回の問題について

は、立入検査の前に事前協議が行われたという

ふうに思いますが、どのような議論や協議をさ

れたのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 事前協議に

おきましては、事案の概要を確認するととも

に、調査方法としまして、株式会社大建に対す

る聞き取り及び立入調査、工事現場の現地調査

のほか、発注者への聞き取りの実施について協

議をしております。

また、不正が事実であった場合の処分内容に

ついても協議し、立入検査を実施したところで

あります。

○星原 透議員 事前協議の中で、本当は通報

者の情報が正しいかどうか、確認してから立入

検査を行うという意見は出なかったのかなど、

疑問に思うところであります。

次に、県建設業者立入検査実施要綱の第12条

には、「立入検査は、特に必要がある場合にお

いては、警察等の関係機関と十分な連携を図り

実施するものとする」とありますが、警察本部

へ相談や協議は行われたのか、行っていない場

合、その理由についても、あわせて県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ３月の立入

検査におきましては、警察本部に相談や協議は

行っておりません。

その理由といたしましては、今回の虚偽申請

に関する立入検査は、暴力団との関係など、特

に警察と十分な連携を図る必要のある案件とは

考えていなかったことから、連携を行わなかっ

たものであります。

○星原 透議員 県警のほうに、通報内容が正
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しいかどうか、どうしたらいいか、そういった

裏づけとかについてしっかりお聞きしていれ

ば、そのような指導をいただいたんじゃないか

なと思っております。

次に、立入検査実施要綱５条には、検査員に

ついて、「必要と認められる場合は、検査員を

補助する職員を同行させることができる」とあ

ります。大建の立入検査には、技術職員など必

要となる補助職員も同行したのか。法令違反の

摘発のためには、補助職員も必要であったと考

えます。また、同行していないならば、なぜ同

行は不要と判断されたのか、県土整備部長に伺

います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ３月の立入

検査におきましては、検査員である管理課の職

員の中にも土木職の技術職員がおり、立入検査

を適正に実施できると判断したため、立入検査

実施要綱に規定しております「検査員を補助す

る職員」の同行はさせておりません。

しかしながら、舗装などの施工業種に精通し

た技術職員をさらに現場に同行させるなど、虚

偽事実を正確に確認できる体制とすべきであっ

たと反省しているところであります。

○星原 透議員 先ほども言いましたけれど

も、駐車場舗装工事の単価を知っていれば、誰

でも見抜けたはずであります。管理課の皆さん

は誰も知らなかったのか伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 立入検査を

実施する時点におきましては、民間工事におけ

る舗装工事の平方メートル当たりの単価につい

ては把握しておりませんでした。

○星原 透議員 そういう皆さんが調査に行っ

たわけですから、わからないのは当たり前だな

と、そのように思います。

次に、今回の問題は、建設業法違反かどうか

を調査するわけですから、県は中立の立場で慎

重に、通報者の通報内容と申請者の内容のどち

らが正しいかを判断することが、調査の目的で

あります。

まずは、通報者のところに伺うか、電話で通

報内容が正しいかどうかを確認、裏づけ調査を

してから申請者の調査をするのが常識だと考え

ますし、両方の意見を聞いて最終判断をするべ

きなのに、大建だけの聞き取り調査で問題ない

と判断した理由について、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回の通報

につきましては、議員御指摘のように、本来

は、通報者と大建の双方から聞き取りを行った

上で最終的に判断すべきであり、通報者に対す

る情報収集の姿勢が足りなかったところであり

ます。

今後、このようなことが二度と起こらないよ

う、厳正に取り組んでまいります。

○星原 透議員 通報者に対する情報収集の姿

勢が足りなかったと言われましたが、非常に残

念なことであります。これは一般常識だと思い

ますよ。今回の立入検査は、ただ大建の言い分

を聞いて判断しただけで、調査になっていない

と思いますが、再度伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 通報者に対

する情報収集の姿勢が足りなかったところでご

ざいまして、今後、このようなことが二度と起

こらないように、厳正に取り組んでいきたいと

考えております。

○星原 透議員 次に、通報は、全25件の舗装

工事や道路の新設、改良工事について虚偽の申

請があると考えられるので、調査をしてほしい

との内容であり、前代未聞とも言える件数の多

さと、総額２億6,779万円余と金額の多さにも驚
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く内容であります。３月20日の結論では、通報

者は工事経歴書から想像される場所を、独自の

調査で現場確認を行い、その結果、「敷地に似

合う工事面積余裕ない」と申し出ているが、実

際は工事現場が違うことなどが、今回の調査に

よって判明したと記されております。工事現場

が違うことが虚偽なのに、なぜ通報者が虚偽の

通報をしたと判断されたのか、県土整備部長に

伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 通報のあり

ました25件の工事につきましては、県による再

調査により、全ての工事において虚偽が判明し

たところであります。

このような有益な情報を提供いただいたにも

かかわらず、県の調査が不十分であり、不正の

事実を確認できなかったことにつきまして、通

報者の方にまことに申しわけなかったと考えて

おります。

○星原 透議員 次に、建設業者立入検査実施

要綱の検査員の遵守事項にも、「検査に際して

得た情報等の秘密を保持すること」とありま

す。

なぜ、検査内容を一番知りたい通報者には５

カ月も知らせず、また、弁護士に依頼して調査

結果を求めても、県からの返答はなく、何も関

係ないはずの第三者に、３月20日に結論が出た

時点で伝えたのはなぜなのか、また、誰が誰に

話したのか、明確な理由を県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 第三者に伝

えた検査結果につきましては、立入検査で知り

得た資産や取引先などの秘匿を要する情報では

なかったため、問題はないと判断し、検査結果

に関する問い合わせに対して、当時の管理課の

職員が回答を行っておりました。

しかしながら、通報者へ報告しないまま、第

三者に話したことにつきましては、慎重である

べきだったと考えております。

なお、管理課の職員が回答を行いました第三

者のお名前につきましては、控えさせていただ

きたいと思います。

○星原 透議員 この問題、秘匿を要する情報

ではなかったため、問題はないと判断したとい

うことですが、だとすれば、一番結果を知りた

い通報者にも弁護士にも回答しなかったのは納

得がいかないのですが、再度伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 通報者へ報

告しないまま、第三者に話したことにつきまし

ては、慎重であるべきだったと考えておりま

す。

○星原 透議員 本当に残念だなと思います。

次に、これまで述べてきた内容であります

が、第三者に伝えたことは、公務員の守秘義務

違反になるのではないかと考えますが、職員に

課せられる守秘義務についての考え方を、総務

部長に伺います。

○総務部長（畑山栄介君） 守秘義務につきま

しては、職員みずからが担当する職務に関する

情報のほか、職務上知り得た個人や企業活動に

関する情報が外部に漏えいされ、公務に対する

不信を招くことがないよう、地方公務員法に基

づき、職員に対し、秘密を守る義務が課せられ

ているものであります。

なお、ここでいう「秘密」とは、一般的に知

られていない事実であって、それを知らせた場

合に一定の利益の侵害になると客観的に考えら

れるものであり、当該情報を提供した職員が、

その内容が秘密であることを認識している、ま

たは、秘密であることを当然に認識すべき内容

である場合に、守秘義務違反が問われるものと
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考えております。

○星原 透議員 次に、今回、県土整備部の職

員が第三者に伝えた内容は、建設業者の法令違

反の疑いのある事案に対して実施した調査の結

果であり、総務部長から答弁のあった、守秘義

務の要件に当てはまるのではないかと思います

が、鎌原副知事に伺います。

○副知事（鎌原宜文君） 今回、職員が第三者

に伝えた内容につきましては、立入検査の結果

は問題なかったというものでございました。

地方公務員法でいう「秘密」とは、先ほど総

務部長がお答えしましたとおり、それを知らせ

た場合に一定の利益の侵害になると客観的に考

えられるものとされておりますが、「検査結果

は問題なかった」という内容につきましては、

それを知らせることによって直ちに不利益が生

じるものではないことから、これ自体は秘密に

は当たらないというふうに考えております。

以上のことから、今回の内容は、守秘義務の

要件には当てはまらないと考えておりますが、

まずは、通報者や弁護士の方へ結果を報告すべ

きであったということは、先ほど県土整備部長

がお答えしたとおりであります。

○星原 透議員 今、副知事は、不利益が生じ

るものではないことから秘密には当たらないと

考えていると言われましたが、通報メールで、

「相手から仕返し等、身の危険を感じますの

で、不利益が生じないようお願いします」と

言っているのに、第三者に教えたことで何か問

題が起きたらどうする、このことは考えたこと

はありませんか、伺います。

○副知事（鎌原宜文君） 今回、第三者にお伝

えした内容は、「問題はなかった」と、検査結

果に関することのみを、問い合わせに対して伝

えたものでありまして、通報者の特定につなが

るような情報は一切伝えていないと報告を受け

ております。通報者の保護につきましては、議

員御指摘のとおり、ホットライン制度の根幹に

かかわる極めて重要なことと認識をしておりま

すので、今回整備をするマニュアルの中でも、

情報提供者の保護と情報管理を改めて徹底して

いくこととしております。

○星原 透議員 知事もそうですし、副知事も

そうですが、通報者のメールをしっかり見てい

ただければ、考え方は変わったんじゃないかな

と思っております。

次に、通報者や建設業界の皆さんは、調査結

果について何の報告もなく、大建が土木で特

Ａ、舗装でＡになり、次から次に受注していく

ので、７月初めに、弁護士に40数万円を支払っ

て、再調査の依頼をしております。７月に弁護

士から再調査の依頼が届きながら、なぜ弁護士

にも連絡しなかったのか、明確な理由を県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 弁護士から

の再調査の申し入れ書が７月13日に提出されま

したが、その申し入れ書の内容につきまして

は、２月の通報メールの範囲内の内容であった

ため、通報メールを受けて行った３月の検査に

おきまして、問題はないという判断であったこ

とから、この申し入れ書に対しまして、弁護士

への連絡が遅くなったところであります。

弁護士に対しましては、８月10日に検討中で

あるとの連絡を行いましたが、本来は速やかに

対応すべきであったと反省をしております。

○星原 透議員 ３月20日に結論が出ておるわ

けですから、その内容だけを、通報者に対して

も弁護士に対しても報告するだけのはずですか

ら、そんなに時間がかかるわけもないというふ

うに思っております。
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次に、大建は４月以降、県と都城市の公共工

事を約４億5,000万円受注しております。９月に

虚偽申請が発覚した後も工事をさせていること

に、多くの県民が疑問を持っております。

11月15日には、通報のあった全て25件の実績

が虚偽と認定され、入札参加資格の取り消しと

なりましたが、工事契約は中止となるのか、中

止とならない場合は、その理由を、法的な面も

含めて県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 株式会社大

建の経営事項審査における虚偽申請に対して

は、今月15日付で入札参加資格の取り消し処分

を行ったところであります。

入札参加資格の取り消し処分後は、県が発注

する建設工事等の入札参加資格の取り消しの効

力が将来にわたって生じることとなるため、既

に締結している県発注の工事契約には直接影響

を及ぼすものではありません。

なお、契約解除につきましては、下請業者や

取引業者への影響等を考慮し、考えておりませ

ん。

○星原 透議員 大体こういう問題が起きたと

きには、契約していても、普通は不履行という

形で何でもできるはずなんですが、今の答弁を

聞いていますと、ちょっと不思議だなと思いま

すし、今後、やはり県としてその点については

見直しをしていっていただきたいなと思いま

す。

次に、大建は虚偽申請により、格付が土木一

式特Ａ、舗装がＡになり、詐欺行為で県発注の

公共工事を受注しておりますが、利益を得た行

為が詐欺罪に当たるのか、警察本部長に伺いま

す。

○警察本部長（郷治知道君） どのような行為

が詐欺罪に当たるかにつきましては、個別具体

的な事実関係に即して判断されるべきものであ

りまして、答弁は差し控えさせていただきま

す。

一般論として申し上げますれば、警察は、法

と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべ

きものがあれば、厳正に対処してまいります。

○星原 透議員 次に、大建は入札参加資格取

り消し処分となりましたが、今後の入札参加資

格審査において、虚偽の申請により得た格付、

土木一式特Ａ、舗装Ａはどのように取り扱われ

るのか、また、今回の取り消し等の処分はペナ

ルティーとなるのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 現在、株式

会社大建は入札参加資格が取り消されており、

格付はない状況となっております。

今後、追加認定や定期認定において申請が

あった場合は、ペナルティーを課した上で、新

たな格付が認定されることとなります。

今回の一連の処分に関するペナルティーにつ

きましては、来年４月１日付の追加認定におき

ましては、９月の入札参加資格の停止処分と今

月15日の取り消し処分を合わせまして、130点が

減点されることとなります。

また、再来年４月１日付の定期認定におきま

しては、この130点に加えまして、さらに、営業

停止処分による約40点が減点されることから、

合計約170点が減点されることとなります。

○星原 透議員 この点数の問題も、それでど

うなのかなと思いますが、それは今後また、展

開次第で変わるのかなと思うところでありま

す。

次に、大建は、詐欺行為を行っておきなが

ら、来年４月の入札参加資格の追加申請で、入

札参加資格を得て業務を再開することもあり得
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るとの話を聞きますが、そういうことになるの

か、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 本県の入札

参加資格は、２年に一度の定期認定と半年ごと

の追加認定がございまして、株式会社大建の判

断ではございますが、来年４月１日付の追加認

定に申請することは可能でございます。

○星原 透議員 次に、大建は、県の立入検査

の甘さから、虚偽により県と都城市から約４

億5,000万円余の工事を受注し、利益を得ており

ます。これは詐欺行為、県や都城市をだまして

仕事を受注したことが確認され、入札参加資格

取り消し処分に至った現在、県は大建を刑事告

発する考えはないか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 株式会社大

建の経営事項審査における虚偽申請に対しまし

ては、９月10日付で、45日間の営業停止処分及

び５カ月間の入札参加資格停止処分を行ってお

ります。

さらに、取り消し基準に該当します、さらな

る不正の事実が確認されたことから、今月15日

付で、より重い処分であり、本県で初めてとな

ります、入札参加資格の取り消し処分を行った

ところであります。

こうした処分の状況等を踏まえながら、告発

に関しましては、慎重に判断したいと考えてお

ります。

○星原 透議員 私は、調査がいいかげんだっ

たので、県として責任もあり、告発に対し、慎

重に判断したいと考えているのではないかなと

思っておるところでございます。しかし、全て

虚偽でだまされた事実が判明した以上、県民は

納得がいかないと思いますが、刑事告発につい

て、知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、建設機械の保有

状況や技術者数など、完成工事高以外の項目を

含めて、詳細に調査を行っているところであり

ます。

仮に、告発の結果、刑事罰を受けることとな

れば、建設業の許可の取り消しということとな

り、５年間は再申請ができず、実質的には廃業

となるものであります。

このようなことを踏まえ、告発をするか否か

につきまして、慎重に検討しているところであ

ります。

○星原 透議員 県が慎重にということで告発

をしないということになれば、詐欺行為が確認

されているわけでありますから、逆に我々議会

が告発しなければいけないのかなと私は思いま

す。しかし、これはだまされた県がすべきだと

私は考えておりますので、再度知事に伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘は真摯に受けと

めているところであります。現在実施しており

ます調査の状況、仮に、告発により刑事罰を受

けた場合の影響などを踏まえて、慎重に検討し

てまいりたいと考えております。

○星原 透議員 実はこれまで、私の知り得る

情報をもとに質問してまいりました。今回の虚

偽申請問題は、建設業者の法令違反の疑いのあ

る事案で、25件という件数や金額の大きさを考

えたとき、３月に、通報に基づき公正で適切な

立入検査や調査、組織的な判断がなされていれ

ば、大建が詐欺行為を犯すこともなく、建設業

界の混乱と県民の信頼や不信を招くこともな

かったと思うとき、県の責任は非常に重大だと

考えますが、知事はどのように考えておられる

のか伺います。

○知事（河野俊嗣君） 今回、不正に関する情
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報提供を受けまして、立入検査を実施したにも

かかわらず、県における調査が不十分であった

ことなどから、県議会を初め情報提供者、建設

業界、県民の皆様に御迷惑をおかけしたことに

つきまして、その責任を重く受けとめていると

ころであります。

今後は、今回の反省を十分に踏まえ、発注

者、資材納入業者等への確認の強化や現場周辺

での聞き取り、行政機関への調査、通報者への

丁寧かつ速やかな対応など、検査における具体

的な手法を盛り込んだマニュアルを整備いたし

まして、このようなことが二度と起こらないよ

う、厳正に取り組んでまいります。

○星原 透議員 今、知事は「マニュアルを整

備し」ということでありましたが、私は建設業

ホットラインを見て、何回も読み直しました

が、これだけのものがあれば、このとおりに職

員が仕事をしていれば、何も問題はないと思い

ます。先ほどから申し上げてきましたが、３月

の時点で25件、あのような金額の大きさ、これ

は何かあると思えば、まず通報者に、出かけて

行ってなり、電話なりで聞くことで、大まかな

ことはわかり、そして通報の内容が正しいかど

うかを、今度はその裏づけ調査として、石風呂

公民館でも正定寺のお寺さんでも、神社の宮司

さんでも、あるいは個人のおうちでも行って話

を聞けば、すぐに判明したと、そのように思っ

ております。

そういうことで、今回の虚偽申請問題は、矛

盾と疑問が多過ぎます。なぜ大建の立入検査と

調査だけで結論を出したのか、関係のない第三

者にだけなぜ話したのか、どこからか大きな圧

力があったのではないかなどと、疑念が消えま

せん。

この問題を解決するには、我々議会が百条委

員会を設置するか、県が刑事告発するしかない

というのが、私の最終結論であります。

以上で私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時27分散会
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。ゆうべ、ここに10時過ぎぐらいまで

おりまして、あれから12時間がたったと思う

と、もう少し寝たかったなと思っているところ

なんですが、いろいろと、今回の質問をするに

当たり、本当に多くのことを考えさせられまし

た。政治を行っていくということの難しさ、そ

してその責任の重さ。何が本当に正解なのかと

いうことがわからない。五里霧中の中を決断し

ていかなければならない。そういったことに対

しての、与えられた職責、それを全うすること

の大切さ、難しさ。本当にいろんなことを考え

させられた、ここ数日だったわけなんですけれ

ども、結局ゆうべは、ここに10時過ぎまでおり

ましたので、夕食をとることもできず、朝、体

重計に乗ってみたら、２キロほど痩せておりま

した。健康に近づいたかなと思いますと、感謝

申し上げるところでありますが、これからの県

政の発展のためにどうやって取り組んでいかな

ければならないのかという思いを込めて、質問

してまいりたいと思っております。

まず最初に、知事にお伺いします。

今議会でもいろいろ議題のありました、経営

審査事項についての問題についてなんですが、

まずこの問題が発覚した時点で、知事はどのよ

うに取り組むように指示を出されたのか、ま

た、この問題点は何だったのか、知事自身でど

のように調べられたのか、そのことを、まずお

伺いしたいと思います。

以下の質問は、質問者席から行いたいと思い

ます。（拍手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 おはようござ○知事 河野俊嗣君

います。お答えいたします。

株式会社大建の経営事項審査における虚偽申

請につきましては、９月５日に県土整備部か

ら、虚偽の内容や今後の対応等について報告を

受けたところであります。

私からは、不正の全容解明に向けて徹底して

調査をしますとともに、迅速に監督処分を実施

することや、検査結果の報告を通報者に速やか

に行うことについて指示をしたところでありま

す。

さらに、今後の対策としまして、今回の対応

にさまざまな問題が生じた、不適切な事務処理

等もあったということでございまして、立入検

査における具体的な手法を盛り込んだマニュア

ルを整備するなど、再発防止策を講じるよう、

あわせて指示を行ったところであります。

その後も、県土整備部からの報告を受けて、

状況の把握等に努めたところであります。以上

であります。〔降壇〕

事件についての確認事項等、○二見康之議員

きのうまでもいろいろされてきましたので、で

きるだけ重複は避けたいと思っておりますが、

私としましては、担当委員会にも所属しており

ませんし、これまでの議論等のやりとりを聞い

て、自分なりに思った疑問点をお聞きしたいと

思っております。

まず、２月にメール通報があってから、３月

に立入検査を行うまでの間、県土整備部として

はどのように対応されようと準備されてきたの

か、部長にお伺いいたします。

平成30年11月27日(火)
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（ ） ２月28日に○県土整備部長 瀬戸長秀美君

通報のメールを受信後、メールに記載されまし

た25件の民間工事の工事名と請負金額等につき

まして、経営事項審査申請書の添付書類によ

り、一件一件を突合するとともに、株式会社大

建につきまして、検索システムでの法人情報に

関する確認を行ったところであります。

また、立入検査におきまして、会社での注文

書や契約書等の書類チェック、さらには発注者

に対する聞き取り、現地での施工状況の確認を

行うことといたしました。

さらに、不正が事実であった場合の、過去の

同種の処分事例などについて内容を確認し、３

月９日に、第１回目の立入検査を実施したとこ

ろであります。

続いて、通報は25件あったと○二見康之議員

伺っておりますけれども、３月に現地調査を

行ったのは６カ所の、延べ９件だったと伺って

おりますが、それ以外の通報された案件につい

てはどのように調査をされたのか。そして、こ

れは年度末で、時間のない中での調査だったと

いうことで、審査事項にかかわるところだけを

選択されて調査されたと伺っておりますが、ほ

かの案件については調査されていなかったのか

なと。そこら辺がはっきりしていなかったの

で、年度末から新年度へ向けての、次年度への

事務引き継ぎがされていたのか、そしてされて

いたのであれば、どのような内容で引き継がれ

ていたのか、同じく県土整備部長に伺います。

（ ） ３月の立入○県土整備部長 瀬戸長秀美君

検査におきましては、通報のありました25件の

うち、ことし４月１日付の入札参加資格審査の

対象外である７件の工事を除く18件について、

実施したところであります。

このうち、現地調査を行いました６カ所、延

べ９件を除く残りの９件につきましては、注文

書や契約書、収入伝票や預金通帳のほか、下請

業者との間で取り交わされました工事注文請書

などにより、請負額等の確認を行いました。

また、次年度への事務引き継ぎにつきまして

は、本件について調査した結果、問題がなかっ

たとの引き継ぎがなされたところであります。

問題がなかったという引き継○二見康之議員

ぎをされたということでありますが、７件につ

いては調査をしないまま、この通報については

一応幕引きをされたという理解になるかと思い

ます。

次に、通報者に対しては、なかなか本人確認

ができないということで、調査結果の報告をさ

れていなかったようです。では、現地調査を行

われた際に、説明をされた方の本人確認はされ

たのでしょうか。していないのであれば、なぜ

現地で説明を行った発注者を名乗る方の本人確

認を行わなかったのか、同じく県土整備部長に

伺います。

（ ） ３月の現地○県土整備部長 瀬戸長秀美君

調査におきましては、公民館長など、発注者と

名乗る人物に対しまして、氏名や役職を口頭で

確認し、それ以上の本人確認を行っていなかっ

たところでございまして、対応が十分ではな

かったと考えております。

対応が十分でなかったという○二見康之議員

か、報告をするときには慎重になって、現地で

はこれだけずさんになるというのは、よくわか

らないなと感じるわけなんですね。

続けてお聞きしますが、これも舗装単価につ

いて調べていたのかというお話はきのうもあり

ましたが、３月20日の調査結果についての課内

での結果報告の資料を、現地調査のときに見せ

ていただいたわけなんですけれども、この通報
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者の申し出は、県土整備部としても案件につい

ての、どのようなものだったのかという記載欄

に、いわゆる「敷地に似合う工事面積余裕な

し」ということでの通報だったという記載があ

りました。そういう認識があったのに、請負額

と施工面積の整合性がとれていないという指摘

に対し、なぜ事前に単価を調べていなかったの

か。そしてまた、現地で面積を確認するという

作業をなぜしなかったのか。事前調査の中で

も、本当はこれというのは、まず第一に考えな

ければならないことだと思うんですけれども、

どのようなことだったのか、県土整備部長に伺

います。

（ ） 現地調査を○県土整備部長 瀬戸長秀美君

行うに当たりまして、工事現場に関するさまざ

まな情報を事前に把握することは大変重要であ

ると認識しておりますが、３月の立入検査にお

きましては、舗装工事の単価を事前に調べてお

らず、その対応が十分ではなかったと反省して

いるところでございます。

おかしいんですよ、本当に。○二見康之議員

だって、説明になっていないですよね。通報内

容に対して調査しなければならないことは、単

価と面積を調べるということが、まず第一に出

てこなければならないのに、それが出てこな

かったという御説明なので、その説明を本会議

でされるということは、よっぽどの覚悟がある

といいますか 本当にあったのかどうかわか―

らないんですけど。

まだ疑問点がありますので、続けてお聞きし

ますけれども、委員会での議事録を読ませてい

ただきました。県土整備部長は、当時の技術次

長であったそうで、委員会での御答弁の中に、

本件の調査に当たって、技術職員を同行させる

ように指示をされたとあったんです。しかしな

がら、県からの御報告を見てみますと、１回目

の調査には技術職員が同行されていましたが、

実際に現地を確認された２回目、３回目には同

行していなかった。さらに、この担当技術職員

は、舗装に関して精通している職員ではなかっ

たというような話も出ていたんですけれども。

当時の技術次長から、立入検査には技術職員

を同行するように指示があったにもかかわら

ず、このように同行しなかったのはなぜなの

か、疑問に思うわけなんですが、いかがなもの

だったのでしょうか。県土整備部長に伺いま

す。

（ ） 当時、技術○県土整備部長 瀬戸長秀美君

次長でありました私のほうから、技術職員を同

行するよう指示をしたところであります。

３月に実施しました立入検査のうち、１回目

の調査におきましては、技術職員が同行し、注

文書や契約書等で請負額等の確認を行うととも

に、２カ所の現地調査を実施したところであり

ますが、２回目、３回目の調査では、議員御指

摘のとおり、技術職員は同行しておりませんで

した。

今となりましては、舗装工事に精通した技術

職員を同行するよう、私のほうから指示を徹底

すべきであったと反省しているところでありま

す。

部長が、その当時しっかり指○二見康之議員

示を徹底すべきであったと、今お答えになりま

したけれども、私は、なぜその職員は次長の指

示に従わなかったのかというところを調べるべ

きじゃないのかなと思うんです。最初の通報内

容に対しての調査事項についても、しっかりと

向き合っていない、対応していない。今まで

ずっと、おかしいじゃないかと言われているけ

れども、おかし過ぎると僕も思いますし、まず
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は県土整備部としての対応がいかがなものだっ

たのかというところを、しっかり検証するとこ

ろから始めなければならないと思うんです。

知事は、９月議会のときにも御答弁されまし

たが、今回のこの一件については、その責任を

重く受けとめていらっしゃるという御答弁をし

ていらっしゃいます。ただ、今申し上げた一連

のことを考えてみますと、きのう担当の方とも

話している中で、ちょっと言ったことが、「通

報者に対する報告をしなかったということは、

行政の不作為なのかな」ということを申し上げ

たら、「いや、調査はしていますので、これは

不作為ではありません」と言う。すぐ返ってき

ましたので、「だったら、こういういいかげん

な調査をしたのは、何と言うんですか」と。も

う、言葉がないような内容だと思うんですよ

ね。

知事は、この件については県土整備部に、本

件について徹底調査をするように、そして再発

防止策を講じるようにと、指示をされておりま

す。ただ、県土整備部の現状を考えますと、自

浄作用といいますか、自分で対応策を考えるだ

けではなくて、まずこのような状況になってし

まったことを、知事みずからしっかりと事実確

認されて 一部ではほかの何らかの影響を与―

えられたことがあったのじゃないかということ

もあったんですが、それはしっかりと、ないと

お答えになられていますけれども、それ以前の

問題じゃないのかなと。知事がいろんな施策を

推進するに当たって、各部署の職員の方々は、

一生懸命仕事をしていらっしゃると思います。

しかし、今回のこの県土整備部の対応の仕方と

いうものは、余りにもずさん過ぎて、まずは、

これを知事自身がしっかりと正さなければなら

ないんじゃないかなと思うんですね。

ですから、今までの御答弁の中では、今回の

一つ一つの事象を確認しながらマニュアルをつ

くりますとおっしゃっていますけれども、その

マニュアルをつくる前に、私がここで、議事録

とかから見てきた整合性といいますか、その辺

のことだけでも、これだけ疑問に思うことはた

くさんあるので、まずは知事自身が、しっかり

と今回の案件について調査をされて、その上で

対応を図っていただきたいという思いがあるわ

けなんですが、知事のお考えを伺いたいと思い

ます。

（ ） 今回、不正に関する情○知事 河野俊嗣君

報提供を受け、立入検査を実施したにもかかわ

らず、今、るる、また、これまでのこの議会で

御指摘がありましたように、県における調査が

不十分であったと、大いに反省すべき点である

と考えております。県議会を初め情報提供者、

建設業界、県民の皆様に御迷惑をおかけしたこ

とにつきまして、その責任を重く受けとめてい

るところであります。

今後は、今回の反省を十分に踏まえ、今御指

摘がありました、どうしてそのような不十分な

調査になってしまったのかということを詳細に

分析する中で、今後は、発注者、資材納入業者

等への確認の強化や、現場周辺での聞き取り、

行政機関への調査、通報者への丁寧かつ速やか

な対応など、このようなことが二度と起こらな

いよう、検査における具体的な手法を盛り込ん

だマニュアルの整備や、検査体制の強化、職員

研修の充実などを行って、今後厳正に対応して

まいる、そのような仕組みをつくってまいりた

いと考えております。

そうおっしゃるだろうなと○二見康之議員

思っていたわけなんですが、公務員というのは

大変な仕事だなと思います。県という行政を担
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われている、その仕事の信用を傷つけたり、職

全体の不名誉となるような行為を犯したり、住

民の信頼を損なうことがないようにしなければ

ならないのが大事なんだと思います。事務処理

に適正さを欠いたり、上司の指示に従わなかっ

たり、公務の運営に支障を与えたりすること

は、あってはならないことであって、そのよう

な場合には、まず、きちんと改め、戒めること

から始めるべきではないかなと思います。それ

が知事のとられるべき県政に対する県民の信頼

回復の道であり、また職員の方々に対しても、

職務にしっかりと取り組むことにつながる対応

ではないかなと思っておりますので、どうか知

事におかれましては、もう一度しっかり調査を

していただいて、対応をとっていただきたいと

思っております。

次に、子育て支援について伺いたいと思いま

す。

先日、山口県に調査に行ってまいりました。

先日の質問で、日本版ネウボラについての御

質問があったわけなんですが、この子育て世代

包括支援センターに関する取り組みについて伺

いたいと思います。

ネウボラというものは、御存じのことかと思

いますが、フィンランドにおける母子支援制度

で、妊娠・出産期から育児期までの総合的な相

談や支援体制をワンストップで対応する制度で

す。さまざまな悩みに対し円滑に対応するた

め、保健師等が専門的な見地から支援を行いま

すし、また、同じ方に継続して相談に乗っても

らえるということで、相互の信頼関係を築くこ

とができるというメリットもございます。

山口県においては、安心して妊娠・出産・子

育てができる環境づくりに向け、妊娠期から子

育て期までの相談支援をワンストップで行う

「子育て世代包括支援センター」と、保育所や

商店街などに設置され、親子が気軽に訪問でき

る「地域子育て支援拠点」、通称「まちかどネ

ウボラ」というものを設置し、それぞれが連携

し、育児不安等にきめ細やかに対応する「やま

ぐち版ネウボラ」という取り組みをスタートさ

れております。子育て世代等に向けた普及啓発

を図られております。

この支援センターについて伺う前に、まず母

子保健の一番になるのは、母子手帳、私も先日

見せてもらったんですけど、この母子保健につ

いて伺いたいと思います。県内の妊婦健康診査

の受診状況と、受診状況から見られる課題につ

いて、どのようにお考えなのか、福祉保健部長

に伺います。

（ ） 妊婦健康診○福祉保健部長 川野美奈子君

査は、妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認す

るとともに、妊娠時期に応じたリスクの把握を

目的としておりまして、現在は、公費負担で14

回の健診を受けることができます。

現在、精査中ではありますが、平成28年度に

おける県内全市町村の受診状況について、14回

のうち、医師の診察を必要とする回で申し上げ

ますと、妊娠12週未満に受ける１回目の受診人

数は8,872人、以降、４回目が8,582人、７回目

が8,570人、おおよそ妊娠36週目に受ける11回目

が7,916人となっております。

予期しない妊娠や経済的な理由により、妊娠

届け出がおくれ、妊婦健診を必要な時期に受診

できていない方が少なからずおられることが、

課題と考えております。

本県における出生数からする○二見康之議員

と、若干、受診人数が少ないかなと感じるとこ

ろでありますし、現在の母子保健制度では、妊

娠期における妊婦健診、出産してからは、乳幼
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児健診などにより母子の健康状態等の把握をさ

れていると思います。ただこれが、相手方が産

婦人科であったり小児科であったり、一貫した

対応を受けることができないというのが、先ほ

ど申し上げましたネウボラの利点とちょっと相

反するところであります。また今、課題で挙げ

られました、さまざまな理由で受診できない方

もおられるということですので、こういう一括

して相談を受けられる場所というのは、その利

点というのが必ずあるものだなと感じるところ

であります。

そういった不安や悩みを抱えた方たちも含め

相談を受けることができ、必要な支援を受けら

れるようアドバイスをもらうことができるとい

うメリットがあります。それに対応しているの

が子育て世代包括支援センターであると思いま

すが、県内の子育て世代包括支援センターにお

いては、現在どのような取り組みを行っている

のか、福祉保健部長に伺います。

（ ） 県内には、○福祉保健部長 川野美奈子君

平成30年４月現在、９市町15カ所に子育て世代

包括支援センターが設置されておりまして、支

援に必要な情報収集、関係者との連絡調整など

を行いながら、妊娠期から子育て期にわたる相

談、支援プランの作成や保健指導などを行って

おります。

支援が必要な母子につきましては、妊娠の届

け出や妊婦健診、乳幼児健診などの機会を通じ

て把握に努めておりますが、情報収集の項目や

医療機関等からの報告内容が統一されていない

状況が見受けられております。

また、支援プランにつきましても、いまだ策

定に至っていないセンターもあるなど、職員の

専門性の強化が課題となっているところでござ

います。

このネウボラという制度の利○二見康之議員

点と現在の日本の母子保健制度の現状をよくよ

く調査して、考えていく必要があるのかなと思

います。本県の子育て支援の将来像を描いてい

く必要があると思いますが、県は子育て世代包

括支援センターのあるべき姿をどのように考え

ておられるのか。また、それを実現するために

どのように取り組んでいこうと考えておられる

のか、福祉保健部長に伺います。

（ ） 県としまし○福祉保健部長 川野美奈子君

ては、情報収集、相談対応、支援プランの策

定、関係機関との連絡調整の４つの機能を備え

た子育て世代包括支援センターが、妊娠期から

子育て期にわたるワンストップの支援拠点とし

て全ての市町村に設置され、妊産婦や子育て家

庭に広く利用されることが、あるべき姿である

と考えております。

このため現在、県では、市町村を対象に、担

当者の専門性を高めるための研修会を開催する

とともに、センター設置により、質の高いサー

ビスを住民に提供しているさまざまな先進事例

を紹介するなど、センターの質の向上とその設

置促進に努めているところでございます。

さらに今後は、関係機関等から収集する情報

の項目や内容の統一を図るため、県の母子保健

運営協議会等において、県レベルでの情報共有

ルールの策定にも取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、これは子育て支援とは○二見康之議員

直接的にはかかわらないかもしれないんですけ

れども、液体ミルクについて伺いたいと思いま

す。

ことし８月に厚生労働省が基準を定めたこと

によって、国内における製造販売が可能になり

ました。一部の企業では、早ければ来春から販
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売に取りかかろうとの動きもあるようです。

この液体ミルクですが、熊本地震のときに断

水が続いたので、水を使用しない液体ミルクが

非常に役立ったとのことでした。しかしなが

ら、先日の北海道胆振東部地震の折には、被災

地で、救援物資の液体ミルクがほぼ使われず、

保存されていたようです。主な理由としては、

断水に備えてのことだったということもあるよ

うですが、まだ日本では余り使用例がなく、ま

た衛生管理が難しい製品という懸念も払拭でき

なかったのかなと感じるところです。粉ミルク

と違って、お湯で溶かして温度調整をしたりす

る必要がなく、封を切ればそのまま飲めるた

め、災害時の備えとして注目されている液体ミ

ルクですが、その活用については、事前に本県

としても検討しておく必要があると思うんで

す。

そこで、災害時における液体ミルクの取り扱

いについて、県はどのように考えておられるの

か、危機管理統括監に伺います。

（ ） 液体ミルク○危機管理統括監 田中保通君

は、今お話がありましたとおり、お湯に溶かす

必要がなく、すぐに飲ませることができるた

め、粉ミルクに比べますと、衛生的で手間がか

からず、水や燃料が不足する災害時には大変便

利であると考えております。

このため、仮に、災害時に液体ミルクが提供

された場合には、避難所等において、希望され

る方に対し、配付することになると考えており

ます。

粉ミルクに比べますと、販売価格が高く、賞

味期限も短くなるため、県や市町村による備蓄

には課題がありますけれども、早ければ来年春

にも国内産の液体ミルクが商品化されるとのこ

とですので、その際には、まず、各家庭で使用

し、必要に応じて備蓄を進めていただきたいと

考えております。

今後、液体ミルクの製造・流通が進むものと

思われますので、製品内容を確認の上、災害時

の有用性や使用方法などについて、県民に周知

を図るとともに、行政による備蓄の可能性につ

いても検討してまいりたいと考えております。

これは備蓄的なものもでしょ○二見康之議員

うけれども、お出かけするときとかにちょっと

持って行ってそのまま飲ませることができると

か、例えば夜中に赤ちゃんが起きて、ミルクを

飲ませないといけないときに、寝ぼけてお湯を

沸かしたりする手間が省けるとか、一般の子育

てにおいても、少なからず利活用していく可能

性はあるんだろうなと感じているところなんで

す。日本ではまだ、この使用がほとんどないと

いうことですので、まず一般の方々にどれだけ

なじんでいくのかわかりませんけれども、国の

ほうで、その製造販売が可能になる基準変更が

あったので、今後、動向については、よくよく

見ていきたいと考えているところでございま

す。

次に、教育について伺いたいと思います。ま

ず、生徒指導に関することについて伺います。

私もずっと本県の教育を受けてきた一人であ

りますけれども、以前からすると、生徒指導の

あり方が随分変わったなと感じることがたくさ

んありますが、児童生徒による問題行動、中で

も暴力行為や、先生たちに対する威圧的な行

為、なかなかこれが改善されないまま子供たち

がどんどん進級しているという状況を幾つか見

てきました。そのまま小学校から中学校に上が

り、中学校から改善されないまま高校に上がっ

ていくという年齢を経ていたりするんですね。

こういう現状を見ていて、やっぱり現場の先生
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方が、これに対応することに非常に苦慮されて

おります。

本県では、これに対してどのように取り組ん

でいるのか伺ってまいりたいと思うんですが、

まず、現在、学校現場における児童生徒の教師

に対する暴力行為の発生状況はどのようになっ

ているのか、教育長に伺います。

（ ） 平成29年度の県内公○教育長 四本 孝君

立学校における児童生徒の教師に対する暴力行

為の件数は、小学校36件、中学校11件、高等学

校３件、合わせて50件となっております。

小学校における発生件数が多くなっておりま

すが、これは、特定の児童が暴力行為を何回も

繰り返していることによるものであります。

不思議なものでしょう、小さ○二見康之議員

いころのほうが件数が多いと。大人になってい

くにつれて、だんだん理解していっているのか

なとも思うんですが、やはり小学校のうちの繰

り返す行動をどう指導していくのかというとこ

ろが大事になってくるんじゃないかなと思いま

す。

その繰り返される暴力行為の改善指導をしっ

かり行うことが大切ではないかと思いますが、

県教育委員会は、この暴力行為についてどのよ

うに対応しているのか、教育長に伺います。

（ ） 学校におきまして○教育長 四本 孝君

は、暴力行為を行った児童生徒に対して、校長

を中心にした生徒指導体制を構築し、毅然とし

た態度で指導を行うとともに、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーなどの外

部専門家の活用を図りながら、教員が一人で抱

え込むことなく、学校全体で組織的に対応して

いるところであります。

例えば、暴力行為を繰り返すなど対応の難し

い児童生徒に対しては、スクールサポーターや

警察、児童相談所等の関係機関と連携したケー

ス会議を開くなどして、その原因を探り、子供

への理解を深めることで、改善につながったと

いう事例もあります。

組織的に対応されているとい○二見康之議員

うのは、よく話を伺うところなんですけれど

も、現在、学校で発生するさまざまな問題に対

して、組織的に対応していこうという教育委員

会の方針があるんじゃないかなと思うんです

が、児童生徒指導というものは、まず発生した

そのときに、その現場でどう対応されたのかが

重要なんじゃないかなと思います。私たちが受

けてきた生徒指導といいますと、その場で、制

裁じゃないけれども、懲戒を受けたというか、

そういうのがあったわけなんですが、この生徒

指導のあり方、指導観というのでしょうか、ど

のように変化してきているのか、教育長に伺い

ます。

（ ） 学校における生徒指○教育長 四本 孝君

導は、児童生徒を管理し、教師の対症療法的な

指導が主流でありましたけれども、子供たちを

取り巻く環境の大きな変化に伴いまして、いじ

め、暴力行為など、生徒指導上のさまざまな課

題が根本的な解決にはつながらず、十分に対応

できていない状況が指摘をされたところであり

ます。

そのために、平成22年度以降、随時、文部科

学省から、これからの生徒指導についての考え

方や指導方法等が示され、児童生徒に対する理

解を図りながら、組織的な対応を行うことが重

視されるようになってまいりました。

これらを踏まえまして、家庭や地域の協力の

もと、警察や児童相談所等の関係機関とも連携

しながら、課題の解決を図られるよう指導して

まいりたいと考えております。
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対症療法的な対応から組織的○二見康之議員

な対応に変わってこられているということなん

ですけれども、その組織的な対応については、

これまでずっと検討されてきているんでしょう

が、まずその対症療法的なところ、その場でど

う対応しないといけないのかというところを、

もう少し研究していく必要があるんじゃないか

なと思います。

国が作成されました資料、先日読ませていた

だいた「生徒指導提要」の中では、学校におけ

る懲戒の判断について、「適正な手続きを経る

ように努める必要がある」とありましたが、ど

のような手続をとるようにしているのか、本県

ではどのように対応されているのか、教育長に

伺います。

（ ） 児童生徒への懲戒に○教育長 四本 孝君

つきましては、真に教育的配慮をもって、慎重

かつ的確に行わなければならないことから、

個々の事案ごとに、校内で定めた基準に基づ

き、検討を行っているところであります。

県教育委員会といたしましては、懲戒の根拠

を定めております学校教育法第11条に基づいた

対応を行うよう、生徒指導担当者の会議におい

て資料を配付するとともに、児童生徒や保護者

に対し、その趣旨を説明するよう、各学校を指

導しております。

組織的なところは大体わかっ○二見康之議員

てきましたが、この暴力行為等については、教

師自身も身の危険にさらされるような事案であ

り、その場での対応も重視されなければならな

いと思いますが、現在では体罰などその指導方

法等についてもさまざまな制限を課せられてい

る教師に対し、県教育委員会はどのように対応

するように指導されているのでしょうか。

身を守る正当な行為は、どの程度まで許容さ

れると考えておられるのか、そして、現場の教

職員に対し、具体的にどのように対応するよう

指導しているのか、教育長に伺います。

（ ） 暴力行為から身を守○教育長 四本 孝君

る正当な行為につきましては、文部科学省から

の通知により、児童生徒からの教員等に対する

暴力行為や、他の児童生徒に被害を及ぼすよう

な暴力行為に対して、これを制止したり、目の

前の危険を回避したりするためにした有形力の

行使については、体罰に当たらないとされてお

ります。

暴力行為等の問題行動については、教師が自

信を持って指導を行うことが必要でありますこ

とから、県教育委員会といたしましては、先ほ

どの通知文や、県教育委員会が作成したガイド

ラインをもとに、実際に行った具体的な事例を

参考にしながら、研修を実施しているところで

あります。

同じく生徒指導提要では、○二見康之議員

「問題行動が起きた場合、時期を逃さずに毅然

とした指導をすることが大切」とありますが、

現場で具体的にどのように対応するように指導

しているのか、これも教育長に伺います。

（ ） 問題行動に対して○教育長 四本 孝君

は、毅然とした姿勢で教職員が一体となって対

応し、児童生徒が安心して学べる環境を確保す

ることが必要であります。

そのために、各学校で策定しております問題

行動等への適切な対応を図るための危機管理マ

ニュアルをもとに、小さなサインを見逃さず、

問題行動を発見した場合は素早い対応ができる

よう、全職員で共通理解し、直ちに実践するよ

うにしているところであります。

県教育委員会では、市町村教育委員会と連携

を図りながら、問題行動の実態に合わせて、危
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機管理マニュアルの見直しを随時行うよう指導

するとともに、各学校の生徒指導担当者を集

め、事案発生時の適切な対応について研修を

行っているところであります。

これまで生徒指導についての○二見康之議員

具体的な明確な指針がなかったということで、

この生徒指導提要がつくられたと伺っておりま

すけれども、学校が抱えるさまざまな問題への

対応の仕方について記載はされておりますが、

読んでみて、具体性に欠けるなと感じるんです

ね。現場の最前線で対応されている教職員の

方々がしっかりと対応できるように、県教育委

員会には取り組んでいただきたいと思います。

また、マニュアル作成ではやっぱり限界がある

んじゃないかなと。ある意味では、現場におけ

る裁量の幅、その辺も考えていかなければなら

ないんじゃないかなと感じたところでありま

す。

実際にこういう問題行動を起こす生徒という

のは、そんなにたくさんいるわけではないんで

しょうが、ただ、実際には潜在的にいる部分も

あると思います。報告が上がっていない部分も

ですね。ただ、周りにいる子供たちは、しっか

りしているわけなんですね。そういう子供たち

に悪い影響を及ぼさないように配慮していかな

ければならないし、そのためには、時期を逃さ

ない毅然とした指導をとられるように、環境整

備を整えていただきたいし、また、組織的な対

応も、速やかに、段階的に取り組んでいただき

ますようにお願い申し上げておきます。

次に、英語教育について伺います。

2020年度から小学校５、６年生に外国語科が

実施されることになって、本県でも新制度移行

への対応として、全ての学校で先行実施に取り

組んでおられるとのことでした。そこで、まず

初めに伺いますけれども、今回の制度改正の狙

いや目的はどのようなものなのだったのかな

と。単なる中学校の前倒しではないという国の

説明もあるわけなんですが、2020年度から新た

に小学校５、６年生で実施される外国語科は、

これまで実施してきた外国語活動とどのように

違うのか、教育長に伺います。

（ ） これまで、高学年で○教育長 四本 孝君

実施されてきました外国語活動では、「聞くこ

と」や「話すこと」を通して外国語になれ親し

ませ、外国語で話す楽しさを実感できるような

体験的な活動が、年間35時間行われてきまし

た。

しかしながら、小学校で音声を中心に学んだ

ことが、中学校での文字を使った学習へスムー

ズに接続されていないといった課題が見られま

したことから、新たに実施される外国語科で

は、単なる「中学校の前倒し」ではなく、「中

学校への緩やかな移行」を図るために、例え

ば、アルファベットを書いたり、音声でなれ親

しんだ英文を読んだりという、「書くこと」や

「読むこと」を加えた学習が、年間約70時間実

施されることになります。

私たちが学校教育を受けてい○二見康之議員

る時代は、まだ外国語活動というのはなかった

ので、全国的にも一律なんですかね、10数年前

に始まったような記憶があるわけなんですが、

それまでは中学校に入ってすぐ英語というもの

の授業が始まったわけなんですね。この中で

は、多分僕が一番、宮崎県の教育委員会におけ

る英語教育を受けてきた最新のデータという

か、実際に受けてきたんだと思うんですけれど

も、25年前に中学校１年生でしたので。

そのときの思い出といいますか、６年くらい

前ですか、ある友達の結婚式に行ったときに、
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１年生のときの英語の担任の先生にお会いする

ことがありました。非常に懐かしく、またうれ

しく思って、いろいろ話をさせていただいたん

ですけれども、その先生と話しているうちに、

衝撃的な事実があったのが、先生に「英語の授

業で本当にお世話になりました。なかなか僕は

英語ができなかったので、先生には迷惑をかけ

ました」と申し上げたら、先生が、「僕は英語

を教えたかな」と言われたんですね。「いや、

先生教えましたよ。１年１組と１年２組で教え

ていたじゃないですか」。ほかの英語の先生は

「Good morning everyone」と言うのに、先生は

「Good morning everybody」と言っていまし

た。不思議だなと、友達と話ししながら思った

んですけれども、よくよく先生と話をしている

と「そういうこともあったかな。実は僕は国語

が専門なんだよ」と言われたんですね。ええっ

と思いまして、正直、僕も英語ができなかった

ので、個人的に非常に苦労したんですけれど

も、自分の努力が足りないからと思っていまし

たが、ある意味では先生のせいだったのかな

と。最初の取っかかりの段階で苦手意識がある

と、なかなかこれを克服することが難しい。こ

れは心理学的にも言われておりますので。ただ

当時は、英語の専任の教師というのが少なかっ

たという現状もあったそうです。だから、だん

だん英語の先生をふやしていって、現在では、

ほかの九州各県の中でも、英語教育に対しては

いい成績をおさめているという、国の調査結果

も出ているわけなんですけれども。

やはり、子供たちが英語教育を受ける小学校

において、どういう方が指導されるのかという

のは、非常に問題になってくるんじゃないかな

と。中学校へのスムーズな接続をしていくため

にも、小学校の先生たちが、しっかりとその段

階で、できる教育をしていただきたいと願うと

ころなんですが、ある教育専門家が指摘してい

たことに、英語指導に自信がない先生も少なく

ないということがあります。文科省の調査で

は、小学校教員で英語教員免許を持っている人

はわずか５％程度、海外留学経験がある先生も

５％程度だったということです。また、「英語

活動を指導することに自信がありますか」とい

う質問に対し、「そう思わない」「どちらかと

いえばそう思わない」と答えた教員が65％に上

り、その理由は、「英語力」「英語の発音」

「とっさに英語が出てこない」などを挙げてお

られ、教員が自信のなさを訴えている現状もあ

るようです。本県の教育委員会としては、この

ことに対して、しっかり対応していかなければ

ならないと思いますが、外国語教育の教科化に

向けて、小学校教員に対する研修をどのように

行っていくのか、教育長に伺います。

（ ） 外国語教育の教科化○教育長 四本 孝君

に対応いたしますため、これまで県教育委員会

では、国の中央研修に派遣をされた教員が講師

となって伝達研修を行い、各学校で、外国語教

育を推進する教員の養成に努めてきたところで

ございます。

さらに本年度より、全ての学校の中学年、高

学年の教員から１名ずつを集めまして、「読む

こと」や「書くこと」などの具体的な指導方法

等に関する研修を、２日間で合計10時間行って

おります。その後、各学校では、この研修を受

けた教員を中心に、より実践に即した研修を実

施して、学級担任一人一人の指導力の向上を

図っているところであります。

県教育委員会といたしましては、教員が自信

を持って外国語の指導ができますように、今後

とも、継続して研修を実施いたしますととも
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に、各学校の要請に応じて学校訪問を行うな

ど、きめ細かな支援を行っていきたいと考えて

おります。

前に質問でもありましたの○二見康之議員

で、大体読ませていただいておりましたが、ま

ずは国の研修を受けに行って、その人たちが各

学校から来たリーダーを指導して、その指導さ

れたリーダーの方が、各学校で先生たちに指導

をするという、３段階になっているみたいなん

です。今のやり方だと、県教育委員会として

は、２段階までは把握できるけれども、３段階

の部分ではなかなか実態がつかめていないんだ

ろうと。先生たちが自信がないと思っている、

こういう現状に対して、ある程度はしっかりサ

ポートしていってほしいなと思っております。

それが本県の英語教育の推進にもつながると思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

次に、フードビジネスについて伺いたいと思

いますが、本県の取り組む重点項目のフードビ

ジネス、これまでの取り組みに対する経過確認

も兼ねて、これまでの取り組みと成果につい

て、総合政策部長に伺います。

（ ） フードビジネ○総合政策部長 日隈俊郎君

スにつきましては、平成25年３月に振興構想を

策定いたしまして、豊富な農林水産物という本

県の強みを生かした食関連産業の成長産業化を

目指して、生産者所得の向上や高付加価値化な

どの視点から推進しているところであります。

具体的には、産学金労官で構成します全県的

な推進組織を設置するとともに、「フードビジ

ネス相談ステーション」などの推進基盤の整備

や、分野ごとのコーディネーターによる企業へ

の支援、また、「ひなたＭＢＡ」などによる人

材育成など、幅広く取り組んでいるところであ

ります。

これらの取り組みによりまして、本県の食料

品・飲料等出荷額は、構想策定時から約1,300億

円増加し、5,369億円にまで伸びてきており、ま

た、食料品及び飲料の輸出額につきましては、

構想策定時から約７倍となります43億円になる

など、成果が着実にあらわれているところであ

ります。

着実な成果が出ているという○二見康之議員

ことなんですが、ちょっと視点を変えて考えて

みたいなと思っているんですね。

先日、ある外国人の方から言われたことが、

日本はもうちょっと英語の表記をやってほしい

と。アジアから来る人たちがたくさんいるわけ

なんだけれども、同じ漢字を使っている文化

だったら、大体意味はわかる。だけど、英語圏

から来たら何なのかさっぱりわからない。だか

ら、そこに英語表記をしてほしいと。これが何

なのかということですね。そこで指摘されたの

が、日本では交番がありますね。「交番」とい

う漢字の横にローマ字で「ＫＯＢＡＮ」と書い

てあります。ローマ字は外国人も読めるから

「こうばん」と読むんだけど、「交番」そのも

のの意味がわからない。だから、「ＰＯＬＩＣ

Ｅ ＢＯＸ」と書いておいてもらえれば、意味が

わかるんだよねと。喉が渇いたからコンビニに

行って水を買おうと思った。水だと思って買っ

た、ちょっといい瓶に入っている水を飲んでみ

たら、お酒だった。そういう現状があるので、

そういう商品パッケージとか、ちょっと工夫し

ていく必要があるんだと思います。今、訪日外

国人もこれだけふえてきておりますから、そこ

にまずしっかり対応していく取り組みを考えて

いく必要があると思いますが、総合政策部長に

伺います。
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（ ） これまでの取○総合政策部長 日隈俊郎君

り組みにより、着実な成果があらわれておりま

すフードビジネスを、今後さらに成長させてい

くためには、お話にありましたように、輸出拡

大に加えまして、訪日外国人等に向けての販売

促進も重要な視点であると考えております。

具体的には、お話にありましたように、外国

人が商品の中身や特徴を理解できるよう、パッ

ケージのデザインや売り場での表示を工夫する

ことが有効ではないかと考えております。

県といたしましては、今後、「ひなたＭＢ

Ａ」でのセミナー、県工業技術センターや

「フードビジネス相談ステーション」による

パッケージデザイン作成に係る助言・指導等を

通じて、このような視点からの事業者の取り組

みを支援してまいりたいと考えているところで

ございます。

ぜひよろしくお願いします。○二見康之議員

商品名をローマ字表記することの意味という

のは意外とないんだということに気づかされ

て、本当に目からうろこだったんですけれど

も。

次に、ものづくり補助金について伺いたいと

思います。

この６年ほどずっと、この取り組みに対して

県も積極的に向き合ってこられておりますが、

これまで、いろんな「よかった」という声も聞

くんですけれども、中には十分な実施期間が確

保できなくて断念されている企業もあると聞い

ております。

県は、このものづくり補助金に対する県内事

業者からの意見要望等を聞いておられると思い

ますが、その声にはどのようなものがあって、

県ではどう対応していく考えなのか、商工観光

労働部長に伺います。

（ ） 国の「も○商工観光労働部長 井手義哉君

のづくり・商業・サービス経営力向上支援補助

金」、いわゆる「ものづくり補助金」を活用し

た事業者からは、小規模な事業者でも活用で

き、事業拡大や生産性向上につながる有効な補

助金であるという声を聞いているところでござ

います。

一方で、設定された事業実施期間が短く、納

入に時間を要する設備には活用しづらいとの声

や、大規模な設備投資にも対応できるよう補助

の上限額を上げてほしいなどの声を伺っており

ます。

県といたしましては、本補助金は、中小企業

の成長に大変有効であると考えておりますこと

から、国に対して、機会を捉えて、事業者の声

をしっかりと伝えるとともに、県内事業者がよ

り活用しやすいものとなるよう、制度の拡充な

どを要望してまいりたいと考えております。

このものづくり補助金に対す○二見康之議員

る、これまでの県としての取り組み及び評価に

ついてはどのようにお考えなのか、同じく商工

観光労働部長に伺います。

（ ） 県では、○商工観光労働部長 井手義哉君

県産業振興機構などの関係機関・団体と連携

し、県内事業者への訪問や相談対応を通して、

販路開拓や生産技術の向上、新分野・新事業の

展開など、成長のためのさまざまな支援を実施

しております。

このような支援を行う中で、設備投資などに

意欲の高い事業者に対しましては、ものづくり

補助金の活用を積極的に促しているところであ

り、本県におきましては、これまで延べ約700事

業者に対して、補助金ベースで70億円を超える

事業が採択されているところであります。

この補助金の活用により、新商品の開発や生
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産性の向上につながるなど、製造業を中心とし

て、県内企業の全体的な底上げが図られている

ものと考えておりますことから、引き続き、県

内事業者の活用を促進するとともに、国に対し

まして、制度の継続や予算の確保について要望

してまいります。

本県のものづくりが他県に比○二見康之議員

べて弱いということもあって、とにかく力を入

れていくべきだということを、当初から申し上

げているところですので、あとはしっかりとし

た事業検証も行っていく必要もあるのかなと。

なかなかそれに見合ったデータがないというの

もわかったので、何らかの検証の仕方を検討し

ていくべきじゃないかなと思いました。

最後に、ジェトロ宮崎について伺いたいと思

います。

３年前に県の御尽力によって、ジェトロ宮崎

の事務所を設置することができました。これま

でたくさん、地元企業の方々に活用いただき、

また海外展開など多くの利用をいただいており

ます。その喜びの声もいただいているところで

ありますが、あれから３年が過ぎて、本県の海

外展開なども、次のステップを考えて取り組ん

でいかなければならない時期に来ているのでは

ないかと思います。これまでの取り組みや成

果、今後の展望について、商工観光労働部長に

伺います。

（ ） ジェトロ○商工観光労働部長 井手義哉君

宮崎では、平成27年10月の事務所設置以降、貿

易に関する知見や海外ネットワークを生かしな

がら、県内企業の海外展開をさまざまな形で支

援されております。

具体的には、開設以来、これまでの３年間に

おいて、貿易相談への対応件数が650件、ジェト

ロ輸出専門家による個別支援を受けた県内企業

が90社になるなど、専門的な支援が、より手厚

く、きめ細かく行われるようになってきており

ます。

この結果、海外市場に意欲的に取り組む企業

がふえており、アメリカ向けの県産焼酎や調味

料、ＥＵ向けの漬物など、海外との新たな取り

引きにつながった事例も出てきており、成果は

着実に上がってきているものと考えておりま

す。

県といたしましては、県産品のさらなる輸出

拡大を図るため、引き続きジェトロ宮崎と連携

しながら、県内企業の海外展開促進に、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

私の一般質問は以上で終わり○二見康之議員

ますが、最後に一言だけ。

昔のことわざに、「隗より始めよ」という言

葉がございます。いろんなほかのことを考え

る、相手のことを考えるのも大事なんでしょう

けれども、まずは自分自身から始めていかなけ

ればならないんだなという意味だと思います

が、これからの県政発展のためにも、そういう

ところをしっかりと持っていただいて、知事に

も御尽力いただきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。以上で終わりま

す。（拍手）

次は、日高博之議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 自民党の日○日高博之議員

高博之です。

３年ぶりに原監督が宮崎に帰ってきました。

このことは、私個人としても大変うれしいこと

であって、感激でいっぱいであります。

秋季キャンプ初日に、監督とお会いし、お話

しする機会を与えていただきました。監督の言

葉をまとめますと、宮崎が好きだ、キャビアも

好きだ、というふうな感じで言っておりまし
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た。そして、この宮崎キャンプ、これは巨人軍

の象徴だから、これからもずっと頼むぞ、知事

にもよろしく伝えておってくれということで、

お決まりのグータッチで応えていただきまし

た。

ぜひ、知事も上京の際には、東京ドームを訪

れていただいて、原監督と、友情というか、

「タツ」と「シュン」の仲をつくっていただけ

ればなと思っております。

監督もサービス精神旺盛な方なので、宮崎に

対しまして、一肌でも二肌でも脱いでやると

言っておりましたので、その辺はよろしくお願

いしたいと思います。

さて、質問に入ります。九州中央自動車道に

ついてお伺いいたします。

今月の11日に九州中央自動車道高千穂―日之

影道路の雲海橋交差点から日之影深角インター

間が開通し、初めて西臼杵に高速道路が誕生い

たしました。

このことは宮崎県民、そして地元の西臼杵の

方々にとって感慨深いものがあるのではないか

と思っております。

九州中央自動車道のこれまでの歩みを振り返

りますと、昭和62年９月に国土開発幹線自動車

道建設法の一部改正により、九州横断自動車道

延岡線が予定路線に追加され、同年11月に建設

促進協議会が設立、そして平成８年には、悲願

でありました国道218号北方延岡道路の事業化が

決定し、平成13年11月に着工、平成18年２月に

舞野―延岡間が供用を開始し、目に見える形で

第一歩を踏み出したわけであります。

また、難関区間でありました五ヶ瀬―高千穂

道路の事業化が平成30年３月に決定したこと

は、全線開通にめどが立たない状況を反転させ

た、大きな出来事でありました。

特に、地元西臼杵郡選出の緒嶋県議は、計画

当初から尽力をされ、みずから築き上げられま

した国土交通省幹部との人脈を生かし、地元の

役場と連携し、たび重なる要望、陳情を小まめ

に繰り返され、九州中央自動車道をここまで押

し上げた功績は非常に大きいと実感をしており

ます。

このたび、地元から惜しまれる形で勇退され

るわけですが、井戸を掘った人のことは忘れる

なと言うように、緒嶋議員の思いをしっかりと

継承していくためには、これからの取り組みが

重要であり、現実的には、ことしの開通率は30

％と、全国平均の83％からすると、かなりおく

れているわけですので、私も、こういった現状

に危機感を持って、全力で取り組んでいく覚悟

を新たに持った開通式でありました。

そして、くしくも開通した日時は、11月11

日11時、まさに、イチについたばかりというこ

とで、国土交通省もよく考えたなと感心をして

いるところであります。

そこで、九州中央自動車道の全線開通に向け

た県政のトップたる知事の意気込みをお伺いい

たします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 お答えしま○知事 河野俊嗣君

す。

九州中央自動車道高千穂日之影道路の雲海橋

交差点―日之影深角インターチェンジ間の2.8キ

ロが今月11日に開通をし、日之影町として初め

て、そして西臼杵初の高速道路が誕生したとこ

ろであります。11月11日、人と人を結ぶいい道

路ができたということであります。

長年にわたり御尽力いただきました地元の緒

嶋議員を初め県議会議員の皆様、また地域の皆
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様、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。

今回の開通は、大規模災害時の緊急輸送や、

救急医療への対応はもとより、広域観光や林業

等の地場産業の振興などにもつながるものであ

り、西臼杵または県北の、そして九州全体の発

展にも資するものと、大変うれしく、また期待

をしているところであります。

来月16日には、熊本側の小池高山インター

チェンジ―山都中島西インターチェンジ間

の10.8キロメートルも開通を控えております。

これを含めましても、全体の３割の開通になっ

ております。この着実な歩みを、さらに５

割、10割と大きな歩みへとつなげていかなくて

はならないと考えております。

このため、熊本・大分の知事と、７月に合同

で要望を行ったところであります。

また、熊本と連携をしました８月の地方大

会、10月の提言活動など、あらゆる機会を通じ

て国に強く訴えてきているところであります。

今後とも、私が先頭に立って、関係各県、沿

線地域の皆様と心を一つにして、九州中央自動

車道の一日も早い全線開通に向けて、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

決意を述べていただきました○日高博之議員

が、首長というのは３期目に一番力を発揮でき

ると言われておりますので、ぜひ知事の政治力

に期待したいと思います。

次に、中山間地域振興計画の改定状況につい

てお伺いいたします。

中山間地域は、県土の面積の約９割、人口は

約４割を占め、その振興を図っていくことは、

県政の重要な課題の一つであります。

県では、平成23年３月に制定された「宮崎県

中山間地域振興条例」に基づき、同年９月に中

山間地域振興計画を策定し、人口減少・高齢化

・地場産業の低迷などの課題に対応するための

各種の取り組みを進めてきております。

しかしながら、人口減少、少子高齢化は急速

に進んでおり、日向・入郷地域に住む住民の将

来に対する不安感は非常に大きいと感じており

ます。

このような中、県では、本年度、次期（第３

期）中山間地域振興計画の改定作業を進められ

ておりますが、計画改定に当たって、どのよう

な視点に基づき検討をされているのか、総合政

策部長にお伺いいたします。

（ ） 本県の人口減○総合政策部長 日隈俊郎君

少は、予想を超えて進んでおりまして、中山間

地域においては、より厳しい状況にあります。

今回の中山間地域振興計画の見直しに当たり

まして実施しました、市町村との意見交換や、

集落代表者へのアンケート調査等におきまして

も、例えば、「医療や介護等のサービスを今後

どう維持していくのか」、また、「高齢化によ

る免許返納後の買い物や移動手段の確保が心

配」など、身の回りの暮らしにかかわるさまざ

まな課題や不安の声を伺っているほか、移住・

ＵＩＪターンの推進等、人口減少対策をさらに

進めるべきだといった御意見をいただいている

ところであります。

このため、次期計画におきましては、医療・

介護、地域交通といった暮らしを守る機能や

サービスの維持・確保、担い手対策など、中山

間地域の喫緊の課題に対し、施策の重点化を

図っていく必要があるものと考えております。

一口に中山間地域と言いまし○日高博之議員

ても、平場から山間部まで範囲は広く、状況も

さまざまでございます。

中でも、急峻な地形で交通アクセス面でも制
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約のある山間部の状況は厳しく、例えば、先ほ

ど言いました医療・介護資源は限られ、これら

に対応する取り組みなどは喫緊の課題となって

おります。

社人研の推計では、30年後の山間部の市町村

の人口は大きく減少し、地域の運営が成り立た

ないところが出てくると推測され、より厳しい

地域に焦点を当てた施策を積極的に展開するべ

きではないかなと考えております。

そこで、次期計画においては、山間部などの

厳しい条件不利地域の振興を、より積極的に

図っていくべきであると考えますが、総合政策

部長の見解をお伺いいたします。

（ ） 本県の中山間○総合政策部長 日隈俊郎君

地域の中でも、市町村によって人口の変化や地

域の実情はさまざまでありますが、御指摘のと

おり、山間部などでは、特に人口減少と高齢化

の進行が著しく、今後、買物や交通、福祉サー

ビスなどの確保が困難となるおそれがありま

す。

このため、各種サービスの拠点となる集落と

周辺の複数の集落を、地域の実情に応じた交通

・物流のネットワークで結ぶとともに、地域住

民みずからが多様な主体と連携・協働しながら

暮らしの機能を確保する仕組みづくりや、医療

・介護、防災などの暮らしのセーフティーネッ

トの構築に取り組む必要があると考えておりま

す。

次期中山間地域振興計画におきましては、こ

のような取り組みを「宮崎ひなた生活圏づく

り」として、市町村等と連携しながらさらに展

開し、安全・安心な暮らしの確保を図ってまい

りたいと考えております。

正直、４年間の議員活動を通○日高博之議員

して、平場と山間部では行政サービスの格差が

あるなと実感しておるんです。ですから、部長

もこのことは、福祉保健部長時代にわかってい

るはずなんです。ですから、しっかりと実情に

応じた仕組みづくりをお願いしたいと思いま

す。

次に、現在の中山間地域振興計画の基本目標

は、「持続可能な中山間地域づくりを目指し

て」となっておりますが、中山間地域と都市部

は相互に補完関係にあり、一方のみでは成り立

たない。

特に日向圏域はその代表例であって、入郷地

域があっての日向であり、中山間地域の持続可

能性が強く求められるわけであります。

そこで最後に、本県中山間地域の将来像をど

のように描いていこうとしているのか、知事に

お伺いいたします。

（ ） 本県の中山間地域に○知事 河野俊嗣君

は、自然と共生をした生活の営みや、地域に根

づいた豊かな文化や歴史等が受け継がれており

まして、これからも私たちが大切にしていくべ

き価値や魅力を備えており、住み続けたい人の

割合も約９割と高い水準にあります。

その一方で、急激な人口減少に直面している

地域も多く、これらの地域における集落の維持

・活性化が大きな課題だと考えております。

こうした現状を踏まえまして、引き続き、農

林水産業の振興や担い手の確保、地域の魅力あ

る資源を活用した地域づくりを推進しますとと

もに、例えば、小規模集落に住む高齢者等に対

しまして、役場周辺で安心して各種のサービス

を受けることができるような、医療・福祉の

セーフティーネットワークの仕組みづくりや、

集落のネットワーク化によります連携と補完の

促進を、市町村等と一体となって進めていく必

要があると考えております。
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また、地域で頑張っておられる「いきいき集

落」のような取り組みを支援していく、さらに

は中山間盛り上げ隊、都市と中山間の人的交

流、交流人口、関係人口をふやしていく、そう

いう取り組みも重要であろうかと考えておりま

す。

このような取り組みを通じて、安心な暮らし

の確保や、それぞれの特色を生かした地域の維

持・活性化を図りながら、大切な中山間地域を

次の世代にも引き継いでまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。知事○日高博之議員

もそうかもしれませんが、私は、都会で手の込

んだ料理を、フォークとナイフでチャカチャカ

いわせて食べるよりも、諸塚とか椎葉に行っ

て、地元のおじちゃんたちと酒を酌み交わしな

がら、地域のことを語り合いながら、そしてま

た、おばちゃんたちから鹿とかシシの手料理を

食べさせていただける、こういったことが、数

倍も温かみがあって、これは絶対残したいと心

から思っております。ですから、こういった人

たちにもっと光が当たってこその「中山間地域

振興計画」になってほしいなということを要望

したいと思います。

次に、インフラ施設の魅力発信についてお伺

いいたします。

10月下旬、鎌原副知事と、耳川にある九州電

力のダム２カ所を視察させていただきました。

今回調査した耳川の２カ所のダムでは、この

「耳川水系総合土砂管理計画」に基づいて、上

流から流れてくる土砂を下流に流しやすくする

ための改造工事が進められておりました。

このうち、西郷ダムでは、ダム本体の工事が

進められるとともに、本体の施設の一部とし

て、鐘形をした大きなクレーンが設置されてお

りました。

ダムに隣接して整備された広場には、ダムを

訪れた方が楽しんでいただけるよう、実際に人

が鳴らすことのできる鐘のモニュメントも設置

されております。

また、西郷ダム、山須原ダムのいずれも点検

用の管理橋が設置され、管理橋からは、日本一

大きなスリット式ゲートなど、土木施設を間近

で見ることができます。

現地のダム施設の大規模な改造が一刻も早く

完成し、洪水被害が減ってほしいという願いと

ともに、このような施設を多くの県民の皆様に

ぜひ見ていただきたいと思ったわけでありま

す。

そこで、ダム施設の改造工事を見学された鎌

原副知事の率直な感想をお伺いいたします。

（ ） 今回訪れました耳川○副知事 鎌原宜文君

におきましては、行政機関や地域住民、九州電

力などが一体となった総合土砂管理の取り組み

を行う中で、最近人気が高まっておりますダム

見学にも配慮した施設整備が行われておりま

す。

見学した西郷ダムにおきましては、流域住民

から名称を募って、「永遠（とわ）の鐘」と名

づけられた、全国でも珍しい鐘の形をしたク

レーンが設置され、また、山須原ダムにおきま

しては、国内最大級のラジアルゲートが設置を

されており、その規模に圧倒されたところでご

ざいます。

耳川流域には、このほかにも、日本初の大規

模アーチダムである上椎葉ダムや、国の登録有

形文化財に指定されております塚原ダムなど、

それぞれ特徴のある発電を目的としたダムが多

数建設されており、このようなインフラ施設

を、県民の皆様に実際に現地で見ていただくこ
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とは、公共事業や建設産業への理解にもつなが

ることから、関係者が連携しまして、その魅力

の発信や現場見学会などの取り組みを、より一

層推進する必要があると考えております。

私も一緒に行かせていただき○日高博之議員

まして、副知事もダムマニアなのかなという感

じもしまして、感心したところでありますが、

国土交通省の、副知事の元上司に当たります栗

田局長も担当局長なので、この辺を東京に行っ

て宣伝していただきたいと思うので、お約束し

てもらいましょう。いいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）

次に、道路や河川などのインフラは、社会経

済活動や県民の生活を支える必要不可欠なもの

であります。

一方で、建設産業に関心を示す若者の減少が

進み、建設産業の必要性や重要性について、県

民に十分理解されていないのではないかと考え

られます。

また、27年度の国勢調査による本県の建設業

就労者の29歳以下の割合が９％に対し、50歳以

上の割合が52％となっており、将来の建設業の

持続が大変危惧される状況であります。

このため、インフラストック効果や建設産業

の魅力を積極的に発信することにより、若者を

初め、広く県民の理解を深めるとともに、将来

の担い手確保にも寄与するものではないかと考

えます。

そこで、ダムなどのインフラ施設の整備効果

を県民に広く知ってもらうために、県としてど

のような取り組みを実施しているのか、県土整

備部長にお伺いいたします。

（ ） 道路や港○県土整備部長 瀬戸長秀美君

湾、ダムなどのインフラ施設の役割や事業効果

につきまして、県民の理解を深めることは大変

重要であると考えておりまして、これまでも、

「土木の日」のイベントや「土砂災害防止講

座」等を通じまして、広報活動に積極的に取り

組んできたところであります。

また、社会資本整備を進める上で、ストック

効果が重視されることとなったことから、道路

整備による時間短縮や、港湾整備による大型ク

ルーズ船寄港などの効果を実感してもらうた

め、県民の皆様を対象に、県内各地を訪れる

「ストック効果体感ツアー」を開催しておりま

す。

加えまして、平成28年度に「土木の魅力発信

事業」を立ち上げ、インフラのストック効果事

例集を作成し、国や市町村などに配付するとと

もに、県庁ホームページに掲載して、周知を

図っているところであります。

建設産業の魅力発信は、将来の担い手確保に

もつながりますので、ＳＮＳでの発信も含め、

今後とも、建設業団体や教育機関等と連携し、

取り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

次に、最近、ダムや橋梁など、既存の公共施

設をめぐるインフラツーリズムが注目されてい

るところであります。

宮崎県内の事例として、今年９月に九州電力

とＪＴＢが、日本初の大型アーチ式ダムである

椎葉村の上椎葉ダムなどをめぐる１泊２日のツ

アーの募集を始めたところ、４万9,000円の参加

費にもかかわらず、定員25名に対し、募集から

２日で定員に達したと聞いております。

県の施設を見ると、県庁本館や平和台公園も

ライトアップされ、一つの観光資源として効果

がありますが、県内にあるダムなどのインフラ

施設もライトアップするなど、観光資源とし
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て、もっと利活用できるのではないかと考えて

おります。

県では、インフラ施設のストック効果を体感

するためのツアーも実施しているとのことです

が、魅力の発信にとどまらず、インフラ施設を

既存の観光資源と合わせてツアーに組み込むこ

とによって、地域の活性化に寄与することがで

きるのではないかと考えたところであります。

そこで、今後、ダムなどのインフラ施設の活

用は、県内外からの観光誘客にも有効と考えま

すが、鎌原副知事に見解をお伺いいたします。

（ ） ダムなどのインフラ○副知事 鎌原宜文君

施設は、そのすぐれた技術力や歴史的価値を肌

で感じることができる、大変魅力的な観光資源

であると考えております。

近年、全国的にもインフラツーリズムが注目

をされてきておりますが、本県におきまして

も、木城町の小丸川揚水発電所は、地下400メー

トルにある発電所までトンネルで行くツアーが

人気となっており、また最近では、椎葉村が、

ダム湖をクルージングしながら紅葉を見るツ

アーに取り組むなど、県内自治体におきまして

も、インフラ施設を観光に活用する動きが出て

きております。

県内には、ダムのほかにも、高千穂鉄橋を初

めとする五ヶ瀬川にかかる橋梁群や、先日、国

の有形文化財に答申されました、細島灯台を初

めとする県内各地の灯台など、魅力的なインフ

ラ施設が数多くありますので、これらと周辺の

観光地や郷土料理などを組み合わせて観光誘客

に取り組むことは、地域の活性化に大きく寄与

するものと考えております。

宮崎は資源の宝庫ですね。私○日高博之議員

は、網でがばっとすくうような観光誘客もいい

んですけど、マニアに焦点を当てたマニア観光

も必要だと思っております。

例えば、マニアの中では上椎葉ダムのことを

「閣下」と呼んでいるらしいです。デーモン閣

下の「閣下」ですね。閣下には全国ネットワー

クがあって、きょう閣下が放水をするぞとメー

ルが入るらしい。そうしたら、全国どこにいて

も、閣下が放水するから行くぞということで、

飛行機に乗ってまで来てやるぐらい、マニアは

すごい力を持っているわけですよ。ですから、

やはりそういったマニア観光、ＤＭＯ、ダムマ

ニアをしっかり推進していっていただければな

と思っております。

次に、コンパクト・プラス・ネットワークの

考え方によるまちづくりについて、お伺いいた

します。

国土交通省が示している「国土のグランドデ

ザイン2050」によると、我が国は2050年には人

口が１億人を割り込んで、現在の居住地域の６

割以上で人口が半分以下になると推測され、こ

のまま推移すれば、急激な人口減少とその地域

的な偏りは避けられない状況にあります。

ショッピングセンターや食品スーパーなどの

商業サービス、病院・診療所・デイサービスセ

ンターなどの医療・福祉サービス、大学・図書

館・博物館などの教育・文化など、さまざまな

都市サービスが提供されるためには一定の人口

規模が必要となりますが、東京・大阪・名古屋

を中心とする三大都市圏を除くほとんどの都市

圏で人口が減少し、これらの都市機能が持続で

きなくなるおそれがあります。

このことは、雇用の減少はもとより、地方都

市の魅力が下がることで若者の流出につなが

り、結果として、その周辺を含めた地域全体の

衰退が加速してしまうのではないでしょうか。

各地域における一定の都市機能をどう維持し
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ていくのか、そして、周辺集落を含めた地域を

いかに維持していくのかが課題であると考えま

す。

さらに、世界のどの国も経験したことのない

超高齢化が我が国に到来しており、2050年の高

齢化率は約４割に達すると推計されておりま

す。

この急速な高齢化により、医療・福祉サービ

スの維持・提供が満足にできなくなるおそれが

あるとともに、地域の活力低下も懸念されてい

るところであります。これらの人口減少、高齢

化などによるさまざまな制約に直面した中、国

民の安全・安心を確保し、社会経済の活力を維

持・増進していく鍵は、市街地やその周辺のま

ちを「コンパクト・プラス・ネットワーク」と

いう考え方でつくり上げることであると、国は

提唱をしております。

そこで、県土整備部長に、コンパクト・プラ

ス・ネットワークの考え方によるまちづくりは

どういうことなのか、お伺いいたします。

（ ） 今後、人口○県土整備部長 瀬戸長秀美君

減少、高齢社会が進展していく中、将来にわ

たって持続可能な都市づくりを行うには、一定

の人口を確保した「人のまとまり」を形成する

必要がございます。

具体的には、医療・福祉・商業などの都市機

能を、都市の中心拠点や生活拠点にコンパクト

に集約し、その周辺や公共交通の沿線に居住を

誘導することで、一定のエリアの人口を維持す

ることができ、生活利便性の維持・向上が図ら

れることになります。

さらに、拠点へのアクセス及び拠点間のアク

セスを確保するなど、公共交通等を充実するこ

とにより、交通ネットワークの形成が図られる

ことになります。

コンパクト・プラス・ネットワークの考え方

によるまちづくりとは、このようなことを一体

的に実施し、日常生活に必要なサービスが、住

まいなどの身近に存在するまちづくりを行うこ

とであります。

ありがとうございます。○日高博之議員

次に、本県の人口減少は全国よりも12年、そ

して高齢化は５年早いペースで進んでおりま

す。

その一方で、広い県土の中で、都市部も中山

間地域も、それぞれの地域特性を生かした地域

づくりが必要であり、特に市町村合併が進んだ

地域では、旧役場などの活用が課題となってお

ります。

先ほど、「コンパクト・プラス・ネットワー

ク」の考え方を説明していただきましたが、こ

のような人口減少や高齢化への対策と、個性あ

ふれる地域づくりが求められる状況を踏まえま

すと、医療・福祉・商業等の都市機能を中心市

街地や旧役場などの拠点に集約して魅力を高

め、それらを結ぶ道路や公共交通などのネット

ワークを確保・強化していくことが有効と考え

ております。

先日、本県に国土交通省の青木都市局長がお

見えになり、その講演の中で、コンパクト・プ

ラス・ネットワークの考え方によるまちづくり

を実現する方策の一つとして、市・町が策定す

る立地適正化計画についての紹介がありまし

た。

そこで、この立地適正化計画を活用した市・

町のまちづくりについて、県の取り組みを県土

整備部長にお伺いいたします。

（ ） 立地適正化○県土整備部長 瀬戸長秀美君

計画は、市・町が住民などの意見を踏まえ、居

住や都市機能を誘導する区域を設定するととも
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に、これらを誘導するための施策などを定める

計画でございまして、コンパクトなまちを実現

するためには、重要な計画であると認識をして

おります。

例えば都城市では、この計画に基づきまし

て、国の交付金などを活用し、図書館や子育て

支援センターなどが一体となった中核施設であ

ります「Ｍａｌｌｍａｌｌ（マルマル）」が整

備され、年間43万人の目標に対しまして、オー

プン後、半年で約104万人が来館するなど、町な

かに新たなにぎわいが創出をされております。

現在、この計画を策定・公表しておりますの

は都城市のみとなっているため、本年５月か

ら11月にわたりまして、11の市町に対して、相

談会や首長等へ直接訪問しての働きかけのほ

か、まちづくり勉強会を３回開催するなど、さ

まざまな機会を通じて、計画策定に向けた支援

を行っているところであります。

Ｍａｌｌｍａｌｌ、私も行っ○日高博之議員

てまいりましたけれども、本当に近代的で、行

きたくなるなという施設ですね。43万人が半年

で104万人とは、これはものすごい効果だと思っ

ております。

そこで、国土交通省が2019年度から、立地適

正化計画に、新たに体育館やプールといった公

共のスポーツ施設を移転支援の対象に加える方

針を固めたという情報もございます。

２巡目国体を控えた本県の市・町にとっては

有効な事業だと思いますので、これも鎌原副知

事の元上司の青木局長に、またこれは鎌原副知

事の大きな仕事でございますので、その辺は

しっかりとお願いしたいと思います。

次に、スマート農業についてでありますが、

丸山裕次郎議員とかぶったので、私からは、人

材育成についてのみお伺いいたします。

スマート農業の推進には、費用対効果などの

検証とともに、スマート農業に対応できる人材

の育成が重要であります。

人材育成では、現在の農業従事者はもとよ

り、将来を担う農業大学校生など、若いときか

ら学ぶべきであります。

そこで、スマート農業に対応した人材の育成

について、現在の取り組みと今後の対応を、農

政水産部長にお伺いいたします。

（ ） スマート農業○農政水産部長 中田哲朗君

の導入には、お話がありましたとおり、人材の

育成が非常に重要であると認識しているところ

であります。

そのため県では、スマート農業の専門技術指

導担当の配置や、普及指導員を国主催の研修会

に参加させるなど、指導者の育成を進めており

ます。

また、県立農業大学校では、平成29年度から

スマート農業をカリキュラムに追加し、現場の

導入事例や栽培環境モニタリングシステムの活

用など、将来を見据えた学習に取り組んでおり

ます。

さらに、農業法人と連携して、スマート農業

の実証に取り組むチャレンジファームを情報発

信拠点と位置づけ、農業者や関係機関を対象と

した研修会などを開催することといたしており

ます。

今後も、関係者と一体となって、スマート農

業に対応できる人材の育成に取り組んでまいり

ます。

丸山議員が力強く言っておら○日高博之議員

れました、稼げる地方創生、稼げる農業、これ

をスマート農業で目指さないかんということで

ございましたので、よろしくお願いいたしま

す。
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次に、ヘベスの生産拡大についてお伺いいた

します。

平成28年９月、県は生産者や関係機関・団体

とともに、県下全域に産地を拡大する方針を打

ち出されました。

私もかねてから、ヘベスの未来について地元

の生産者の皆様と協議を重ねる中で、オール宮

崎でブランド力を高めることが重要だと考えて

いたところであります。昨年２月議会でも、産

地拡大に向けた具体策や将来を見越した販売戦

略についても県の考え方をお聞きいたしました

上で、息の長い支援を着実に進めていただくよ

う要請いたしたところでございます。

そこで、今後の生産拡大が期待されるヘベス

の現状と今後の振興策について、農政水産部長

にお伺いいたします。

（ ） ヘベスの生産○農政水産部長 中田哲朗君

につきましては、現在、日向地区を中心に25ヘ

クタールで作付されておりますが、需要に供給

が追いつかない状況を踏まえ、平成37年度に県

内全域で40ヘクタールとする目標を立て、必要

な苗木の確保や導入農家の選定に取り組んでま

いりましたが、いよいよ本年度、都城市や串間

市などで約４ヘクタール分の苗木が植栽された

ところであります。

今後さらに振興を図っていくためには、本格

的な生産拡大に備え、県下一元での技術指導及

び集出荷体制を整備するとともに、作業のしや

すい水田などの平たん地を活用した、生産性の

高い経営を確立することが重要であると考えて

おります。

県といたしましては、引き続き、生産者や関

係機関・団体と連携しながら、宮崎のヘベスブ

ランドを確立してまいりたいと考えておりま

す。

ヘベスは、生産開始まで、実○日高博之議員

がなるまでに時間がかなりかかりますので、息

の長い支援をお願いいたしたいと思います。

次に、郡司副知事にお伺いいたします。

先日、副知事は、日向市のヘベス農場を訪問

され、生産者の方と意見交換会をされたと伺っ

ております。その際、生産者みずからのアイデ

アによる、アルミホイルを使った冷蔵貯蔵試験

に強い興味を持たれたと聞いております。

日向の生産者の皆様は、ほかにも、冷凍パッ

クや出荷時期を遅くした果実の販売に取り組ん

だり、また、シャーベットなどの加工品のみな

らず、牛乳との組み合わせによる地元ならでは

の食べ方の提案など、さまざまなアイデアを駆

使して、ヘベスのＰＲと販売拡大に取り組んで

おられます。

私は今後、県内全体の生産量が増加していく

ことが確実な中で、このような取り組みを生か

しながら、現在は収穫期間が限られ、長期貯蔵

も難しいといった課題を解決していくことが、

ヘベスの魅力を多くの消費者に知ってもらうた

めに効果的であり、ヘベスをもっと全国に売り

込む重要な視点ではないかと思っております。

そこで、郡司副知事に、ヘベスについて、今

回の産地訪問の所感と今後の展望をお伺いいた

します。

（ ） 先日、日向市を訪○副知事 郡司行敏君

れ、ヘベス生産者の声を直接お伺いすることが

できたことは、大変貴重な機会であったと考え

ております。また、その生産者がヘベス産地の

将来を思い、さまざまなアイデアに富んだ取り

組みを実践されていることを知り、大変心強く

感じたところであります。特に、議員からも御

紹介のありました、生産者による冷凍貯蔵の取

り組みは、とても興味深いものでありました。
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現在、ヘベスの出荷期間は、おおむねハウス

物が始まる６月から露地物が終わる10月までで

ありますけれども、この出荷時期が拡大できれ

ば、さらなる需要拡大が見込めるものと考えて

おります。

このため、県といたしましては、このような

生産者の取り組みも十分参考にしながら、まず

は現在、県と民間企業が共同で取り組んでおり

ます貯蔵試験について、しっかりと進めてまい

りたいと考えております。

私は、ヘベスは、香酸かんきつの中で最も高

いポテンシャルを有していると確信しておりま

すので、ヘベスの魅力を最大限に発揮できる生

産・販売・加工の取り組みを積極的に推進し、

ヘベスを全国はもとより、世界に売り込めるブ

ランドに育てていきたいと、そのように考えて

おります。

○日高博之議員 大変前向きな答弁ありがとう

ございます。

ヘベスは10月ぐらいまでしかもたないんです

ね。これが１月までもったら、鍋とかに入れら

れるんですね。こうなると効果が相当あらわれ

てくるのかなと思いますので、先ほどの展望に

ございましたように、「世界に売り込めるブラ

ンド」ということで、ぜひ実現をしていただき

ますように、お互い力を合わせて頑張りましょ

う。

次に、福祉行政についてお伺いいたします。

先日、ケアマネジメントに関する、宮崎県介

護支援専門員協会との意見交換会では、川野美

奈子部長を初め、長寿介護課の職員の皆様に

は、大変お忙しい中、御出席いただき、ありが

とうございました。

意見交換会の中で、大変重要な課題につい

て、３問質問をいたしたいと思います。

１つ目は、利用者、多業種、多公共機関との

連携、調整がケアマネジャー業務の一環として

ある中、資料作成や配付、受領など一連の業務

のスリム化が課題としてあると思われます。

現状としては、書類作成量が多く、本来の業

務である利用者と接する機会が少ないことや、

サービス事業者間の連携がとりにくいなど、業

務の効率化、資質の向上につなげられないとい

う意見が多く出ました。

国のほうでは、時代の流れもあり、こういっ

た業務の省力化について、ＩＣＴを活用する動

きも出ていると聞いています。

そこで、一連のケアマネジメント及び実地指

導、各種提出において発生する書類等につい

て、ＩＣＴを活用した業務の省力化に、県はど

う取り組むのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 居宅介護支

援業務におけるＩＣＴを活用した業務省力化に

つきましては、事務負担の軽減や業務の効率化

を進めるとともに、離職防止にも資する有効な

手段であると考えております。

このため、既に各事業所において、ＩＣＴ化

の取り組みが進められておりますが、国におき

ましても、ＩＣＴ導入に向けた支援策が打ち出

されておりまして、県では、県介護支援専門員

協会を通じて情報提供を行い、居宅介護支援事

業所におけるＩＣＴ導入の促進に努めていると

ころでございます。

県としましては、今後の国の動向を注視する

とともに、県介護支援専門員協会と、業務の煩

雑化の現状や課題などについて意見交換を行い

ながら、ＩＣＴを活用した業務省力化のあり方

について検討してまいりたいと考えておりま

す。
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○日高博之議員 ぜひ、これは検討してもらい

たいなと。モデルをつくってでも、しっかりや

る。これは2025問題なんかといっても、ケアマ

ネがおらんと始まらぬ問題ですから。この辺を

ぜひ部長、あと４カ月ですが、よろしくお願い

いたします。

次に、主任ケアマネジャーについてお伺いい

たします。

現在、主任ケアマネジャーに指導的役割があ

ることは、以前に比べてかなり認識されるよう

になりましたが、現実的にはケアマネジャーの

実務につきながら、ほかのケアマネジャーを指

導する時間的・精神的な余裕もないといった課

題もあります。

そういった中、県介護支援専門員協会が、主

任ケアマネジャーが本来の業務を実施できる環

境が整っていない現実を解決するために、平

成31年度、地域医療介護総合確保基金に係る事

業提案を県に要望されたとお聞きしておりま

す。

そして、介護業務の扇のかなめであるリー

ダー的主任ケアマネジャーを養成し、そのリー

ダーが地域において、本来の活動ができる環境

をつくり上げることは非常に大事なことだと

思っております。

そこで、主任ケアマネジャーの資質向上に向

け、県はどう取り組んでいくのか、福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 主任介護支

援専門員は、医療・介護サービス提供者との連

絡調整に加え、他の介護支援専門員への助言・

指導など、地域全体の相談役としての役割が求

められております。

県としましても、今後、地域包括ケアシステ

ムの構築を進める上で、その資質向上を図るこ

とが大変重要であると考えております。

このため県では、県介護支援専門員協会と連

携し、主任介護支援専門員向けの基本的な技術

を学ぶ法定研修を行っておりますが、さらなる

指導力の向上を図っていく必要がありますこと

から、同協会と丁寧な意見交換を行いながら、

より高度な技術や指導力の習得など、スキル

アップが図られるよう、研修の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○日高博之議員 現場を、行政職員も知ること

がすごく大事で、現場の捉えている問題と、行

政職員の皆さんが捉えている問題というのは違

いがあるなということを気づかされたわけであ

ります。

牛谷先生から、ファイブスターケアマネ

ジャー認証制度を、全国に先駆けて創設したら

どうかという提案もございました。

知事も、ファイブスターケアマネということ

は、多分、牛谷先生から聞かれていると。牛谷

先生が言っていましたので、多分そうだと思い

ますが、ぜひ、このファイブスターケアマネ

ジャー（五つ星ケアマネジャー）の育成を―

基準が必要だと思うんですね。どういう基準で

認証していくのか、調査研究をしっかりしても

らって、本県ならではのケアマネジャーの育成

が、絶対重要だなと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

次に、今年度、居宅介護支援事業所の指定権

限が、県から市町村に移行されたわけですが、

意見交換会の中で、特別事業所加算の解釈につ

いて、県と、ある市町村の意見が違う案件があ

り、結果的には、その市町村の方が解釈を間

違っていたことに気づき、解決したわけであり

ます。こういった事案は、今後も起こり得る可

能性があると、危惧をしております。
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市町村職員も、平成30年度に指定権限が移譲

されたばかりでありますので、戸惑いもあると

いうことも聞いております。

そこで、県は市町村にどのような指導を行っ

ていくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 県におきま○福祉保健部長 川野美奈子君

しては、権限移譲に備え、市町村向けの説明会

の開催や、県が実施する実地指導に市町村職員

にも同行してもらうなど、円滑な事務の引き継

ぎに努めたところでございます。

しかしながら、一部の市町村に、指導内容に

ついて認識の差がありますことから、権限移譲

後も、担当職員への研修を開催したところであ

りまして、今後も、年度内に、指導監督状況に

ついて情報共有を行うための連絡会議を開催す

ることとしております。

また、介護支援専門員に対する指導権限は県

にございますので、居宅介護支援事業所の不適

切な事業運営が疑われる場合には、市町村と合

同で監査に入るなど、指導内容の平準化・適正

化に向け、あらゆる機会を捉えて、市町村への

支援に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。結局○日高博之議員

複雑なんですよね、その監査自体。どっちがど

うなのかと。結局、権限が移譲されたから県は

関係ないんですよということじゃなくて、福祉

保健部とかが、もっと前向きに頑張ってもらい

たいなという気がしておるんですよ。それは部

長、あと４カ月ですが、ぜひお願いをしたいと

思っております。

次に、女性活躍についてお伺いいたします。

人口減少社会を迎え、労働人口の減少による

生産力の低下が懸念をされております。このよ

うな中、本県の就業者に占める女性の割合は、

国勢調査によると、平成22年が46.2％、平成27

年が47％と徐々にではありますが、増加傾向に

あります。

女性の有業率、つまり15歳以上に占める有業

者の割合でありますが、グラフにすると、結

婚、出産期に当たる30歳代に一旦低下し、育児

が落ち着いたころに上がっていく、いわゆるＭ

字カーブを描くわけです。

私は、特別委員会の調査で、女性就業促進の

取り組みについて、先月、滋賀県を訪問いたし

ました。

滋賀県の女性の有業者も、同様にＭ字カーブ

を描いており、仕事と家庭の両立支援の取り組

みに力を入れておられました。

そこで、再就職を希望する女性や、仕事と子

育ての両立に悩む女性等を対象に、就労に至る

までの個別相談や求人情報の提供などをワンス

トップで実施し、就労支援を行う「マザーズ

ジョブステーション」を、平成23年度から県内

に３カ所設置しておりました。

その結果、育児をしている女性の就業率がか

なりアップするという成果があらわれたという

ことであります。

私は、働きたい女性が、その希望をかなえ、

社会で活躍していくためには、就労支援などの

取り組みが大変重要であると考えております。

そこで、女性の就労に関する本県の取り組み

について、総合政策部長にお伺いいたします。

（ ） 働く女性が増○総合政策部長 日隈俊郎君

加する中、継続して就業することを望んでいる

にもかかわらず、出産・育児・介護を理由に離

職する女性も依然として多いことから、就業の

継続や起業、一旦離職しても再就職できる環境

の整備が大変重要であると考えております。

県では、再就職、起業、キャリアアップなど
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の女性の就労等を支援する「女性活躍相談窓

口」を県男女共同参画センターに設置するとと

もに、セミナーを実施するなど、働きやすい環

境づくりを支援しているところであります。

また、女性の就労支援を効果的に促進するた

め、県と労働局や関係団体で構成します「女性

の活躍サポート連絡協議会」を設置しているん

ですけれども、お話にありました、労働局が

行っている「マザーズハローワーク」などの仕

事と家庭の両立支援の事業や、商工団体が行う

起業支援などの取り組みに対する連携強化を

図っているところであります。

ありがとうございます。ここ○日高博之議員

は、商工観光労働部に女性活躍局というのがあ

るんですね。男女共同参画の部分と総合政策、

商工ですね、井手部長。一体的にやっているん

ですよ。特にここは、知事が女性の知事だった

という強みがあるんですね。ここを中心にやら

れると。その辺も勉強になるんじゃないかな

と、正直、思ったところであります。先ほども

言いましたが、人口減少の進行は、本県は早く

進んでおります。女性が多く働いている医療・

福祉・介護分野の担い手不足も懸念をされてお

ります。

そのような中、女性に対する就労支援の取り

組みだけではなく、政策や方針決定過程での女

性の多様な働き方ができる環境づくりを進める

ことも重要であると考えております。地域社会

のさまざまな分野で女性が活躍していくこと

は、本県の活性化にもつながると考えておりま

す。

そこで、人口減少時代を迎える中、さまざま

な分野における女性の活躍は重要と考えます

が、県の見解を、総合政策部長にお伺いたしま

す。

（ ） 人口減少・高○総合政策部長 日隈俊郎君

齢化の進展により、社会を支える世代の人口が

減少していく中で、議員お話しのとおり、女性

が意欲と能力を生かしながら活躍の場を広げる

ことは、社会の多様性や持続可能な発展を生み

出す原動力になるものと考えております。

県では、女性活躍推進法に基づく推進計画を

盛り込んだ「第３次みやざき男女共同参画プラ

ン」を昨年３月に策定しまして、審議会等への

女性登用を初めとした女性の参画拡大を推進す

るとともに、就労環境の整備や男性中心型の働

き方の見直しを図るため、男性を含めた育児休

業の取得促進や長時間労働の抑制など、あらゆ

る分野における女性の活躍を推進するための取

り組みを進めているところであります。

ありがとうございます。日向○日高博之議員

に山陰神社というのがありますよね。ことしも

この神社の祭り、みこしに日向土木事務所から

７名参加をしていました。地域活性化のため

に。祭りを盛り上げていただいたわけですね。

その中で、女性職員が２人、担ぎ手として参加

をされました。男性に負けじと担ぐ姿に、そこ

の氏子総代の方とか地域の方が、本当に泣いて

喜んでいましたよ。

これは、山陰神社1302年の歴史の中で初めて

女性がみこしを担いだということもあって、女

性の活躍には、さまざまな立場で活躍する場面

というのがあるなと感じたわけであります。こ

としも引き続きセトナガイズムが浸透している

証左じゃないかなと感じたところであります。

敬意を表したいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。

次に、先日、地元で看護師の方々と意見交換

をする機会があり、その中で、「育児休暇をと

りたいけど、仕事が忙しいときに育児休暇をと
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りたいと言うと、上司にいやな顔をされるので

はないか」、また、「経営者にも、とても言い

づらい」などの意見を伺い、やはり、妊娠、出

産、育児で離職することなく、働き続けること

のできる環境づくりをするためには、経営者が

女性の働き方そのものを理解する必要があると

考えます。

そこで、職場における女性の活躍は、経営者

の意識が重要であると考えますが、県の取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 県の取り組み○総合政策部長 日隈俊郎君

でございますが、企業、関係団体、行政で組織

します「みやざき女性の活躍推進会議」におい

て、女性活躍推進のための講演会や研修会等を

行っておるところであります。

講演会では、これからの時代を企業が生き抜

くためには、多様な働き方の推進が不可欠であ

ることや、その実現には、経営者自身の意識改

革が最も重要であることをテーマとして、ワー

ク・ライフ・バランスや多様な人材の活用を推

進しておられる著名な経営者の方を県外から招

聘し、講演をいただいているところでありま

す。

さらに、今年度の新たな取り組みといたしま

して、県内企業の経営者等と、その会社の女性

社員がペアで参加していただきまして、女性が

就業を継続する際に直面する課題について一緒

に考える「女性の就業継続支援セミナー」を、

来月開催することとしているところでありま

す。

これはすばらしい、効果のあ○日高博之議員

る取り組みだと思いますので、部長が考えられ

たのかなと若干考えるんですけど、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。

最後に、進洋丸の代船建造についてお伺いい

たします。

この件につきましては、第一人者であります

坂口議員が、再三質問したところであります

が、進洋丸は、建造から14年を超え、毎年実施

している修繕経費が右肩上がりに増加し、直近

の平成27年には7,500万、平成28年には9,100万

となっております。

また、部品交換が不可能なアンチローリング

の故障、自船のＧＰＳなど、トラブルもあって

おります。平成28年度には第２次航海のときに

エンジントラブルが発生し、出航のおくれが生

じるなど、老朽化が顕著であります。

こういった状況を踏まえると、船齢的に代船

建造の時期が近づいていると思いますが、代船

建造の状況について、教育長にお伺いいたしま

す。

（ ） 宮崎海洋高校の実習○教育長 四本 孝君

船「進洋丸」につきましては、今議員からお話

がありましたとおり、建造から14年目を迎え、

老朽化に伴うさまざまな設備等の不具合が生じ

てきておりますことから、代船建造が必要な状

況となっております。

このため、本年１月に開催されました、国の

補助対象を決める「代船建造調整会議」におき

まして、本県は、平成33年度（2021年度）から

の建造の意思を示しまして、国や他県との調整

を行っているところであります。

県教育委員会におきましては、代船建造に向

け、進洋丸の具体的仕様等を協議する「代船建

造委員会」を、来年度早々設置することとして

おりまして、現在、体制づくりを進めていると

ころであります。

ぜひ、１年でも１日でも早い○日高博之議員

代船建造、これは願いでございますので、よろ
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しくお願いします。

以上で終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） 世界は今、○坂口博美議員

かつてないスピードで変化しております。

このわずか５年余りの間に、人工知能は急速

な進歩を遂げ、さまざまな分野で人間の能力を

凌駕しようとしております。

次の５年、いや３年もあれば、世界は、私た

ちが今、想像もできない進化を遂げるに違いな

い。そうした時代にあって、私たちもまた、こ

れまでの常識を打ち破らなければなりません。

私たち自身の手で、今こそ、新しい日本の国づ

くりをスタートするときであります。

何か耳に覚えがあろうかと思いますが、これ

は、10月24日の臨時国会冒頭の安倍総理の所信

表明の一部であります。

安倍総理は、最長３期９年とする自民党総裁

の任期が満了となる2021年９月までを見据え、

所信を述べられたものと言われております。

河野知事は、宮崎県知事として２期８年の

間、県政のかじ取りをしてまいられ、今回３

期12年後までを担うべく知事選に臨まれるとこ

ろであります。

我々自由民主党は、前回に引き続き河野知事

を推薦し、３期まではしっかり頼むぞと、県民

の代表として全力を挙げて支える立場でありま

す。河野知事には、常に宮崎県民の声に耳を傾

け、宮崎の現状にしっかり向き合い、県民本位

の県政を力強く推し進めていただきたいと、大

いに期待をしております。

３期目にもなれば、慢心は起こらないか、初

心は持ち続けられるかなどと心配する声もあり

ますが、それは御本人がしっかり精進をなされ

るところ。性根据えて宮崎ファーストを徹底し

ていただきたいと願っております。

また、今回は、「３期まではやるべし」と、

県内経済10団体が大変早い段階から３期目知事

選への出馬を要請し、そしてまた「連合宮崎」

においても、早々と推薦を決められました。こ

れは、３期12年に対する期待の大きさがあらわ

れた結果でもあろうと思い、河野知事には、こ

れをしっかり肝に銘ぜられ、知事選を戦われん

ことを望みます。

これら我が思いの一部を申し上げ、知事の政

治姿勢についてお伺いいたします。

知事は、これまで幾度となく、「宮崎県の将

来を担い得る姿勢は、誰にも負けない」旨の発

言を重ねてまいられましたが、その気概は今も

変わらず持ち続けておられるのか、真に身命を

かけて、「何はさておき宮崎のために」「全国

標準ではなく宮崎ファーストのために全身全霊

を」とする本県を代表すべく政治家たる河野俊

嗣としての宮崎魂を、間違いなくお持ちとしっ

かり感じておられるか、選挙を前にいま一度お

聞かせください。

ところで、知事は、次の期の公約となる政策

提案を先日示されました。そして、それには、

これまでの２期８年の成果を生かしつつ、「安

心と希望あふれる未来」を築いていくため、

「人口減少問題への対応」など４つの柱を立

て、これらの考え方に基づき、今後４年間で重

- 260 -



平成30年11月27日(火)

点的に取り組むべきさまざまな提案がなされて

おります。

振り返りますに本県は、８年前の口蹄疫で非

常に大きなダメージを受けました。そして、そ

こからの経済の立て直し、これが河野県政のス

タートに際しての大きな課題となったのであり

ます。

これまでの取り組みの結果、農業産出額は、

口蹄疫前の水準を超え、毎年増加しており、

フードビジネスなどの成長産業や中核企業の育

成、輸出拡大など、復興から成長への新たな流

れも始まり、また、全国最下位に甘んじていた

高校卒業後の県内就職率についても、わずかで

はありますが、改善の方向にあります。

今回の提案は、これらを踏まえた上で、人口

減少という流れの中にあっても、「希望ある宮

崎県」を築いていこうという政策提案であり、

その考え方には理解を示すべきであろうと思っ

ております。

しかし、ここで問題なのは、それらの結果、

どのような宮崎県ができるのか、その姿が全く

見えないのであります。

今、国、地方を挙げて地方創生の取り組みが

進められてはおりますが、それでもなお東京へ

の一極集中は加速の方向にあります。地方創生

とは、現実的には、地方と地方とが生き残りを

かけて戦う、食うか食われるかのまさしくサバ

イバル競争であります。生き残るために宮崎は

どの方向へ進めばよいのか、そして、その先に

はどのような宮崎の姿があるのか、これを示

し、県民のエネルギーを結集し、そこへと向か

わせる、これがリーダーには求められると思い

ます。

３期目を決意された知事に、これまでの県政

運営について、御自身ではどう評価をされてい

るのか、また、これからどのような宮崎県を目

指されるおつもりかお尋ねし、あとは自席から

伺ってまいります。（拍手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 お答えいたし○知事 河野俊嗣君

ます。

私は知事就任以来、２期８年にわたり、この

愛する宮崎の発展のために、１期目には「口蹄

疫等の災害からの復興」を、そして２期目で

は、「復興から新たな成長へ」を最大の使命と

考え、取り組んでまいりました。交通基盤の整

備充実、フードビジネスやグローバルな市場開

拓、本県の魅力や発信力を高めるための世界ブ

ランドづくり、産業人材の育成などに全力で取

り組んできたところであります。

その結果、東九州自動車道など交通インフラ

の大きな前進や、大型案件を含む企業立地の進

展、農業産出額や輸出額の拡大、宮崎牛の３大

会連続となる内閣総理大臣賞の受賞、世界農業

遺産やユネスコエコパークの登録、さらには１

人当たり県民所得の増加など、将来につながる

具体的な成果があらわれてきております。着実

に、本県の新たな成長に向けた流れを築くこと

ができているものと、確かな手応えを感じてい

るところであります。

一方、急速な少子高齢化を迎える中で、地方

創生を初め、人材確保や中山間地域対策、医療

・介護・福祉の充実など、取り組むべき課題は

山積をしております。中でも、人口減少問題へ

の対応が喫緊の課題となっております。

このため、３期目におきましては、これまで

築いてきた成長の流れをしっかりと軌道に乗

せ、「安心と希望あふれる未来へ」をテーマ

に、今後の県づくりを力強く進めてまいりたい

と考えております。そして、そのような努力の

結果として、未来を担う若者が本県で暮らし、
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働き、結婚し、子供を産み、育てたいと思える

ような、魅力的で希望が持てる宮崎を築いてま

いりたいと考えております。

また、人生100年時代を迎え、医療・介護・福

祉が充実するとともに、さまざまな自然災害へ

の備えが進み、安全・安心で心豊かに暮らせる

宮崎、さらには、スポーツや文化を通じた、よ

り一層のブランド力の向上によりまして、本県

の魅力が国内外に広く認知をされ、観光交流や

農林水産品の消費拡大による、活力に満ちた宮

崎を実現し、人口減少の中にあっても、県民の

皆様が安心と希望を持って暮らし続けることが

できるようにしたいと考えております。

私は、次期県政を負託いただけるのであれ

ば、これまで積み重ねてきた実績、経験も最大

限に活用しながら、人口減少を初めとする困難

な課題にも果敢に挑戦をしてまいりたいと考え

ております。そして、私が先頭に立って、県民

の皆様とともに、宮崎の未来を担う若者や子供

たちが、郷土・宮崎への誇りや愛着、そして、

未来への希望が持てる、安心と希望あふれる宮

崎新時代を実現させるために、全身全霊を傾け

て取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

先頭に立つということ、やっ○坂口博美議員

ぱりリーダーシップというのは大変大切なこと

というか、欠いてはならぬことだと思います。

言われたこと、実現をした姿を見ると本当にバ

ラ色なんですが、やる、やらないは、やっぱり

この県職員という頭脳集団、これがいかに一致

協力、団結するかだと思うんです。星原議員も

先日言われたけど、今相次ぐこの不祥事とか、

知事の陳謝の回数、これはやっぱりリーダー

シップという言葉だけがまだ遊離しているよう

な印象というか、遊離していると思わざるを得

ない状況にあります。ぜひ魂を入れて頑張って

いただきたい。

私ども県議会ではこれまで幾度か、知事の多

選について、その自粛などに係る協議もしてき

た経緯もあります。今これをここでどうという

わけではありませんが、３期12年は一つの節目

というつもりを持って、次期任期内には、河野

ビジョンを仕上げるつもりでぜひ頑張っていた

だきたいと思っております。

人口減少問題について伺います。

約150年前の明治５年に3,500万人であった我

が国の総人口は、平成22年には１億2,800万人ま

で増加したものの、これをピークに、その後は

減少へと転じ、高齢化が進む中、同時に出生数

が減少し、加えて合計特殊出生率も、人口維持

に必要とされる数には、はるか及んでおりませ

ん。

これらをあわせ考えますとき、これから先も

人口減少は、かなりな期間続くと覚悟すべきで

あります。

例えば、本県における年間出生者数は9,000人

弱でありますが、仮にその子供たちが80歳まで

生きるとすれば、これを掛け合わせると72万人

弱となり、この数字こそが本県の人口実力であ

ると言わざるを得ません。

そのような中で、これから先も依然として都

市部への人の流れが続くのであれば、地方はま

すます疲弊し、さりとて都市部では暮らしにゆ

とりが持てず、結果、少子化は改善されようも

なく、都市部もまた衰退の道をたどるほかはな

いと察します。

このままではいけない、しかし、何をなすべ

きかは暗中での手探り状態といったような、極

めて困難な課題であります。

そして、このような変化に伴い、社会や経済
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のありようは、当面は高齢者の割合が増大し、

結果として、人口全体に占める就業者の割合が

低くなる。そこで、就業者１人当たりの生産額

が変わらないと仮定すれば、当然ながら経済面

においては、人口減少の程度を上回る縮小を引

き起こすことになります。そしてまた、所得が

少ない人たちの人口がふえるのは当然のことで

あり、経済縮小に一層の拍車がかかることにな

ります。負のスパイラルであります。

そこで、これをカバーするには、女性の活躍

はもとより、定年の年齢引き上げなど、人口当

たりの就業者割合を下げないような工夫が求め

られます。

そのような中で、知事は、来期に向けての政

策提案の筆頭に、「人口減少問題に徹底して取

り組む」ことを掲げられましたが、この問題に

どう対応されるのか、お尋ねいたします。

（ ） 我が国の人口減少は、○知事 河野俊嗣君

東京一極集中を背景としまして、長い歴史の中

で形成をされてきた構造的な問題であります。

これを一気に解決するというのは大変困難であ

りますが、私は、この流れを何とか変えたいと

いう強い思いで、人口減少対策を政策提案の筆

頭に掲げたところであります。

本県は15歳から24歳、若年層が進学・就職等

で県外へ流出していく。例えば、県外大学への

進学者は、毎年3,000人以上となっております

が、こうした若者が県内に戻って就職するよう

になれば、状況は変わってくるのではないかと

考えております。

このため、まずは、成長産業の育成等により

ます雇用の場の確保とともに、企業や採用の情

報を届ける新たな仕組みづくり、キャリア教育

の推進に注力をしてまいりたいと考えておりま

す。

また、出生率につきましては、市町村ごとに

状況が異なります。各市町村と十分に連携を

し、企業や各種団体の協力も得ながら、地域の

特性に応じた対策に取り組んでまいりたいと考

えております。

さまざまな取り組みを総合的に進めることに

よりまして、将来の社会減ゼロと合計特殊出生

率2.07の実現に向けた道筋をつけられるよう、

全力を傾けてまいります。

それからまた、４本柱の１つ○坂口博美議員

に、「地域経済の着実な成長を図る」と掲げら

れ、その中では、フードビジネスなどの成長産

業の育成、地域経済を牽引する企業の育成、農

林水産業の成長産業化などを記しておられます

が、これらは、これまでの取り組みがある程度

うまく進んできたことを受けての提案であろう

かと思っております。

しかしながら、例えば政策提案を見ますと、

平成27年に4,995億円であった食品製造業出荷額

については、３期目終了までに5,500億円にまで

伸ばすとしておられます。御案内のように、当

該出荷額につきましては、平成23年から27年ま

での４年間で、814億円も伸びた大きな成長業種

であります。そして、既に平成28年には5,369億

円の実績があり、知事が目標とされる5,500億円

までには、３期目４年間でわずか131億円の増で

事足りるのであります。このように、成長分野

にてさえ手がたくありながら、さりとて本県

で、これにまさり期待すべくは何かを察すると

き、それは察するにかたくないのであります。

加えまして、労働力不足やＴＰＰの発効な

ど、今後障壁となりかねない問題も出てきてお

ります。

このような中、知事は、こうした「外から稼

ぐ産業」の現状をどう評価され、どのような点
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を伸ばしていかれるつもりなのか、お伺いいた

します。

（ ） 御指摘のとおり、労働○知事 河野俊嗣君

力不足、ＴＰＰ11の発効など、本県産業への影

響が懸念をされます中で、地域経済の着実な成

長を図るためには、やはり、本県の強みや特性

を生かした外貨を稼ぐことのできる「強い産

業」を育成し、伸ばしていくことが重要である

と考えております。

これまで、フードビジネスや東九州メディカ

ルバレー構想など、重点分野の振興、また地域

経済を牽引する中核的企業の育成によりまし

て、新商品の開発、また海外も含めた販路拡大

に取り組む企業が増加するなど、「新たな成長

に向けた流れ」ができているものと考えており

ます。

今後は、こうした流れをさらに促進し、フー

ドビジネスや、航空機を初めとする輸送機器、

ＩＣＴ産業など、成長性や付加価値の高い分野

を中心に、産業振興の一層の強化を図り、若者

定着のための魅力ある地域づくりを進めてまい

りたいと考えております。

なお、御指摘のありました食品製造業出荷額

の目標値につきまして、少し説明をさせていた

だきますと、この政策提案を提示した時点で、

確定値は平成27年の数値4,995億円でありまし

た。それを何とか今後４年間で500億円程度伸ば

していきたいという思いで設定をしたものであ

りますが、その後、御指摘のとおり、平成28年

の数値が明らかとなりまして、これが5,369億

円。非常にぐんとまた伸びたところでありま

す。したがいまして、現時点としまして

は、5,369億円と伸びた時点から、さらに500億

円程度の成長を目指してまいりたい、そのよう

に考えております。

ただ、27年を基準年とする○坂口博美議員

と、それから４年間というと、31年なんです

ね。でも知事の公約には、次の任期４年後に果

たす、到達するところとして5,500億円を挙げら

れているわけです。だから、そういうことは抜

きにして、5,500億円の公約された数字というの

を5,900億円ぐらいに修正されるという理解でよ

ろしいわけですね。

では次に、地方法人課税の偏在是正措置につ

いて伺います。

地方の最も重要な自主財源であります地方税

について、人口１人当たりの税収額で見ます

と、現在、最大2.4倍の格差が出ておりますが、

来年10月に消費税率が引き上げられますと、大

都市ほど大きな増収が見込まれますことから、

これに対処すべく、偏在性が小さく税収が安定

的な地方税体系を構築することが、平成31年度

税制改正における論点となっております。

このため、これについては、国において検討

が進められ、先般、報告書が取りまとめられた

ところであります。新たな偏在是正措置とし

て、１つには、法人事業税の一部を改めて国税

化し、地方譲与税として都道府県に配分するこ

と、もう１つは、譲与税化だけでは十分な偏在

是正効果が得られない場合には、交付税原資化

を検討することの２案が示されておりますが、

私としては、全額を交付税原資化することが最

も望ましいと考えております。

つまり、交付税であれば、都市部の不交付団

体には配分がなく、全額が交付団体に交付され

ますので、地方譲与税による場合と比較し、よ

り高い偏在是正効果が見込まれるからでありま

す。

しかしながら、この場合、不交付団体におい

ては、交付税の配分がない中で、国税化された
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法人事業税分の賦課徴収を担うこととなります

ので、その理解や協力を得ることは容易ではな

く、相当の反発も予想され、課題があると言わ

ざるを得ません。

こういったことを総合的に考えますと、その

配分に当たりましては、地方譲与税として、人

口を基準に再配分することが現実的であろうか

とも考えます。この際、知事の考え方をお聞き

したいのであります。

（ ） 地方税のうち、地方法○知事 河野俊嗣君

人課税につきましては、特に偏在性が大きいと

いうことから、現在、一定の偏在是正措置が講

じられているところでありますが、依然として

人口１人当たりの税収に、都道府県間で最大６

倍程度の開きが生じているところであります。

このため、国において新たな偏在是正措置が

検討されておりまして、さきに公表された報告

書によりますと、譲与税化を基本とする考え方

が示されております。

議員御指摘のとおり、新たな地方譲与税につ

いては、「人口」のみを基準として配分するこ

ととされております。現行の譲与税は、「人口

と従業者数」を基準としたものであります。こ

れと比較をしますと、偏在是正効果がより高ま

る方法である、これは望ましいというふうに考

えておるところであります。

さらに、地方税財源の確保・充実のために

は、偏在是正のみならず、地方税や地方交付税

の充実が重要でありますので、国における今後

の議論を注視しますとともに、機会を捉えて、

強く訴えてまいりたいと考えております。

ぜひとも頑張っていただきた○坂口博美議員

いなと思っております。

では続いて、鹿児島県が屋久島周辺海域に設

置した浮き魚礁の問題について伺います。

この問題は、平成27年10月に、本県漁業者に

何の断りもなく、鹿児島県が屋久島周辺海域に

浮き魚礁を設置したことに端を発し、この水域

が本県のマグロはえ縄にとって重要な操業海域

であることから、操業の支障になるとして、両

県間のトラブルに発展したものであります。

これについては、最終的に魚礁設置に際して

は国が関係する県への同意を義務づけることに

より、決着はいたしました。

ところで、その後この浮き魚礁は、平成28年

８月に折損により流出し、その再設置がなされ

るやに聞いておりますが、再設置については、

国による関係県への同意義務づけにより、鹿児

島県から宮崎県に対して同意の申し入れがなさ

れているものと思います。

再設置に係る漁業調整の状況につき、知事に

お伺いいたします。

（ ） 平成27年の鹿児島県に○知事 河野俊嗣君

よります浮き魚礁設置に伴う問題以降、国にお

いて、今御指摘がありましたように、関係県の

同意が設置の条件とされたことを受け、平成28

年10月に、本県と鹿児島県及び関係団体等で構

成する協議会を設置したところであります。

本年６月には、同協議会において再設置に向

けた手順が確認をされまして、10月に、鹿児島

県から本県に対して正式に意見照会があり、現

在、県内の関係漁業者から意見を聴取している

ところであります。

屋久島周辺海域は、本県マグロはえ縄漁業に

とりまして、極めて重要な漁場でありますこと

から、県としましては、本県漁業者の操業に支

障がないよう、しっかりと調整してまいりたい

と考えております。

ぜひ、言うべき点は言うとい○坂口博美議員

うことで折り合いをつけていただきたいと思い

- 265 -



平成30年11月27日(火)

ます。

当時、鹿児島の知事は伊藤知事でありました

が、浮き魚礁に係るトラブルに際しての、鹿児

島県に対する宮崎県の姿勢というのは、見てい

て情けないほどに弱く感じ、私自身は、「よも

やあり得ないとは思うが、両県知事の間には、

総務省時代の上下関係がいまだに残っているの

かな」とすら、理解に苦しんだ調整でありまし

た。今回は、ぜひとも宮崎の漁師の立場で調整

に当たっていただくことを求めておきます。

ところで、本県では平成26年２月の門川沖へ

の浮き魚礁整備を最後に、その後はなされてお

りませんが、本県沖合における浮き魚礁につい

て、これまでの取り組みと今後の整備方針を、

農政水産部長にお尋ねいたします。

（ ） 浮き魚礁は、○農政水産部長 中田哲朗君

カツオやマグロなどの回遊魚が漂流物に集まる

習性を利用した構造物であり、カツオ一本釣り

漁業やひき縄漁業などにおいて、効率的な操業

を可能とするものでございます。

このため県では、平成６年度から日向灘沖合

約30キロメートルのラインに、表層型浮き魚礁

５基と中層型浮き魚礁10基の整備を行ってきた

ところであり、随時、耐用年数に達したものは

更新をしております。その結果、操業の効率化

によりコスト削減が図られ、関係団体より「経

営安定につながっている」との声をいただいて

おります。

今後とも、計画的な更新に努めるとともに、

漁業者や関係団体の御意見を伺いながら、中層

型浮き魚礁から、より効果の高い表層型浮き魚

礁への変更も検討していきたいと考えていると

ころであります。

国では、去年から、直轄事業○坂口博美議員

として漁場を整備する海域に隣接または近接す

る海域において、高率の補助事業として県が漁

場を整備できる広域フロンティア漁場整備事業

を始めております。

本県において、この事業の導入を考える場

合、国の直轄事業の実施状況やその他の条件な

どから、これまで本県で整備実績があり、一定

の効果が得られているマウンド礁ということに

なろうかなと思いますが、広域フロンティア漁

場整備事業を含むマウンド礁整備の考え方につ

いて、お伺いいたします。

（ ） マウンド礁に○農政水産部長 中田哲朗君

つきましては、海底付近の栄養豊かな海水を光

の届く深さまで押し上げ、餌となるプランクト

ンや小魚を増加させることで、海域の生産力を

向上させる効果があります。

県におきましては、これまで、宮崎市内海沖

合と串間市宮之浦沖合の２カ所で整備を行った

ところであり、整備した漁場付近では、サバの

漁獲量が増加するなど、一定の効果が見られて

いるところでございます。

新たなマウンド礁の整備につきましては、今

後、漁業者や関係団体の御意見も伺いながら検

討を行ってまいりたいと考えております。

また、広域フロンティア漁場整備事業を活用

するためには、国直轄事業の実施が条件となっ

ておりますので、まずは、日向灘海域において

国直轄事業が実施できるかどうか等、国と協議

を行ってまいりたいと考えております。

直轄事業ですけれども、今、○坂口博美議員

水産庁長官は、以前、本県で漁政課長を務めら

れた長谷長官でありまして、国の直轄になる、

今が最大のチャンスかな、またとないチャンス

かなと思います。今、調整の話をされましたけ

ど、具体的には、やっぱり大型底びき、沖合底

びきの心配を持つ漁業形態があるということに
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なろうかと思います。ただ、今、大型底びきな

んていうのは１隻くらいですよね。それが宮崎

に来るということは、ほぼ認めない。高千穂丸

も持っているわけです。ですから、そこらをや

る気を出して前に進め、そういった課題は解決

してあげるということを前面に出さないと、調

整調整と言ったってプラスとマイナスを一緒に

しろという話ですから、なかなかいかないで

す。

農業問題に移ります。

まず、主要農作物の種子制度について伺いま

す。

主要農作物種子法は、戦後、食糧増産が国家

的課題であった昭和27年に制定され、稲や小麦

などの５品目いわゆる「主要農作物」の種子を

対象に、奨励品種の選定、原原種及び原種の生

産、種子の審査などの手続を都道府県に義務づ

けることにより、主要農作物における優良種子

の生産・普及に寄与してきましたが、本年４月

１日をもって廃止されました。

法律廃止に伴い、既に一部の府県では、主要

農作物の採種事務を民間に移行するなどの動き

が出てきているようであります。

また、これについて本県では、先般、農業団

体から本県議会に対して、主要農作物種子の公

的種子制度を継続していくための条例制定の要

請がなされております。

農家や関係者の間では、法律廃止により、大

手種苗メーカーに種子が独占化されるのではな

いかといったような不安が大きいようでありま

すが、主要農作物種子法を廃止した考え方につ

いて、国からはどのような説明を受けているの

か、農政水産部長に伺います。

（ ） 国からは、主○農政水産部長 中田哲朗君

要農作物種子法廃止の主な理由といたしまし

て、一つは、制度発足時と比べて、種子生産者

の技術向上により、種子の品質が安定したこと

から、全ての都道府県に対し、優良品種の決定

や原種の生産等を義務づける必要性が低下した

こと。

もう一つは、種子法が、都道府県中心の制度

となっており、民間企業が参入しにくく、民間

のノウハウを活用した種子の開発・供給に支障

を来しているためといった説明を受けていると

ころであります。

民間のノウハウ活用への道を○坂口博美議員

開くためということでありましたが、実際は、

現行の都道府県中心の育種に限界が来たという

ことをあらわしているとも言えようかと思って

おります。その一方で、本県の肉用種雄牛造成

については、民間により県内各地域ごとに管理

されていた改良や増殖は、昭和48年の県家畜改

良事業団の設立を経て、その後は県による一元

管理となりました。これは、先ほどの種子法廃

止とは全く逆の動きであります。

ところで、当然のことでありますが、子牛市

場において高い評価を受ける種雄牛には、繁殖

農家からの利用が殺到することになり、これが

世代をつなぐうちに血が濃くなり過ぎるなどか

ら、肉用牛経営へ深刻な影響を及ぼす心配があ

りますが、これに係る具体的事例及び対応など

について、農政水産部長に伺います。

（ ） 種雄牛づくり○農政水産部長 中田哲朗君

につきましては、生産者の皆様の御理解や御協

力を得ながら、県域団体や地域のＪＡなどで構

成される宮崎県肉用牛改良委員会を中心に、関

係者が一体となって取り組んできているところ

であります。

しかしながら、議員御指摘のとおり、子牛市

場で評価の高い種雄牛については、その利用が
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集中することで、血統に偏りが生じるおそれが

あり、そういう中で、血が濃くなり過ぎます

と、発育不良や受胎率の低下など肉用牛経営に

悪影響を及ぼす可能性があると言われていると

ころであります。

このため、県といたしましては、県内の繁殖

雄牛の血統を考慮しながら、改良に必要な種雄

牛の凍結ストローを、他県や民間などからも適

宜導入し、本県種雄牛の改良を図ってきたとこ

ろあります。

今後とも、肉用牛経営に貢献できるよう、関

係団体と協議しながら、適正な交配による肉用

牛の改良及び種雄牛造成に取り組んでまいりた

いと考えております。

つまり、問題を抱えたときに○坂口博美議員

自己完結ができなくなって、よその県や民間の

力をかりているということであろうかと思いま

す。果たして事業団の一元管理でいいのかなと

思いますが、周りを見ますと、民間には、そう

いった担い手とか、そういう技術すら残ってお

りません。これは慎重に考えていかないといけ

ないと思っておりますので、今後の問題として

いきたいと思っております。

次に移ります。そして同時に心配しているの

が、みやざき地頭鶏であります。みやざき地頭

鶏の生産につきましては、畜産試験場が種鶏の

改良と増殖を行い、県内４カ所のひなセンター

が、試験場から供給された種鶏のひなを育成

し、育成した種鶏から生産された素びなを県内

生産者へ供給するという仕組みになっておりま

す。

そして、その流通販売については、生産者等

で構成される「みやざき地頭鶏事業協同組合」

にて、販売促進のための普及・ＰＲ活動に努め

られた結果、供給羽数は右肩上がりにふえ、こ

の10数年間は九州１位の座を守ってきました。

しかし、平成29年度の出荷羽数では、福岡県

の「はかた地どり」が全国第３位、九州第１

位。本県は九州第２位になったと聞き、今後が

大変気がかりであります。ここ数年間のみやざ

き地頭鶏の出荷羽数及び平成30年の出荷見込み

をお聞きし、順位が下がった理由についてもあ

わせてお聞かせください。

（ ） みやざき地頭○農政水産部長 中田哲朗君

鶏の出荷羽数のもととなります素ひな供給羽数

の動向につきましては、平成25年度以降70万羽

を超えて推移しておりましたが。平成29年度

は61万4,000羽と減少し、平成30年度も、さらに

減少の見込みとなっております。

これまで生産者で組織する「みやざき地頭鶏

事業協同組合」と一体となって、素びな供給か

ら生産、さらにはブランド力向上に取り組んで

きた中で、供給羽数が減少したこと、また九州

１位の座を譲ったことを大変残念に思っており

ます。

みやざき地頭鶏が順位を下げたことにつきま

しては、昨今の飲食業界における厳しい競争の

中で、主要な指定店での取扱量が減ったことも

大きな要因と考えております。

このため、県といたしましては、他産地の動

向や消費者ニーズ等も踏まえながら、新たな指

定店の開拓など、販路拡大に向けて、生産者や

組合とも十分連携し、スピード感を持ってしっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

みやざき地頭鶏の出荷が減少○坂口博美議員

したということは、本当に深刻だと、私も思っ

ております。今、部長は要因について、指定店

の取扱量が減少したと言われましたが、その内

容について詳しくお願いいたします。

（ ） ひな供給羽数○農政水産部長 中田哲朗君
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につきましては、平成29年度は、前年度に比べ

約９万羽減少をしております。

そのうち、大口の指定店に出荷する生産者分

が約５万羽、それ以外の個々の指定店分が約４

万羽となっております。

大型指定店というのはエー・○坂口博美議員

ピーカンパニー系列店のことであろうかと思い

ますが、同社系列の店舗全体で総出荷羽数の約

半分を扱っておりますので、系列以外の指定店

での減少が合計４万羽になります。ということ

は、ほとんどの指定店が同様に消費を落として

いるのではなかろうかと考えられるわけです

が、そうなりますと、減少の理由には何らかの

共通点があるやに思えます。出荷羽数の減少に

ついて、知事の所見をお願いいたします。

（ ） みやざき地頭鶏であり○知事 河野俊嗣君

ますが、これまで生産者、また関係の皆様の御

尽力によりまして、全国で５本の指に入るくら

いの、トップクラスの地鶏として、生産量を伸

ばしてきたところでありますが、今答弁にあり

ましたように、昨年度、販売店の形態にかかわ

らず、全体として出荷羽数が減少したことにつ

きましては、深刻に受けとめているところであ

ります。

現在、生産コストの面や販売価格、また消費

者ニーズの変化への対応など、さまざまな観点

から、原点に立ち戻って検証を進めているとこ

ろでありますが、まずは、九州第１位の奪回に

向けまして、危機感を持って、関係団体と連携

をしながら、しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

28年度からぐぐんと落ちたわ○坂口博美議員

けですよね。わからないんですけど、28年は地

頭鶏に係る問題というのが大きく報じられまし

た。そういったことも含めて、原因はよほど真

剣に当たっていかないと、回復策というのは難

しいと思うんです。ぜひ全力で当たっていただ

きたいと、お願いしておきます。

次に、林業問題について伺います。

無人ヘリによる林地除草剤散布についてであ

ります。県では10月から、先端技術を活用し、

下刈り作業の省力化に向けた技術開発を開始し

たという報道がありましたが、まず、その取り

組み内容と今後の進め方について、環境森林部

長にお伺いいたします。

（ ） 本県の林業従○環境森林部長 甲斐正文君

事者は減少傾向にあり、中でも、植栽した苗木

の周囲の雑草を刈り払う下刈り作業は、足元が

不安定な山の斜面において、暑い時期に蜂や蛇

を避けながら人力で行われるため、その省力化

が大きな課題となっております。

このため、下刈り作業の省力化に向けて、Ｇ

ＰＳや無人航空機と農薬を組み合わせた技術開

発に取り組むこととし、10月から、林業や農薬

の研究者、無人ヘリのメーカーや、農薬メー

カー商社、林業関係団体及び国・県の林務行政

機関で構成される技術開発委員会において、研

究を開始したところであります。

今月初めには試験地において、山間部におけ

る無人航空機の自動飛行に必要な地形データの

レーザー計測と、検証に必要な農薬の散布を

行ったところであります。今後は、無人航空機

による自動飛行や農薬の下流域への影響につい

て確認を行い、その分析や実用化に必要な作業

手順等について、委員会で検討していくことと

しております。

下刈り作業の省力化を進める○坂口博美議員

ということについては、大変重要で、かつ大変

な労働でありますので、私もその取り組みを急

ぐべきと考えておりますが、そういった中で、

平成30年11月27日(火)
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新聞の投書欄などでは、水源でもある森林に農

薬を散布することについての懸念も示されてい

ると聞いております。今回の技術開発を実践し

ていく上では、先ほど答えられた委員会には、

懸念されている分野の委員は見当たらず、これ

を加えて議論すべきではないかと考えます。

また、今回散布した農薬は、杉やヒノキの造

林木には影響を与えず、ススキや葛などの雑草

へ選択的に影響を与える農薬と聞いております

が、どのような雑草に効果があるのか、選択性

のメカニズムと薬品の成分名について、環境森

林部長に伺います。

（ ） 今回、散布を○環境森林部長 甲斐正文君

行いました農薬は、議員から御紹介のあったス

スキや葛のほか、漆やハゼノキなどの落葉の灌

木に効果があるとされております。

また成分については、トリクロピルとテトラ

ピオンというもので、農薬ハンドブックなどに

よりますと、双方とも茎や葉及び根から吸収さ

れ、植物の体内に取り込まれ、植物ホルモンの

バランスに作用したり、栄養の代謝を阻害する

ことにより、成長を抑制する仕組みとなってお

ります。

一方で、県にもさまざまな意見が寄せられて

おりますことから、例えば養蜂など、影響を懸

念されている方々の参画も検討した上で、分析

結果を踏まえた農薬の選択や散布方法、下流域

への影響などについて、技術委員会で慎重に議

論していくこととしております。

引き続き、実証を重ねつつ、さまざまな御意

見をお聞きしながら、環境に配慮した技術の開

発を進めていきたいと考えております。

トリクロピル等の成分を利用○坂口博美議員

して葉の裏についていて、結構分解まで効果の

長い息を持った農薬でもありますし、慎重を期

すべきかなと思います。

そしてまた、伐採後すぐに自生してくるの

は、ススキや葛、あるいはアカメガシワやタラ

の木でありますが、これを駆除すると、その後

で、竹類が芽生えてくることは珍しくありませ

ん。特にヤダケやメダケなどは、数本見かけた

かなと思っていると、何年もたたないうちに一

面を席巻してしまいます。ほかの草や木は何も

育たなくなってしまうんです。皆さんも、里山

で孟宗竹が猛威を振るっているのをよく目にさ

れると思います。

今後の検証の中では、散布技術の確立はもち

ろんですが、散布量や回数、そしてその時期、

あるいは散布日と雨の日までの問題や駆除すべ

き草木の種類など、幅広く取り組まれることを

求めておきます。

ところで、中山間地域では、養蜂業者や天然

の蜂蜜を採取する人などに加え、近年ではその

価値が見直され、地域おこしの起爆剤にされて

いるジビエ文化、ここからも懸念の声があろう

かと存じます。

農政水産部長としては、この問題にはどう臨

まれるおつもりか、御所見をお聞かせくださ

い。

（ ） 林地への農薬○農政水産部長 中田哲朗君

散布につきましては、今お話がありましたけれ

ども、養蜂業やジビエへの影響の可能性も懸念

されますので、先ほど環境森林部長の答弁にも

ございましたが、関係者の御意見を伺った上

で、慎重に議論していただきたいと考えており

ます。

農政水産部としましても、今後、環境森林部

と十分連携を図りながら、この問題に対して適

切に対応してまいりたいと考えております。

国の調査で蜂蜜ですけど、本○坂口博美議員
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県は全国でもすごく数の多い、平成27年、４件

の被害届が出ていますよね。これは許可の要る

養蜂業者からの４件です。これはゼロがほとん

どで、北海道、宮崎は突出したかなと思うんで

すけど、今言われたように技術委員会にしっか

りと行って、そこで議論すべきはすべきではな

いかなと思っています。随分、神経質なことを

言うなとお感じかもしれませんが、「何として

も山を守らねばならない。そのためには、そこ

に住んで、山に手を入れてくださる人たちがい

なくては、それはかなわない」、このことを最

もよく理解しているのは、宮崎県人だと言えま

す。全国に先駆けての森林環境税がそのあかし

だと思います。そして、その背景は、森林が持

つ多面的な公益性であります。

ですから、今回の取り組みは、法的基準をク

リアできるか否かといった事務的なものではな

く、あくまでも、県民のさまざまな懸念に丁寧

に応え、その支持を久しく得続けられるような

ものへとつないでほしいと願っての、今の質問

でありました。

では次に、新田原基地問題について伺いま

す。

この問題につきましては、既に３名が質問し

ましたが、改めて知事に、今回の新田原基地の

問題について御所見を伺います。

（ ） 外交・防衛に係る問題○知事 河野俊嗣君

は、国の専管事項でありまして、今回の普天間

飛行場の能力を代替することに関連します新田

原基地の緊急時使用のための施設整備につきま

しても、安全保障体制の確保や沖縄の基地負担

軽減など大局的な観点から、国の責任において

なされるものと認識をしております。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

をしました「再編実施のための日米のロード

マップ」に基づくものでありまして、平成19年

には、国と地元２市３町の間で、緊急時使用へ

の対応を含め協定が締結されておりますことか

ら、大枠では地元の合意が得られているものと

考えております。

しかしながら、具体的な施設の整備内容や規

模等につきましては、今回初めて示されたもの

でありまして、緊急時の使用形態や弾薬庫の安

全性、騒音の増加など、地元の不安もお聞きし

ているところであります。

国では、地元住民に対する説明会なども行っ

ているところでありますが、私としましても、

地元に寄り添い、県民の安全・安心を確保する

ことを最優先に対応してまいりたいと考えてお

ります。

次に、緊急時の新田原基地の○坂口博美議員

使用について伺います。

国は、緊急時とは、一例として我が国が武力

攻撃を受けた場合も該当すると説明をしており

ます。新田原基地が緊急時の米軍機の受け入れ

基地として使用されることになる場合、米軍や

国は、どのタイミングで地元自治体に対して通

告をしてくるのでありましょうか。

事前通告があるのかどうかを含め、知事にお

伺いいたします。

（ ） 国からは、緊急時使用○知事 河野俊嗣君

の判断については、個別の状況等を踏まえ、日

米間の必要な調査に基づいて行われると伺って

おります。

また、平成19年に国と地元自治体が交わした

協定書におきまして、「国は、緊急時の使用へ

の対応について、その内容がわかり次第、速や

かに地元に対し、可能な範囲で説明する。」と

明記されているところでありますので、新田原

基地が緊急時に使用される場合も、この協定に
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基づき、地元自治体に対して速やかに情報提供

されるものと考えております。

具体的にどのような手続で地元に対して通知

をされるのかについては、今後検討していくと

国から伺っておりますので、県民の安全・安心

を確保するため、可能な限り早く、適切なタイ

ミングで情報提供していただくよう求めてまい

りたいと考えております。

やっぱり可及的速やかな情報○坂口博美議員

提供、これが最も大切ですから、ぜひそれは聞

きおくじゃなくて、出向いていってでも果たさ

せるという姿勢で臨んでいただきたいと思いま

す。

そしてまた、今回示された整備内容の中に弾

薬庫が含まれていることについて伺います。

平成19年に地元と国とが合意した協定書は、

「再編実施のための日米ロードマップ」に基づ

くものであります。先ほど答弁されたとおりで

ありますが、普天間飛行場が有している機能の

一部を新田原基地へ移すとするものでありまし

た。

そして、その普天間飛行場には弾薬庫は整備

されておらず、現在米軍は、弾薬の搭載につい

ては嘉手納飛行場にて行っております。

つまり、普天間飛行場が有している機能は、

弾薬を搭載して飛来した戦闘機が弾薬を残して

基地を離れようとしても、その弾薬を基地内に

保管しておくための機能はないのであります。

そしてまた、弾薬を持たず着陸した戦闘機が

普天間飛行場において弾薬を装着しようとして

も、搭載のための弾薬を基地内に備蓄しておく

ための機能も、これまた有していないのであり

ます。

したがいまして、私は、普天間飛行場が有す

る機能の中には弾薬庫は存在しないと思います

が、知事のお考えをお聞かせください。

（ ） 議員御指摘のとおり、○知事 河野俊嗣君

普天間飛行場には弾薬庫がありません。この弾

薬庫につきましては、これまで明示をして説明

のなかった施設であると認識をしております。

新たに飛来する航空機の弾薬を安全に保管す

るためには、弾薬庫の追加整備が必要であるな

ど、これまでの説明の範囲内であれば、おおむ

ね普天間基地の緊急時の受け入れ機能の一部に

含まれるものではないかと考えております。し

かしながら、詳細な部分については不明な点が

多く、地元の不安や懸念も大きいものですか

ら、今後、より詳細な整備内容や運用方法につ

いて、一つ一つ国に対して確認を求め、しっか

り対応してまいりたいと考えております。

普天間にはその弾薬庫がなく○坂口博美議員

て、安全な保管のために嘉手納を使っているん

です。じゃあ、新田原に弾薬庫をつくることが

機能としてはおおむね一緒だということになる

んですか。まず、「おおむね」という言葉の定

義について、この深刻な問題に係る「おおむ

ね」という言葉について、説明をいただきた

い。

（ ） 施設として弾薬庫はご○知事 河野俊嗣君

ざいませんが、運用の面で嘉手納基地の弾薬庫

を使われているということでありまして、全体

としてその「機能」というところに着目をしま

すと、緊急時の受け入れ機能の一部に含まれる

ものではないかと受けとめているところであり

ます。

いや、機能としては、弾薬を○坂口博美議員

積んでいったのは弾薬を積んで出ないと、置く

場所がないんですよ、普天間は。空で来て弾薬

を積んでいくにも、置いてあるところがないん

です。もしその機能を普天間が果たしていると
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なったら、野ざらしで、それこそブルーシート

か何かで保管しているか、それとも放置してい

るか、ないしょで保管しているかということに

なりますよ。それと、今回の新田原に、危ない

からつくるという、だからおおむね一緒なんだ

ということは、これは到底理解できません。改

めてお聞きします。機能はあるのかないのか、

普天間に。弾薬庫の。

（ ） 弾薬庫の機能自体は、○知事 河野俊嗣君

普天間には施設もないわけでありますが、緊急

時に使用される場合に必要な施設、その機能と

して受けとめているところであります。

時間が切りがなくなるけど、○坂口博美議員

僕が尋ねたのは、「現在は、普天間飛行場自体

が有する機能だけでは実行できない弾薬の装

着、それは、普天間が弾薬庫を装備していない

からではないのか」ということ。「しかし、新

田原に来れば、弾薬庫をつくれば、普天間で不

可能だったことが可能になります。だからつく

るんです」という国、防衛省側の言い分。それ

はおおむね正しいんでしょうという理解をして

いると、僕はとったんですよね。この違いがも

しなければ、今の違いを無視しなければ、「あ

る」「ない」、「できる」「できない」を無視

しなければ、「おおむね一緒だ」というのは言

えないんじゃないかと思うんですけど、いま一

度、説明をしてください。

（ ） 繰り返しになります○知事 河野俊嗣君

が、普天間基地には弾薬庫はないところであり

ますが、運用の中で、嘉手納基地の弾薬庫を使

用されている状況があるということでありま

す。全体として、緊急時の受け入れ機能を考え

る上で必要な施設として、今回提示されたもの

であると考えておるところであります。

弾薬庫というのは最もリスク○坂口博美議員

の大きい設備ですよ。神経質にならなきゃだめ

ですよ。今のは水かけ論で時間がどんどん過ぎ

ますから移りますけど、知事はたびたび、「自

分は県民の安心・安全は先頭に立って確保して

いくんだ」と言われますけれども、今回、知事

自身がこの問題についてなされるべきは何だと

思われますか。

（ ） まずは、地元と同様に○知事 河野俊嗣君

県としても、関係機関から必要な説明をしっか

り受けるということであります。先ほど答弁申

し上げましたように、具体的な施設につきまし

ては、今回初めて明示的に示されたものであり

まして、その詳細な内容についての丁寧な説明

を求めていきたいと考えております。

いやそれは求めてなきゃだめ○坂口博美議員

ですよ。例えば、知事の自宅の近くにできる

と。最初にぴんとくるのは「え、何を入れる

の。どれぐらい入れるの」。まず入れる物、そ

れから量。そんなに入れるんだったら、どんな

構造で守るのか。それを確認して、家族に「お

い、大丈夫だぞ」と言わなきゃ、「何をつくる

かわからないけど、大丈夫だよ、俺先頭に立つ

よ」と言ったって、そんなの通用しないです

よ。今あなたがやるべきはそこですよ。防衛省

に行って、既に確認されましたか。何を入れる

のか、どれだけのものを入れるのか。どういっ

た構造なのかというのは。

（ ） 施設整備の内容につき○知事 河野俊嗣君

ましては、国から説明を受けた際に、県として

は、弾薬庫等の施設の規模、安全性、維持管理

の方法等について確認を行ったところでありま

す。これに対して九州防衛局からは、施設の規

模や工期につきましては、今年度、測量や設計

を予定しており、その中で決まっていくという

ことでありました。
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また、弾薬庫の安全性に関しましては、国内

法に基づいた、非常に堅固で安全な建物を整備

し、通常時は自衛隊が適切に維持管理すると

伺ったところであります。

まだまだ現時点では不明な点も含め、今後

しっかりと確認をしてまいりたいと考えており

ます。

やっぱり説明を待つんじゃな○坂口博美議員

くて、いつ行かれて、どなたにどういうことを

聞かれましたか、このことに関して。僕だった

ら飛んでいって、「おまえたちは何を入れるの

か、どれだけ入れるのか、安全な設備をつくる

のか」と、必ず聞きますよ。言ってくれな

きゃ、また次の日行きますよ。だって、もう決

めているわけでしょう。そんなばかな話はない

ですよ、行き当たりばったりで、こんな大切な

問題を。

沖縄の翁長知事。僕は信条も違います、考え

方も違います、特に安全保障に関しては。た

だ、あの人の政治姿勢は立派ですよ。沖縄県民

を守るためには、これしかないということで。

僕らと考えは違いますよ、行く先は。でもそれ

を一貫して貫かれて、命を本当にかけられた

じゃないですか。この姿勢というのは、右左は

別として、どちらにせよ、知事は持つべきで

す。それは、先ほど言いましたように、宮崎

ファースト、宮崎の安心・安全は俺が守る、先

頭に立つ。この気概ですよ、大切なのは。これ

があったら、いても立ってもいられず、何度か

防衛省に行って、誰に会った、彼に会った、何

と言った、けしからん、理解できん、この区別

はもうやってなきゃだめですよ。先頭に立って

頑張っていただきたい。

時間が参りましたので終わります。（拍手）

次は、重松幸次郎議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 本年最後○重松幸次郎議員

の質問者となりました。公明党宮崎県議団の重

松でございます。通告に従い、順次質問を行い

ますので、知事を初め関係部長の皆様の明快な

御答弁をお願いいたします。

第197回臨時国会において、連日、活発な論戦

が展開されております。10月30日に公明党の斉

藤鉄夫幹事長、翌31日に山口那津男代表が、そ

れぞれ衆議院・参議院の代表質問に登壇し、斉

藤幹事長は、頻発する大規模災害を踏まえ、

「国民の命と暮らしを守るため、今こそ防災・

減災・復興という最重要テーマを「政治の主

流」に位置づけなければならない」と強調して

おります。

一方の山口代表は、「将来世代への責任とし

て、人口減少社会、人生100年時代、さらには団

塊ジュニアの世代が高齢者になる2040年ごろを

見据えた持続的な社会保障制度の姿を示してい

くことが求められる」と述べ、全世代型社会保

障の構築に意欲を示しての代表質問でありまし

た。

そこで私も、この2040年問題から始めたいと

思います。

日本は、急速な人口減少と高齢化という未曽

有の危機に直面しており、総務省は本年４月

に、「自治体戦略2040構想研究会 第一次報

告」を公表し、続けて７月には第二次報告が発

表されました。

第一次報告では、高齢者人口がピークを迎え

る2040年ごろにかけて迫りくる３つの「内政の

危機」を提示し、そのもとで具体的に挙げれ

ば、少子化により社会構造の変化に即した子育

て環境の整備が必要となり、小・中・高等学校

の統廃合、大学進学率の低い地方圏において高

等教育を受ける機会の喪失、医療・介護ニーズ
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の増加、労働力不足やインフラの老朽化、そし

て中山間地域の集落機能の維持が困難になるな

ど、2040年ごろの姿から逆算する形で取り組む

べき課題を整理され、そのために考えられる対

応が挙げられております。

第二次報告では、個々の自治体が全ての政策

を手がけるフルセットの行政事務を担うのは困

難と指摘し、サービス維持の方策として、複数

の自治体が「圏域」などの単位で連携して、行

政サービスを提供できるよう、法的枠組みの必

要性を提示されております。

この報告の共通テーマは、「人口減少下にお

いて満足度の高い人生と人間を尊重する社会を

どう構築するか」であります。そこで知事に、

「自治体戦略2040構想研究会」の報告を踏ま

え、人口減少が進む中での、本県における課題

と今後の取り組みの方向性について伺います。

以上を壇上の質問とし、残りは質問者席から

伺います。（拍手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 お答えしま○知事 河野俊嗣君

す。

今後、人口減少が深刻化する中では、自治体

戦略2040の報告でも取り上げられておりますよ

うに、人材の流出による担い手不足によりまし

て、産業活動の低下、中山間地域の一層の疲弊

化に加え、都市部にも影響が広がっていくな

ど、さまざまな問題が顕在化してくる可能性も

懸念されるところであります。

このため、若者の流出抑制やＵＩＪターンの

促進などの社会減対策、女性・高齢者など多様

な人材が活躍できる環境づくり、さらには、今

後はＩｏＴなどの先端技術の活用による生産性

の向上やイノベーションの創出、公共施設の長

寿命化などに取り組むことも重要であると考え

ております。

これらを総合的に進めることで、人口減少の

中にあっても、持続可能で活力ある県づくりに

向けて、危機感を持ちながら取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

ありがとうございます。本○重松幸次郎議員

県では、全国より速いスピードで高齢化が進

み、若者の県外流出がさらに増加することが懸

念されております。

報告書の中でも、新たな自治体行政の基本的

考え方に言及されており、公共私それぞれの

人々の暮らしを支える機能を構築する「プラッ

トフォーム・ビルダー」としての役割や、その

際に、自治体の職員は関係者を巻き込み、「プ

ロジェクトマネジャー」となって、新たな活躍

の場や豊かな生活環境を求める人材が移住しや

すい環境を整備していくことが重要であると提

起しています。

さらに、「このような環境変化に対応して、

自治体が住民サービスを持続的、かつ、安定的

に提供していくためには、ＡＩ（人工知能）や

ロボティクスによって処理することができる事

務作業は全てＡＩやロボティクスに任せ、職員

は職員でなければできない業務に特化すること

が必要である」として、職員数の減少に対応し

ながら、業務効率化のために、ＡＩやパソコン

上の操作をソフトウエアで自動化する、いわゆ

るＲＰＡ（Robotic Process Automation）等の

導入で、スマート自治体への転換を促していま

す。

そこで、本県においてのこれらを見据えた、

ＡＩやＲＰＡなどの新しい技術の活用に向けた

取り組みについて、総合政策部長にお伺いしま

す。

（ ） ＡＩやＲＰＡ○総合政策部長 日隈俊郎君
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など新しい技術の活用が、民間企業において進

んでおりますことから、県庁内の業務の効率化

にも十分に寄与するものと認識しております。

また、他の自治体においても、住民の問い合

わせに自動応答するサービスや、パソコン作業

の自動化など、新しい技術を取り入れた動きも

出てきております。

一方で、取り入れるために新たな業務がふえ

るなど、デメリットもありますことから、コス

ト意識を持った対応が必要であろうと考えてい

るところであります。

このため、今年度、民間企業と共同で、ＲＰ

Ａ活用に向けた検証を行ったところでございま

すが、例えば、自動車税納税者の住所データの

更新に際しまして、今までは手作業で行ってい

た作業を国関係機関が保有するデータを反映す

ることで自動化するなど、県の業務の中で成果

が見込める定型的な作業について、引き続き活

用を検討してまいりたいと考えております。

繰り返しになりますが、○重松幸次郎議員

「今後、ＩＣＴの利用によって処理できる業務

はできるだけＩＣＴを利用するということを前

提とした自治体行政を展開する必要がある」と

しております。

あわせて、「人口縮減時代のパラダイム（方

法論）へ転換しなくてはならない」とあり、

「それは、行政内部の情報システムについて、

自治体ごとに開発し、部分最適を追求すること

で生じる重複投資をやめる枠組みが必要であ

り、システム更新時期に合わせて無理なく円滑

に統合できるように、期限を区切って標準化・

共通化を実施する必要がある」と提起しており

ます。

つまり、これから広域で自治体の連携を進め

る上では、個々に開発された情報システムで

は、データの移行や研修・訓練などに互換性が

なく、支障を来すためと考えます。この点を考

慮してＩＣＴの活用、しっかり準備を進めてい

ただきたいと思います。

この第二次報告の最終項目は、「東京圏のプ

ラットフォーム」であります。それは、「東京

圏を含む三大都市圏が、それぞれの最適なマネ

ジメント手法を考え、早急に近隣市町村との連

携やスマート自治体への転換への対応を講じな

ければ、人口減少と高齢化の加速に伴い危機が

顕在化し、ひいては我が国全体にとっての危機

となる」とありました。

一言で言うならば、「東京問題をどう考える

か」であると考えます。

このことについて加藤久和・明治大学教授

は、「人口減少時代の国土づくりを考える際に

は東京圏への一極集中を避けるわけにはいかな

い。現在では、若者を中心に地方から東京圏へ

の人口移動はとまらず、国際的に見ても人口集

積の規模は大きい。こうした過密性が「集積の

経済・規模の経済」という利点を提供している

という見方もあり、このことを否定するもので

はないが、一方で、混雑現象とも言える状況が

生じている。」とした上で、若者にとって子供

を生み育てる環境のおくれが低い出生率にある

こと、過密な住宅は高い地価・家賃をもたら

し、これが居住スペースの制約や公共施設の設

置を困難にしていること、長い通勤時間で育児

・仕事の両立を難しくしていることなどを挙げ

られています。

また、地方から呼び寄せた若者が高齢化する

中で、医療・介護サービスの不足は深刻化する

と見られ、さらには地震等の災害に行財政や経

済機能を集中させているリスクははかり知れな

いなど、幾つもの課題を指摘しております。
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この東京圏の人口集積を見直さない限り、真

の地方創生は実現できない。では、なぜ東京圏

に人口移動が生じるのか。その原因は、若者を

中心に仕事や教育を求めているということ。言

いかえれば、若者が求める仕事や教育が地方中

心都市に存在するのであれば、過度な人口集積

は解消される。これは人口減少時代の新たな国

土づくりの方向性に合致するというコンセプト

であります。

そのコンセプトにおいて、「自治体は、都道

府県レベルよりも上位の地方自治体、九州では

「九州広域連携」を軸に議論することが必要」

としております。

そこで知事に、真の地方創生を実現するため

には、九州が一体となった広域連携も必要と考

えますが、そのお考えをお聞かせください。

（ ） 真の地方創生を実現す○知事 河野俊嗣君

るためには、地方がそれぞれの特徴を生かし

て、みずから考え、持続可能な地域づくりを進

めるとともに、特に観光や災害対策など連携を

することで、より大きな効果が期待できる分野

については、広域的に取り組むことも必要であ

ると考えております。

このため、九州地方知事会と経済界で組織を

します九州地域戦略会議では、九州が一体と

なった地方創生のアクションプラン、これにＪ

ＥＷＥＬＳプランという名前をつけて策定し

て、輸出の促進や外国人誘客のプロモーショ

ン、災害時の情報発信や受援体制の構築、大学

等と連携した産業人材育成など、各県の強みや

特性を生かして相互に補完することで、より効

果が見込める取り組みを進めているところであ

ります。若年層の圏域外への流出を防ごうと、

何とか九州内にとどめようというようなこと

を、連携して取り組んでおります。

また、来年、九州でも開催予定のラグビー

ワールドカップに合わせまして、開催県である

３県、その開催地だけではなく、九州各県の周

遊を図る広域観光ルートを作成するなど、一体

となって取り組んでいるところであります。

今後とも、こうした広域的な連携についても

積極的に取り組んで、真の地方創生の実現に向

けて、力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。

自治体戦略2040構想の実現○重松幸次郎議員

に向けて、みずからの圏域の姿を具体的に想起

し、そして九州一体となって対策に着手してい

ただきたいと要望いたします。

次に、消費税率10％への対応についてお伺い

します。

安倍晋三首相は10月15日の臨時閣議で、来

年10月の消費税率10％への引き上げを予定どお

り実施することを表明しました。

引き上げが予定されていた2015年10月、ま

た2017年４月は、経済への影響を懸念して先送

りになりましたが、先ほども議論させていただ

いたように、急速な少子高齢化に伴って増大す

る社会保障費を確保するため、我が党も推進す

べきと考えます。

そこでまず、今回の消費税率引き上げの意義

について、知事はどう認識しているのかをお伺

いいたします。

（ ） 今回の消費税率引き上○知事 河野俊嗣君

げ分の税収は、年金、医療、介護及び少子化対

策等の社会保障サービスのために要する経費に

充てることとされております。

現在、国や本県を含む地方におきましては、

厳しい財政状況、また急速に進む少子高齢化や

社会保障関係費の増大などの課題に直面してい

るところであります。
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全ての世代が安心でき、活躍できる全世代型

の社会保障制度を構築し、将来にわたって維持

していく安定財源を確保するためには、今回の

引き上げは重要な判断であると考えておりま

す。

御答弁いただいたように、○重松幸次郎議員

社会保障費の充実、少子化対策、また将来世代

への負担軽減（財政赤字の縮減）にもつながる

と考えます。

一方で、消費税率引き上げによる日本経済へ

の影響が懸念されること、また、なぜ財源を確

保する選択肢に消費税が有効なのかという疑問

の声があることも、承知しております。このこ

とについて、元京都大学教授で現在は京都女子

大学の橘木俊詔客員教授は、我が党の機関紙に

おいて次のように論じています。

「消費税引き上げにより、一時的に消費が落

ち込み、経済に悪影響を与える可能性もある

が、消費税率の引き上げがもたらす経済的な影

響は中長期的な視点で見たほうがよい。今回の

増収分は年金、医療、介護の充実に加え、幼児

教育無償化や、給付型奨学金の充実などに充て

られ、低所得者に恩恵が届く。つまり、福祉や

教育分野への支出が減ることで、実質的にその

人たちの所得が向上する。低所得者は、経済的

な理由で、生活に必要な商品・サービスの購入

を控えている場合があり、所得がふえれば、消

費をふやす行動に出やすい。このため、社会保

障の充実は、個人消費の増加と経済の好循環に

つながり、経済成長にも貢献するはずだ。」と

評価されております。

一方の、財源確保のための消費税について

は、「消費税は、税を負担する人と、国などへ

納税する人が異なる「間接税」であり、広い範

囲で浅く国民に負担をお願いするものだ。所得

税や法人税など「直接税」を引き上げるより

も、日本経済への悪影響が少ない。例えば、所

得税や法人税などが極端に高くなると、企業や

現役世代の勤労意欲や投資意欲を低下させてし

まうだろう。また、現在の社会保障制度は高齢

者に手厚い配分がなされている。教育分野の財

源にも充てられる消費税を払うことで、高齢者

も若者世代を支える姿を見せることができ、現

役世代の不公平感の解消につながる。「直接

税」の引き上げでは、若者世代の負担感が強ま

るだけだ。」と解説をいただいております。

先ほど知事は、「消費税の今回の引き上げは

重要」とお答えになっておりますが、同じ意見

ではないかと思っております。

さて、増税への不安や景気・経済への影響を

緩和するため、安倍首相も、「あらゆる施策を

総動員し、経済に影響を及ぼさないよう全力で

対応する」と述べられております。しかしなが

ら、消費税は所得の少ない人ほど負担感が重い

という「逆進性」があり、少なからず家計を圧

迫します。前回の引き上げ時には、駆け込み需

要に伴う消費の反動が生じ、経済成長に影響を

及ぼしました。

そこで政府は、10％引き上げに合わせて、酒

類や外食を除く飲食料品全般と定期購読の新聞

（週２回以上発行）の税率を８％に据え置く軽

減税率を導入します。食料品の軽減税率は、Ｅ

Ｕの28カ国中23カ国で導入され、混乱なく運用

されています。

軽減税率制度の円滑な実施に当たっては、全

ての事業者に必要な準備を完了しなくてはなり

ません。政府は、「軽減税率対策補助金」を実

施しており、10％と８％の複数税率に対応した

レジの設置や、受発注システムの改修に対応す

る準備を促しておりますが、日本商工会議所の
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調査によりますと、「約８割の事業者が準備に

取りかかっていない」という結果が出ておりま

す。

そこで、消費税の軽減税率制度への対応に向

けて、商工業者に対して、県としてどのような

取り組みを行っているのか、商工観光労働部長

にお伺いします。

（ ） 軽減税率○商工観光労働部長 井手義哉君

制度が実施されることにより、家計の負担が軽

減される一方、事業者の負担等への影響が懸念

されているところであります。

このため、国におきましては、商工業者に対

して、適用税率の把握やレジの対応確認など、

準備が必要な事柄についての情報提供や、複数

税率に対応した機器導入への補助金による支援

が行われております。

県といたしましても、制度の円滑な実施に向

けて、国や関係団体等で構成される「宮崎県消

費税軽減税率制度実施協議会」の一員として、

制度の周知・広報等に取り組んでおります。ま

た、商工団体を通して、本制度の留意点や補助

金の申請方法、2023年10月から導入されるイン

ボイス制度などについてのセミナー開催や相談

窓口の設置等により、商工業者に対する支援を

行っているところであります。

さらなる支援をよろしくお○重松幸次郎議員

願いいたします。

昨日26日、経済財政諮問会議等で、消費税引

き上げに伴う経済対策の大枠が提示されまし

た。社会保障の充実を初め、軽減税率の導入と

合わせて、プレミアム商品券の発行や、キャッ

シュレス決済でのポイント還元、車や住宅など

の耐久消費財の購入支援などであります。

これらを国民にわかりやすく、また実効性の

高い施策を望むものであります。

そのほかにも消費増税を円滑に、かつ確実に

スタートさせるために、現場での課題を迅速に

受けとめ、明確な運用方法の周知を図ることも

重要です。例えば、「外食10％と持ち帰りの８

％の線引き」や、消費税を取引価格に正しく上

乗せする「転嫁対策」、そして、先ほどお話が

ありました、複数税率に必要とする「インボイ

ス（適格請求書）」の対応 このインボイス―

は導入から４年後に行われますが が必要で―

あります。

軽減税率制度の実施について、商店街の団体

みずからが理解促進のための取り組みを行って

いると聞きますが、具体的な取り組みについ

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

（ ） 軽減税率○商工観光労働部長 井手義哉君

制度の周知等につきましては、本年度、県商店

街振興組合連合会におきまして、商店街の方々

の疑問を解消するための軽減税率制度やインボ

イス制度等について学ぶ講習会の開催や、特別

相談窓口の設置が行われているところでありま

す。

またあわせて、県内４地区で税理士による巡

回相談が行われ、軽減税率の対象商品や増税後

の価格設定等について、個々の店舗を訪問して

相談対応されたと伺っております。

県といたしましても、来年10月の消費税率引

き上げと軽減税率制度の円滑な実施に向けて、

今後とも、国や商工団体と十分に連携を図りな

がら、制度の広報・周知に努めてまいりたいと

考えております。

関係団体と連携して、導入○重松幸次郎議員

開始まで、丁寧な説明とサポートをお願いした

いと思います。

ちなみに、先ほどの外食範囲の件であります

けれども、新聞記事では、「店側は販売時に客
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に対して、持ち帰りか店内飲食かを意思確認す

る必要がありますが、店内の掲示で確認する方

法も認められています。具体的には「イートイ

ンコーナーを利用する場合はお申し出くださ

い」との掲示があれば、申し出がない限り軽減

税率の対象として扱って問題がないということ

であります。また、どのようなものが外食に当

たるかは、サービスの提供の仕方によって異な

ります。例えばファーストフード店での場合、

テイクアウトは８％、店内飲食は外食扱いにな

ります。そば屋さんなどの店内飲食は外食です

が、出前は、顧客の指定した場所まで飲食料品

を届けるものであるため、軽減税率の対象とな

ります。映画館内の売店では、顧客は売店で食

べるわけではないので、飲食料品の販売に該当

し、軽減税率が適用されます」となっておりま

す。

お客様も消費者も、店側も、よくこれを理解

し、周知して、しっかり、そのスムーズな運用

を期待したいと思います。

次は、地域産業への支援について伺います。

去る９月18日に、公明党宮崎県本部と宮崎県

内の主要10団体「宮崎県経済団体協議会」との

政策要望懇談会を開催いたしました。

その折にいただいた要望の中から本県に係る

課題について、今回は農林業と建設業に関する

件をお尋ねいたします。

まず農林業について、ＪＡ中央会さんと経済

連さんからはともに、担い手不足や所得向上と

活性化が課題とした上で、耕作放棄地がふえて

いる「土地利用型農業」が課題であるとお聞き

しました。農協としても加工食品への入荷など

に努めていますが、さらなる支援が必要と感じ

ているとのことです。

そこで、土地利用型農業の推進に向けた県の

取り組みを、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 本県の土地利○農政水産部長 中田哲朗君

用型農業の振興には、露地野菜の生産拡大や農

地の有効活用を進めていくことが重要であると

考えております。

特に、加工・業務向けの需要が高まっている

露地野菜では、安定した所得が見込める契約取

引を推進するとともに、農家負担を軽減する機

械化体系の実証や、作業受託を担う農業法人等

の育成に取り組んでいるところであります。

また、農地中間管理事業を活用した農地集積

を進めるとともに、水田では、米と露地野菜な

どの高収益作物を組み合わせた、周年利用体系

の確立を目指しているところであります。

県では、今後とも、関係機関・団体と連携し

ながら、これらの取り組みを進め、収益性の高

い土地利用型農業を推進してまいりたいと考え

ております。

続いて、林業の振興につい○重松幸次郎議員

て伺います。

本県の杉の生産量は全国の15％を占め、27年

連続日本一を記録し続けております。木材価格

も回復基調にありますが、皆伐と再造林の時代

に入っています。

資源循環型の林業の継続が重要であります

が、再造林には費用がかかるので、公共農林予

算の確保を訴えておられました。

そこで、資源循環型の林業振興において、再

造林対策について県の取り組みを、環境森林部

長にお伺いいたします。

（ ） 本県の杉を中○環境森林部長 甲斐正文君

心とする人工林資源は、全国に先駆けて本格的

な収穫期を迎えていることから、今後、資源循

環型林業を確立する上では、再造林を進めてい
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くことが大変重要であります。

このため県では、再造林を推進していくため

に、国の森林整備事業による補助を初め、県の

森林環境税を活用した、国の事業へのかさ上げ

補助を実施しております。

また、今年度から、造林の省力化や低コスト

化につながる、伐採から造林の一貫作業システ

ムを事業化するとともに、再造林に効果的なコ

ンテナ苗など、優良苗木の安定供給体制の整備

等に取り組んでいるところであります。

今後とも、森林整備事業等の予算確保に努め

ながら、山会議などを通じ、関係者が一体と

なった再造林対策に取り組んでまいりたいと考

えております。

懇談会の中でも農林業従事○重松幸次郎議員

者は、消防団や地域の学校を支えるなど、中山

間地域を支える力となっております。労働力の

確保が課題と話されております。

そこで、農林業の新規就業者確保の取り組み

について、環境森林部長、また農政水産部長、

それぞれにお伺いいたします。

（ ） 林業における○環境森林部長 甲斐正文君

新規就業者の確保対策につきましては、就業希

望者と事業者を結びつけるため、県内外におい

て就業相談会を開催するとともに、移住相談会

へ参加しているところであります。

また、就業者が安心して働くことができるよ

う、福利厚生や労働安全衛生の充実、就業者の

継続的雇用を行う林業事業体への奨励金の交付

などに取り組んでおります。

その結果、平成29年度は178名の方の新規就業

につながったところであります。

これらの取り組みに加え、本年度から、現場

作業員の労働強度の軽減につながる装備等の導

入支援に取り組むとともに、来年度からは、

「みやざき林業大学校」を開講し、実践的な人

材育成を総合的に行うための各種研修を実施す

ることとしております。

今後とも、魅力ある林業の職場環境づくりを

通して、新規林業就業者の確保に努めてまいり

たいと考えております。

（ ） 農業の振興を○農政水産部長 中田哲朗君

図っていく上で、新規就農者の確保対策は大変

重要な課題であると認識しているところであり

ます。

このため、大都市圏や県内で就農相談会を開

催するとともに、就農希望者に対しては、県内

法人等への派遣型就農研修「お試し就農」に取

り組んでいるところであります。

また、県立農業大学校が行う、農業経営者等

と連携したインターンシップや農業高校との交

流の取り組み、さらには、ＪＡ等が整備してい

るトレーニング施設への支援などにより、新規

就農者の確保に努めているところであります。

このような取り組みによりまして、昨年の新

規就農者数は、平成に入って最も多い406名と

なったところであります。

今後とも、市町村や関係団体と連携して、本

県農業を支える担い手の一層の確保に取り組ん

でまいります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。新規就農を望む人材確保は全ての業界にお

いても、また喫緊の課題ですので、さらなる取

り組みをお願いいたします。

次は、建設産業についてであります。

「全国の公共事業費は６兆円で推移してお

り、それは本当にありがたいが、本県建設業の

現状は、以前の950社から500社を切る状況に

なっている、事業承継も依然厳しい状況だ。ま

た、業界も地方創生のため、担い手確保に週休
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２日制などを図りながら取り組んでいる。しか

し、継続的な資本整備がないと厳しいのと、単

年度会計が課題である。また、１年を通じて仕

事がある状況をつくってほしい」とのお話でし

た。

国に対しての要望でもありますけれども、公

共工事における発注や施工時期の平準化の取り

組みについて、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 公共工事の○県土整備部長 瀬戸長秀美君

平準化の取り組みは、労働者の処遇改善や企業

の経営基盤の強化を図る上で大変重要であるこ

とから、県におきましては、「早期発注」や

「ゼロ県債の活用」及び「余裕期間を設定した

工事の発注」の３つの施策に重点を置きながら

取り組んでおります。

県土整備部では、このうち「早期発注」につ

きましては、今年度当初予算における上半期契

約率の目標を、昨年度末の補正予算を考慮し

て60％以上と設定し、65％の実績でありまし

た。また、「ゼロ県債の活用」につきまして

は、今回の補正予算で、昨年度と同額の約35億

円の設定をお願いしており、年度間の切れ目な

い発注を行うものであります。さらに、工事着

手時期が柔軟に運用できる「余裕期間を設定し

た工事の発注」につきましては、昨年度と同じ

く100件程度実施する予定であります。

公共工事の平準化につきましては、国・県・

市町村が一体となって推進する必要があるた

め、今後とも、情報共有を図りながら、しっか

りと取り組んでまいります。

職場環境を改善して、資格○重松幸次郎議員

取得への援助、永年また技術評価への表彰など

を駆使し、人材確保を図るべきと考えます。

そこで、建設産業において、人材の育成・確

保は重要であると考えますが、県としてどのよ

うに取り組んでいくのか、同じく県土整備部長

にお伺いいたします。

（ ） 建設産業に○県土整備部長 瀬戸長秀美君

おきましては、建設投資の減少などを背景とし

まして、若年入職者の減少や技術者等の高齢化

といった問題が生じており、人材の育成・確保

は喫緊の課題となっております。

このため県では、産業開発青年隊や産業技術

専門校における建設技術者の育成を初め、建設

業団体等と連携し、若年者の職場実習や資格取

得を支援するとともに、高校生等の若い世代に

建設産業の魅力を伝えるため、出前講座やイン

ターンシップの実施などに取り組んでおりま

す。

また、現場の第一線で活躍されている技術者

に、誇りと意欲を持っていただくため、技術、

技能等にすぐれた方を、優秀施工者として毎年

表彰しているところであります。

今後とも、関係機関や建設業界と十分な連携

を図りながら、建設産業における人材の育成・

確保に、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

先日、うれしいニュースが○重松幸次郎議員

ありまして、宮崎県内の建設業関係者の方で、

宮崎市の河野誠司さんという方が、国土交通大

臣賞の表彰を受けられたと聞きました。またこ

としも、宮崎県職業能力開発関係表彰及び伝達

式が、来月行われます。今後ますますの御活躍

をお祈り申し上げます。

さて、２年前の６月議会でもお尋ねいたしま

したが、建設現場を支えるエキスパートとして

期待が高まる、「登録基幹技能者」という資格

者について伺います。

いただいた資料には、「登録基幹技能者は、
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熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的

にまとめるマネジメント能力を備え、専門工事

業団体の資格認定を受けた技能者です。平成20

年１月の建設業施行規則の改正に伴い、新たに

「登録基幹技能者制度」として位置づけられ、

同年４月から経営事項審査の評価の対象となり

ました。また、登録基幹技能者の配置が「総合

評価」の加点対象項目となっており、元請企業

の「優良技能者認定制度」における認定要件と

して、登録基幹技能者が活用されています」と

ありました。

また、「登録基幹技能者の公共工事の総合評

価における評価・活用について、国土交通省で

は、平成17年度に北海道開発局が最初に導入

し、現在ではすべての地方整備局等が導入して

います。また、都道府県・政令指定都市では、

平成19年度に長崎県が最初に導入し、平成30年

度では22道府県と５政令市が導入しています。

さらに、都市再生機構が導入しており、総合評

価における本制度の評価・活用は着実に進んで

います」とありました。

そこで、総合評価落札方式における登録基幹

技能者の導入について、どのように考えている

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

（ ） 登録基幹技○県土整備部長 瀬戸長秀美君

能者は、熟練した作業能力と豊富な知識を備

え、現場のマネジメント能力を有する者として

認定されることから、県におきましては、国に

準じまして、今年度より専門工事の入札におい

て、主任技術者の要件を満たすものとして位置

づけたところであります。

総合評価落札方式におきましては、国や他県

で登録基幹技能者を評価している事例もありま

すが、職種や地域によりまして技能者数が少な

いことや、企業においては資格取得のための負

担が大きいなどの課題が見受けられておりま

す。

一方で、国は、来年４月から運用予定の建設

キャリアアップシステムを活用した技能者の能

力評価制度を新たに導入し、今後、高い技能・

経験を有する登録基幹技能者等の公共工事での

評価方法を検討すると伺っております。

県としましては、建設業団体と意見交換を行

いながら、総合評価落札方式も含め、公共工事

での評価方法について検討してまいりたいと考

えております。

２年前の答弁でも「登録基○重松幸次郎議員

幹技能者の有資格者が少なく、地域によって偏

りが出る」と、その答弁が変わりないのが残念

でありますが、総合評価における都道府県の活

用で、九州・沖縄の工事件数は、平成29年度で

も468件、全国では1,553件、平成25年では374件

でありましたので、4.1倍にふえております。

発注者の声も記載されておりますので、１つ

だけ紹介します。「県内の登録基幹技能者数が

少ないが、技能者の増加促進及び改正品確法の

趣旨を踏まえ、より一層の技能者の活用促進と

処遇改善を図ることが重要であることから、登

録基幹技能者制度を活用している。」という発

注者の声があります。

実は、私の次男が長崎県の建設業の会社に勤

めておりまして、電話で、この登録基幹技能者

の件を確認したら、現場におって、大変効率

的、また安心感があり、この採用は重要だとい

う声があったわけであります。

また県内の業者さんからも、活用を求める要

望が出ております。今回もそのために質問をし

ております。せっかく県内には約600名の登録基

幹技能者がおられるのですから、公共工事にお

ける評価・活用を強く要望いたします。
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続いて、観光振興について伺います。

初めに、観光客、外国人観光客を含む方々を

守るために、危機管理の充実についてでありま

す。

観光業は、我が県においては「地方創生」の

切り札であり、大切な主要産業であります。国

においても、2020年までに外国人観光客を4,000

万人までふやすことを目標とし、「観光立国」

を目指しております。

こうした中にあって、本年９月には、台風21

号の上陸や、北海道胆振東部地震で大きな被害

が発生し、関西空港や新千歳空港が一時閉鎖さ

れ、札幌市内では、ブラックアウトによる停電

等で大きな影響が出ました。とりわけ外国人観

光客にとっては、多言語での災害・交通・非常

情報が十分でないなど、災害時の対応に課題を

残したと報道されております。

本県でも、南海トラフ地震・津波が発生した

場合、空港周辺はもとより、青島や日南海岸な

どの沿岸部での避難場所、また霧島山系での火

山噴火などによる避難場所や避難経路など、災

害支援対策が大変気になるところであります。

そこで、災害発生時には、観光客が安全に避

難できるよう支援する必要があると思います

が、県の取り組みについて、危機管理統括監に

お伺いいたします。

（ ） 本県の観光○危機管理統括監 田中保通君

入り込み客数は、平成29年で年間約1,530万人と

なっており、南海トラフ地震等の大規模災害が

発生した場合に備えて、地理に不案内な観光客

が安全に避難できるよう対策を講じることは、

大変重要であると考えております。

このため、まず災害時にスマートフォンなど

でタイムリーに避難情報等が収集できるよう、

国が構築したＬアラートを通じまして、自治体

から直接、ウエブサイト事業者やスマホアプリ

事業者に、避難情報等の配信ができる体制がと

られております。

また、指定緊急避難場所をひなたＧＩＳで検

索できるようにするとともに、避難場所や避難

経路等の表示に取り組む市町村を支援している

ところであります。

今後とも、市町村や関係部局と連携しなが

ら、観光客の安全な避難の支援に努めてまいり

たいと考えております。

あわせて、災害時における○重松幸次郎議員

訪日外国人観光客に対する情報伝達手段につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

（ ） 訪日外国○商工観光労働部長 井手義哉君

人は、日本語が不自由であったり、土地勘がな

いことはもとより、地震や津波、台風などの経

験や知識がないことも想定されることから、災

害時には特に情報伝達面での配慮が必要である

と考えております。

そのため、災害時に避難場所や交通機関の運

行状況などの正確な情報が入手できる国の多言

語ホームページやアプリを紹介するチラシを、

駅や空港等の観光案内所で配布するなどして周

知に努めているところであります。

また、本年開設しました多言語コールセン

ターも、緊急時の情報提供や避難誘導に有効に

活用してまいりたいと考えております。

なお、実際に災害が発生した場合には、必要

に応じて県国際交流協会内に窓口を開設し、市

町村等と連携しながら相談対応を行うこととし

ております。

今後の取り組みをよろしく○重松幸次郎議員

お願いいたします。

交通機関・観光地・宿泊業などでの災害情報

とあわせて、バリアフリー対策にもさらに取り
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組んでいただきたいと思います。全ての旅行者

から、「宮崎は快適だ、安心だ」という声が広

がることを期待しております。

続けて、商工観光労働部長にお伺いします。

口蹄疫からの復興・再生をなし遂げ、いよい

よ来年度以降は、東京オリンピック合宿や国民

文化祭など大きなイベントが近づき、本県観光

にとりましても、好機到来であります。県内各

地を周遊させ、魅力をアピールすることが、こ

れからの課題と考えます。

宮崎の自然、伝統文化などを生かし、観光客

の滞在時間を延ばす仕組みづくりが重要と考え

ますが、県の取り組みをお伺いいたします。

（ ） お話にあ○商工観光労働部長 井手義哉君

りましたとおり、観光客の滞在時間を延ばす仕

組みづくりは、本県の観光消費額をふやすため

に、大変重要であります。

このため、みやざき観光コンベンション協会

に、旅行会社ＯＢの専門人材を配置し、地域の

資源を生かした体験メニューづくりに取り組ん

でおります。

その結果、本年10月には、県北９市町村と連

携して、地域の自然や伝統文化、グルメな

ど、53のメニューから旅行者が自由に選んで体

験できる「ひむか共和国クーポン」という旅行

商品を商品化し、大手旅行会社やインターネッ

トによる販売を開始したところでございます。

今後、その販売促進に積極的に取り組むとと

もに、同様の取り組みを県内の他の地域にも広

げることで、観光客の滞在時間を延ばし、地域

経済の活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。

先日、新聞記事で、県が宮○重松幸次郎議員

崎市の宮崎港に、官民連携で複合ビル整備の検

討に乗り出していることが出ておりました。港

の活性化と防災、また治安機能強化のためにも

必要と考えます。

宮崎港において検討している官民連携複合ビ

ルについて、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 宮崎港にお○県土整備部長 瀬戸長秀美君

きましては、フェリーターミナル周辺での津波

発生時のより安全な緊急避難場所の確保や、建

築後約30年経過したターミナルビル、また、

約50年経過した中部港湾事務所の老朽化が課題

となっております。

一方、国道219号広瀬バイパスが完成します

と、一ツ葉有料道路などと一体的に利用可能と

なり、宮崎港や宮崎空港と西都インターチェン

ジが結ばれ、物流拠点である宮崎港の役割がま

すます重要になること、また、宮崎港と宮崎駅

を結ぶ都市計画道路の整備などにより、港周辺

の魅力がより一層高まると期待されることか

ら、民間企業も入居できる複合ビルは、官民双

方にメリットがあるものと考えております。

このため、その整備に当たりましては、民間

の資本やノウハウを活用した社会資本整備の可

能性なども含め、検討を進めてまいりたいと考

えております。

港湾事業の統制、また観光○重松幸次郎議員

・物流の活性化、そして防災・治安強化のため

にも、ぜひとも計画を進めていただきたいと思

います。

最後に、文化芸術・スポーツ振興についてお

尋ねいたします。

スポーツキャンプにおいては、本年プロ野

球、西武ライオンズ、広島カープ、それぞれ

リーグ優勝を果たし、さらにはパ・リーグのク

ライマックスシリーズで勝ち上がったソフトバ

ンクが、そのまま日本一の栄冠をかち取りまし
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た。

またＪリーグでも、本県でキャンプを実施し

ている川崎フロンターレが２連覇を達成いたし

ました。

国内外のスポーツ関係者には、「キャンプ地

みやざき」の好アピールができたのではないか

と思います。

スポーツキャンプシーズンである２月などの

宿泊者数が多くなるということが、本県の観光

の特徴であり、シーズン中の休日は、ホテルが

とれないなどの声もよく聞かれているところで

あります。

そこで、キャンプシーズンなどスポーツ需要

で宿泊稼働率が上がる本県の特徴を捉まえて、

スポーツランドみやざきを年間通じて全県的に

取り組むべきと思いますが、商工観光労働部長

にお考えをお伺いいたします。

（ ） 本県の宿○商工観光労働部長 井手義哉君

泊施設の客室稼働率は、九州各県と比べ、キャ

ンプやゴルフトーナメント等のある２月と11月

が高い水準にあるなど、スポーツランドみやざ

きは、本県観光の大きな強みであります。

この強みのスポーツ誘客による経済効果をよ

り波及させるため、県では、スポーツランドみ

やざきの全県化、通年化、他種目化を推進して

おり、今年度は、県内各地の多彩な合宿環境を

紹介するガイドブックを作成し、市町村との合

同誘致セミナーを開催するなど、幅広い誘致活

動に取り組んでおります。

また、年間を通じて楽しめるゴルフやサー

フィンなど、宮崎ならではの「する」スポーツ

に着目したプロモーションを、航空会社等と連

携して取り組むなど、スポーツ誘客にも努めて

いるところでございます。

今後とも、これらの取り組みにより、スポー

ツランドみやざきを、年間を通じて全県的に推

進してまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

最後に、文化振興について伺います。

先月６日、宮崎県議会文化芸術振興会のメン

バーで、大分県で行われました「国民文化祭・

全国障害者芸術・文化祭」の開会式に行ってま

いりました。

大会テーマは「おおいた大茶会」であり、こ

れは、「人を招き、もてなし、ともに楽しむ」

ことをイメージして、老若男女、障がいのある

方もない方も、誰もが参加し楽しむことができ

る大会を目指していますとのことです。51日

間、県内全市町村で事業が実施されておりまし

た。

開会式のオープニングステージ「ヨロコビ・

ムカエル？」では、300名を超える出演者が、屋

内と屋外とを映像や音響でつなぎながら、華麗

なるステージが繰り広げられて、その力のこ

もった演技を鑑賞させていただきました。特に

オープニングとエピローグで披露された県立由

布高等学校郷土芸能部の「神楽」の舞は圧巻

で、今でも感動がよみがえってきます。

いよいよ2020年は、宮崎での開催です。文化

祭の幕開けにふさわしい、開会式とオープニン

グステージに注目が集まりますが、国民文化祭

・全国障害者芸術・文化祭の、開会式などの総

合フェスティバルでは、宮崎の特色をどのよう

に出していくのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

（ ） 本大会では、○総合政策部長 日隈俊郎君

開会式、閉会式と、オープニングイベントとな

りますプレフェスティバル、この３つの事業を

「総合フェスティバル」としております。
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現在検討している案ではありますが、まずプ

レフェスティバルでは、文化の祭典の始まりを

多くの県民の皆様に実感してもらうため、大会

初日に、県庁前楠並木通りを歩行者天国にし

て、神話や神楽などの舞台演出や、宮崎ならで

はの食のおもてなしなどを考えているところで

あります。

次に、開会式でございますが、大会２日目

に、宮崎市民文化ホールにおいて実施を予定し

ておりますが、開会式典を含めた４部構成とし

まして、式典の前後には映像や音楽、さらには

多くの県民が参加する舞台により、大会キャッ

チフレーズ「山の幸 海の幸 いざ神話の源流

へ」の世界をわかりやすく表現したいと考えて

おります。

また、閉会式でございますが、大会最終日

に、県立芸術劇場を舞台に実施の予定でござい

ますが、本県大会の成果を振り返り、将来につ

ながっていくよう、若者を初め県民みんなで、

華やかな演出により締めくくりたいと考えてお

ります。

このように、総合フェスティバルは、障がい

のある人もない人も、一緒になって楽しめる企

画を心がけますとともに、宮崎らしさを前面に

出せるよう、知恵と工夫を凝らし、着実に準備

を進めてまいりたいと考えております。

大いに期待しております。○重松幸次郎議員

開会式の翌日は、私たち各市町村で行ってい

たリーディング事業、また分野別事業を見学し

てまいりました。各地域の特色ある伝統文化や

歴史的資源を活用した催しでありましたが、本

県での各市町村が行う分野別フェスティバルの

進捗はどのような状況か、総合政策部長にお伺

いいたします。

（ ） 市町村が行い○総合政策部長 日隈俊郎君

ます分野別フェスティバルでございますが、現

在、全ての市町村におきまして、文化団体等と

一体となった実行委員会を立ち上げ、それぞれ

地域の特色を生かした事業を検討していただい

ているところであります。

このような中、多くの市町村におきまして

は、お話にありました、先日まで開催しており

ました大分大会を視察し、事業や運営に関する

具体的な検討の参考としておられると伺ってい

るところであります。

県といたしましては、国文祭・芸文祭を契機

として行われます、各地域の資源を生かした取

り組みを、一過性のものではなく、地域に根差

し、大会後も継続できるよう助言等しますとと

もに、市町村の取り組みに対し、積極的に支援

してまいりたいと考えております。

市町村との連携また支援、○重松幸次郎議員

よろしくお願いいたします。

県内26市町村、その中にも伝統芸能・伝統文

化を継承する団体は数多くあると思いますが、

担い手の確保とあわせて、衣装や道具の修理等

に費用がかかるものと推察いたします。

伝統芸能の継承、また人材育成に関しての取

り組みと道具の修理等の支援について、教育長

にお伺いいたします。

（ ） 現在、県内には700以○教育長 四本 孝君

上の伝統芸能の保存団体がございますが、人口

減少や少子高齢化などによりまして、今後の保

存・継承が心配される状況につきましては、十

分認識をしているところであります。

そのため、伝統芸能の保護や継承の意識の向

上を目的に、地域や学校で活動を行っておりま

す文化財愛護少年団同士の交流会や、県内外で

神楽の公演を行うなど、日ごろの活動の成果を

披露するさまざまな機会を設けているところで
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あります。

また、道具の修理等につきましては、衣装・

太鼓などの経費に、一部助成を行っておりま

す。

今後とも、保存団体や市町村と連携を図りな

がら、保存・継承に努めてまいりたいと考えて

おります。

文化財を守り、活用するこ○重松幸次郎議員

とは、地方創生、観光拠点整備に役立つものと

信じます。そして、文化祭の成功に向けても御

尽力をいただきたいと思います。

この場をおかりいたしまして、「宮崎県議会

文化芸術振興会」の事務局長の立場で報告をい

たします。当振興会は昨年11月に発足し、ちょ

うど１年がたちました。井本会長を初め役員の

皆さんと協議しながら、２度の座学研修と県内

調査を１回、また、県内郷土作家による国文祭

を記念しての美術作品集を会員議員へ配付いた

しました。そして、先ほど質問しました、大分

での国民文化祭等の調査など、充実した活動を

させていただきました。

これからも、本県の文化芸術の振興のため

に、選挙がありますけれども勝ち超えて、再び

一堂に会し、活動を開始していきたいと考えて

おります。

最後に、国民文化祭・全国障害者芸術・文化

祭を契機として、本県の文化芸術の振興をどの

ように図っていくのか、知事のお考えをお聞か

せください。

（ ） 文化芸術は、豊かな人○知事 河野俊嗣君

間性や創造性を育むとともに、日常生活にゆと

りや潤いをもたらし、人生を豊かにしてくれる

ものだというふうに考えております。

また、地域の祭りや伝統芸能などは、地域の

連帯感や郷土愛の醸成にもつながり、社会の活

力を生み出しているものでもあると考えており

ます。

今回、国民文化祭、そして全国障害者芸術・

文化祭に向けまして、さまざまな準備をする中

で、県内各地域の文化団体の活動を活性化させ

るということ、そして、さらなるレベルアップ

を図っていくということ、あるいは、全国から

集う仲間と文化を共有し合うという経験は、文

化芸術のすばらしさや地域の文化資源に対する

認識を一層深め、県民の文化活動がより活発化

する契機になるものと考えております。

特に障がい者芸術につきまして、県民の皆様

の注目を高め、またそれを活性化する大きな機

会なのではないかと楽しみにしております。先

日、県立美術館で開催されておりました、障が

いを持たれた方の芸術作品展、ドリームアート

展という名前で行われておりましたが、その内

容に感動しますとともに、発表する場を提供す

ること、それがまた全国レベルであれば、より

それが刺激になるということを感じたところで

あります。

今後とも、文化活動を支える基盤強化や環境

の整備を進め、各地域の文化力の向上や担い手

の育成、子供たちへの魅力の伝承などにしっか

りと取り組み、本県のさらなる芸術文化の振興

を図ってまいります。

以上で質問の全てを終了い○重松幸次郎議員

たします。ありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

次に、今回提案されました議○ 原正三議長

案第１号から第29号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。
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議案第20号及び第21号採決◎

まず、教育委員会委員及び収○ 原正三議長

用委員会委員の任命の同意についての議案第20

号及び第21号について、お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第20号及び第21号について、一括お諮り

いたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、両案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第19号まで及び第22号◎

から第29号まで並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第19号○ 原正三議長

まで及び第22号から第29号までの各号議案並び

に新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす28日から12月３日までは、常任委員会、

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月４日午前10時から、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会

平成30年11月27日(火)
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平 成 3 0 年 1 2 月 ４ 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）１番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 徳 重 忠 夫 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 丸 山 裕次郎 同

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 横 田 照 夫 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）35番 濵 砂 守 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

公 安 委 員 長 島 津 久 友

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 常任委員長審査結果報告

〇 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第19号まで及び第22号

から第29号までの各号議案、請願第28号及び

第29号、並びに継続審査中の請願第22号及び

第27号を一括議題といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、松村悟郎委員

長。

〇松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案第１号及び第29号については賛成

多数により、請願第28号は賛成少数により、そ

の他の議案については全会一致により決定して

おります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成30年度宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

このうち、議案第１号に係る補正は、国庫補

助決定に伴うもの及びその他必要とする経費に

ついて措置するもので、29億1,000万円余の増額

となっており、歳入財源の主なものは、国庫支

出金18億5,800万円余、繰入金９億3,400万円余

であります。

また、議案第22号に係る補正は、台風被害対

策及び職員の給与改定等に伴う経費について措

置するもので、16億4,400万円余の増額となって

おり、歳入財源は繰入金８億3,600万円余、国庫

支出金８億700万円余であります。

両議案を合わせた補正後の一般会計の予算規

模は5,952億1,900万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で1,000万円余の増額であり、特別会計と合わ

せた補正後の予算額は134億8,600万円余となり

ます。

また、総務部の補正予算は、一般会計で2,300

万円余の増額であり、特別会計と合わせた補正

後の予算額は2,502億9,000万円余となります。

次に、県有体育施設整備事業のうち陸上競技

場の整備についてであります。

このことについて委員より、「陸上競技場の

造成・整備に関して、都城市の費用負担額は決

まっているのか」との質疑があり、当局より、

「都城市との役割分担や費用負担については、

現在詰めの段階である。内容によっては来年度

予算にも関係するので、年度内のできるだけ早

い時期に説明したい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「一部競技団体から

は、整備地に関して協議の場がなかったと聞い

ているが、これまでの経緯はどうなっているの

か」との質疑があり、当局より、「整備地の検

討過程、それから決定後に、陸上競技場だけで

なく体育館関連の競技団体にも説明を行ってき

た。山之口町に関しては、不安の大きさが今の

動きにつながっていると思うので、改めて丁寧

に対応し、理解していただけるよう取り組んで

まいりたい」との答弁がありました。

さらに別の委員より、「他県では仮設対応で

費用を抑えた例もあるが、本県についてどのよ

うに考えているのか」との質疑があり、当局よ

り、「仮設対応も念頭に置き、全体の費用縮減
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については、設計の中で検討してまいりたい」

との答弁がありました。

また、複数の委員より、「山之口町に陸上競

技場を新設することにより、スポーツランドみ

やざきの中核である県総合運動公園が縮小され

るのではないかとの不安感があるので、今後、

県総合運動公園をどう整備していくのかを具体

的に明示し、理解を求めていくべきではない

か」との意見がありました。

当委員会といたしましては、都城市との費用

分担の内容や国体後の利活用のあり方につい

て、できるだけ早く報告を行うとともに、県総

合運動公園に関する整備の具体的な方向性も示

し、議会を初め県民や関係競技団体等への丁寧

な説明を行いながら、今後の施設整備を進めて

いただくよう要望いたします。

次に、県総合計画長期ビジョンについてであ

ります。

このことについて複数の委員より、「人口の

ダム機能」に関して「中山間地域から宮崎市、

都城市、延岡市・日向市の３拠点への選択と集

中と捉えられる懸念があるので、他の表現を検

討すべきではないか」との意見や、「３拠点以

外の地域が疎外されていると感じないような記

述も必要ではないか」との意見がありました。

また、複数の委員より、「ビジョンの中に、

安全・安心という言葉は出てくるが、それだけ

ではなく、安定した生活も重要だ」との意見

や、「南海トラフ地震の発生が想定される中

で、県民の命や安全をどう守るかという視点も

必要ではないか」との意見、また、「県と市町

村が連携して、少子化対策のための即効性のあ

る施策も必要ではないか」との意見がありまし

た。

さらに別の委員より、「人口減少社会で、生

産性を向上させることが重要な要素となるの

で、その必要性を県民がしっかりと認識するた

めの工夫をしていただきたい」との要望があり

ました。

次に、宮崎県東京ビルのあり方についてであ

ります。

このことについて当局より、「施設の方向性

として、建物の長寿命化、建てかえ、売却の３

つの選択肢があるが、同ビルが抱えている老朽

化に伴う維持管理経費の問題や土地の高度利

用、立地環境の有効活用の観点から、建てかえ

が最も適当な選択肢と考えている」との報告が

ありました。

このことについて委員より、同ビルの方向性

に関する今後のスケジュールについて質疑があ

り、当局より、「2020年度までに策定予定の個

別施設計画において方向性を明示することを考

えており、それまでに具体的な方針を定めてま

いりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、同ビルは非常に

立地条件がよく、本県の優良資産であることか

ら、県民の意見も聞きながら、時代の流れに

合った形で方向性を検討していただくよう要望

します。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 次は、厚生常任委員会、太田

清海委員長。

〇太田清海議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。
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今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件及び新規請願１件の計７件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会調査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で26億1,800万円余の

増額、特別会計で90万円余の増額であり、この

結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の

予算額は2,259億3,700万円余となります。

このうち、「周産期医療ネットワークシステ

ム整備事業」についてであります。

この事業は、まだ未整備の県南・県西地域の

分娩取扱施設にＩＣＴを用いたネットワークシ

ステムを整備し、一次分娩取扱施設の胎児心拍

数モニターを二次及び三次医療機関で監視でき

るようにすることで、脳障害発症の早期発見及

び発生率の減少を図るものであります。

このことについて、委員より、「二次医療機

関から遠い地域においても、安全・安心な出産

が可能となるのか」との質疑があり、当局よ

り、「二次や三次の医療機関においても、同時

に胎児心拍数モニターを確認できることによ

り、二次医療機関等での帝王切開が必要な場合

など、搬送が必要な場面でも速やかに判断する

ことができるため、安全性が高まると考えてい

る」との答弁がありました。

これに対して委員より、「マニュアルの整備

などにより、システムを適切に運用すること

で、県内全ての地域で安全・安心な出産ができ

る体制の構築に努めてもらいたい」との要望が

ありました。

次に、第４次宮崎県障がい者計画についてで

あります。

このことについて委員より、「障がいはさま

ざまな種別があり、障害者手帳を持っていない

方もいると思うが、その方々の意見は計画に反

映されているのか」との質疑があり、当局よ

り、「計画の策定に当たっては、障害者手帳を

持っていない方も含めた障がいのある方へのア

ンケートや、関係機関への意見聴取を幅広く

行っている。今後は、計画に基づき、市町村や

関係機関と連携しながら、障がい者一人一人に

寄り添えるような施策の推進に取り組んでまい

りたい」との答弁がありました。

これに対して複数の委員より、「実効性のあ

る計画となるよう、計画の内容や各種施策につ

いて、家族や関係者を初め、県民への周知を徹

底してもらいたい」との要望がありました。

次に、「言語としての手話の普及及び障がい

の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に関す

る条例（仮称）」についてであります。

このことについて委員より、「条例の制定に

よって、今後開催が予定されている全国障害者

芸術・文化祭や全国障害者スポーツ大会にも対

応できるよう、手話等の普及・啓発やボラン

ティア人材の育成にしっかり取り組んでもらい

たい」との意見がありました。

次に、病院局の補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、職員の給与改定に伴うもので

あり、病院事業費用6,300万円余、資本的支出６

万円余を増額するものであります。この結果、

補正後の病院事業費用は324億1,700万円余、資

本的支出は91億7,100万円余となります。

次に、県立延岡病院心臓脳血管センターにつ
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いてであります。

このことについて委員より、「設置する血管

造影装置のうち１台は、新しく購入し、もう１

台は、現有機を移設して使用すると聞いている

が、更新する予定はないのか」との質疑があ

り、当局より、「現有機は、移設により不具合

が生じるおそれがあることから、当面は、セン

ター内ではなく、現在の場所で使用するが、現

在、早期の更新に向けて検討している」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、患者の安全・安

心のため、現有機を早急に更新し、県北地域に

おける、循環器疾患及び脳血管障害への迅速・

的確な医療の提供に取り組んでいただくよう要

望いたします。

次に、請願第29号「重度障がい者（児）医療

費公費負担事業の通院における現物給付を求め

る請願」についてであります。

当委員会といたしましては、通院の現物給付

化により、財政負担の増加が見込まれるもの

の、償還払いの手続における重度障がい者

（児）の負担軽減及び早期受診による重症化の

防止並びに実施主体である市町村の事務軽減が

図られることから、当請願を採択したものであ

ります。

当局におかれては、市町村や関係機関と連携

し、通院における現物給付の実現に向けて取り

組んでいただくよう要望いたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 次は、商工建設常任委員会、

後藤哲朗委員長。

〇後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で800万円余の増額で

あり、この結果、一般会計と特別会計を合わせ

た補正後の予算額は492億2,300万円余となりま

す。

次に、退職自衛官等就職支援協定についてで

あります。

このことについて委員より、「自衛官は、一

人一人が民間技術者以上に高い専門技術を持つ

一方で、その対応範囲が狭いことや、極めて厳

格な指揮命令系統で培われる業務姿勢から、退

職後すぐに民間企業に就職しても、うまくなじ

めないことが懸念されるが、どう取り組んでい

くのか」との質疑があり、当局より、「協定締

結の相手方である自衛隊宮崎地方協力本部とし

ても、自衛官が退職後すぐに民間企業に就職す

ることは困難な面もあることから、自衛隊とし

ても、再就職のためのトレーニングを行ってい

ると聞いている。また、自衛官特有の技術力を

県内の民間企業でどのように生かしてもらうか

は今後の課題であるが、非常に有能な人材であ

るため、できる限り県内就職につながるよう、
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自衛隊とも協議しながら取り組んでまいりた

い」との答弁がありました。

次に、県内企業の雇用対策についてでありま

す。

このことについて委員より、「有効求人倍率

が高く、かつ上昇が続いている中で、採用が進

んでも有効求人倍率が上がり続けることをどう

捉えているのか」との質疑があり、当局より、

「企業からの聞き取りでは、将来、人員不足と

なるリスクを考慮して求人を出している企業も

あると聞いているが、それ以外の要因について

は把握できていない」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、人手不足の雇用

情勢が続く中、人員不足が原因で経営が行き詰

まるような企業がないよう、県内企業の雇用実

態をしっかりと把握し、必要な支援に取り組ん

でいただくよう要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で2,800万円余の増額

であり、この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の予算額は722億1,900万円余となり

ます。

次に、経営事項審査に係る虚偽申請について

であります。

このことについて委員より、「株式会社大建

は、虚偽申請により受けた格付に基づいて、多

額の公共工事を受注しており、県民の県に対す

る不信も拭えていないことから、この問題にけ

じめをつけるには、県が大建を告発しないと、

業界や県民の納得が得られないと考えるが、ど

うか」との質疑があり、当局より、「現在、建

設機械の保有状況などの詳細な調査を実施中で

あることや、刑事罰を受けた場合には、実質的

に廃業となることなどを踏まえ、慎重に検討し

ているところである」との答弁がありました。

これに対して複数の委員より、「今回の虚偽

申請を初めとする一連の不正は、前代未聞の極

めて悪質な内容であり、県は、県民感情にも鑑

みて、刑事告発することも念頭に検討すべきで

ある」との意見がありました。

また、このことに関連して複数の委員より、

「知事の謝罪はあったものの、通常であれば見

抜けるはずであった不正を見抜けなかった県の

責任は非常に重く、県の説明にもいまだ納得で

きない部分がある」との意見もありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 次は、環境農林水産常任委員

会、二見康之委員長。

〇二見康之議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で2,200万円余の増額

であり、この結果、一般会計及び特別会計を合

わせた補正後の予算額は226億2,000万円余とな

ります。
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次に、森林環境譲与税（仮称）と宮崎県森林

環境税の使途についてであります。

このことについて当局より、「平成31年４月

から県及び市町村に譲与される「森林環境譲与

税（仮称）」と県の森林環境税は目的が異なる

が、その使途については一部重複する部分があ

るため、それぞれの使途を整理した」との報告

がありました。

これに関して委員より、「これらの税で個人

の資産形成につながる再造林をすることについ

ては、適当なのか疑問がある」との質疑があ

り、当局より、「国の森林環境譲与税の使途と

しては、ＣＯ 削減を目的として市町村が行う２

間伐を中心とした森林整備に充てられるものと

考えている。一方、県の森林環境税は、水源林

など公益性の高い森林に対して、公益的機能を

継続的に発揮させるために再造林補助のかさ上

げを行っている」との答弁がありました。

また別の委員より、「森林環境の保全には担

い手の確保が重要であるが、その賃金や退職金

制度などに充てることはできないのか」との質

疑があり、当局より、「現在、担い手基金を活

用して、林業従事者の労災保険や退職共済など

には一部助成を行っている。新しい森林環境譲

与税の使途については、県と市町村がそれぞれ

担うべき役割について議論を始めたところであ

るが、林業従事者の所得向上対策については、

生産性を向上させる観点から対応していきた

い」との答弁がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で12億8,100万円余の

増額であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は424億6,900万円余と

なります。

このうち、「水質監視・緊急取水停止システ

ム整備事業」についてであります。

このことについて当局より、「８月末から川

内川の水質が環境基準を達成していることか

ら、えびの市堂本地区において、堂本頭首工か

らの農業用水の取水を再開するため、水質監視

機器を長江川に２カ所、川内川に１カ所設置

し、水質が悪化した場合に取水ゲートを緊急停

止する装置を設置する」との説明がありまし

た。

これに関して委員より、「堂本地区の農地111

ヘクタールのうち、堂本頭首工からの取水がな

ければ作付できない農地は88ヘクタールあると

のことであり、新たな噴火等によって途中で取

水できなくなる事態も考えられるため、代替水

源となる地下水調査も早急に進めてもらいた

い」との要望がありました。

次に、台風24号等による農水産業の被害対策

についてであります。

このことについて当局より、「国の支援対策

や激甚災害指定見込みの発表を受けて、県とし

て、農畜産物の再生産への支援、農業用ハウス

や畜舎等の復旧への支援、農地や農業用施設の

復旧、水産分野の支援の４つの柱に沿った対策

に取り組むこととしており、今回の補正予算で

は、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧・

撤去を緊急的に支援する事業を実施する」との

説明がありました。

当委員会といたしましては、被災された農家

等が一日も早く経営再建できるよう、市町村や

ＪＡ等の関係機関・団体等と連携しながら、農

家等に寄り添った支援をしていただくよう要望

いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法
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第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 次は、文教警察企業常任委員

会、渡辺創委員長。

〇渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第11号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、一般会計補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、職員の給与改定に伴うもので

あり、教育委員会で４億4,200万円余、公安委員

会で１億1,000万円余の増額補正となっておりま

す。この結果、補正後の教育委員会の一般会計

と特別会計を合わせた予算額は1,111億7,500万

円余、公安委員会の一般会計予算額は26 8

億2,300万円余となります。

次に、公営企業会計補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、職員の給与改定に伴うもので

あり、電気事業会計で759万2,000円、工業用水

道事業会計で51万3,000円、地域振興事業会計

で6,000円の、それぞれ事業費の増額補正を行う

ものであります。この結果、各会計ごとの補正

後の事業費は、電気事業は50億7,100万円余、工

業用水道事業は３億5,600万円余、地域振興事業

は2,300万円余となります。

次に、企業局における平成30年度各事業の上

半期の状況についてであります。

このことについて当局より、「電気事業及び

工業用水道事業については目標を上回る実績を

残しているが、地域振興事業については、台風

等による３度の冠水被害の影響もあり、ゴルフ

場利用者数が目標の約８割となっている」との

報告がありました。

これに対して委員より、「地域振興事業につ

いては、厳しい経営状況にあると思われるが、

自然災害の影響によるところが大きいため、指

定管理者への一定の配慮等も必要ではないか」

との意見があり、当局より、「今年度は、例年

になく17日間も休業していることから、経営へ

の影響を最小限に抑えるため、四半期ごとに指

定管理者が納付する納付金の支払期限を猶予す

るとともに、2,000万円の納付金についても、減

額を含めて検討している」との答弁がありまし

た。

次に、五ヶ瀬中等教育学校における合格者の

男女比についてであります。

このことについて当局より、「寮の男女別の

部屋数による施設面での制約から、募集人員40

名に対して、男子22名、女子18名と定員を固定

化してきたが、入学者選抜実施要綱等において

男女比を明記していなかった。また、男女別に

募集人員があるため、合格ラインが男女で異

なっており、不合格になった女子のうち、男子

合格者の最低点を上回った数は、過去５年間に

おいて、０名の年度もあれば、最大で19名とい

う年度もあった」との説明がありました。

これに対して複数の委員より、「この問題に

ついては、早急に改善すべきではないか」との

意見があり、当局より、「施設面での制約を直

ちに解消することができないことや、入学者選
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抜試験が迫っていることもあり、平成31年１月

の試験については、現在の男女比で実施する予

定としているが、男女別の募集人員について、

小学校等関係機関へ情報提供するとともに、今

後、検討委員会を設置し、男女比の改善に向け

た施設面や寮の運用のあり方等について協議を

行っていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、機会均等の観点

から、男女で募集人員が異なる状況にあること

は速やかに改善すべきと考えることから、寮の

改修も含めて、現状を早期に改善することを要

望いたします。

次に、県立高校生の就職内定状況についてで

あります。

このことについて当局より、10月末現在の就

職内定率が全体で79.0％、就職決定者の県内比

率が56.3％との報告がありました。

これに関して委員より、「県外への就職希望

者は工業系高校の生徒が多い。今後、人手不足

の進展により、県内企業の人材獲得がさらに難

しくなっていくことから、限られた予算を有効

に活用するためにも、工業系高校の県外就職を

希望する生徒等に的を絞った取り組みが必要で

はないか」との意見があり、当局より、「県外

就職を志向している生徒でも、県内企業を見学

することで、県内企業への就職に希望が変わる

場合もあることから、生徒が多様な視点で就職

先を決められるような取り組みを進めていきた

い」との答弁がありました。

次に、サイバー空間の脅威の現状と対策につ

いてであります。

このことについて当局より、「本県のサイバ

ー犯罪の相談受理件数及び検挙件数がともに年

々増加傾向にあることから、これまでの取り組

みに加えて、ＩＴ関連企業への警察官の派遣

や、宮崎大学工学部の情報通信技術に関する科

目を警察官が受講する等、対策の強化を図って

いる」との報告がありました。

これに対して委員より、サイバー犯罪に係る

検挙の特徴について質疑があり、当局より、

「サイバーパトロールによってインターネット

上への書き込みを発見すること等で検挙する場

合もあれば、ワンクリック詐欺の被害相談等か

ら検挙につながることもある」との答弁があり

ました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

〇 原正三議長 これより討論に入りますが、

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、前屋敷恵美議員。

〇前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。共産党県議団を代表いたしまして、今議

会に提案されました議案について、議案第１

号、第５号、第14号及び第29号について、反対

の立場から討論いたします。

まず、議案第１号「平成30年度宮崎県一般会
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計補正予算（第４号）」についてです。

本補正予算の問題点は、２巡目国体をめぐる

県有体育施設整備事業の陸上競技場設計費１

億4,000万円の債務負担行為が、繰越明許ととも

に提案をされていることです。

現在、陸上競技場の場所の選定をめぐって、

競技団体や関係者の方々との意見の相違が表面

化しています。それぞれの立場での言い分もあ

ることでしょうが、この間、十分な意思疎通が

なされてこなかったことは否めないところで

す。

多額の費用をかけて、今後40年、50年と使い

続ける公共施設ですから、県民の納得のいく解

決策を探るためにも、現段階での予算化・債務

負担行為には反対をするものです。

次に、議案第５号「宮崎県中小企業者等向け

融資に係る損失補償に関する条例の一部を改正

する条例」についてです。

本条例案は、産業競争力強化法の改定に伴

い、所要の改定を行うとするものですが、産業

競争力強化法の改定は、産業革新機構の名称を

「産業革新投資機構」に変更し、経産大臣の策

定する「投資基準」に基づく投資機能を強化

し、設置期限を、2033年度末まで９年間延長す

るものになっています。

中小企業関連では、事業の再編・承継等の支

援、経営革新等支援機関の認定制度への更新制

の導入、ＩＴ活用支援を行う事業者の認定制度

の創設などが盛り込まれています。

しかし、「産業の新陳代謝」を加速するた

め、支援対象を「収益性・生産性の高い中小企

業に限る」としており、生産性が低い中小企業

に廃業を促すことは、「中小企業全体の生産性

向上に資する」として、生産性が低い中小企業

を支援の対象から外す方向が組み込まれていま

す。こうしたことを、県内中小企業に適用させ

るわけにはいきません。したがって、本条例改

定には反対をするものです。

次に、議案第14号「公の施設の指定管理者の

指定について」です。

本議案は、県営住宅について、日向土木事務

所、延岡土木事務所及び西臼杵支庁管内の県営

住宅、27団地2,202戸の管理を、延岡日向宅建協

同組合に委ねるというものです。

この指定管理者制度は、行政コスト縮減など

を目的に、「官から民へ」の構造改革路線の一

環として導入され、現在、あらゆる部署で進め

られています。議案第12号、第13号でも新たな

管理者の選定議案が出されていますが、今回

は、管理期間がこれまで３年だったものが５年

間に延長されてもいます。

我が党は、特に公営住宅については、これま

でも、指定管理者制度はなじまないとして反対

をしてまいりました。公営住宅制度は、国や公

共団体が、健康で文化的な生活を営むに足りる

住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得

者に対して低廉な家賃で提供し、暮らしと福祉

の増進に寄与することを目的にしています。そ

れだけに、公営住宅は、ほかの公共施設の維持

管理と違って、効率性だけを追求できない側面

があります。

行政は、この住宅の確保とともに、個人のプ

ライバシーの保護という重要な役割を担ってい

ます。特に、民間委託による家賃の徴収・督促

業務等に関して、個人情報守秘の扱いがしっか

り担保されるかも含めて考えなければならない

課題を抱えており、公営住宅に関して、指定管

理者制度を適用することはふさわしくないと考

えます。

したがって、今回提案された「県営住宅にお
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ける指定管理者の指定」について、反対をいた

します。

最後に、議案第29号「知事等の給与及び旅費

に関する条例等の一部を改正する条例」につい

てです。

本条例案は、国の特別職の給与改定に準じ

て、知事や議員など、特別職の期末手当の引き

上げを行うとするものです。

人事院や人事委員会勧告により、職員給与・

手当を引き上げることは当然のことですが、

今、県民所得は伸び悩み、消費税、国保税や介

護保険料の引き上げなど県民負担が増大する中

で、特別職の期末手当を引き上げるなどは、県

民の生活実態、県民感情からしても、決して好

ましいとは言えません。県民の納得は得られな

いのではないでしょうか。

今回の特別職に係る期末手当引き上げ提案に

は賛成できないことを申し上げ、以上、各号議

案に対する討論といたします｡（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 次に、来住一人議員。

〇来住一人議員〔登壇〕 おはようございま

す。

私は、日本共産党県議団を代表して、ただい

ま議題となっております４つの請願のうちの３

つの請願について、それぞれの請願に賛成し採

択すべき立場から討論をいたします。

まず、請願第28号「「消費税増税を中止して

５％に戻し、生活費非課税・応能負担の税制を

求める意見書」を国に提出することを求める請

願」について述べます。

安倍政権は、来年10月より消費税を10％に引

き上げることを決定いたしました。８％への増

税は2014年４月からでありましたが、増税の影

響は一時的どころか、２人以上世帯の実質家計

消費は、2013年の年平均364万円から、昨年９月

からことし８月までの年平均が339万円とな

り、25万円も減少しており、再び５兆円もの大

増税を強行するなら、消費はますます冷え込

み、破滅的な影響を及ぼすことは明らかであり

ます。

消費税は社会保障のためと説明されてきまし

たが、低所得者にこそ負担が重く逆進性の強い

消費税に社会保障の財源を求めることは、まさ

に本末転倒であります。消費税は導入後、国民

から累計372兆円集めましたが、一方で法人税

は291兆円も減っており、大企業を中心にした法

人税減収の穴埋めに回されていることが実態で

あります。消費税導入後も、年金削減や医療費

窓口負担増など改悪の一途をたどり、今また、

内閣府、財務省、厚生労働省は後期高齢者の窓

口負担を２割に引き上げるなど、全世代にわた

る社会保障の削減メニューを持っております。

増税２％をポイント還元することを検討され

ているようでありますが、中小小売業でキャッ

シュレス決済を利用した人が対象です。また、

複数税率化にあわせて導入されるインボイス

（適格請求書）制度についても、年間1,000万円

以下の免税業者はインボイスを発行することが

できず、取引から排除されるもので、消費者だ

けではなく中小零細事業者にも致命的な打撃を

与える消費税10％への増税は中止すべきであり

ます。こうした立場からも、本請願は採択すべ

きものと思います。

次に、請願第27号「後期高齢者の医療費窓口

負担について、原則１割負担の継続を求める意

見書を国に提出することを求める請願」につい

て述べます。

本請願については、さきの９月議会において

前屋敷議員が討論しており、また、請願書その

ものが、後期高齢者の窓口負担をめぐる状況の
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特徴と１割負担の継続を求める意義を、簡素で

はありますけど、実に明確に述べております。

私は、１つのことを追加し討論にしたいと思い

ます。

それは、高齢者の命綱である年金についてで

あります。11月30日の衆議院厚生労働委員会に

おいて、根本厚生労働大臣は、年金の「マクロ

経済スライド」の来年度発動について問われ

て、「最終的な物価や賃金などの指標次第だ

が、発動されるような状況になるのではない

か」と答弁をいたしました。この制度は、少子

高齢化に伴う保険料収入の減少と年金給付の増

大に備えるためとして導入され、物価などの伸

び率よりも年金改定率を低く抑えて、実質削減

する仕組みであります。安倍内閣政権下におい

て、スライドの発動や物価の低迷などを口実に

した年金の実質削減が強行され、2012年か

ら2016年にかけて、高齢者１人当たりの年金受

給額は約14万円減少をいたしました。当然のこ

とながら、高齢者の生活保護世帯は約16万世帯

ふえるなど、高齢者の貧困化に拍車がかかって

いる状況であります。

こうしたもとで医療費負担の２割への引き上

げは、高齢者の生命維持装置を外されることに

等しく、また、その家族の暮らしが深刻な事態

となることは明らかであります。議員各位の賢

明な判断を期待いたしたいと思います。

次に、請願第22号「子どもの医療費助成制度

の拡充を求める請願」について述べます。本請

願については、定例議会ごとに請願の意義と重

要性について述べてきましたので、今回は、本

請願の経過と取り扱いについて述べて、討論に

したいと思います。

本請願は、平成29年９月に提出されたもので

ありますが、実は、平成28年９月に提出され継

続審査となっていた請願第17号「子どもの医療

費無料化を中学校卒業まで引き上げることを求

める請願」を取り下げて、その代替として提出

されたものであります。この請願の取り下げと

再提出は、請願者が思いつくままに行ったもの

ではありません。当時の厚生常任委員長の勧め

があり、この勧めに期待して行われたものであ

ります。

請願第17号は４回、本請願が今回も継続とな

ると６回、合わせて10回の継続となるもので

す。本請願が６回も連続して継続となるなら、

異常というほかないと思います。「県議会は１

年以上かけて審議しても結論を出せないのか。

何をしているのか」という声が上がると思いま

す。請願に対する議会の対応は是か、非かのい

ずれかであります。継続は、その是か非かを決

めるための時間的措置であると思います。１

回、２回の継続ならともかく、１年以上にわ

たって６回に及ぶ継続に決するには、それなり

の理由を明らかにすることが、議会の責任であ

ろうと思います。県民の皆さんが県政に参加す

る重要な形態の一つとして請願権が保障されて

おり、また、県民に頼られる開かれた県議会と

いう観点からも重要であると思います。

本請願の重要性からも、また議会の責務から

も、本請願が採択されることを切望して、討論

といたします。（拍手）〔降壇〕

〇 原正三議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号採決

〇 原正三議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号についてお諮りいたしま

す。
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本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇 原正三議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第５号、第14号及び第29号採決

〇 原正三議長 次に、議案第５号、第14号及

び第29号について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇 原正三議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第４号まで、第６号から

第13号まで、第15号から第19号まで及び

第22号から第28号まで採決

〇 原正三議長 次に、議案第２号から第４号

まで、第６号から第13号まで、第15号から第19

号まで及び第22号から第28号までの各号議案に

ついて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第28号採決

〇 原正三議長 次に、請願第28号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇 原正三議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第29号採決

〇 原正三議長 次に、請願第29号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択とする

ことに決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

〇 原正三議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第22号及び第27号について、一括

お諮りいたします。

両請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

〇 原正三議長 起立多数。よって、両請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

平成30年12月４日(火)
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のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

〇 原正三議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成30年12月４日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 議会運営委員長 横田 照夫

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

議員発議案第２号

相次ぐ甚大な災害からの復旧・復興に係る

特別な財政措置を求める意見書

議員発議案第３号

沖縄県民の民意を尊重し米軍新基地の問題

解決を求める意見書

議員発議案第４号

認知症施策の推進を求める意見書

◎ 議員発議案第１号から第４号まで

追加上程、採決

〇 原正三議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第４号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第４号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第４号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

〇 原正三議長 以上で、今期定例会の議事は

全て終了いたしました。

本年も、あと27日を残すのみとなりました。

執行部及び議員各位におかれましては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う、心から祈念申し上げます。

これをもちまして、平成30年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時56分閉会
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平成３０年１１月定例県議会日程

２０日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

１１．１５ 木 本会議 会期決定
議案上程
知事提案理由説明

一般質問通告締切 12:00１６ 金 （ 議 案 調 査 ）

１７ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１８ 日

１９ 月 （ 議 案 調 査 ）

２０ 火 議会運営委員会 9:30

一 般 質 問２１ 水 本会議

請願締切 16:00２２ 木

２３ 金 （ 閉 庁 日 ） 勤労感謝の日

２４ 土 休 会
（ 閉 庁 日 ）

２５ 日

議員発議案締切 17:00
２６ 月 一 般 質 問 （会派提出）

本会議
議会運営委員会 9:30一 般 質 問

質疑、討論・採決（人事案件）､２７ 火
議案・請願委員会付託

２８ 水

常 任 委 員 会
議員発議案締切 17:00

２９ 木 （会派提出を除く）

３０ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

１２． １ 土
（ 閉 庁 日 ）

２ 日

３ 月 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決４ 火 本会議
閉会
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平成３０年１１月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

１１月２０日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００満行 潤一

２ 日 本 共 産 党 １１：００～１２：００ 休憩前屋敷恵美

３ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００丸山裕次郎

４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００松村 悟郎

１１月２１日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００中野 一則

６ 県 民 連 合 宮 崎 １１：００～１２：００ 休憩髙橋 透

７ 県 民 の 声 １３：００～１４：００井上紀代子

８ 郷 中 の 会 １４：００～１５：００有岡 浩一

１１月２２日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００田口 雄二

１０ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩西村 賢

１１ 公 明 党 １３：００～１４：００河野 哲也

１２ 県 民 連 合 宮 崎 １４：００～１５：００渡辺 創
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１１月２６日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００後藤 哲朗

１４ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩日髙 陽一

１５ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００中野 明

１６ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００星原 透

１１月２７日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００二見 康之

１８ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩日高 博之

１９ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００坂口 博美

２０ 公 明 党 １４：００～１５：００重松幸次郎

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）
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平成３０年１１月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成30年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決

第２号 平成30年度宮崎県国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 可決

第３号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 可決

第４号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 可決

第５号
宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関する条例の一部を改
正する条例

可決

第６号 工事請負契約の締結について 可決

第７号 工事請負契約の締結について 可決

第８号 工事請負契約の締結について 可決

第９号 工事請負契約の締結について 可決

第１０号 工事請負契約の変更について 可決

第１１号 民事訴訟事件の和解及び損害賠償額の決定について 可決

第１２号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１３号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１４号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１５号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収についての議決内
容の一部変更について

可決

第１６号 当せん金付証票の発売について 可決

第１７号 公立大学法人宮崎県立看護大学定款の変更について 可決

第１８号 県道の路線廃止について 可決

第１９号 県道の路線認定について 可決

第２２号 平成30年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２３号 平成30年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第１号） 可決

第２４号 平成30年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）補正予算（第１号） 可決

第２５号 平成30年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第１号） 可決

第２６号 平成30年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号） 可決

第２７号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第２８号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第２９号 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２２号 子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願 継続

第２７号
後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求める
意見書を国に提出することを求める請願

継続

第２８号
「消費税増税を中止して５％に戻し、生活費非課税・応能負担の税制を
求める意見書」を国に提出することを求める請願

不採択

第２９号
重度障がい者（児）医療費公費負担事業の通院における現物給付を求
める請願

採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成３０年１１月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す

るため
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

請願第22号 子どもの医療費助成制度の拡充を求め

る請願

慎重な審査

・調査を要厚 生 常 任 委 員 会
請願第27号 後期高齢者の医療費窓口負担について、

するため
原則１割負担の継続を求める意見書を

国に提出することを求める請願

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す文 教 警 察 企 業

関する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成30年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 12月４日・ 可 決

〃 第２号 平成30年度宮崎県国民健康保険特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第３号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 〃

〃 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃第４号

を改正する条例

〃 宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関す 〃第５号

る条例の一部を改正する条例

〃 工事請負契約の締結について 〃第６号

〃 工事請負契約の締結について 〃第７号

〃 工事請負契約の締結について 〃第８号

〃 工事請負契約の締結について 〃第９号

〃 工事請負契約の変更について 〃第10号

〃 民事訴訟事件の和解及び損害賠償額の決定について 〃第11号

〃 公の施設の指定管理者の指定について 〃第12号

〃 公の施設の指定管理者の指定について 〃第13号

〃 公の施設の指定管理者の指定について 〃第14号

〃 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃第15号

についての議決内容の一部変更について

〃 当せん金付証票の発売について 〃第16号

〃 公立大学法人宮崎県立看護大学定款の変更について 〃第17号

〃 県道の路線廃止について 〃第18号

〃 県道の路線認定について 〃第19号

〃 教育委員会委員の任命の同意について 11月27日・ 同 意第20号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第21号

〃 平成30年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 12月４日・ 可 決第22号

〃 平成30年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正 〃第23号

予算（第１号）

〃 平成30年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃第24号

補正予算（第１号）

〃 平成30年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業） 〃第25号

補正予算（第１号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案 平成30年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号) 12月４日・ 可 決第26号

〃 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 〃第27号

〃 第28号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を 〃

改正する条例

〃 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正 〃第29号

する条例

議員発議案 第１号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書 12月４日・ 可 決

〃 第２号 相次ぐ甚大な災害からの復旧・復興に係る特別な財 〃

政措置を求める意見書

〃 第３号 沖縄県民の民意を尊重し米軍新基地の問題解決を求 〃

める意見書

〃 第４号 認知症施策の推進を求める意見書 〃
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議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号

被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

大阪北部地震、西日本豪雨、台風２１号、北海道胆振東部地震、そして本県を暴
風域に巻き込んだ台風２４号及び２５号など、大規模な自然災害が頻発し、本県を
はじめ国内各地で甚大で広範囲に及ぶ被害をもたらした。こうした中で、被災した
住民の生活再建を支援していく制度を拡充することは、喫緊の課題である。
自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助

の観点から拠出した基金を活用して、生活再建を支援する被災者生活再建支援法が
公布されてから今年で２０年目を迎え、平成１６年と平成１９年の大幅な法改正を
経て、現行制度に至っている。
しかしながら、同一の災害による被災にもかかわらず、災害規模の要件によって

同法の適用が左右され、被災者間での不均衡や生活再建の停滞等、様々な課題が浮
き彫りとなっている。
被災した住民の生活再建には、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められて

おり、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、国によるさらなる
支援及び制度の拡充が必要である。
したがって、国に対し、下記の事項を要望する。

記

１ 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金のうち加算支援金及び
全体の最高額を引き上げること。

２ 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法を改正し、被災者生
活再建支援法人に対する国庫補助率を引き上げること。また、都道府県の追加拠
出に対し、過去と同等の地方財政措置を講じること。

３ 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、半壊世帯の全
ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災した
世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年１２月４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 石 田 真 敏 殿

山 本 順 三 殿内閣府特命担当大臣
（ 防 災 ）

茂 木 敏 充 殿内閣府特命担当大臣
（経済財政政策）
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議員発議案第２号

相次ぐ甚大な災害からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書

大阪北部地震、西日本豪雨、台風２１号、北海道胆振東部地震、そして本県を暴
風域に巻き込んだ台風２４号及び２５号など、大規模な自然災害が頻発し、本県を
はじめ国内各地で、家屋の倒壊や浸水、土砂崩れ、大規模な停電・断水、道路や鉄
道をはじめ交通機関への影響など、甚大で広範囲に及ぶ被害をもたらした。また、

、 。多くの死者や行方不明者が発生し 今なお避難生活を余儀なくされている方もいる
被災自治体は早期の復旧・復興、被災者支援に万全を期し、被災者の方々が一日

でも早く安全・安心に生活できるよう全力で取り組んでいるが、莫大な財源や人的
資源、そして専門的な知識や技術を必要としている。
第１９７回臨時国会では、一連の災害の被災地の復旧・復興や、公立小中学校等

へのエアコン設置、ブロック塀改修等に対応し必要な財政措置を講ずるための平成
３０年度補正予算案が提出されたが、その内容は被災自治体の具体的な復旧事業に
対して、国が負担すべき所要額の増額等にとどまるものである。
よって、国においては、相次ぐ甚大な災害の発生に鑑み、被災自治体が財政面で

安心感をもって、的確に復旧・復興、被災者支援に取り組めるようにするため、国
による財政支援への明確な担保と長期的な支援が必要であり、下記の事項について
全力で取り組まれるよう強く要望する。

記

１ 被災自治体の要望を踏まえ、第二次補正予算案を早急に編成すること。

２ 被害自治体において生じる復旧・復興対策等に係る特別の財政需要について、
。 、 、十分な財政支援を講じること また 復旧・復興に財政上の支障が生じないよう

特別交付税の特例的な増額や別枠措置、東日本大震災に係る震災復興特別交付税
のような通常の特別交付税とは異なる特例を設けるなど、積極的な財政支援を行
うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年１２月４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 石 田 真 敏 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿

山 本 順 三 殿内閣府特命担当大臣
（ 防 災 ）
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議員発議案第３号

沖縄県民の民意を尊重し米軍新基地の問題解決を求める意見書

沖縄県名護市の米軍基地建設を巡って、政府と沖縄県が対立している事態は、国

と地方の関係を巡る問題として看過できない問題である。

沖縄県民は、名護市辺野古への米軍新基地建設に反対する意思を、国政選挙や２

回の県知事選挙の結果などによって明確に表明し、当該県知事、県議会と共に建設

反対の決意を示している。

地方自治体は、中央政府とは対等の立場であり、沖縄県の問題は、全ての地方自

治体と国との関係において大きな危惧を抱かせるものである。

よって、国会及び政府に対し、地方自治尊重の姿勢を示し、沖縄県民の民意を踏

まえ真摯に話し合うよう、強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年１２月４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

安 倍 晋 三 殿内 閣 総 理 大 臣

外 務 大 臣 河 野 太 郎 殿

国 土 交 通 大 臣 石 井 啓 一 殿

防 衛 大 臣 岩 屋 毅 殿

菅 義 偉 殿
内 閣 官 房 長 官

沖縄基地負担軽減担当
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議員発議案第４号

認知症施策の推進を求める意見書

世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々
増え続けている。２０１５年に推計で約５２５万人であったものが、２０２５年に
は推計で７００万人を突破すると見込まれている。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認

知症施策の推進は極めて重要である。
また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生

きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添
っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで
十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要がある。さらに、認知
症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教
育に至るまで多岐にわたっている。
よって、国においては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、下記の事

項に取り組むことを強く求める。

記

１ 国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える
社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定す
ること。

２ 認知症診断直後は、相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診
断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支
援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブック
の作成による支援体制の構築を図ること。

３ 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的
・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を
整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備
を進めること。

４ 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビックデータの活用を通し、
有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り
組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用
した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じた
リハビリや介護方法に関する研究を進めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年１２月４日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
厚 生 労 働 大 臣 根 本 匠 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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請 願 一 覧 表

- 327 -



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ － １

厚 生 １ ２ ３

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ２ ２ ４
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 28 号 受理年月日 平成3 0年 1 1月 2 2日

請 願 者 （別紙のとおり） （署名 1,401筆）

住所・氏名 （追加 253筆）

「消費税増税を中止して５％に戻し、生活費非課税・応能負担の

税制を求める意見書」を国に提出することを求める請願書

請願趣旨

安倍政権は、２０１９年１０月の消費税率１０％への引き上げ

を「予定通り行っていく」とし、増税に固執する姿勢を崩してい

ません。しかし、税率８％への増税後、国内総生産（ＧＤＰ）は

落ち込み、個人消費や実質賃金の減少が続いています。しかも、

社会保障は良くなるどころか負担が増すばかりで、多くの国民か

ら悲鳴が上がっています。

また、税率１０％と同時に、「複数（軽減）税率」の導入も狙

われています。「軽減」とはまやかしで、食料品や新聞などを８

請願の件名 ％に据え置くだけであり、一世帯当たり６．２万円の大増税とな

ります。さらに、「適格請求書」（インボイス）が義務づけられる

ことで約５００万の免税事業者が商取引から排除されるため、多

くの事業者から反対の声が上がっています。

そもそも消費税は、低所得者ほど負担が重く不公平な最悪の大

衆課税です。生活費非課税、応能負担というあるべき税制の原則

からすれば「消費税廃止への道」こそ、真剣に検討されるべきで

す。

今、必要なことは税率を５％に戻し、免税点も元の3000万円に

引き上げて、中小業者・国民の負担を軽減することです。そうし

てこそ、地域の経済を活性化させ、景気を回復することができま

す。こうした趣旨から以下の事項を請願します。

請願事項

一、消費税率の１０％への引き上げは中止し、５％に戻すこと

一、消費税の免税点を３０００万円に戻すこと

一、消費税の「軽減税率」、インボイスは撤回すること

一、「生活費非課税」「応能負担」の税制を実現すること

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

- 330 -



（別紙）
（住所）宮崎市大字小松９３６－３
（氏名）宮崎県商工団体連合会 会長 永峰 美吉

（住所）宮崎市大字小松９３６番地３
（氏名）宮崎民主商工会 会長 浅井 憲久

（住所）宮崎県都城市志比田町５２００－１２
（氏名）新日本婦人の会 都城北諸支部 支部長 新村 初代

（住所）宮崎県西諸県郡高原町広原４９４６－４５
（氏名）新日本婦人の会 小林支部 西嶋 陽代

（住所）宮崎市和知川原１－３４
（氏名）新日本婦人の会 宮崎支部 支部長 黒木 愛子

（住所）宮崎市和知川原２丁目５５
（氏名）新日本婦人の会 宮崎県本部 会長 平野 千恵子

（住所）宮崎県延岡市岡元町３２０
（氏名）新日本婦人の会 延岡支部 平田 のり子

（住所）西都市大字鹿野田５７２９－７
（氏名）新日本婦人の会 西都児湯支部 藤崎 えい子

（住所）宮崎市和知川原２丁目５５番地
（氏名）宮崎県母親大会実行委員会 実行委員長 成見 幸子

（住所）宮崎市大和町１３４－２
（氏名）宮崎県労働組合総連合 議長 山田 希一郎

（住所）宮崎市大和町１３４－２
（氏名）春闘宮崎県連絡会 代表委員 山田 希一郎

（住所）宮崎市大和町１３４－２
（氏名）宮崎県国家公務員労働組合共斗会議 議長 松藤 貴仁

（住所）宮崎市大和町１３４－２
（氏名）宮崎県国公女性協議会 議長 束元 美樹

（住所）宮崎市大和町１３４－２
（氏名）宮崎公務公共一般労働組合 執行委員長 村岡 弘応

（住所）宮崎市大島町天神前１１７５番地３
（氏名）宮崎県民主医療機関連合会 会長 高田 慎吾

（住所）宮崎市大字大瀬町５９８３－１
（氏名）宮崎県農民組合連合会 会長 有田 辰二

（住所）宮崎市大字大瀬町５９８３－１
（氏名）宮崎中央農民組合 会長 落合 幹雄

（住所）宮崎市大字大瀬町５９８３－１
（氏名）農事組合法人農民連宮崎産直センター 代表理事 有田 辰二
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 29 号 受理年月日 平成3 0年 1 1月 2 2日

請 願 者 宮崎市北川内町谷口５３９９

住所・氏名 障害者医療費助成制度をよくする会

会長 川越 賢二 （署名 10,725筆)

重度障がい者（児）医療費公費負担事業の通院における現物給付

を求める請願

（要旨）

重度障がい者（児）医療費公費負担事業の通院について現物給

付化をおこなうこと

（理由）

県単独事業である「重度障がい者（児）医療費公費負担事業」

は、障害者にとってお金の心配がなく安心して医療を受けること

が出来るまさに「命綱」のようなものです。

しかし現行の事業は、通院について、受診した医療機関の窓口

請願の件名 で自己負担分をいったん立て替えた後に助成金が支給される償還

払い方式（金銭給付）がとられています。

「立て替えるお金がないときには病院に待ってもらうこともあ

る」「看護やリハビリなど訪問医療を受けており毎月９万円立て

替えている」「申請を自分で記入しないといけない病院もある」

─障害者の６割は年収100万円以下であり、償還払い方式では、

一時立て替えで経済的負担が大きいことはもちろん、申請書の代

筆をお願いしたりなど精神的にも障害者には負担が大きくなって

います。

すでに30都道府県（63％）が、同制度について立て替え払いの

ない現物給付を実施しています。ぜひ宮崎県においても、現物給

付を実現していだだきますよう心からお願いするものです。

紹 介 議 員 横田 照夫 新見 昌安 満行 潤一 武田 浩一

図師 博規 有岡 浩一 井上 紀代子 前屋敷 恵美
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 22 号 受理年月日 平成2 9年９月 1 5日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目５５番地

住所・氏名 子どもの医療費無料制度を県に求める宮崎県ネットワーク

代表 高田 慎吾 （署名 10,187筆）

（追加 1,454筆）

子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願

［請願趣旨］

現在、子どもの貧困が大問題になっており、政府の調査でも
７人にひとりの子どもが貧困状態にあると言われています。宮崎

県の子育て世代の貧困率は全国平均よりも高くなっています。

貧困状態におかれた子どもたちは、食事も満足にとれず、病気に

なっても十分な治療が受けられないなどいのちが脅かされていま

す。子どもの将来がその生まれ育った環境で左右されず、どの子

も等しく治療を受けられる制度をつくることは政治の責任です。

子どもが病気にかかったとき、お金の心配なく病院にいける事

は、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぎ、さらには医

療費の軽減にもなります。

県の『乳幼児医療費助成事業の助成状況（平成２９年４月１日

請願の件名 現在）』調査によると、県内でもすでに、入院では中学校卒業ま

でが１５自治体、小学校卒業までが６自治体で、通院でも、中学

校卒業までが１３自治体、小学校卒業までが４自治体で実施され

ています。新富町・川南町・木城町では高校卒業まで入院・通院

ともに助成が始まっています。また、今年度中に延岡市・日南市

・国富町で助成の拡充が予定されており、県内でも無料化の動き

が広がっています。

全国的には、入院では大分県や沖縄県など２４県、通院でも三

重県や徳島県など１５県で小学生以上で助成が拡充され、市町村

など自治体の子育て支援制度の拡充に大きく貢献しています。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。どこに住んでい

ても、安心して医療を受けられる子育ての環境をつくることは、

大きな子育て支援となります。また、少子化の打開にとっても大

きな力になります。宮崎県においても、安心して子どもを産み育

てられる環境を整えるために、子どもの医療費助成制度の拡充を

していただきたく、請願します。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人 満行 潤一
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 27 号 受理年月日 平成3 0年９月 1 3日

請 願 者 宮崎市大島町天神前1175-3

住所・氏名 宮崎県高齢期運動連絡会

会長 岩切 八郎

後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求

める意見書を国に提出することを求める請願書

（要旨）

後期高齢者の窓口負担の原則２割化は、年金収入も減るなか、

請願の件名 治療が長期にわたる高齢者の生活を圧迫し、必要な受診を抑制す

るなど、高齢者の命を脅かすことも予測されることから、国に対

して、後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継

続を求めることの意見書を提出することを求める請願

（理由）

後期高齢者医療（75歳以上）の医療費窓口負担を現行１割から

２割にする論議が、経済財政諮問会議（内閣府）や財政制度等審

議会（財務省）ですすめられ、社会保障審議会（厚生労働省）で

も検討が開始されている。

内閣府・経済財政諮問会議が出している「経済・財政再生計画

改革工程表」では、2018年度までを検討期間とし、今年中に結論

を出すとしている。5月23日に財務省・財政制度等審議会が発表

した「新たな財政健全化計画等に関する建議」は、「（医療費の窓

口負担が2割となっている70～74歳の者が）75歳到達後も2割のま

まにすることに加えて、すでに後期高齢者となっている者につい

ても、数年かけて段階的に2割負担に引き上げる」ことを提案し

ている。このように、財務省・内閣府は早期の検討・実施を求め

ており、厚労省・社会保障審議会医療保険部会でも、「保険者側」

から、早期実施の意見が出されている。

こうした負担増の検討に対して、全国後期高齢者医療広域連合

協議会は６月６日に「後期高齢者医療制度に関する要望書」を政

府に提出し、「制度の根幹である高齢者が必要な医療を確保する

という観点から現状維持に努めること」を要望している。また、

老人クラブや医療関係団体からも、負担増の引き上げを懸念する

意見が出されている。
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厚生労働省の後期高齢者医療制度被保険者実態調査（2017度調

査分）によると、宮崎県の後期高齢者の82.5％が所得100万円未

満と厳しい生活状況にある。後期高齢者の窓口負担の原則２割化

は、年金収入も減るなか、治療が長期にわたる高齢者の生活を圧

迫し、必要な受診を抑制するなど、高齢者の命を脅かすことも予

測される。

よって、国に対して、後期高齢者の医療費窓口負担について、

原則１割負担の継続を求めることの意見書を提出されるよう請願

する。

紹 介 議 員 来住 一人 前屋敷 恵美
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議長挨拶

開 会

会議録署名議員指名（緒嶋雅晃議員、井上紀代子議員）

11月15日 木 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第21号上程

知事提案理由説明

11月16日 金 （議案調査）

11月17日 土
休 会 （閉庁日）

11月18日 日

11月19日 月 （議案調査）

議案第22号～第29号追加上程

11月20日 火
知事提案理由説明

一般質問（満行潤一議員、前屋敷恵美議員、丸山裕次郎議員、

本 会 議
松村悟郎議員）

11月21日 水
一般質問（中野一則議員、髙橋 透議員、井上紀代子議員、

有岡浩一議員）

11月22日 木
一般質問（田口雄二議員、西村 賢議員、河野哲也議員、

渡辺 創議員）

11月23日 金 （閉庁日）勤労感謝の日

11月24日 土 休 会
（閉庁日）

11月25日 日

11月26日 月
一般質問（後藤哲朗議員、日髙陽一議員、中野 明議員、

星原 透議員）

11月27日 火 本 会 議
一般質問（二見康之議員、日高博之議員、坂口博美議員、

重松幸次郎議員）

採決（議案第20号、第21号）（同意）

議案・請願委員会付託

11月28日 水
常任委員会

11月29日 木

11月30日 金
休 会

特別委員会

12月１日 土
（閉庁日）

12月２日 日
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

12月３日 月 休 会 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第１号、第５号、第14号、第29号に反対)（前屋敷

恵美議員）

討論（請願第22号、第27号の継続、第28号不採択に反対）

（来住一人議員）

採決（議案第１号）（可決）

12月４日 火 本 会 議
採決（議案第５号、第14号、第29号）（可決）

採決（議案第２号～第４号、第６号～第13号、第15号～第19

号､第22号～第28号）（可決）

採決（請願第28号）（不採択）

採決（請願第29号）（採択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第４号追加上程、採決（可決）

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 原 正 三

宮 崎 県 議 会 副 議 長 外 山 衛

緒 嶋 雅 晃宮 崎 県 議 会 議 員

井 上 紀 代 子宮 崎 県 議 会 議 員


